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概 要 
最終更新日 平成２６年８月２５日 

プログラム（又

は施策）名 
ロボット・新機械イノベーションプログラム 

プロジェクト名 
生活支援ロボット実用化プロ

ジェクト 
プロジェクト番号 P09009 

担当推進部/担当

者 

ロボット・機械システム部 菅原 淳（平成２５年４月～平成２６年９月現在） 

機械システム部      貞本敦史（平成２３年１月～平成２５年３月） 

機械システム部      宮川豊美（平成２１年８月～平成２２年１２月） 

０．事業の概要 

我が国では、少子高齢化が急速に進展しており、このままでは我が国の社会を支える人

材が不足することが懸念されている。一方、我が国は、産業用ロボットをはじめ、国際

的にもトップレベルのロボット技術を蓄積してきた。これらのロボット技術を活用し

て、製造業の生産工程やサービス業の作業工程における一層の効率化・自動化の促進が

必要となっている。また、ロボット技術は産業分野のみならず、介護・福祉、家事、安

全・安心等の生活分野においても、社会的課題の解決策の一つとして活用することが期

待されており、生活支援ロボットの活用により、生活の質や利便性向上が可能となる。

しかしながら、不特定多数の人が関与する等、条件や状況が変化する実際の使用環境下

で稼働する生活支援ロボットは、対人安全技術が確立されておらず残留リスクの高いも

のが多く、民間企業の独自の取組のみに委ねていては本格的な産業化が期待できない。

このため、国等の一定の関与により、安全性検証を行う認証機関・試験機関、安全性基

準に関する国際標準等を整備することが求められている。本プロジェクトは、生活支援

ロボットとして産業化が期待されるロボットを対象に関係者が密接に連携しながら安全

に係る試験を行い、安全性等のデータを取得・蓄積・分析し、具体的な安全性検証手法

の研究開発を実施することを目的とする。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性について 

不特定多数の人が関与する等、条件や状況が変化する実際の使用環境下で稼働する生活

支援ロボットは、対人安全技術が確立されておらず残留リスクの高いものが多く、民間

企業の独自の取組のみに委ねていては本格的な産業化が期待できない。このため、国等

の一定の関与により、安全性検証を行う認証機関・試験機関、安全性基準に関する国際

標準等を整備することが求められている。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 事業の目標 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を確立し、生活支援ロボットの開発者に提

供可能となること。対人安全性に関する指標、機械・電気安全、機能安全の試験・評価

方法や手順について、国際標準提案を行えること。生活支援ロボットに関する安全性基

準適合性評価手法を確立すること。研究開発の対象とした生活支援ロボットに関して、

安全性検証のための安全性試験を完了し、ロボット安全性試験項目の評価基準値がすべ

て示され、実証試験が完了していること。 

事業の計画内

容 

主な実施事項 Ｈ21fy Ｈ22fy Ｈ23fy Ｈ24fy Ｈ25fy  

生活支援ロボッ

トの安全性検証

手法の研究開発 

      

安全技術を導入

した生活支援ロ

ボットの研究開

発 

 
 

 

 
   

安全技術を導入

した生活支援ロ

ボットの研究開

発（グループⅡ） 
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開発予算 

（会計・勘定

別に事業費の

実 績 額 を 記

載）（単位：

百万円） 

 

 

契約種類： 

○をつける 

会計・勘定 Ｈ21fy Ｈ22fy Ｈ23fy Ｈ24fy Ｈ25fy 総額 

一般会計 1600 1525 1150 1350 940 6565 

特別会計 

（電源・需給の

別） 

      

加速予算 

（成果普及費を

含む） 

 840     

総予算額 1600 2365 1150 1350 940 7405 

開発体制 

経産省担当原課 製造産業局産業機械課 

プ ロ ジ ェ ク ト

リーダー 

独立行政法人 産業技術総合研究所 知能システム研究部門 

研究部門長 比留川 博久 

委託先（＊委託

先が管理法人の

場合は参加企業

数および参加企

業名も記載） 

【H21～H25】（独）日本自動車研究所、（独）産業技術総合研究

所、（独）労働安全衛生総合研究所、名古屋大学、（一財）日本品

質保証機構、日本認証（株）、（社）日本ロボット工業会、（財）

製造科学技術センター、パナソニック（株）、国立障害者リハビリ

テーションセンター、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ（株）、筑波大学、トヨ

タ自動車（株）、（独）国立長寿医療研究センター 

【H21～H23】 

富士重工業（株）、綜合警備保障(株)、北陽電機(株)、三菱電機特

機システム(株)、（株）フォー・リンク・システムズ 

【H23～H25】 

（株）ダイフク、（株）日立産機システム、（株）日立製作所、

（株）本田技術研究所、アイシン精機（株）、日本信号（株）、オ

プテックス（株）、（株）ヴィッツ、千葉工業大学、ＩＤＥＣ

（株） 
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情勢変化への

対応 

■平成２３年度末、総合警備保障(株)、北陽電機(株)、三菱電機特記システム(株)のコ

ンソ、及び(株)フォーリンクシステムが、本プロジェクトを卒業。警備ロボットや安全

回路に関し、技術開発の目処がたったため。 

■平成２３年度末、富士重工業(株)の掃除ロボットについては研究開発に目処がつきプ

ロジェクトを卒業した。 

 

■行政公開プロセス（仕分け） 

【平成２４年】 

・研究開発項目①～⑤の中で、より公共性の高い①に対し予算を重点的に割り振ると。 

・研究開発項目②～⑤に関しては、各タイプのロボットについて、パイロットスディー

を行いリスクアセスメントを完成させ、①が行う各タイプの認証スキーム開発に協力す

ること。これに関して予算を重点的に使い、企業固有の問題については、各企業の負担

で開発すること。 

⇒ 平成２５年度予算の割り振りで、上記意向を反映。 

【平成２５年】 

・安全標準については幅広い知見を募るため、オープンに議論していくこと 

・国内試験機関が海外のロボットの安全試験を請け負える環境を整備すること 

⇒講演会、セミナー、国際学会での発表で、国内外にアピール。海外案件も検討中。 

中間評価結果

への対応 
Ⅱ－４に記載 

評価に関する

事項 

事前評価 平成２1年度 2 月実施 

中間評価 平成２３年度 8 月実施 

事後評価 平成２６年度 9 月実施 
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Ⅲ．研究開発成

果について 

（１）研究開発の概要 

 生活支援ロボットとして産業化が期待されるロボットを対象に関係者が密接に連携し

ながら安全に係る試験を行い、安全性等のデータを取得・蓄積・分析し、具体的な安全

性検証手法の研究開発を実施することを目的とする。 

 生活支援ロボットの安全性検証手法の開発と安全技術を導入した生活支援ロボットの

開発を行う。 

（２）研究開発目標 

 （最終目標）平成２５年度 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を確立し、生活支援ロボットの開発者に提

供可能となること。対人安全性に関する指標、機械・電気安全、機能安全の試験・評価

方法や手順について、国際標準提案を行えること。生活支援ロボットに関する安全性基

準適合性評価手法を確立すること。 

研究開発の対象とした生活支援ロボットに関して、安全性検証のための安全性試験を完

了し、ロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示され、実証試験が完了している

こと。 

（中間目標）平成２３年度 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を開発するとともに、人間工学実験等によ

る対人安全性に関するデータをロボット開発実施者に提供すること。研究開発の対象と

した生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全等に必要な試験装置を開発し、ロ

ボット安全性試験項目、各タイプのロボットの試験・評価方法や手順の策定を行うこ

と。これらに基づき，対象としたロボットの安全性検証を完了していること。 

（３）研究開発成果（中間目標に対する成果） 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を開発し、ロボット開発実施者に提供し

た。開発対象ロボットの試験装置を開発し、ロボット安全性試験項目、各タイプのロ

ボットの試験・評価方法や手銃の策定を行った。これらに基づきロボットの安全性検証

を完了させる見込みである。 

 

投稿論文 「査読付き」141 件、「その他」53 件 

特  許 「出願済」40 件 

その他の外部発表 

（プレス発表等） 
 1687 件 

Ⅳ．実用化の見

通しについ

て 

１．安全性検証手法の開発（開発項目①） 

1)リスクアセスメント手法を確立 

2)機械・電気安全、機能安全等ロボットの安全性試験評価方法を確立 

3)生活支援ロボットの安全性基準に関する適合性評価手法を確立 

4)生活支援ロボットの安全性に関する情報の蓄積・提供手法を作成 

5)国際標準化 

――――――――――― 

  →・国際標準 ＩＳＯ１３４８２ を２０１４年２月に正式発行。  

・ロボット開発者へ手法の提供を開始  

・認証事業を開始 

・安全検証センターの「受託試験・研究」を開始 

２．安全技術を搭載した生活支援ロボットの開発（開発項目②～⑤） 

  →・提供された安全性検証手法を元に、安全性検証と安全技術の改良を行った。 

・すべてのロボットに関し安全性の実証試験を実施  

・第三者認証を取得  

ISO13482：パナソニック（株）「リショーネ」、 

（株）ダイフク「エリア管理システム」 

ISO/DIS13482：CYBERDYNE（株）ロボットスーツ HAL 

・安全技術を導入し、安全性検証を実施したロボットを市場に供給開始。  

パナソニック（株）「リショーネ」、CYBERDYNE（株）ロボットスーツ HAL 

など 

・本田の歩行アシストに関しては、有償の実証試験を開始（50 セット 100 台を配

布） 

・富士重工の掃除ロボットは、CYBERDYNE で事業化検討中。 
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・ダイフクの「エリア管理システム」については、JIS への提言を行っている。 

・日立産機は、安全技術を導入した搬送システム「Lavi」を事業化。 

 

Ⅴ．基本計画に

関する事項 

 

作成時期 平成２１年３月 作成 

変更履歴 
平成２２年１２月、平成２２年補正予算（第１号）に伴い、研究開発の実施

方式の一部内容を改訂。 

 



 

Ⅰ－1 

 

Ⅰ 事業の位置づけ・必要性について 

１．ＮＥＤＯの関与の必要性・制度への適合性 

１．１ ＮＥＤＯが関与することの意義 

 不特定多数の人が関与する等、条件や状況が変化する実際の使用環境下で稼働する生活支援ロボッ

トは、対人安全技術が確立されておらず残留リスクの高いものが多く、民間企業の独自の取組のみに

委ねていては本格的な産業化が期待できない。このため、国等の一定の関与により、安全性検証を行

う認証機関・試験機関、安全性基準に関する国際標準等を整備することが求められている。 

高齢者、要介護者、身体障害者等から、介護者支援、移動支援等の生活支援分野で役立つロボット

の活用に強い要請がある。しかし、生活支援分野は人との接触度が高く、より一層の安全性が求めら

れるため、安全の技術や基準・ルールを世界に先んじて整備する必要がある。 

生活支援ロボットの実用化については、具体的な対人安全技術や安全性検証手法の確立、ロボット

導入に適した規制など、安全に関する技術や社会システムが整理されていないことがボトルネックと

なっている。また、過度な安全基準や規制は、ロボットの有効性が極端に損なわれたり、ロボットの

開発コストが著しく増加するなど実用化の阻害要因となる。 

このため、ニーズの高い具体的な生活支援ロボットを、中立的機関が実証試験において安全データ

を収集・分析し、メーカー・ユーザー・サービスプロバイダーが協力しながら適切な安全基準・検証

手法を開発、さらに関係省庁と連携し、制度検討の必要がある。 

このように、ユーザー、サービスプロバイダー、安全検証の専門家、関係省庁も一体となった体制

は、個別企業では構築できず、関係者とのネットワークを有する経済産業省が実施する必要がある。 

また、欧州のロボット工学プラットフォーム（EUROP）や欧州各国による産学協同の研究開発体

制づくり、米国の国防総省国防高等研究事業局によるトップダウンの産学連携、韓国のロボットに関

する品質保証機関やロボット産業振興院の設置など、各国で生活支援ロボットの実証データの蓄積、

安全規格、社会ルール等の環境整備が加速されている。さらに、ＩＳＯにおいては安全基準について

の議論も進展している。 

また、欧州の認証機関やその関連企業では、基準策定の段階からメーカーと検討をすすめ、結果的

に構築した基準や認証制度が市場での自国の優位性が確保される形になっている。また、他国から製

品の認証を依頼する場合、製品の技術情報を含む設計情報を認証機関に提出する必要があることから、

技術ノウハウの流出につながることが懸念されている。 

さらに対人安全性に比較的問題が無いと考えられている福祉用ロボット（知能システム「パロ」等）

が、デンマークの医療・福祉現場で実証試験を行う事例が出始めており、他国への技術流出が懸念さ

れ、国内に同様のロボットの実証試験の場が求められている。 

したがって、我が国における生活支援ロボットの実用化を早め、我が国の強みであるロボット産業

の国際競争力強化・海外市場開拓のため、安全性の確保されたロボットの実証試験の拡充及び事業の

早期実施が必要である。 

技術戦略マップ 2010（ロボット分野）においては、「介護者支援や移動支援等の人との接触度が高
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い生活支援ロボットの実用化のため、対人安全性技術の開発・実証と、安全基準設定等に向けた安全

性・有効性データの集約・分析」を行うことと位置づけている。 

 

１．２ 実施の効果（費用対効果） 

ロボットによる生活支援サービスの付加価値や生産性の向上が関係者で共有されることで、有効性

と安全性を両立するようなロボットの活用方策と、そのために必要な制度改革の検討が促される。 

また、これまで安全の基準やルールが未整備なために実施困難であった民間企業等による生活支援

ロボットの技術開発が加速される。また、ロボットのハードウェアのみだけでなくサービスと複合し

た産業の発展が波及効果として期待される。 

ロボットの市場は、2015 年には 1.6 兆円、2035 年には 9.7 兆円にまでに拡大すると予想される

（図Ⅰ－１）が、実現には本事業により安全の技術や基準・ルールが整備されることが前提となる。 

本事業で蓄積される実証データにより国際標準化活動の強化が期待される。 

中立的機関が機密情報の管理をしながら実証データの集約・分析を行うことで、民間企業の知見が

集約される。 

 

２．事業の背景・目的・位置づけ 

２．１ 事業の背景 

我が国では、1980 年代以降、自動車や電機・電子産業の成長や人手不足を背景に、産業用ロボッ

トの本格的な導入ができた。現在、我が国は、国際的にもトップレベルのロボット技術を有するとと

もに、生産現場においても、全世界で稼働している産業用ロボットの約４割が日本で稼働している等、

自他ともに認める「ロボット大国」といえる。ただし、1990 年代以降リーマンショックまで、産業

用ロボットの市場規模は緩やかな成長にとどまり、用途も特定の産業分野に限られていた（図Ⅰ－

２）。 

しかし、ロボットを巡る状況は、着実に変わりつつある。製造業においては、ロボット・セルのよ

うに、さらに高度化した産業用ロボットが生産現場に投入されつつある。また、サービス業の分野に

おいても、2005 年の愛知万博では、サービスロボットの実用化に向けた実証実験が行われるととも

に、実際のビジネスにおいても、清掃ロボットや食事支援ロボット、災害復旧作業を行う遠隔操作型

ロボット等の導入が進んでいる。このように、我が国のロボット産業・技術は、次の成長段階に踏み

だしている。 

他方、我が国は、少子高齢化・人口減少、アジア諸国の台頭等を背景とした国際競争の激化や、地

震や水害等大規模災害に対する不安といった社会的課題に直面している。我が国に蓄積された基盤的

なロボット技術（ＲＴ）を活用・高度化することにより、これらの諸課題を解決することが期待され

ている。 
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出典：平成 21 年度ＮＥＤＯ機械部調査報告書（委託先：三菱総研） 

図Ⅰ-１ ２０３５年までのロボット産業の将来市場予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－２ ロボット出荷台数の推移 （出展：ロボット工業会） 
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２．２ 政策への適合性 

「科学技術基本計画」（２００６年３月閣議決定）では、ロボット・新機械技術は、特に重点的に

研究開発を推進すべき分野（重点推進４分野）の一つである情報通信分野や、推進分野であるものづ

くり技術分野、社会基盤分野に位置づけられている。 

「経済成長戦略大綱」（２００６年７月財政･経済一体改革会議。２００７年６月改訂版を経済財

政諮問会議に報告）の中で、ロボット技術は産学官連携による世界をリードする新産業群の一つとし

て位置づけられ、次世代ロボットの市場の拡大に向けて、サービスロボット市場の整備、ロボットの

認識技術の開発等必要な取組を継続することとしている。 

「イノベーション２５」（２００７年６月閣議決定）では、ロボット･新機械技術は、生涯健康な

社会生活や多様な人生を送れる社会の実現に向け、中長期的に取り組むべき課題として、新たな走行

車等の普及促進のための環境整備、高度みまもり技術導入のためのルール作りなどの安全･安心な社

会形成、また、ユビキタスネットワークや民生用ロボットの本格普及に向けた環境整備、低侵襲診

断・治療技術の実現、安全･安心な社会のための将来デバイスの実現、さらに世界的課題解決に貢献

する社会のための新しいものづくり技術など、今後の研究開発の進展等によって、その成果を社会に

適用していく施策が必要であるとともに、随時見直しをし、その取組を加速・拡充していくことが必

要とされている。 

「経済財政改革の基本方針２００８」（２００８年６月閣議決定）では、経済成長戦略の３本の柱、

革新的技術創造戦略のうち、革新的技術戦略のひとつとしてロボット技術が位置付けられた。 

 「ロボット産業政策研究会」報告書（２００９年３月とりまとめ） 

近い将来に、次世代ロボットが実際に役立つものになるよう、特に技術開発・事業開発、安全確保、

社会ルールの整理・策定のための取組等についてまとめられている。 

 

２．３ 国のプログラムとの関連性 

このような状況を踏まえ「ロボット・新機械イノベーションプログラム」では、我が国の製造業を

支えてきたロボット技術・機械技術を基盤とし、ＩＴ技術・知能化技術など先端的要素技術との融合

を促進することにより、家庭、医療・福祉、災害対応など幅広い分野で活躍する次世代ロボットや新

機械技術の開発・実用化を促進し、生産性の向上と人間生活の質の向上を実現するとともに、我が国

経済社会の基盤である製造業の競争力の維持・強化を目指している。 

このロボット・新機械イノベーションプログラムの中で、「生活支援ロボット実用化プロジェクト」

は生活支援分野のロボットを開発し、対人安全技術と安全検証手法の確立を行うと共に、安全性、有

効性検証のための実証試験を行う。さらに得られた安全性や有効性に関するデータを集約・分析し、

ロボット活用のための具体的安全基準、社会ルール等の環境整備や国際標準化の強化へとつなげる手
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法を確立する。 

 

２．４ 研究開発の目的 

我が国では、少子高齢化が急速に進展しており、このままでは我が国の社会を支える人材が不足す

ることが懸念されている。 

一方、我が国は、産業用ロボットをはじめ、国際的にもトップレベルのロボット技術を蓄積してき

た。これらのロボット技術を活用して、製造業の生産工程やサービス業の作業工程における一層の効

率化・自動化の促進が必要となっている。 

また、ロボット技術は産業分野のみならず、介護・福祉、家事、安全・安心等の生活分野において

も、社会的課題の解決策の一つとして活用することが期待されており、生活支援ロボットの活用によ

り、生活の質や利便性向上が可能となる。 

しかしながら、不特定多数の人が関与する等、条件や状況が変化する実際の使用環境下で稼働する

生活支援ロボットは、対人安全技術が確立されておらず残留リスクの高いものが多く、民間企業の独

自の取組のみに委ねていては本格的な産業化が期待できない。このため、国等の一定の関与により、

安全性検証を行う認証機関・試験機関、安全性基準に関する国際標準等を整備することが求められて

いる。 

本プロジェクトは、生活支援ロボットとして産業化が期待されるロボットを対象に関係者が密接に

連携しながら安全に係る試験を行い、安全性等のデータを取得・蓄積・分析し、具体的な安全性検証

手法の研究開発を実施することを目的とする。 

また、これらの試験においてはロボット研究開発実施者と安全性検証手法の研究開発実施者が連携

し、リスクアセスメント技術、危険予防技術の検討や実際の使用環境下で幅広い参加者による実証試

験を集中的に実施する。さらに、生活支援ロボットの安全性基準等の国際標準化を念頭に置きつつ研

究開発を進める。 
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Ⅱ 研究開発マネジメントについて 

1. 事業の目標 

「生活支援ロボット実用化プロジェクト」基本計画で以下のように定めている。 

１．１ 最終目標（平成２５年度） 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を確立し、生活支援ロボットの開発者に提供可能とな

ること。対人安全性に関する指標、機械・電気安全、機能安全の試験・評価方法や手順について、国

際標準提案を行えること。生活支援ロボットに関する安全性基準適合性評価手法を確立すること。 

研究開発の対象とした生活支援ロボットに関して、安全性検証のための安全性試験を完了し、ロボッ

ト安全性試験項目の評価基準値がすべて示され、実証試験が完了していること。 

 

１．２ 中間目標（平成２３年度） 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を開発するとともに、人間工学実験等による対人安全

性に関するデータをロボット開発実施者に提供すること。研究開発の対象とした生活支援ロボットの

機械・電気安全、機能安全等に必要な試験装置を開発し、ロボット安全性試験項目、各タイプのロ

ボットの試験・評価方法や手順の策定を行うこと。これらに基づき，対象としたロボットの安全性検

証を完了していること。 

 

2. 事業の計画内容 

２．１ 研究開発の内容 

 

上記目標を達成するために、次の５つの研究開発項目について研究開発を実施する。 

[委託事業] 

研究開発項目① 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

研究開発項目② 安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開発 

研究開発項目③ 安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開発 

研究開発項目④ 安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発 

研究開発項目⑤ 安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

以下に研究開発項目ごとの研究開発目標を示す。 

 

２．１．１ 研究開発項目①：生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

２．１．１．１ 研究開発の必要性 

生活支援ロボットは少子高齢化の課題に対して大きな支援力になると期待されている。しかし、生

活支援ロボットは不特定多数の人が関与する使用環境で稼働することが考えられ、安全を保証する方

式が確定していない。特に、対人安全技術が確立されていないため残留リスクの高いものが多く、早

急にリスクを低減し安全性を保証する方式を策定することが求められている。このため、本研究開発
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項目では生活支援ロボットの安全性や信頼性等のデータの取得・蓄積・分析を行い、具体的な安全性

基準を含む実務的な安全性検証手法の策定に必要な技術を開発する。  

 

２．１．１．２ 研究開発の具体的内容 

（１）生活支援ロボットの安全性検証方法の開発 

生活支援ロボットの安全性を検証するには、まずロボット開発実施者が自らリスクアセスメントを

行った後、これに基づいて安全性検証を行う認証機関及び試験機関により客観的に安全性を検証する

手順となる。リスクアセスメントに関しては、我が国でいち早く策定された「次世代ロボットのため

の安全確保ガイドライン」に則り、ISO-12100 に規定されているリスクアセスメントを実行する方針

とする。しかし、生活支援ロボットのリスクアセスメントに関しては、本質安全設計のための定量指

標等がほとんどなく、社会的にも方法論が確立していない。このため、生活支援ロボットに関するリ

スクアセスメント手法を開発する。 

他方、生活支援ロボットにおける安全性の評価試験方法については、生活支援ロボットの普及のため

にはその枠組みを早急に設定する必要がある。機械・電気・機能安全の側面からの試験は既存の関連

規格が存在するため、これらを参考に安全性・信頼性等に関するデータを取得・蓄積・分析すること

により定める。 

①リスクアセスメント手法の開発 

生活支援ロボットに関する各応用分野、あるいは使用されるフィールドにおいて標準とな

るリスクアセスメント手法を開発する。具体的には、まず自動車等の機械安全分野を広く調

査し、また必要に応じて適切な装置の開発及び試験体による耐性試験・人間工学実験等を

行って、安全性に係わる耐性値をはじめとした対人安全性に関するデータを取得・蓄積・分

析する。次に、これらのデータや類似機械の事故やトラブル履歴等の情報の効率的フィード

バックが可能なリスクアセスメント手法を開発する。 

 

②機械・電気安全、機能安全等ロボットの安全性試験評価方法の開発 

耐環境試験、電磁環境試験等、生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全の観点にお

ける安全性試験評価方法を開発する。そのため、産業用ロボット等の類似機械装置・コン

ポーネントに関する安全規格等を調査し、それらの試験基準や方法に関して、既存の試験装

置を利用、あるいは必要に応じて新規に試験装置を開発して、安全性・信頼性等に関する試

験データを取得・蓄積・分析する。なお、対人安全に関する各種試験・評価手順に関しては、

現状では参照すべき規格等が確立されていないため、その試験装置の開発を含めた安全度水

準の定量化等に関する研究開発を行う。 

これらの結果に基づいて、安全性能の定量化、評価指標等についての研究を行い、試験・

評価方法を開発する。 

以下に、安全性試験項目の例を挙げる。 
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ａ）ロボット運動性能試験（制御安定性、加速・減速、変動負荷安定性及び各項目における

耐久性・信頼性） 

ｂ）ロボット動作性能試験（動作安定性、操作性、及び各項目における耐久性・信頼性） 

ｃ）ロボット耐環境性試験（EMC 特性、低・高温環境信頼性、防滴特性、防塵特性、振動耐

久性、感電防止、及び各項目における耐久性・信頼性） 

ｄ）安全停止特性（非常停止、故障検出時の安全停止）及び予期せぬ再起動防止 

（２）生活支援ロボットの安全性基準に関する適合性評価手法の研究開発 

安全技術を導入して開発された生活支援ロボットを対象として、コンセプト段階から製品段階まで

について、安全性基準に関する適合性評価手法の研究開発を実施する。 

 

２．１．１．３ 達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①各タイプのロボットのリスクアセスメント手法を確立すること。並びに、それを各タイプのロ

ボット開発実施者に対して提供する。さらに対人安全性に関して取得したデータに基づき、耐性

指標等の国際標準提案を行えること。 

②各タイプの生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全等に関し安全性試験評価方法を確立

すること。さらに策定した試験・評価方法や手順について、国際標準化提案を行えること。 

③各タイプの生活支援ロボットに関する安全性基準適合性評価手法を確立する。 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①リスクアセスメント手法を開発すること。さらに人間工学実験等による対人安全性に関する

データをロボット開発実施者に提供すること。 

②各タイプの生活支援ロボットの機械・電気安全、機能安全等に必要な試験装置を開発し、ロ

ボット安全性試験項目、各タイプのロボット毎の試験・評価方法や手順の策定を行うこと。 

 

２．１．１．４ 特記事項 

（１）試験・認証方法については国際標準化の推進のため、必要な情報を提供しつつ、関係機関と連

携し、安全規格の確立に向け努力すること。特に、生活支援ロボットに関する安全性・信頼性等の

データ取得・蓄積・分析に際しては、（社）日本ロボット工業会にて審議中の ISO/TC 184/SC 2/WG 7 

Robots in personal care (Robots and robotic devices – safety requirements – Non-medical 

personal care robot)の議論と連携して進めること。 

（２）国際的な評価が得られる安全認証拠点が我が国に形成されるように、その中核をなすべく、

ISO/IEC Guide 65 （JIS Q 0065）「製品認証機関に関する一般要求事項」に、準拠した認証機関、

ISO/IEC 17025（JIS Q 17025）「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に準拠した試験

機関が、本研究開発の実施期間終了後に設立・継続できるような体制の構築を実施期間中から目指す

こと。さらに、ＰＬ法を見据えた法的責任の確認も行うこと。 
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（３）制度設計の観点から、安全認証拠点基盤がより強固かつ広範に発展するように、例えば事故情

報の提供に関し保険機関の関与が、さらに、規格提案に向けて学会の関与が、それぞれ提案に含まれ

ることを目指すこと。また、様々な使用者の協力を得ることが可能な地域に根ざした施設を整備する

ことを目指すこと。 

（４）各種試験装置は、プロジェクトの中間目標年度（平成２３年度）までに試験機関候補場所に可

能な限り集約することを目指す。 

 

 

２．１．２ 研究開発項目②：安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開

発 

２．１．２．１ 研究開発の必要性 

少子高齢化が急速に進展しており、介護を必要とする高齢者・障害者が増え、その人たちを支える

体制の整備が急務となっている。そのため、この分野への新しい技術であるロボット技術による支援

の強化が求められている。しかし、このような介護・福祉分野へのロボット技術の活用は、利用者に

加えて家族等の人との共存が必須となるため安全性の確保が必要なこと、作業内容が多様であること

等から困難となっている。 

このため、本研究開発項目では、人とロボットを積極的に連携させることで、これらの課題を克服

するための要求仕様や運用ルールを明確にし、多様な作業を、安全に行うことができる移動作業型

（操縦が中心）生活支援ロボットの安全技術を開発する。 

 

２．１．２．２ 研究開発の具体的内容 

（１）移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットを開発する。移動作業型（操縦が

中心）生活支援ロボットとは、人の生活環境下で、ユーザーの指示によって、安全かつ効率よく生活

に必要な作業を行う機能を実現するロボットである。 

ロボットの使用目的、使用環境及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを行い、その結

果に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメントは研究開発項目①と連携

して、安全性試験方法や検証手順を開発しながら進めるものとする。 

以下に安全な移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットを実現するための安全技術の例を挙げる。 

ａ）移動・作業技術 

生活環境下において、ユーザーの指示より、移動や作業（マニピュレーション等）を効率よ

く安全に行うための技術。 

ｂ）ユーザーインタフェース技術 

直感的に操作可能で、利用者の負担の少ないユーザーインタフェース技術により操縦動作の

安全性の確保、ユーザーに適切な情報を提示することによりロボットが周囲の人を含む作業環



 

Ⅱ－5 

 

境に対して安全性を確保する技術。 

ｃ）ユーザーへの適用(フィッティング)技術 

利用方法が簡便であり、様々な身体状況のユーザーが、安全に利用できる適用技術。 

ｄ）安全な退避技術 

ロボットへの供給電源（バッテリ等）が、突然遮断された場合でも、ロボット本体が安全に停

止、退避がなされる技術。 

ｅ）ユーザー拘束時の安全開放技術 

ロボットが故障等によって、ユーザーや第三者の身体を拘束するような状態に陥った場合でも、

安全かつ容易に開放できる技術。 

（２）移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 

上記２．１．２．２（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべ

てを搭載した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①において

開発する安全性検証手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目①の開発に対して

フィードバックしつつ実施する。 

②実証試験 

想定ユーザーによる、実環境あるいは模擬した環境において、上記２．１．２．２（１）で開発さ

れたロボットの実証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行う。 

 

２．１．２．３ 達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．１．２．２（１）に該当する安全技術を一部またはすべて搭載した移動作業型（操縦

が中心）生活支援ロボットが２．１．２．２（２）項の安全性検証のための安全性試験を完了し

ていること。 

②上記２．１．２．２（１）で開発されたロボットの安全性試験項目の評価基準値がすべて示さ

れていること。 

③２．１．２．２（２）②項の実証試験が完了していること。 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①上記２．１．２．２（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験

項目がすべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．１．２．

２（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．１．２．２（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全

性検証手法を用いて試験を完了していること。 
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２．１．２．４ 特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。これら要

素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）等の標準規格に適合

するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェクト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。 

（３）実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 

 

 

２．１．３ 研究開発項目③：安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開

発 

２．１．３．１ 研究開発の必要性 

次世代ロボットの大きな特徴の一つは、自ら環境を認識してその情報に基づき、物理的移動を伴う

作業を行う「自律性」であり、これによって複雑な環境下においても人に代わって様々な作業を行う

ことができる。我が国の社会が直面している少子高齢化社会に伴う労働力不足や、家庭における高齢

者の生活支援等の大きな問題を解決する鍵を握る。しかし、この自律性を有する移動作業型のロボッ

トは、従来の安全規格、概念への適合が難しく、また技術的にも確立されていない部分がある。 

このため、本研究開発項目では、自律性を有する移動作業型ロボットの安全に関する課題を洗い出し、

安全を実現するための要求仕様や運用ルールを明確にし、その課題を解決する安全技術を開発する。 

２．１．３．２ 研究開発の具体的内容 

（１）移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットを開発する。移動作業型（自律が

中心）生活支援ロボットとは、周囲の環境を認識し、自律的な判断に基づいて安全かつ効率よく生活

に必要な作業を行う機能を実現するロボットである。 

ロボットの使用目的、使用シーン及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを行い、その

結果に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメントは、研究開発項目①と

連携して、安全性試験方法や検証手順を開発しながら進めるものとする。 

以下に安全な移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットを実現するための安全技術の例を挙げる。 

①リスク低減技術 

ａ）安定走行技術 

自律での走行速度指令による駆動力制御に加え、走行加減速や外力、凹凸や斜面等がある

路面環境に対して自律的に姿勢を安定化し、安全に走行する技術。 

ｂ）人・障害物回避技術 

静止障害物の位置及び人等の移動障害物の位置・動きを検知する機能、またこれらとの衝

突リスクを見積もり回避する等安全に走行する技術。 
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ｃ）自律走行技術 

自己位置認識技術や地図情報生成技術、動的経路計画技術等の安全性要素技術を使い安全

に自律走行する技術。 

ｄ）自己診断技術 

ロボットの各機能が正常に動作していることを常時確認して、故障や異常を自動的に検出

して通報又は修復することにより、安全に運用する技術。 

ｅ）危険予防技術 

ロボットの動作や行動を人に事前に認識させることや人の行動を予測することにより安全

に運用する技術。 

 

②安全要素技術 

ａ）自己位置認識技術 

周囲環境のセンシングによる環境地図情報や、ロボットの移動及び動作の履歴情報を活用

し、正確な自己位置を推定する機能を持つことで安全な移動や作業動作を確保するためのセ

ンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｂ）安全環境認識技術 

ロボットやその作業環境に配置された各種センサを用い、人の移動、及び作業の障害とな

る環境変化を検出する機能を持つことで、環境地図生成と動的動作計画機能を成立させ、安

全な移動や作業動作を確保するためのセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要

素技術。 

ｃ）環境地図生成技術 

ロボットやその作業環境に配置された各種センサを用い、移動や作業に必要な地図等の環

境記述を生成する機能を持つことで、自己位置認識と動的動作計画機能を成立させ、安全な

移動や作業動作を確保するためのセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技

術。 

ｄ）動的動作計画技術 

目的地への移動や目的作業を実現するための動作を計画する技術において、人の移動、及

び作業の障害となる環境変化による動作変更の必要性があっても、補正、再計画を自律的に

行うことで安全な移動や作業動作を確保するためのセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェ

ア等を含む要素技術。 

 

（２）移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 

上記２．１．３．２（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべ

てを搭載した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①において
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開発する安全性検証手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目①の開発に対して

フィードバックしつつ実施する。 

②実証試験 

想定運営先を模擬した環境において、上記２．１．３．２（１）で開発されたロボットの安全性の

実証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行うこと。 

 

２．１．３．３ 達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．１．３．２（１）に該当する①リスク低減技術及び②安全要素技術を一部またはすべ

て搭載した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットが２．１．３．２（２）項の安全性検証

のための安全性試験を完了していること。 

②上記２．１．３．２（１）で開発されたロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示され

ていること。 

③２．１．３．２（２）②項の実証試験が完了していること。 

 

（２）中間目標（平成２３年度）  

①上記２．１．３．２（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験

項目がすべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．１．３．

２（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．１．３．２（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全

性検証手法を用いて試験を完了していること。 

 

２．１．３．４ 特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。これら要

素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）等の標準規格に適合

するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェクト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。（３）

実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 

 

 

２．１．４ 研究開発項目④：安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発 

２．１．４．１ 研究開発の必要性 

少子高齢化社会では、高齢者・障害者の自立と生き甲斐が重要な点であり、生活支援、活動の質の
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向上が課題である。高齢者・障害者においては、身体機能が低下する傾向にあり、それが高齢者・障

害者の自立を制限している。さらに、一層の身体機能低下への悪循環を加速している。また、要介護

者の急増は介護者不足、介護労働負担を増加させている。これらの課題を解決するために人間の身体

機能を拡張・増幅・支援する技術の開発が必要である。 

このため、本研究開発項目では、人に装着して人間の身体機能を拡張・増幅・支援する人間装着

（密着）型生活支援ロボットの安全に関する課題を洗い出し、安全を実現するための要求仕様や運用

ルールを明確にし、その課題を解決する安全技術を開発する。 

 

２．１．４．２ 研究開発の具体的内容 

（１）人間装着（密着）型生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットを開発する。人間装着（密着）型生活支

援ロボットとは、人間に装着し、装着者の意思を反映した随意的、自律的機能によって制御される実

用的なロボットである。 

ロボットの使用目的、使用環境及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを行い、その結

果に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメントは研究開発項目①と連携

して、安全性試験方法や認証手順を開発しながら進めるものとする。 

以下に安全な人間装着（密着型）型生活支援ロボットを実現するための安全技術の例を挙げる。 

 

ａ）装着時機能安定技術 

人に装着して人間の身体機能を拡張・増幅・支援するための駆動力制御に加え、歩行や作業

に付随して生じる負荷変動、外力、障害物衝突などに対して自律的に対処し安全に人の動作を

支援する技術。 

ｂ）制御技術 

装着者の意思を反映し、随意的、自律的機能によって制御する技術。 

ｃ）安全管理技術 

動作支援中の環境情報を取得し、この情報を用いて安全確保を行うための管理技術。 

ｄ）自己診断技術 

ロボットの各機能が正常に動作していることを常時確認して、故障や異常を自動的に検出し

て通報または対処することにより安全に運用する技術。 

ｅ）安全要素技術 

モータ、バッテリ、センサ等の人間装着（密着型）型生活支援ロボットを構成する基盤部品

に関する安全技術・リスク低減技術。 

 

（２）人間装着（密着）型生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 
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上記２．１．４．２（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべ

てを搭載した人間装着（密着）型生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①において開発す

る安全性検証手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目①の開発に対してフィード

バックしつつ実施する。 

②実証試験 

想定ユーザーによる、実環境あるいは模擬した環境において、上記２．１．４．２（１）で開発さ

れたロボットの実証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行う。 

 

２．１．４．３ 達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．１．４．２（１）に該当する安全技術を一部またはすべて搭載した人間装着（密着）

型生活支援ロボットが２．１．４．２（２）項の安全性検証のための安全性試験を完了している

こと。 

②上記２．１．４．２（１）で開発されたロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示され

ていること。 

③２．１．４．２（２）②項の実証試験が完了していること。 

（２）中間目標（平成２３年度） 

①上記２．１．４．２（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験

項目がすべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．１．４．

２（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．１．４．２（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全

性検証手法を用いて試験を完了していること。 

 

２．１．４．４ 特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。これら要

素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）等の標準規格に適合

するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェクト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。 

（３）実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 

 

  

２．１．５ 研究開発項目⑤：安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

２．１．５．１ 研究開発の必要性 
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人間の行動の範囲及び自由度を拡大する移動手段として、現在、自動車から自転車まで各種移動体

が存在するが、少子高齢化の進展や CO2 ガス発生削減等の社会的課題を解決していくため、今後、高

齢者や環境に配慮した移動体が求められてくる。具体的には、商業施設、駅・空港等の交通施設、オ

フィス、家庭に至るまで、不特定多数の歩行者や家族、他の移動体や障害物と同一空間内に共存し、

搭乗者による操作または自律走行が可能な搭乗型生活支援ロボットが必要となる。 

このため、本研究開発項目では、人や障害物が混在する状況において、人を乗せて移動する機能を

備えた搭乗型生活支援ロボットの安全に関する課題を洗い出し、安全を実現するための要求仕様や運

用ルールを明確にし、その課題を解決する安全技術を開発する。 

２．１．５．２ 研究開発の具体的内容 

（１）搭乗型生活支援ロボットにおける安全技術の開発 

安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットを開発する。搭乗型生活支援ロボットとは、人を乗せ

て、操縦者の指令により、または自律的に安全かつ自在に移動する機能を実現するロボットである。

ロボットの使用目的、使用環境及び運用シナリオ等を考慮してリスクアセスメントを行い、その結果

に基づき、リスク低減に必要な安全技術を開発する。リスクアセスメントは研究開発項目①と連携し

て、安全性試験方法や認証手順を開発しながら進めるものとする。 

以下に安全な搭乗型生活支援ロボットを実現するための安全技術の例を挙げる。 

 

①リスク低減技術 

ａ）安定走行技術 

搭乗者または、自律での走行速度指令による駆動力制御に加え、走行加減速や外力、凹凸

や斜面等がある路面環境に対して自律的に姿勢を安定化し、安全に走行する技術。 

ｂ）人・障害物回避技術 

静止障害物の位置及び人等の移動障害物の位置・動きを検知する機能、またこれらとの衝

突リスクを見積もり回避する等安全に走行する技術。 

ｃ）自律走行技術 

操縦者不在時の自律走行及び操縦アシストを含めた半自律走行時、②に記述する自己位置

認識技術や地図情報生成技術、動的経路計画技術等の安全要素技術を使い安全に自律・半自

律走行する技術。 

ｄ）操縦者の意図推定、操縦支援技術 

広範囲な利用者にとって簡便に操縦できるものとするために、短時間での習熟により操作

できるような操縦者の意図推定、操縦支援技術を備え、安全に走行する技術。 

ｅ）協調走行技術 

ロボット間及びロボットと使用者間の相対位置・方位検出機能に基づき、追従制御等によ

る協調走行を安全に実施する技術。 

ｆ）自己診断技術 
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ロボットの各機能が正常に動作していることを常時確認して、故障や異常を自動的に検出

して通報または修復することにより安全に運用する技術。 

②安全要素技術 

ａ）自己位置認識技術 

周囲環境のセンシングによる環境地図情報や移動履歴情報を活用することで自己位置を認

識し安全な走行を確保するセンサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｂ）地図情報生成技術 

ロボットに搭載されたセンサを用い、移動に必要な地図等の環境記述を生成する機能を持

つことで、自己位置認識と動的経路計画機能を成立させ、安全な走行を確保するセンサ、制

御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｃ）動的経路計画技術 

目的地に到達するための経路を計画する技術において、動的障害物による経路変更等が

あっても、補正、再計画を自律的に行い、安全な走行を確保するセンサ、制御アルゴリズ

ム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

ｄ）姿勢安定化技術 

ロボット自身の姿勢を検出し、外部環境から影響を受けても常に安定を保持し、安全な走

行を確保する機構、センサ、制御アルゴリズム・ソフトウェア等を含む要素技術。 

 

（２）搭乗型生活支援ロボットの安全性検証 

①安全性試験 

上記２．１．５．２（１）に該当する安全技術をその用途、使用シーンに応じて一部、またはすべ

てを搭載した搭乗型生活支援ロボットの安全性試験を、研究開発項目①において開発する安全性検証

手法を用いて行う。この安全性試験の結果は、研究開発項目①の開発に対してフィードバックしつつ

実施する。 

②実証試験 

想定運営先を模擬した環境において、上記２．１．５．２（１）で開発されたロボットの安全性実

証試験を行い、各安全性試験項目について検証を行うこと。 

 

２．１．５．３ 達成目標 

（１）最終目標（平成２５年度） 

①上記２．１．５．２（１）に該当する安全技術を一部またはすべて搭載した搭乗型生活支援ロ

ボットが２．１．５．２（２）項の安全性検証のための安全性試験を完了していること。 

②上記２．１．５．２（１）で開発されたロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて示され

ていること。 

③２．１．５．２（２）②項の実証試験が完了していること。 
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（２）中間目標（平成２３年度） 

①上記２．１．５．２（１）で開発されたロボットのリスクアセスメントを終了し、安全性試験

項目がすべて示されていること。 

②実施計画に予定されている安全技術の開発が終了し、その一部またはすべてが上記２．１．５．

２（１）項で開発されたロボットに搭載されていること。 

③上記２．１．５．２（２）①に該当する安全性試験のうち、研究開発項目①で策定済みの安全

性検証手法を用いて試験を完了していること。 

 

２．１．５．４ 特記事項 

（１）安全技術として、共有可能なロボット安全要素部品の開発を含めることを推奨する。これら要

素部品は、生活支援ロボットに使用される構成部品であり、安全度水準（SIL）等の標準規格に適合

するものの取得を目指して開発されるものであり、本プロジェクト内外に提供することが望ましい。 

（２）安全性検証に用いるロボットは、安全技術も含め開発済みのロボットを用いても良い。 

（３）実証試験を実施できる施設を有する機関を、協力機関として確保すること。 

（４）実証試験は、倫理問題に配慮して行うこと。 
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 研究開発マイルストーンを図Ⅱ－１に、開発予算を表Ⅱ－１に示す。 

 安全検証手法の研究開発（研究開発項目①）と安全技術を搭載したロボット開発（研究開発項目②

～５）を並行して行う計画である。２年度目からは検討された試験方法をもとに整備される生活支援

ロボット安全検証センターでロボットの評価試験を実施した。得られた試験結果を安全性検証手法の

検討へフィードバックし、試験方法の改良、認証手法の構築を行った。また、初期の段階から生活支

援ロボットの安全基準の国際標準化を目指す活動をＩＳＯ／ＴＣ１８４／ＳＣ２／ＷＧ７を通して

行った。２０１２年（予定）にＩＳＯ１３４８２の発行と、その後の改訂作業において、日本発の安

全性基準を構築すべく研究開発成果をもとにした提案を行った。 

 なお、２年度目の末にロボットをグループⅡとして追加した。グループⅡの実施者は１年度目から

プロジェクトで検討された安全性検証手法を用いて評価試験とロボットの改良に比較的早い段階から

とりかかる。 

 

  

図Ⅱ－１ 研究開発マイルストーン 
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表Ⅱ－１  開発予算 

（単位：百万円） 

 １年目 

Ｈ２１（２０

０９） 

２年目 

Ｈ２２（２０

１０） 

３年目 

Ｈ２３（２０

１１） 

４年目 

Ｈ２４（２０

１２） 

５年目 

Ｈ２５（２０

１３） 

一般会

計 

１６００ １５２５ １１５０ １３５０ ９４０ 

補正予

算 

－  ８４０ －   

 

 

２．２ 研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯが実施者を公募により選定し、委託により実施した。本研究開発の推進に

あたって、ＮＥＤＯが研究開発責任者（プロジェクトリーダー）として独立行政法人産業技術総合研

究所 知能システム研究部門 研究部門長 比留川 博久氏を任命した。 

安全性検証手法を開発する実施者とロボットメーカの実施者が連携してプロジェクトを実施する体

制として、図Ⅱ－２に示すように安全性検証手法を開発する開発項目①と、安全技術を導入したロ

ボットを開発する開発項目②が、各々の研究開発を進めながら、リスクアセスメント、安全性試験お

よび適合性評価の手法検討や試行において連携することとした。 

 なお、研究開発項目①を実施する体制は国際標準化を推進できるものとし、研究開発項目②～⑤を

実施する体制は、ロボットのハードウェアまたはソフトウェアの開発者、及び実証試験施設提供者の

参加を得ることとした。 
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             図Ⅱ－２ プロジェクトの実施体制（概念図） 

 

各研究開発項目の実施者は以下の通りである。図Ⅱ－３(1)に平成 23 年度末と、図Ⅱ－３(2)に平成

25 年度末のプロジェクト実施体制を示す。また、図Ⅱ－４に当プロジェクトで開発するロボットの外

観イメージを示す。 

なお、研究開発の段階的推進として研究開発項目②～⑤の実施は、安全性に係る試験方法の検討段

階であるプロジェクトの初年度から参加する「グループⅠ」と、開発された安全性に係る試験手法を

用いて２年度目から試験を行う「グループⅡ」に分けて段階的に推進する。「グループⅡ」について

は、各タイプのロボットの試験・評価方法や手順が策定される２年度目に公募により実施者を選定す

る。「グループⅡ」の実施者には中間目標の達成は求めていないため、プロジェクトの中間評価の評

価対象に含めないこととした。 

 

研究開発項目① 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発： 

財団法人日本自動車研究所 

 独立行政法人産業技術総合研究所 

 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

 国立大学法人名古屋大学 

 一般財団法人日本品質保証機構 

 日本認証株式会社 

 社団法人日本ロボット工業会 
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 財団法人製造科学技術センター 

 

研究開発項目②  安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開発 

（Ａ）安全技術を導入した移乗・移動支援ロボットシステムの開発： 

パナソニック株式会社 

国立障害者リハビリテーションセンター 

 

研究開発項目③ 安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開発 

（Ａ）安全技術を導入した生活公共空間及びビルの移動作業型ロボットシステムの開発： 

  富士重工業株式会社（平成２３年度で終了） 

 

（Ｂ）安全技術を導入した警備ロボットシステムの開発： 

綜合警備保障株式会社（平成２３年度で終了） 

北陽電機株式会社（同上） 

三菱電機特機システム株式会社（同上） 

 

（Ｃ）安全技術を導入した配送センター内高速ビークルシステムの開発：［グループⅡ］ 

  株式会社ダイフク（平成２２年度末から） 

 

（Ｄ）安全技術を導入した配送センター内のフォーク型物流支援ロボットの開発：［グループⅡ］ 

株式会社日立産機システム（平成２２年度末から） 

株式会社日立プラントテクノロジー（平成２２年度末から） 

 

研究開発項目④ 安全技術を導入した人間装着(密着)型生活支援ロボットの開発 

（Ａ）安全技術を導入した人間装着型生活支援ロボットスーツ HAL の開発： 

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 

国立大学法人筑波大学 

 

（Ｂ）安全技術を導入したリズム歩行アシストの開発：［グループⅡ］ 

  株式会社本田技術研究所（平成２２年度末から） 

 

研究開発項目⑤ 安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発 

（Ａ）搭乗型生活支援ロボットにおけるリスクアセスメントと安全機構の開発： 

トヨタ自動車株式会社 

独立行政法人国立長寿医療研究センター 
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株式会社フォー・リンク・システムズ（平成２３年度で終了） 

  

（Ｂ）安全要素部品群と安全設計に基づく搭乗型移動ロボットの開発：［グループⅡ］ 

アイシン精機株式会社（平成２２年度末から） 

日本信号株式会社（同上） 

オプテックス株式会社（同上） 

株式会社ヴィッツ（同上） 

学校法人千葉工業大学（同上） 

 

（Ｃ）屋外移動支援機器における安全エンジニアリング技術の研究開発：［グループⅡ］ 

 ＩＤＥＣ株式会社（同上） 

 

 
図Ⅱ－３（１） プロジェクト実施体制（平成２３年度） 
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図Ⅱ－３（２） プロジェクト実施体制（平成２５年度） 

 

 

図Ⅱ－４ プロジェクトで開発するロボット 
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２．３ 研究開発の運営管理 

 

 研究開発の進捗管理を行うため、実施者が一堂に会す連絡会や半期に一度の進捗報告会の実施また、

４半期に一度の進捗確認シートの作成を行っている。その概要は以下の通り。 

 

２．３．１ 安全性検証全体連絡会 

 実施者が一堂に会しプロジェクト全体のスケジュールおよび課題の確認、安全性検証手法の開発状

況や開発した手法の紹介、またロボット開発事業者からの情報提供依頼などを行っている。 

主催：ＮＥＤＯ、ＰＬ、 運営協力：開発項目①ステアリングコミッティー 

開催頻度：１年に３回 

 

２．３．２ 進捗報告会と研究進捗確認シート 

 各実施者から半年間の研究進捗の説明、課題と今後のスケジュールを確認。 

 出席者：ＰＬ、ＮＥＤＯ、ＭＥＴＩ 

 報告者：各研究開発実施者 

 開催頻度：進捗報告会は１年に３回。進捗報告会を行わない四半期に研究進捗確認シートを提出。 

 

２．３．３ 安全検証手法開発実施者が主催する各種ＷＧ 

 安全検証手法の開発では、開発分野毎にＷＧを設け定期的に打ち合わせを行っている。その場には

議題に応じてロボット開発実施者が参加している。また、安全性や制度に関連する専門家を外部委員

として招き助言をいただいている。ＮＥＤＯおよびＭＥＴＩはオブザーバーとして参加。 

 

２．３．４ アウトリーチ活動 

 2013 年 11 月に東京ビックサイトで行われた国際ロボット展において、生活支援ロボット実用化プ

ロジェクト参画企業のロボットを展示。併せて講演会でこれらロボットを紹介。2014 年 2 月 17 日に

は、機械振興会館において、生活支援実用化プロジェクトの成果報告会を行い、同時に記者発表会を

行った。ここで、ISO13482 を世界で初めて取得したパナソニック（株）の「リショーネ」および（株）

ダイフクの「エリア管理システム」の紹介を行った。さらに、2014 年 6 月 18 日には、つくば市役所

において、プロジェクト外の一般者を対象に、生活支援実用化プロジェクトの成果発表会を行った。

この際、生活支援ロボット安全検証センターの見学会も行った。 

 

２．３．５ 秘密情報の管理について 

 研究開発を行っている複数の企業がプロジェクトに参加しており、技術情報を扱うにあたり、秘密
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保持に関するルールを定めている。 

（１）安全性検証全体連絡会における秘密保持誓約について 

2 か月に 1 回実施している安全性検証全体連絡会は、その議題が各実施者において秘密情報として扱

いたい技術情報や営利活動に必要な情報が含まれる場合があるため、これらの秘密情報を安全性検証

全体連絡会の出席者のみにその開示範囲を限定するため、各参加者から秘密保持誓約書を提出しても

らっている。 

 作成元：安全性検証全体連絡会に出席する各実施者 

 提出先：ＮＥＤＯ 

 

（２）安全性検証手法の開発者とロボット開発者間の秘密保持契約（ＮＤＡ）について 

 安全性検証手法の開発では、各ロボット開発者から、ロボットの設計情報などの技術情報を入手す

る場合があり、その情報が他のロボット開発者に開示されると、情報の発信元の開発者の不利益にな

ることが予想される。そのため、安全性検証手法開発者とロボット開発者の間で秘密保持契約を締結

している。なお、安全性検証手法の開発者側に各ロボット開発者と連絡を取り合う窓口担当者を個別

に設けている。これにより、他のロボット開発者の秘密情報が漏えいすることを防いでいる。 

  秘密保持契約の契約当事者： 安全性検証手法開発実施者（日本自動車研究所等）およびプロ

ジェクト内ロボット開発実施者のうち１コンソ。 

 

２．４ 研究開発成果の実用化・事業化に向けたマネジメントの妥当性 

 

 本プロジェクト参画企業のロボットには、移動型、装着型、搭乗型等のタイプがあり、それぞれの

タイプに対して各社がリスクアセスメントを行うとともに、認証機関が認証スキームを作成した。こ

れをもとに Personal care robot の国際安全規格 ISO13428 の策定に大きく貢献。NEDO は、参画企業

のロボットに対し、認証取得を促し、各ロボットの安全性を担保していく仕組みを作った。これによ

り、実際に実用化・事業化を後押しすることができ、サイバーダインの「ロボットスーツ HAL」、パ

ナソニック（株）の「リショーネ」の事業化につながったと考える。 

 

３．情勢変化への対応 

 

■平成２３年度末、総合警備保障(株)、北陽電機(株)、三菱電機特記システム(株)のコンソ、及び

(株)フォーリンクシステムが、本プロジェクトを卒業。警備ロボットや安全回路に関し、技術開発の

目処がたったため。 

 

■平成２３年度末、富士重工業(株)の掃除ロボットについては研究開発に目処がつきプロジェクトを

卒業したが、その後、公的資金の不正利用が判明した。ＮＥＤＯは同社から資金を回収済み（平成２
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５年１月）。 

 

■行政公開プロセス（仕分け） 

【平成２４年】 

・研究開発項目①～⑤の中で、より公共性の高い①に対し、予算を重点的に割り振ること。 

・研究開発項目②～⑤に関しては、各タイプのロボットについて、パイロットスタディーを行いリス

クアセスメントを完成させ、①が行う各タイプの認証スキーム開発に協力すること。これに関して予

算を重点的に使い、企業固有の問題については、各企業の負担で開発すること。 

  ⇒ 平成２５年度予算の割り振りで、上記意向を反映。 

【平成２５年】 

・安全標準については幅広い知見を募るため、オープンに議論していくこと 

・国内試験機関が海外のロボットの安全試験を請け負える環境を整備すること 

  ⇒講演会、セミナー、国際学会での発表で、国内外にアピール。海外案件も検討中。 
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４．中間評価結果への対応 

 肯定的な指摘点 問題点・改善すべき指摘点 対処方針・計画等への反映 

総

合

評

価 

高齢化社会を迎えている状
況下、生活支援ロボット実用
化プロジェクトは経済産業省
が推進する「ロボット・新機
械イノベーションプログラ
ム」および内閣府が推進する
「社会還元加速プロジェク
ト」の目的達成に貢献する非
常に時宜に適ったものであ
る。生活支援ロボットを実用
化するためには、対人安全基
準、基準適合性評価法を確立
する必要があり、本プロジェ
クトは重要な意味を持つ。ま
た、基準作成、適合性評価法
の確立は、その性質上、特定
の企業が担当できないため、
NEDO の支援で実施することは
妥当である。NEDO、産業技術
総合研究所、委託先機関
（JARI など）の三者の協力に
よって、効率よく運営されて
いる。多少の温度差はある
が、各個別テーマはそれぞれ
この目標に向かって努力をし
ており、中間時点の評価は概
ね順調と判断される。 

【１】本プロジェクトの成否
は、安全性検証手法の確立と
認証制度の整備にかかってい
ると言ってよいだろう。今後
この点に関して、今一歩の方
向性の明確化とこのことを各
個別テーマが統一的に理解す
ること、更に、プロジェクト
全体としての纏まりが必要で
ある。 
 

【２】個別の安全基準の注目
項目が、やや独善的であるの
で、担当研究者の視点での安
全性の研究のみならず、一般
人が安心感を持てるような項
目の検討する必要がある。ま
た、本プロジェクトの内容・
成果についてユーザーに向け
て、ロボット安全設計の新し
い考え方（リスクアセスメン
トと限界、想定外の対応等）
の啓蒙活動に努めていただき
たい。 
 

【３】国際標準化への取組み
には基準認証と機能標準の二
本柱に基づく戦略性を持った
活動が求められる。 
 

【１】安全検証手法の開発実
施者とロボット開発実施者が
連携して取り組んでいる「パ
イロットスタディ※」通じで
方向性の明確化と統一的な理
解を深めた。 
※認証制度の構築を目的とし
て安全性認証の一連のプロセ
スを試行的に行うもの。 
【２】安全検証手法の開発実
施者が開発するリスクアセス
メント手法と試験方法を用い
て客観的な安全性検証に努め
た。またロボット安全設計の
考え方については学会やセミ
ナー等を通じて啓蒙活動を行
い、一般使用者にも安心を与
えられるように努めた。 
【３】国際標準化への取り組
みについては戦略的な検討を
進め、ISO13482 発行に至っ
た。 

事

業

の

位

置

付

け

・

必

要

性 

生活支援ロボットは日本が世
界的に最も進んでいる分野で
あるが、いまだ、本格的産
業・実用化に結びついていな
い。少子高齢化が進む日本に
おいての生活支援ロボットの
必要性はいうまでもなく、社
会的重要性は極めて大きい。
安全性の基準作りとその評価
法は、生活支援ロボットの市
場化に際して、必須である。
また、安全規格やその認証構
造の構築は民間だけでは、そ
の実現が困難で有り、公共性
が高く、ＮＥＤＯの関与が必
要とされる事業である。経済
産業省が推進する「ロボッ
ト・新機械イノベーションプ
ログラム」および内閣府が推
進する「社会還元加速プロ
ジェクト」にも本プロジェク
トは大きく寄与している。 
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 肯定的な指摘点 問題点・改善すべき指摘点 対処方針・計画等への反映 

研

究

開

発

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト 

生活支援ロボットが、い

まだ市場が立ち上がってい

ない現段階で、世界に先駆

けてその対人安全性に関す

る指標や試験・評価方法に

関する研究開発を行うこと

の意義は大きい。研究開発

計画、事業体制はおおむね

妥当で、プロジェクトリー

ダーは全体をよく統括し、

妥当な研究開発目標が設定

されている。定量目標の設

定、質の判断、達成度判断

という点で不明確な部分も

あるが、テーマの性質上や

むをえないと考える。 

 

【４】安全基準を総合的に構築す
る方針の個別テーマ①のチームと
個別の先進的なロボットを中心に
安全基準を検討する個別テーマ②
～⑤とのチームの整合性を取るべ
きである。 また、各個別テーマ
は個別性が強いので、自分のテー
マのみに目を向けがちであるが、
各チームは、安全設計技術、安全
検証や認証制度に関して、交流を
盛んにすべきである。 
 

【５】個別テーマ②～⑤チームの
対象とするロボットがなくとも、
個別テーマ①のチームは、生活支
援ロボットの主だった対象に関す
る安全技術とその評価方法を確立
することが必要となる。この点を
考慮したマネジメントが望まれ
る。 
 

【６】目的としている、「ロボッ
トの安全に関する国際標準規
格」、「関連する試験機関」、
「規格認証機関の整備」は、妥当
であるが、作っただけで終わる可
能性を否定できない。すなわち、
それらが、真に国際的にも認知さ
れ、実現するための戦略が欠けて
いる。そのために、何が必要で、
どのように実現していくかが明示
されていない。 
 

【７】国際標準化については、会
議開催日程や会議開催頻度など、
その進捗が国際標準化機関のルー
ルで縛られているので、安全関係
技術の国際標準化タイムスケ
ジュールを明確に決めて、その計
画どおりに実行することを心がけ
てほしい。その際、日本として国
際競争力を強化する領域と、実用
化・普及のための国際規格整備や
社会情勢づくりで国際協調する領
域との切り分けや戦略を明確にす
べきである。 
 

【４】生活支援ロボット
安全検証センターでの安
全性検証試験とパイロッ
トスタディを通じて方針
の整合性を取った。また
安全性検証全体連絡会に
おいて方向性についての
議論を深めるとともに、
②～⑤チームが開発した
安全要素技術の他コンソ
への展開を図るなど技術
的な交流を促進した。但
し、交流は秘密情報の管
理を前提として行った。 
 
 
【５】直近に実用化が有
望な生活支援ロボットが
網羅されていると考えて
いるが、実施者に入って
いない例えばマニピュ
レータタイプのロボット
については、ニーズが高
いものと認識しており、
安全検証手法の開発実施
者による主体的な検討を
行った。 
 
【６】策定する国際標準
規格が、実用的なロボッ
トの安全性基準をとして
有用なものとなることは
もちろんのこと、試験機
関および認証機関の整備
については持続的な運営
が可能となるよう体制し
た。具体的には、安全検
証センターの受託試験事
業、ＪＱＡによる認証事
業等がある。 
 
【７】国際標準化につい
ては、国際協調と国際競
争力強化策とを整理して
戦略的に進め、ISO13482
発行に貢献した。 
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 肯定的な指摘点 問題点・改善すべき指摘点 
対処方針・計画等への反

映 

研

究

開

発

成

果 

広範で多様な生活支援ロ
ボットに関し、実用化・事
業化が近いと思われる分野
が抽出され、その中心課題
の成果が得られつつあり、
全般的に目標はほぼ達成し
ている。チームによって
は、当初の予定よりも早く
成果が出ているところも散
見される。また、生活支援
ロボット安全検証センター
がオープンし、個別の安全
認証のための基礎実験が積
み重ねられており、着実な
成果が期待できる。今回の
プロジェクトでは、物理的
接触における安全規格が中
心であり、その意味では成
果の汎用性は高い。 

【８】今後、リスク分析からリス
ク因子を抽出するところを、再検
討する必要がある。また、市場規
模は余り大きくないため、ビジネ
スモデルの戦略化の強化が必要な
テーマもある。 
 
【９】本プロジェクトの内容・成
果については、一般国民はもとよ
り、ロボットに関する学会の専門
家にも十分理解されているとはい
えない。情報発信を強化すること
が望まれる。 
 
【１０】国際的な基準作りは、プ
ロジェクトの後半に集中的に活動
することが予想されるが、より戦
略的な国際標準化の実現が期待さ
れる。 

【８】個別テーマ①が開
発するコンセプト検証と
リスクアセスメント手法
を活用して客観的な安全
性検証を行い、一般使用
者にも安心を与えられる
ように努めた。 
【９】学会発表やセミ
ナー等を通じてプロジェ
クト活動・成果の紹介や
安全技術の啓蒙に努め
た。 
【１０】ＩＳＯの改訂作
業を見据えて戦略を練り
ながら進めた。 

 

 肯定的な指摘点 問題点・改善すべき指摘点 
対処方針・計画等への反

映 

実

用

化

の

見

通

し 

全体として概ね開発してい
る安全性検証手法はその目
的に則した妥当な内容と
なっており、また、安全検
証センターにおいて、着実
に実験が進められているの
で、成果の実用化は期待で
きる。また、第三者認証に
むけた体制案も具体的にで
きており、国際規格化も本
研究開発の成果を反映しう
る体制で活動がなされてい
る。安全関連データの収
集・蓄積ならびに再利用法
に関する研究開発も行われ
ている。 
 
 
 

【１１】安全に関する認証制度の
未整備と認証技術の未経験が、我
が国で芽の出ている生活支援ロ
ボットが世界に出るチャンスを
失っているという事実に基づく本
プロジェクトの目的を各個別チー
ムがそれぞれ理解して、研究開発
を進めて欲しい。そして、現実に
実用化・市場化に耐えうる安全標
準化作りを本プロジェクトに期待
する。その意味で、これまで得ら
れた成果を、より一層実用的な視
点、一般人の安心感での視点等か
ら精査することが重要である。 
 
【１２】安全関連データの収集・
蓄積については、プロジェクト途
中であってもデータを公表し、再
利用法の研究開発も進捗を明らか
にして、進行中の関連研究開発で
活用できるようにするとともに、
プロジェクト内外のフィードバッ
クをいれることが望ましい。 
 

【１１】本プロジェクト
の目的を全体連絡会等を
通じて改めて周知させ
た。   
安全技術の開発と安全標
準化作りにおいては、よ
り実用的な視点を意識し
て進め、安全についての
啓蒙活動と併せて一般利
用者の安心感が得られる
よう努めた。 
 
 
 
 
 
【１２】学会やセミナー
等を通じてプロジェクト
の進捗および途中の成果
を公開した。データの公
開方法については、安全
検証手法の実施計画にも
含まれている研究内容の
一つである。但し公表す
る内容については国際標
準化の戦略に基づいたも
のである。 
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中間審査時の今後に対する提言 対応 

【１３】人間の多様性、ロボットの多様性、利用環境

の多様性のために、生活支援ロボットの安全基準作成

は極めて多様な項目を対象とせざるを得ない。しか

し、細かく数多くの基準が増え続ける方向の研究に

は、基準としての意味がない。そこで、専門家のみな

らず一般人が安心できる安全基準の骨格を作ることが

重要である。 

 

【１４】また、本プロジェクトに参加している全員が

性能基準や機能安全に基づく安全認証に対する理解を

深める必要がある。更に、安全性の検証、認証に関す

る能力、及び、安全設計に関する基礎知識を持つ人材

の育成は喫緊の課題である。我が国に適した認証制度

のあり方を、個別のテーマの成果を踏まえつつ、早急

に検討し、実施して行く必要がある。 

 

【１５】生活支援ロボット特有の安全規格を発見する

うえで、実際の社会の現場での実証実験も必要であ

る。並行して、そのための法整備（特区構想など）を

積極的に提案していくべくではなかろうか？本プロ

ジェクトで得られたデータの体系的保管、公開方法に

ついて、今から対応を講じ、せっかくのデータが PJ 終

了後、散逸しないよう努力してほしい。 

 

【１６】国際標準化に関しては、ISO/TC184/SC2/WG7 関

係だけでなく国際標準化の世界を ISO/IEC/ITU を含め

て、広い視野で捉えて対応してほしい。また、欧米諸

国の標準化動向にも、今以上に注意するべきだろう。 

 

【１３】指摘のように、生活支援ロボッ

トの安全基準は自動車等とは異なり、用

途や対象者によって異なるタイプのロ

ボットに対応した多様なものとなるが、

一般利用者が理解しやすく、さらにサー

ビスロボット市場の成長を促進するよう

な骨格作りを行った。 

 

【１４】認証制度の整備のため安全検証

手法の開発実施者とロボット開発実施者

が連携して進める「パイロットスタ

ディ」の取り組みを通じで理解を深め

た。 

 

【１５】本プロジェクトでは、実環境で

の実証試験を行った。データの公開につ

いても、学会発表や Web（RT-SIC）を通

じて可能な範囲で行った。 

 

 

【１６】国際標準化については、ＷＧ７

が他の規格を参考・引用して構築が進め

られているため、他の標準化活動（例え

ば医療機器、物流機械、光学式センサ）

を視野に入れて進めた。 

 

 

中間審査時の研究評価委員会コメント 対応 

国際標準規格を作成することは重要であるが、規格と
か認証機関をつくっても市場での実績がなければ全く
役にたたなくなってしまう。今後、どのように運用し
ていくのかも考慮しながら安全規格、試験機関および
認証機関を構築していただきたい。 

 

【１】安全検証手法の開発実施者とロボッ
ト開発実施者が連携して取り組んでいる
「パイロットスタディ※」通じで方向性の
明確化と統一的な理解を深めた。 
※認証制度の構築を目的として安全性認証
の一連のプロセスを試行的に行うもの。 
【２】安全検証手法の開発実施者が開発す
るリスクアセスメント手法と試験方法を用
いて客観的な安全性検証に努めた。またロ
ボット安全設計の考え方については学会や
セミナー等を通じて啓蒙活動を行い、一般
使用者にも安心を与えられるように努め
た。 
【３】国際標準化は戦略的に進め、
ISO134821 発行に至った。 
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５．評価に関する事項 

 

① 評価の実施時期 

プロジェクト期間（２００９年７月～２０１４年２月） 

中間評価２０１１年８月２５日 

② 評価手法 

外部評価 

③ 評価事務局 

NEDO 評価部 

④ 評価基準 

NEDO「標準的評価項目・基準」 

⑤ 評価委員 

 

立場 氏名 所属 役職 

分科会長 川村 貞夫 立命館大学 理工学部 ロボティクス学科  教授 

分科会長代理 大道 武生 名城大学 理工学部 機械システム工学科  教授 

委員 浅田 稔 
大阪大学大学院 工学研究科 知能・機能創成工学

専攻 
教授 

委員 来海 雅俊  
オムロン㈱技術本部 テクノロジーコラボレーショ

ンセンター 
参事 

委員 小菅 一弘 
東北大学 大学院 工学研究科 バイオロボティクス

専攻 
教授 

委員 長谷川 勉 
九州大学 システム情報科学研究院 知能システム

学部門  
教授 

委員 原田 節雄 （財）日本規格協会 国際標準化支援センター  技術顧問

委員 向殿 政男 明治大学 理工学部 情報科学科  教授 
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Ⅲ 研究開発成果について 

1.事業全体の成果 

最終目標に対する研究開発成果は以下の表のとおりである。 

◎ 大幅達成、○達成、△達成見込み、☓未達 

最終目標（平成２５年度末） 研究開発成果 達成度 

プロジェクト全体の目標 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を

確立し、生活支援ロボットの開発者に提供可能

となること。対人安全性に関する指標、機械・

電気安全、機能安全の試験・評価方法や手順に

ついて、国際標準提案を行えること。生活支援

ロボットに関する安全性基準適合性評価手法を

確立すること。 

研究開発の対象とした生活支援ロボットに関し

て、安全性検証のための安全性試験を完了し、

ロボット安全性試験項目の評価基準値がすべて

示され、実証試験が完了していること。 

 

生活支援ロボットのリスクアセスメント手法を開

発し、ロボット開発実施者に提供した。 

開発対象ロボットの試験装置を開発し、ロボット

安全性試験項目、各タイプのロボットの試験・評

価方法や手銃の策定を行った。 

Personal Care Robot の国際安全規格 ISO13482 の

策定に貢献し、2014 年 2 月に正式発行となった。 

研究開発の対象とした生活支援ロボットに関し

て、安全性検証のための安全性試験を完了した。 

安全性試験項目に関し、リスクアセスメントに基

づいた評価基準を示し、各タイプのロボットに関

し実証試験が完了した。 

 

 

○ 

 

 

研究開発項目①：生活支援ロボットの安全性検

証手法の研究開発 

①各タイプのロボットのリスクアセスメント手

法を確立すること。並びに、それを各タイプの

ロボット開発実施者に対して提供する。さらに

対人安全性に関して取得したデータに基づき、

耐性指標等の国際標準提案を行えること。 

②各タイプの生活支援ロボットの機械・電気安

全、機能安全等に関し安全性試験評価方法を確

立すること。さらに策定した試験・評価方法や

手順について、国際標準化提案を行えること。

③各タイプの生活支援ロボットに関する安全性

基準適合性評価手法を確立する。 

 

①各タイプのリスクアセスメントシート雛形を完

成し、それらを開発者に提供した。また耐性指標

等の国際標準化案を、ISO/TC199 に新規作業項目と

して提案した。 

Personal Care Robot の国際安全規格 ISO13482 の

策定に貢献し、2014 年 2 月に正式発行となった。 

②各タイプの生活支援ロボットの機械・電気安

全、機能安全等に関し安全性試験評価方法を確立

した。 ISO/TC184/SC2/WG7 に試験方法案を提案

し，標準化作業を行った。 

③各タイプの生活支援ロボットに関して認証ス

キームを確立し，3件の認証を発行した 

 

 

◎ 

 

 

研究開発項目②～⑤：安全技術を導入した 生

活支援ロボットの開発 

 

①安全技術を一部またはすべて搭載した各種生

活支援ロボットが安全性検証のための安全性試

験を完了していること。 

 

②開発されたロボット安全性試験項目の評価基

準値がすべて示されていること。 

 

③各種タイプの生活支援ロボットについて、実

証試験が完了していること。 

 
①各タイプ生活支援ロボットに関し、安全性確保

のための必要技術を開発し、それを搭載したロ

ボットのリスクアセスメントを終了した。また各

タイプの生活支援ロボットに関し、安全性検証試

験を行った。 
②リスクアセスメントに基づき、各タイプの安全

基準を設定した。 
パナソニック（株）の「リショーネ」、（株）ダイ

フクの「エリア管理システム」については、

ISO13482 の認証を取得し、サイバーダインのロ

ボットスーツ HAL については、 ISO/DIS13482
の認証を取得した。 
③各タイプのロボットについて、用途、使用シー

ン、想定ユーザーを考慮し、安全試験項目に関す

る実証試験を行った。 

 

 

○ 
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2.1 研究開発項目① 生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発 

（一財）日本自動車研究所、（独）産業技術総合研究所、（独）労働安全衛生総

合研究所、名古屋大学、（一財）日本品質保証機構、日本認証（株）、（一社）日

本ロボット工業会、（一財）製造科学技術センター 

 

１．生活支援ロボットの安全に関する総説 

 報告書の構成に沿って，生活支援ロボットの安全について総説する． 

２．生活支援ロボットの認証スキームの研究開発 

 生活支援ロボットの安全性を定めた国際規格にもとづき，第三者の立場で客観的かつ公

平に適合性評価活動を行うための認証スキームを検討し，併せてそのスキームが国際的に

通用するよう適合性評価の国際規格 ISO/IEC 17067 のシステム 5に従って設計した．この

認証スキームは，フェーズⅠ評価プロセス（設計段階の評価）とフェーズⅡ評価プロセス

（製品の評価）で構成され，評価に必要となる資料の例を検討してロボット開発者の参考

となるように整理した．さらに，この認証スキームによる 3件の認証書を発行した． 

３．生活支援ロボットの安全設計支援ツールの研究開発 

 機械安全の思想を生活支援ロボットに適用するために，ロボットタイプごとの設計コン

セプト自己チェックシートおよびリスクアセスメントシートの雛形を開発した．さらに，

安全方策配置方法の例を検討してロボット開発者の参考となるように整理した．また，安

全設計の際に用いる機能安全設計支援ツールとして，ハードウェアの部品データから安全

整合性水準（SIL）を計算するソフトウエアを開発した．さらに，コンピュータシミュレー

ションで仮想的に事故を起こして可視化できるシミュレータの技術を開発した． 

４．生活支援ロボットの安全性検証試験方法の研究開発 

4.1 試験項目の検討結果 

 機械安全の国際規格 ISO13849 の危険源リストから，生活支援ロボットに関連しそうな危

険源を選択して開発項目とした． 

4.2 人体への危険に関する安全性検証試験 

 既存の試験規格を参考にして，生活支援ロボットの感電試験，騒音試験，表面温度試験

の方法を開発した．また，生活支援ロボットの衝突を再現する試験方法を開発するととも

に，自動車分野のデータを整理することで，試験結果から危害を算定するための指標を提

案した．生活支援ロボットのマニピュレータが人体を挟圧した場合の危害ついては，保護

方策の有効性を検証するための狭圧安全性試験の方法を開発し，文献の痛覚耐性値データ

に基づく判定指標を提案した．また，装着型ロボットによる装着箇所の創傷を対象とする

接触安全性試験の方法を開発し，垂直荷重およびせん断力に基づく評価指標を検討した． 

4.3 ロボットの耐久性に関する検証試験 

 生活支援ロボットの悪環境下での使用や長時間使用を想定した場合，ロボット本体構造

や内蔵された制御装置，保護装置等が何らかのダメージを受けることが危惧される．その
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ため，温湿度および振動環境耐久性，走行耐久性，耐荷重性，耐衝撃性を検証するための

試験装置を開発し，開発実施者から提供されたロボットによる各種試験の試行結果をフィ

ードバックすることにより，試験方法を開発した． 

4.4 ロボットの安定性に関する検証試験 

 ロボットの移動も含めた使用中の安定性の欠如によるリスクへの保護法策を検証するた

め，静的安定性試験および動的安定性試験の方法を開発した． 

4.5 安全関連機能の検証試験 

 生活支援ロボットには，本質安全では対処しきれないリスクに対する防護方策として，

安全関連機能が実装されていることが多い．これらの機能検証のため，安全関連光学セン

サの機能試験，障害物検知対応性能試験，操作・情報提示機能検証試験，EMC 試験に関する

各種試験装置開発や設備導入を行い，開発実施者から提供されたロボットによる各種試験

の試行結果をフィードバックすることにより，試験方法を開発した．国際規格として制定

されている IEC 61508 等の機能安全規格に準拠した機能安全文書テンプレートを作成した．

電気的な故障注入試験装置を用いて，ロボットの統合状態での故障注入試験を試行し，妥

当性確認計画に沿った機能安全の妥当性確認の事例を示した． 

５．国際標準化活動 

 プロジェクトで得られた知見を生活支援ロボットの安全に関する国際規格 ISO13482 策定

活動に提供し，同規格の発行に貢献した．また，開発した安全性検証試験方法を基に安全

性試験に関する国際標準化原案が我が国から提案された． 

６．生活支援ロボットの安全に関する法規制等の調査 

 生活支援ロボットを実用化するために考慮すべき法律と社会制度を，欧州と日本を中心

に国内外の公開情報を基に調査，検討した．その詳細を付属書に整理した． 

７．生活支援ロボットの安全に関する情報データベースの開発 

 プロジェクト成果の普及と安全関連データの蓄積・再利用のために，インターネットサ

イト「生活支援ロボット安全情報センター（RT safety Information Center）」を開発

した． 

８．第三者認証および第三者試験体制の構築 

 生活支援ロボットという新たな製品分野の第三者認証を実現にあたっては，安全評価に

特化した試験方法，試験設備の開発，評価者育成を進めている第三者の試験機関や研究機

関等の相互協力ならびに運営体制が不可欠であることが明らかになった． 

９．ディペンダブルロボティックカートを使った ISO 13482 評価の実例 

 本事業で開発した認証スキームにそって，安全検証と認証手順を実施することで，今後

のロボット開発者が ISO13482 適合認証を取得する場合に参考となる事例を提供する． 
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.事業全体の成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  標 研究開発成果 達成度 
課題と解決方針 

※未達の場合のみ

各タイプのロボットのリス

クアセスメント手法の確立  

 

 

リスクアセスメント手法を

ロボット開発実施者に提供  

 

 

耐性指標等の国際標準提案

を行える  

 

 

安全性試験評価方法の確立  

 

 

試験方法等について国際標

準提案を行える 

 

 

安全性基準適合性評価手法

の確立 

 

リスクアセスメントシート雛形を完

成 

 

 

リスクアセスメントシート雛形を開

発者に提供 

 

 

ISO/TC199 に新規作業項目として提案

 

 

試験法を確立した 

 

 

ISO/TC184/SC2/WG7 に試験方法案を

提案し，標準化作業を開始した 

 

認証スキームを確立し，3件の認証を

発行した 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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特許、論文、外部発表等の件数（内訳） 

  区分 

 

年度 

特許出願 論文・記事 その他外部発表 

 

国内 外国 PCT※

出願 

査読

付き

その

他 

学会発

表・講演 

報道（新聞・

雑誌等への

掲載） 

その他展

示会等 

H21FY 0 件 0 件 0 件 0 件 2 件 0 件 0 件 0 件 

H22FY 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 8 件 7 件 0 件 

H23FY 1 件 0 件 0 件 0 件 3 件 16 件 3 件 1 件 

H24FY 0 件 0 件 0 件 1 件 3 件 30 件 1 件 1 件 

H25FY 0 件 0 件 0 件 1 件 3 件 19 件 0 件 2 件 
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目次 
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１．生活支援ロボットの安全に関する総説 

1.1 生活支援ロボットの安全性をいかに保証するか 

 製品が安全であるということを立証するためには，当該製品に係る規格が存在し，これ

に適合していることが第三者によって認証されなければならない．根拠をもたずして，自

ら開発した製品を傍らに，「わが社のロボットは，安全です」と自慢しても，ビジネス上は

意味をもつことができないのである．たとえば，自社開発した産業用ロボットを欧州に向

けて輸出し，彼らに使ってもらおうと思えば，CE マーキングを取得しなければならない．

そのためには，機械指令のモジュール Aa の適合性手順に従う必要があるとされている．こ

れは具体的には，国際規格 ISO10218 に沿って外部認証機関により必要に応じ試験を実施し

てもらい，その適合証明をもって自己宣言書を作成してはじめて，マーキング取得申請が

可能となるのである．つまり，安全性を保証するには，第三者の関与と公に定められた手

順に従う立証が必要になる，ということである． 

 では，わが国の事情はどうであろうか．上記の産業用ロボットを例にとると，労働安全

事情が欧州とは異なっていることから，国内では労働安全衛生法にしたがって労使ともに，

リスクアセスメントを実施し，許容できないリスクに対するリスク低減方策を実施する必

要がある．その際，労働安全衛生規則や産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術

上の指針の当該条項各項への準拠が求められる．近年は，ISO10218 のたとえば Part1 に対

応する JISB8433-1 が，キーワードとして指針の中に掲げられていることもあって，これら

がたとえ任意規格としての位置付けであっても，これに準拠しようとするコンプライアン

ス意識が関与する企業の間で醸成されつつあるというのが実態である． 

 では，開発製品が歩道において歩行速度で搭乗できるロボットであったらどうであろう

か？本事業がスタートした 2009 年の時点において，国内には，電動車いすの JIS 規格があ

る程度で，搭乗型ロボットを対象とした生活支援ロボットのための国際安全規格 ISO13482

の策定が始まったばかりで，JIS 規格もなかった．これは，搭乗型を含む人間共存型の移動

ロボット全般について言えることであり，さらに，実用化に向けて開発機運が高まり，注

目を集め始めている装着型ロボットについても，同様であった． 

 当時は，わが国を含め世界が，次世代指向の，すなわち人間共存型の生活支援ロボット

の製造や使用に対し，適合性手順が存在しない状態に置かれていたのである．加えて，わ

が国には，ロボットの安全性について妥当性を確認するための試験方法も認証スキームも

なく，そもそも第三者認証制度を支える社会構造が存在してこなかった．  

 

1.2 リスクアセスメントに基づく安全設計の原則と支援ツール 

 その後，ISO13482 は FDIS が 2013 年 9 月に出版されるまでに至った．つまり，過去の 4

年余が，生活支援ロボットのための国際安全規格策定に費やされてきたことになる．これ

はちょうど，本事業期間と重なるものであり，本事業では，予めこの機会に合わせて，先
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に述べた安全性を立証するための試験方法や認証スキームの確立をはじめとする国内の社

会的な責任分担構造を構築することを目標に計画立案がなされてきた． 

ISO13482 は，他の安全規格と同様で，リスクアセスメントをベースにして，ハザードの抽

出からリスク低減方策まで，「パーソナルケア・ロボット」と呼ぶ移動ロボットおよび人間

装着型ロボットをとくに対象とした設計原則を論じている．その詳細は，あとの第 3章で

明らかにされるが，生活支援ロボットに特有の典型的なリスクシナリオが取り上げられ，

これに対処するための手順とプロセスが，本事業を通じて掲げられた． 

 さらに，本事業でとくに参画企業にとり主要な論点であるリスク低減方策については，

「機能安全」と呼ばれる概念に基づく安全技術が，近年体系化されてきている．電気電子

プログラマブル電子系のデバイスを対象とするこの技術体系は，デバイスの故障を，ハー

ドウェアに起因する偶発的故障と，主にソフトウェアやアーキテクチャに起因する系統的

故障とに分類した上で，それぞれについて詳細に方策論を展開するものである．しかしな

がら，その実践には一般に多労が伴い，ときに技術的な理解ですら困難が付きまとうこと

から，その概念的本質さから適用分野も広いと期待されているにもかかわらず，社会的な

浸透に時間がかかっている現状にある． 

 そこで本事業では，機能安全のための設計支援ツールの開発を行うことにした．これは，

安全技術構築のコンセプトづくりにはじまり，機能的な安全性を達成するために要求され

る SIL（Safety Integrity Level）と呼ばれる安全性の基準を満たすための具体的な安全技

術の構築までを支援するものである．これにより，従来，膨大な時間とコストを所要する

懸念がもたれた機能安全技術構築が高効率にできるようになった． 

 

1.3 試験とこれに基づく認証スキーム 

 同時に本事業では，ここまで ISO13482 の適用範囲では詳細に取り上げられることのなか

った，パーソナルケア・ロボットに関わる技術の安全性立証のための試験方法を考案して

きた．老人子供を含めた移動ロボットによる衝突時の傷害耐性値の集積に始まり，複合環

境下での同ロボットの耐環境試験や移動ロボットに固有な安全機能の試験，さらに装着型

ロボットの耐久性や接触安全性が試験の対象であるとして，試験装置を含む方法の構築を

行ってきた．のみならず，必要と想定される試験項目については，むしろ，国際規格の中

にこれに対応する安全要求事項を整備する旨，国際標準化の会合の場で提案も行った． 

 安全に関わる試験の目的は，一般には V&V，すなわち Verification & Validation と呼ば

れる２つの側面がある．前者 Verification は，安全検証と日本語に訳されるもので，安全

性を達成するために満たさなければならない数値目標を試験的あるいは論理的に見出す行

為である．これに対し，後者 Validation は，妥当性確認と訳され，検証された安全数値目

標が，実際に技術によって達成されているか否かを確認・判断するものである． 

他方，ロボットを対象とした認証スキームに関する技術も，これまでわが国では蓄積がな

されてきていなかったことを先に述べた．一言で認証スキームの開発と言っても，サンプ
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リングに始まり特性の確定からレビュー，さらに認証可否の判断およびライセンス授与ま

での一連のプロセスを確定する必要がある．ここで，サンプリングとは，評価の対象と適

用すべき規格の選択を行う行為である．また，特性の確定とは，正味の認証スキームのこ

とで，評価手法と基準の確定，および評価活動の規定を指す． 

 欧米と同じスタートラインに立つということは，開発競争に関する時間的・歴史的なハ

ンディがないというメリットがあるが，模倣すべき先行事例がないので，開発活動には困

難が多く伴う．生活支援ロボットの場合は，サンプリング対象がすでに定まっているとは

いえ，評価手法の骨子をなす評価項目やそれぞれの項目に対する安全基準をいかに定める

かは，先行事例が存在しないゆえに，独自の判断基準を持たなくてはならないが，評価値

はアプリケーションに依存する．本事業では，パイロットスタディという形で，メーカの

開発品を具体的な対象とした認証スタディが実施された．その結果，ISO 13482 の委員会原

案（CD）をベースとして，同業界で世界発の認証マークを装着型ロボットに対して与える

活動を成功裏に導いた． 

 

1.4 国際安全規格策定への主導的参加の効果と成果 

 ここまでの議論で，本事業において，生活支援ロボットの安全要求事項を議論する上で，

好都合に ISO 13482 の規格が利用できる準備ができていたことは，特筆すべきことと判断

される．すなわち， 2009 年の時点で，パーソナルケア・ロボットの安全規格策定を開始し

た当初に，わが国でその後市場創出・展開を見るであろう重点ロボット分野を特定し，こ

れらをパーソナルケア・ロボットの具体的な製品として安全要求事項を規定して行くよう

に，標準化会議で求めたのは，チームジャパンの功績であった．その結果，次世代型人間

共存型の生活支援ロボットの事業化を推進する企業が，彼らの高い関心の下に，数多く本

事業に参加し，あるいはさらに，JARA がオーガナイズするサービスロボットの安全性に関

する標準化ワーキングやビジネス協議会に出席して議論に加わった結果，国際的にも大き

な力をもつ結果となった． 

 のみならず，1.3 で述べた数々の生活支援ロボットのための主要な安全試験方法の開発と

並行して，これまで，ISO13482 の策定後のパーソナルケア・ロボットに関する標準化動向

として，試験方法を標準化する方向性を国際会議で提案し，主導しつつある．この活動に

対しても，本事業でコンソーシアム＃１を構成する研究機関や大学が積極的に国際会議に

足を運んで，実績を残してきた．過去 20 年余にわたる審議団体主導の国際標準化活動にお

いても，このように国家的な事業と連携して戦略的に標準化を進めた実績はなく，まさに

本事業の，そしてこれに参加する各組織の尽力の賜物と位置づけられ，今後ますます，そ

の成果の国際的な影響に期待がもたれる． 
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1.5 本報告書の構成 

 本報告書では，以下まず２章を「生活支援ロボットの認証スキームの研究開発」と題し

て，「認証スキームの設計」プロセスの構築および「ISO 13482 の要求事項の解釈」の仕方

について成果を報告する． 

 第３章は，「生活支援ロボットの安全設計支援ツールの研究開発」であり，コンセプト設

計上重要な役割を担う「設計コンセプト自己チェックシート」や，具体的な事例に基づい

てリスクアセスメントへの導入に貢献した「リスクアセスメントシートと安全方策配置方

法」の開発成果について報告する．さらに，本事業に参画する企業向けに機能安全技術の

効率的導入を趣旨として開発された「機能安全設計支援ツール」を紹介し， 後に，種々

の産活支援ロボットのリスクアセスメントを実施する上で高い有用性の期待できる「物理

演算による事故シミュレーションツール」について報告する． 

 第４章は，「生活支援ロボットの安全性検証試験方法の研究開発」について開発成果を述

べる．はじめに，本事業で検討した試験項目を掲げ，「人体への危険に関する安全性検証試

験」「ロボットの耐久性に関する検証試験」「ロボットの安定性に関する検証試験」「安全関

連機能の検証試験」に大分類して，それぞれ開発した試験方法につき詳述した後，「試験の

実績」を概述する． 

 第５章では，コンソーシアムの成果のひとつと位置づけ，戦略的に取り組んだこれまで

の「国際標準化活動」を国際会議への参加報告の形でまとめる． 

 第６章では，「生活支援ロボットの安全に関する法規制等の調査」として，生活支援ロボ

ット関連の国内法制度の調査を皮切りに，欧米と日本における安全の考え方の違いを考察

し，アジアと欧米の安全認証制度の差異を分析して，わが国主導の安全認証制度のアジア

展開に言及する． 

 第７章では「生活支援ロボットの安全に関する情報データベースの開発」として，これ

までの事業の諸活動によって蓄積されてきた成果物をデータ活用の観点で整備してきたデ

ータベースシステム RT-SIC の概要について報告する． 

 第８章では，「第三者認証および第三者試験体制の構築」と題して，ここまでの事業活動

で何が達成でき，さらに，今後のわが国においてロボット安全を支えるための準備につい

て報告する．そしてに，本事業のコンソーシアム＃１の到達目標に対して，その趣旨を汲

んで詳細技術開発に注力した CYBERDYNE 株式会社の装着型ロボットの第三者認証の実例を

紹介する． 

 第９章では，特定の搭乗型生活支援ロボットを例にとって，本事業で開発した認証スキ

ーム（第２章）にそって，安全検証と認証手順を実施することで，今後のロボット開発者

が ISO13482 適合認証を取得する場合に参考となる事例を提供する． 
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２．生活支援ロボットの認証スキームの研究開発 ［JQA］ 

2.1 認証スキーム設計 

2.1.1 背景 

(1) 国際規格における適合性評価と適合性評価機関の位置付け 

 国際規格 ISO/IEC 17000:2004（JIS Q 17000:2005）「適合性評価－用語及び一般原則」

では，適合性評価機関の認定を含めて，適合性評価に関する一般用語及び定義，並び

に貿易を容易にする目的での適合性評価の利用に関する一般用語及び定義を規定して

おり，適合性評価（Conformity assessment）とは，「製品，プロセス，システム，要

員又は機関に関する規定要求事項が満たされていることの実証」であると規定し，適

合性評価機関（Conformity Assessment Body）は「適合性評価サービスを実施する機

関」と規定している．適合性評価サービスを実施する機関には「認証機関」，「試験・

校正機関」及び「検査機関」などがあり，とくに「認証機関」には，製品，プロセス，

サービスに関わる規定要求事項への適合性を評価する「製品認証機関」，組織などの品

質や環境などのマネジメントシステムへの適合性を評価する「マネジメントシステム

認証機関（登録機関と呼ぶ場合がある）」及び溶接技能者などの要員の力量に関する適

格性を評価する「要員認証機関」に大別される．この場合の認証（Certification）と

は「製品，プロセス，システム又は要員に関する第三者証明」であると規定している. 

 

(2) 第三者適合性評価の概念と認証の意義 

適合性評価の社会的役割は，適合性評価の力量をもつ実施者が客観的な方法で評価

活動を行い，その結果を「証明（Attestation）:レビューに従った決定に基づく,規定

要求事項の充足が実証されたと言う表明の発行」として提供することにある．適合性

評価の実施主体については，適合性評価の対象の性質などに応じて，第一者，第二者

及び第三者があり，実施した適合性評価はそれぞれ，第一者証明，第二者証明及び第

三者証明と呼ばれている．これらの中で，特に社会的懸念（安全，健康，環境の保護

など）に係る場合やその客観性を求められる場合は，供給者や購入者とは無関係で中

立的な立場にある第三者によって行われることが多い．また，製品認証システムに関

する指針である国際規格 ISO/IEC 17067 では「製品（プロセス及びサービスを含む）

が規定要求事項を満たしていることの書面による保証を第三者が与える活動」と定義

されており，その目的は，消費者や使用者に対しては「製品の規定要求事項を満たし

ていることの信頼性の提供」や「よりよい購入判断のため」であり，供給者・市場管

理者に対しては「製品が市場に受け入れ易くするため」とされている．このように製

品，プロセス又はサービスなどが規定要求事項を満足しているかを確認することが適

合性評価と定義されている． 
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(3) 国際的に通用する制度設計 

 1995 年に発効した WTO／TBT 協定では，各国に対し強制規格や適合性評価手続きの作

成等を行う際には，原則として国際規格を基礎とすることが義務付けられている．こ

のことにより，各国の適合性評価を国際的に調和させることによって貿易の技術的障

害を低減させることができるとされている．CASCO は（Committee on Conformity 

Assessment）は，適合性評価委員会と呼ばれており，ISO の中に 3つある政策開発委員

のうちの一つであり，適合性評価の原則と実施に関する問題を扱っている機関である．

1970 年に発足し，現在，Pメンバー（Participating countries）として 73 カ国，Oメ

ンバー（Observing countries）として 47 カ国が参加しており，規制当局，規格開発

機関，認定機関及び認証機関など幅広い規格ユーザの専門家が参加している． 

CASCO の委任事項は，次に示したとおりであり，その使命は，適合性評価のための整合

的なガイド，規格の維持・開発，そのグローバルな普及並びに，それらを使った適合

性評価結果のグローバルな受入れの促進である． 

 

 ＜CASCO の委任事項＞ 

 ・製品，プロセス，サービス及びマネジメントシステムの適合性を評価する方法に

ついての検討 

 ・製品，プロセス，サービスの試験，検査，認証の実施並びに管理システムの認証

機関，認定機関の評価及びそれらの運用と採用に関する国際的な規格及び指針の

作成 

 ・国及び地域レベルの適合性評価システムの相互承認，並びに試験，検査，認証，

評価及び関連目的のための国際規格の適切な使用の促進 

適合性評価機関

（第三者） 

供給者 

（第一者） 

購入者 

（第二者） 
製品 

製品の要求事項への適合性確認

製品への付加価

値 

要求事項達成に関す

る信頼性の提供など 

規定要求事項（ISO，IEC や JIS などの規格）

図 2.1.1-1 適合性評価の概要 
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認証スキームの開発に当たって，CASCO で作成された国際規格に準拠させることで，

WTO/TBT 協定の要件を満たし，国際的に通用し得る認証スキームが構築されることにな

る． 

具体的には，CASCO において，製品認証システムを設計するための手法に関して規定し

た ISO/IEC 17067（製品認証の基礎）が作成されていることから，ISO/IEC 17067 に準

拠させることで国際的に通用する認証スキームを構築することができる．ISO/IEC 

17067 では，認証スキームは適合性評価の該当する各機能について具体的な活動を規定

することで構築されるとされており，表 2.1.1-1 において ISO/IEC 17067 で規定され

ている，製品認証が採用されている様々な分野において用いられている活動の組合せ

と認証スキームのタイプについて示す． 

  



Ⅲ-1-8 

 

 

表 2.1.1-1 製品認証スキームの構築 

製品認証スキームにおける適合性評価の機能及

び活動 

製品認証スキームのタイプ 

1a 1b 2 3 4 5 6 N 

Ⅰ 選択 該当する場合，計画及び準備の活

動，基準文書などの要求事項の特定，なら

びにサンプリングを含む 

X X X X X X X X 

Ⅱ 特性の確定 該当する場合，次による 

a) 試験 

b) 検査 

c) 設計評価 

d) サービス又はプロセスの評価 

e) その他の特定活動（例えば，検査） 

X X X X X X X X 

Ⅲ レビュー 

規定要求事項が満たされたかどうかを実

証するための，確定段階で得た適合性の証

拠の調査 

X X X X X X X X 

Ⅳ 認証の決定 

認証の授与，維持，拡大，縮小，一時停止

又は取消し 

X X X X X X X X 

Ⅴ 証明，ライセンスの授与         

 a) 認証書又はその他の適合の表明の発

行（証明） 

X X X X X X X X 

 b) 証明書又はその他の適合の表明の使

用権の授与 

X X X X X X X  

 c) 製品のパッチに対する認証書の発行  X       

 d) サーベイランス（Ⅵ参照）又はパッチ

の認証に基づく適合マークの使用権

の授与（ライセンスの授与） 

 X X X X X X  

Ⅵ サーベイランス 適用可能な場合，次によ

る 

        

 a) 市場からのサンプルの試験又は検査   X  X X   

 b) 工場からのサンプルの試験又は検査    X X X   

 c) 製品の生産，サービスの提供又はプロ

セスの運用の評価 

   X X X X  

 d) 無作為試験又は無作為検査と組み合

わせたマネジメントシステム監査 

     X X  

（出典：JIS Q17067） 

 

 

2.1.2 国際ガイドを適用した国内の製品認証スキームの事例 

(1) JIS マーク表示制度の事例 

 JIS マーク表示制度は，工業標準化に基づいた制度であり，製品が該当する日本工業

規格の基準を満たしていることを示すものであり，適合していることの証明として JIS



Ⅲ-1-9 

 

マークを表示することができる任意の認証制度である．JIS マーク表示制度自体は工業

標準化法制定（昭和 24 年）以来の歴史があるが，適合性評価制度の国際整合化などを

図るため，平成 16 年に工業標準化法が改正され，新しい JIS マーク表示制度が開始さ

れた．この国際整合化に対応するため，JIS マーク表示制度にも国際規格が導入されて

いる．JIS マーク表示制度における適合性評価の機能及び活動を図 2.1.2-1 に示す．な

お，システム 5について，ISO/IEC 17067 では「よく使用されている実証済みの認証シ

ステム」として例示されており，JIS マーク表示制度においてもシステム 5が活用され

ている． 

 

 

 

(2) 電気用品安全法の事例 

 電気用品安全法は，電気用品の製造，輸入，販売等を規制するとともに，電気用品

の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより，電気用品に

より危険及び障害の発生を防止するものであり，適合性の確認は，品目により，製造

者など自身が自ら確認する製品（特定電気用品以外の電気用品）と，経済産業大臣の

選択 

（サンプリングを含む） 

特性の確定 

（評価） 

レビュー 

認証の決定 

ライセンスの授与 

サーベイランス 

適用する JIS 規格の決定 

（サンプリング方法の決定） 

品質管理体制の審査および製品試験 

審査結果，試験結果を基に総合評価 

認証の可否の判断 

認証契約の締結 

（認証マークの使用条件などを含む）

認証維持の審査（3年に 1回以上） 

図 2.1.2-1 JIS マーク表示制度の認証スキームの例 
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登録を受けた登録検査機関と呼ばれる機関による確認が必要な製品（特定電気用品）

の 2通りがあるが，図 2.1.2-2 では，特定電気用品の適合性評価の機能及び活動を示

す．なお，特定電気用品及び特定電気用品以外の電気用品ともに技術基準への適合性

の証明としてマーク表示を付さないと販売することはできない．サーベイランスにつ

いては，JIS マーク表示制度のように定期的な審査ではないが，必要に応じて経済産業

大臣が製造者などから報告を徴取や立ち入り検査を実施することができ，本制度につ

いても国際規格（ISO/IEC 17067）に準拠したスキームであると言える．このように国

際規格（ISO/IEC 17067）に準拠したスキームを構築していることの 大のメリットと

して，電気用品安全法（含む改正）と電気機器に関する欧州理事会指令 73/23/EEC（含

む改正）並びに電磁両立性に関する欧州理事会指令 89/336/EEC に関して，2001 年 4 月

に「日・欧州共同体と相互承認協定（相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の

協定）」に署名し，2002 年 1 月に同協定が発効している． 

 

 

 

 

選択 

（サンプリングを含む） 

特性の確定 

（評価） 

レビュー 

認証の決定 

ライセンスの授与 

サーベイランス 

適用する電気用品の技術基準の決定 

（サンプリング方法の決定） 

製品試験 

審査結果，試験結果を基に総合評価 

認証の可否の判断 

認証契約の締結 

（認証マークの使用条件などを含む）

 

報告の徴取，立ち入り検査 

図2.1.2-2 電気用品安全法の認証スキームの例
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(3) S マークの事例など 

  S マークとは，電気用品安全法を補完し，電気製品の安全のための任意の第三者認証

制度であり，この制度を協議している団体は電気製品認証協議会で，製造者団体，流

通団体，消費者団体，認証機関等 48 団体及び学識経験者により構成される．同協議会

は平成 6年 12 月に発足し，翌平成 7年から認証機関による業務が開始されている．S

マークの適合性評価の機能及び活動を図 2.1.2-3 に示す．Sマークの認証スキームも前

述の JIS マーク表示制度及び電気用品安全法の認証スキームと同様，国際規格（ISO/IEC 

17065）に準拠したスキームと言うことができる． 

 

 

 

2.1.3 生活支援ロボットの認証スキームの解説 

(1) ISO/IEC 17067 の製品認証スキーム（システム５）の適用 

  製品認証スキームには多くの一般的共通要素があり，表 2.1.1-1 で示したようなマ

トリクスとして形態が示されている．このマトリクスでは，特定の製品認証スキームを

確立するためにこれらの要素をどのように組み合わせて使用することができるかを提示

選択 

（サンプリングを含む） 

特性の確定 

（評価） 

レビュー 

認証の決定 

ライセンスの授与 

サーベイランス 

適用する Sマーク認証基準の決定 

（サンプリング方法の決定） 

品質管理体制の審査および製品試験 

審査結果，試験結果を基に総合評価 

認証の可否の判断 

認証契約の締結 

（Sマークの使用条件などを含む）

認証維持の審査（年に 1回） 

図 2.1.2-3 S マークの認証スキームの例
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してある．今回の生活支援ロボットの認証スキームを構築するにあたっては，システム 5

を採用した．この理由は，ISO/IEC 17067 では「システム 5が，よく使用されている実証

済みの認証システム」として例示されていることは既に説明したが，この他の要素とし

て，新しい製品分野の認証スキームであることから，未知数も多く，様々な状況にも対

応できるようにするためである．構築した生活支援ロボットの認証スキームを図 2.1.3-1

に示す． 

 

 

 

  

(2) 認証までの各プロセスの解説 

 認証までには，図 2.1.3-1 で示した「選択（モデル単位のサンプリング）」から「サ

ーベイランス」」までの 6つのステップがある．「サンプリング（選択）」では認証のた

めに適用する規格を選択し，評価の対象を選択する．生活支援ロボットの場合，適用

選択 
（モデル単位のサンプリン

グ）

レビュー 

特性の確定 
（評価） 

認証契約の締結 

認証の決定 

サーベイランス 

【適用規格の選択】：ISO 13482（安全性要求） 

【評価の対象を選択】：設計管理体制，リスクアセスメント

           製品の安全性評価 

【評価手法と評価基準の確定＋評価活動】 

フェーズ 1)  設計管理体制の評価，設計コンセプト検証 

       設計検証など 

フェーズ 2) 製造現場の品質管理体制評価＋製品試験 

評価活動の結果（評価結果）の検証 

認証可否の判断＝認証要求事項を満たしているかどうか 

 

ライセンス授与 

設計管理体制の評価，製品試験， 

品質管理体制評価 

図 2.1.3-1 生活支援ロボットの認証スキー



Ⅲ-1-13 

 

規格は ISO 13482 が選択され，評価の対象には設計管理体制，リスクアセスメント及

び製品の安全性評価が選択されることになる．次のステップである「特性の確定」で

は「サンプリング（選択）」で選択された評価対象に関する評価手法と評価基準の確定

を行い，実際の評価を実施する．生活支援ロボットの場合，フェーズ 1とフェーズ 2

に区分し，フェーズ 1では設計管理体制の評価，設計コンセプト検証及び設計検証な

ど，製品になる前の段階について評価を実施し，フェーズ 2では製造現場の品質管理

体制の評価と製品試験を実施することになる．「レビュー」では，それまでに行ってき

た評価活動について検証が行われる．そして，「認証に関する決定」において，「レビ

ュー」の結果などを基に認証可否の判断が行われることとなる．この後，認証マーク

のライセンス授与のため，「認証契約の締結」が行われる．さらに，認証には有効期限

が設けられており，この間，認証要求事項が維持されているかどうかを確認するため

に「サーベイランス」が行われる．「サーベイランス」では，設計管理体制の評価，製

品試験及び製造現場の品質管理体制の評価を行う． 

 

 

2.1.4 課題 

(1) 特性の確定の重要さと難しさ 

  「特性の確定」においては，評価手法と評価基準の確定を行い，実際の評価を実施

することは既に説明したところではあるが，例えば家電製品などは長い歴史の中で事

故や危険事象などの蓄積情報を基に，製品ごとに要求事項における評価基準が作成さ

れている．このため，適用する製品安全規格には具体的な数値などによる評価基準が

明示されている．しかし，生活支援ロボットの場合，新しい製品分野であるため，事

故や危険事象などの蓄積情報が少ないことや，使用環境や使用条件などが一律でない

ことから，要求事項と評価基準の設定に際しては，製造者によるリスクアセスメント

に依存しなければならない．この結果，リスクアセスメントをベースに求められた基

準がリスクを許容レベル内にするものとなっているか，許容レベルが安易に引き下げ

られていないか，また，製造者によるばらつきが大きくなってしまう可能性もある．

今後は具体的な数値基準を適用できるよう，試行評価や，事故・危険事象事例などの

データベースを充実させていくことが重要になる． 

 

(2) 認証取得におけるメリット 

    製造者が自ら製品の安全性を確認することは当然のことであるが，更に中立的立場

にある第三者による確認により認証を取得することで，製造者（供給者）には製品へ

の付加価値などを付与し，購入者には要求事項達成に関する信頼性を提供するなどの

アピールをすることができると考えられる．また，購入者にとっては，安全な製品を

選択する際の目安となり，安心して製品を使用することができると考えられる．更に，
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製造者にとっては，賠償責任保険などへの加入審査において，一定の評価を得ること

ができることが期待される． 

第三者機関（認証機関）に対しても，守るべき要求事項を規定した国際規格（ISO/IEC 

17065：製品認証とプロセス認証を提供する機関のための要求事項）が存在する．この

規格では，認証機関の独立性，公平性及び力量など，認証機関が中立的な第三者とし

て活動するための要求事項が定められている．認証機関がこの国際規格（ISO/IEC 17065）

に準拠することで，中立的な立場で活動できる根拠となる． 

 

2.2 ISO 13482 の要求事項の解釈 

2.2.1 背景 

(1) 標準化委員会の組織概要と活動 

  ISO 13482 の正式名称は，「Robots and robotic devices – Safety requirements for 

personal care robots」であり，ISO/TC184/SC2/WG7 において検討されてきた規格であ

る．ISO/TC/184 の組織は図 2.2.1-1 に示すとおりである．ISO/TC184 は主に産業用の

自動化システムについて取り扱う委員会であることから，ISO 13482 は産業用ロボット

の安全性規格である ISO 10218 がベースとなって作成されている． 

 

 

2.2.2 ISO 13482 要求事項の概要と解釈 

(1) スコープや構成内容 

  ISO 13482 の適用範囲は，年齢や能力に関係なく，意図した機能を利用者の生活の質

の向上のためタスクを実行するロボットであり，代表的なタイプとして，mobile 

servant robot（移動作業型），physical assistant robot（装着型）及び person carrier 

ISO TC 184 

Automation systems and integration 

SC 2 

Robots and robotic devices 

WG 7 

Personal care 

safety 

WG 1 

Vocabulary 

WG 3 

Industrial 

safety 

WG 8 

Service robots

WG 9 

Medical robots

図 2.2.1-1 標準化委員会の組織概要 
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robot（搭乗型）の 3タイプがフューチャーされている．ただし，20 km/hr より速い速

度で移動することができるロボット，おもちゃのロボット，海自又は飛行するロボッ

ト，産業用ロボット，医療用ロボット及び軍事・治安に供されるようなロボットは適

用外とされている． 

 規格は，主に，リスクアセスメントの手法，安全要求事項，安全関連制御システムに

関する要求事項，検証と妥当性確認及び使用上の情報の 5項目から構成されている．

規格の構成概要については図 2.2.2-1 で示した通りである． 

 

 

(2) リスクアセスメントの重要性とリスクアセスメントシートの活用 

  2.1.4 の課題の項でも触れたように，ISO 13482 では様々なタイプの生活支援ロボッ

トを取り扱っているため，要求事項と評価基準については，具体的に数値化されたも

のはほとんどなく，製造者によるリスクアセスメントをベースに基準を求めるよう規

定されているため，それぞれの製造者が行うリスクアセスメントの手法や基準につい

ては，各社独自のものが使用されることになり，ばらつきが生じてしまうこととなる．

そのため，リスクアセスメントは，この規格においては も重要な項目と言える．そ

こで，これらの課題の対策として，（独）労働安全衛生総合研究所において，生活支援

ロボットに使用できる標準的なリスクアセスメントシートを開発した．各社がこのシ

ートを活用してリスクアセスメントを実施することで，ばらつきが少なくなり，リス

リスクアセスメント 

リスク低減プロセス(3 ステップ) 

- 本質安全設計 

- 保護方策 

- 使用上の情報 

保護方策に制御 

を使用しない場合 

保護方策に制御 

を使用した場合 

PL/SIL 対応 

妥当性確認 

使用上の情報 

ISO 12100 を適用（4項） 

安全要求事項に対して 

リスク低減プロセスを適用（5項） 

ISO 13849-1 又は IEC 62061 を 

適用（6項） 

妥当性確認試験など（7項） 

マニュアル，マーキングなど（8項）

図 2.2.2-1 ISO 13482 要求事項の概要
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クアセスメントをベースに求められた基準がリスクを許容レベル内にするものとなる

と考えられる． 

 

 

2.2.3 課題 

  ISO 13482 は様々なタイプの生活支援ロボットを取り扱っているため，要求事項と評価

基準については具体的な数値化をされているものはほとんどない．より具体的な要求事項

と評価基準を作成していくためには，家電製品の規格のようにロボットのタイプごとに検

討していく必要があると考えられる．これにより，ロボットのタイプに応じた適切な基準

を策定することができ，製造者にとっては設計・製造し易くなると共に，利用者にとって

は，どの製造者が作ったロボットも一定水準以上の安全性を持って設計・製造されたこと

による安心感につながると考えられる．さらに，ロボットに認証マークを付与することで，

利用者には，使用するロボットの選択する際の基準とすることができるとともに，より安

心感を与えることにつながると考えられる． 

  



Ⅲ-1-17 

 

３．生活支援ロボットの安全設計支援ツールの研究開発 

3.1 設計コンセプト自己チェックシート ［安衛研］ 

3.1.1 目的  

 人間にサービスを提供するような人間共存型ロボットには，従来の産業用ロボットで適

用される「人間とロボットの隔離」による安全防護を適用することは難しい．また，人間

共存型ロボットの目的のタスクを実行するためには，そのロボットが発する力や速度を本

質的に抑えることには限界があるので，安全制御ベースの保護方策を導入せざるを得ない．

ロボットが E/E/PE（電気/電子/プログラマブル電子）安全制御系を構成する場合，機能安

全規格（IEC 61508[1]等）で規定される安全要求事項に適合することが求められる． 

 機能安全の考え方が導入された安全制御系を含むロボットの開発プロセスは，基本的に

ライフサイクルプロセスとして考えられる．これは，設計から運用，保全に至るまでの開

発フェーズ毎に，計画，仕様，試験，検証に関連する文書を準備して，それらに従って開

発を進めるという形態である．図 3.1.1 は，機能安全に基づくロボット開発フェーズと各

フェーズに必要となる関連文書との対応を示している．前半の設計フェーズでは，設計コ

ンセプトを分析，検証するタスクとして，開発計画立案後，安全に関する基本的・詳細仕

様を決定する（検証第 1段階）．後半のフェーズでは，製作されたロボットに対する試験の

結果に基づき，安全妥当性を評価して認証する（検証第 2段階）． 

 以上の開発プロセスは，機能安全による安全関連部の設計において求められる過程であ

るが，機能安全を導入しなくとも前半の設計コンセプトに関わる過程は必須である．特に，

安全の仕様を決定する上で必要な文書や開発体制の整備は対象ロボットの品質を確保する

点からも重要な要素である． 

 

 

 
図 3.1-１ 機能安全設計のフェーズ/関連文書とチェックシート 

開発計画 
機能安全計画書 
検証計画書 

安全要求仕様 
リスク解析シート 
安全要求仕様書 

安全基本仕様 
安全コンセプト仕様書 
システム仕様書 

安全詳細仕様 
(E/E/PE) 

ハードウエア仕様書 
ソフトウエア仕様書 
取扱指示書 

システム総合試験 
システム総合試験仕様書 
システム試験成績書 

据付・運用・保全 
安全妥当性確認試験仕様書 
安全妥当性確認書 
保全記録 

コンセプト 
分析 

詳細分析 

認証 

自己チェックシート第１部－設計段階 

自己チェックシート第２部（ハードウエア） 

自己チェックシート第３部（ソフトウエア） 

安全性試験方法 

安全性評価方法 

開発フェーズ 関連文書 

モジュール試験 
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 図 3.1.1 では前半の検証第 1段階をコンセプト分析と呼び，ロボット設計者は，対象ロ

ボットに対する安全要求事項を明確にし，それらを満足するために実施する保護方策とそ

の実施体制，及びプロセスを準備，文書化しておかねばならない．特に，検証第 2段階の

認証を想定した場合に，以下の関連文書は重要となるため，十分な内容と品質が求められ

る． 

a. 機能安全計画書：関連する人・組織・技術の管理 

b. 安全コンセプト仕様書：安全設計概念，設計方針 

c. 安全要求仕様書：必要な安全要求仕様 

なお，安全性の管理や文書管理については，品質管理規格（ISO 9001[2]等）に準拠してい

れば，従来の通常開発プロセスで準備する文書内容や様式等を利用することができる． 

 さらに，一部詳細分析にも含まれるが，安全詳細仕様を述べる次の仕様書についても，

過不足ない安全要求事項の選択と十分な記述が必要である． 

d. ハードウェア仕様書：IEC61508-2[3]に基づく安全要求事項（本質的安全設計要件を含

む） 

e. ソフトウェア仕様書：IEC61508-3[4]に基づく安全要求事項 

 以上の 5つの重要文書をロボット設計者が作成するためには，機能安全規格を始めとし

た規格内容を理解し，必要とされる文書の記載項目を網羅しなければならない． 

 

3.1.2 シートの構成と位置付け 

 ロボットの設計開発において必要な上述の５つの重要関連文書について，これらの必要

事項の過不足と内容記述の適正さを設計者が自己確認するためのツールとして，3部構成の

チェックシートを作成した．図 3.1.1 では，これらのチェックシートと重要関連文書との

対応付けを示している．これらのチェックシートの位置付けは，安全コンセプト認証を念

頭に置いたコンセプト分析内容と必要文書の確認，及び機能安全規格で規定されている安

全インテグリティレベル SIL2 または SIL3 を満足するハードウェア及びソフトウェアの安

全要求事項を確認することである． 

 各チェックシートは MS エクセル上で作成し，設計段階と実現段階で確認すべき項目を設

問として記述する形態であり，各設問はジャンル別に分類されている．各シートのチェッ

ク方法は，共通ルールとして各設問に対する達成度を表 3.1.1 のように定義し，該当する

チェック記号を選択入力すると，表 3.1.1 の採点ルールに従ってジャンル別に得点が自動

集計される仕組みである．基本的に，設問の配点（ 大 3点）に対して，チェック記号 A

は 1倍，Bは 0.5 倍，Cは 0倍の計算を行った結果が得点欄に自動挿入される．なお，チェ

表 3.1-1 チェックシートのチェック方法 

 

チェック入力 チェック欄の配点ルール 

記号 意味 色分け 意味 

A 
取り組み完了(設問をほぼ満足して

いる)  
同 No.項，又は他 No.項目の点数に

影響する 

B 
取り組み中(設問を一部満足してい

る)  
同 No.項内の項目の点数に影響す

る 

C 
未取り組み(設問はほとんど実現さ

れていない)  −（関係なし）をいれても良い 

− 関係なし  
A の数によって他の項目の点数が

影響する 
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ック記号−はロボットタイプや機能により設問自体が該当しない場合であり，採点から除外

するようにしている． 

 各シートの 終得点結果は，ジャンル毎の達成度を比較できるように得点を結んだレー

ダーチャートで示される．得点結果に対する判定は，ジャンル毎に配点満点の 8割以上の

得点を合格の目安とした．なお，各ジャンル間の判定相関はないため，ジャンル毎に完成

度（進捗度）の目安として，あるいは弱点項目の把握に利用することができる． 

 

3.1.3 第 1 部の概要 

 第 1 部のチェックシートは，表 3.1.2 に示すように，主に設計コンセプトに関する 6ジ

ャンルについて，合計 59 項目の設問が記述されている．本シートの設問の一部抜粋を図

3.1.2 に示すが，チェック欄が色つきの場合は他の設問配点に影響する（例えば，チェック

記号に応じて他の設問配点が変わる）．なお，ジャンルⅡ，Ⅲの設問は，主に基本機械安全

規格 ISO 12100[5]，IEC 60204[6]及び産業用ロボット安全規格 ISO 10218-1[7]の要求事項

を参照しており，ジャンルⅣ，Ⅵの設問は，主に IEC 61508 の規定から引用している． 

 第 1 部の 終得点結果は，6ジャンルのレーダーチャートで判定され，8割以上の得点を

A判定，4割以上の得点を B判定として A判定を合格の目安としている．実際のロボット設

計時に本シートを試用した結果を図 3.1.3 に示すが，リスク低減方策が十分施されていな

いことと，安全性の管理が十分満足していないことが分かる． 

 

表 3.1-2 チェックシート第 1部の主要項目 

 

No 大項目 主要な小項目 趣旨（抜粋） 

Ⅰ 安全確保

の方針 
ロボットの形態，安全設計方

針，人とロボットの役割
安全に配慮した設計準備の確認 

Ⅱ リスクア

セスメント 
使用環境・条件の設定，実施

体制，再リスク評価

想定使用条件の確認，リスク軽減 
効果を考慮した再リスク評価の確認 

Ⅲ リスク 
低減 

本質的安全化，保護装置（停

止，制御，人体検出），機能

安全の導入，付加保護方策，

残留リスク対応，管理方策

設計図面上の危険源抑制の確認， 
保護方策とその機能の確認，ユー

ザへの使用上の情報提供の確認 

Ⅳ 安全性の

管理 
組織の校正・運営，責任体

制，文書化，管理，監督 
組織・要員の位置付けと責任の明

確化，業務・情報の管理の確認 

Ⅴ 文書管理 一般文書作成

管理計画 全ての文書共通の基本要件の確認 

Ⅵ 
安全関連

業務に関

わる文書 

必要情報，安全要求に関わ

る計画書・仕様書，ハードウ

エア/ソフトウエアの試験に関

する計画書・仕様書

情報の文書化の確認，必要文書の

確認 
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3.1.4 第 2 部の概要 

 第 2 部のシートは，IEC61508-2 に従ってロボットの安全制御関連部のハードウェアを対

象とし，単一〜2重化アーキテクチャを想定する．そのため，これら以外のアーキテクチャ

やそもそも機能安全を導入していない場合は該当しない．安全インテグリティレベル SIL2

図 3.1-2 チェックシート第 1部の記入例 

 

図 3.1-3 チェックシート第 1部の判定結果例 

0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 

0

Ⅱ. リスクアセス

メント

Ⅲ. リスク低減

Ⅳ. 安全性の管

理

Ⅴ. 文書の管理

（一般）

Ⅵ. 安全関連業

務に関わる文書

A判定

B判定

判定値
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〜3 のレベルを実現しているかを設問によりチェックされる．ただし，制御システムにより

必要な安全要求事項は異なるため，設問の全てが SIL3 の必須要件ではない．実際，産業用

ロボットの安全規格 ISO10218-1 では，安全関連部の目標安全性能はリスクアセスメント結

果に基づいて決定することを求めており，対象ロボット毎に異なってよい．ただ，本規格

では標準レベルとして SIL2 程度を設定しているため，チェックシート第 2部もこのあたり

のレベルを設定した．本シートで想定しているハードウェアの障害/故障に対する処置は表

3.1.3 の色付きセルの部分である．なお，想定 SIL に非該当な設問は，ロボットの構造や機

能に関する関連設問により無効化して採点しないよう配慮した． 

表 3.1-3 チェックシート第 2部の安全性能想定範囲（タイプ Bサブシステムの場合） 

 

安全側故障率比

（SFF) 

ハードウェアのフォールトトレランス（N) 

0 1 2 

SFF＜60% 許されない SIL1 SIL2 

60%≦SFF＜90% SIL1 SIL2 SIL3 

90%≦SFF＜99% SIL2 SIL3 SIL4 

99%≦SFF SIL3 SIL4 SIL4 

 

表 3.1-4 チェックシート第 2部の主要チェック対象 

 

項目番

号 
構成要素 主な要求事項の対象障害/故障 

1 電気機械式装置 非通電状態にする接点溶着 

2.1 デジタル I/O，アナログ I/O ドリフト，発振 

2.2 電源 ドリフト，発振 

2.3 電源電圧監視回路 ドリフト，発振 

3 バス タイムアウト故障，アービトレーション故障 

4 CPU データ/アドレスの直流化障害 

5,6 不変メモリ/可変メモリ データ/アドレスの直流化障害，セル干渉 

7 クロック 低調波，超高調波 

8 通信バス及び大容量記憶 データ/アドレス誤り，伝送時間誤り 

9 センサの障害/故障 ドリフト，発振 

10 終要素 ドリフト，発振 
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 本シートは，表３.1.4 に示すように，ハードウェアの 9ジャンルについて設問を設定し

ており， 終結果はサブジャンルと管理関連を含めて 12 項目のレーダーチャートで判定さ

れる．実際のロボット設計時に本シートを試用した結果を図 3.1.4 に示すが，全体的に A

判定までもう一歩といった実現度になっている． 

 

 

図 3.1-4 チェックシート第 2部の判定結果例 

0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 

Ⅶ 安全管理の

運営
1. 電気機械式装

置
2-1 デジタルI/O
、アナログI/O

2-2 電源

2-3 電源電圧監

視回路

3 バス

4 CPU

5,6 不変メモ

リ、可変メモリ

7 クロック

8 通信バス及び

大容量記憶

9 センサーの障

害と故障

10 最終要素

A判定

B判定

判定値

 

図 3.1-5 ソフトウェア開発におけるライフサイクルモデル（Vモデル） 

E/E/PES 
安全要求

仕様 
妥当性確認 

A.5.SW設計と開発テスト 

A.7.SWにおけるシステム 
安全の妥当性確認状態 

A.3.SW設計と開発 
支援ツール、プロ言語 

A.2.SW安全要求仕様書 
　　　SW構造設計 

A.4.SW設計/開発 
　　　SW詳細設計 

A.1.SW安全要求仕様書 

SW安全要求
仕様 

妥当性 
確認 
テスト 

E/E/PES 
ｱｰｷﾃｸﾁｬ 

SWアーキ
テクチャ 

SWシス
テム設計 

モジュー
ル設計 

モジュー
ルテスト 

総合テスト 
（モジュール） 

総合テスト 
（コンポSBS、PES） 

コーディング 

妥当性が
確認 
されたSW 

A.8.修正、変更 

A.9.SW検証 

A.10.機能安全の評価 
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3.1.5 第 3 部の概要 

 第 3 部のシートは，ソフトウェアに関する安全要求事項を網羅しており，安全制御に関

わるソフトウェアの仕様決定から始まり詳細設計，その後に続くテスト（設計目標が達成

されたかの妥当性を確認）までのいわゆる「Vモデル」（図 3.1.5 参照）に従っている．IEC 

61508-7[8]で規定される技法に関しては SIL2〜3 のレベルにおいて「強く推奨」とされる

項目を設問としている．本シートは第 1，2部のシートとは異なり，先ずハードウェアと関

連して目標設定されるソフトウェアの SIL を 初に選択すると，選択した SIL（2 または 3）

に対応して各設問の配点が変わり，該当するセルのみが有効となって採点するように計算

される． 

 ソフトウェアの要求事項は多岐にわたるが，チェックのポイントは整理して回答しやす

い設問として記述している．例えば，ソフトウェアの構造設計の大項目では，次の 8項目

に整理して設問化した． 

① 故障診断 

② 故障とその処理の優先順位 

③ 信頼性のある SW 要素の使用 

④ 安全要求仕様から SW 構造への論理的関連 

⑤ 4 の逆方向の関連 

⑥ 図を使った分かり易い説明 

⑦ コンピュータ支援ツールの使用 

⑧ 処理時間 

 本シートではソフトウェアの 10 ジャンルについて採点し，レーダーチャートにより各ジ

ャンルの実現度合いが示される．本シートを試用した結果を図 3.1.6 に示すが，ソフトウ

ェア開発テストがやや規格に適合していないことが分かる． 

 

 

図 3.1-6 チェックシート第 3部の判定結果例 
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3.1.6 レビュー結果 

 作成した第 1部自己チェックシートを 3タイプ（自律移動型，搭乗型，装着型）5機種の

生活支援ロボットの設計者に提供し，その時点での安全コンセプトの達成度合いを自己チ

ェックいただいた．ロボット開発体制の準備具合により 終判定結果はばらついたが，設

計者自身がコンセプト検証をクリアするために，どのジャンルが弱点かを把握してもらう

ことができた．また，生活支援ロボットの安全性を事前検証するために，模擬コンセプト

検証の形態をとり，本シートの判定結果からロボット開発者に有用なアドバイスを提供し

た． 

 第 2 部，第 3部のチェックシートもロボット開発者に提供したが，機能安全を導入した

安全制御系を構築した事例が少なかったためか，これらのシート活用した事例は報告され

ず，有益なフィードバック情報は得られなかった．ただし，膨大なページ数の該当規格を

読みこなして運用するのに時間がかかるところを，本シートの使用により容易に達成度合

いを確認できることはメリットとして理解されたようである． 

 公表しているチェックシート第 1部，第 2部，第 3部を各々図 3.1.7，図 3.1.8，図 3.1.9

として示す．第 1部と第 2部のシートは各設問の配点を記載済みであり，第 3部のシート

は SIL 選択前の初期状態のため，配点は表れていない． 
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図 3.1.7 チェックシート第 1部（第 2版） 
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図 3.1.7 チェックシート第 1部（第 2版）続き 
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図 3.1.7 チェックシート第 1部（第 2版）続き 
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図 3.1.7 チェックシート第 1部（第 2版）続き 
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図 3.1.7 チェックシート第 1部（第 2版）続き 
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図 3.1.7 チェックシート第 1部（第 2版）続き 
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図 3.1.7 チェックシート第 1部（第 2版）続き 
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図 3.1.7 チェックシート第 1部（第 2版）続き 
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図 3.1.8 チェックシート第 2部（第 3版）続き 
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図 3.1.8 チェックシート第 2部（第 3版）続き 
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3.2 リスクアセスメントシートと保護方策配置方法 ［安衛研］ 

3.2.1 目的 

 産業用機械設備においては，機械の安全性はリスクという言葉を用いて定義される．結

局，安全性はリスクがほとんどない状態で本来の機能（仕事）を実行できることと解釈さ

れる．一般にこのような安全（状態）を合目的的安全（状態）と呼ぶ．それに対して，機

械が本来の機能ができない（一般には停止）状態だが人に対して安全を確保することを無

条件安全（状態）と呼ぶ． 

 機械の安全化は以上の 2つの安全を実現することであり，リスクアセスメントはそのた

めの手段とその手段の安全性能を求めるためのツールである．リスクアセスメントを実施

することにより，対象機械の安全仕様書が作成できる．また，前節 3.1 で説明したチェッ

クシート第 1部でも，リスクアセスメントは実施すべき必須項目として挙げられている． 

 ここでは，生活支援ロボット開発者が容易にリスクアセスメントを実施できるようにロ

ボットタイプ別にひな形シートを開発して提供する．特に，リスク低減のための保護方策

のリスク低減効果まで検証できるように，再リスク評価まで実施，記録できる形式とする． 

 

3.2.2 リスクアセスメントに基づく安全設計手順 

 機械の基本安全規格（JIS B 9700[1]）によれば，リスクは基本的に 4つのリスク要素（危

害の酷さ，暴露頻度/時間，危険事象発生確率，危害回避可能性）の組み合わせとして定義

し，定性的あるいは定量的に評価する．この組み合わせる方法（関数）は様々であり，指

定された方法はない．なお，「人が危険源に晒される頻度及び時間」，「人が危害回避又は制

限できる可能性」，「危険事象の発生確率」の３つをまとめて，「危害の起こりやすさ（発生

確率）」と言い換えることもでき，実際に「危害の酷さ」と「危害の起こりやすさ」の 2要

素のみでリスクを評価している例もある．ちなみに，国内の労働災害統計では強度率（危

害の酷さ）と度数率（危害の発生頻度）が用いられている． 

 終的にリスクとして評価するには，原則 4つのリスク要素毎の見積もり結果を統合的

に判断することになり，個々のリスク要素は時系列的に独立した関数として扱う．各リス

ク要素の定義や解釈によってはリスク要素間の従属関係を考慮するかもしれないが，独立

して扱うことが定量的な評価を容易にする． 

 
 

図 3.2.1 危険源から危害に至るプロセス 

危険源  人　  

危険状態  

安全方策の不足，不適切，不具合  

危険事象の発生  

回避の失敗  

危害  

排除（優先
度1） 

危険源への暴露の排除 
（優先度2） 

危険事象の排除（発生確率低減） 
（優先度3） 

危害回避（制限）の実施 
（優先度4） 

時間  

危害 
（健康上）  

慢性的プロセス  
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 4 つのリスク要素は前出の危険源から危害に至るプロセス（図 3.2.1）で示すように，各々

の要素に主に対応するリスク低減の手段と関連付けられる．これは個々のリスク要素への

各手段の効果を考慮したものであり，例えば，本質的安全設計により過度な速度や力を抑

制したり，突起や鋭利部をなくすことにより，想定される危害を小さくすることが可能と

なる．同様に，ガードによる人と危険源との隔離は晒される頻度を減らし，保護装置によ

る機械のインタロック（近接時に停止等）は人への機械の危険なエネルギ伝達をなくすこ

とができる．各リスク要素に対して主なリスク低減効果をもたらす方策は，関連安全規格

でその要件が規定されている． 

 設計者が行うべきリスクアセスメントの手順は，図 3.2.2 に示すように対象機械の条件

（制限）を決めた上で，危険源一つ一つに対して分析とリスクの評価を行い，目標に到達

（適切な低減の実施）したかを判断する．JIS B 9700 で説明されるリスクアセスメントは

破線内の手順 1〜4であるが，この規格ではこのリスクアセスメント後に続くリスク低減プ

ロセス（手順 5）を含めて安全設計手順として示されている．手順 4の 後の判断が YES で

あれば，それまでの分析・評価過程を文書化して終了するが，判断が NO ならばリスク低減

を施して，その結果（リスク低減効果）が目標に到達したかを再度評価することを繰り返

 

 

図 3.2.2 リスクアセスメントとリスク低減のフロー 
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す．このような回帰的なプロセスを行うことがリスクアセスメントに基づく安全設計の特

徴である． 

 なお，手順 5は「3ステップメソッド」と呼ばれ，ステップ 1→2→3の順に実施しなけれ

ばならない．すなわち，本質的方策や保護装置が講じられるにもかかわらず，ユーザに委

ねる方策（警告表示や管理訓練等）を優先してはならない．また，手順 4における 後の

判断「リスクは適切に低減されたか？」とは，この 3ステップを正直に実施して破綻なく

成立し，ユーザへの残留リスク通知が十分行われている場合とされる．加えて，対象機械

と類似する機械とのリスク比較が可能であれば，その比較結果により容易にリスク評価を

行える．例えば，搭乗型移動ロボットの場合，電動車いすの安全規格を参照比較可能であ

る． 

 

3.2.3 リスクアセスメントひな形シートの概要と記入方法 

3.2.3.1 ひな形作成の目的 

 リスクアセスメントはあくまでも事前評価であり，リスクアセスメントシートは設計者

が安全の仕様を決めることを支援する．ひな形シートは 4シートから構成され，対象機器

の基本仕様書，使用条件や環境等の制限の規定事項や評価ルールを記載する表紙，初期分

析結果とリスク評価書，リスク低減方策とその低減効果の再評価書となる．このうち，

後の再評価書は図 3.2.2 の手順 5を含んでいる． 

 なお，リスクアセスメントシートはあくまでも安全の事前評価書であるため，基本的に

設計時に安全仕様を確立する段階で用いる．そのため，対象ロボットの基本機能（動作，

構造等）の仕様が決定しており，安全機能がない（基本機能のみ装備された）状態でひな

形シートを使用することが前提である．特に，本質的安全設計を施す場合，基本機能と安

全機能は相反する場合が多くなるため，基本機能の確定は必須である．また，ひな形シー

トに記載の分析手法や見積もり・評価のルール，さらにシート構成や記述方法については，

あくまでも一例であるのでこの書式に限定する必要はない． 

 

3.2.3.2 リスク見積ルール 

 ひな形シートは基本の 4リスク要素を用いて，加算と積算を組み合わせたハイブリッド

方式を採用し，次式によりリスク Rを数値として算出する． 

 R = S × (F + A + Ps) 

ここで，積算は「危害の酷さ S」と「危害の発生確率 Ph」で行い，後者を分解した「暴露

頻度 F」，「危険事象の発生確率 Ps」，「回避可能性 A」の 3要素は加算で見積もっている．「危

害の酷さ S」を単一の積算項としたのは，本質的安全方策の適用を重要と考えてその効果を

反映しやすくする意図がある．反面，後者の 3つのリスク要素パラメータは，顕著な重み

付けをしない限り，各々の差異が 終的なリスクの点数に反映しにくい傾向がある． 

 なお，算出ルールの厳密さは重要ではなく，各リスク要素のパラメータも数値で表して

いるが，あくまでも定性的表現を数字の目盛りに当てはめただけである．したがって，3リ

スク要素をまとめた危害の発生確率の点数は，あくまでも危害の起こりやすさのランク付

けの意味しかない．結局，このランクによって安全機能（特に保護装置の安全性能）が決

められることになるため，リスクアセッサでもある設計者が，このランクをどのような方

針で扱うかによって製品のロボットの安全性が決まる．すなわち，リスクアセスメントに

より得られた結果（リスク点数）は，設計者が安全の責任の重さを宣言した結果と見なせ

る． 
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ハイブリッド法による各リスク要素のパラメータは，表 3.2.1 と表 3.2.2 に示すように基

本的に 4段階の目盛りに比例配分の点数を割り付けている（回避可能性のみ 2段階重み付

け）．数値計算法を採用する利点の一つは目盛りを細かく設定することが可能なことだが，

初心者向けのひな形として 大 4段階に抑えた．また，基本的な事例としたため，点数の

重み付けは行っておらず，必要に応じて点数の重み付けを検討してもよい． 

 この計算ルールにより，リスク見積値 Rは表 3.2.2 に示すように 3〜44 点の範囲をとる

（各リスク要素の配点，リスク見積値ともに数が大きい方が高リスクを意味する）．同表で

はマトリクス表としてリスク見積値を表しているが，これは点数分布を明示するためのも

ので，マトリクス法を採用しているわけではない．表のセルの色分けの意味は後述する． 

 

3.2.3.3 リスク要素の見積基準例 

 「危害の酷さ」の見積もり目盛りは表 3.2.3 に示す 4段階であるが，一般産業機械設備

のリスクアセスメントで使用される多くの目盛りよりは厳しくしている．すなわち，産業

用機械では S=1 は通常設定せずに S=2 から始まる例が多いが，このひな形シートでは対象

ロボットが家庭用途，介護福祉用途であることを踏まえ，S=1 を新たに設定した．S=1 の場

合，実際怪我として記録されない場合もあるかもしれないが，人との接触を求めるサービ

スロボットでは必要な目盛りとして設定した．逆に，重大傷害には産業用機械では中程度

の傷害とされていた骨折も含んでおり，一般用途の目盛りの高い側を圧縮して低い側を伸

ばした形となっている．ただし，高齢者や身体障がい者など，危害の対象者によっては傷

害耐性が大きく異なるため，目盛りを変える，あるいは重み付け等の考慮が必要となるか

表 3.2-1 危害の発生確率に関わるリスク要素の見積もりパラメータ 

 

晒される頻度又は時間：F   危険事象の発生確率：Ps  危害を回避又は 
制限できる可能性：A  連続的/常時     4      高い         4  

 頻繁/長時間     3       起こり得る    3  困難   3 
 時々/短時間     2      起こり難い     2  可能   1 
 まれ/瞬間的     1      低い（まれ）    1    
 

表 3.2-2 危害の酷さの見積もりパラメータとリスクマトリクス表現 

 

危害の発生確率：F+ Ps + A

危害の酷さ：S 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
重大傷害（長期間治療）   4 12 16 20 24 28 32 36 40 44 
医療措置（短期間治療）    3 9 12 15 18 21 24 27 30 33 
応急手当で回復        2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
無傷／一時的痛み        1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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もしれない．複数の対象者の場合も，重み付けか副要素としての追加見積もりを検討する

必要がある． 

 なお，表の危害の酷さの具体症例はあくまでもひな形の設定例である． 

 「危険源への暴露頻度/時間」は，定性的表現で表 3.2.4 に示す 4段階に目盛りを設定し

た．頻繁，時々，まれなどはよく用いられる定義であるが，このような定性的表現は頻度

や時間の判断が曖昧となる傾向にあるため，可能な限り具体的な数値で示した方が理解し

やすい．ただし，そのためには，対象ロボットの基本仕様（使用条件）が明確となってい

るという前提である．この表では，人が危険源に晒される頻度は具体的な時間を例示した

が，これらはあくまでも一例である．暴露時間も同様である．なお，暴露頻度/時間は個々

の危険源に対して設定される．例えば，危険源が対象ロボットの機械的危険源（押しつぶ

し等）の場合は，一般に想定タスクの 1サイクル（あるいは 1日当たりのタスク）におけ

る対象ロボットの使用回数や使用時間から設定する．装着型ロボットの場合は，例えば危

険源が装着時常時存在するならば装着時間で，動作時のみ存在するならば稼働時間で考え

る． 

 「危険事象の発生確率」も定性的に表 3.2.5 に示す高いから低いまでの 4段階で目盛り

を振っているが，危険事象の要因となるのはロボット側と人（ユーザ）側の両面が考えら

れる．ロボット側の技術的要因とは機器の不具合や故障（危険側）によるもので，具体的

に危険側故障発生率等で見積もることは可能である．ただし，危険側故障発生率は単に信

頼性ではなく，故障の内容により異なり，具体的な数値で単純に表現することは難しい．

安全関連部のシステム規模が大きくなればなるほど，それは現実的ではなくなる．そこで，

表 3.2-3 危害の酷さ基準例 

 

S 酷さ 例

4 重大傷害（長期間治療） 死亡，手足切断，骨折，永久傷害，入院が必要，全治 1 週間以上

3 医療措置（短期間治療） 要診察，縫合伴う切傷，完治可能，通院，全治 1 週間未満 

2 応急手当で回復 通院不要，赤チン（切傷・打撲）

1 無傷／一時的痛み 痣の残らない圧迫・打撲

 

表 3.2-4 暴露頻度基準例 

 

F 頻度／時間 例

4 連続的／常時 1 回超/時の頻度で晒される，1 回に晒される時間が 60 分超 

3 頻繁／長時間 1 回以下/時の頻度で晒される，1 回に晒される時間が 60 分以下 

2 時々／短時間 10 回以下/日の頻度で晒される，1 回に晒される時間が 30 分以下 
1 まれ／瞬間的 1 回以下/日の頻度で晒される，1 回に晒される時間が 10 分以下 
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一般的な認識として，安全関連部の独立性が高く，その構成要素が安全関連規格へ準拠し

ているほど危険側の故障は発生しにくいと考えられるため，定性的表現ではあるが具体的

目盛りの例として示した．一方，人が要因となる危険事象は，その発生確率（例えばヒュ

ーマンエラーの生起確率）を定量的に見積もることは難しい．プラント等で一定タスクの

条件下で大まかに数字を見積もった例はあるが，多様なロボットにはそのまま適用できな

い．そこで，人が携わるタスクの内容（複雑，煩雑さ）や過去の類似事故件数あるいは類

似のヒヤリハット件数を目安として判断するとした．類似機器の使用実績に基づくデータ

があれば，見積もりの参考になるが，人の属性により変わる場合もあり，使用には注意が

必要である． 

 「危害の回避可能性」はできるかできないかの 2択とし，確率的評価とはしていない．

すなわち，ユーザが危害から回避できるかを設計者が説明できるか否かで判定し，曖昧な

根拠は排除している．また，一般に人による危害の回避あるいは制限は，その人の能力や

知識，経験，リスク認知度などの人側の主要因と，対象ロボットの動作速度などのロボッ

表 3.2-5 危険事象の発生確率基準例 

 

Pｓ 発生確率 技術的要因の例 人的要因の例 

4 高い 安全関連部が非安全関連部から明

確に分離していない

類似ロボットや類似機械で事故がある／

ヒヤリハットが度々ある 

3 有り得る 安全関連部に非安全関連部要素

が混じっている 
類似ロボットや類似機械でヒヤリハットの

報告がある

2 起こりにく

い 
安全関連部は非安全関連部から分

離して，多くは関連安全規格に準拠

している 

非定常な作業や複雑な作業において，

注意が行き渡らない／ 
散漫になりやすい

1 低い（まれ） 安全関連部は全て関連安全規格に

準拠して構成される
日常ではミスはほとんど起こりにくい 

 

表 3.2-6 回避可能性の基準例 

 

A 回避又は制

限の可能性 例 加味条件 

3 困難 動作速度が高速 
死角が多い 

非常停止装置が設置されていない又は操

作できない 
保護具が装備されていない 

1 可能 
可動部が十分な低速度 以下で

動作し，かつ，可動部を認識で

き，回避のための十分な空間が

ある 

非常停止装置が操作可能位置に設置され

ている 
指定された保護具の着用が遵守される 
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ト側の副要因の両面から影響を受ける．これらの要因は多岐にわたり，人の関与も様々で

あるため，定量的な目盛りを設定することは難しい．産業用ロボットでは，ロボット側の

回避可能性の目安として 250mm/s が規定されているが，これはあくまでも熟練教示者がロ

ボットアームを動作を認識したという限定条件である．この数値の他用途への引用には注

意を要する．なお，加味条件はあくまでも副次的な見積もり要素と見なしており，この条

件の合致のみで A=1 と見積もることはできない（非常停止装置と保護具の直接のリスク低

減効果は，各々，危険事象の発生確率を下げることと危害の程度を緩和することである）． 

 

3.2.3.4 リスク評価基準と解釈 

 ひな形シートのリスク見積値 Rは 終的に 3段階でランク付けした（表 3.2.7 参照）．原

則，R が 7 点以上ではリスク低減を必要とし，リスク低減目標は 6 点以下とした．ただし，

Rが 7〜14 点の場合は ALARP（合理的に実行可能な低さ）[2]の考え方を取り入れ，適用す

べきとされた方策が技術的に実現困難，機器本来の機能を喪失，コストの過大な突出等の

合理的な理由があれば，メーカによるさらなるリスク低減を求めないという条件付き許容

とした．ただし，条件付き許容の場合は，ユーザの運用上のリスク低減を支援することが

必要である． 

 3 段階のランクしきい値の設定は，産業用機械に比較するとかなり厳しめに設定したが，

救済措置として表 3.2.2 のマトリクスで分かるように，危害の酷さが重大（S=4)であれば

危害の発生確率を 低（Ph=3）まで下げれば条件付きで許容できるとした．同様に，S=3 な

らば Ph=3 または 4が許容の限界である．一方，危害の発生確率が高い（Ph=8 以上)場合は

危害の程度は 低（S=1）でなければならない． 

 

 

3.2.3.5 ひな形シートの記入方法 

3.2.3.5.1 基本仕様シート 

 ひな形シートの基本仕様シートのページ（図 3.2.3）は，対象ロボットの名称と型式，外

観図又は写真，基本仕様を記述することにより，アセスメント対象のロボットの基本仕様

や機能を把握する目的で作成される．基本仕様の項目は例示であるが，通常取説書に記載

される基本仕様の項目をそのまま記載すればよい．特に留意すべき項目は，リスクアセス

メントの 初の段階である使用上の制限の決定に関連する仕様であり，動作機能，構造，

想定使用環境（ 悪条件），想定使用者（属性，操作形態等）はもれなく抽出して記述する．

なお，安全機能は本来リスクアセスメントの結果としてその仕様（安全性能等）が決定さ

表 3.2-7 リスク評価基準 

 

見積値 R 評 価 リスク低減の必要性 

15 以上 リスクは高く，受入れられない． 必須，技術的方策が不可欠 

7～14 
リスクの低減が必要．ただし，条件付（他に

方策がない，低減が現実的でない）で許容

可能． 

必要，技術的方策が困難な場合は

警告表示及び管理的方策を講じる 
＊ALARP として考慮もありえる 

6 以下 リスクは十分低い． 不要 
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れるべきものであるが，例えば，ナビゲーションのための障害物検知センサが周囲の人検

知も兼用する場合，詳細仕様は記入せずに機能の目的を追記する． 

3.2.3.5.2 表紙シート 

 ひな形シートの表紙（図 3.2.4）には，先ず左段落に対象ロボットのライフサイクル（リ

スクアセスメントの範囲）を宣言した上で，使用上の制限（意図した使用，予見できる誤

使用，意図した空間/時間制限）を簡潔に記入する．対象ロボットの基本仕様が固まってい

 

図 3.2-3 基本仕様シート記入例（車いす型ロボット） 

対象ロボット名称 型式 基本仕様

車いす型ロボット XXX-XXXX
ロボットタイプ：高齢者及び身体障がい者向け搭乗型移動ロボット（自律移動機
能有り）

外寸：700W×800D×1200H、質量：90kg（バッテリー含む）

駆動源：DC24Vバッテリー（プラグイン充電又は充電済みバッテリーと交換）

走行機構：2輪駆動輪（独立駆動200WACサーボモータ×2、専用ドライバ）+2輪
自由輪、保持用メカブレーキ有り

走行機能：前後進、左右旋回、速度調整

走行能力： 高速度6km/h、登坂 大5度、段差乗り越え 大20mm、旋回半径
小0.5m

走行モード：搭乗者による操縦/自律走行の自動切り替え、ブレーキ解除

自律走行機能:限定通路のみプログラム走行+超音波ビーコンによる位置補正

他のアクチュエータ：シートリクライニング用100WACサーボモータ
アクチュエータ駆動方式：専用ドライバ

操縦インタフェース：ジョイスティックによる操舵と速度調整（ホールドトゥラン操
作）、ホールドトゥボタンによるリクラインニグ調整、緊急停止ボタン、電源ボタン

安全機能：レーザースキャナセンサ（前後）で障害物検出後減速、全周囲バンパ
センサで接触検知後停止、赤外線センサ（前後）で走行路段差検出後停止

表示機能：走行モード、速度、バッテリー残量、緊急停止、異常、後退時警報

その他の機能：跳ね上げ式肘掛け（手動）

想定使用者：自力歩行に支障のある高齢者及び身体障がい者

 

図 3.2-4 表紙記入例（車いす型ロボット） 

実施日

初回：

第1回改訂：

設定、運転、保守 分析方法（ツール）

意

図

し

た

使

用

①ロボットは搭乗した特定操作者の片手操縦により動作する（少

なくとも片腕と視力の機能は正常の人が対象）。

②施設内特定通路内のみ、ロボットは自動的に自律走行に切り替

わる（操縦は停止以外無効）。

③ロボットのバッテリ充電/交換・保守等は、訓練された成人（介護

者/メーカ要員）のみ行う。

④ロボット搭乗者は、ベッドやトイレ等への移乗を自力又は補助に

より行う。

⑤ロボット搭乗者は運転中身体を拘束されない。

合

理

的

に

予

見

で

き

る

誤

使

用

①ロボット走行中に、第三者（介護者）がジョイスティックに触れる。

②ロボット背面の第三者に気付かず後退させる。

③第三者が特定搭乗者に成り代わって、ロボット操縦を行う。

④ロボットを走行領域外へ操縦してしまう。

⑤自律走行路上に物を落とす/他の障害物が存在している。

⑥エレベータ搭乗に時間がかかり、ドアに挟まれる。

⑦ロボットへ移乗時の着座位置不完全のまま操縦/自律移動す

る。

⑧移乗時に身体の一部がジョイスティックに触れる。

意

図

し

た

空

間

/

時

間

制

限

①ロボットは病室内及び特定通路の屋内平坦路のみ移動する（ト

イレ4回/日、浴室1回/日、リハビリ1回/日）が、エレベータにも2回

/日搭乗する（特定通路以外は操縦運転）。

②病室や通路には介護者、見舞客（第三者）が存在する可能性が

ある。

③ロボットはトイレや浴室等にも移動するが、直接に水がかかるこ

とはない。

④バッテリー充電は特定場所で行うが、バッテリー交換は任意の

場所で停止時に実行可能。

⑤ロボットの運転寿命は20,000時間とし、ブレーキは1週間毎に点

検する。

リスクの見積/評価基準

リスク見積値：R ＝ S × (F + Ps + A)

対象ロボット名称

　車いす型ロボット

実施者

（担当者の所属）

立案者、チーム参加者、リーダー、承認者等

積算法（一部加算法を適用）

使

用

上

の

制

限

ライフサイク

ル該当段階

晒される頻度又は時間：F  危険事象の発生確率：Ps  危害を回避又は!
制限できる可能性：A　連続的/常時　　　　　　4  　高い　　　　　　　　4  

　頻繁/長時間　　　　　　3  　起こり得る　　　　3  困難　　　3
　時々/短時間　　　　　　2  　 起こり難い　　　　2  可能　　　1
　まれ/瞬間的　　　　　　1  　 低い（まれ）　　　 1   

危害の発生確率：F+ Ps + A

危害の酷さ：S 3 4 5 6 7 8 9 10 11

回復に長期治療（1月以上）を要す　4 12 16 20 24 28 32 36 40 44

回復に医療措置を要す　3 9 12 15 18 21 24 27 30 33

応急手当で回復可能　2 6 8 10 12 14 16 18 20 22

対処不要（一時的な痛み等）　1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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れば，この項目は多く埋めることができるはずであり，ここの内容を充実させれば危険源

の抽出（同定）が容易となる．右段落には，アセスメント実施者（複数名），作成日と改訂

履歴，分析方法とリスク見積のルール（該当するリスク要素とパラメータ及びその目盛り，

総合リスク評価基準）を記入する．このページの内容が以降のアセスメントの出来を左右

するため，ページ分量にこだわらずに丁寧に作成することが望ましい．なお，スタイルは

この書式に基づく必要はないが，記入項目はもれなく挙げるようにする． 

 使用上の制限の内，「意図した使用」については，基本仕様の記載内容を参考にして，誰

がどのように使用するのかという観点で宣言したライフサイクルで想定されるタスク（主

として人が関わる動作，機能）を記述する．タスクに応じて，対象ロボットのユーザが操

作者，単なる搭乗者，操作しない被介護者，バッテリ交換やトラブル処理をするユーザ管

理者，点検保全をするメーカ SE，周囲の第三者など様々な属性が考えられるため，もれな

く抽出しておく．特に，トラブル処理等の非定常のタスクは見落としがちである． 

 「合理的に予見できる誤使用」は，前述したようにユーザにメリットがあるために行う，

容易に予測しうる人の挙動であり，明確な違反行為を除いて抽出しておく必要がある．特

にサービスロボットの場合は，第三者の関与も忘れてはならない．また，直接のユーザ以

外は誤使用の想定は難しいと思われ，可能であればアセッサには設計者以外の様々な立場

の方の参加が望ましい．一般的に，ロボットのユーザビリティの配慮が不足すると，誤使

用する可能性が高くなると言われ，マン・マシンインタフェースの仕様が重要となる．ま

た，ユーザビリティへの影響は，ロボットの自動化が高度であるほど非定常時の人の関与

への配慮が不足して起こる恐れがあり，注意を要する． 

 「意図した空間/時間制限」には，対象ロボットの動作環境や稼働時間（寿命，メンテナ

ンス期間）を記述する．動作環境は設計者が想定する条件であるが， 悪の動作環境も想

定しておく必要がある．また，時間制限は意外と見落とされがちな項目であり，アセスメ

ントの有効期間を宣言しておかないと，メーカの責任範囲が拡大することになり，現実的

ではない．例えば，部品の劣化や消耗に伴う危険源を限定するためにも，寿命あるいはメ

ーカが介入してリセットできる稼働時間を決定しておく（リセット後の改めてのリスクア

セスメントは必要）． 

 

3.2.3.5.3 初期リスクアセスメントシート 

 ひな形シートの初期リスクアセスメントのページ（図 3.2.5）は，表紙で記入した分析方

法とリスク見積のルールに従って，宣言したライフサイクル毎に危険源一つ一つに対して

分析と評価を行ってゆく．危険状態/危険事象の項目は，危険源が危害に至るまでのシナリ

オを記述するが，危険状態と危険事象が明確に分離して記述しなくとも，危害に至る理由

と経緯が説明できればよい．また，危害の程度の見積もり対象と危害の起因物を明確化す

るために，危険区域と対象者を記述しておく．なお，危害の酷さの見積もり根拠のために，

上記シナリオの 後に危害を記入しておく（別欄記入でもよい）． 

 リスクの見積もりには，ひな形のルールであるハイブリッド法の計算が辿れるように全

てのリスク要素の点数と加算結果（Ph)も記入する．例として No.1，5，12 の危険源につい

て初期見積もり結果例を示しているが，No.1 は無条件にリスク低減が必要（目標は 6点以

下），No.5，12 は原則 6点以下に下げるが，条件付き許容可とするレベルとなっている． 

 なお，この事例の車いす型ロボットにおける見積もりの解釈は以下の通りとした． 

・危害の酷さは基準例に同じ 

・暴露頻度は，使用上の条件により，通常運転時（8 回/日あるいは 30 分/回）F=2，設定，

故障（1回/日以下）F=1 
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・危険事象の発生確率は，非定常又は散漫な作業 Ps=2，安全関連部の独立設計（内部はチ

ェック不完全として）Ps=2 

・回避可能性は，衝突と転落はその過程で回避不可能として A=3，押しつぶしは極低速度の

ため回避可能 A=１ 

 図 3.2.6 は初期リスクアセスメントの続きであるが，No.18 の危険源を図示してある．こ

のように，危険状態/危険事象のシナリオが分かりにくい場合は図や写真が有効である．

図 3.2-5 初期リスクアセスメント記入例（車いす型ロボット） 

 

頻度 F 確率 Ps 回避 A

1

自律走行路の設定誤りに
より、スロープ上で急旋回
をして、搭乗者が転落して
腕を骨折

周辺・
乗車部

搭乗
者

4 6 1 2 3 24

2
自律走行路の設定誤りにより、屋外の路上へ経路を

逸脱し、自動車と衝突して死亡
周辺・乗車部 搭乗者

5
本体と壁間
での身体押
しつぶし

誤操作または脇見により、
壁の前にいる人を押しつぶ
し打撲

周辺
第三
者

2 5 2 2 1 10

6
障害物乗り上げによる

転倒(ロボットの重心)

障害物乗り上げによる転倒で周囲の人を押しつぶし

骨折
周辺 第三者

7
車輪に轢かれる，踏ま

れる

旋回時の内輪差により，旋回内側にいる人の足を轢

過し骨折
周辺 第三者

8
車輪に衣服が巻き込ま

れる

回転する車輪に搭乗者または周囲にいる人または搭

乗者の衣服が巻き込まれ窒息
周辺・乗車部

搭乗者

第三者

9
スイッチ類の非人間工

学的設計

介護者が誤ってジョイスティックに触れて、急加速した

ため衝突して打撲
周辺 第三者

12
制御システ
ムの故障に
より暴走

障害物を検知せず、減速し
ないまま周囲の人へ衝突
し打撲

周辺
（経路
上）

第三
者

2 6 1 2 3 12

13
制御システムの故障に

より不意起動

位置補正に失敗し、自律走行路外で急発進して周囲

の人の足を轢過し骨折
周辺（経路上） 第三者

14
外部からの電磁波等に

よるセンサの誤動作

電磁ノイズによる段差検出の失敗で、階段から転落し

て搭乗者および階下の人が骨折
周辺・乗車部

搭乗者

第三者

15
ソフトウェアのバグによ

る暴走

ソフトウエアのバグによる暴走で、走行経路から逸脱

し、階段から転落し，搭乗者および階下の人が骨折
周辺 第三者

経路設定ミ
ス

運
転
（
手
動
操
縦
）
運
転
（
自
律
走
行
）

設
定

段階

危険源同定

対象者危険区域危険状態/危険事象危険源

リスク見積

備考
　危害の発生確率 Ph リスク

点数 R

危害の

酷さ S
No.

図 3.2-6 初期リスクアセスメント記入例続き（車いす型ロボット） 

18
搭乗者の落
下

ベッドへの移乗時に搭乗者
が浅く腰掛け
て滑り、落下
して骨折

乗車部
搭乗
者

4 7 2 2 3 28

19 アーム/ステップの破損
搭乗者が荷重を掛けた際、アームおよびステップが破

損により転倒して骨折
乗車部 搭乗者

20 転倒
移乗時保持能力不足でロボット本体が動き、搭乗者

が足を払われて転倒し打撲
乗車部 搭乗者

23
充電部分へ
の直接接触

充電器の通電部分へ直接
接触し、感電

周辺ま
たは内
部

搭乗
者
第三
者
要員

4 6 1 2 3 24

24
内部回転部品への巻き

込み
動作確認時に、ギヤ部に手指を巻き込み骨折 内部 保守要員

25 内部熱源への接触 モータドライバ筐体へ接触して火傷 内部 保守要員

26 突起部による突き刺し 制御部筐体のバリによる手指の裂傷 内部 保守要員

運
転
（
乗
降
・
移
乗
）

保
守
等
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No.18，23 の事例は共にリスク低減が必須と評価されたが，基本的にリスク要素毎の見積も

り根拠は前述の通りである．ただし，No.23 の感電による危害の程度は充電器が昇圧して大

電流を急速充電するタイプとして，感電により入院したと想定して S=4 とした． 

 

3.2.3.5.4 再リスクアセスメントシート 

 ひな形シートの再リスクアセスメントシート（図 3.2.7）には，初期リスクアセスメント

シートで原則リスク低減が必要と判定された危険源に対して，工学的手段による保護方策

の適用とそのリスク低減効果を記述する．左の列から，初期リスクアセスメント結果のコ

ピー，リスク低減のための方策と適用の優先順位，方策適用後の再リスクアセスメント（見

積もりと評価結果），残留リスク方策，備考の項目を記述する． 

 保護方策の適用順位は前出スライドで説明したとおり，1番目は危険源除去又は酷さの低

減，2番目は暴露排除又は頻度低減，3番目は事象発生確率低減，4番目は回避又は危害の

制限を行う．また，リスク低減効果の再見積に当たっては，原則，適用の優先順位に対応

したリスク要素のパラメータに作用するが，複数の方策の適用時はそれらの方策が同時に

（重複して）機能するとして，各リスク要素の 低値をとるとしている（図 3.2.7 の太線

枠）．例えば，No.1 では再リスク評価で 20 点と 16 点となるが，経路自己診断機能の効果で

Ps を 2→1，警告音の効果で Aを 3→1を採用すると，R=12 となる．同様に，No.18 は 14 点

止まりなところを R=8 に，No.24 は 6 点止まりのところを R=5 となる．ただし，同一リスク

低減効果の複数手段によるシナジー効果は原則表現されないため，別途検討する必要があ

る． 

 再リスク評価の結果，条件付き許容（R＝7〜12）の場合は残留リスク方策としてユーザ

によるリスク低減に委ねるための準備（情報提供等）を記入する．リスクアセスメント事

例では，この残留リスク分までメーカ側に見積もる場合も多いが，このひな形ではユーザ

依存の効果とは一線を引き，あくまでもメーカの努力を求めている． 

 なお，安全機能の安全性能については，別紙で安全性能目標と妥当性確認を記述する． 

図 3.2-7 再リスクアセスメント記入例（車いす型ロボット） 

頻度 F 確率 Ps 回避 A

3
経路自己診断機能
の付加

4 5 1 1 3 20

4
傾斜センサによる
警告音・表示

4 4 1 2 1 16

1
ロボット本体又は
ベッドにスライド式
補助板の装備

2 7 2 2 3 14

3
ロボット本体又は
ベッドに着座確認
機能を付加

3 6 2 1 3 18

4
ロボット本体とベッ
ド間隔監視による
警告

3 5 2 2 1 15

1
充電可能性部位の
内蔵/カバーの付
加

1 6 1 2 3 6

3
充電ケーブル接続
確認による通電

4 5 1 1 3 20

保
守

23

充電
部分
への
直接
接触

24

運
転

18 28

　危害の発生確率 Ph

設
定

補助板の仕様
説明
着座確認機能
の安全性能は
別途検討

搭乗
者の
落下

リスク

点数 R

再リスク見積

経路
設定
ミス

リスク低減初期リスク分析結果

リスク

点数 R
No.

1

段階 危険源
優先

順位
保護方策（メーカによる工学的手段）

危害の

酷さ S
備考（参照規格類等）

残留リスク

方策（ユー

ザに依存）

取説
書

教育

診断の安全性
能は別途検討
経路確認運転
時の注意喚起

取説
書

教育

取説
書

カバー仕様の
説明

24

保護方策

組合せ時

のR

12

8

5
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3.2.3.5.5 ロボットタイプ別リスクアセスメントひな形シート 

 搭乗型移動ロボット(車いす型ロボット)のひな形シートを図 3.2.3〜図 3.2.7 に示した．

他のロボットタイプ用として，非搭乗型自律移動ロボット(ショッピングカートロボット)

用ひな形シートを図 3.2.8 に，装着型ロボット(立ち上がり動作支援スーツ)用ひな形シー

トを図 3.2.9 に示す．これらのひな形シートは，ロボット開発者をはじめロボットビジネ

ス協議会の WG メンバーへ提供された． 

 

 

  

 

(a) 基本仕様シート 

対象ロボット名称 型式 基本仕様

ショッピングカート運搬ロボット XX-XXX ロボットタイプ：ショッピングカート自動回収用自律移動型ロボット

外寸：800W×1000D×900H、質量：120㎏（バッテリー含む）

駆動源：DC24Vバッテリー（充電ステーションで4ｈ自動充電）

走行機構：4輪の内2輪駆動輪（400Wサーボモータ）、メカブレーキあり

走行機能：前後進、左右旋回、速度可変

走行能力： 高速度6㎞/h、登坂 大5度、連続走行6時間

けん引機能：専用カート（前後連結器あり）10台まで、押し込みによる自動連結、
ロボットによる一斉連結解除

走行モード：マップデータと磁気マーカ（床面埋め込み）補正による自律走行、手
動低速走行

通信機能：内蔵カメラ画像・連結情報・走行位置情報の通知

安全機能：超音波センサ（前後）で障害物検出後減速、全周囲バンパセンサで接
触検出後停止、遠隔緊急停止

表示器等：走行時メロディとランプ点滅、旋回・後退時のアラーム、緊急停止ア
ラーム、異常アラーム

(b) 表紙シート 
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(c) 初期リスクアセスメントシート 

頻度 F 確率 Ps 回避 A

1
手で押さえているカートへロボットの専用治具が挿入/
押さえ位置不全による専用治具との接触

3 6 2 3 1 18

2
ロボットの専用治具が挿入中カート位置ずれ/専用治
具に衣服が挟み込まれて専用治具に接触

3 8 2 3 3 24

3 要員 3 4 1 2 1 12

4 第三者 3 7 1 3 3 21 幼児、高齢者で
はSを再検討

保守/
修理

5
車輪に足首が巻き込ま
れ

ブレーキ試験中に停止状態から動き出す/つま先を車
輪と本体の隙間に引き込まれ

ロボット周辺 要員 2 7 2 2 3 14

設定
要員（訓
練され
た店員）

運転
本体（移動機構）と身体
との衝突

経路上へ人の急な進入/ロボットが減速しきれずに身
体へ接触

経路上（ロボット
直前）

専用治具とカート間で手
指の押しつぶし

専用治具周り（進
行方向）

段階

危険源同定

対象者危険区域危険状態/危険事象危険源

リスク見積

備考
　危害の発生確率 Ph リスク点

数 R
危害の
酷さ S

No.

No.1の想定作業

 

(d) 再リスクアセスメントシート 

 

図 3.2-8 非搭乗型自律移動ロボット(ショッピングカートロボット)用ひな形シート 

頻度 F 確率 Ps 回避 A

1
専用治具を挿入方式から引っ掛け
式に変更

2
2 3 1

2 専用治具にカバー付加
3 1 3 1 JIS B9711

3 挟み込み防止センサ設置
3 2 1 3 JIS C0508, ISO/DIS13856

1
専用治具を挿入方式から引っ掛け
式に変更

2 2 3 3

2 カート位置決め用ガイドの設置 3 1 3 3

4 イネーブル装置の利用 3 2 3 1 IEC60947-5-8

4 警告音・表示器 3 2 3 1 手順書
方策併用による受容

1 移動速度の制限 2 1 3 3

3
前方以外の人の検出装置設置、速
度監視機能

3 1 1 3

4 警告音・表示器 3 1 3 1 手順書

1
本体の軽量化、本体内に車輪が内
蔵

1 1 2 3

3 過負荷リミッタの装備 2 2 1 3 JIS B9700-2

5 5

幼児、高齢者ではS及びA
の低減効果を再検討

本体（移動
機構）と身
体との衝突

3 6運転
3
/
4

12
/
21

保守 5
車輪に足
首が巻き
込まれ

14

専用治具と
カート間で
手指の押し
つぶし

1

5

段階

設定

242

危険源

318

備考（参照規格類等）

6

10

制御関連
部の安全
性能目標

残留リスク
方策（ユー
ザに依存）

再リスク見積リスク低減初期リスク分析結果

リスク点
数 R

No.
リスク点

数 R
優先
順位

保護方策（メーカによる工学的手段）
危害の
酷さ S

　危害の発生確率 Ph
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(a) 基本仕様シート 

 

対象ロボット名称 型式 基本仕様

立ち上がり動作支援スーツ XXX-XXXX
ロボットタイプ：高齢者及び身体障がい者向け下肢装着型ロボット（立ち上がりア
シスト）

外寸：500W×350D×1000H、質量：30kg（空気圧源除く）

駆動源：0.5MPaコンプレッサ（別置き）又は圧縮タンク（椅子に付帯）、DC24Vバッ
テリー（電磁弁、制御用）

関節機構：股関節屈伸、膝関節屈伸、足首屈曲（各々左右下肢）

アクチュエータ：ゴム人工筋（マッキベン型）の拮抗配置（股、膝）、単独配置（足
首）
アクチュエータ駆動：小型電磁弁によるPWM駆動

アシスト能力：股関節30Nm,90deg、膝関節20Nm,90deg

アシストモード：立ち上がりパターン自動再生/マニュアル再生の切り替え、姿勢
固定時のアシスト量可変

制御方式：力制御モード、ハイブリッド制御モード

装着方法：ベルト（腰部、大腿部、膝下、足首、足甲）、人工筋と関節部にはカ
バー

安全機能：トルクセンサ＋エンコーダによる関節角度とトルク監視（股、膝）、エン
コーダによる関節角度監視（足首）、接触センサによる足裏接地確認

 

(b) 表紙シート 
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(c) 初期リスクアセスメントシート 

 

頻度 F 確率 Ps 回避 A

1 本体の落下
固定用ベルトが緩くて、動作確認中に本体がずり落ち
て足に衝突

足部の打撲 装着者 2 9 4 2 3 18

2 不適切な長さで装着
人体寸法にフィットせずに装着して、動作確認中に関
節に過負荷がかかる

膝のねん挫 装着者 3 9 4 2 3 27

3 アシスト量の誤入力
介護者がアシスト量を過大設定して、動作確認中に急
に立ち上がり転倒して手を着く

手首の骨折 装着者 4 9 4 2 3 36

4 本体フレームのこすれ
立ち上がり繰り返し動作中にベルトがずれて、本体ス
テー部が臑部にこすれる

臑の擦過傷 装着者 2 7 4 2 1 14

5
空気ホースに引っかかり
転倒

空気ホースに足が引っかかり、転倒して手を着く 手首の骨折 装着者 4 6 2 3 1 24

6
制御システムの故障に
より過大アシスト

制御装置の異常により、アシスト力が過大となり、関節
に過負荷がかかる

膝のねん挫 装着者 3 7 2 2 3 21

7

8 空気ホースによる衝撃
空気ホースコネクタ点検中に、加圧状態のホースが外
れて目に当たる

眼球打撲
介護者、
装着者

3 6 1 2 3 18

9 残留空気圧力の放出
残留圧力により膝下の不意の振り上げにより、顔を蹴
り上げられる

顔面打撲 介護者 2 6 1 2 3 12

10
関節機構部への巻き込
まれ

カバーを外して関節角度調整中、指を巻き込まれる 指の骨折 介護者 4 6 1 2 3 24

11

運転

保守

装着

リスク見積

備考
　危害の発生確率 Ph リスク点

数 R
危害の
酷さ S

No.

危険源同定

対象者想定危害危険状態/危険事象危険源段階

装着により絶えず危険
源に晒されるとした

 

(d) 再リスクアセスメントシート 

 

図 3.2-9 装着型ロボット(立ち上がり動作支援スーツ)用ひな形シート 

 

頻度 F 確率 Ps 回避 A

1 テンションベルトの併用 1 9 4 2 3 9

4 落下防止帯の併用 2 4 1 2 1 8

1 テンションベルトの使用 1 7 4 2 1 7

3
適切な安全制御性能を持つ関節のトル
ク監視 2 4 2 1 1 8

1 逆止弁の付加 1 5 1 1 3 5

4 ホースの結束 3 4 1 2 1 12

4

4

3
（保護眼鏡
の着用）

過大なテンションに対する制
限が必要

トルク監視の安全性能は要
検討

過大なテンションに対する制
限が必要

装着

段階 危険源

18本体の落下1

運転 4 14

保守 8
空気ホース
による衝撃 18

本体フレー
ムのこすれ

再リスク見積リスク低減初期リスク分析結果

リスク点
数 R

No.

　危害の発生確率 Ph
リスク点

数 R
優先
順位

保護方策（メーカによる工学的手段）
危害の
酷さ S

備考（参照規格類等）
保護方策
組み合わ
せ時のR

残留リスク
方策（ユー
ザに依存）

1は危険源除去又は酷さの低減、2は暴露排除
又は頻度低減、3は事象発生確率低減、4は回
避又は危害の制限を行う。

方策が同時に（重複して）機
能するとして、各リスク要素の

低値をとる

安全制御性能はPsを1ランク下げるとして、危険側故障率を10-6未満
にするという前提。
ただし、解説案のこの故障率の値とSIL,PLとの関係は改めて検討。ま
た、人的要因の含め方（重み付け）も必要に応じて考慮。
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参考文献 

[1] JIS B 9700:2013，機械類の安全性―設計のための一般原則―リスクアセスメント及び

リスク低減，日本規格協会  

[2] JIS T 14971:2012，医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用，日本規格協

会  

 

3.2.4 保護方策配置方法の概要 

 初期リスクアセスメント結果からリスク低減の必要が生じた場合，図 3.2.2 の手順 5の

順序に従ったリスク低減方策の適用を行い，適用するリスク低減手段のリスク低減効果は

リスクアセスメントシートの再リスク評価により確認する．リスクを低減させる各種保護

方策の適用順位は，図 3.2.1 の優先度によることが合理的な戦略[1]とされており，産業用

ロボットを含めた一般産業用機械設備では，図 3.2.10 に示すような保護方策の分類がされ

ている． 

 同図において，ロボットメーカが施すべき保護方策（A〜D）のうち，A，B，Cは主に工学

的手段として実現する手段であり，メーカは必要な方策を選定しなければならない．既に

機械安全規格[1]では標準方策が網羅されており，主に Bに属する安全防護物が規格適合品

として市販されている．これらの安全防護物は，図 3.2.10 に示すように人と機械の「隔離」

と，人が機械に近接したら「停止」するという安全原則に則っている．Bに属する主要な装

置類は図 3.2.11 のように分類され，防護の目的別に選択される．このうち，隔離目的のガ

ード類は，移動ロボットのように設けることが困難（走行エリア全体をカバーできる場合

を除く）であるため，停止による安全防護（主に人の接近を検知するセンサ類）に委ねざ

るを得ない．一方，作業者固定による安全防護は，機械を手動操作する場合に適用され，

意図しない操作や無意識の誤操作による機械への動作指令を減らすための装置を使用する．

 

 

図 3.2-10 保護方策の種類と分類 

保
護
方
策  

本質的に安全
な設計  

追加予防策  

使用上の情報 
（残存リスク）  

隔離  

停止  

安全防護装置（２） 
（トリップ装置）  

非常停止装置  

エネルギーゼロ状態の確保  

危険状態表示  

付属文書  

安全防護  

A  

B  

C  

D  

非
常
停
止、
保
全
作
業
時
の
異
常
起
動
防
止  

防護柵（ガード）  

　安全防護装置（１） 
（インターロック装置）  

防護柵（ガード）  
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これらはロボットの教示作業や手動操縦用に使用されている． 

 なお，以上の安全防護のための装置（保護装置という）については，電気的安全要件[2]，

電気機械システム安全要件[3]，電気/電子/プログラマブル電子システム要件[4]などに該

当する場合，これらの安全要求事項を満足する構造や安全性能が規定されている．対象機

械に適用すべき保護装置類の構造や安全性能は，基本的にリスクアセスメント結果により

目標が決定され選択する． 

 次に，本質的安全方策をふくめたリスク低減方策の系統的な分類を行い，各種方策，汎用

基準値，適用例を包括的に把握するために一覧表を作成した．これは，対象危険源が危険

事象，危害へと遷移する条件を FTA（故障樹解析）等を用いて要素に分解し，それらの要素

の成立条件を明らかにすることにより，一般的方策の位置付けと分類を行う手法[5]を利用

した．そして，規格や文献等から成立条件となる汎用基準値を求め，その値を満足する方

策として本質的安全設計方策と安全防護物（保護装置類等）を挙げていくものである． 

 ここでは，人体に対して直接物理的作用を生じる一般的機械的危険源を対象にして作成

した保護方策の一覧表を表 3.2.8 に示す．構成要件は全ての要素が成立しなければ危害に

至らないという AND 条件で結びつけられる．したがって，各構成要件に対する一般的保護

方策は，いずれか 1つでも成立すれば（OR 条件）危害には至らないことになる．リスク低

減方策の例はロボットに適用可能な手段のみリストアップした．なお，汎用基準値はロボ

ット以外の機械設備も想定して記載したが，対象対象とする機械や人の属性により幅があ

り，全てのロボットに参考となるわけではないことに注意が必要である．また，この一覧

表では保護方策を分類して当てはめただけであるので，該当する保護方策がない場合は使

用条件の変更か運用段階での対応に委ねることになる． 

  

 

 

図 3.2-11 安全防護物の種類と分類 
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表 3.2-8 主な機械的危険源に対する保護方策一覧表 
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参考文献 

[1] JIS B 9700:2013，機械類の安全性―設計のための一般原則―リスクアセスメント及び

リスク低減，日本規格協会  

[2] JIS B 9960-1:2008，機械類の安全性―機械の電気装置―第１部：一般要求事項，日本

規格協会 

[3] JIS B 9705-1:2011，機械類の安全性―制御システムの安全関連部―第１部：設計のた

めの一般原則，日本規格協会 

[4] IEC 61508 series:2010，Functional safety of electrical/electronic/programmable 

electronic safety-related system. 

[5] 機械･リスク低減方策技術，安全技術応用研究会，2012 

 

 

 

 

表 3.2-8 の続き 
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3.3 機能安全設計支援ツール [JC] 

3.3.1 ハードウェア支援ツールの開発 

3.3.1.1 目的 

 生活支援ロボット実用化プロジェクトにおいて,安全関連系に組み込まれるハードウェ

アの安全度水準（SIL；Safety Integrity Level）が要求される安全度水準を満たしている

ことを,確率論的に故障確率の評価を行って検証する必要があるが,この作業は，煩雑な検

証評価作業でもある.この作業の省力化を支援し,安全度水準(SIL)の算出の標準化を行う

ため, ソフトウェア「PROH-SIL」の研究開発を行った. 

3.3.1.2 概要 

 本ツールでは,電子部品等の１つ１つの故障率データのデータベースを作成し，故障率デ

ータを共通化フォーマットに標準化した.  

 本ツールは,本データベースと電子回路設計 CAD の部品リストとをリンクし」，自動的に

ＦＭＥＤＡ表を作成し，ＦＭＥＤＡ作業を行うことで生活支援ロボットの安全部の危険側

故障率を自動的に計算できるソフトウェア構成とした.この結果，安全度(SIL 値)の計算の

信頼性が上がり，その精度の向上を図ることができた. 

 

 

 

 

 安全度(SIL 値)の計算には,いくつかのパラメータが関連している.計算の過程で,これ

らパアメータの値を決定すると,安全度水準(SIL 値)が算出されてくる.本ソフトウェアの

付加機能として, SIL 計算に関連するパラメータを変化させることで,安全度(SIL 値)の変

化をシミュレートする機能を設けた.これを利用し,各種パラメータの変化と安全度(SIL

値)の関係付けを行い,それらを図表等で表示することで,安全度(SIL 値)のシミュレーシ

ョンを行うことができる. 
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3.3.2 ソフトウェアのひな形（決定論的原因故障） 

3.3.2.1 目的 

 本研究開発は, ソフトウェアの SIL 対応の技術と方法のひな形を示し,ソフトウェアの

信頼性を確保するための決定論的原因故障の低減策のひな形を研究開発することを目的と

する. 

3.3.2.2. 特長 

 ソフトウェアの目標安全度を達成するため,その安全度レベルに応じた技術や方法を選

択することを IEC61508 は求めている.ここでは,SIL2 レベルを達成するため必要な技術や

方法のひな形を提示する.また,一部 SIL3 レベルの技術や方法も提示する.本ひな形は,パ

ソコンを使用した事例である. 

 

 

3.3.2.3 ドキュメントのひな形 

(1) 文書(ドキュメント)の解説 

a) ソフトウェア安全ライフサイクル 

 各ソフトウェア安全ライフサイクルで要求される文書をひな形として作成し,提示する. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.2.2-1SSLC と V モデル 

 

 

 左上の図がソフトウェア SSLC である. 

b) Ｖモデル 

 ソフトウェアの開発工程は,右上図のようなＶ字型のブロック図で表される.これは,Ｖ

モデルと呼ばれる.IEC61508-3 では,この工程でソフトウェアを開発することが推奨され

ている.文書は,ソフトウェア開発時における決定論的原因故障の対策の証拠である．その

文書の内容は，規格で要件として規定されている．ひな形では，その要件に従った文書を

作成している． 

 

3.3.3 状態遷移図による SIL 計算 

3.3.3.1 目的 

 ハードウェアの危険側故障率は, IEC61508-6 に提示されるモデル式に従って計算する. 

このモデルは, 冗長チャンネルが同じ危険側故障率であることが前提になっている.状態

遷移図による SIL 計算は，多様化冗長系に使用するためのものである.状態遷移図によるマ
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ルコフモデルでの PFD, PFH の算出の研究開発を行い, そのソフトウェアの実用化を行っ

た. 

 

3.3.3.2 特長 

 状態遷移図による SIL 計算は, IEC61508-6 で提示されるハードウェア構成モデルの冗長

化チャンネルにおいて,チャンネルごとに危険側故障率が異なるとして, 指定時間経過後

の危険側故障率を状態遷移図用いてマルコフモデルで計算する. 

 マルコフモデルは以下の 6つのモデルについて作成した. 

①．1oo1  ②．1oo2  ③. 2oo2  ④. 2oo3  ⑤. 1oo3  ⑥. 1oo2D 

3.3.3.3 状態遷移図 1oo2 の例 

 1oo2 は, IEC61508 の信頼性ブロック図モデルを基に作成すると左した図になる. 

 

図 3.3.3.3-1 1oo2 状態遷移図とその行列式 

 

P00の正常状態から, チャンネル1が正常でチャンネル2が故障になる場合とチャンネル2

が正常でチャンネル 2が故障になる場合に分けて状態遷移図を作成する.この時, チャン

ネル1とチャンネル2の危険側故障率は異なるとして遷移を展開する.この状態遷移図より

1oo2 の行列式が求められる．この式を解いて PFD,PFH を算出する． 

 

 詳細は付属書 E.1 から E.3 及び E.3.1 を参照のこと. 

  

8

P00 S00 A B C D K 0 0 L

P11 a S11 0 0 0 E F 0 0

P12 b 0 S12 0 0 G 0 H 0

P13 0 0 0 S13 0 0 E 0 F

P14 0 0 0 0 S14 0 0 G H

P21 k 0 0 0 0 S21 0 0 0

P22 0 0 0 0 a 0 S22 0 0

P23 0 0 0 b 0 0 0 S23 0

P24 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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3.4 物理演算による事故シミュレーションツール ［産総研］ 

3.4.1 目的 

 生活支援ロボットは萌芽段階にあるロボット分野であり，その事故については知見が十

分に得られていないので，事故のリスクを評価することに特有の困難さがあると考えられ

る．この問題を解決するために，コンピュータシミュレーション上で仮想的に事故を起こ

してみることができるシミュレータ（以下「インタラクティブ事故シミュレータ」）を構

築して，今後起こり得る事故を可視化できるようにする．この研究開発の成果物はプロジ

ェクトで整備するデータベースに入力されデータベースの公開条件の範囲で利用可能にな

る． 

 

3.4.2 仕様概要 

 商用のゲームシミュレータ「Unity」上でロボット使用環境などのモデルを統合して「イ

ンタラクティブ事故シミュレータ」を構築する．Unity に内蔵されているシミュレーショ

ンエンジンは仮想世界ゲーム「Second Life」のバックエンドに使われているもので，機構

解析系シミュレータや FEM 強度シミュレータよりもシミュレーション精度に劣る反面，リ

スク評価者に高いインタラクティブ性と直感的な事故の体験を提供できる．データとして，

６パタンの想定使用環境，３パタンの属性のユーザモデルと４タイプのロボット，１１種

の事故発生のイベントと２００種の物品のデータを用意した．シミュレータ上で自律動作

するロボットはそれぞれの想定環境内で一定の繰り返し動作をし，人が操作するロボット

はリスク評価者が操作するアバターとの間の拘束条件に従って動作する．全てのオブジェ

クトは運動時に周囲との接触判定をしており，接触時には反力で挙動が変わるか，あるい

は接触物の組み合わせに対応付けられた事故のイベントが発生する．搭乗型のスリップ転

倒時の挙動モデルは自動車事故シミュレータ「PC-Crash」で物理シミュレーションを行っ

た結果を読み込んでシミュレーション精度を向上している． 

 シミュレータ上ではユーザが仮想空間でロボットを操作する事ができ，その結果はリア

ルタイムで計算されて仮想世界とのインタラクションが可視化される．その中で以下のよ

うな事故が起こり得る． 

 

(1) 生活安全ロボットが，住宅の内装（カーペット・カーテン等）を巻き込み身動きが取

れなくなる． 

(2) 生活安全ロボットが，室内の階段昇降時にバランスを崩して転倒する 

(3) 生活安全ロボットが，暖房器具と接触・転倒し，倒れた暖房器具から出火する 

(4) 生活安全ロボットが，棚と衝突して，落ちてきた棚上の置物（本・花瓶など）で怪我

をする 

(5) 生活安全ロボットが，人が着座中の椅子をひっかけ，椅子に着座中の人物を巻き込ん

で転倒する 

(6) 生活安全ロボットが，高速で柔らかい路面に侵入したとき，スタックして身動きが取

れなくなる 

(7) 生活安全ロボットが屋外で水たまり等の路面に差し掛かったとき，スリップして転倒

する 

(8) 生活安全ロボットが，公園の側道を走行中に飛び出してきた子供と衝突して転倒する 

(9) 生活安全ロボットが，公園の建造物に引っ掛かって転倒する 

(10)生活安全ロボットが，柔らかい路面（土，砂場など）に侵入時，足を取られてバラン

スを崩して転倒する 

(11)生活安全ロボットが，縁石を乗り越えようとしてバランスを崩して転倒する 
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(12)生活安全ロボットが，坂道を下るとき，自重による加速が制動能力を超えてしまい，

暴走する 

(13)生活安全ロボットが，バスへの搭乗時にバランスを崩して転倒する 

(14)生活安全ロボットが，急勾配の坂道に侵入したとき，パワー不足でバランスを崩して

転倒する 

(15)生活安全ロボットが，小さな足場（脚立などの上）に立ったときにバランスを崩して

落下・転倒する 

(16)生活安全ロボットが，オフィス内の配線に引っかかって転倒する 

(17)生活安全ロボットが，街角の人混みの中で通行人と接触して転倒する 

(18)生活安全ロボットが，エレベータ搭乗時に床との溝に引っ掛かり転倒する 

(19)視覚障害者が，障害物を認識できずに足を取られて転倒する 

 

3.4.3 実装 

 実装の詳細は以下である． 

 プラットフォーム：米ユニティ・テクノロジーズ社製 3D ゲームエンジン「Unity」ver. 

4.0.1（図 3.4.3-1） 

 ロボット使用環境モデル：６パタン（図 3.4.3-2） 

和風住居，洋風住居，オフィス，病院，公園，市街地（バス，電車含む） 

 ロボットユーザモデル：3パタン（図 3.4.3-3） 

成人男性，成人女性，老人男性，ただし関節障害と歩行障害のバリエーションとして

腰関節不自由，下半身片麻痺，肘関節不自由のパラメータ調整を含む 

 タイプ別のロボットモデル：4パタン（図 3.4.3-4） 

搭乗型，装着型，移動作業型（操縦中心），移動作業型（自律中心） 

 事故発生イベント：11種 

 搭乗型 

・ 走行時に自分から重量物にぶつかる 

・ 走行時にバスマットなど，μが低い物体を轢いてスリップする 

・ 走行時に 10ｃｍ以上の高さから落ちて転倒する 

・ 走行時に横からぶつけられる 

・ 走行時に他人を撥ね飛ばす 

・ 装着型 

・ 歩行時に自己，他者の影響で転倒する 

・ 歩行時に自分から重量物にぶつかって転倒する 

・ 歩行時にμの低い物体に載って転倒する 

・ 歩行時に段差を踏み外して転倒する 

・ 移動作業型（操縦中心） 

・ 人や物と衝突して跳ね飛ばす 

・ 移動作業型（自律中心） 

・ 人や物と衝突して跳ね飛ばす 
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(1)オフィス環境×装着型ロボット×老人男性 (2)和風住宅×移動作業型（操縦）×成人女性 

図 3.4.3-1 インタラクティブ事故シミュレータ実行例 

 

 

 

和風住居 洋風住居 オフィス 病院 公園 市街地

図 3.4.3-2 ロボット使用環境モデル 

 

 

 

   

成人男性 成人女性 老人男性 

図 3.4.3-3 ロボットユーザモデル 
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搭乗型 装着型 

  

 

移動作業型（操縦中心） 移動作業型（自律中心） 

図 3.4.3-4 生活支援ロボットのロボットタイプ（４タイプ） 
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3.4.4 メーカ評価結果 

3.4.4.1 中間技術評価 

 2012 年にプロジェクト参加全開発メーカーに対してアンケートによる中間技術評価を

依頼し，表 3.4.4.1-1，表 3.4.4.1-2，表 3.4.4.1-3 に示すような回答を得た．この結果，

ロボット使用環境モデル，ロボットユーザモデル，事故イベント数の 3項目の評価につい

て相対的に得点が低いことが分かった．また自由記述からはパラメトリックなシミュレー

ションのニーズやより多様な事故シナリオの作り込みのニーズがあることが伺える．この

後の改修により評価の得点が低い 3項目について拡充を行った．自由記述の指摘事項につ

いては今回の開発計画で対応できない物もあるが，一部は改修で対応した． 

 

表 3.4.4.1-1 中間技術評価アンケート調査の回答の概要 

属性 値 

実施日 2012/12/10 

有効回答数 8 

回答者の開発経験年数（平均） 7.1 年（1名無回答） 

回答者の安元開発経験 全員有り 

 

表 3.4.4.1-2 中間技術評価アンケート調査の結果 

質問番号 質問文 結果 

質問項目 1 

（5段階評価） 

将来の生活支援ロボットのリスクを評価するに当たって，シミュレーシ

ョン環境が整備されていると役に立つと考えられるでしょうか？ 
3.625 

質問項目 2 

(記述) 

シミュレーションを用いたリスク評価について改善点やコメントがあ

りましたら教えて下さい 

別記 

次表項目 2 

質問項目 3 

（5段階評価） 

物体の質感のシミュレーション精度は 3D ゲームのレベルで十分でしょ

うか？ 
3.375 

質問項目 4 

（5段階評価） 

挙動のシミュレーションの精度は 3D ゲームのレベルで十分でしょう

か？ 
3.125 

質問項目 5 

(記述) 

ゲームシミュレーションの計算について，改善点やコメントがありまし

たら教えて下さい 

別記 

次表項目 5 

質問項目 6 

（5段階評価） 

用意している想定使用環境（５場面）は十分でしょうか？ 
2.375 

質問項目 6 

(記述) 

十分ではない場合，どのような想定使用環境の追加が考えられるでしょ

うか？ 

別記 

次表項目 6 

質問項目 7 

（5段階評価） 

用意しているロボットユーザ属性（3パタン）は十分でしょうか？ 
2.125 

質問項目 7 

(記述) 

十分ではない場合，どのようなユーザ属性の追加が考えられるでしょう

か？  

別記 

次表項目 7 

質問項目 8 

（5段階評価） 

用意している事故発生のイベント（11 イベント）は十分でしょうか？ 
2.375 

質問項目 8 

(記述) 

十分ではない場合，どのようなイベントの追加が考えられるでしょう

か？（ご示唆を頂けますと幸いです） 

別記 

次表項目 8 

質問項目 9 

（5 段階評価） 

 用意しているロボット以外の物品の種類（約 200 種）は十分でしょう

か？ 
3.625 

質問項目 9 十分ではない場合，どのような種類の物品の追加が考えられるでしょう 別記 
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(記述) か？ 

（リスクアセスメントの経験などを踏まえましてご示唆を頂けますと

幸いです） 

次表項目 9 

質問項目 10 

(記述) 

シミュレーションに使われているデータについて，改善点やコメントが

ありましたら教えて下さい 

別記 

次表項目 10

質問項目 11 

(記述) 

要望やご提案，コメントなどありましたらお聞かせ下さい 別記 

次表項目 11

 

表 3.4.4.1-3 中間技術評価アンケート自由記述欄のコメント 

項目 記述 

2 ● 車輪型で環境を移動するロボットの場合：リスク評価よりもリスク教育に利用できないか． 

装着型で脚移動するロボットの場合：このシミュレータは移動時のシミュレーションを意図してい

るが，装着型ロボットは人の四肢の動きと一緒に動くため，移動にまつわるリスクは装着型ロボッ

トが無い状態と大きく変わらない．ただし装着型ロボットの総重量が体重を大きく上回る場合など

は，他者や障害物との衝突力の見積りがシミュレーションできた方が良い．（現状ではそのような

ロボットは無い） 

肉骨筋とその動的な特性が含まれた人体の力学シミュレータと，傷害に至る可能性のある負荷のデ

ータベースがあれば，装着型ロボットの意図する運きをしたときのシミュレーションができて有用

と思える． 

● シミュレーションと現実の相関が取れない限りは，危害の酷さに関してでも，指標に用いるこ

ともできません 

● 実際発生するリスクと同程度であるという相関関係がはっきりしていれば役に立つと思われる

● 使用していないので分からない 

● ロボットのモデルを反映させる手間が非常にかかるようであれば，使用しにくい物になると思

われる．CAD からシミュレーション環境へ簡易にモデルを反映できると良い． 

● 高齢者や身体障害者の身体／認知特性（皮膚，運動能力，判断能力等）を考慮したリスク評価

● 操縦でも自律でもない自動ロボットがありません 

● 装着型については，対環境の要因以外に装着者そのものの要因があり，シミュレーション可能

なのか疑問である． 

5 ● 精度がどのくらいか見積もられていれば良いと思える．スケールが合っていれば，シミュレー

ションを利用して当たりを付けることができる（衝突やスピン，空転，脱輪の程度が分かるという

レベル）．実際の安全性評価のために利用するならば，ボーダーに近いロボットをゲーム用のもの

で評価して良いかは課題．また表面に弾性体を貼った場合の挙動や，接触による制御やストップを

正しく模擬できるかも課題があるとおもわれる． 

● 目的がわからない．例えば転倒にしろ，倒れ方を再現したいのか，転倒時の頭部などの加速度

を再現したいのか．どちらにしても，現実と相関が取れない以上はイメージ絵と大差がない． 

● リスク評価の方法が各種選択できればよい．（リスクグラフ法，加算法，積算法・・・） 

● ゲームとかではなく，きちんとシミュレーションできていることが大事 

● 上記ユーザ特性に加え，ロボットの動作や変形に伴う挟み込みや生活パターンを考慮した計算

が望ましい 

● 衝突された歩行者の，地形による挙動，危害について計算されているのでしょうか． 

6 ● 斜面，凹凸のある路面など，屋外を意図したものが少ない． 

子供が駆けまわる，寄ってくる，触ってくる，タックルしてくるなど，子供の動作パターンが含ま

れたエージェントが複数いる場合を模擬できないか． 
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● 各ロボットの適用範囲によるので，生活支援ロボットが広いため不足かと 

● 屋外であれば，道路や歩道，踏み切りなど多様な環境がある． 

● 想定環境は，多い方が良い（シミュレーションで作れるだけ） 

● 上記ユーザ特性に加え，ロボットの動作や変形に伴う挟み込みや生活パターンの考慮が必要 

● 都心，公共機関へのアクセスや，乗降 

7 ● 外見だけが異なるのであれば，特に３パターンもいらない．装着型で言えば，複数の歩容を再

現できるエージェントが入れば良い． 

● 実際の環境では，障害者や子供，ペットなども必要． 

● 想定環境は，多い方が良い（シミュレーションで作れるだけ） 

● 高齢者や障害者を想定した場合に，拘縮や，円背等により，リスクが増加する場合がある．左

記のようなユーザを選択できるとよい 

● 高齢者や身体障害者の身体／認知特性を考慮したモデル（高齢者の場合要介護度別のモデルな

ど） 

● 年齢性別の他に，耳が遠い，何かに熱中している，といった付加的な状態 

● 高齢者の特性には幅があり，細分化が必要 

8 ● 運動にばかり指向しすぎているように思える．例えばコンロに衝突したらコンロ側のハザード

を起こし得る．あるいは挟み込み，低 EMC 性能，発熱，漏電するロボットを使った場合に，どうい

う事象が起こるかをシミュレートできないか．（おそらく既知のパターンを作りこむことになるの

で，シミュレーションというよりは教材としての意味合いが強くなると思われる．それはそれで重

要と思う） 

● リスク評価のどこに用いるのかがわからないのでコメントできません 

● 事故発生イベントが 

● 想定環境は，多い方が良い（シミュレーションで作れるだけ） 

● ロボティックベッドの場合，移動だけではなく，車いすが変形する場合がある．こういった場

合のシミュレーションも出来ると良い． 

● ロボット変形に伴う挟み込みなど 

● 衝突以外で，例えば乗降時，または急減速時といったイベント 

● 装着型では，対環境の要因ではないが，ロボットの許容動作以外の動作を装着者が行った場合

なども事故の要因になると思う 

9 ● 物品数でなくて，角があるか，重量はどのくらいか，等の属性がリスク評価には重要なのでは

ないでしょうか 

● 想定環境は，多い方が良い（シミュレーションで作れるだけ） 

● 実際に使用してみないと分からない． 

● わかりません 

10 ● ロボット側の制御の影響をどう入れ込むか？実際のロボットのソフトウェアやファームウェ

ア，センサ，電気回路をそのまま入れ込むことは難しいように思える． 

● きちんとシミュレーションできていることが大事 

● 同上 

● 少なくとも数例については具体的な商品で当てはめてツールの有用性・妥当性を確認し，実用

視点で必要な改善・フィードバックを行うことが望ましい． 

11 ● 既知のハザードのデータベースを環境中にすべて詰め込めると，ロボットにかぎらず教育用の

シミュレータとして良いと考える．このようなシミュレータで学習した人材がリスクアセスメント

をすると効果が高いのではないか． 

● 下記をどのように算出するのかをしっかり考えて開発することが必要である．・リスクをどのよ
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うに算出するのか？（例：リスク＝危害の大きさ×発生頻度×暴露頻度）・危害の大きさや発生頻

度，暴露頻度等をどのように算出するのか？ 

● きちんとシミュレーションできていることが大事です 

● 終的に，危害のひどさや，発生頻度までシミュレーションである程度出せるようになると良

いと思う． 

● 類似のカテゴリ商品の過去のﾋﾔﾘﾊｯﾄ・事故事例およびそれらの統計データが簡単に参照できる

と良い 

● 生活支援分野でのロボット開発に関わる者としては，このようシミュレータが開発されること

に非常に期待しています．将来発生する可能性のある現象を可視化することでより危害を実感で

き，安全対策のモチベーションを上げるとともに，必然的にその精度も向上するものと考えます．

できればシミュレータが安全防護の過不足を指摘したり，危険事象発生確率や SIL レベルに基づい

たリスクを可視化することで，より具体的な開発支援ツールとなれば良いかと思います． 

● シミュレーションはロボットを活用するのに適した環境をわかり易く提示するのには有用であ

ると思う． 

 

3.4.4.2 終技術評価 

 2013 年にプロジェクト参加全開発メーカーに対してアンケートによる 終技術評価を

依頼し，表 3.4.4.2-1，表 3.4.4.2-2，表 3.4.4.2-3 に示すような回答を得た．定量的評価

については平均ですべて肯定的な値（>3）となった．今後の課題として生活支援ロボット

の具体的な使用状況を具体的に実装する必要性を挙げることができる． 

 

表 3.4.4.2-1 終技術評価アンケート調査の回答の概要 

属性 値 

実施日 2013/11/20 

有効回答数 4 

回答者の開発経験年数（平均） 14.25 

回答者の安元開発経験 全員有り 
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表 3.4.4.2-2 終技術評価アンケート調査の結果 

質問番号 質問文 結果 

１．シミュレーショ

ンを用いた危険源

の同定について： 

【質問】将来の生活支援ロボットの危険源を同定するに当たって，シミ

ュレーション環境が整備されていると役に立つと考えられるでしょう

か？ 

3.750 

【コメントのお願い】シミュレーションを用いた危険源の同定について

コメントがありましたら教えて下さい 

別記 

次表項目 1 

２．シミュレーショ

ンを用いた事故の

重篤度の評価に

ついて： 

【質問】将来の生活支援ロボットの事故の重篤度を評価するに当たって，シミ

ュレーション環境が整備されていると役に立つと考えられるでしょうか？ 
4.000 

【コメントのお願い】シミュレーションを用いた重篤度の評価についてコメント

がありましたら教えて下さい 

別記 

次表項目 2 

３．シミュレーショ

ンを用いた事故の

頻度の評価につい

て： 

【質問】将来の生活支援ロボットの事故の頻度を評価するに当たって，シミュ

レーション環境が整備されていると役に立つと考えられるでしょうか？ 
3.250 

【コメントのお願い】シミュレーションを用いた頻度の評価についてコメントが

ありましたら教えて下さい 

別記 

次表項目 3 

４．シミュレーショ

ンを用いたリスク

低減方策の検討

について： 

【質問】将来の生活支援ロボットのリスク低減方策を検討するに当たって，シ

ミュレーション環境が整備されていると役に立つと考えられるでしょうか？ 
3.000 

【コメントのお願い】シミュレーションを用いたリスク低減方策の検討について

コメントがありましたら教えて下さい 

別記 

次表項目 4 

５．（全般）シミュレ

ーションを用いたリ

スクアセスメントの

実施について： 

【質問】将来の生活支援ロボットのリスクアセスメントをするに当たって，シミ

ュレーション環境が整備されていると役に立つと考えられるでしょうか？ 
3.750 

【コメントのお願い】シミュレーションを用いたリスクアセスメントについてコメン

トがありましたら教えて下さい 

別記 

次表項目 5 

６．その他，自由

記述： 

【コメントのお願い】 要望やご提案，コメントなどありましたらお聞かせ下さい 別記 

次表項目 6 

 

 

表 3.4.4.2-3 終技術評価アンケート自由記述欄のコメント 

項目 記述 

1 ● 直感的な気づきのためであれば，リアルでなければならず，状況を提供するだけなら写真でよ

いと思います．また，いずれにしても皆が共通の映像を見れば，ＲＡの個人差は幾分か減るのかな

と思いました． 

● 結局，転倒と衝突のハザード以外に無いように見える．動画では，様々な転倒と衝突のシチュ

エーションが出てきたが，その多くはメーカーが技術的に制御できない部分が多く，ロボットの有

無に関わらず，生活空間におけるリスクを 3D グラフィクスによって提示しているだけに見える．

2 ●衝突時や転倒時の HIC のシミュレータとしては使えるかもしれない．その他，特に圧力が問題に

なるケースなどの事故の重篤度は評価できないのではないか？ 

3 ●シミュレーションだと，既知の頻度を事前に組み込まねばならず，頻度の評価にはならない．障

害物の密度なども同様のことが言えると思う． 

4 ● ただし，受け身になって画一的に対策しようとすると，状況や環境が異なる場合に対策が新し

い危険源を生み出すことに気づかないケースがあるかもしれない． 

● シミュレータにリスク低減方法を組み込め，かつ，そのリスク低減方法の failure mode をうま

く組み込めるだろうか？ 例えば障害物センサから，ブレーキ始動，静止まで考えたとき，それぞ

れにかかる時間を設定したり，どれかが fail するモードを設定することになるだろう．これらが
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設定できるのであれば，そのリスク低減が有効かは，シンプルなモデルを使って手計算で解けるレ

ベルではないのか？ 

5 ● 問２，３とほぼ同じ質問だと思います． 

● このシミュレーションはロボットの有無にかかわらず，生活空間にあるリスクを理解するには

役立つと思う．なので，生活支援ロボット特有のリスクアセスメントには役に立たない可能性があ

る． 

6 ● リスクアセスメントを全くしらない初心者向けには良いかもしれません．対策されたものが新

しい危険源を生み出す事例も表現し，そのようなことがあることを知らせる方が良いと思います．

● 開発 ご苦労様です．シミュレーションは，ご存知の通り条件をどの様に設定するかです．画

像を見る限り回りの条件（道路の現実の写真を取り込み等）が出来れば何が危険を発生させている

かを社会に問うことが出来ます．日本の歩行者が歩く所は，ゴミ箱，自転車，車等が置かれ危険を

増長しています．建屋内は，条件設定が明確に出来ますが，外は条件設定が明確に出来ませんので

この様な事を申し上げております．当方が開発しているのは，配送センター，工場内ですので確実

に条件が設定可能です．頑張ってください． 

● シミュレーションは将来役立つレベルになるかもしれないが，ロボット毎に使用環境や使用者

の身体・認知状況がまちまちであるため，こうしたものがモデルとして実装できるかがポイントに

なると感じる．シミュレータの守備範囲を明確にし，人によるアセスメントの役割分担が必要にな

るのでは無いか？シミュレータ構築には，信頼できる事故事例などのハザードのデータベース構築

が肝要と思われるが，これまでの状況からするとこうしたデータの収集が難しいのではないかと感

じるので，ここの道筋がつき，データベースが提供されれば，これだけでもかなり役に立つように

思う． 

 

3.4.5 研究成果 

 研究成果に関しては，シミュレーションの結果得られた事故動画のアーカイブを DVD へ

記録し，さらに同 DVD フォーマットのデータを当研究プロジェクトで整備するデータベー

スに入力して公開した．これらは今後のロボット開発で行うリスクアセスメントのための

資源として利用できる． 

 シミュレーションの結果得られた事故動画は，ロボットの使用環境モデル別，ユーザモ

デル別，ロボットタイプ別のシミュレーションに事故発生イベントを挿入して起こした事

故の全 155 シーンを撮影した物である．これらは階層化して整理された．大項目はロボッ

トの使用環境モデルの分類，中項目はユーザモデル及びロボットタイプの分類，小項目は

事故発生イベントである． 

 データを入力したデータベースは当研究プロジェクトで整備する「生活支援ロボットの

安全に関する情報データベース」である． 
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４．生活支援ロボットの安全性検証試験方法の研究開発 

4.1 試験項目の検討結果 ［JARI］ 

4.1.1 計画時の開発項目の選定 

 生活支援ロボットは，市場導入実績がないために，そのリスクが明確になっていない，

このため，どのような危険源に対して安全検証試験を実施すべきかが明確でない．そこで，

本研究の計画にあたっては，機械安全の国際規格 ISO13849 の危険源リストから，生活支援

ロボットに関連しそうな危険源を選択して開発項目とした．開発項目には，すでに類似機

器の試験法が存在するが試験法の改良が必要な項目と全く新たな試験法開発に必要な項目

が見られた．前者については，類似機器の試験規格を詳細に検討して，改良を加えること

とした．後者については，機械安全，電気安全，機能安全の考え方をベースに試験法を開

発することとした（表 4.1-1）． 

 

表 4.1-1 当初計画した項目 

 

 

4.1.2 研究開発過程での試験項目追加・変更・削除 

 研究開発過程で，本プロジェクトに参加するロボット開発者の試作ロボットの試験およ

び類似機器等の試験を実施しすることで，実際の生活支援ロボットに必要な試験項目に関

する情報を得た．また，本プロジェクトのメンバーが ISO/TC184/SC2/WG7 におけるパーソ

類似機器の試験法ま

たは手順の改良が必

要な項目

新たな試験法開発が

必要な項目

感電試験 レ

騒音試験 レ

表面温度試験 レ

衝突安全性試験 レ

接触安全性試験 レ

温湿度および振動環境耐久性試験 レ

走行耐久性試験 レ

耐荷重試験 レ

耐衝撃試験 レ

静的安定性試験 レ

動的安定性試験 レ

安全関連光学センサの機能試験
（環境認識性能試験）

レ

障害物検知対応性能試験 レ

軌道追従性試験 レ

操作・情報提示機能試験 レ

EMC試験 レ

故障注入試験
（機能安全確認試験）

レ

緊急停止試験 レ
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ナルケアロボットの安全規格 ISO13482 の策定作業に参画することで，生活支援ロボット安

全要求事項について議論し，安全検証試験に関する国際的な認識について情報を収集した．

これらの情報（表 4.1-2）を参考にして，初期に計画した開発項目の取捨選択および追加

を行った． 

 

表 4.1-2 試験項目検討に資する情報 

 

 

(1) 他の試験法と統合した開発項目 

 軌道追従安定性については，それ単独で実施する必要はなく，走行安定性試験および障

害物検知・対応試験の結果から安全性を評価できると判断した． 

(2) 追加した開発項目 

 生活支援ロボットがマニピュレータを装備する場合には，人体が挟み込まれるリスクが

想定される．そこで，挟圧試験を開発項目として追加した． 

  

試作ロボットおよび類似機器等の
試験よる情報

ISO/TC184/SC2/WG7 での
議論による情報

感電試験 法規上必要となる場合がある

騒音試験 欧州の規格では重視されている

表面温度試験 火傷のリスクについて試験が必要

衝突安全性試験
一部の類似機器で酷い危害が予想

される

試験結果から危害の酷さを算定す

るデータの国際的検討が必要

接触安全性試験
ロボットの設計によっては，危害

が予想される

温湿度および振動環境耐久性試験
ロボットの使用環境によっては，
危害が予想される

走行耐久性試験
ロボットの使用環境によっては，
危害が予想される

耐荷重試験
ロボットの設計によっては，危害

が予想される

耐衝撃試験
試験条件として実際にロボットが

受ける衝撃を想定することが困難

（ロボットの仕様が様々なため）

静的安定性試験
ロボットの使用環境によっては，

危害が予想される

動的安定性試験
ロボットの使用環境によっては，

危害が予想される

床（路面）の摩擦係数を規定する

必要がある

安全関連光学センサの機能試験
（環境認識性能試験）

ロボットの使用環境によっては，

危害が予想される

障害物検知対応性能試験
安全距離，安全速度について議論

された

軌道追従性試験
障害物検知対応試験の際に軌道追

従性を評価できる

操作・情報提示機能試験 使用者にとって重要な項目

EMC試験
ロボットの使用環境によっては，

危害が予想される

故障注入試験
（機能安全確認試験）

モジュールでの試験が必要 試験以外の方法による確認も必要

緊急停止試験
環境耐久性試験およびEMC試験に
おいて検証することが適切

安全要求として重要

挟圧試験
マニピュレータに挟まれることに

よる危害が予想される
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4.2 人体への危険に関する安全性検証試験 

4.2.1 感電試験 ［安衛研］ 

4.2.1.1 目的 

 生活支援ロボットの通常使用時及び保守・点検時に，人がロボットの接触可能部分に接

触した際に感電の恐れがないことを確認する．そのための試験は，接触可能部分の調査，

接触可能と判定された部分が充電部であるかの調査の順に実施する．また，装着型ロボッ

トのように人体に常時ロボットの一部（外装等）が接触している場合に，人体に影響のあ

る電流が発生していないかを確認する．この試験は漏れ電流試験として行う．移動型の生

活支援ロボットでは保護接地が確実に確保できない場合が多く，ロボット外装等を経由し

て人体へ漏れ電流が流れてしまう恐れがないことの確認は重要である． 

 いずれの試験も電気を使用する機器では一般的に実施される項目であり，生活支援ロボ

ットにおいても既存規格，基準に従って行う． 

 

4.2.1.2 研究開発の経緯 

4.2.1.2.1 適用規格 

 一般に機械設備の電気的安全要求事項は，JIS B 9960-1:2008（機械類の安全性−機械の

電気装置―第１部：一般要求事項）に直接接触及び間接接触に対する感電保護が規定され

ており，さらに本質的に安全とされる電圧レベルが規定されている．本試験では安全性の

判定基準にこの規格の規定を用いる．一方，試験方法は JIS C 1010-1:2014（測定用，制

御用及び試験室用電気機器の安全性―第１部：一般要求事項）と JIS T 0601-1:2012（医

用電気機器―第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項）に規定があり，生活

支援ロボットに対する試験方法はこれらの規定を適用する． 

 

4.2.1.2.2 参考規格で用いる試験装置と試験基準 

 JIS C 1010-1 では，接触可能性部位の探索に標準テストフィンガの使用を求めており，

関節を持つ接合型テストフィンガと関節のない一体型テストフィンガが規格適合品として

市販されている．また，一体型は力を加えて部位へ押し込むことが可能で，本規格では 10N

の押し力が規定されている．この押し力は荷重計等でモニタしながら加減することは可能

であるが，規定値を超えないように手動で調整することは困難であるため，10N で力の逃

げ機構が機能してそれ以上の力を伝達しないような装置を開発した（後述）． 

 一方，充電部の電位測定は一般的な電位計（DMM テスタ等）が使用できるが，漏れ電流

測定は医用機器における患者漏れ電流として測定回路ネットワークが指定されるため，専

用試験装置を用いる． 

 感電保護のための規定値は，AC 実効値 33 V，AC ピーク値 46.7 V，DC 70 V であるが，

湿った場所での使用を意図する機器に対しては，AC 実効値 16 V，AC ピーク値 22.6 V，

DC 35 V となる（JIS C 1010-1）．医用機器では乾燥状態での許容値がこれらの数値より若

干低い．なお，許容電流値は商用 AC 実効値 0.5 mA，DC2mA である（測定回路に依存）．ま

た，機器からの漏れ電流（接触電流）の許容値は 100μA である（JIS T 0601-1）． 

 

4.2.1.3 成果 

4.2.1.3.1 試験装置 

(1)充電部の調査と充電電圧の測定用 
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・ テストフィンガ（プローブコードは IEC61032:1997 に準拠，図 4.2.1.1） 

接合型（関節付，プローブコード B），一体型（関節なし，プローブコード 11），小児

の場合必要に応じて細径接合型（関節付，プローブコード 18 又は 19） 

・ 荷重計又は専用治具 

20N までの圧縮力測定可能な荷重計，もしくは 10N±1N の圧縮力印加で外れるリミッタ

等の治具（図 4.2.1.1 の標準径フィンガ根元に装着した黒グリップが今回開発した装

置であり，溝に嵌まっている球体が 10N 印加で外れてフリーとなる） 

・ 電圧計又は電流計（DMM 等） 

(2)接触電流(漏れ電流)測定用  

・ 漏れ電流試験器 ST5540(日置電機)（図 4.2.1.2） 

 

4.2.1.3.2 試験条件 

 試験対象ロボットの想定使用環境の湿度を仕様書等により把握しておく．湿気のある

環境を想定する場合は試験時の湿度設定が必要となる． 

 ロボットに接触可能な小児を想定する場合は細径テストフィンガを使用する． 

 ロボットユーザがロボットにアプローチする作業範囲はメーカ説明及び取説書記載

 
図 4.2.1.1 テストフィンガ 

 

 

図 4.2.1.2 漏れ電流試験器（ST5540） 



Ⅲ-1-136 

 

内容に基づく． 

 漏れ電流試験において，ロボット外装部に貼る金属箔（電極）は 大 100×200mm（手

のひら想定）である． 

 

4.2.1.3.3 試験方法 

(1)接触可能部位の調査（ロボットの電源オフ） 

 対象ロボットのユーザが通常使用時及び保守・点検等で行う作業時に，ユーザが接触可

能な金属等の導電部の範囲を以下の順序で特定する． 

a ユーザが工具や鍵等を用いずに開閉できるカバーやドアを開放する． 

b 接触できることが目視で明白な金属露出部範囲を特定する（位置をマークしておく）． 

c 接触可能かの判断を要する場合は，接合型テストフィンガを用いて関節角度を変え

ながら到達する部位がないかを判定する．金属部への到達判定には電源ライン（標準

試験接地）との導通をテスタ等により導通確認してもよい．力を加えれば接触可能と

なり得る個所では，一体型テストフィンガに荷重計あるいは治具を装着した状態で

10N±1N で押しつけて判定する．接触と判定された箇所にマークする． 

(2)接触可能部位の充電電位測定（ロボットの電源オン，制御下で停止状態） 

 調査で接触可能性ありと特定又は判定された部位について，対象ロボットの電源をオン

にした正常状態(必要に応じて稼働状態)で電圧を測定する．電位を生じた個所については，

標準 2kΩ，高湿下の稼働が想定される場合は 500Ω の抵抗を接続して，抵抗に流れる電流

又は抵抗間電圧を測定する． 

(3)接触電流の測定（ロボットの電源オン） 

 漏れ電流試験器内蔵のネットワークと対象ロボットの外装に金属箔を貼った箇所を接続

する（AC 電源の場合のみ試験機の AC アウトレットからロボットに給電）．試験器を外装−

大地間測定モードにして，漏れ電流を測定，記録する． 

 

4.2.1.3.4 評価基準 

 接触可能部位が充電部でないこと． 

 充電部の電位が許容値（DC70V，湿った環境では DC35V）を超えないこと． 

 充電部で計測された電流が DC2mA を超えないこと． 

 接触電流は 100μA を超えないこと． 

 

4.2.1.4 試験結果の例 

 市販のハンドル型電動車いすを対象として，接触可能性部位のテストフィンガによる探

索の様子と接触電流の測定の様子を各々図 4.2.1.3 と図 4.2.1.4 に示す． 

  

 

 

 

図 4.2.1.3 接合型標準テストフィンガを用いた接触可能性部位の探索 
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図 4.2.1.4 ギアケース外装の接触電流試験 

（左は金属箔電極の貼り付け状況，右は測定電流結果 67.5μA でパスしている） 
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4.2.2 騒音試験 ［安衛研］ 

4.2.2.1 目的 

 生活支援ロボットから放射される危険源として騒音があり，関連規格 ISO13482 では「特

別な保護具の装着を必要としない十分低い騒音レベル」が要求されている．しかし，この

規格では騒音に晒される人の条件や騒音の測り方が規定されておらず，試験方法の標準化

が求められている．そこで，自動車の騒音試験を参考にして，人がロボット動作時に晒さ

れる騒音を簡便に測定する方法を提案する． 

 

4.2.2.2 研究開発の経緯 

4.2.2.2.1 参考規格 

 JIS D 1024:1999（自動車の加速時車外騒音試験方法） 

 環境省自動車騒音測定方法及び自動車単体騒音規制値 

 JIS Z 8731:1999（環境騒音の表示・測定方法） 

 JIS C 1010-1:2014（測定用，制御用及び試験室用電気機器の安全性―第１部：一般

要求事項） 

 

4.2.2.2.2 試験装置と試験基準の開発 

 ロボットに関する騒音の測定方法は規定がなく，産業用ロボットの安全規格でも危険源

の 1つとして騒音が挙げられているが，測定に関する関連規格を参照するという記述のみ

である．工場内の産業用ロボットの騒音は，他の騒音の大きな機械（鍛圧機械等）に準じ

て工場内外騒音規制により制限されることになるが，ロボット単体の騒音測定は無響室内

での音圧レベル測定方法に準じて行うしかない．ただし，移動ロボットのように固定でき

ないロボットでは測定できず，実稼働環境下での測定がされてこなかった． 

 そこで，移動体の騒音測定として実績のある自動車騒音測定方法を参考に，移動するロ

ボットの近傍の人が暴露される通過時の騒音とロボット搭乗者自身が暴露される騒音を同

時に，なおかつ簡易に測定する方法を提案する． 

 なお，騒音基準は既存の自動車，二輪車の定常走行騒音規制値（65〜83dB）は電気式移

動ロボットには数値が高すぎると思われるが，環境騒音基準値(例えば施設内昼間で 50dB

以下)は長時間暴露の等価騒音であるため，1台のロボットの発生する騒音基準にはそぐわ

ない．JIS C 1010-1では24時間暴露で80dBを超えないこととしており（医用機器も同様），

これを越える場合は防音手段の追加を求めている． 

 

4.2.2.3 成果 

4.2.2.3.1 試験装置 

(1)走行路 

 10m 直線路に加減速区間を加えた屋内走行路はトンネル上の遮音テントで覆い，走行路

両側面は吸音材を設置する．図 4.2.2.1 は生活支援ロボット安全検証センタ内に設置した

走行路環境であり，可動式の遮音テント 2張の中に可動式自立吸音パネルを 10 枚ずつテン

ト内側面に沿わせて設置している．吸音パネルはフェルトーン(東京ブラインド)を用い，

パネル面表裏で特性を変えている（反射特性に優れた面と吸音特性に優れた面）．ロボット

の想定使用環境に合わせて，路面には Pタイル（標準），カーペット，ウッドフロア，点字

パネルなどを敷く． 
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(2)マイクロホン 

 測定する騒音はロボット本体の音響パワーレベルでなく，実環境下で動作中のロボット
から人(1 名)が晒される騒音を想定するため，自動車の定常走行騒音の測定方法及び加速
時車外騒音試験方法を参考にマイクロホンをロボット走行路に対して直角に向けて設置
する．通過騒音測定用マイクロホン(解析周波数:20Hz~20kHz)は，地上高 1.2m で間隔 1m
に 2 個(マイク 1，2)，地上高 0.2m で間隔 1m に 2 個(マイク 3，4)の計 4個を，直線走行
路中央で，移動するロボット側面から 1m 離れた位置に設置する（図 4.2.2.2）．走行する
ロボットとマイクロホンとの位置関係を図 4.2.2.3 に示す．ただし，マイクロホンの高さ
（0.2m）や間隔，片側面のみの設置など，屋外での自動車用試験とは異なる条件としてい
る． 

 一方，暴露騒音用マイクロホンは，ロボット搭乗者（装着者）が装着するヘルメットの

左耳の位置に，風防付きマイクロホンを 1個設置する（図 4.2.2.2）． 

(3)騒音計 

 通過騒音測定用マイクロホンはプリアンプを介して，4チャンネル分が FFT 解析可能な

騒音計（小野測器データステーション DS-3000 計測システム）に入力される．暴露騒音測

定用マイクロホンは携帯型の精密騒音計（小野測器精密騒音計 LA-5560，図 4.2.2.2）に接

続する．いずれの騒音計も，A特性（当ラウドネス曲線に従った周波数重み付け），FAST

特性（耳の時間応答に近似した時間重み付け）の音圧レベルを測定する． 

 

 

図 4.2.2.1 走行路設置状況 

(左面吸音パネル前は 4マイクロホン，右面吸音パネル前に通過速度計測用レーザセン

サを設置) 
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 データステーションは PC に接続され，測定データの記録と FFT 解析ソフトウェア（小野

測器 Oscope2）が PC 上で実行可能である． 

 

4.2.2.3.2 試験条件 

騒音試験は，屋内環境下で動作するロボットを対象に，図 4.2.2.1 の走行路環境下で次
の 2通りの騒音を対象とする． 
通過騒音：自律移動型，搭乗型，装着型ロボットが静止している人の傍らを通過する際に，
人が受ける騒音レベルを測定する． 

搭乗者(装着者)暴露騒音：ロボットに搭乗またはロボットを装着している人自身が晒され

る動作時の騒音レベルを測定する． 

ロボットの通過騒音に周囲の人が晒される状況は対象ロボットや使用環境により様々で
あるが，標準条件として，ロボットが 10m 直線走行路を定速移動する間の騒音レベルを直
線路の中間地点で計測する．走行路面はロボットの 悪想定路面とし，ロボット移動速度
も想定 高速度とする． 
搭乗者（装着者）が晒される騒音は左耳の位置で計測し，他の条件は通過騒音時と同様

とする．ヘルメット装着者が携帯型騒音計を持つ． 

 

図 4.2.2.2 騒音測定用マイクロホン 

(左は通過騒音測定用，右は暴露騒音測定用) 

マイク1 

マイク3 マイク4 

マイク2 

 

 

図 4.2.2.3 通過騒音測定用マイクロホンの設置条件 

1m 

1
m

 

マイク1,3 マイク2,4 

ロボット 

5m 5m 

定速走行区間 加速区間 
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なお，計測される騒音は走行路面からの反射音を含んで評価する．ただし，ロボットの
警報等は無効にしておく．走行路上の暗騒音は計測騒音レベルより，少なくとも 10dB 以上
低いことを確認する． 

 

4.2.2.3.3 試験方法 

(1)通過騒音測定 

 自律移動型，搭乗型ロボットは，走行路上を 高一定速度パターンで 3回（側面毎），続

いて走行路中間地点で急停止して約1s後に急加速するパターンで3回（側面毎）移動させ，

各々走行路上にロボットが存在する間（10m 走行時間分）騒音計(データステーションのス

ループットディスク機能)で記録する．急停止・急加速パターンは自動車騒音の測定項目に

はないが，生活支援ロボットでは頻繁に起こりえると想定して追加したものである． 

 各記録波形に通過速度をリンクさせて記録する．参考として，FFT 機能でも各パターン

で 1回リアルタイム分析をして，音圧と周波数分布を確認する．記録した騒音データは，

パワースペクトルのオーバーオール値を算出し，同一高さのマイクロホンの 3回平均値と

して騒音レベルを決定する． 

 なお，騒音データの FFT 分析結果は騒音レベルとしては反映しないが，騒音対策が必要

な場合は活用可能である． 

(2)搭乗者(装着者)暴露騒音測定 

 通過騒音測定と同様の速度パターンで同じ測定時間分記録(携帯型騒音計のメモリカー

ドへ)し，3回記録値の平均値で騒音レベルを決定する．なお，通過騒音測定に支障がなけ

れば，暴露騒音と通過騒音を同時に測定してよい． 

 

4.2.2.3.4 評価基準 

 前述の通り，直接該当する判定の基準値は存在しないが，少なくとも 80dB を超えないこ

とを 低条件とする．この値よりも低い騒音レベル(例えば，自動車騒音の 低レベル，類

似機器の騒音レベル等)を用いる場合は，暴露環境と暴露時間に留意して設定しなければな

らない． 

 

4.2.2.4 試験結果の例 

 対象ロボット(類似機器)として，市販のハンドル型電動車いすと電動立ち乗り二輪車で

通過騒音と搭乗者暴露騒音を同時に測定した．図 4.2.2.4 に示すように，前者はドット点

 

 

図 4.2.2.4 模擬ロボットによる騒音試験の様子 

（左がハンドル型電動車いす，右が電動立ち乗り二輪車） 
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字パネル走行路を，後者は Pタイル走行路での測定の様子である．点字パネルはシート上

になっており，Pタイル上に敷くことができる． 

 前者の騒音測定結果の 1例を表 4.2.2.1 に示す．測定データはこのようなエクセルシー

トで集計されて平均値を算出する．なお，通過騒音測定用マイクロホンの FFT 解析結果は

図 4.2.2.5 のように表され，音圧レベルの高い周波数成分を把握することが可能である． 

表 4.2.2.1 ハンドル型電動車いすの騒音測定結果例 

 

 

 

図 4.2.2.5 ハンドル型電動車いすの通過騒音スペクトラム例 
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4.2.3 表面温度試験 ［安衛研］ 

4.2.3.1 目的 

 生活支援ロボットの通常使用時及び保守・点検時に，人がロボットの接触可能部分に接

触した際に火傷あるいは凍傷の恐れがないことを確認する．そのため，ロボットの表面や内

部の接触可能部分の過度な温度上昇あるいは下降を調べるために，ロボットの通常使用時お

よびユーザによるメンテナンス（バッテリ交換，トラブル処理，清掃等を含む）時に，接触可能

性部位の表面温度分布をサーモグラフィ等により測定する． 

 

4.2.3.2 研究開発の経緯 

4.2.3.2.1 参考規格 

 JIS C 1010-1:2014（測定用，制御用及び試験室用電気機器の安全性―第１部：一般要

求事項） 

 電気用品安全法 

 ISO 13732 (all parts), Ergonomics of the thermal environment — Methods for the 
assessment of human responses to contact with surfaces.  

 

4.2.3.2.2 試験装置と試験基準の開発 

 本試験は，ロボット外装表面などの接触可能性が高く，なおかつ高温または低温の部位

を同定した上でその部位の表面温度を測定するものである．そのため，高/低温のピーク値

とその位置を同時に測定するために，非接触のサーモグラフィにより画像で温度分布を一

括取得する方法が効率が良い．もし，ピーク温度位置が同定できていれば，接触式の温度

センサ（サーモカップル等）も使用可能である（ただし，センサ接触による温度変化の影

響は考慮しておく）． 

 JIS C 1010-1 では，容易に触れることができる表面温度として， 

外装部及び内部：金属で 65℃，非金属で 80℃を超えるか， 

操作部：金属で 55℃，非金属で 70℃を超えるか， 

を限界として規定している（ただし，周囲温度 40℃）．さらに，接触時間による影響も考慮する

場合もあり，人間の皮膚は 45℃以上の温度が 1時間継続すると熱傷になり（ISO13732-1 では 1

分間で 51℃を超えない），接触部の温度が 44℃では約 6〜10 時間で受傷（低温熱傷）するとさ

れる．上記規格の限界温度は，機器の操作器や外装への接触は長時間継続されないという前提で

あり，操作機器の目安としては妥当と考えられる． 

 

4.2.3.3 成果 

4.2.3.3.1 試験装置 

(1)サーモグラフィ（Apiste FSV-1100 シリーズ）（図 4.2.3.1） 

 測定温度レンジ：−40〜500℃，有効画素 320（H）×240（V），レンズ交換式，コントロー

ラ別体 

(2)同上用制御ソフトウェア IR Manager，解析ソフトウェア FSV-S330 

その他，測定範囲が狭くて特定できる場合は，スポット温度計あるいはサーモカップル等

も使用できる． 
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4.2.3.3.2 試験条件 

 本試験は，予め接触可能部位の調査を実施後，規定動作時間あるいは満充電されたバッ

テリ容量が空になるまで負荷連続運転した直後に，電源オフ状態でこれらの部位の表面温

度を非接触で測定する．試験環境は通常の 高使用温度である 40℃が望ましいが，負荷連

続運転中に高温環境を維持することは困難であるため，標準で 20〜25℃の室温とする． 

 バッテリ搭載のロボットでは，充電あるいはバッテリ交換時には温度上昇は抑えられる

ため，バッテリ容量分の駆動時間後の状態を 高温度到達状態と見なす． 

 

4.2.3.3.3 試験方法 

(1)接触可能部位の調査 

 対象ロボットのユーザが通常使用時及び保守・点検等で行う作業時に，ユーザが接触可

能な外装表面，底面，ユーザが工具や鍵等を用いずに開閉できるカバーやドアを目視確認

する．（ユーザの作業範囲はメーカ説明及び取説書記載内容に基づく．） 

(2)対象ロボットの負荷連続運転 

 対象ロボットのタイプに応じて，次のように設定・動作させる． 

・自律型，搭乗型移動ロボット：想定される高負荷状態で，以下の条件いずれかを満たす

まで連続運転する． 

規定の連続運転時間に到達するまで， 

温度が上昇して平衡状態に至るまで， 

満充電された搭載バッテリが空になるまで．  

・装着型ロボット：装着者が通常使用時にメーカが規定する動作を，非装着状態で再現し

て，温度が上昇して平衡状態に至るまでまたは満充電された搭載バッテリが空になるまで

連続運転する． 

(3)表面温度測定 

 先ず，対象ロボットの表面素材及び色に応じて放射率を設定しておく．素材等が同定で

きれば放射率表から決定できるが，不明あるいは表面処理されている場合は，別途黒色テ

ープ等の標準検体を用いて校正取得しておく． 

 
 

図 4.2.3.1  FSV-1100 と専用ソフトウェアをインストールしたノート PC の接続状態 



 

Ⅲ-1-145 

 

 次に，対象ロボットの電源を切り，ロボットの各測面をサーモグラフィの赤外線カメラ

に向け，各面毎に温度分布画像を 5秒間程度連続記録する．カバー等を開けて内部が暴露

される場合は，同様に内部暴露面について記録する．対象ロボットの底面が接触可能部位

と判定された場合，ロボットを吊り上げた状態で測定記録する．記録された各側面の連続

温度分布画像のうち，中間の記録順の画像をオフラインで分析し， 高温度(必要に応じて

低温度)とその位置を求めて，温度分布画像にインポーズする．なお，この画像分析は MS

エクセルのアドイン専用ソフトウェア FSV-S330 を用いて容易に実施できる． 

 

4.2.3.3.4 評価基準 

 装着型以外のロボットでは，上記 JIS C 1010-1 の限界値に準じるとする．ただし，長時

間の連続接触があり得る装着型の場合は，表面素材，接触時間，人の属性により異なるが，

8時間の接触で 43℃を越えないことが望ましい． 

 

4.2.3.4 試験結果の例 

 対象ロボット(類似機器)として，市販のハンドル型電動車いすを用いて表面温度分布測

定を行った．満充電のバッテリを空にするまで連続負荷運転ができなかったため，室温

21.7℃の環境で車輪を浮かせて， 高速度（6km/h）で前進空転を 3時間実施した直後に測

定した．予め，表面外装の温度上昇は僅かであることを把握していたため，底面（シャー

シーカバー）のみサーモグラフィで測定記録した．図 4.2.3.2 は，電動車いすをクレーン

で吊って，底面を撮影している状況である．なお，底面のモータハウジングの放射率は 0.96

（実測値）であった． 

 撮影後にFSV-S330を用いて画像分析し， 高温度とその位置を特定した結果を図4.2.3.3

に示す． 

 
 

図 4.2.3.2 電動車いす底面の温度測定の様子 

（床面上の三脚先端部がサーモグラフィのカメラ部） 
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図 4.2.3.3 電動車いす底面の表面温度分布分析結果 
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4.2.4 衝突安全性試験 ［JARI］ 

4.2.4.1 目的 

 この試験は，ロボットが障害物と衝突したときの対人リスクを評価することを目的とし

て，ロボットを障害物や人体ダミーに衝突させた時に，ロボットの搭乗者または歩行者を

模擬した人体ダミーに及ぼす力，モーメント，変位，速度，加速度を測定する．この試験

は，ロボットが移動する能力を有して，周囲の障害物や人と衝突することによって人の被

害が予想される場合に適用できる． 

 

4.2.4.2 研究開発の経緯 

4.2.4.2.1 参考にした規格 

・Japan Safety regulations for Road Vehicles Addendum 23，  

・Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) 208, FMVSS 213， 

・Code of Federal Regulation, Title 49, Part 582, Subpart E 

・ECE-R94 

 

4.2.4.2.2 試験装置の開発 

(1) 試験装置の仕様の検討 

 自動車に比べて，生活支援ロボットの使用目的，移動速度は多様であるため，試験時に

設定すべき衝突速度，重量などの値も多様である．そこで，本プロジェクトに参加するロ

ボット開発者ならびにロボットビジネス協議会会員のロボットメーカに対して，自社で開

発する可能性のある生活支援ロボットの仕様について調査した．その結果から，試験装置

の仕様を検討した． 

 人体の傷害に関する物理量（衝突時の外力，モーメント，変形量，速度，加速度等）を

測定するには，人体を再現した人体ダミーが必要である．国際的に標準化されているまた

は公的な試験に広く使われている人体ダミーとして，自動車の衝突試験用の人体ダミーの

中から，以下の 3種を用いることとした． 

・HYBRIDIII/AM50 

 米国の標準的成人男性の体格を再現したダミーで，国際的に標準化されており，自動車

の認証試験に用いられている．傷害評価のためのデータが豊富に報告されている．生活支

援ロボットに関わる成人男性の代表として選択した． 

・HYBRIDIII/AF05 

 米国の小柄な女性の体格を再現したダミーで，国際的に標準化されており，自動車の認

証試験に用いられている．生活支援ロボットに関わる成人の中で，傷害を受けやすい人の

代表として選択した． 

・Q6 

 欧州の標準的 6歳児の体格を再現したダミーで，欧州で広く使用されている．生活支援

ロボットが子供と共存する場合のリスク評価の対象として選択した．Qシリーズダミーには，

6歳児の他に 3歳児等を再現したモデルも存在するが，親の監視を離れて生活支援ロボット

と接触する可能性の高い年齢として，6歳児を選択した． 

 

(2) 試験の試行による検討 

 始めに，自動車の衝突試験法を参考に，自動車試験設備で試験を試行した．搭乗型生活

支援ロボットのと壁の衝突を再現するために，車いすに自動車衝突試験用人体ダミーを搭

乗させて，壁（衝突用バリア）に衝突させた．目標衝突速度は，上記(1)の検討結果を参考

に，2 km/h, 6 km/h, 10 km/h とした．その結果，以下の課題が明らかになった． 

・速度 100 km/h を想定した自動車用の装置では，低速での速度設定の精度が得られない． 

・牽引ワイヤーを収納するための溝がロボットの幅方向中央にあるため，3輪のロボットの

様に車輪が中央にあるロボットを試験できない． 
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・現在の自動車衝突試験用人体ダミーには腕の傷害を評価するためのセンサーが装着され

ていない． 

 以上の課題を解決するために，以下の方策を講じた． 

・ 高速を，上記(1)の検討結果を参考に，20km/h に制限することで，低速での速度精度を

向上させた． 

・牽引装置をロボットの全幅より外側に配する設計で，ロボットの多様な走行機構に対応

した． 

・必要に応じて腕の傷害を評価するための外力を測定するために，荷重形内蔵の腕を，ダ

ミーに追加した． 

 

4.2.4.2.3 自動車の衝突安全に関する研究にもとづく傷害基準の開発 

4.2.4.2.3.1 自動車の衝突安全基準に関する調査 

(1) 調査結果 

 生活支援ロボットは，市場への導入実績がないために，衝突時の傷害データが取得され

ていない．このため，傷害に関する基準は各国で開発途上にある（例えば Haddad 等[1], [2]）．

そこで，本研究では，傷害に関データが充実している自動車分野の安全基準を参考にする

ことを想定して，調査を行った．表 4.2.4.2.3-1 に，代表例を示す．頭部，頸部，胸部，

腰部，大腿部，下腿部などの安全基準が設定されている． 

 なお，表 4.2.4.2.3-1 において，頭部と頸部の傷害指標は，以下の様に定義されている． 

 

a) 頭部：Head Injury Criteria (HIC) 

      12
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ここに，a(t) は頭部加速度（単位は重力加速度 g），t1 および t2 は 15 ms の間隔の加速度

パルス積分範囲． 

 

b) 頸部：頸部傷害指標 Nij を次式により計算する 
   Nij = Fz / Fzc + Mocy / Myc    
ここに，Fz は頸部軸力，Fzcは頸部軸力を基準化するための臨界値．Mocy は頸部曲げモーメ

ント，Mycは頸部曲げモーメントを基準化するための臨界値． 

 

表 4.2.4.2.3-1 自動車の傷害基準の例 

 
  

標準的男性
米国男性

50ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ

小柄な女性
米国女性

5ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ

頭部 Head Injury Criterion HIC15 700 700

頸部 Neck Injury Criterion Nij 1.0 1.0

胸部加速度 a3ms 60 g 60 g

胸部変位 smax 63 mm 52 mm

腰部 腰部横力 5.525 kN - SID IIs
FMVSS 214
側面衝突

大腿部 大腿部軸力 Fmax 10 kN 6.805 kN Hybrid III
FMVSS 208
前面衝突

胸部

部位 傷害指標

基準

出典
試験用

人体ダミー

Hybrid III
FMVSS 208
前面衝突
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(2) 課題 

 上記の基準を生活支援ロボットに適用するには，以下の課題がある． 

・自動車分野の安全基準は，おもに重症以上（AIS3+）の発生を抑えることを目的としてい

る．生活支援ロボットにおいて受容可能なリスクとして，より軽度の傷害の確率を評価す

る必要がある場合には，これらの基準は引用できない． 

・上肢に関する基準は，自動車分野でも検討中であり，完成していない． 

・大腿部および下腿部の基準は，骨の軸方向圧縮に関するものである．これは，自動車乗

員の下肢が前方に伸ばされている場合に衝突によって軸方向に圧縮されるという傷害モー

ドに対応した基準であるが，生活支援ロボットの場合には，傷害モードが異なると考えら

れ，曲げモーメントによる傷害を評価する必要がある． 

・自動車の安全基準には，自動車と障害物の衝突による乗員の傷害に関する基準および自

動車と歩行者の衝突による歩行者の傷害に関する基準がある．歩行者との衝突までは至ら

ないが，自動車が歩行者の足を踏んでしまうという事故については，基準がない．生活支

援ロボットが，人と接近した環境で使われることを想定すれば，足を踏むことによる傷害

の評価も必要である． 

 これらの課題を解決するために，本研究では，２つの検討を行った． 

・自動車の衝突安全に関する研究データの調査：自動車の衝突安全の安全基準を作成した

際の研究データを調査することにより，安全基準にはなっていないが，生活支援ロボット

の安全検証の参考となるデータをまとめる． 

・自動車の衝突安全に関する研究データの調査：生活支援ロボットが人の足を踏んだ場合

の傷害リスクについて，研究を行う． 

 

4.2.4.2.3.2 自動車の衝突安全に関する研究データの調査 

 自動車基準を策定にあたっては，基準となる障害レベル以外の様々なデータが研究され

ている．これらのデータの中から生活支援ロボットに適用可能なデータを抽出するために，

自動車の衝突安全に関する研究データの調査を実施した． 

 人体実験データ，動物実験データ，交通事故の実態データの取得の機会が限られている

ために，1970 年代から蓄積されてきた研究データを， 新の手法で分析することで事故時

に人体に加わる様々な物理指標（変位，速度，加速度，軸力，曲げモーメント等）と傷害

レベルの関係の分析研究が実施されている．これらの研究の関係を調査整理した．その結

果は，付属書 C.1 に掲載する．  

 

4.2.4.2.4 自動車の衝突安全では研究されていない傷害基準の開発 

 自動車分野の傷害研究は，衝突による傷害に関するものが主である．このため，傷害部

位は前項で検討した部位に限られており，足部の傷害についての研究は見られない．しか

し，生活支援ロボットを人の近くで移動させた場合には，衝突のリスクに加えて，ロボッ

トが人の足を踏むというリスクが想定される．そこで，以下のように，足を踏まれた場合

の傷害を評価する指標を求める研究を実施した．その詳細は，付属書 C.1 に掲載する． 

 

4.2.4.3 成果 

 前述の課題を解決した試験装置を設計，導入し，試験方法を確立した．また，4.2.4.2.3

節および 4.2.4.2.4 節の検討の結果から，試験結果の評価基準を導出した． 

 

4.2.4.3.1 試験装置 

(1) 牽引装置および障害物（衝突用バリア） 

 牽引装置は，ロボットを牽引することで衝突速度を与える装置である．ロボットを支持

する牽引台車をタイミングベルトを介して AC サーボモータで駆動する． 
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 衝突用バリアは，ロボットが障害物に衝突した場合にロボットおよび搭乗者に加わる衝

撃を再現するための壁である．ロボットの衝突に耐えられる構造を有する壁で，ロボット

の進路に対して直角な平面を持つ．衝突面は，衝突時の変形が無視できる剛性を持ち，衝

突時の移動量が無視できるほど強固に床面に固定されている． 

 

 
図 4.2.4.3-1 牽引装置および障害物（衝突用バリア） 

 

表 4.2.4.3-1 牽引装置および障害物（衝突用バリア）の仕様 

 
 

(3) 人体ダミー 

 ロボットと衝突する第三者および搭乗型ロボットの搭乗者を再現するために，3種の人体

ダミーを用いる．人体ダミーには靴を着用する．また，綿製のシャツ及びズボンを着用さ

せてもよい．人体ダミーの手足の関節の硬さは，手足を水平にしたとき，それらの自重を

支える程度に調整する． 

 これらの人体ダミーは，人体の各部位の寸法や重量が模擬されており，衝突による傷害

のリスクが高い部位の障害を推定するために必要な力，モーメント，変位，速度，加速度

を測定できる． 

・Code of Federal Regulation, Title 49, Part 582, Subpart E に規定された Hybrid III

ダミーで，成人男子の 50 パーセンタイルの体型ものに，腕部の荷重計を付加したもの． 

・Code of Federal Regulation, Title 49, Part 582, Subpart E に規定された Hybrid III

ダミーで，成人女子の 5パーセンタイルの体型ものに，腕部の荷重計を付加したもの． 

・ISO/TS1349:2014 に記載された Q6 ダミー． 

・上肢の障害を評価する必要がある場合には，人体ダミーの腕をロードセル内蔵の物に交

換する． 

 

4.2.4.3.2 試験条件 

 リスクアセスメントにおいて も高いリスクが想定される条件で試験を行う． 

・衝突速度：リスクアセスメントで想定される 高速度で試験を実施する． 

・ダミータイプ（搭乗者）：搭乗者の傷害を評価する場合には，設計仕様で想定する搭乗者

の内で もリスクの高いタイプの搭乗者を模擬した人体ダミーを用いる．例えば，成人を

牽引装置 レール全長22000 mm，有効牽引長 19000 mm

牽引台車
幅 1950 mm， 長さ 2350 mm，高さ 1800 mm
ロボットおよび人体ダミーの姿勢保持機構を装着

駆動方式 AC サーボモータ（7 kW）によるタイミングベルト駆動

牽引速度 1～20 km/h（0.1 km/hステップで設定可能）

衝突用バリア 平坦な面構造，全体を34分割して，衝撃力の分布を測定可能

牽引台車 

衝突用バリア 
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対象とした搭乗型生活支援ロボットで，一般の女性が搭乗することを想定している場合に

は，AF05 人体ダミーを用いる． 

・ダミータイプ（第三者）：第三者の傷害を評価する場合には，リスクアセスメントにおい

て，ロボットと共存する可能性のある第三者の内で もリスクの高いタイプの第三者を模

擬した人体ダミーを用いる．例えば，子供のいる環境で使用する生活支援ロボットの場合

には，Q6 人体ダミーを用いる． 

・衝突形態：床面とロボット以外に衝突後の人体ダミーの挙動を拘束する障害物がない場

合と，人体ダミーが障害物にあらかじめ接触している場合の両方について試験を行う．人

が搭乗するロボットの場合は，障害物との衝突試験も行う．障害物には，リスクアセスメ

ントで指定がない限り，衝突試験装置の衝突用バリアを用いる． 

 

4.2.4.3.3 試験方法 

(1) 試験 

a) 試験室の温湿度環境は温度 20±4℃，湿度 50±20%とする．人体ダミーは，試験開始の 2

時間以上前から試験室の温湿度環境に曝露する． 

b) ロボットは通電された状態で試験を行う．ただし，通電した状態で試験を行うことが困

難な場合は，電源を遮断した状態で試験を行ってもよい． 

c) ロボットの積載状態は， 大積載状態とする．搭乗型ロボットの場合は，製造者が定め

る搭乗方法に基づいて，人体ダミーを搭載する．荷物を搭載するロボットの場合は，製造

者が定める方法で積載する． 

d) 助走路を用いて所定の速度まで加速し，歩行者を模擬した人体ダミーに衝突させる．衝

突条件は次の通りとする． 

・床面とロボット以外に衝突後の人体ダミーの挙動を拘束する障害物がない場合と，人体

ダミーが障害物にあらかじめ接触している場合の両方について試験を行う． 

・歩行者を模擬した人体ダミーは，ロボットの走行軌道の中央に直立させ，ロボットが衝

突する直前まで直立姿勢を保持する．衝突時の人体ダミーの向きは，ロボットに対して前

向き，後ろ向き，横向きのそれぞれについて試験を行う．衝突後の人体ダミーの挙動は，

障害物，床面，およびロボット以外によって拘束されない．  

・ロボットの走行方向は，原則として前進方向とする．ただし，前進方向以外にも走行可

能なロボットについては，ロボットの構造や形状，走行速度，および搭乗者の搭乗状態を

考慮して，歩行者への負荷が前進方向と同等以上と考えられる衝突方向がある場合，その

方向についても試験を行う．  

e) 人が搭乗するロボットの場合は，障害物との衝突試験も行う．助走路を用いて，ロボッ

トが衝突時に出し得る 高所定の速度まで加速し，障害物に衝突させる．ロボットの走行

方向は，原則として前進方向とする．ただし，前進方向以外にも走行可能なロボットにつ

いては，ロボットの構造や形状，走行速度，および搭乗者の搭乗状態を考慮して，搭乗者

への負荷が前進方向と同等以上と考えられる衝突方向がある場合，その方向についても試

験を行う． 

f) SAE 211 に従って，衝突時の人体ダミーの各部位に対する負荷を測定する．測定する負

荷は次の通り： 

・頭部加速度（前後方向，左右方向，上下方向）， 

・頭部の回転角速度（重心まわり）， 

・頸部の軸力， 

・頸部のモーメント， 

・胸部の変位（前後方向）， 

・脚部荷重 

 

(2) データ処理 
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 測定したデータから各部位（頭部，頚部，胸部，脚部）の評価パラメータを算出する[8]． 

 

a) 頭部：Head Injury Criteria (HIC) を次式により計算する． 

      12

5.2

12
15

2

1

1
ttdtta

tt
HIC

t

t















                                (4.2.4.3-1) 

 

ここに，a(t) は頭部加速度（単位は重力加速度 g），t1 および t2 は 15 ms の間隔の加速

度パルス積分範囲． 

 

b) 頸部：頸部傷害指標 Nij を次式により計算する 

 

   Nij = Fz / Fzc + Mocy / Myc                     (4.2.4.3-2) 
 
ここに，Fz は頸部軸力，Fzcは頸部軸力を基準化するための臨界値．Mocy は頸部曲げモーメ

ント，Mycは頸部曲げモーメントを基準化するための臨界値． 

 

c) 胸部および脚部：胸部変位および脚部曲げモーメントの 大値を求める． 

 

4.2.4.3.4 評価基準 

 生活支援ロボットは，社会への導入実績がほとんど無いために，受容可能な傷害リスク

に関するコンセンサスが形成されていない．このため，現時点では，受容可能な傷害リス

クは製造者が設定する必要がある．ことで本研究では，衝突による傷害の評価基準を，「試

験結果が，リスクアセスメントで設定した傷害レベル以下となること」とした．計測され

た評価パラメータから傷害レベルを推定する方法を，人体各部分について，以下に示す． 

 

4.2.4.3.4.1 頭部傷害 
(1) 頭部傷害レベル 

 自動車分野では，重症以上（AIS3+）の頭部傷害について議論されることが多いが，生活

支援ロボットにおいて受容可能なリスクとして，より軽度の傷害の確率を評価する必要が

ある場合に対応するために，以下のデータを利用することを提案する．なお，頭部傷害に

関する AIS の大まかな定義は以下のとおりである． 
 ・AIS 1：頭部打撲，10 cm 以下の頭皮裂創 
 ・AIS 2：10 cm を超える頭皮裂創，閉鎖性の頭蓋骨骨折，脳震盪，脳神経損傷 
 ・AIS 3：開放性の頭蓋骨骨折，小さな脳挫傷など 
(2) 大人の頭部傷害 

 表 4.2.4.3-2 に示す様に，米国 NHTSA は，過去の死体実験，動物実験，人体ダミーによ

る再現実験などのデータから，頭部傷害の発生確率の関数（リスクカーブ）を提案してい

る[9]．軽症（AIS 1）および中傷（AIS 2）の発生確率は，AIS 3 等のデータから推測した確

率であるが，軽症の発生確率に関する今後の研究成果が得られるまでの暫定値として使用

することを提案する． 
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表 4.3.4.3-2 NHTSA による大人の頭部傷害の発生確率[9] 

 
 
 
 
(3) 子供の頭部傷害 

 表 4.2.4.3-3 ～表 4.2.4.3-5 に示す様に，米国 NHTSA は，大人の頭部傷害発生確率の関

数から頭部の寸法を基にした換算（スケーリング）により，子供の頭部傷害の発生確率の

関数（リスクカーブ）を提案している[8]．軽症（AIS 1）の確率は，AIS 3 等のデータから

推測した確率であるが，軽症の発生確率に関する今後の研究成果が得られるまでの暫定値

として使用することを提案する． 
 

表 4.2.4.3-3  NHTSA による 12 ヶ月児の頭部傷害の発生確率[8] 

 
  

HIC MAIS 1 MAIS 2 MAIS 3

50 0.3% 0.1% 0.1%

150 8.7% 2.8% 1.2%

250 21.8% 7.4% 2.9%

350 33.8% 13.7% 5.1%

450 40.1% 21.5% 8.1%

550 39.1% 29.7% 11.9%

650 33.0% 36.7% 16.7%

750 25.2% 40.8% 22.2%

850 17.8% 41.3% 28.2%

950 12.0% 38.5% 33.9%

1050 7.8% 33.5% 38.4%

HIC MAIS 1 MAIS 2 MAIS 3

50 30.27% 0.62% 0.02%

100 52.75% 4.22% 0.47%

150 60.62% 9.49% 1.88%

200 61.28% 14.57% 4.09%

250 58.63% 18.66% 6.60%

300 54.56% 21.57% 8.99%

350 50.03% 23.44% 10.98%

400 45.52% 24.42% 12.47%

450 41.24% 24.73% 13.44%

500 37.27% 24.55% 13.95%

550 33.66% 24.00% 14.06%

600 30.42% 23.21% 13.85%

650 27.51% 22.26% 13.40%

700 24.89% 21.21% 12.79%

750 22.55% 20.12% 12.06%

800 20.47% 19.01% 11.25%
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表 4.2.4.3-4  NHTSA による 3歳児の頭部傷害の発生確率[8] 

 
 

表 4.2.4.3-5 NHTSA による 6歳児の頭部傷害の発生確率[8] 

 
 

4.2.4.3.4.2 頸部傷害 

(1) 頸部傷害レベル 

 頸部傷害に関する AIS の大まかな定義は以下のとおりである． 

 ・AIS 1：頸椎捻挫など 

 ・AIS 2：頸椎骨折，亜脱臼など 

 ・AIS 3：一過性の頸髄損傷など 

(2) 大人および子供の頸部傷害 

 米国 NHTSA は，過去の動物実験(Mertz 等[10], Prasad 等[11]）のデータから，頸部傷害

の発生確率の関数（リスクカーブ）を，式 4.2.4.3-2 の様に提案している[12]．軽症（AIS 

1）の確率は，整備されていないが，AIS 2 のデータは，頭部傷害と異なり，重傷データの

から推測ではなく，動物実験データから求めた値である． 
 

HIC MAIS 1 MAIS 2 MAIS 3

50 18.94% 0.16% 0.00%

100 40.86% 1.60% 0.10%

150 53.44% 4.48% 0.52%

200 59.48% 8.06% 1.42%

250 61.49% 11.72% 2.74%

300 61.11% 15.06% 4.34%

350 59.34% 17.90% 6.07%

400 56.80% 20.18% 7.77%

450 53.86% 21.94% 9.33%

500 50.75% 23.21% 10.69%

550 47.64% 24.04% 11.83%

600 44.60% 24.53% 12.72%

650 41.67% 24.72% 13.37%

700 38.90% 24.67% 13.79%

750 36.29% 24.43% 14.01%

800 33.85% 24.03% 14.06%

HIC MAIS 1 MAIS 2 MAIS 3

50 13.99% 0.07% 0.00%

100 33.88% 0.86% 0.04%

150 47.45% 2.73% 0.23%

200 55.51% 5.35% 0.71%

250 59.73% 8.33% 1.50%

300 61.40% 11.31% 2.57%

350 61.41% 14.10% 3.84%

400 60.33% 16.59% 5.22%

450 58.57% 18.71% 6.64%

500 56.39% 20.47% 8.00%

550 53.99% 21.87% 9.27%

600 51.47% 22.96% 10.40%

650 48.93% 23.74% 11.39%

700 46.41% 24.28% 12.21%

750 43.95% 24.60% 12.87%

800 41.59% 24.72% 13.38%
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                                    (4.2.4.3-3) 
ここに， )(AIS np  は AIS n  以上の傷害が発生する確率，また， 

 
        Nij = Fz / Fzc + Mocy / Myc                                     (4.2.4.3-4) 
 

Fz は頸部軸力，Fzcは頸部軸力を基準化するための臨界値．Mocy は頸部曲げモーメント，

Mycは頸部曲げモーメントを基準化するための臨界値で，表 4.2.4.3-6 に定義される． 

 

 

表 4.2.4.3-6 式 4.2.4.3-3 における頸部軸力および頸部曲げモーメントの臨界値[12] 

 
 
 

 NHTSA[8] は，上記とほぼ同一だが，軸力とトルクの臨界値が異なるデータも公表してい

る（表 4.2.4.3-7）． 

 

表 4.2.4.3-7  式 4.2.4.3-3 における頸部軸力および頸部曲げモーメントの臨界値 

（NHTSA の異なる報告）[8] 

 
 
 

ダミー サイズ

Fz C

Tension
(N)

Fz C

Compresions
(N)

My C

Flexion
(Nm)

My C

Extension
(Nm)

CRABI 12 ヶ月児 1465 1465 43 17

Hybrid III 3歳児 2120 2120 68 27

Hybrid III 6歳児 2800 2800 93 39

Hybrid III 小柄な女性 3370 3370 155 62

Hybrid III 中寸法の男性 4500 4500 310 125

Hybrid III 大柄な男性 5440 5440 415 166

ダミー サイズ

Fz C

Tension
(N)

Fz C

Compresions
(N)

My C

Flexion
(Nm)

My C

Extension
(Nm)

CRABI 12 ヶ月児 1460 1460 43 17

Hybrid III 3歳児 2340 2120 68 30

Hybrid III 6歳児 3096 2800 93 42
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(3) 子供の頸部傷害に関する補完データ 

 NHTSA による式(4.2.4.3-3)は，統計処理により導出されているために，頸部軸力と頸部

曲げモーメントが零の場合にも傷害の発生確率は零とならないが， Palisson 等[13]は，3

歳児について，頸部軸力 1450 N 未満または曲げモーメント 13 Nm 未満では，子供の頸部

傷害は確認されなかったことを，報告している．これは，欧州の CHILD project の 40 例の

子供の事故データからデータを 3歳児に換算した結果によるものである． 
 
4.2.4.3.4.3 胸部傷害 
(1) 胸部傷害レベル 

 頭部傷害に関する AIS の大まかな定義は以下のとおりである． 
 ・AIS 1：胸壁の創挫傷，肋骨 1 本の骨折 
 ・AIS 2：穿通創挫傷，肋骨 2～3 本の骨折など 
 ・AIS 3：肋骨 4 本以上の骨折など 
(2) 大人の胸部傷害 

 Eppimger 等[12]は，エアバッグとベルトによる胸部傷害について，過去のデータを再解

析した結果，Hybrid III 50th percentile male dummy の胸の 大変位 maxD の関数として

傷害発生確率を求めている 

 

                                     (4.2.4.3-5) 
)(AIS np  は AIS n  以上の傷害が発生する確率. 

(3) 大人の胸部傷害に関する補完データ 

 Eppimger 等[12]の報告には，軽症（AIS 1）の確率が記載されていないが， ISO 13232-5: 

200 の Annex G (informative) には，胸骨の 大変位と傷害確立の関係が参考値として掲

載されている（図 4.2.4.3-4）．このデータの根拠である Kroell 等[14] の報告には，AIS 

1 のデータは含まれておらず，傷害確率は推測値であると考えられるが，軽症の発生確率

に関する今後の研究成果が得られるまでの暫定値として使用することを提案する． 

 

表 4.2.4.3-8 大人の胸部 大変位と胸部傷害確率の推測値 

(ISO 13232-5: 2005 Annex G  informative の掲載図より読み取った概略値) 

 

AIS 1以上 AIS 2以上 AIS 3以上

10% 0% 0% 0%

20% 18% 2% 0%

30% 95% 50% 12%

40% 100% 100% 88%

50% 100% 100% 100%

発生確率 
胸変形量
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(4) 子供の胸部傷害 

 米国 NHTSA は，大人の胸部傷害発生確率の関数から胸部の寸法を基にした換算（スケー

リング）により，子供の胸部傷害の発生確率の関数（リスクカーブ）を提案している [8]． 
 
・12 ヶ月児（12-month-old CRABI ダミー）の胸の傷害確率 

  100%× ))] 0.09322-(1.8706 exp + (1 / [1 = ) 2 (AIS dp   

  100%× ))] 0.09975-(3.7124 exp + (1 / [1 = ) 3 (AIS dp   

  100%× ))] 0.09975-(5.0952 exp + (1 / [1 = ) 4 (AIS dp   

  100%× ))] 0.09639-(8.8274 exp + (1 / [1 = ) 5 (AIS dp          (4.2.4.3-6) 

 

・3 歳児（3-year-old ダミー）の胸の傷害確率 

  100%× ))] 0.08225-(1.8706 exp + (1 / [1 = ) 2 (AIS dp   

  100%× ))] 0.08802-(3.7124 exp + (1 / [1 = ) 3 (AIS dp   

  100%× ))] 0.08802-(5.0952 exp + (1 / [1 = ) 4 (AIS dp   

  100%× ))] 0.08505-(8.8274 exp + (1 / [1 = ) 5 (AIS dp          (4.2.4.3-7) 
 

・6歳児（6-year-old ダミー）の胸の傷害確率 

  100%× ))] 0.06991 - (1.8706 exp + (1 / [1 = ) 2 (AIS dp   

  100%× ))] 0.07481 - (3.7124 exp + (1 / [1 = ) 3 (AIS dp   

  100%× ))] 0.07481 - (5.0952 exp + (1 / [1 = ) 4 (AIS dp   

  100%× ))] 0.07229 - (8.8274 exp + (1 / [1 = ) 5 (AIS dp          (4.2.4.3-8) 

 

ここに， )(AIS np  は AIS n  以上の傷害が発生する確率，d  は胸の 大変位(mm)． 

 
(5) 胸部傷害に関する統合的な指標 CTI 

 衝突時に胸が高速で変形する自動車事故の場合には，胸部加速度も，傷害発生確率の重

要な指標とした扱われている．NHTSA（Eppinger 等[12]）は，胸部傷害に関する統合的な指

標 CTI を用いることにより，胸の 大変位と加速度の影響を同時に評価するとともに，子

供から大人までの傷害発生確率を統合的に評価する方法を報告している（式 4.2.4.3-8）． 

         
 

                                                (4.2.4.3-9) 

 

ここに， )(AIS np  は AIS n  以上の傷害が発生する確率，Amax は脊椎の 3 ms 間の 大

加速度，Dmax は，胸部 大変位, Aint および Dint は，表 4.2.4.3-9 に示す臨界値. 
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表 4.2.4.3-9 式(4.2.4.3-8)における胸部変位および脊椎加速度の臨界値[12] 

 
 

 

4.2.4.3.4.4 腹部傷害 
(1) 腹部傷害レベル 

 腹部傷害に関する AIS の大まかな定義は以下のとおりである． 

・AIS 1：挫傷，20 cm 以下の裂創，表面的刺創，腰椎捻挫 
・AIS 2：20 cm を超える裂創，皮下組織までの刺創，椎体骨折，胃・腸の非穿通の傷害な

ど 
・AIS 3：腰椎骨折，胃・腸の穿通傷害など 
 
(2) 大人の腹部傷害 

 Newman 等[15]は，大人の腹部傷害に関する Rouhana 等ののデータ[16]から仮定により求

めたリスクカーブ を提案しており，ISO 13232-5 2005 の Annex G (informative) にも引用さ

れている（表 4.2.4.3-10）．ただし，その導出過程が不明確であり，生活支援ロボットに

適用する場合ためには，さらなる調査が必要である． 
 

表 4.2.4.3-10 シートベルトの進入量と腹部傷害確率の関係 

（ISO 13232-5 2005 Annex G， informative の掲載図より読み取った概略値) 

 
 

(3) 子供の腹部傷害 

 欧州のプロジェクト CREST（Child Restraint System for Cars）[17]は，子供の腹部傷

害に関するデータを 3歳児にスケーリングすることにより，3歳児の腹部傷害の発生確率を

分析している（表 4.2.4.3-11）．ただし，この分析は，特殊な人体ダミーを用いた結果で

あり，一般に用いられる子供の人体ダミー（Qシリーズ）では，腹部の圧縮力が測定できな

いために，この分析結果が利用できないとしている．本研究では，今後，生活支援ロボッ

ダミー サイズ D int A Cnt

CRABI 12 ヶ月児 50 mm 57

Hybrid III 3歳児 57 mm 74

Hybrid III 6歳児 64 mm 90

Hybrid III 小柄な女性（5th %ile Female） 84 mm 90

Hybrid III 中寸法の男性（50th %ile Male） 103 mm 90

Hybrid III 大柄な男性（95th %ile Male） 114 mm 83

AIS 1以上 AIS 2以上 AIS 3以上

1 21% 17% 3%

2 41% 32% 10%

3 62% 47% 22%

4 80% 63% 41%

胸変形量
(インチ)

発生確率 
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トの安全評価に腹部の圧縮力が測定できる子供の人体ダミーが導入された場合に備えて，

この分析結果を掲載しておく． 

 

表 4.2.4.3-11 3 歳児の腹部傷害の発生確率 

（文献[17]の掲載図より読み取った概略値） 

 
 

 

4.2.4.3.4.5 腰部傷害 
(1) 腰部傷害レベル 

 腰部傷害に関する AIS の大まかな定義は以下のとおりである． 

 ・AIS 2：単純閉鎖性骨折 
 ・AIS 3：開放性骨折，仙腸骨骨折，恥骨結合離解 
(2) 大人の腰部傷害 

 米国 NHTSA [18]は，Kuppa [19]のデータを再整理することにより，側面衝突時の骨盤に

AIS2 以上の障害が発生する確率を，小柄な女性（5%タイルの米国女性，AF05）について，

次式で表している． 

 

100%× ))] 0.00094-.30556( exp + (1 / [1 = ) 2 (AIS Fp                (4.2.4.3-10) 

 

ここに， )2(AIS p は AIS 2 以上の傷害が発生する確率， F は，側面衝突用人体ダミー

SID–II 人体ダミーに加わる骨盤横力（単位は N）である． 
(3) 子供の腰部傷害 

 本研究の調査範囲では，子供の腰部傷害の発生確率に関するデータは見出されなかった．  
 
4.2.4.3.4.6 上肢の傷害 
(1) 上肢の傷害レベル 

 上肢の傷害に関する AIS の大まかな定義は以下のとおりである． 

 ・AIS 1：上肢捻挫，指骨骨折 
 ・AIS 2：手・上肢・肩・鎖骨骨折，上肢筋・腱断裂など 
 ・AIS 3：上肢の変位のある骨折・切断・クラッシュなど 
(2) 大人の腕の傷害 

 上肢に関する傷害データは，自動車分野でも十分に研究されておらず，他の部位のよう

な傷害発生確率の情報は提供されていない．本研究では，Duma 等[20]が死体の前腕と上腕

の動的曲げ試験から求めた小柄な女性（5%タイル米国女性，AF05）の骨折限界 58.12 Nm を
参照することを提案する． 

 Duma は，腕の骨の衝撃骨折試験（手のひらを下向きにした状態で上方から衝撃を与えた）

における 大曲げモーメント 70.13 Nm Eppinger et al. (1984) の手法に従って 5パーセ

ンタタイルの小柄な女性の腕の値 58.12 Nm に換算した. 

(3) 子供の腕の傷害 

腹部荷重
(kN)

AIS 2 以上の傷害発生確率

0.5 24%

1.0 55%

1.5 82%
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 本研究の調査範囲では，子供の上肢の傷害の発生確率に関するデータは見出されなかっ

た．また，これまでのところ子供の上肢に加わる外力やモーメントを測定するための人体

ダミーは普及しておらず，今後の課題となっている． 
 
4.2.4.3.4.7 下肢の傷害 
(1) 下肢の傷害レベル 

 下肢の傷害に関する AIS の大まかな定義は以下のとおりである． 

 ・AIS 1：足趾骨折・脱臼など 
 ・AIS 2：足・膝蓋骨・下腿骨骨折・脱臼など 
 ・AIS 3：大腿骨骨折，下肢切断（膝下）など 
(2) 大人の下肢の障害 

 自動車分野では大腿部および下腿部の軸方向圧縮による傷害に関する基準が施行されて

きたが，生活支援ロボットの場合には，曲げモーメントによる傷害を評価する必要がある．

そこで，近年検討されている歩行者の下腿部障害に関するデータを用いることを提案する．

Takahashi 等[21]は，過去の死体実験のデータを解析することで，下腿部の曲げモーメントに

よる骨折の発生確率を求めた． 
 

   51175.34ln77458.5expexp1  Mp                      (4.2.4.3-11) 

 

ここに， p  は骨折の発生確率，M は曲げモーメント(Nm)． 

 

(3) 子供の下肢の傷害 

 本研究の調査範囲では，子供の上肢の傷害の発生確率に関するデータは見出されなかっ

た．また，これまでのところ子供の上肢に加わる外力やモーメントを測定するための人体

ダミーは普及しておらず，今後の課題となっている．  
 
4.2.4.3.4.8 足の傷害 
 ロボットが人の足を踏んだ場合の傷害について，本研究における熊の足を用いた検討結

果（付属書 C.1）を引用する．同検討結果によれば，小柄な女性（5 percentaile femail）の足

で も骨折しやすいと考えられる中足骨の寸法換算因子は，3.20 であった．この値を用い

て，熊足の骨折確率と寸法因子の関係を，人足の骨折確率と荷重の関係に換算すると，図

4.2.4.3-2 が求められる．この図は，より多くの実験データよる補強を要するが，当面，

ロボットが人の足を踏んだ場合の足の傷害の発生確率として用いることを提案する． 

 
図 4.2.4.3-2 ロボットが人の足を踏んだ場合の足の傷害の発生確率（小柄な女性の骨折） 
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4.2.4.4 試験結果の例 

 生活支援ロボットの事故事例がないために，リスク算定の根拠となるデータが不足して

いる．そこで，典型的な移動作業型ロボットを模した移動体を供試体とした衝突試験を実

施して，データを取得した． 

(1) 想定ケース 

 壁に面して倒立している 6歳児に，移動作業型ロボットが正面から衝突するケースを想

定した．予備試験の結果によると，壁に面して倒立したケースは，壁のない状態で衝突し

たケースよりも，頭部の加速度および胸の変形が大きかった．このため， 悪のケースを

想定したリスクアセスメントに用いるデータとしては，壁に面して倒立したケースを想定

することが適切であると考えた． 

(2)人体ダミー 

 子供は，大人に比べて危害が酷くなる傾向がある．その内，大人の監視を離れてロボッ

トと接する可能性のある 6歳児を対象とした．欧州で標準化が検討されている Q6 ダミーを

用いた． 

(3) ロボット 

 移動作業型ロボットを模した移動体を用いた．外板に覆われた軟鋼製構造に 4輪を差装

着した物で，外板には，量産品に多く使われているポリスチレンを用いた． 

(4) 試験条件 

 移動体（ロボット）の質量は，移動作業型ロボットに想定される範囲，20～200 kg とし

た．衝突速度は，電動車いすと同等の 高速度を含む 2～6 km/h とした． 

 

 
図 4.2.4.4-1  移動作業型ロボットを模した移動体 

 

(5) 頭部傷害に関する試験結果 

頭部加速度の時系列データと同時に撮影した高速度ビデオの比較から，以下の様に，頭部

と壁（衝突用バリア）の衝突が，頭部傷害の主要な原因であることがわかった．図 4.2.4.4-2 

の時間 = 0 s にいて，ロボットと頭部が 初に接触した際には，僅かな加速度変動が記録

されたのみである．時間 = 0.09 s に頭部が壁と接触した際には，1000 m/s2 を超える加速

度が発生している．その後，頭部とロボットは振動的な動きを呈するために， 0.11 s 付

近で再び加速度の上昇が見られるが，頭部の障害指標である HIC15.は， 大ピークの周辺

15 ms のみから算出されるために，この上昇は，傷害推定値には影響を及ぼさない． 

  

560 mm 
730 mm 

890 mm 

165 mm
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図 4.2.4.4-2 頭部加速度の測定結果 

 

 Haddadin 等は，ロボットのマニピュレータの質量と衝突速度が，人体傷害の重要なパラ

メータであると報告している [22, 23]．図 4.2.4.4-3 は，本実験においてロボットの質量

と衝突速度を変化させた場合の HIC15 の測定結果を示す．質量 200 kg ，速度 6 km/h の場

合には，HIC15 は 217 の値を示している．この値を，前節の 6歳児の頭部傷害確率のデータ

に当てはめると，45% の確率で AIS 1 以上の傷害が発生することに相当する．また，図

4.2.4.4-3 は，ロボット質量または衝突速度を減少させることで，HIC15がを低下できるこ

とを示している． 

 
図 4.2.4.4-3 ロボットの質量および速度と HIC の関係 

 

(6) 頸部傷害に関する試験結果 

 図 4.2.4.4-4 は，本実験においてロボットの質量と衝突速度を変化させた場合の Nij の
測定結果を示す．いずれの測定条件においても， Nij は 0.32 以下である．これを前節の

6歳児の頸部傷害確率データに当てはめると， AIS 2 以上の傷害発生確率は 20%未満である

ことがわかる．前節のデータは，統計処理の結果であるために, Nij が零の場合にもにお

いても，傷害発生確率は零にならない．しかし，Palisson 等[13]は，頸部張力 1450 N 未

満または曲げモーメント 13 Nm 未満では，子供の頸部傷害は確認されなかったことを，3

歳児に換算した 40 例の子供の事故データから報告している．これらの力，曲げモーメント

を６歳児に換算すると，Nij < 0.34 for に相当する．このことから，今回実験した，質量 

200 kg 以下，衝突速度 6 km/h 以下の条件では，6歳児の頸部傷害が発生する確率は，僅

かであると推定される． 
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図 4.2.4.4-4 ロボットの質量および速度と Nij の関係 

 

(7) 胸部傷害に関する試験結果 

 図 4.2.4.4-5 は，本実験においてロボットの質量と衝突速度を変化させた場合胸部 大

変位の測定結果を示す．いずれの測定条件においても， 大変位は 9 mm 未満である．これ

を前節の 6歳児の胸部傷害確率データに当てはめると， AIS 2 以上の傷害発生確率は 20%

未満であることがわかる．前節のデータは，統計処理の結果であるために, 胸部 大変位

が零の場合にも，傷害発生確率は零にならない．しかし，Palisson 等は，胸部 大変位 20 

mm 未満では，子供の胸部傷害は確認されなかったことを，3歳児に換算した 24 例の子供の

事故データから報告している[13]．このことから，今回実験した質量 200 kg 以下，衝突

速度 6 km/h 以下の条件では，6歳児の頸部傷害が発生する確率は僅かであると推定される． 

 

 
図 4.2.4.4-5 ロボットの質量および速度と胸部 大変位の関係 
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4.2.5 挟圧安全性試験 [安衛研] 

4.2.5.1 目的 

本試験では，生活支援ロボットのマニピュレータが人体を挟圧する状態に対して，危害

の発生を防止するために講じられる保護方策の有効性（挟圧安全性）を検証する．主とし

てマニュピュレータを具備した生活支援ロボットを対象にするが，4.2.5.3.1 に述べる試験

条件の範囲で，頭部もしくは上腕の挿入が予見されるロボット内部の挟圧部にも適用する

ことが可能である． 

 

4.2.5.2 研究開発の経緯（挟圧状態での安全を判定する指標） 

現在，人との協働作業を意図した産業用ロボットの安全基準としてISOの技術仕様ISO/TS 

15066[1]が策定されつつあり，その中で，静的に挟圧された場合での人体の特定部位ごと

の疼痛発現レベルとして押し付け面圧の値と，傷害発現レベルとして押し付け力の値が提

案されている．ただし，これらの値は，数年前からドイツで開始された研究[2，3]に基づ

いたもので，現在もなお研究は継続されており，今後の改訂での変更が示唆されていると

いった位置付けの値であるうえ，測定結果の 5 パーセンタイル値／算術平均／中央値のい

ずれか明示されていないなどの問題もあることから，国際的な合意を得る見通しは必ずし

も立っていない． 

このため，試験方法の開発にあたり，本研究では，筆者らが過去に行った機械的刺激に

対する体性痛覚の限界（痛覚耐性値）の測定結果[4，5]を，挟圧安全性の判定指標として

仮定することとした．これは，健常な成人男性 9 名を被験者として，マニピュレータと接

触する可能性が比較的高いと予測される図 4.2.5-1 に示す 13 部位を先端が球形の金属製プ

ローブを押し込んだ際に，痛みを受容できる限界でのプローブ押し付け力を痛覚耐性値と

して，また，接触から痛みの限界までのプローブの押し込み量を許容 大変位量として測

定したものである．各測定部位における痛覚耐性値と許容 大変位量の平均値，標準偏差

及び測定値が正規分布に従うとしたときの 5 パーセンタイル値を各々表 4.2.5-1 と表

4.2.5-2 に示す．判定指標には，マニピュレータの形状や構造といった個別の理由から挟圧

が特定の人体部位に限定される場合を除き，全身のうち も小さい 5 パーセンタイル値を

参照することとなるが，測定した範囲では上腕（肩峰点と橈骨点の中間高さにある上腕内

側の点）の値が も小さく 57.7 N であった． 

 

 

図 4.2.5-1 痛覚耐性値の測定部位[4] 

 

額

胸

腹

肩甲骨上腕

前腕

背中

臀部

脹脛

腿

膝

脛

掌
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表 4.2.5-1 痛覚耐性値 

   単位：N

測定部位 平均 標準偏差 5 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値

額 150.7 32.2 97.6 

胸 131.1 29.2 83.0 

腹 130.5 37.4 68.8 

肩甲骨 248.7 47.9 169.7 

上腕 112.6 33.3 57.7 

前腕 157.3 54.9 66.7 

掌 200.8 47.4 122.5 

背中 294.1 47.5 215.7 

臀部 276.0 67.2 165.2 

腿 226.6 33.4 171.6 

膝 217.7 56.2 125.1 

脛 185.1 67.0 74.5 

脹脛 199.5 54.6 109.4 
 

表 4.2.5-2 許容 大変位量 

   単位：mm

測定部位 平均 標準偏差 5 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値

額 3.1 0.7 2.1 

胸 28.9 6.2 18.7 

腹 52.2 18.8 21.1 

肩甲骨 29.9 8.1 16.6 

上腕 26.8 4.5 19.5 

前腕 19.0 3.2 13.6 

掌 7.2 1.4 4.9 

背中 28.3 8.8 13.7 

臀部 75.7 13.7 53.0 

腿 39.0 4.4 31.7 

膝 18.6 3.2 13.3 

脛 8.6 3.3 3.2 

脹脛 32.2 5.1 23.8 
 

 

4.2.5.3 成果 

4.2.5.3.1 試験条件（本試験の対象となる挟圧状態の明確化） 

痛覚耐性値は，測定対象の各部位をそれよりも広い金属製の板の上に置いた状態で，先

端が直径 10 mm の球形をしたステンレス製プローブを体表面から骨に向う一方向から直線

的に押し込む方法で測定された値であり[4, 5]，この測定条件と同等と見做される挟圧状

態についてのみ安全の指標として適用できる．実際のマニピュレータと人との間で起こり

得る人体の挟圧には様々な形態のものが考えられるが，これらを次の四つの観点から分類

し，痛覚耐性値を判定指標とする本試験で対象になる挟圧の形態を明確にしておく． 

なお，本 NEDO 生活支援プロジェクトでは，人と同じ環境にロボットが複数存在するとし

ても，同時に複数のロボットが危険事象をもたらす場合までは想定していない．このため，

本試験も，人を挟圧するマニピュレータは一つであるとの仮定に立つ． 

 

①発現する危害による分類： 

人体の一部が挟まれた結果として被る危害を大別すると，図 4.2.5-2 に示す圧迫（押し

つぶし），せん断，曲げ，突き刺し，切傷，摘みが考えられる．このうち，せん断と曲げに

ついては，人体に加わる荷重及びその結果生じる人体の変形の形態が静的な圧迫と明らか

に異なるので，痛覚耐性値に基づいて安全を判定することは適切ではない．同様に，摘み

も，皮膚表面に平行な方向での皮膚の挟み込みであることから痛覚耐性値を判定の指標と

はできない．切傷と突き刺しは，これらが人体に接触するマニピュレータ部位の形状に依

存して起こるものであるため，球面と平面との挟圧で得られた痛覚耐性値を適用は適切で

はない．以上のことから，本試験では，その結果が人体部位の圧迫となる形態の挟圧状態

のみが対象となる．特に，エンドエフェクタについては，それによる危害が突き刺しや切

傷ではなく圧迫となる先端が直径 10 mm の球形をした金属製プローブと同等の面として扱

える場合を対象とする． 

 
②挟圧面の数による分類： 

痛覚耐性値は二つの面の間での圧迫について測定されたものであり，三方向以上から複

数の面が人体部位を圧迫（圧縮）するような状況には適用することはできない． 
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図 4.2.5-2 発現する危害による挟圧の分類 

 

③挟圧面の移動速度による分類： 

二つの面の間での圧迫について，各々の面の移動速度の組合せを考えると，両方の面が

挟圧される人の立つ基準面に対して相対速度をもつ移動面である場合と，一方が移動面，

他方が相対速度をもたない固定面である場合の二通りが考えられる．移動面にはマニピュ

レータの可動部分のみが該当するが，固定面にはマニピュレータ本体の一部である場合と

壁や床などの周囲の障害物である場合とがある．なお，移動面の速度は，測定対象となる

マニピュレータの仕様もしくはリスクアセスメントの結果から定めることになる． 

 

④移動面の運動方向による分類： 

すべてのマニピュレータは直線動作か回転動作を行う軸の組合せで構成されるので，移

動面の動作は直線運動か円弧運動のいずれかで生成されることになる．ただし，痛覚耐性

値はプローブを直線的に押し込む方法で測定された値であるため，後者の円弧運動の場合

については，その曲率の大きさから圧迫がほぼ直線的であると見做せる場合のみが対象と

なる．具体的には，実際の痛覚耐性値の測定では，プローブに加わる人体の反力は三分力

計によって計測されたが，プローブの移動方向に対して直角方向の成分（プローブと対峙

する被験者から見て上下方向の成分と左右方向の成分の合力）がプローブの移動方向の成

分よりも大きかった場合には，プローブが人体と正しく接触しなかったとして改めて再測

定が行われることとされており[4, 5]，両成分の比をプローブの移動方向を 0°とする角度

で表すと，採用された計測結果のうち，50%が 25°未満，90％が 37°未満であった．これに従

い，移動面の動作が円弧運動である場合，力センサの主軸の方向が移動面に対して鉛直と

なるよう力センサを配置した上で，測定の開始から終了までの間，主軸方向の力成分と主

軸方向以外の移動面に平行な力成分とがなす角度が 37°を超えない挟圧状態は，本試験の対

象に含められる． 

 

1）直交型の場合 2）垂直多関節型の場合 3）SCARA 型の場合 

図 4.2.5-3 本試験の対象となる挟圧状態の例 

i. 圧迫（押しつぶし） ii. せん断 iii. 曲げ

iv. 突き刺し v. 切傷 vi. 摘まみ
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4.2.5.3.2 試験装置 

生活支援ロボットの一連の安全性検証では，挟圧防止のために採用された保護方策につ

いて，意図する機能が実行される確実性の高さは，方策の原理や構造の妥当性としてコン

セプト検証など他の検証プロセスで評価されることとなっており，本試験では，あくまで

も保護方策の有効性を評価する．ただし，マニピュレータの保護方策が，力センサや接触

式スイッチなどのセンシング手段によって外部との干渉で生じる反力の情報を直接的に得

て，あるいは，マニピュレータの動作に伴って発生した制御偏差の量あるいは駆動アクチ

ュエータの消費エネルギ量などの情報から外部に及ぼしている力を推定して，マニピュレ

ータの力出力を停止・調節するいわゆる制御による方策の場合には，単に生じる挟圧力を

測定するだけでなく，現実の接触においてマニピュレータが人体部位を変形させていく過

程で，どのように接触を検知し，そして挟圧力を抑えるか，講じられた保護方策の一連の

挙動を抽出し，痛覚耐性値を超える可能性を検証する必要がある． 

この点に関して，接触検知に基づいて可動部の動作を変更（典型的には反転又は停止）

することで深刻な圧迫を回避する方策の採用が一般的に行われている機械の安全性試験に

おいては，特定の弾性係数をもつ弾性体を介して力を測定するという方法を採用している

ものがいくつかある．例えば，自動車のパワーウィンドゥ及び電動ルーフパネルに対する

米国自動車安全基準[6]では，それらの閉じ力が 100 N を超えてはならないと規定されてい

るが，その検証試験では，ひずみゲージ式力センサをばね定数が 65 N/mm（指の挟圧を模擬）

又は 20 N/mm（頭や腕などの人体部位の挟圧を模擬）のばねで支えた構造の基準計測器が使

用されている（図 4.2.5-4 参照）． 

 

 

図 4.2.5-4 パワーウィンドゥの挟圧安全性試験の例 

（図は Sensor Developments，Model 10293） 

 
また，自動回転ドアの安全性要求事項と試験方法を規定した JIS A 4721[7]では，ドア羽

根回転力の測定方法として，圧縮形ロードセルで力を直接測定する方法ではなく，係数 500 

N/mm（±50 N/mm）の弾性（この値は指の剛性率の平均値から導かれたと説明されている[8]）

をもつばね性受座を介して測定する方法を規定しており，図 4.2.5-5 に示すような基準計

測器が使用されている． 

以上のことから，ここで開発する挟圧安全性試験においても，人体部位との接触から挟

圧に至る過程での挟圧防止機能の挙動を抽出し，痛覚耐性値を超える挟圧力が発生する可

能性を検証するために，何らかの弾性要素を用いてマニュピュレータが人体部位を変形さ

せていく過程を模擬しつつ挟圧力を測定する方法で試験を行うこととした． 
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ただし，パワーウィンドゥや自動回転ドアの試験では，挟圧力の測定に特定の一定の弾

性係数をもつ弾性体（すなわち，線形なばね要素）を用いていたが，人体部位が実際に示

す反 

 

図 4.2.5-5 自動回転ドアの安全性評価で使用される基準計測器の例 

（図は GTE Industrieelektronik，KMG-2000G） 

 

力－変位特性は非線形なものである．例として，額（側頭点を通る頭部外縁と眉間点を通

る顔の中心線との交点），上腕（肩峰点と橈骨点の中間高さにある上腕内側の点），背中（腰

椎の上で 小腹部周と同じ高さの点），臀部（右側臀部で側方から見て も後ろに突出した

点）について，痛覚耐性値が 小であった被験者と 大であった被験者について，プロー

ブの押し込みに対して増加する反力の様子を図 4.2.5-6 に示す．痛覚耐性値と許容 大変

位量自体は被験者ごとに異なるが，いずれの部位でも，プローブが進んでいく（内骨格に

近づく）のに従ってプローブ変位に対する反力増加の比（見かけのばね定数）が増すとい

う非線形な反力－変位特性が示されている． 

 

 
図 4.2.5-6 額，上腕，背中，臀部でのプローブ変位と挟圧部位が示す反力との関係 
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パワーウィンドゥや自動回転ドアと異なり，生活支援ロボットが人間と接触中にマニピ

ュレータがとる動作は直線的な軌道のものばかりではなく，また，仮に人体を挟圧した場

合，人体部位を圧迫する力が複数のアクチュエータの駆動力の組合せの結果として発生す

る場合もある．このため，パワーウィンドゥや自動回転ドアの安全性試験で使用される計

測器のように人体部位の見掛けの弾性特性を一つのばね定数の弾性要素で代表するのでは

なく，ここで開発する挟圧安全性試験では，実際に人体が示す非線形な反力－変位特性を

反映した条件で保護方策の一連の挙動を計測する必要があると考えられる． 

 以上のことから，挟圧安全性を評価するための試験装置には，挟圧力の計測に関して以

下の機能が必要と言える． 

仕様 1） 痛覚耐性値の測定では，人体の反力は三分力計で計測され，各成分の合力として

評価された．このため，マニピュレータの挟圧部が人体に及ぼす力についても，

移動面に対して鉛直方向の成分だけでなく，移動面に平行な鉛直方向以外の成分

も計測し，それらの合力として評価できることが必要である． 

仕様 2） 痛覚耐性値の測定では，人体への機械刺激の印加は先端が直径 10 mm の球形をし

たステンレス製プローブを接触させることで行われた．このため，マニピュレー

タの試験対象部位と試験装置の力計測要素とは，直径 10 mm のステンレス球と同

等の面積・硬度の条件で接触することが必要である． 

さらに，人体の深厚な圧迫を回避するためにマニピュレータに実装される多様な保護方

策に対して共通に使用できる試験装置とするために， 

仕様 3） 人体部位が示す非線形な反力－変位特性を反映した条件で保護方策の一連の挙

動を検証できるよう，挟圧力の測定中，接触開始から移動面の位置変化（押し込

み）に応じてその増加率が増していく特性で大きくなる反力を移動面に加えられ

ることが必要である．なお，このことを後のデータ解析において検証できるよう，

挟圧力と併せて移動面の押し込み量が計測・記録できることが望ましい． 

これらの要求仕様を満たす試験装置の構造として，図 4.2.5-7 に示す小型三分力計（テッ

ク技販，USL06-H5-200N）を先端に備えた可動部をばね定数もしくは自然長の異なる複数の

コイルばねで支えた構造を提案する．三分力計の荷重受座は，仕様 2）を満たすよう，直径

10mm のステンレス製の突起としている．また，仕様 3）を満たすよう，コイルばねを，模

擬しようとする人体部位の非線形な反力－変位特性に応じて異なるタイミングで可動部と

接触して圧縮が開始するように前後の位置を設計し，同心軸上に配置している．なお，三

分力計のデータと併せて，可動部の移動量を上部のリニアエンコーダ（ムトーエンジニア

リング，DX-025 及び CNT-3921）で計測・記録できる． 

 



 

Ⅲ-1-171 

 

   

図 4.2.5-7 提案する試験装置の外観 

 

4.2.5.3.1 の④で述べたように，実際の痛覚耐性値の測定では，人体の変形はプローブの

押し込み方向だけでなく，プローブと対峙する被験者から見て上下・左右の方向にも起こ

っていた．このため，ここで提案する一方向にのみ可動する三分力計を同軸上に配した複

数のコイルばねで支える構造の試験装置は，必ずしも，痛覚耐性値測定時の人体の変形を

忠実に再現するものではない．しかし，挟圧力と押し込み量を計測するという要求の下，

工学的に比較的容易に任意の反力特性を実現でき，かつ，測定データ解析の際に装置の挙

動の理解が容易であること，温度や湿度による特性の変動が少なく繰返し性の高い測定が

行えることなどの利点から，挟圧安全性試験の基準測定器の基本モデルとして提案するも

のである． 

なお，人体の特定部位の示す材料力学的特性については現在多くの研究が進められてお

り，今後，挟圧安全性を判定する指標が押し付け力という形で国際的に合意されれば，該

当する部位が変形する際に示す反力の特性を本測定装置で模擬することは可能であると考

えている．その例として，痛覚耐性値を測定した 13 部位のうち，痛覚耐性値の 5パーセン

タイル値が も小さかった上腕と許容 大変位量の 5 パーセンタイル値が も小さかった

額（側頭点を通る頭部外縁と眉間点を通る顔の中心線との交点）を対象に，痛覚耐性値の

測定データから非線形な反力－変位特性を導き，これらを複数のコイルばねで模擬した結

果を付属書 C.2 に示す． 

 

 

 

4.2.5.3.3 評価基準 

本試験では，挟圧による危害の発生を防止するために生活支援ロボットのマニピュレー

タに講じられた保護方策の妥当性を，「事前のリスクアセスメントの結果に基づき，挟圧が

予見される人体部位の非線形な反力－変位特性を模擬できる試験装置によって測定した力

の値が，当該部位の痛覚耐性値の 5パーセンタイル値を超えないこと」をもって判定する． 

 

4.2.5.3.4 試験結果の例 

 付属書 C.2 に述べたように，本研究で試作した試験装置では，上腕と額の痛覚耐性値測

定データ各々について，反力－変位特性を回帰式として同定し，その 95%予測区間の上限と

下限で与えられる二つの特性（すなわち，柔らかい特性と硬い特性）を複数のコイルばね

の組み合わせで模擬することとした（便宜的に，以下では，上腕の回帰モデルの 95%予測区

間の上限／下限の特性を模擬したものを，各々，上腕(柔)タイプ／上腕(硬)タイプと，ま

荷重受座

リニアエンコーダ

リニアスライダ

コイルばね

小型三分力計

可動部

100

4320
20 85
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た，額の回帰モデルの 95%予測区間の上限／下限の特性を模擬したものを，各々，額(柔)

タイプ／額(硬)タイプと呼ぶ）．これらを用いて，三自由度直交型マニピュレータ（IAI 社

製 ICSPA3 シリーズ，以下では単に直交型マニピュレータという）を対象に試作した試験装

置を用いて挟圧安全性試験を試行した．直交型マニピュレータは，リニアガイド，ボール

ネジ，AC サーボモータが一体となったリニアサーボアクチュエータを三台組み合わせた構

成のもので，汎用多軸サーボコントローラ（IAI 社製 XSEL-K シリーズ）で制御される．主

な諸元を表 4.2.5-3 に示す．ここでは，図 4.2.5-8 に示すように，第一軸が動作した時に

第二軸の中央部分と周囲の障害物との間で挟圧が生じると想定し，第一軸が動作すると第

二軸の中央に荷重受座が押し付けられる位置に，高さ調整のための台座を介して試験装置

を固定した． 

ただし，使用する直交型マニピュレータはあくまでも汎用のものであって，挟圧を防止

するため特別な保護方策（安全機能）は備えられていない．このため，図 4.2.5-9 に示す

ように，記録用の三分力計のデータを別途トリガ回路で処理し，力の測定値が設定した値

に達したら，遮断回路によってロボットコントローラに擬似的に非常停止信号を入力する

システムを追加した．非常停止時，第一軸のリニアサーボアクチュエータは動力が遮断さ

れてフリーの状態となり，このため，過大な押し付け力の発生が回避される． 

 

表 4.2.5-3 直交型マニピュレータの主な諸元 

 第一軸 第二軸 第三軸 

型 式 ISA-LXMX-I-400 ISA-MYM-I-200 ISA-MXM-I-200 

ストローク 1000 mm 200 mm 100 mm 

モータ出力 400 W 200 W 200 W 

リード 20 mm 20 mm 10 mm 

速度 1～1000 mm/s 1～1000 mm/s 1～500 mm/s 

定格推力 340.1 N 169.5 N 340.1 N 

可搬重量 80 kg（水平） 40 kg（水平） 19 kg（垂直） 

コントローラ プログラム運転多軸コントローラ汎用タイプ 

型式：XSEL-K-3-400I-200I-200I B-N1 

 

 

図 4.2.5-8 直交型マニピュレータに対する試験装置の固定位置 
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図 4.2.5-9 挟圧防止を模擬的に実行する機能を加えた試験システムの構成 

 

まず，上腕(硬)(柔)タイプの試験装置に押し付ける試験を，三分力計のデータが 55.2 N

を超えたときに擬似非常停止信号が入力されるようトリガ回路を設定し，第一軸の速度を 5 

mm/s と設定して行った．三分力計からの計測データ及びリニアエンコーダからの変位デー

タは，カットオフ周波数 750 Hz のローパスフィルターで処理し，サンプリング周期 1 msec

で記録した．得られた結果として，測定された挟圧力のピーク値及び擬似非常停止信号が

発せられてから第一軸が試験装置を圧縮した量（行き過ぎ）を表 4.2.5-4 に示す．上記の

トリガ回路の設定で，(硬)と(柔)いずれのタイプでも評価基準を超える挟圧力は測定され

なかった．また，擬似非常停止信号入力後，どちらもほぼ同じ行き過ぎを生じており，ば

ね定数の違いから，上腕(硬)タイプの場合により大きい挟圧力のピーク値が測定された． 

 

 

表 4.2.5-4 上腕(硬)(柔)タイプの試験装置を使用した試験結果の例 

想定挟圧部位 
評価基準 

（痛覚耐性値） 
コイルばね 
の設定 

試験結果（試験回数：5回） 

挟圧力のピーク 行き過ぎ 

上腕 57.7 N 

上腕(硬)タイプ
大 56.7 N 

（平均 56.65 N）
大 0.17 mm 

（平均 0.166 mm）

上腕(柔)タイプ
大 55.7 N 

（平均 55.66 N）
大 0.17 mm 

（平均 0.165 mm）

 

同様に，三分力計のデータが 81.2 N を超えたときに擬似非常停止信号が入力されるよう

トリガ回路を設定し，第一軸の速度を 5 mm/s と設定して，額(硬)(柔)タイプの試験装置に

押し付ける試験を 5回行った．得られた結果として，測定された挟圧力のピーク値及び行

き過ぎ量を表 4.2.5-5 に示す．擬似非常停止信号入力後，どちらもほぼ同じ行き過ぎを生

じており，ばね定数の違いから，このトリガ回路の設定では額(硬)タイプの場合に痛覚耐

性値を超える挟圧力が測定される結果となった． 

  

データ記録用
P C

変位計
データ 三分力計データ

ト
リ
ガ
回
路

遮

断

回

路
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表 4.2.5-5 額(硬)(柔)タイプの試験装置を使用した試験結果の例 

想定挟圧部位 
評価基準 

（痛覚耐性値） 
コイルばね 
の設定 

試験結果（試験回数：5回） 

挟圧力のピーク 行き過ぎ 

額 97.6 N 

額(硬)タイプ 
大 100.7 N 

（平均 100.60 N）
大 0.17 mm 

（平均 0.167 mm）

額(柔)タイプ 
大 86.6 N 

（平均 86.60 N）
大 0.17 mm 

（平均 0.166 mm）

 

4.2.5.3.5 まとめ 

挟圧安全性の試験方法として，文献[4，5]で報告した痛覚耐性値の 5パーセンタイル値

を判定指標と仮定した試験を提案し，対象とできる挟圧状態の条件について考察した．本

試験で対象とできる挟圧状態は，痛覚耐性値の測定条件の制約を受けたもので，種々の構

造をもつマニュピュレータで予見される挟圧状態のすべてではない．ただし，このような

制約が課せられることについては，今後，ISO などで挟圧安全性の判定指標が国際的な合意

を受けて別途確立したとしても同様のことが言える．すなわち，仮に新たな指標が公表さ

れても，それを測定した際の測定方法や測定条件，計測装置の詳細が明示されなければ，

挟圧安全性試験で活用することは極めて困難になると考えられる． 

また，マニュピュレータに講じられる多様な挟圧防止のための保護方策の有効性を検証

するうえでは，挟圧力の測定において，人体部位が示す非線形な反力－変位特性を反映し

た条件で保護方策の一連の挙動を計測する必要があることを述べ，必要な仕様を満たす試

験装置の実現例として，異なるばね定数をもつ複数のコイルばねを組み合わせて使用する

構成を提案した．試作した試験装置を用いて汎用の直交型マニピュレータを対象に挟圧安

全性試験を試行し，本試験の結果の例として示した． 

 

参考文献 

[1] ISO TC184/SC2：“ISO/CDTS 15066 – Robots and robotic devices – Collaborative 

robots”, 2010 

[2] Institute for Occupational, Social and Environmental Medicine at the Johannes 
Gutenberg University of Mainz (Germany) ： Research project No. FP-0317, 

Collaborative robots – Investigation of pain sensibility at the 

Man-Machine-Interface, Interim report June 2013 

[3] DGUV (German Social Accident Insurance)：BG/BGIA risk assessment recommendations 

according to machinery directive (Design of workplaces with collaborative robots), 

2011 

[4] H.Ikeda and T.Saito：Proposal of pain tolerance index for the safe design of 

human-collaborative robots, Proceedings of 4th International Conference Safety 

of Industrial Automated Systems, Section 1, 2005 

[5] 齋藤剛，池田博康：人間協調型ロボットの機械的刺激に対する人体痛覚耐性値限界の

測定, 労働安全衛生総合研究所特別研究報告, SRR-No33, pp.15-23, 2005 

[6] 米国運輸省道路交通安全局 FMVSS No.118, 2006 

[7] JIS A 4721:2005 －自動回転ドア－安全性, 2006 

[8] D. Mewes, F. Mauser ： Safeguading crushing points by limitation forces, 

International journal of occupational safety and ergonomics, Vol.9, No.2, 

pp.177-191, 2003 
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4.2.6 接触安全性試験 ［名古屋大］ 

4.2.6.1 目的 

 本試験は，装着型パワーアシストロボット(以下装着型ロボット)による装着箇所の創傷

を対象とする． 

 免荷状態あるいは外部からの支持を使用上の制限条件とし，リスクアセスメントを実施

した結果（付属書 F3 の表 1および表 2）の中で，ロボット装着の際の，カフ接触部位の皮

膚に対する繰り返し荷重に伴い発生する可能性のある創傷を具体的な危害と定めた． 

4.2.6.2 研究開発の経緯 

4.2.6.2.1 参照規格 

 ISO 13482:2014  "Robots and robotic devices ― Safety requirements for personal 

care robots" 

 その他関連する参考規格は，付属書 F.3 に掲載する． 

4.2.6.2.2 試験装置の構成 

 目的に述べた創傷リスクを試験対象とする装置を以下のとおり構成した．すなわちまず，

装着型ロボット使用時の皮膚，および装着カフの基準座標系に対する位置を計測するため

に，モーションキャプチャシステムを使用した．つぎに，カフ装着部位の皮膚に対する相

対変位，およびカフと皮膚の間の接触力の両者の検出に装着部接触状態検出装置を用いた．

さらに，これらの接触状態を人工皮膚上で再現するためのカフ動作再現装置を開発した． 

4.2.6.3 成果 

(1) 試験装置の仕様 

a) 装着部接触状態検出装置 

 滑りセンサおよび相互作用力センサは，装置をカフ－ロボットリンク間に組み込むため

に十分に小型であることが望まれる．本研究開発で用いた装着型ロボットについて設定し

た要求仕様を一例とし表 4.2.6-1 に示す． 

 

表 4.2.6 – 1 センサ要求仕様 

 

 

 また，この要求事項を満たす滑り覚センサの一例として，滑り覚センサの概要図を図

4.2.6-2 に示す．このセンサはイメージセンサと集光レンズ(Avago technologies 製, 

ADNS-9500, ADNS-6190-002)を使用している． 

 

項目 要求値 

滑りセンサ 相互作用力センサ 

空間分解能 0.1 mm 以下 0.1 N 以下 

計測レンジ 30 mm 以上 100N 以上 

時間的分解能 100 Hz 以上 (対象動

作による) 

100 Hz 以上 (対象

動作による) 

形状(滑り覚センサ) 30×30 mm (底面) 

20 mm (高さ) 

30×25 mm (底面) 

15 mm (高さ) 

備考  4 軸(Fx/y/z, Mz)以上

の力覚センサ 
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図 4.2.6 - 2 滑り覚センサ概観 

 

 次に，相互作用力計測センサを構成する力覚センサを図 4.2.6-3 に示す．本装置におい

ては，3軸力覚センサ(テック技販社製，USL06-H5-500N)を並列に固定することで 4軸の計

測を行った． 

 

図 4.2.6 - 3 相互作用力センサ配置 

 

 上記のセンサを実際に装着型ロボット装着部に適用した際の様子を図 4.2.6-4 に，また，

人体皮膚に対する装着部接触状態検出の様子を図 4.2.6-5 に示す． 

 

  
図 4.2.6 - 4 滑り覚センサ配置 
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図 4.2.6 - 5 計測装置概観 

 

 

b) 皮膚特性計測装置 

 人工皮膚の特性取得には，レオメータを用いる．また，使用者の皮膚特性が明らかでな

い場合，同様にレオメータを用いて計測する．使用する機器は下記の仕様を満たすことが

望ましい． 

 

表 4.2.6 - 2 レオメータ要求仕様 

周波数 0.1 – 10 [Hz] 

変位 10-2 [rad] 

垂直力 5 [N] 

 

 また，一例として本研究開発で用いた機器(TA instruments 社製，Discovery Hybrid 

Rheometer)を示す． 

 

 
図 4.2.6 - 6 レオメータおよび人体皮膚特性計測実験配置 

 

c) 人工皮膚 

 人工皮膚は代表的使用者に合致した粘弾性特性および摩擦係数を有することが必要であ

る．研究開発においては 20 代前半の成人男性を対象とした皮膚特性計測を行ったが，その

際の代表的特性を下記に示す． 
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図 4.2.6 - 7 要求貯蔵弾性率 

 

 
図 4.2.6 - 8 要求損失弾性率 

 

表 4.2.6 - 3 要求摩擦係数 

静摩擦係数 0.93 

動摩擦係数 0.84 
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 また，開発した人工皮膚を下記に示す． 

  
図 4.2.6 - 9 人工皮膚サンプル 

 

d) カフ動作再現装置 

 本試験で用いるロボットマニピュレータ，力覚センサは，人体上で計測されるカフ運動

（ 大作用力：約 40N， 大変位：約 50[mm]）に冗長性を加味したカフ運動を再現せねば

ならない．したがって，本試験におけるロボットマニピュレータは作用力 60[N]． 大変位

80[mm]を十分満たす仕様，可動範囲である必要がある．以下にそれぞれに対する仕様条件

と本研究開発で用いたロボットマニピュレータ，力覚センサを示す． 

 

・ロボットマニピュレータ 

 ・仕様条件 

6 自由度 

   人体上のカフ変位を再現できる可動範囲 

   カフに生じる作用力によるトルクを十分許容する 

 

  ・本試験に使用したロボットマニピュレータの仕様 

  名称：安川電機製・MOTOMAN-HP3J 

       外形・各軸名称： 

       

 
図 4.2.6 - 10 MOTOMAN-HP3J 
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・力覚センサ 

 ・仕様条件 

   6 軸 

      許容荷重 60N 以上 

 

 ・本試験に使用した力覚センサー仕様 

     名称：ニッタ製：6軸力覚センサー・IFS シリーズ 

     外形： 

 
図 4.2.6 - 11 力覚センサ 

 

(2) 試験条件 

 対象とする被験者の属性，動作は，試験対象の装着型ロボットの使用条件に準ずる．装

着部位の位置，締め付けの調整についても同様とする． 

 ダミーの外形は代表的被験者に準じた形状とする．ダミーに取り付ける人工皮膚は，粘

弾性，表面摩擦係数，垂直方向の応力―ひずみ特性が代表的被験者に近似したものを使用

する．また，ダミーに対してロボットマニピュレータを用いた動作試験を行う際には，実

際の使用における動作のばらつきを考慮し，被験者試験で計測された動作，作用力に対し

安全率を適用して増幅した値を使用する． 

 

(3) 試験方法 

 ISO13482 に準拠し，本試験は対象となる装着型ロボットが有する不整合を以下の項目の

いずれかもしくは複数を用いて試験する． 

 

・文書 

・外観検査 

・ダミーを用いた動作試験 

 

 そのため，文書，外観の検査によって機構，構造等により十分に不整合を吸収可能であ

ると考えられる場合，以降の試験を行わずに試験を終了できる． 

次に，そうした不整合吸収が不十分であると考えられる機器のうち，前述の試験装置およ

び試験条件に適合する機器については，ダミーを用いた試験を行う．試験に際しては，対

象機器が想定する使用方法，使用者に対応する代表的条件を選定し，被験者，対象動作を

決定する．また，滑り，作用力測定センサを内蔵する冶具を製作し，使用する．その後，

選定した代表的被験者，代表的動作について，安全に十分配慮したうえで相対変位，滑り，

作用力の計測を行う．ただし，同様のロボット，動作条件に基づく既存の動作モデルが利

用できる場合，新たに計測を行わず，既存動作モデルに基づいて想定変位，作用力パター
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ンを定めることができる． 後に，被験者を対象とした動作計測結果をロボットマニピュ

レータによって再現し，装着部ダミー内部に作用する応力を計測する．計測された応力が

想定する創傷リスク以下であれば，本試験に適合したと判断できる．創傷リスクの評価規

範については後述する． 

  

 
図 4.2.6 - 12 接触安全性試験流れ図 
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後に，図 4.2.6 - 13 に，固定された人工皮膚付き下肢ダミーに対するカフ運動の再現

の様子を示す． 

 

 
図 4.2.6 - 13 接触安全性試験概観 

 

i ) 書面・外観検査 

創傷の原因となる不整合が機構的に抑制，吸収される場合，以下の創傷リスクの詳細な評

価は不要である．対象とされる機構の例を以下に挙げる． 

・関節回転中心位置の初期調整 

・膝関節屈曲時の関節回転中心位置の追随 

・固定部位の柔軟性，遊び 

・固定部位の摩擦低減 

 

ii) 試験装置への適合 

 カフ，ベルト，靴等を用いて装着者の下肢に密着させて取り付けられ，関節部をその両

端部を支持して他動的に駆動することで，装着者の動作を補助する機能を有する装着型ロ

ボットが対象となる． 

 

iii) 試験条件の選定 

 対象とする装着型ロボットの使用条件(使用者，動作)に沿って，試験条件を決定する．

試験条件は，使用条件の内で も創傷リスクが高い条件の組み合わせ(年齢，疾病，動作範

囲，動作速度等)を抽出するが，起立と歩行等の大きく異なる使用条件を想定する装着型ロ

ボットでは，それら各条件について代表的ケースで試験を行う． 

 

iv) 既存動作モデルの利用 

 創傷につながる不整合の発生要因は，膝関節屈曲時の瞬間回転中心移動，回転中心の初

期位置合わせ不良であり，それらに，腰部，足部等も含めた装着部位による拘束が作用す

ることで装着部位の不整合が発生する．それらの要因は解析的な予想がある程度可能であ

る[1]．また，作用力は不整合量に加え，装着部の締め付け力，装着型ロボットおよび使用者

の体重および姿勢等によって定まる．そのため，皮膚特性，装着方法，動作方法等の特性

が近似した条件における被験者計測データが入手可能であれば，それらを基に動作モデル

を構築することで，被験者を対象とした計測を省略することが可能である． 

 

v) 冶具の製作 
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 被験者の相対変位，滑り，作用力を計測するため，滑り，作用力測定センサを内蔵する

冶具を製作する．冶具は，本来の装着型ロボットの動作，機構へ与える影響を 小限に抑

えるよう，特に接触面の形状，表面特性の変化に注意する． 

 

vi) 被験者を対象とした計測 

 代表的使用者の条件に合致する被験者を選定し，代表的動作条件について下記の手順で

計測を行う． 

 

被験者に，滑り，作用力計測用冶具を取り付けた装着型ロボットを装着する． 

被験者および装着型ロボットに，相対位置計測用の位置計測マーカを取り付ける． 

装着型ロボットを起動し，繰り返し動作を行う． 

(2)-(3)を必要な条件について行う． 

 

vii) ダミーの製作 

 代表的被験者の特性を模擬した装着部ダミーを製作する．外形は，被験者の物を 3D スキ

ャナ等により計測したものまたは適切なデータベースより抽出したものを用いる．ダミー

基部は剛体で製作し，表面に適切な人工皮膚を取り付ける．人工皮膚の特性は想定される

被験者の属性に合わせて選定し，使用する．適切な人工皮膚が存在しない場合，合致する

特性を実現できる人工皮膚を製作する．また，内部応力を計測するため，人工皮膚の基部

上に小型 3軸センサを挿入する． 

 

viii) ダミーを用いた計測 

 固定された人工皮膚付き下肢ダミーに対して，人体で計測されたカフ運動，すなわち，

カフの運動軌跡と，作用力の再現を行う．カフ運動再現のために，ロボットマニピュレー

タは変位，速度，作用力を入力とする．各入力パラメータは，上述の代表使用者に対する

計測により得たものを使用する． 

 

a) 試験装置に力覚センサ，対象とする装着型ロボットのカフを取り付け，マニピュレータ

の可動範囲内に下肢ダミーを固定する． 

b) ロボットマニピュレータを起動し，カフを固定された下肢ダミーに接触させ，カフの固

定を行う．この際，ダミーに対するカフの取り付け位置，姿勢，カフの押しつけによる作

用力，カフベルトの締め付け力は，人体に対する計測の際の初期条件と同等にする． 

c) ロボットマニピュレータに対し，目標とするカフの運動情報，すなわち相対変位，相対

速度，作用力の入力を行う．また，カフ運動の繰り返し回数も合わせて設定し，入力を行

う． 

d) 入力したカフ運動を実行する． 

e) カフ運動により得られたダミーに対する作用力より，カフ運動の再現性を評価し，十分

な再現が行えていた場合，ダミーに加わった内部応力の結果により，安全性の評価を行う． 

f) a～e を必要な条件について行う． 

 

ix) 結果の評価 

 ロボットマニピュレータによる動作時のダミー内部応力を，後述の評価基準に基づいて

評価する． 

 

(4) 評価基準 

 人間の創傷に対する網羅的な指針は存在せず，倫理的問題から今後取得，公開される見

込みも立たない．そのため，下記の文献調査により創傷リスクの評価を行うことが適当と

考えられる． 
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 装着型ロボットとの接触により生じる装着部の創傷は，初期には水泡および擦過傷とし

て生じる．擦過傷は装着部が鋭利な形状および粗い表面を有する際に発生する創傷であり，

検出は容易である．そのため，ここでは水泡の発生を創傷リスクとして取り扱う． 

摩擦による水泡は段階的に発生し， 初期には皮膚の角質層と顆粒層のせん断力により空

隙を生じる．その後，時間経過に従って周辺組織よりの液体で空隙が満たされる．一般に，

水泡の発生は下記の要因に支配される． 

 

i) 皮膚の状態 

ii) 皮膚表面に負荷される作用力 

 皮膚表面の作用力の影響については実験的に知見が得られている． 

Naylor の研究[2]では，脛骨の前方より 1/3 の点を一定速度で摩擦する実験を行っている．

この実験では，皮膚と摩擦素材の摩擦力を，皮膚に水泡を生じ崩壊するまで計測した．実

験は被験者あたり二回行い，それぞれの脚に一つずつの水泡を生じた．被験者は 19 人の

18-33 歳の男性で，摩擦部位の体毛の内，長いものをはさみで除去した．また，さらに 11

人の被験者について，摩擦部位にチョークの粉をまぶしたうえで同様の実験を行った．使

用した摩擦体はポリエチレン製で，530g の垂直荷重をかけた状態で一往復 3秒を要した． 

 その結果，図 4.2.6 - に示す水泡を生じるまでの摩擦回数と摩擦力の関係が明らかに

なった．摩擦力が増加するにつれ，少ない摩擦回数で水泡を生じ，低摩擦力では摩擦回数

が増加する傾向が明らかにされた． 

 

 
図 4.2.6 - 14 水泡形成に寄与する摩擦回数と摩擦力の関係 

 

 つぎに，人工皮膚の表面にさらに豚の皮膚を貼りつけ，これに摩擦力を加える目的で，

屠殺直後の豚の皮膚に対して Naylor の報告した実験と同等の条件下において，繰り返し荷

重する実験を行い，水泡が形成されるか否かを調べた．結果の一例を図 4.2.6 - 15 に示

す．これは，2.4N のせん断力を 1200s の間継続的に加えたときに発生したマイクロ水泡を

染色しスライスされた皮膚断面の顕微鏡観察によって得られた図である．このように，豚

の皮膚に対しても，生体の場合と同等の機械刺激を加えることにより，水泡が発生するこ

とが本研究により初めて示された． 
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 附属書 F3 の図 47 に，死豚の皮膚の場合で，創傷発生過程に寄与する摩擦力と摩擦回数

との関係を示した． 

 

 
図 4.2.6 - 15 豚肉の皮膚に発生した水泡 

 

 

 後に，カフ動作再現装置における人工皮膚表面に豚の皮膚を貼りつけ，これにロボッ

トマニピュレータを用いて繰り返し荷重を加えることにより，創傷の発生リスクのうち，

危害の程度を見積もることができる． 

 

参考文献 

[1] P. F. D. NAYLOR, “The skin surface and friction”, The British Journal of 

Dermatology, Vol. 67, No. 7, pp. 239-248, 1955. 
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4.3 ロボットの耐久性に関する検証試験 

4.3.1 温湿度および振動環境耐久性試験 ［安衛研］ 
4.3.1.1 目的 

 移動型，搭乗型ロボットの開発者が想定した 悪使用環境下（高温・高湿，あるいは低

温）で，想定した 悪の走行路環境（段差，凹凸路面等）を走行した場合，ロボット本体

構造や内蔵された制御装置，保護装置等が何らかのダメージを受けることが危惧される．

ロボット開発者は，このような複合した 悪条件に対しても危険とならないように，十分

な耐性を有するよう対象ロボットを設計，製作しなければならない． 

 提案する温湿度および振動環境耐久性試験は，上記の耐性に関する安全要件が実際の対

象ロボットで実現されているかを検証するために行う． 

 

4.3.1.2 研究開発の経緯 

4.3.1.2.1 参考規格 

 JIS C 60068-2-30:2011（環境試験方法―電気・電子―第２－３０部：温湿度サイクル

（１２＋１２時間サイクル）試験方法） 

 JIS C 60068-2-53:1997（環境試験方法―電気・電子―発熱供試品及び非発熱供試品に

対する低温・高温／振動（正弦波）複合試験の指針） 

 JIS C 1010-1:2014（測定用，制御用及び試験室用電気機器の安全性―第１部：一般要

求事項） 

 JIS Z 0232:2004（包装貨物―振動試験方法） 

 

4.3.1.2.2 試験装置と試験基準の開発 

 本試験は，温湿度サイクル試験と振動試験，そしてこれらの複合試験であるが，全てに

該当する規格類の対象は JIS（IEC）規定の電気・電子部品しかない．ロボットのようにシ

ステム製品を対象とする類似試験は，輸送時の振動試験や自動車関連試験が規定されてい

る程度である． 

 そこで，部品ではなくロボット本体を試験対象とした耐環境安全性試験を提案する．こ

の試験は，品質・信頼性試験とは異なり， 悪想定使用環境下における機能の正常性及び

安全性能への影響を評価するものである．したがって，基本的には電機・電子部品用規格

の JIS C 60068-2 シリーズの試験方法・手順を踏襲して，ロボット本体まで適用できるよ

うな試験設備を準備する．すなわち，ロボット本体を搭載して加振できる大型の振動試験

機とこの振動試験機の加振テーブルごと調音・調湿できる大型の恒温恒湿槽が必要となる．

このような大型の複合試験設備は自動車用としてラインアップされている程度で，特注仕

様として準備する． 

 一方，電気・電子部品の温湿度及び振動の複合試験規格における結果の判断は，主に耐

久信頼性の観点によるものであり，耐環境ストレスに対して安全性の判定基準を規定して

いない．ロボットのようなシステム製品に対しての同様の基準も存在せず，どの程度の温

湿度ストレス，振動のストレスを与えて安全機能への影響を判定するかは新たに検討する

必要がある． 

 

4.3.1.3 成果 

4.3.1.3.1 試験装置 

(1)大型恒温恒湿槽(室) 

 試験対象ロボットが格納できる容積を有し，少なくとも-10〜60℃，30〜95％RH の温湿度

可変範囲と 1℃/min の温度勾配を持つ． 

(2)大型加振機(振動試験装置) 

 大型恒温恒湿槽内に加振テーブルを持ち，垂直及び水平振動を生成できる(同時生成では
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なく切り替え式)．試験対象ロボットの実走行振動波形を再現して繰り返し加振できるプロ

グラミングが可能． 

(3)加速度計とデータロガー 

 試験対象ロボットの実走行時の振動波形を記録し，大型加振機の加振プログラムに取り

込める． 

(4)瞬断検出システム 

 試験対象ロボットのコネクタ等の電気接合部の瞬間的な断線状態（イベント）を検出で

きること．このシステムは必要に応じて接続して使用する． 

 以上の装置をまとめて複合環境試験設備と呼び，その主要仕様を表 4.3.1.1 に，構成装

置外観を図 4.3.1.1 に示す． 

 

 

 

 

  

表 4.3.1.1 複合環境試験設備の主仕様 

 
装置名称 型式（メーカ） 主要仕様 

大型恒温

恒湿室 

AR24-412Y-DP2

B0-S-VM（アイ

テック） 

室内寸法：4000W×2500Ｈ×2000D 

温度範囲：-40〜+120℃ 

湿度範囲：30〜95%RH 

温度変化：1℃/min(-20〜+80℃） 

動電式振

動試験装

置 

i260/SA7M

（IMV） 

垂直・水平テーブル(寸法:1500×1500，

大搭載 600kg)を並列設置 

垂直振動：5〜100Hz( 大加速度 118m/s2) 

水平振動：5〜300Hz( 大加速度 118m/s2) 

振動制御：SINE, RANDOM, SHOCK 

瞬断検出

システム 

AES-200N（エス

ペック） 

計測チャネル： 大 200 

定電流源：1〜100mA 

瞬断検出：10mΩ〜2kΩ 

小検出時間：100ns 

振動計 NP3574（小野測

器） 

 

TMS868E（タス

コ） 

汎用 3軸加速度センサ 

加速度：〜400 m/s2 

周波数：1～8000Hz(Z 軸) 

1 軸ハンディ振動計 

加速度：0.1〜199.9 m/s2 

周波数：5〜5000Hz 

データロ

ガー 

DS-3000（小野

測器） 

8870（日置電

機） 

NP3574 用データステーション 

 

TMS868E 用メモリハイコーダ 

 



 

Ⅲ-1-188 

 

 

4.3.1.3.1 試験条件 

 本試験は，温湿度サイクル試験と振動環境耐久性試験およびそれらの複合試験を含み，

いずれの試験も独立して実施できるが，複合試験が全ての試験内容を網羅するため，以降

の試験条件と試験方法(手順)はこの複合試験を対象に説明する． 

 加振機の使用は，走行機能を有する自律型ロボットや搭乗操縦型ロボットの想定走行路

が，石畳や点字ブロックのように連続的に走行時の振動が生じる場合，もしくは歩道や室

内ドアの段差等の乗り越え時に単発的な走行振動が生じる場合を対象とする．また，対象

ロボットの使用環境は温湿度のみを試験のパラメータとし，降雨や照度は考慮しない．な

お，試験対象のロボットは大型恒温恒湿室内の加振テーブル上に設置するため，ロボット

のサイズや重量により実施が困難となるか，試験条件の一部に制約を受ける場合がある． 

 また，試験対象ロボットの実際の走行時の振動は 悪路面状態とその路面を走行する頻

度または走行時間に依存するため，加振機の加振目標生成のためには，ロボット設計時の

リスクアセスメントにより条件設定しなければならない．この加振目標波形の設定のよう

 

図 4.3.1.1 複合環境試験設備の構成装置 

大型恒温恒湿室 瞬断検出システム 

走行振動計測用(アンプと加速度計) 

振動試験装置(加振機と加振テーブル) 
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にロボット毎に試験条件を設定する必要もあるが，生活支援ロボット安全検証センタでは

本複合試験の標準条件として次の設定をした． 

A) 試験温湿度サイクルの上下限値は，試験対象ロボットの指定のないとき高温 40 または

55℃，低温-10℃，高湿 95%RH を標準値とする． 

B) 走行路面の指定のないとき，点字ドットパネル（5mm 高）の連続路面を 高速度で 10s

間走行した走行波形を記録するか，点字ライン（5mm 高）2本分を 高速度で乗り越え

て通過した走行波形を記録する． 

C) 試験対象ロボットは，加振テーブル上に動輪が空転または駆動部が無負荷状態で連続

駆動できる状態で固定し，連続外部給電が可能な場合，試験中は常時電源オンとする．

連続外部給電ができない場合は，バッテリ電圧が動作不可電圧または充電の警告とな

るまで電源オンを維持した後，加振サイクル以外の期間内にバッテリ交換する． 

 

4.3.1.3.2 試験方法 

 複合試験の実施は，試験対象ロボットの実走行波形の取得後，その波形を温湿度可変環

境下のロボットに与え，試験前後の各機能の変化を調べるという手順で進める．図 4.3.1.2

に本試験全体の手順を示し，以降，各項目を説明する． 

 

 
 

図 4.3.1.2 温湿度・振動複合試験のフロー 

走行路設定 

走行速度設定 

実走行 

走行振動波形記録 

垂直方向 水平方向（左右） 水平方向（前後） 

速
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波形加工（フィルタリング、周波数変換等） 
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測点設定 

空走パターン 
作成 

温湿度サイクル 
パターン作成 

複合試験開始 

機能確認 

複合試験終了 
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a 外観検査：対象ロボットの機械的点検(目視確認)と必要に応じて電気的測定（重要部位

の抵抗値，絶縁抵抗値）を事前に実施する．運動機能や安全機能が健全であることが前

提である． 

b 走行路設定：対象ロボットの想定する 悪走行路面（凸凹や段差等，なければ前節の標

準路面）を準備する． 

c 走行速度設定： 高速以外の速度の走行で大きな振動が見込まれる場合は，その速度も

設定する． 

d 実走行：対象ロボットフレームに振動計を装着して，連続走行または段差乗り越えを行

う． 

e 走行振動波形記録：加速度計により振動波形（加速度）をデータロガーに記録する． 

f 波形加工：振動波形を振動試験装置用制御プログラム（SHOCK 振動制御システム）で使

用できるよう加工する． 

g イベント観測点設定：瞬断測定点（コネクタ，重要接点・部品端子）に監視ケーブルを

接続し，監視測定ポイントと監視プログラムを設定する． 

h 空走パターン作成：f で加工した振動波形を基に繰り返しパターンを生成する．外部給

電可能で連続走行を想定の場合，振動と休止のサイクルを繰り返す． 

i 温湿度サイクルパターン作成：電気・電子部品の複合環境試験方法を参考に，高温・高

湿と低温の組み合わせパターンを生成する．また，hのパターンにおけるサイクル開始・

終了ポイントや異常処理ルーチン等とリンクさせる． 

j 複合試験開始：対象ロボットを加振方向別のテーブル上に固定し，イベント観測と加振，

温湿度サイクルを開始する．ロボットの空走は温湿度サイクルの定常状態時に有効にす

る． 

k イベント検出:瞬断イベント（断線/復帰事象とそれらの発生期間）および抵抗トレンド

は試験期間中自動的に記録される． 

l 複合試験終了：m，n の結果で異常がなければ，加振方向を切り替えて j から再開する． 

m 外観検査：結露による影響等を調べるとともに，aの結果と比較する． 

n 運動機能・安全機能検査：対象ロボットを加振テーブルから下ろして，通常走行や障害

物検知による停止性能等に異常がないかを調べる．必要に応じて，温湿度サイクルの切

替静定時（25℃，50%RH の 1h 維持中）にも実施する． 

o 判定：試験開始前の状態と試験後の状態を比較して，主に安全機能の喪失がないか確認

する．表 4.3.1.2 に示すような機能確認シートを利用する．なお，安全機能の確認項目

としては，障害物検知センサ（非接触式，接触式）の検知エリア・感度・応答性，保護

停止・非常停止回路の応答性，制動性能（応答性，停止距離），走行速度の変動（速度超

過）等が考えられる． 瞬断イベントが発生した場合は，加振，温湿度サイクルとの関連

を調べる． 

表 4.3.1.2 機能確認シート例 

 

 

   確認項目         

確認時期  
機構部  電源部  動作機能 安全機能  備考  

サイクル試験前  健全  

バッテリ電圧正

常、電源—フレーム

間絶縁正常  

走行機能

正常（許

容差内） 

全センサ

正常，停止

性能正常  
  

サイクル試験途中  健全  
    

サイクル試験後  健全  

バッテリ電圧正常

（想定消費）、電源

—フレーム間絶縁

正常  

走行機能

正常（許

容差内） 

全センサ

正常，停止

性能正常  

目立った

結露なし  
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なお，温湿度サイクル試験，加振試験は該当ステップのみ実施すればよい． 

 

4.3.1.3.3 評価基準 

複数の判定ランクを設定して，ランク毎に要求されるロボットの各機能の挙動を，表

4.3.1.3 に定義する．ここで，機能の許容差とは，例えば，障害物検知用センサ（AOPD）の

検出領域のずれが想定人体部位幅以内である場合が考えられる．また，安全状態とは移動

ロボットではほとんどが停止状態と見なせる．なお，前提条件として，試験前の機構部や

全機能は全て健全で正常であることが必要である． 

 安全機能に関しては，判定ランク Aで自動診断や修復機能の効果を勘案しており，ラン

ク Bではインタロック構造を求めている．したがって，一般的に，移動ロボットの安全機

能は 低限ランク B以上で合格と判定される．ただし，ランク Bは移動ロボット本来の合

目的性を損なうので，ランク A以上が望ましい．なお，運動機能の判定については，別途

性能試験で再評価する必要が生じる場合がある． 

 

4.3.1.4 試験結果の例 

 搭乗型移動ロボットを模擬して，ハンドル型電動車いすを用いて複合環境振動試験を実

施した．上述の標準試験条件から変更した項目は，高温 35℃，高湿 85%RH，低温 5℃，ライ

ン点字パネル上を 4km/h で連続走行(図 4.3.1.3)の 4 点である．垂直加振テーブル上で空

走状態の電動車いすを図 4.3.1.4 に示すが，前輪はテーブル上に接地して後輪のみ浮かせ

ている．また，搭乗者の代わりに 60kg の重りをシート上に固定している．なお，全温湿度

サイクル 37h 中，1h の加振パターン(図 4.3.1.5)は高温と低温の静定時に合計 3回実施し

た． この試験結果は，表 4.3.1.2 と同様に 3回の検査結果を記述して試験前後の内容を

比較することで得られ，機構部，運動機能，安全機能の全てが異常ないことが確認できた． 

 

  

表 4.3.1.3 試験判定基準案 

 

 

判定 
ランク 

試験中または試験後の要求動作 備考(許容差の例) 

S 全て試験前の状態から不変 

A 

試験中は一時的に許容差以内で変動するが，
試験後は自動復帰　 
　　 

開口部のずれ・ひず
みが想定IPコードに
影響しない 
 
AOPD検出領域のず
れが200mm以内（人
体の場合） 
 
総合停止性能が
10％以内 

B 

試験中は一時的に許容差を超えて，継続さ
れる場合は安全状態（停止状態）を試験後ま
で維持する．　 
　 

C 
試験中に許容差を超えて，それが検出され
ずに安全状態に遷移しない． 

→　自動診断・修復 

→　インタロック 

低限の 
合格レベル 

目標 
合格レベル 
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図 4.3.1.3 電動車いすの実走行波形取得の様子 

実走行振動波形（4km/h走行時）  

 

図4.3.1.4 加振テーブル上で空走する

電動車いす 

 
 

図 4.3.1.5 温湿度サイクルと

加振タイミング 

空走(1h) 
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4.3.2 走行耐久性試験 ［産総研］ 

4.3.2.1 目的 

 この試験はロボットが，人を乗せて移動する能力，あるいは人に装着した状態でその歩

行を補助して移動する能力を持っていて，移動中の損壊によって使用者に危害を与える可

能性がある場合に適用され，搭乗型，移動型および装着型ロボットの想定使用環境におけ

る長時間連続走行が，故障等により設計仕様と異なってしまうことがないことを確認する． 

4.3.2.2 研究開発の経緯 

4.3.2.2.1 参考にした規格 

移動型ロボットの走行に関する試験として，図 4.3.2-1 に示した日本工業規格 JIS T 

9203-2010 電動車椅子の強度・耐久性性能規格と，図4.3.2-2に示した日本工業規格JIS-D 

6805-1994 の無人搬送車―特性・機能試験方法の中の定格速度試験を参考とし，試験装置

の設計を行った． 

 装着型ロボットについては，負荷レベルの設定に関して JIS T 0111（義肢－義足の構造

強度試験）を参考にした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2-2 日本工業規格 JIS-D 6805-1994 

無人搬送車―特性・機能試験方法    

定格速度試験    

 

 

図 4.3.2-1 日本工業規格 JIS-T 9203-1999 電動車椅子―強度・耐久性性能規格 

 

 

4.3.2.2.2 試験方法の開発 

試験目的に則した試験装置の設計と試験方法の設計を行い，各種移動型ロボットへの対

応方法，試験装置の適応等の研究開発を実施した． 

 

4.3.2.3 成果 

4.3.2.3.1 試験装置 

（１）ドラム式走行耐久性試験装置 

車輪を用いて移動するタイプの移動型および搭乗型ロボットは，自動車や車椅子の試験
装置と同様，ドラム上に車輪を乗せるタイプの試験装置が適している． 

図 4.3.2-3 に実際のドラム式走行耐久試験装置の全景を示す．図 4.3.2-4 に示す通り，

前後輪を有する車椅子や移動ロボットのために２本のドラムを備えている．ドラムには付
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加を印加することが可能なパウダーブレーキと，非駆動輪のためのモーターが装備されて

いる．ドラムには付加を印加することが可能なパウダーブレーキと，非駆動輪のためのモ

ーターが装備されている．搭乗型ロボットをドラム式走行耐久性試験装置に固定する際は，

図 4.3.2-5 のように１本のドラム上に固定し，ハンドルと傾きも固定する． 

 

 
図 4.3.2-3 ドラム式走行耐久性試験装置     図 4.3.2-4 車輪移動型ロボットの固定例 

 
図 4.3.2-5 試験装置の搭乗型移動ロボット固定冶具とレイアウト 

 

 

（２）ベルト式走行耐久性試験装置 

歩行型，クローラー型，オムニホイールを用いた全方向移動型のロボットの場合，ドラ

ム式試験装置は使用できない．このため，これらのタイプの移動ロボット用に図 4.3.2-6

のようなベルト式走行耐久性試験装置が必要となる．実際に製作したベルト式走行耐久性

試験装置を図 4.3.2-7 に示す．全方向移動型の試験の場合は，ガイドを用いて直進性を確

保する．ベルト式走行耐久性試験装置では，ドラム式走行耐久性試験装置のように，固定

治具により固定することが困難なため，試験対象ロボットがベルト式走行耐久性試験装置

の中央付近の設定された位置に留まるようにベルトの速度を制御する．このため，ベルト

式走行耐久性試験装置には，図 4.3.2-7 の赤丸の箇所に，レーザー距離センサが搭載され

ており，必要に応じて試験対象ロボットとの距離を一定に保持する制御が行われる．この

フィードバック制御により，電源電圧変動などによるロボット走行速度の変化や，停止時

の減速にも装置からロボットが逸脱することなく安全に試験が実施できるようになってい

る． 
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図 4.3.2-6 ベルト式走行耐久性試験装置初期案  図 4.3.2-7 ベルト式走行耐久性試験装置 

 

 
図 4.3.2-8 位置制御装置の応答特性試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

このとき問題となるのは，制御応答時間に係る制御遅れである．このベルト式走行耐久

性試験装置が試験する生活支援ロボットは，人の近傍を移動し生活の支援を行うロボット

を想定しているため，想定移動速度は人の歩行速度程度の時速 4km 以下である．このこと

から，時速 4km での制御応答時間の遅れによる発進，制動の影響を図 4.3.2-8 に示す実験

により調査した．その結果を表 4.3.2-1 と図 4.3.2-9 に示した．試験装置のベルト部分の

ロボット走行可能範囲が 2500mm であることから， も位置ずれの大きかった時速 4km 発進

時でも走行可能範囲の 15.2％にすぎず，この速度域であれば安全に試験が可能であること

がわかる．また図 4.3.2-9 に示す通り比例関係にあることから， 大試験速度が想定可能

であることがわかる． 

  

3ｍ

2ｍ

測位プリズム

車間距離一定制御

ロボットガイド

視覚制御
用背景

 Start Cruise Stop 

0.4km/h 150mm ±5mm 100mm 

2.0km/h 250mm ±5mm 200mm 

4.0km/h 380mm ±5mm 300mm 

表 4.3.2-1 ロボット走行速度と位置制御誤差
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図 4.3.2-9 発進時と停止時における制御応答時間とロボット走行速度の関係 

 

 

（３）倒立振子ロボット走行耐久性試験装置 

倒立振子ロボット走行耐久性試験装置は，倒立振子型の搭乗型生活支援ロボットにおけ

る走行系の機能と耐久性をシステムも含めた形で評価できる回転ドラム式走行耐久試験装

置である．基本構成は倒立振子ロボットを疑似走行させる試験装置であり，回転ドラム上

に被評価ロボットの車輪が乗るようにして評価を行うものである．ドラムは受動的にロボ

ットによって回転させられるのみならず，モーターで能動的に回転する機構が備えられて

いる．また，倒立振子ロボットの速度制御による前後方向移動量が個体差により大きいた

め，走行ドラム外径をφ500 に拡大し，ドラム上移動時の姿勢変化を軽減するために走行ド

ラムの変更及び本体の改造を行った．これまでの実験の結果，図 4.3.2-10 のように，250mm

のドラム径では径が足りず，試験可能速度が 4km 毎時以上増速不能となることが判明し，

ドラム径を２倍の 500mm のものに入れ替える改造を実施した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2-10 倒立振子式ロボット試験のドラム径依存性 
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 搭乗型倒立振子ロボット用の走行耐久試験装置の基本構成は，図１１に示す．基本構成

図 4.3.2-11 に含まれている「①試験装置本体，②被評価ロボット，⑤制御盤，⑥データ表

示・処理部」など装置各部の詳細は，以下の通りである． 

 
図 4.3.2-11 搭乗型倒立振子ロボット用の走行耐久試験装置の基本構成図 

 

搭乗型倒立振子ロボット用の走行耐久試験装置各部の説明 

①  試験装置本体：倒立振子ロボットの評価を行うための試験装置で，現在は受動回

転の可変負荷制御ができる状態となっている．この試験装置本体の中にドラム回転

用モーターを設置し，現行 250mm のドラムを 500mm のドラムに交換し各部拡張工事

を実施した． 

② 被評価ロボット：評価対象となるロボット．（本装置および本件に含まれない） 

③ 走行ドラム：ロボットのタイヤと接触して負荷を与える回転ドラムで，回転ドラ

ム外径をφ500 に拡大し，動力用サーボモーターを接続して自発動作できるように

する．本件においてモーターからの動力を伝達するベルトを受ける部分も追加し，

現行 250mm のドラムを 500mm のドラムに交換． 

④ 動力用サーボモーター： 本件において動力伝達装置等と共に追加を行う装置， 

⑤ 制御盤：試験器の動作に対して次の機能が装置には含まれるが，本件において，

制御盤に追加される機能と項目は以下の下線の部分． 

 5-1 運転，停止，緊急停止，の各制御 

 5-2 速度制御・設定・表示，（モーター制御であり，本件での主な追加項目） 

 5-3 加減速・設定・表示 （運転・停止時のドラム回転数制御） 

5-4 制動制御・設定・表示， 

 5-5 積算回転数制御・設定・表示， 

5-6 制動・速度制御の切り替え表示， 

 5-7 外部ＬＡＮ接続  

  ⑥ データ表示処理部：制御盤からＬＡＮ接続された端末で，制御盤で表示する内容

と同等の表示と操作が行えるようになっている． 

 

（４）ドラム式走行耐久性試験装置用傾斜制御機構 

倒立２輪搭乗型ロボットは，駆動輪２輪からなる構成となっているため，図 4.3.2-5 の

ようにドラム上に２輪が乗る状態で治具により固定する必要があり，本体を傾けることに

より前後に移動するために，図 4.3.2-12，図 4.3.2-13 のように傾斜を変化させる機構が必

要となる．このことから，図 4.3.2-14 のように傾斜を変化させる機構を開発した． 
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図 4.3.2-14 に示す通り，ドラム上に２輪を乗せ，倒立２輪搭乗型ロボットの後方にリン

ク機構により固定することで，倒立２輪搭乗型ロボットは，ドラム上において，傾斜し，

その傾斜角を車輪の出力により制御可能な状態を再現することができる．この固定方法に

より，固定された倒立２輪搭乗型ロボットは，図 4.3.2-14 に示す通り，ハンドルを傾斜さ

せる機構により，試験装置からの傾斜角の入力が可能となった． 

  
図 4.3.2-12 搭乗型移動ロボットの試験方法 

   
図 4.3.2-13 搭乗型ロボットの傾き固定のレイアウト 

 

 
図 4.3.2-14 ドラム式走行耐久試験機の傾斜制御機構 

 

（４）装着型生活支援ロボット耐久性試験装置 

装着型生活支援ロボット耐久性試験装置は，人に装着する生活支援ロボットの耐久性を

試験するための装置である．この装置は図 4.3.2-15 に示すように，人の下肢を模した形状

をしている．この装置にロボットを装着して一定時間ロボットを動かし，耐久性を確認す

る．この装置自体はアクチュエータを持たず，上に述べたベルト式走行耐久性試験装置と

併用する（図 4.3.2-7 を参照）． 

赤いフレームをスラ
イドさせるとロボッ
トの傾きが変化する

ドラム

ジョイントロープ固定
赤いフレームをスラ
イドさせるとロボッ
トの傾きが変化する

②引きずられて前傾

ブレーキにより走行負荷を印加

①赤いフレームを動かす

③赤いフレームの適正
位置でホイールが回転
停止
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図 4.3.2-15 装着型生活支援ロボット耐久性試験装置 

 

4.3.2.3.2 試験条件 

a)試験体として，製品を代表する標本を一つサンプルする． 

b)試験路面は，無限長の平坦な路面，または想定する使用環境を模擬した路面とする． 

「無限長の平坦な路面」は，（ア）テストドラム，（イ）トレッドミルのいずれかで模擬

する： 

（ア）テストドラム（ロボットが車輪で地面に接触するもので，ドラム表面のカーブ

が無視できる場合） 

テストドラムの構成は，リスクアセスメントに基づいて製造者が規定するか，ISO 

7176-8:1998 に規定された走行耐久性試験装置の構成を参照する．屋外での使用を想定する

ロボットに対しては，テストドラムに高さ 3mm±1mm の段差を付けた状態で試験を行う．屋

内のみでの使用を想定するロボットについては，段差のない状態で試験を行う． 

  （イ）トレッドミル（それ以外） 

 c)人体ダミーはロボットの使用者の体重を模擬するウェイトである．人体ダミーの総重

量は次の値とし，誤差は 10％以内とする． 

（ア）想定ユーザの 大体重，または 

（イ）次の 3つの値のうち想定ユーザの体格から適切であると推定されるもの 

i. 60kg. 

ii. 80kg. 

iii. 100kg. 

なお，ロボットの移動のメカニズムによっては使用者のバイオメカニクスも模擬する必要

がある． 

 d)外骨格型ロボットや二輪走行型ロボットのようにそれ自体で姿勢を保てないロボット

の場合は姿勢を保持するための支持装置を使用する．装置は，ロボット，あるいはロボッ

トに結合した人体ダミーを支持し，耐久性に影響するロボットの動作および負荷を妨げな

いものとする．支持装置の使用は任意である． 

 

4.3.2.3.3 試験方法 

（１）ドラム式走行耐久性試験装置 

ドラム式走行耐久性試験機上でロボットの実際の稼働時の総重量に合わせたバラストを

搭載し時速 6km でバッテリーの持続時間分連続走行させる．平坦な路面上で人が搭乗し，

時速 6km での消費電流を測定（予備電流計測）．ドラム型走行耐久試験装置上にロボットを

搭載し，予備電流値と同じになるまで走行負荷を印加する． 

平坦な路面上でロボットを走行させて，時速 6km での消費電流を測定（予備電流計測）．

ドラム型走行耐久試験装置上にロボットを搭載し，予備電流値と同じになるまで走行負荷
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を印加する．ドラム型走行耐久試験装置の印加走行負荷と消費電流値は比例関係を示すた

め，図 4.3.2-16 のように予備電流値から印加走行負荷が決定される． 

予備電流値から導出した走行負荷％を印加した状態で，バッテリー切れが発生するまで長

時間走行試験を行う．長時間走行試験中は，電流値を計測し電流値の変動を評価する．（図

4.3.2-17） 

 

 
図 4.3.2-16 予備電流計測による印加走行負荷の決定例 

 

 
図 4.3.2-17 長時間走行試験の結果例 

 

（２）ベルト式走行耐久性試験装置（装着型生活支援ロボット耐久性試験） 

a)想定使用条件を再現して移動動作をするように，ロボットと人体ダミーを結合して，

支持装置でホールドして試験路面に載せる． 

b)ロボットを試験路面の上で，製造者の定める速度で，製造者の定める時間または距離

に達するまで移動動作をさせる．駆動のための電源は外部電源を用いてもよい． 

c)破損や変形やガタつき，部品のゆるみや脱落の有無，およびロボットの機能の動作を

記録する． 

 

4.3.2.3.4 評価基準 

 （１）ドラム式走行耐久性試験装置 

評価基準としては，動力伝達系，駆動系の温度分布，破損の有無．ロボットの想定使用

環境における長時間連続走行が，故障等により設計仕様と異なってしまうことがないこと

を確認する．ドラム型走行耐久試験装置上の走行負荷は，予備電流値と同じになるまで走

行負荷を印加する． 

 （２） ベルト式走行耐久性試験装置（装着型生活支援ロボット耐久性試験） 

 a)破損や変形，ガタつき，部品のゆるみや脱落がないこと． 

 b)ロボットの機能に異常がないこと．  
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4.3.3 耐荷重試験 ［JARI］ 

4.3.3.1 目的 

 この試験はロボットの搭乗者や積み荷を想定した試験荷重を負荷した後に，外観および

機能の変化を記録する．この試験はロボットが搭乗者や積み荷を乗せる能力を持っていて，

荷重によるロボットの破損や機能の変化が人に危害を与えると予想される場合に適用でき

る． 

 

4.3.3.2 研究開発の経緯 

4.3.3.2.1 参考にした規格 

 JIS T9201:2006 手動車いす，JIS T9203:2010 電動車いす，JIS T9208:2009 ハンドル型

電動車いす，ISO 7176-8:1998 Wheelchairs-Part 8． 

 

4.3.3.2.2 試験方法の開発 

(1) 試験装置の仕様の決定と導入 

 車いすに比べて，生活支援ロボットの使用目的，形状は多様であるため，試験時に荷重

を負荷すべき箇所や荷重の値も多様である．そこで，本プロジェクトに参加するロボット

開発者ならびにロボットビジネス協議会会員のロボットメーカに対して，自社で開発する

可能性のある生活支援ロボットの仕様について調査した．その結果から，試験装置の 大

ストロークおよび 大荷重を決定した．決定した仕様に基づいて，試験装置を導入した． 

(2) 試験の試行による検討 

 本プロジェクトに参加するロボット開発者の試作ロボットの試験を試行し，以下の結果

を得た． 

a) 立位で搭乗するタイプ等，車いすとは異なる箇所への荷重の負荷が必要な場合でも，導

入した装置で試験可能である．ただし，倒立 2輪型ロボットを試験中に倒立させておくジ

グなど，各々のロボットに適合した試験ジグの制作が必要な場合がある． 

b) 車いすの試験規格には試験荷重が定められているが，生活支援ロボットの場合には，使

用時に負荷される荷重は多様であるため，試験荷重は，ロボットの設計仕様から個々に決

定する必要がある． 

 

4.3.3.3 成果 

 上記の検討の結果，装置を完成して，以下の試験法を確立した． 

 

4.3.3.3.1 試験装置 

 導入した試験装置は，定盤に置かれたロボットの各部に，荷重子を押し付けることで，

耐荷重性を試験する．荷重子は，インバータモータにより駆動され，荷重は荷重子に接続

されたロードセルで測定する．本装置は，車いす用の装置と同様の機構を有するが，多様

なロボットの試験を可能にするために，荷重子および定盤の可動範囲を大きく設計した． 
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図 4.3.3-1 耐荷重試験装置 

 

表 4.3.3-1 耐荷重試験装置の仕様 

 
 

4.3.3.3.2 試験条件 

 リスクアセスメントにおいて も高いリスクが想定される条件で試験を行うため，負荷

条件を仕様上の 大荷重（搭乗者の体重および積載物の質量から決定する）とする． 

 

4.3.3.3.3 試験方法 

1) ロボットを水平面上に通常の使用状態と同様にして設置する． 

2) 搭乗者または積み荷の重さを受ける部位に，仕様上の 大荷重を鉛直下方向に 10 分間

連続して負荷する． 

注: 荷重によりロボットの姿勢が変化する設計である場合には，荷重に降伏した姿勢で試

験する． 

3) 荷重を除いた後にロボットを観察して，破損，変形，ガタつき，部品のゆるみや脱落の

有無を記録する． 

4) ロボットの機能の動作を観測し，荷重を付加する前からの変化を記録する． 

 

4.3.3.3.4 評価基準 

 観察の結果，安全に関わる部位が破損していないこと． 

 

  

試験装置寸法 幅約 4200 mm， 奥行約 2100 mm，高さ約 3830 mm

負荷方式 インバータモータによるパワージャッキ方式（2軸独立）

負荷荷重 大 10 kN（1軸につき）

負荷速度 0～60 mm/min

荷重子可動範囲 上下 2500 mm，左右 ±600 mm，回転 ±45°

定盤可動範囲 前後 ±１０00 mm，上下軸まわり回転角 ±180°
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4.3.4 耐衝撃試験 ［JARI］ 

4.3.4.1 目的 

 この試験は，ロボットが衝突の衝撃にさらされた後に，外観および機能の変化を記録す

る．この試験は，衝突によるロボットの破損や機能の変化が，搭乗者や周囲の歩行者に危

害を及ぼすと予想される場合に適用できる． 

 

4.3.4.2 研究開発の経緯 

4.3.4.3 参考にした規格 

 JIS T9201:2006 手動車いす，JIS T9203:2010 電動車いす，JIS T9208:2009 ハンドル型

電動車いす，ISO 7176-8:1998 Wheelchairs-Part 8． 

 

4.3.4.4 試験方法の開発 

(1) 試験装置の仕様の決定と導入 

 始めに，車いすの規格を参考に，図 4.3.4-1 の装置を導入した．この装置は，振子構造

で支えられた球状の衝撃子を車いすの所定の部位に衝突させることで，耐衝撃性を評価す

る．衝撃の強さは，振子の振り上げ角度で設定される．車いすの規格では，振り上げ角度

を規定している． 

 
図 4.3.4-1 衝撃耐久試験装置 

 

表 4.3.4-1 衝撃耐久試験装置の仕様 

 
 

(2) 試験の試行による検討 

 本プロジェクトに参加するロボット開発者の試作ロボットの試験を試行し，以下の結果

を得た． 

 車いす試験規格では，試験条件即ち衝撃の入力方向，入力位置，衝撃の大きさ（振り子

の角度）が指定されている．車いすの場合には，その形状と使用方法がある程度限定され

ているため，外部からの衝撃の入力方向，入力位置，衝撃の大きさが，過去の不具合情報

から推定され，その結果から，規格の試験条件を設定したものと考えられる．しかし，生

試験装置寸法 幅約 4200 mm， 奥行約 2100 mm，高さ約 4600 mm

加速方式 振子による自由落下（空圧チャックによる切り離し）

振り上げ角度 0～90°

衝撃子 球状錘，質量：25±0.5 kg，芯金：鉄，表皮：ポリウレタン

衝撃子可動範囲 上下 1300 mm，左右 ±500 mm

定盤可動範囲 前後 ±１０00 mm，上下軸まわり回転角 ±180°
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活支援ロボットの場合には，その形状と使用方法は千差万別であり，試験条件を画一的に

決定することができない． 

 そこで，本研究では，実際の使用においてロボットに衝撃が加わる状況を再現する方法

を採ることとした．使用者または第三者が故意にロボットに衝撃を加えない限り，ロボッ

トに加わる も大きな衝撃は，ロボットが障害物と衝突した際に発生すると考えられるた

め，衝突試験と同様の方法で衝撃を再現することで試験を実施することとした． 

 

4.3.4.5 成果 

 上記の検討の結果，以下の試験法を確立した． 

4.3.4.5.1 試験装置 

 衝突耐久試験装置を用いる． 

4.3.4.2.5 試験条件 

リスクアセスメントにおいて も高いリスクが想定される条件で試験を行う． 

・衝突速度：リスクアセスメントで想定される 高速度で試験を実施する． 

・積載条件：搭乗者の体重および積載物の質量は，ロボットの仕様における 大値を用い

る． 

・衝突形態：・リスクアセスメントで指定がない限り，衝突試験装置の衝突用バリアにロ

ボットを衝突させる． 

 

4.3.4.5.3 試験方法 

a) ロボットは通電された状態で試験を行う．ただし，通電した状態で試験を行うことが困

難な場合は，電源を遮断した状態で試験を行ってもよい． 

b) ロボットの積載状態は， 大積載状態とする．搭乗型ロボットの場合は，製造者が定め

る搭乗方法に基づいて，人体ダミーを搭載する．荷物を搭載するロボットの場合は，製造

者が定める方法で積載する． 

c) 助走路を用いて所定の速度まで加速し，歩行者を模擬した人体ダミーに衝突させる．ロ

ボットの走行方向は，原則として前進方向とする．ただし，前進方向以外にも走行可能な

ロボットについては，ロボットの構造や形状，走行速度，および搭乗者の搭乗状態を考慮

して，前進方向と同等以上のリスクがあると考えられる衝突方向がある場合，その方向に

ついても試験を行う．  

d) 衝撃を負荷した後のロボットを観察して，破損，変形，ガタつき，部品のゆるみや脱落

の有無を記録する．  

e) ロボットの機能の動作を観測し，衝突する前からの変化を記録する． 

 

4.3.4.5.4 評価基準 

 観察の結果，安全に関わる部位が破損していないこと． 
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4.4 ロボットの安定性に関する検証試験 

4.4.1 静的安定性試験 ［産総研］ 

4.4.1.1 目的 

 この試験は，ロボットの移動・使用中，もしくは外部からの力などにより静的安定性が

失われることで，搭乗者や周囲の歩行者等に危害を及ぼすと予想される場合に適用される．

ロボットを傾斜台上に載せて傾斜台を傾けることで，転倒，積載物の落下がないことを観

測する． 

 

4.4.1.2 研究開発の経緯 

 主に人間共存環境における生活支援用途で使用される移動ロボットや搭乗型ロボットに

近い移動体である電動車いすの JIS 規格（JIS T 9203 電動車いす）の静的安定性試験を参

考に，試験装置開発，試験方法開発を実施した．上記規格で定義されている静的安定性試

験が実施可能な仕様の試験装置を開発し，開発した試験装置を用いて既存の電動車いすや

研究開発実施者から持ち込まれたロボットを用いて試験を実施した．その過程において，

ロボットの移動機構に応じた固定方向や滑り止め方法など，試験手順に関する検討を行い，

手順書としてまとめた． 

 

4.4.1.3 参考にした規格 

 JIS T 9203 電動車いす 

 

4.4.1.4 試験方法の開発 

(1) 試験装置の仕様の決定と導入 

 電動車いすの JIS 規格を参考に，図 4.1.1-1 の装置を導入した．この装置は，オペレー

タの操作により傾斜角度を変えられる傾斜台である．試験装置の仕様としては，上記 JIS

規格における規定値は，標準形電動車いすの場合，上向き，下向きが 20°，側方が 15°，

簡易形電動車いすの場合，上向き，下向き，側方とも 10°の傾斜角度となっており，それ

らを満たす必要がある．さらに，上記 JIS 規格では，調整可能で も不安定な位置に設定

して 大傾斜角度を求めて開示することとなっており，上記規定値以上の傾斜角度が必要

となる．以上の検討結果により， 大傾斜角度を 30°の仕様の電動傾斜台を開発した．仕

様を表 4.4.1-1 に示す． 

 

 

 
図 4.1.1-1 静的安定性試験装置 
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表 4.4.1-1 静的安定性試験装置の仕様 

試験装置寸法 幅 2,670mm×奥行 3,410mm×高さ 1,874mm 

大積載重量 250kg 

大傾斜角度 30deg 

傾斜分解能 0.1deg 

傾斜駆動方式 電動式 

 

(2) 試験の試行による検討 

 既存の電動車いすや研究開発実施者から持ち込まれたロボットの試験を試行し，以下の

結果を得た．電動車いすの JIS 規格では，設置する方向が上向き，下向き，側方と指示さ

れている．電動車いすの場合には，車輪の配置がある程度限定されているため，この４方

向で良い．しかし，生活支援ロボットの場合には，例えば車輪の配置が複雑であり，上記

の４方向以外の方向が転倒危険性が一番高い方向であるケースが考えられる．そのため，

設置方向を画一的に決定することができない． 

 そこで，本研究では，ロボットの移動機構によっては上記４方向以外の設置条件におい

て傾斜台を傾斜させることとし，転倒危険性が高い方向に漏れがないようにロボット設置

することとした． 

 

4.4.1.5 成果 

4.4.1.5.1 試験装置 

 静的安定性試験装置を用いる． 

 

4. 4.1.5.2 試験条件 

 ロボットの想定使用環境において， も高い転倒リスクが想定される条件で試験を行う． 

・傾斜角度：ロボットの想定使用環境における 大傾斜角度を考慮した設定角度で試験を

実施する． 

・積載・搭乗条件：搭乗者の体重および積載物の質量は，ロボットの仕様における 大値

を用いる． 

 

4. 4.1.5.3 試験方法 

a) 傾斜台上にロボットを設置し，滑り止めやロープ等により転倒時の安全方策を施す． 

b) ロボットの積載条件は 大積載状態とし，ロボットの荷物積載部に荷物を積載する場合

は，ロボットの製造者が指定する方法で積載する．搭乗型ロボットの場合，搭乗者はロボ

ットの製造者が指定する方法で搭乗し，搭乗者は製造者が指定する 大重量とする．座乗

型の場合は，ISO 7176-11 で規定するようなダミーを使用してもよい． 

c) 傾斜台を設定した 大角度まで傾斜させ，接地部分が傾斜台から離れることがないこ

と，ロボットの積載物の転落がないことを確認する．傾斜台から接地部分が離れた場合は，

その角度を記録する． 

d) 前後左右など，ロボットの移動機構等を考慮して設置方向を変え，a),c)の手順を繰り

返す． 

 

4. 4.1.5.4 評価基準 

 試験の結果，設定した 大角度において，接地部分が傾斜台から離れることがないこと

を確認． 

なお，想定環境における 大角度で設定すると，例えば外力や加速・制動時の慣性力など

による転倒を考慮すると不十分である．走行環境を例えば施設内，屋外などに分類し，基

準値を決めることが必要と思われる． 
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4.4.2 動的安定性試験 ［JARI］ 

4.4.2.1 目的 

 この試験は，生活支援ロボットの走行中の不安定性を評価することを目的としている．

ロボットが想定される走行環境を模擬した試験路を走行したときに，転倒，走路逸脱，積

載物の落下の有無を観測する．この試験はロボットがタイヤを用いて走行する機能を有し

て，転倒，走路逸脱，積載物の落下が，搭乗者や周囲の人に危害を与えると予想される場

合に適用できる．その他の走行機構を有するロボットについては，リスクアセスメントの

結果により，想定される も厳しい条件で試験を行う． 

 

4.4.2.2 研究開発の経緯 

4.4.2.2.1 参考にした規格 

 JIS T9201:2006 手動車いす，JIS T9203:2010 電動車いす，JIS T9208:2009 ハンドル型

電動車いす，ISO 7176-2:2001 Wheelchairs-Part 2，ISO 7176-13: 1989 Wheelchairs-Part 

13． 

 

4.4.2.2.2 試験方法の開発 

(1) 試験装置の仕様の決定と導入 

 車いすに比べて，生活支援ロボットの使用目的，形状は多様であるため，走行すべき環

境や試験に必要な走路の寸法も多様である．そこで，本プロジェクトに参加するロボット

開発者ならびにロボットビジネス協議会会員のロボットメーカに対して，自社で開発する

可能性のある生活支援ロボットの仕様について調査した．その結果から，試験装置の走行

可能寸法， 大傾斜角，路面材料，耐荷重を決定した．決定した仕様に基づいて，試験装

置を導入した． 

(2) 試験の試行による検討 

 本プロジェクトに参加するロボット開発者の試作ロボットの試験を試行し，以下の結果

を得た． 

a)人を乗せない移動作業型，立位で搭乗する搭乗型，また，自律走行するロボット等，車

いすとは異なるタイプの生活支援ロボットも，導入した装置で試験可能である． 

b) 走行装置に速度制御やトルク制御を用いる生活支援ロボットにおいては，走路の摩擦係

数が低い場合に制御が不安定となる場合がある．このようなリスクについては，車いすの

試験法にはない，低摩擦係数の走路での試験を検討する必要がある． 

c) 姿勢制御を用いる生活支援ロボットにおいては，傾斜路で自転した際に制御が不安定と

なる場合がある．このようなリスクについては，車いすの試験法における旋回試験を，自

転でも実施する必要がある． 

d) 車いすの試験規格には走行すべき路面条件が定められているが，生活支援ロボットの場

合には，想定される使用環境は多様であるため，走行条件は，ロボットの設計仕様から個々

に決定する必要がある．また，その参考となる共通基準を提供する必要がある． 

 

4.4.2.2.3 フィールド調査による試験条件の検討 

 ロボットの走行安定性を試験で検証するにあたって，傾斜角度，段差高さ，溝幅などと

いった，走行環境に関する試験条件の設定方法を検討する必要がある．現時点では，個々

のロボットの開発者がリスクアセスメントで想定した範囲内で， も厳しい条件を用いる

という考え方で試験を実施するが，今後，モビリティロボットが幅広いユーザに様々な用

途や場所で利用されていくことを想定すると，ロボットが具備すべき走行安定性の環境条

件として，何らかの共通基準があることが望ましい．そこで，ロボットが実際に走行する

環境を調査し，その結果と，類似機器の試験法や道路および建築物の施工基準を比較検討

しながら，試験条件を導出することを検討している．以下に，ロボット実走行環境を調査

した事例を示す．詳細は，付属書 C.4 に掲載する． 
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(1) 対象とする走行場面 

 ロボットが走行すると考えられる様々な環境の中でも，傾斜や段差といった路面形状の

変化が比較的大きく，転倒した際に人へのリスクが大きい場面として，車いす型や倒立二

輪型のようなモビリティロボットが道路脇の歩道を走行する状況を選択した． 

(2) 調査地域 

 調査地域は茨城県つくば市，土浦市および我孫子市の市街地であり，いずれも交通バリ

アフリー法が施行される以前に道路や歩道が整備された地域である． 

 調査地点は，ユーザがロボットを利用して移動する機会が多くなると考えられる，公共

施設や店舗の周辺，および集落間の移動経路の中から，以下に述べる横断勾配および段差

が発生するマウンドアップ方式の歩道を抽出した． 

(3) 調査した路面形状 

 ロボットが歩道を走行する際に転倒の要因となりやすい路面形状として，車両が車道か

ら駐車場に乗り入れるために設けられた歩道の切り下げ部（図 4.4.2.4-1）を，ロボットが

通過する際の横断勾配に着目した． 

 

 
図 4.4.2.4-1 歩道切り下げ部の横断勾配 

 
(5) 調査結果 

 今回調査した地点の歩道切り下げ部の 大横断勾配の分布を図 4.4.2.4-3 に示す．ここ

で 大横断勾配とは，図 4.4.2.4-1 に示すθ2に相当する．交通バリアフリー法では，切り

下げ部の擦り付け角度を原則として 15%（約 8.5 度）以下と定めているが，今回の調査地点

は同法施行以前に施工されているため，10 度を上回る角度まで分布が見られる．一方，本

研究で走行安定性試験方法を開発する際に参考とした電動車いすの試験法では，試験項目

によって異なる傾斜角度条件が定められており， も角度が大きい条件では，10 度の斜面

で安定性を確認する．今回の調査結果では，10 度以下の勾配が全体の約 85%を占めている． 

 したがって，今回の調査結果からは，屋外型モビリティロボットの横断勾配上での安定

性について，10 度程度の角度を要件とすることが妥当と考えられる． 
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図 4.4.2.4-3 歩道切り下げ部の 大横断勾配の分布 

 

4.4.2.5 成果 

 以上の検討の結果，試験装置と試験方法を確立した． 

 

4.4.2.5.1 試験装置 

 動的安定性試験用の設備として，平坦路走行試験設備と傾斜路走行試験設備を導入した．

平坦路走行試験設備は，20 m の長さを有する直線走路であり， 高速度および制動距離の

測定に用いる．傾斜路走行試験設備は，傾斜角度を 大 10°まで調整可能な走路であり，

降坂時，登坂時および傾斜路横断時の動的安定性の評価に用いる．いずれの設備も，車い

すの試験設備を参考に仕様を決定したが，ロボットの多様な使用条件を満たすために，路

面の材料を交換できるよう，路面セグメントを用意した． 

 

 
(a) 平坦路走行試験設備       (b) 傾斜路走行試験設備 

 

 
(c) 路面セグメント 

図 4.4.2.5-1 動的安定性試験用試験設備  
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表 4.4.2.5-1 動的安定性試験用試験設備の仕様 

平坦路走

行試験設

備 

面積：160m2 
直線部 大長さ：20m 

路面：プラスチックタイル，フロー

リング，カーペット 
付加機能：プラスチックタイル湿潤

路面機能 

傾斜路走

行試験設

備 

面積：94m2 
大傾斜角度：10 度 
大荷重：250kg 

路面：プラスチックタイル，フロー

リング，カーペット，セイフティウ

ォーク 

 

 

 

4.4.2.5.2 試験条件 

・走行路の傾斜：ロボットの使用環境における 大値を用いる． 

・路面の段差および溝は：ロボットの仕様における想定環境の 大値を用いる．段差につ

いて仕様に規定がない場合，屋外を走行するロボットについては高さ 50mm とすることがで

きる． 

・走行路の摩擦係数：ISO 7176-13 による（0.75 から 1.0 の範囲に設定する）．ISO 7176-13

の規定よりも低い摩擦係数の路面を想定した試験を行う場合は，ISO 7176-13 に規定された

方法で摩擦係数を測定する． 

・積載条件：搭乗者の体重および積載物の質量は，ロボットの仕様における 大値を用い

る． 

・走行速度：走行速度は，ロボットの仕様における 高値を用いる． 

 

4.4.2.5.3 試験方法 

4.4.2.5.3.1 平坦路および降坂路 高速度試験 

a) 図 4.4.2.5-2 のように，ロボットを走行路の中心線に沿って走行させ，助走区間で 高

速度まで加速する． 

b) 高速度を維持した状態で測定区間を通過し，停止する．測定区間の長さは，通過時間

が 1s 以上になるように設定する． 

c) 測定区間の通過時間を測定する． 

d) 3 回測定して，平均通過時間（T）を求める． 

e) 高速度（V）は，次の式によって算出する． 

   
T

L
V   

ここに， V は 高速度（m/s），L は測定区間の長さ（m），T は平均通過時間（s） 
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図 4.4.2.5-2 高速度試験 

 

 

 

4.4.2.5.3.2 平坦路および降坂路制動試験 

a) 図 4.4.2.5-3 のように，ロボットを傾斜路上のスタート位置に設置する． 

b) ロボットを，降坂方向に向かって 大加速で発進させる． 

c) 走行路の中心線に沿って走行させ，助走区間で 高速度まで加速する． 

d) 高速度を維持したまま，制動開始位置から 大制動力で制動し，停止する．このとき，

ロボットの制動方法が複数ある場合は，それぞれの制動方法について試験を行う． 
NOTE: 例えば，通常の制動，障害物検知などのセンサ入力による制動，緊急停止による制動などが考えら

れる． 

e) ロボットの仕様上の停止距離に対して，ロボットの一部の逸脱の有無を記録する． 

f) 制動開始から停止までについて，仕様上の許容走路幅に対するロボットの一部の逸脱の

有無を記録する． 

g) 発進から停止までにおけるロボットの転倒，および搭乗者や積載物の落下の有無を記録

する． 

 
図 4.4.2.5-3 平坦路および降坂路加速制動試験  
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4.4.2.5.3.3 登坂路加速制動試験 

a) 図 4.4.2.5-4 のように，ロボットを傾斜路上のスタート位置に設置する． 

b) ロボットを，登坂方向に向かって 大加速で発進させる． 

c) 走行路の中心線に沿って走行させ，助走区間で 高速度まで加速する． 

d) 高速度を維持したまま，制動開始位置から 大制動力で制動し，停止する．このとき，

ロボットの制動方法が複数ある場合は，それぞれの制動方法について試験を行う． 
 注： 例えば，通常の制動，障害物検知などのセンサ入力による制動，緊急停止による制動などが考えら

れる． 

e) 発進から停止までの間について，仕様上の許容走路幅に対するロボットの一部の逸脱の

有無を記録する． 

f) 発進から停止までにおけるロボットの転倒，および搭乗者や積載物の落下の有無を記録

する． 

 

 

 
図 4.4.2.5-4 登坂路加速制動試験 

 

 

 

4.4.2.5.3.4 降坂路急旋回試験 

 この試験は，走行しながら方向転換する機能を有するロボットに適用する． 

1) 図 4.4.2.5-5 のように，ロボットを傾斜路上で降坂方向に走行させ，助走区間で 高速

度まで加速する． 

2) 高速度を維持したまま，旋回開始位置を通過したら直ちに急旋回をし，半円程度旋回

したら停止する． 

3) 旋回中におけるロボットの転倒，および搭乗者や積載物の落下の有無を記録する． 

4) 左右それぞれの旋回方向について試験を行う． 
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図 4.4.2.5-5 降坂路急旋回試験 

 

4.4.2.5.3.5 傾斜路横断試験 

1) 図 4.4.2.5-6 のように，傾斜路上でロボットを走行路の中心線に沿って走行させ，助走

区間で 高速度まで加速する． 

2) 高速度を維持したまま，長さ 5m の観察区間を通過し，停止する． 

3) 観察区間において，仕様上の許容走路幅に対するロボットの一部の逸脱の有無を記録す

る． 

4) 発進から停止までにおけるロボットの転倒，および搭乗者や積載物の落下の有無を記録

する． 

6) 同一の走路を用いて反対方向についても試験を行う． 

 
図 4.4.2.5-6 傾斜横断試験 

 

 

4.4.2.5.3.6 段差および溝走行時の安定性試験 

 この試験は，ロボットの使用環境に段差および溝が想定される場合に行うことができる． 

段差の高さは，上り，降りのそれぞれについて，ロボットの仕様で走行可能な 大高さと

する．仕様に規定がない場合，屋外を走行するロボットについては高さ 50mm とすることが

できる． 
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 溝の幅と深さは，ロボットの仕様で走行可能な 大幅および 大深さとする． 

4.4.2.5.3.7 段差上り試験 

1) 図 4.4.2.5-7 (a)のように，ロボットを前輪が段差に接した状態で設置する．このとき，

ロボットの進行方向と段差の角度は，ロボットの仕様で走行可能な角度のうち，安定性に

も影響の大きい角度とする．ロボットの仕様に段差との角度が規定されていない場合は，

90°±5°とすることができる．ロボットの車輪は進行方向に向いていること． 

2) ロボットを 大出力で発進させて段差を上り，停止する． 

3) 段差を通過するときの，ロボットの転倒，および搭乗者や積載物の落下の有無を記録す

る． 

4) 図 4.4.2.5-7 (b)のように，ロボットをスタート位置から走行させ，助走区間で 高速

度まで加速する． 

5) 高速度を維持したまま段差を上り，停止する．このとき，段差への進入角度は，ロボ

ットの仕様で走行可能な進入角度のうち，安定性に も影響の大きい角度とする．ロボッ

トの仕様に進入角度が規定されていない場合は，90°±5°，および 10°±5°とすること

ができる． 

6) 段差を通過するときの，ロボットの転倒，および搭乗者や積載物の落下の有無を記録す

る． 

   
 

      (a) 停止状態から上る場合               (b) 高速度で上る場合 

図 4.4.2.5-7 段差上り試験 

 

 

4.4.2.5.3.8 段差降り試験 

1) 図 4.4.2.5-8 (a)のように，ロボットの前輪が段差の端部にある状態で設置する．この

とき，ロボットの進行方向と段差の角度は，ロボットの仕様で走行可能な角度のうち，安

定性に も影響の大きい角度とする．ロボットの仕様に段差との角度が規定されていない

場合は，90°±5°とすることができる．ロボットの車輪は進行方向に向いていること． 

2) ロボットを微小な速度で走行させて段差を降り，停止する． 

3) 段差を通過するときの，ロボットの転倒，および搭乗者や積載物の落下の有無を記録す

る． 

4) 図 4.4.2.5-8 (b)のように，ロボットをスタート位置から走行させ，助走区間で 高速

度まで加速する． 

5) 高速度を維持したまま段差を降り，停止する．このとき，段差への進入角度は，ロボ

ットの仕様で走行可能な進入角度のうち，安定性に も影響の大きい角度とする．ロボッ

トの仕様に進入角度が規定されていない場合は，90°±5°，および 10°±5°とすること

ができる． 

6) 段差を通過するときの，ロボットの転倒，および搭乗者や積載物の落下の有無を記録す

る． 
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      (a) 停止状態から降りる場合       (b) 高速度で降りる場合 

図 4.4.2.5-8 段差降り試験の試験方法 

 

4.4.2.5.3.9 溝踏破試験 

1) 図 4.4.2.5-9 (a)のように，ロボットを溝の近傍に設置する．このとき，ロボットの進

行方向と溝の角度は，ロボットの仕様で走行可能な角度のうち，安定性に も影響の大き

い角度とする．ロボットの仕様に溝との角度が規定されていない場合は，90°±5°とする

ことができる．ロボットの車輪は進行方向に向いていること． 

2) ロボットを微小な速度で走行させて溝を踏破し，停止する． 

3) 段差を踏破するときの，ロボットの転倒，および搭乗者や積載物の落下の有無を記録す

る． 

4) 図 4.4.2.5-9 (b)のように，ロボットをスタート位置から走行させ，助走区間で 高速

度まで加速する． 

5) 高速度を維持したまま溝を踏破し，停止する．このとき，溝への進入角度は，ロボッ

トの仕様で走行可能な進入角度のうち，安定性に も影響の大きい角度とする．ロボット

の仕様に進入角度が規定されていない場合は，90°±5°，および 10°±5°とすることが

できる． 

6) 段差を踏破するときの，ロボットの転倒，および搭乗者や積載物の落下の有無を記録す

る． 

  
 

     (a) 停止状態から踏破する場合         (b) 高速度で踏破する場合 

図 4.4.2.5-9 溝踏破試験の試験方法 

 

4.4.2.5.4 評価基準 

 試験の結果以下のことを満足することを評価基準とする． 

・平坦路および降坂路 高速度試験で測定された 高速度が，設計仕様における 高速度

を超えないこと． 
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・ロボットが転倒しないこと． 

・ロボットの安全に関わる部品，搭乗者および積載物が落下しないこと． 
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4.5 安全関連機能の検証試験 

4.5.1 安全関連光学センサの機能試験 ［産総研］ 

4.5.1.1 目的 

 この試験は，ロボットまたはその周囲環境に様々な外乱光を照射し，ロボットの環境認

識性能を評価するものである．この試験は，光学的原理に基づく安全関連センサを備えた

ロボットが，直射日光を含む様々な外乱光に曝されることによって安全関連センサによる

環境認識性能（特に人検知性能）が低下し，搭乗者や周囲の歩行者に危害を及ぼすと予想

される場合に適用できる． 

 

4.5.1.2 研究開発の経緯 

4.5.1.2.1 参考にした規格 

IEC 61496-1 

IEC 61496-3 

IEC/TR 61496-4 

IEC/TS 61496-4-2（2014 年公開予定） 

IEC/TS 61496-4-3（2014 年公開予定） 

 

4.5.1.2.2 研究開発の流れ 

 研究開発の流れを付属書 C.5 に掲載する． 

  

4.5.1.3 成果 

4.5.1.3.1 試験装置 

・ 環境認識性能試験装置の外乱光源（人工太陽灯，白熱電球，蛍光灯，ストロボ光）を

用いる． 

・ 照度計，データロガは校正有効期限内であること． 

 

4.5.1.3.2 試験条件 

・ リスクアセスメントにおいて も高いリスクが想定される外乱光条件で試験を行う． 

・ センサコンポーネントは，ロボットから取り外した状態でも，ロボットに装着した状

態でもよい． 

・ 開発試験においては，メーカとの打合せ結果（試験項目・試験条件の表）に記載され

た条件による． 

 

4.5.1.3.3 試験準備 

(1) センサコンポーネントの検出区域を，IEC 61496-3 または IEC/TS 61496-4-2, IEC/TS 

61496-4-3 に準拠あるいは参照して設定する． 

(2) 検出区域の境界と交差するように自動 Xステージなどの移動プラットフォームを設置

し，試験片を設置する． 

(3) 試験の模様を動画として記録するようビデオカメラを準備する． 

(4) センサコンポーネントの出力（ON 状態・OFF 状態），照度計の出力，（可能な場合は）

移動プラットフォームの位置出力，ビデオカメラの動画出力及びをデータロガ入力に

接続する． 

 

4.5.1.3.4 試験の実施 

 IEC 61496-3 または IEC/TS 61496-4-2, IEC/TS 61496-4-3 に準拠あるいは参照した光干

渉試験を実施する． 
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 以下，外乱光源としては人工太陽灯・白熱電球・蛍光灯・ストロボ光を，試験片と背景

としては IEC 61496-3 または IEC/TS 61496-4-2, IEC/TS 61496-4-3 に準拠あるいは参照し

た試験片を使用して同様に実施する． 

 試験手順は，目的に応じて IEC 61496-3 または IEC/TS 61496-4-2, IEC/TS 61496-4-3 に

準拠して実施すること．以下に基本となる手順例を示す． 

(1) センサコンポーネント（以下センサ）と照度計を三脚に設置し，背景板，自動 Xステ

ージ等の試験片移動プラットフォームとの位置を調整する 

(2) 外乱光源を三脚に設置し，高さと調節する 

(3) 外乱光源をセンサから上記規格に準拠もしくは同規格を参照した位置に設置 

(4) 外乱光源がセンサの視野内にあることを確認 

(5) データロガを起動し，データ（センサ出力，照度，，ビデオ動画）の記録開始 

(6) 外乱光源を点灯 

(7) センサを起動し，侵入物が存在しない状態で正常動作（オン状態）であることを確認 

(8) 外乱光源を点灯 

(9) センサが正常動作（オン状態）であることを確認 

(10)移動プラットフォームにより試験片を検出区域内に侵入させ，センサの正常動作（オ

フ状態）を確認 

(11)移動プラットフォームにより試験片を検出区域内で IEC 61496-3 に準拠した速度で移

動させ，センサの正常動作（オフ状態）を確認 

(12)移動プラットフォームにより試験片を検出区域外に退去させ，センサの正常動作（オ

ン状態）を確認 

(13)外乱光源を消灯し，センサの正常動作（オン状態）を確認 

(14)データロガを停止し，データの記録終了 

 なお，環境によっては暗所から明所への移動（またはその逆）時の明順応（暗順応）が

も過酷な光干渉条件となることがある．そのような場合には，上記試験手順において，

外乱光源の灯体前方に遮光板を挿入するなどして，条件を再現することが可能である． 

 以上述べた試験のセットアップ例を図 4.5.1.9 に示す． 

 

 
図 4.5.1.9 試験のセットアップ例 

左：センサへの直接光，右：オブジェクトおよび背景への照射光 

 

 

4.5.1.3.5 評価基準 

 試験の実施手順中の確認項目 4)7)9)10)11)12)13) すべてが確認されること． 
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4.5.2 障害物検知対応性能試験 ［産総研］ 

（軌道追従安定性能の確認を含む） 

4.5.2.1 目的 

 本試験では，走行型および搭乗型の生活支援ロボットが，想定される使用環境下で走行

する際に，人や設備を含めた周辺の障害物（静止障害物，移動障害物）を検知し，それら

に対応（減速，停止）する能力を検証する．また，試験対象ロボットと障害物との相対距

離，相対速度，速度軌跡から，安全距離の維持，姿勢の安定性等の評価を行う．なお，本

プロジェクトの当初計画では，軌道追従安定性試験法の開発を含んでいたが，直接安全性

に関わらないことから独立した試験を行わず，本試験（障害物検知対応性能試験）で軌道

追従安定性能の確認を行うこととした． 

 

4.5.2.2 研究開発の経緯 

 本試験に対して，参考にした規格は，ISO13482:2014 "Robots and robotic devices － 

Safety requirements for personal care robots"であり，関連規格は，JISD6805，JIVASA05，

JISB9707，JISB9708，JISZ9711 である． 

 研究開発の流れとしては，まず，対象となるロボットにおいて，想定される障害物や環

境構造などを抽出し，それらに対するロボットの挙動を詳細に計測することで，適正な対

応をとっているかの判断を行うものとした．そのため，想定する障害物や移動障害物の挙

動の再現などを行う装置を開発し，さらに，移動軌跡や速度の解析による安全性の検証を

行うものとした．また，実際に本プロジェクトに参加するロボット開発者からロボットの

提供を受け，模擬的に試験を行い，試験方法の実検証を行った．これらに基づき，試験装

置の改良や試験方法の見直しなどを行い， 終的に評価基準を策定した． 

 

4.5.2.3 成果 

①試験装置 

 この試験で使用する装置は次の表 4.5.1 に示す通りである． 

 

表 4.5.2-１ 使用する試験装置の一覧 

            
図 4.5.2-1 障害物接近再現装置    図 4.5.2-2 三次元動作解析カメラ他，解析 PC

画面 

試験装置 

走行路 走行路面用のゴムシートおよび各種タイル 

障害物接近再現装置 障害物接近再現装置制御用 PC 

三次元動作解析用カメラ 三次元動作解析用ビデオカメラ 

三次元動作解析用 PC 三次元動作解析用マーカー 

自動追尾動作解析用ビデオカメラ 自動追尾動作解析用 PC 

搭乗者防具および機械転倒防止用吊具 防護用クッション 

各種障害物（壁，円筒，人体ダミー） ジブクレーン 

ロボット走行状態模擬装置 ロボット走行状態模擬装置制御用 PC 



 

Ⅲ-1-220 

 

 
図 4.5.2-3 各種障害物（壁，円筒，人体ダミー）の例 

 

 
図 4.5.2-4 ロボット走行状態模擬装置 

 

②試験条件 

 試験対象ロボットの想定される走行条件，環境条件を，メーカとの打合せによって抽出

し，試験条件を選定する．試験条件の選定にあたり，主要な試験条件を以下に示す．ただ

し，試験対象ロボットの開発過程における試験では，メーカとの協議により変更してもよ

い． 

ａ．試験対象ロボットの走行条件 

（１）走行速度 

   想定される使用条件での，試験対象ロボットの代表的な速度を使用する． 

（２）走行方向 

   前進，後退，横方向への移動のうち，走行可能な方向を対象とする． 

（３）加重 

   試験対象ロボットが搭乗型ロボットの場合，想定される使用条件での代表的な加重

をかけるもの 

   とする． 

ｂ．環境条件 

（１）走行路面の種類 

   フローリング，カーペット，セーフティーウォーク，およびコンクリートの中で，

想定される使 

   用環境に も近い路面を使用する．なお，想定される路面が複数ある場合には，

も制動距離が 
   延びる路面を使用する． 
（２）静止障害物 
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   壁（木，布，鏡面，透明，柵状），円筒（金属，樹脂），人体ダミーの中で，想定さ

れる使用環境 

   のもとで試験対象ロボットが遭遇する可能性があるものを検知対象の障害物とする． 

（３）移動障害物 

   障害物が移動することが想定される場合には，試験対象ロボットが遭遇する可能性

がある移動障 

   害物（円筒，人体ダミー）を検知対象の障害物に追加する． 

（４）凹凸段差 

   想定される使用環境に凹凸段差が存在する場合には，凹凸段差を検知対象の障害物

に追加する． 

ｃ．制限事項 

 ・試験対象ロボットの大きさは，2m の立方体（縦横高さ）以内であること． 

 ・試験対象ロボットの制動距離は，4m 以下であること． 

 ・相対距離，相対速度，速度軌跡の測定範囲が，試験検証機器の想定範囲内であること． 

 ・用意できる走行可能エリアの広さ，形は，使用する路面の種類により異なるため，路

面の種類を 

  選定する際に合わせて検討しておくこと． 

・走行状態模擬装置を使用する場合は，試験対象ロボットの大きさは 2m3の立方体（縦横高

さ）以内， 

  重量 250kg  以下であること． 

 

③試験方法 

ａ．試験項目の決定 

 障害物検知対応性能試験は次の３種類に分けられる． 

 ・静止障害物検知対応性能試験 

 ・移動障害物検知対応性能試験（障害物が移動することが想定される場合に実施） 

 ・凹凸段差検知対応性能試験（使用環境に凹凸段差があることが想定される場合に実施） 

 上記３種類の試験と試験対象ロボットの設計仕様，想定される使用環境等をもとに選定

した試験条件から，実施すべき試験項目を決定する．表 4.5.2 に基本的な試験項目を，図

4.5.5 に障害物との対峙方法を示す．なお，試験対象ロボットの開発過程における試験では，

メーカとの協議により，試験項目，対峙方法を変更してもよい． 
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表 4.5.2-2 基本的な試験項目 
試験の種類 検知対象障害物 （表中の大きさは目安） 対峙方法 

静止障害物 

検知対応 

性能試験 

壁面 

(90cm 四方) 

木 ・壁正面 

・壁斜め 45 度前方 黒フェルト布 

（反射率 10%以下） 

鏡 

（反射率 90%以上） 

透明ガラス 

（透光率 95%以上） 

柵 

（柵棒：直径 10mm，間隔 

100mm，縦目方向） 

円筒 

(長さ 90cm) 

PV13 (外径 20mm 水道管) ・円筒正面（円筒とロボット中央を結ぶ線上） 

・円筒正面（円筒とロボット右端を結ぶ線上） 

・円筒正面（円筒とロボット左端を結ぶ線上） 

直径 200mm (バケツ) 

直径 350mm （ごみ箱） 

人マネキン 成人 ・マネキン正面（マネキン中央とロボット中央を結ぶ線上） 

・マネキン正面（マネキン左端とロボット右端を結ぶ線上） 

・マネキン正面（マネキン右端とロボット左端を結ぶ線上） 

・マネキン斜め 45 度前方（マネキン中央とロボット中央を結ぶ線上）

・マネキン斜め 45 度前方（マネキン左端とロボット右端を結ぶ線上）

・マネキン斜め 45 度前方（マネキン右端とロボット左端を結ぶ線上）

・マネキン真横（マネキン中央とロボット中央を結ぶ線上） 

・マネキン真横（マネキン左端とロボット右端を結ぶ線上） 

・マネキン真横（マネキン右端とロボット左端を結ぶ線上） 

子供（7 歳） 

移動障害物 

検知対応 

性能試験 

円筒 

(長さ 90cm) 

PV13 (外径 20mm 水道管) ・直進するロボットに，障害物が正面から接近． 

・直進するロボットに，障害物が斜め 45 度前方から接近． 

・直進するロボットに，障害物が真横から接近． 

・直進する障害物に，ロボットが斜め 45 度後方から接近． 

・直進する障害物に，ロボットが真後ろから接近． 

・直進（急停止）する障害物に，ロボットが斜め 45 度後方から接近．

・直進（急停止）する障害物に，ロボットが真後ろから接近． 

直径 200mm (バケツ) 

直径 350mm （ごみ箱） 

人マネキン 成人 

子供（7 歳） 

凹凸段差 

検知対応 

性能試験 

凹段差 

(幅はロボット

全幅以上） 

ロボットが乗り越えることが

可能な深さよりもわずかに

深い段差 

・凹凸段差正面（凹凸段差中央とロボット中央を結ぶ線上） 

・凹凸段差正面（凹凸段差左端とロボット右端を結ぶ線上） 

・凹凸段差正面（凹凸段差右端とロボット左端を結ぶ線上） 

・凹凸段差左右斜め 45 度，左右斜め 10 度 

※凹凸の高さ（深さ）を満たしていれば，段差の作成方法は特に規

定しない． 

凸段差 

(幅はロボット

全幅以上） 

ロボットが乗り越えることが

可能な高さよりもわずかに

高い段差 

  



 

Ⅲ-1-223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.2-5 障害物との対峙方法 

  

障害物（正面） 

障害物（真横） 障害物（斜め 45 度）
障害物中央と 

ロボット中央 

を結ぶ線上 
ロボット 

ロボット 

ロボット 

障害物右端と 

ロボット左端 

を結ぶ線上 

障害物左端と 

ロボット右端 

を結ぶ線上 

障害物 

ロボット 

正面 

凹凸段差 

ロボット 

斜め 45 度

ロボット 

斜め 45 度 

ロボット 

斜め 10 度
ロボット 

斜め 10 度 
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ｂ．試験準備 

（１）試験エリアの清掃 

   ・試験エリア外周に置かれている物で，光を反射する物は覆い隠すか排除する． 

   ・試験エリアが室内の場合は掃除機を，室外の場合は箒等を使用し，試験エリア内

を掃除する． 

（２）計測装置の準備 

   計測装置の準備については以下を参照． 
     三次元動作解析を使用する場合： 

      「三次元動作解析装置 計測手順書 （モーションキャプチャー手順書）」 

        3 章 計測範囲・カメラ配置決め 

        4 章 カメラの設置と調整 

        5 章 各装置の立上げ，終了 

        6 章 キャリブレーション 

     自動追尾動作解析を使用する場合： 

      「ジブクレーン 取扱い手順書」（注）試験エリアが室外の場合 

      「自動追尾動作解析装置 計測手順書」 

（３）試験対象ロボットの準備 

   ・試験対象ロボットの電源を確認する．電源がバッテリーである場合には残量を確

認し，必要に 

    応じ充電しておく．予備バッテリーがある場合は，予備バッテリーにも充電して

おく． 

   ・タイヤの空気圧をメーカの指定圧力に調整する． 

   ・外観を観察し，損傷がないことを確認する． 

   ・走行機能に異常がないことを確認する． 

   ・計測用のマーカーを取り付ける．取り付け方法については以下を参照． 
     三次元動作解析を使用する場合： 

      「三次元動作解析装置 計測手順書 （モーションキャプチャー手順書）」 

        7 章 ロボット等へのマーカー貼付け 

        8 章 マーカーセットの作成 

     自動追尾動作解析を使用する場合： 

      「自動追尾動作解析装置 計測手順書」 

   ・試験対象ロボットの状態を記録するため，前後左右などからデジタルカメラで撮

影をしておく． 

（４）走行路，凹凸段差の準備 

   試験の内容に応じ，必要な走行路，凹凸段差を準備する． 

（５）障害物接近再現装置の準備 

   ・装置に障害物（マネキン等）を取り付ける． 

   ・試験時間（障害物接近再現装置の稼動時間）に応じてバッテリーを準備し，充電

しておく． 

・遠隔操作（リモートディスクトップによる操作）を行う場合は，障害物接近再現装置制

御用 PC 

    のバッテリー残量を確認し，必要に応じ充電しておく．また，屋外での試験の場

合には，遠隔 

    操作可能範囲を確認しておく． 

  （注）障害物接近再現装置は，移動障害物を使用する場合に準備する． 

（６）ロボット走行状態模擬装置の準備 

   ・接近再現装置との連携ソフトを構築中につき，準備作業内容は現在未確定． 

   ・非常停止スイッチのバッテリーをあらかじめ充電しておく． 
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（７）安全の確保 

   ・試験対象ロボットの走路逸脱や転倒に備えて，試験エリアの周囲にクッション材

を設置する． 

   ・搭乗型ロボットの試験を行う場合，搭乗者は保護具（頭用，肘用，膝用，手用）

を装着する． 

   ・各装置の非常停止スイッチを試験担当者の手元に用意し，すぐに停止できる状態

にする． 

   ・試験対象ロボットの設置および操作調整時以外，試験中にはエリア内に立ち入ら

ないこと． 

   ・各種配線が絡まないように注意する． 

 

ｃ．試験の実施 

 試験では，各項目３回以上試行を繰り返し，有効データを３つ以上取得する． 

 試験実施手順を以下に示す． 

  ①実施する試験項目に応じた準備を行う．以下は主な準備作業の例． 

   ・試験対象ロボットをスタート地点へ移動． 

   ・障害物（壁，円筒，人体ダミー，凹凸段差）を所定の位置へセット． 

   ・安全確保（走行路の清掃，クッション材の再配置，転倒防止用のワイヤ確認など）． 

  ②試験データの記録開始． 
  ③試験対象ロボットの走行開始．（移動障害物試験の場合は，障害物の走行開始．） 

  ④試験データの記録停止． 
  ※①から④を３回以上繰り返した後，次の項目へ． 
 （注）試験データの記録開始および停止の操作については以下を参照． 
     三次元動作解析を使用する場合： 

      「三次元動作解析装置 計測手順書 （モーションキャプチャー手順書）」 

        8.2 章 Cortex3 による録画撮影 

     自動追尾動作解析を使用する場合： 

      「自動追尾動作解析装置 計測手順書」 

 

ｄ．試験後の作業 

 ・試験対象ロボットの取扱要領に沿って，外装の損傷確認，および充電等を行う． 

 ・計測用のマーカーを外し，メーカの定めた手順に基づいて元の状態に戻す． 

 ・装置類，障害物等を撤収する． 

 

ｅ．データ処理 

 試験結果（試験データ）は，試験対象ロボットごとに，ノイズ除去などのデータ処理前

の RAW データ，処理後の加工データ，および，加工データから生成した試験成績書に分け

てメディア（DVD 等）に書き込み，生活支援ロボット安全検証センター内の規定にしたがっ

て保存管理する． 

 （注）ノイズ除去などのデータ処理については以下を参照． 
     三次元動作解析を使用する場合： 

      「三次元動作解析装置 計測手順書 （モーションキャプチャー手順書）」 

        11 章 ポスト処理（計測データ補間） 

     自動追尾動作解析を使用する場合： 

      「自動追尾動作解析装置 計測手順書」 
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④評価基準 

 障害物検知対応性能試験において，評価の基準は，実施した全ての試験項目で，衝突（接

触）や脱輪がないことを基本とする． 

 また，試験対象ロボットの動作（減速，停止）に対して，障害物との相対距離，相対速

度，速度軌跡などがメーカの設計仕様を外れていないことを，三次元解析装置により，定

量的に評価する． 

 

 
図 4.5.2-6 三次元動作解析装置を用いた操作解析の例（障害物に対する距離と減速度） 

 

4.5.2.4 試験結果の例 

 ・産総研のロボティックカートに対する試験の様子と試験結果を試験例として掲載する． 

 

 
図 4.5.2-7 障害物（円筒  黒φ600）の試験の様子 

 

 
図 4.5.2-8 障害物（円筒  白φ100）の試験の様子 
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図 4.5.2-9 障害物（壁  青布）の試験の様子 

 

 
図 4.5.2-10 障害物（壁  透明プラスチック）の試験の様子 

 

 
図 4.5.2-11 三次元動作解析装置による移動軌跡の記録の様子 

 

 

表 4.5.2-3 試験成績書 

試験日 2013 年 01 月 28 日 試験者 加藤・石川 被試験品 ロボティックカート 

試験場 検証センター走行エリア 
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No 
障害物 

(ロボットとの位置) 

回

数 

接触/衝突 

の有無 

障害物までの距離(cm) 減速度(m/s2) 
合否 備考 

警戒領域検知 危険領域検知 停止 

1 

障害物③ (円筒黒φ600) 

円筒中心とロボット中心

を結んだ線上 

1 無し 61.4 (-0.83) 30.3 (-1.16) 

( )
25.2 合格 前進/前方障害 

2 無し 60.0 (-0.80) 30.7 (-1.34) 25.1 合格 前進/前方障害 

3 無し 60.3 (-0.73) 32.6 (-1.02) 26.6 合格 前進/前方障害 

2 

障害物③ (円筒黒φ600) 

円筒右とロボット左を結

んだ線上 

1 無し 48.3 (-1.18) --- 34.3 合格 前進/側方障害 

2 無し 47.7 (-0.86) --- 33.8 合格 前進/側方障害 

3 無し 49.2 (-0.78) 35.2 (-0.93) 32.4 合格 前進/側方障害 

3 

障害物③ (円筒黒φ600) 

円筒左とロボット右を結

んだ線上 

1 無し 47.8 (-1.22) 30.7 (-1.77) 29.1 合格 前進/側方障害 

2 無し 68.6 (-0.35) 31.6 (-1.05) 29.8 合格 前進/側方障害 

3 無し 46.3 (-0.95) 31.3 (-1.10) 28.5 合格 前進/側方障害 

4 

障害物④ (円筒白φ100) 

円筒中心とロボット中心

を結んだ線上 

1 無し 60.0 (-0.78) 32.0 (-0.85) 27.3 合格 前進/前方障害 

2 無し 61.0 (-0.81) 31.7 (-1.10) 25.4 合格 前進/前方障害 

3 無し 60.4 (-0.98) 30.3 (-1.04) 24.8 合格 前進/前方障害 

5 

障害物④ (円筒白φ100) 

円筒右とロボット左を結

んだ線上 

1 無し 41.6 (-1.41) --- 28.9 合格 前進/側方障害 

2 無し 41.1 (-1.16) --- 29.1 合格 前進/側方障害 

3 無し 47.5 (-0.93) --- 29.1 合格 前進/側方障害 

6 

障害物④ (円筒白φ100) 

円筒左とロボット右を結

んだ線上 

1 無し 53.0 (-0.73) 30.2 (-1.04) 26.7 合格 前進/側方障害 

2 無し 48.6 (-0.80) 30.4 (-0.98) 27.9 合格 前進/側方障害 

3 無し 50.6 (-0.83) 30.2 (-0.88) 26.1 合格 前進/側方障害 

7 

障害物⑤ (壁 青の布) 

壁とロボットの角度が 

90 度 

1 無し 63.3 (-0.74) 37.3 (-0.78) 31.0 合格 前進/前方障害 

2 無し 62.4 (-0.54) 36.7 (-1.05) 30.7 合格 前進/前方障害 

3 無し 65.9 (-0.60) 36.5 (-0.80) 30.7 合格 前進/前方障害 

8 

障害物⑤ (壁 青の布) 

壁とロボットの角度が 

左 45 度 

1 無し 62.8 (-0.74) 36.5 (-0.91) 30.3 合格 前進/前方障害 

2 無し 64.4 (-0.77) 34.6 (-0.79) 27.9 合格 前進/前方障害 

3 無し 61.1 (-0.75) 35.4 (-0.93) 30.2 合格 前進/前方障害 

9 

障害物⑤ (壁 青の布) 

壁とロボットの角度が 

右 45 度 

1 無し 63.3 (-0.65) 33.3 (-0.81) 27.1 合格 前進/前方障害 

2 無し 60.4 (-0.67) 31.5 (-1.16) 27.0 合格 前進/前方障害 

3 無し 60.0 (-0.71) 31.7 (-1.01) 25.9 合格 前進/前方障害 

10 

障害物⑥ (壁 黒のﾌｪﾙﾄ) 

壁とロボットの角度が 

90 度 

1 無し 71.4 (-0.59) 41.8 (-0.79) 34.4 合格 前進/前方障害 

2 無し 68.2 (-0.75) 39.1 (-0.88) 33.3 合格 前進/前方障害 

3 無し 71.0 (-0.70) 39.6 (-1.03) 33.3 合格 前進/前方障害 

11 

障害物⑥ (壁 黒のﾌｪﾙﾄ) 

壁とロボットの角度が 

左 45 度 

1 無し 65.2 (-0.76) 37.6 (-0.96) 33.0 合格 前進/前方障害 

2 無し 63.1 (-0.79) 39.3 (-0.92) 34.7 合格 前進/前方障害 

3 無し 61.4 (-0.71) 37.6 (-1.07) 33.9 合格 前進/前方障害 

12 

障害物⑥ (壁 黒のﾌｪﾙﾄ) 

壁とロボットの角度が 

右 45 度 

1 無し 65.2 (-0.85) 38.3 (-0.77) 32.8 合格 前進/前方障害 

2 無し 65.0 (-0.62) 38.7 (-0.93) 33.3 合格 前進/前方障害 

3 無し 65.9 (-0.49) 38.3 (-0.88) 32.1 合格 前進/前方障害 

13 

障害物⑦(壁透明ﾌﾟﾗ) 

壁とロボットの角度が 

90 度 

1 無し 62.6 (-0.76) 32.6 (-0.89) 25.5 合格 前進/前方障害 

2 無し 61.3 (-0.60) 30.3 (-1.12) 25.5 合格 前進/前方障害 

3 無し 60.5 (-0.84) 31.4 (-1.00) 25.6 合格 前進/前方障害 

14 障害物⑦(壁透明ﾌﾟﾗ) 1 無し 68.9 (-0.60) 36.0 (-1.23) 31.5 合格 前進/前方障害 
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壁とロボットの角度が 

左 45 度 
2 無し 66.9 (-0.84) 37.7 (-1.09) 31.9 合格 前進/前方障害 

3 無し 65.2 (-0.84)) 36.6 (-1.17) 31.6 合格 前進/前方障害 

15 

障害物⑦(壁透明ﾌﾟﾗ) 

壁とロボットの角度が 

右 45 度 

1 無し 60.5 (-0.66) 34.5 (-1.17) 30.2 合格 前進/前方障害 

2 無し 64.6 (-0.67) 34.4 (-1.02) 28.9 合格 前進/前方障害 

3 無し 63.2 (-0.77) 35.8 (-0.92) 30.0 合格 前進/前方障害 

16 

障害物③ (円筒黒φ600) 

円筒中心とロボット中心

を結んだ線上 

1 無し 60.0 (-0.72) 30.9 (-1.23) 

( )
26.6 合格 後退/後方障害 

2 無し 64.0 (-0.49) 33.9 (-0.85) 28.7 合格 後退/後方障害 

3 無し 60.0 (-0.58) 33.2 (-1.03) 27.3 合格 後退/後方障害 

17 

障害物④ (円筒白φ100) 

円筒中心とロボット中心

を結んだ線上 

1 無し 60.4 (-0.60) 38.2 (-1.03) 23.0 合格 後退/後方障害 

2 無し 60.5 (-0.82) 30.1 (-1.00) 22.8 合格 後退/後方障害 

3 無し 60.2 (-0.69) 30.2 (-0.88) 21.3 合格 後退/後方障害 

18 

障害物⑤ (壁 青の布) 

壁とロボットの角度が 

90 度 

1 無し 87.0 (-0.39) 34.4 (-0.89) 27.6 合格 後退/後方障害 

2 無し 61.1 (-0.83) 33.0 (-1.01) 27.8 合格 後退/後方障害 

3 無し 63.6 (-0.70) 30.4 (-1.13) 25.0 合格 後退/後方障害 

19 

障害物⑥ (壁 黒のﾌｪﾙﾄ) 

壁とロボットの角度が 

90 度 

1 無し 63.1 (-0.91) 38.4 (-0.85) 32.2 合格 後退/後方障害 

2 無し 68.9 (-0.72) 35.3 (-1.26) 29.9 合格 後退/後方障害 

3 無し 78.6 (-0.53) 36.2 (-0.86) 31.0 合格 後退/後方障害 

20 

障害物⑦(壁透明ﾌﾟﾗ) 

壁とロボットの角度が 

90 度 

1 無し 60.2 (-0.54) 32.8 (-0.95) 26.9 合格 後退/後方障害 

2 無し 73.5 (-0.48) 30.3 (-0.94) 23.4 合格 後退/後方障害 

3 無し 86.8 (-0.26) 31.3 (-1.08) 25.0 合格 後退/後方障害 

(注) 危険領域検知欄が“---”の試験は，警戒領域検知による減速から直接停止に至った

もの． 
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4.5.3 操作・情報提示機能検証試験 ［産総研］ 

(1) 目的 

 本試験では，生活支援ロボットの想定使用環境における操作安全性と情報提示機能を検

証する． 

 操作安全性検証としては，HMI（ヒューマンマシンインターフェース）による移動等の制

御操作における，試験対象ロボットと操作者および試験対象ロボットと周辺との相対距離，

軌跡から，安全距離の維持，姿勢の安定性等の評価を行う． 

 情報提示機能検証としては，試験対象ロボットが情報提示機能を有している場合に，ロ

ボットの動作と事前の動作提示のタイミングや提示方法が妥当であるかを，試験対象ロボ

ットと周辺との相対距離，軌跡と共に周辺者の視線データ等から評価する． 

 

(2) 研究開発の経緯 

 参考にした規格は，ISO13482:2014 "Robots and robotic devices － Safety requirements 

for personal care robots であり，関連規格は JISD6805，JIVASA05，JISB9707，JISB9708，

JISZ9711，JISZ8500，JISC0447 等である． 

 研究開発の流れとしては，まず，対象となるロボットにおいて，操作時の安全性につい

ては，障害物検知対応性能試験と同様に，操作時のロボットの挙動を詳細に計測すること

で，安全であるかの判断をするものとした．また，ロボットの動作に合わせた動作提示の

タイミングや提示方法などを計測記録し，妥当性を判断するものとした． この試験方法に

合わせた試験装置としては，挙動やタイミングの計測装置として，障害物検知対応性能試

験とほぼ，同様のものを用いることとした．当初，本プロジェクトに参加するロボット開

発者からロボットの提供を受けて，模擬試験を行う予定であったが，対象となる機能をも

ったロボットが無く，実検証までは行わなかった． 

 

(3) 成果 

①試験装置 

 この試験で使用する装置は，以下の表 4.5.3-1 の通りである． 

 

表 4.5.3-1 使用する試験装置の一覧 

 

 

 

②試験条件 

 試験対象ロボットの想定される走行条件，環境条件，および情報提示トリガーとなるも

のを，メーカとの打合せによって抽出し，試験条件を選定する．試験条件の選定にあたり，

主要な試験条件を以下に示す．ただし，試験対象ロボットの開発過程における試験では，

メーカとの協議により変更してもよい． 

試験装置 

走行路 走行路面用のゴムシートおよび各種タイル 

障害物接近再現装置 障害物接近再現装置制御用 PC 

三次元動作解析用カメラ 三次元動作解析用ビデオカメラ 

三次元動作解析用 PC 三次元動作解析用マーカー 

自動追尾動作解析用ビデオカメラ 自動追尾動作解析用 PC 

搭乗者防具および機械転倒防止用吊具 防護用クッション 

各種障害物（壁，円筒，人体ダミー） ジブクレーン 

アイマークカメラ アイマークカメラ視線記録装置 

ロボット走行状態模擬装置 ロボット走行状態模擬装置制御用 PC 
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ａ．試験対象ロボットの走行条件 

（１）走行速度 

   想定される使用条件での，試験対象ロボットの通常使用する速度範囲内で走行させ

る． 

（２）走行方向 

   前進，後退，横方向への移動のうち，走行可能な方向を対象とする． 

ｂ．環境条件 

（１）走行路面の種類 

   フローリング，カーペット，セーフティーウォーク，およびコンクリートの中で，

想定される使 

   用環境に も近い路面を使用する．なお，想定される路面が複数ある場合には，

も制動距離が 
   延びる路面を使用する． 
（２）障害物 

   壁（木，布，鏡面，透明，柵状），円筒（金属，樹脂），人体ダミーの中で，想定さ

れる使用環境 

   のもとで試験対象ロボットが遭遇する可能性があるものを障害物とする． 

ｃ．制限事項 

 ・試験対象ロボットの大きさは，2m の立方体（縦横高さ）以内であること． 

 ・試験対象ロボットの制動距離は，4m 以下であること． 

 ・相対距離，相対速度，速度軌跡の測定範囲が，試験検証機器の想定範囲内であること． 

 ・用意できる走行可能エリアの広さ，形は，使用する路面の種類により異なるため，路

面の種類を 

  選定する際に合わせて検討しておくこと． 

・走行状態模擬装置を使用する場合は，試験対象ロボットの大きさは 2m3の立方体（縦横高

さ）以内， 

  重量 250kg  以下であること．） 

 

③試験方法 

ａ．試験項目の決定 

 操作・情報提示機能検証試験は次の２種類に分けられる． 

 ・操作機能試験 

 ・情報提示機能試験 

 上記２種類の試験と試験対象ロボットの設計仕様，想定される使用環境等をもとに選定

した試験条件から，実施すべき試験項目を決定する．表 4.5.3-2，表 4.5.3-3 に基本的な試

験項目を示す．なお，試験対象ロボットの開発過程における試験では，メーカとの協議に

より，試験項目等を変更してもよい． 

 

表 4.5.3-2 操作機能検証試験の基本的な試験項目 
試験の種類 障害物 制御対象 HMI 操作 

操作機能試験 壁面 － ・直進，右左折，後退後の障害物に対

して 

停止操作を行う． 

・直進，右左折，後退後の障害物に対

して 

回避操作を行う． 

円筒 － 

人マネキン － 

－ 自動充電 ・制御対象の動作を行うためのボタン

など 

の操作行う． 
－ 合体・分離（ロボットの一部） 

－ 変形（ロボット自身の形状変化）
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表 4.5.3-3 情報提示機能検証試験の基本的な試験項目 
試験の種類 情報提示内容 情報提示方法 情報確認位置 

情報提示機能試

験 

通常走行 音，音声，表示灯，間面

等 

正面，真横，後方 

減速時 （制動灯） 

停止時 （制動灯） 

発進時 

右左折時 (方向指示器) 

回避時 

緊急停止 （警告灯など） 

自動動作（自動充電，合体・分離な

ど） 

 

ｂ．試験準備 

（１）試験エリアの清掃 

   障害物検知対応性能試験と同様．（4.5.2 章 参照） 

（２）計測装置の準備 

   障害物検知対応性能試験と同様．（4.5.2 章 参照） 

（３）試験対象ロボットの準備 

   障害物検知対応性能試験と同様．（4.5.2 章 参照） 

（４）アイマークカメラの準備 

   被験者毎にキャリブレーションを行う．事前にバッテリーを充電しておく． 

（５）ロボット走行状態模擬装置の準備 

   障害物検知対応性能試験と同様．（4.5.2 章 参照） 

（６）安全の確保 

   障害物検知対応性能試験と同様．（4.5.2 章 参照） 

 

ｃ．試験の実施 

   障害物検知対応性能試験と同様．（4.5.2 章 参照） 

   なお，アイマークカメラは目に赤外線を照射する為に，VDT 作業に準ずる取り扱いが

必要である． 

   試験担当者は，アイマークカメラ使用時は 30 分毎に休憩時間（カメラを外す）を設

けること． 

 

ｄ．試験後の作業 

   障害物検知対応性能試験と同様．（4.5.2 章 参照） 

 

ｅ．データ処理 

   障害物検知対応性能試験と同様．（4.5.2 章 参照） 

 

④評価基準 

 実施した全ての試験項目で，評価の基準は，衝突（接触），脱輪，挟み込みなどを生じる

ことなく（これらの発生要因となる死角などが操作者に生じることなく），移動等の操作を

完了できることとする．また，試験対象ロボットと操作者および試験対象ロボットと周辺

との相対距離，軌跡などが，メーカの設計仕様を外れていないこととする． 

 情報提示機能の評価基準は，試験対象ロボットの動作と情報提示のタイミング，位置，

内容が，メーカの設計仕様を外れていないこととする．また，周辺者から判断しやすく，

認識後に，次の動作に円滑に移行できるための余裕時間があることとする． 
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4.5.4 EMC 試験（電磁妨害に対する生活支援ロボットの安全の確保） ［安衛研］ 

4.5.4.1 目的 

 活支援ロボットは，使用される環境で想定される電磁妨害（静電気，無線電磁波，等）

が印加された場合でも安全が確保される必要がある．この電磁妨害印加時においても，安

全が確保されているかどうかの検証方法を明確化し，検証を行うための設備・環境の構築

を行う． 

 特に，安全を確保するために生活支援ロボットに防護方策として使用される，障害物検

知による停止，等の機能安全の機能（以下安全機能）に対する試験方法は明確化されてお

らず，この試験方法の構築が必要とされている． 

さらに，ロボットに無線通信が組み込まれ動作する機能に対しても，安全性の確保が必要

となる．この場合の安全性の検証方法の明確化と検証のための設備・環境構築を行う． 

 

4.5.4.2 研究開発の経緯 

 現行の EMC 規格に対応する，電磁界印加設備，電磁界放射測定設備を生活支援ロボット

検証センター内に構築した．さらに，プロジェクトの各ロボットに対応した治具・設備を

整えることで，ロボットの電磁妨害印加の評価を可能とした． 

 安全を確保している安全機能の電磁妨害耐性の試験内容を明確化した．この試験内容を

放射 RF 電磁界印加に対して適用し実施することは，従来の設備のままでは難しい．このた

め，この試験を行うための，治具・装置を導入し，生活支援ロボットの安全性の，電磁妨

害に対する耐性の実用的な試験を可能とした． 

 無線通信を利用した機能の安全性検証の試験内容を明確化し，検証を可能な環境を構築

した． 

 将来的に問題となると考えられる，ロボット自身の発生する雑音が，搭載された無線通

信機能を劣化させる問題に対して，妨害を引き起こす雑音源を特定する方法を開発した． 

 

4.5.4.3 成果 

(1) 現行 EMC 規格対応の設備構築 

 現行の EMC 規格（IEC 61000 シリーズ），機械類の安全性規格－安全関連の電気・電子・

プログラマブル電子制御システムの機能安全（IEC 62061），個別規格（車いす:ISO 7176-21，

等）に対する測定が可能な１０ｍ法電波暗室（TDK－EPC 社製）と測定機等の設備の導入を

行った． 

 これらの設備・機器により上記規格の電磁妨害のロボットへの印加が可能となった．ま

た，ロボットの放射する電磁雑音の評価も可能となった． 

 特徴としては，車いすの規格(ISO 7176-21)に対応した 26MHz~80MHz の周波数の放射 RF

電磁界印加が可能（IEC61000 シリーズでは，80MHz~）な設備となっている．また，電源周

波数磁界印加試験のループの形状も３×３ｍの大型のものを導入し，ロボット全体への印

加を可能としている． 

 車いすの規格(ISO 7176-21)で要求されている静電気試験である，帯電フレーム試験をロ

ボットに対して適用するための，ロボット支持台，等の試験条件に付いても検討し，学会

報告を行った．[1] 
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表 4.5.4-1 導入設備リスト 

 
 

(2) ロボット測定のための治具・設備の構築 

 生活支援ロボットの EMC 評価のために必要な治具や専用設備を新たに作製・導入するこ

とで，これらの評価を行えるようにした．これらを使用して安全機能の検証手法の検討を

行った．それらの治具の事例を以下に示す． 

 

・樹脂製測定テーブル（ロボット用高耐荷重） 

  高さ７０ｃｍ，耐荷重１００ｋｇの，樹脂製測定テーブル 

 

・木製・樹脂製，装着用ロボット動作治具 

 人体装着型ロボットを試験するための，人体下半身を模し関節部が可動する樹脂製の治

具．この治具にロボットを装着し，動作させた状態で EMC 試験を行うことが可能となる． 

 

 

 
図 4.5.4-1  樹脂製ロボット装着治具 
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・人体ファントム（全体，胸部） 

  人体の誘電率に近い値を持つゴムを用いた人型のファントム．これを用いることで，

人と共存する介護支援ロボットの EMC 試験における，人体の影響についての検討を行った． 

 

 
図 4.5.4-2 人体ファントム 

 

・カート型ロボット支持台 

 車輪で動作するカートを持ち上げ，車輪を空転させた状態で動作させる樹脂製の治具 

 
図 4.5.4-3 ロボット支持台 

 

(3) 電磁妨害に対する安全機能の検証手法 

 従来の EMC のイミュニティ試験は，定常状態で動作している機器に電磁妨害を加えて，

その定常状態を保持するかどうかを確認する方法が行われている．しかしながら，この試

験では安全機能の動作を妨害印加時に行っていないため，電磁妨害印加において安全機能

が維持されているかどうかの確認とはなっていない．このため，電磁妨害印加時に安全機

能を動作させ，その機能が維持されていることを確認する試験が必要となる． 

 

・検証装置 

(1)で述べた電磁妨害印加装置と環境を用い電磁妨害を印加する． 
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 検証に使用する，ロボットの支持治具，安全性機能を動作させる治具，安全性機能が働

いたかの動作監視装置は，電磁界への影響を与えない様に，なるべく金属および導電体を

使用しない構成とする．さらに，なるべくロボットに接触させないことが望ましい． 

必要であれば，安全機能動作，動作監視，電磁妨害印加，を制御し，自動測定を行うソフ

トウエアを使用する．特に，放射 RF 電磁界印加試験は，印加する妨害の数が非常に多いた

め，実用的な試験とするためには，自動化は必須となる． 

 

・検証方法 

 印加する電磁妨害毎に．以下の手順で安全機能の動作を確認する．「」内に，障害物セン

サによる停止という安全機能を持つロボッティクチェアの場合の具体例を示す．これによ

り，電磁妨害印加時においても，安全機能が正常に動作する．正常に動作しない場合でも，

安全方向への誤動作であることを検証する． 

１）ロボットを定常状態とする．「走行状態にする」 

２）ロボットに電磁妨害を印加する．「放射 RF 電磁界，電源周波数磁界の場合は，３）～

７）の間，継続して印加する．」 

３）ロボットの安全性機能を動作させる．「例えば，障害物センサに障害物を感知させる．」 

４）安全機能が正常に動作したかを確認する．「走行状態から停止状態になることを確認す

る．」 

５）電磁妨害印加を停止する．「障害物を，センサ感知域から取り除く．」 

６）定常状態に戻す．「例えば，安全確認ボタンを押す」 

７）ロボットの定常状態を確認する．「停止状態から走行状態になることを確認する．」 

 

 
図 4.5.4-4 安全機能の検証フロー 

 

・安全機能動作・ロボット操作を行う治具 

 電波暗室内で試験を行う場合，暗室の外からロボットの操作を行うことで，測定・評価

の効率が向上する．また，測定の自動化を行うためには，このような治具が必須となる．

具体的には，暗室内に引かれた圧縮空気を電磁弁で切り替えて，ピストンを動かすことで，

操作ボタン・レバーを操作したり，障害物を動作させたりする．電磁弁は，PC 等からの命

令の電気信号で動作する．圧縮空気のホースやピストンは，すべて樹脂製となっており，

印加電磁界への影響をなるべく小さくしている． 
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図 4.5.4-5 ロボット操作を行う治具（レバー操作） 

 

 
図 4.5.4-6 レバー操作の治具例 
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図 4.5.4-7 ボタン操作治具例 

 

 
図 4.5.4-8 障害物センサ動作用障害物（左：感知域外位置，右：感知域位置） 

 

 
図 4.5.4-9 倒立振子型ロボット動作治具（上に乗せたロボットを前後に傾けることで，

走行・停止を行う） 

 

・安全機能の動作を確認する装置 

安全機能が正しく動作したかどうかを自動判定する装置は，目視による判定と比較すると，

正確性も効率も格段に向上する．また，測定の自動化の官邸からも必要な装置である． 
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この自動判定には，画像認識を用いた動作検出機能を使用した．この機能は，ロボットの

車輪等の動作箇所にマーカーを付け，そのマーカーを含む範囲をカメラで撮影し，マーカ

ーの速度を画像認識により求めるものである．このカーカー速度が，動作時や停止時に定

められた範囲に入っているかどうかで，安全機能が動作したかどうかを判定する．カメラ

は，被測定物と離れた場所に設置されるため，妨害として印加される電磁界への影響は少

ない．また，妨害として印加される電磁界によるカメラ等の誤動作が無いことは事前に確

認している．この，画像認識機能，動作判定機能は PC 上のソフトウエアとして動作してい

る． 

 
図 4.5.4-10 動作判定ソフトウエア 

 

これらの動作検出は，測定されるロボットに応じて， 適なものを使用する．例えば，車

輪がカバーされており画像検出による動作確認が難しいロボットの場合には，金属を用い

ない光ロータリーエンコーダーとローラーを用い作成された車輪速度センサを用いて測定

された，速度情報を使用して動作判定を行う． 

 

 
図 4.5.4-11 光ロータリーエンコーダーによる，車輪速度検出 
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・放射 RF 電磁界印加の試験の自動化 

 放射 RF 電磁界印加試験以外においては，印加する電磁妨害の数が多くないため，安全機

能の動作・確認は，測定者により，その都度行っても，実用的には大きな問題は無い．し

かしながら，放射 RF 電磁界印加試験は，印加する電磁妨害の数が非常に多いため，自動化

を行わない場合，測定時間・測定者の関与が膨大となるため，実用的な評価ではない．こ

のため，この評価の自動化を行った． 

 
図 4.5.4-12 放射 RF 電磁界印加時の安全機能の検証測定の自動化 

 

 従来の放射 RF 電磁界印加試験は，PC ソフトウエア（東陽テクニカ製）を用いて，自動的

に周波数を変え電磁妨害を印加するものが使用されている．このソフトウエアを，ロボッ

ト操作・安全機能動作確認と組み合わせて，自動化装置を構成する． 

 放射 RF 電磁界印加試験 PC ソフトウエアを，外部 PC からの制御を受け連動する機能を追

加する改造を行った．これは，RS-232C により，放射 RF 電磁界の印加するタイミング・次

の周波数の印加に進むタイミングを，外部 PC と共有・使用するものである． 

 この追加された機能を用い，放射 RF 電磁界印加試験装置，障害物センサを作動させるた

めの可動障害物，ロボットの動作検出機能を，新たに作成した安全機能検証ソフトウエア

で制御することで，放射 RF 電磁界印加試験において安全機能の検証フローを実現した．安

全性機能の動作に問題が無ければ，印加する放射ＲＦ電磁界の周波数を次々に変化させ，

安全機能の動作を確認する．もし，安全機能の動作に異常があった場合は，発生した周波

数で測定を中断する．その時点で，異常の状況，発生周波数，等を確認・記録できる．そ

の後，確認の継続または終了を行うことができる． 
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図 4.5.4-13 安全機能検証ソフトウエア 

 

 この自動化設備の構築により，放射 RF 電磁界印加の安全機能の検証が，実用的なものと

して行う事が可能となった． 

 これらの安全機能の検証方法については，国内学会研究報告３件[2]-[4]，雑誌投稿１件

[5]を行っている． 

上述の様に構築した，測定手法・環境を用い，プロジェクトで開発したロボッテックチェ

アを用いた，安全機能の対電磁妨害耐性の検証事例を下記に示す．検証事例は，検証試験

計画，検証試験結果の校正としてとしてまとめた． 
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4.5.4.4 無線通信を利用した機能の安全性検証 

 無線通信を利用した機能の安全性検証に関して，電磁妨害を主とするハザードに対する

機能安全を評価する方法の検討を行った．基本的には，4.5.4.3 (2)で述べた方法を用い，

安全機能の確認を行う．しかしながら無線通信を利用した場合，無線通信の機能停止・低

下を新たなリスクとして考慮する必要がある．その原因として，無線通信に使用している

周波数帯域の雑音による妨害，無線通信に使用している電波が距離や障害物により弱くな

ることによる通信停止，電池等の電圧低下による無線通信の機能停止がある．これらによ

って，無線通信の機能停止・低下の現象が起きた場合においても，安全性が保たれている

ことを検証する方法の検討と構築をおこなった． 

 

・無線通信を用いた安全機能の検証方法 

 無線通信を用いた機器においては，無線通信に特有なリスク要因が存在する．それは， 

 1.  親機と子機の移動による相互の通信環境の変化 

 2. 周辺の機器から発生する電磁雑音等の通信妨害源の存在 

 3. 電源の電圧低下の影響 

である．これらのリスク要因に対して，この装置の警報機能が維持されることを確認する． 

 

(1) 親機と子機の移動による通信感度の変化 

 親機・子機の位置関係等により通信感度が変化して，通信できなくなり警報が動作しな

いリスクが想定される． 

 このため， 

・既定の使用条件内では必ず通信が可能である 

・あるいは通信できなくなった場合でも危険な状態にならない 

ことの確認が必要である． 

 近接警報装置の親機から子機への 30kHz 帯の通信は，警報装置が使用される距離の範囲

において，安定して機能することを電波暗室における 30kHz 帯の磁界強度の測定により検

証できた．しかし，子機から親機への 300MHz 帯の通信では，壁や地面の反射波による干渉

（フェージング）が存在し，警報の範囲（距離 5m）においても，親機に近接感知の信号が

通信できず 距離が 5m 以下に近づき子機において近接警報が動作している場合においても，

親機においては近接警報が動作しない場合がきわめて稀ではあるが存在した．  

 

(2) 電磁雑音による通信妨害 

 無線通信を用いた機器では外来の電磁波による妨害によって，通信感度が低下して通信

できなくなり，警報が動作しない危険性が想定される．このため，機器が使用される環境

に存在する可能性のある電磁波に対して，近接警報装置の機能の喪失が無いことの確認が

必要である． 

 この近接警報装置を使用が想定される環境で動作させたところ，子機が電力線やスイッ

チング電源の極めて近くにある場合では近接警報の範囲（5m）内でも近接警報が動作しな

い場合があった．これらの電力線やスイッチング電源の近くにおいては，親機から子機の

通信に使用している 30kHz 帯の近傍の周波数の磁界が測定される．つまり，電力線やスイ

ッチング電源からの電磁波が雑音となり，子機の受信感度が劣化し親機からの信号を受信

できなくなるためである．雑音の無い電波暗室においてこの近接警報装置を動作させ，

30kHz 帯の電磁波を加えることによっても，警報が動作しない現象が起こることが実験で確

認されている．（図 4.5.4-2） 

 このように，実際の使用環境で存在する雑音により，近接警報が動作しない場合が存在

する．  
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(3) 電源電圧低下による影響 

 電池で動作する無線通信を用いた機器では，使用により電池の残量が少なくなると電池

の電圧低下によって通信機能が停止して，警報が動作しないリスクが想定される． 

近接警報装置においては，動作をモニターする LED が設けられており，電圧低下による機

能停止の場合はその LED が消えるだけとなっている．このためこの近接警報機能の停止に

気付かずにいる状態のまま使用して，近接時に警報が動作しない可能性がある． 

 以上の３種のリスク要因に対する検証の結果，実際に使用される環境においては，警報

機能が損なわれる状況は稀であるにしても存在し，機能維持性能は十分ではないことが判

明した．このため，これらの無線通信に特有なリスク要因に対しての機能維持能力を装置

に組み込むことで，安全支援機能を向上させる必要がある． 

 

(4) 安全支援機能の向上 

 一般に安全機能の維持のため，機能の正常性の確認が求められる．同様な考えで，以下

のような機能を近接警報装置に組み込むことで，ロボット等の近接を確実に検出・通報し，

安全支援機能を確保することが可能となる． 

a) リスク要因の存在，あるいはリスク要因による無線通信の影響の状況を常時モニタリン

グする． 

b) もし影響を受けていることを感知した場合“現在は警報が適切に動作しない状況である”

ことを装置が警告する． 

 この近接警報装置において，具体的に考えられる安全支援機能の向上の案としては以下

のものがある． 

・近接警報装置が持っている 300MHz 帯の通信機能を用いて，親機と子機の間で相互に定期

的な通信を，通信機能の維持の確認のために行う．この定期的な通信が確認できなくなっ

た場合，警報が動作しない状況であることの警告を行う． 

・子機が受信する 30KHz 帯の信号が，親機から送られてくるものと同じ特徴かどうかをモ

ニタリングする．異なる特徴の信号であった場合それは雑音と考えられ，雑音が存在し警

報が動作しない可能性があることの警告を行う． 

・電池の電圧のモニタリングを行い，ある電圧以下になった場合に，電圧低下のため機能

停止するとの警告を行う． 

 

(5) 無線通信に関する安全性・信頼性試験方法の開発 

 将来的に無線通信が安全機能に使用されることを想定して，電磁妨害と無線通信感度の

検討を行った．これにより，無線通信の感度に関わる測定装置の開発を行い，ロボット内

の電磁雑音のなかで，無線通信に影響を及ぼす雑音の特定手法を構築した． 

 

・無線通信の感度に関わる測定装置の開発と雑音源の特定方法 

 近年，無線通信を利用した制御機能が，生活支援ロボット等に組み込まれ実現されよう

としている．このような機能は，組み込まれるロボット自身からの雑音の妨害を受け，制

御機能の劣化やロボットの暴走等の問題を引き起こす恐れがある．これらの問題の対策を

講じるためには，まず無線通信の妨害を引き起こす雑音源を特定する必要がある． 

ロボット内に存在する雑音は，モーター等の大きな時間変動を伴う雑音源が存在し，無線

で使用される周波数帯域には，複数の妨害源がある．この特定のため，無線通信に影響を

与えている雑音信号と妨害源の信号を比較する方法を提案する．この．比較のために雑音

の大きさ・位相の時間変動を評価可能な２入力の測定装置を使用する． 
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図 4.5.4-14 ロボットに組み込まれた無線通信機器が受ける妨害推定方法の概念図 

 

 具体的には，ロボットに搭載された無線通信機のアンテナに回り込んだ妨害信号と妨害

源候補からの直接の信号を比較する．コヒーレンスを示せば，妨害源であることがわかる．

コヒーレンスを示さなければ，妨害源候補のレベルが大きくても妨害源ではない． 

 

 
図 4.5.4-15 コヒーレンスを測定する装置の構成 

 

コヒーレンスを測定する装置の構成は，２チャンネルの RF 信号入力を，共通のローカル信

号でダウンコンバートした後 A/D コンバータでデジタイズし，デジタイズされたデータを

演算して，入力された信号の，大きさとその時間変化，位相とその時間変化，スペクトラ

ム，等の信号の解析を行うものである．本研究のために開発した装置は，3.6GHz までの周

波数において，任意の 大 25MHz の帯域幅の信号解析が可能である．ローカル発信器を共

通とし，A/D コンバータを並列に動作させることで，２チャンネルの入力（CH1.CH2）信号

の位相差の測定と，大きさの時間変動比較が可能な測定装置となっている． 
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 コヒーレンスの有無を確認する方法として，ある任意期間のサンプリング期間における，

CH1 と CH2 の位相差のヒストグラムを用いる方法がある．コヒーレンスが無い場合，位相の

相関が無いためヒストグラムは，-180～+180°の間で一様な分布となる．コヒーレンスが

有る場合，位相相関があるため，位相差のヒストグラムはある値を中心とした 大値を持

ち，すそ野が広がる分布を示す．（ある一定の値のみの分布にならないのは，熱雑音等の影

響があるためである．）このヒストクラムの形状で，信号相関の大きさを定義することがで

きる．たとえば，ヒストグラムの平均値と 大の比を相関両として用いれば，この値が大

きければ相関が高いと言える． 

 
図 4.5.4-16 信号相関がない場合の位相差ヒストグラム  信号相関がある場合の位相

差ヒストグラム 

 

また，信号の大きさに時間変動がある場合，この時間変動の比較によっても信号相関の有

無の推定が可能である．具体的には，CH1 と CH2 の大きさの時間変化を統計的にしらべて，

変化の方向がランダムではない場合，コヒーレンスがあると推定できる． 

この様にして，妨害源を推定することで，無線通信の通信感度劣化の問題対策を効果的に

行う事が可能になる． 

この件については，国際学会１件[6]，国内学会研究報告１件[7]，の報告を行っている． 
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4.5.5 機能安全文書テンプレート [産総研] 

4.5.5.1 背景 

 生活支援ロボットの制御系に対してリスク低減のために機能安全への対応が求められる

場合がある．制御系の誤作動が利用者および周囲にとってハザードとなる場合であり，制

御系が生活支援ロボットの本来機能の一部を構成している場合，または，生活支援ロボッ

トの安全状態の維持および達成のために設けられた機能である場合がある． 

 機能安全への対応には，国際規格として制定されている IEC 61508 等の機能安全規格に

準拠した開発を行う必要となる．機能安全規格は，安全に配慮した開発プロセスを予め計

画した上で，計画に則って設計および検証を行い，開発文書を作成していくことを求めて

いる．しかしながら，規格の要求事項は膨大であったり，作成すべき文書が大量であった

りして，機能安全規格への準拠は必ずしも容易ではない． 

 

4.5.5.2 目的 

 機能安全文書テンプレートは，機能安全開発において必要となる主な 3つの文書につい

て，記述すべき内容を示すことで，作業の効率化を図るものである． 

 機能安全規格では通常の設計・開発に加えて特に，以下の作業を要求している： 

a) 安全ライフサイクルに従った計画的かつ段階的作業， 

b) 各ライフサイクルフェーズに対する検証および 終的な安全妥当性確認， 

c) 必要な安全要求および安全機構の設計における実装． 

 開発者はこれらのエビデンスとして，以下の文書を整備する必要がある： 

a) 機能安全管理計画 

b) システム検証および安全妥当性確認計画 

c) 機能安全コンセプト 

 機能安全テンプレートの目的は， 

a) これらの 3つの文書において記載を検討すべき項目を示す． 

b) 記載例を示す． 

c) 個々のプロジェクトにおける開発文書のベースを与える． 

 なお，開発および規格準拠のために必要な記載項目は，開発プロジェクトの範囲によっ

て異なるため，プロジェクトに合わせて見直す必要があることに留意されたい． 

 

4.5.5.3 成果 

 上記に沿った機能安全文書テンプレートを作成した（付属書 D参照） 
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4.5.6 故障注入による機能安全の確認試験実施例 [JARI] 

4.5.6.1 目的 

 ロボットを構成するハードウエア及びソフトウエアを含む全ての要素が統合された状態

において，妥当性確認計画に沿った機能安全の妥当性をハードウエアへの故障注入によって確

認する．すなわち，部品の故障が発生した場合であっても，設計者が意図した動作を行うことを

確認するものである． 

 

4.5.6.2 研究開発の経緯 

 ソフトウエアまたはコンポーネント単体における故障注試験に加えて，両者を統合した

状態での試験が必要となる．実際の生活支援ロボットの安全機能は多様であるために，試

験の詳細な内容は製品ごとに異なるが，共通な手順は開発しておく必要がある．そこで，

模擬ロボットを例にとって，統合状態での故障注入試験を試行して，その手順を整理した． 

 

4.5.6.3 試験装置 

 図 4.5.5-1 に試験装置を示す．電圧/電流発生器は，ロボットへの電源や，回路や配線へ

の電圧または電流の故障注入に用いる．また，多チャンネル DMM は，回路や配線のショー

ト/オープンを行う．これらの装置を作動させるタイミングを制御する装置として制御 PC

を備える．

 
図 4.5.6-1 試験装置 

 

4.5.6.3 試験方法 

 模擬ロボットを用いた試験の例示を交え，試験方法を説明する．なお，模擬ロボットの

基本動作および回路は図 4.5.5-2 に示すとおりである． 

電圧/電流発生器 多チャンネルDMM 制御 PC 

電圧/電流発生器 

型番：ADC 社製 6243 

USB-GPIB 変換器 

型番：Conte 社製 GPIB(USB)FL 

多チャンネル DMM 

型番：Keithley 社製 2701 

 

6×8 マトリクスカード(型番：7709) 

単極 40 チャンネル・スイッチカード

(型番：7705) 

制御 PC  型番：HP 社製 4740S 

USB Ethernet 

試験対象ロボットの回路/配線 
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図 4.5.6-2 模擬ロボットの基本動作および回路図 
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①故障注入箇所の決定 

 FMEA による故障モードから故障注入箇所を決定する．表 4.5.5-1 に模擬ロボットの FMEA

を例示する．赤外線センサによるライン検知から，左右モータの駆動までを安全関連系と

考え，赤外線センサ(S1，S2)，N 型 FET(Q1，Q2)に関する FMEA を実施した．故障注入箇所

は，FMEA において，安全側故障となる故障とした．  

 

表 4.5.6-1 模擬ロボットの FMEA 例 

 
 

 
 

②試験の実施 

 FMEA を元に，部品への故障注入と安全関連系の出力値の計測を行う．例として，模擬ロボッ

トの部品 S1 の端子 3-4 間のショートの場合，単極 40 チャンネル・スイッチカードの IN 端子と

OUT 端子をそれぞれ部品 S1 の端子 3と端子 4に接続し，制御 PCによってショート故障を模擬す

る．なお，モータの出力端子を 6×8マトリクスカードの 1行目の Hi および Low に接続し，出力

電圧値を計測する． 

 試験は，路面の色を黒と白の二種類について行った．路面色が黒の条件は，ライン上に赤外セ

ンサがある状況を想定し，通常状態では両輪のモータが駆動する．一方，路面色が白の条件は，

ラインから赤外センサが逸脱した状況を想定し，通常は逸脱したセンサと左右反対側のモータが

減速しラインに復帰する動作を行う． 

 

③結果の解析および判定 

 ロボットへの配線または回路への故障注入および出力値の計測を行ったのち，計測結果が

FMEA による設計者の意図した動作であるか，を確認する． 

部品 端子 故障 モータ電圧 ロボット動作 安全/危険側故障

1 オープン 電圧1.5V固定
右カーブにおいて，左方に逸脱
M2駆動固定→S2左方逸脱(M1停
止)

危険

2 同上 同上 同上 危険
3 同上 同上 同上 危険
4 同上 同上 同上 危険

1-2 ショート 同上

右方に逸脱した後，ラインに復帰
①M2駆動低下→②S2右方逸脱(M1
停止)→③S2ライン復帰(M1駆動)
②，③の繰返し

危険

3-4 同上 電圧ゼロV
右方に逸脱した後，停止
M2駆動停止→S2右方逸脱(M1停
止)

安全

1-3 同上 同上 同上 安全
2-4 同上 影響なし 影響なし 安全
1-4 同上 1-2ショートに同じ 1-2ショートに同じ 危険
2-3 同上 3-4ショートに同じ 3-4ショートに同じ 安全

S1

部品 端子 故障 モータ電圧 ロボット動作

D オープン 電圧ゼロV
右方に逸脱した後，停止
M2駆動停止→S2右方逸脱(M1停
止)

安全

G 同上 オープン前の状態を維持

オープン前の状態が，駆動中の場
合，右カーブにおいて，左方に逸脱
M2駆動固定→S2左方逸脱(M1停
止)

危険

S 同上 電圧ゼロV Dオープンに同じ 安全

D-S ショート 電圧1.5V固定
右カーブにおいて，左方に逸脱
M2駆動固定→S2左方逸脱(M1停
止)

危険

D-G 同上 電圧ゼロV Dオープンに同じ 安全
G-S 同上 電圧ゼロV Dオープンに同じ 安全

Q2
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 模擬ロボットの例では，部品 S1 の端子 3-4 間のショートの場合，右側のモータ(M2)が停止し，

ラインを逸脱した直後に左側のモータ(M1)も停止するため，ロボットとしては停止するとある． 

 図 4.5.5-3 にモータ出力電圧の計測結果を示す．2秒時点で部品をショートさせた結果，路面

色が黒の場合において，モータ出力電圧がゼロとなった．また，路面色が白の場合は，試験の開

始時点から出力電圧がゼロであった．すなわち，実際のライントレースによる走行場面において，

部品 S1 の端子 1-3 間がショートしても，ラインから逸脱すると同時にロボットが停止すること

を意味し，設計者の意図に沿ってロボットが動作することを確認した． 

 
 

図 4.5.6-3 模擬ロボットの基本動作および回路図 

 

  

端子 1-3 のショート 
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4.6 試験の実績 

 プロジェクトに参加するロボット開発者のロボットについて，安全検証試験を実施した．

その主な実績を，表 4.6-1 に示す． 

 

表 4.6-1 安全検証試験の実績 

 

移動作業型 搭乗型 装着型

5 機種 4 機種 2 機種

感電試験 レ レ

騒音試験 レ

表面温度試験 レ レ レ

衝突安全性試験 レ レ

接触安全性試験 レ

温湿度および振動環境耐久性試験 レ レ レ

走行耐久性試験 レ レ レ

耐荷重試験 レ レ

耐衝撃試験 レ レ

静的安定性試験 レ レ

動的安定性試験 レ レ

安全関連光学センサの機能試験
（環境認識性能試験）

レ

障害物検知対応性能試験 レ レ

EMC試験 レ レ レ

故障注入試験
（機能安全確認試験）

レ
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５．国際標準化活動 ［JARA・産総研］ 

5.1 国際標準化の目的 

 生活支援ロボットの安全性検証手法の国際標準化は，今後整備される安全性認証制度に

我が国のロボット技術を も効果的に反映させることを目的とする．このために国際標準

化検討 WG を設置して活動を行った． 

 標準規格は「ものの形状・寸法・性能・品質・試験法などを統一して，生産・使用の便

を図るために公的に定められる規格」（大辞林 第二版）と定義される．「標準」，「規格」，「標

準規格」の 3つは同義であり，英語では standard である．標準規格を定める主な意義は以

下であるとされる． 

 

(1) （取引での基準の統一による）相互関係の促進 

(2) 互換性の確保やインタフェースの整合 

(3)（量産効果を期待した）多様性の調整 

(4) 適切な品質の確保 

 

 特に(4)に関しては規格で規定される水準の品質が達成されているか否かが商取引上重

要になるため，規格が定める品質は客観的に検証可能でなければならない．ここでいう品

質には安全性が含まれる．品質が客観的に検証可能であるためには具体的な要件とその要

件をテストする試験方法の両方が規格化されていなければならない．一般に安全認証と呼

ばれるものは安全規格への適合性認証のことであり，従って安全認証システム確立のため

に安全性検証手法を開発する場合にはその基準や手順を形式的に 明文化した安全認証規

格を整備しなくてはならない． 

 標準規格には様々な種類があるが，これらの関係には構造がある．国際規格には他の規

格に優先する国際条約があるので，我が国による生活支援ロボットの標準規格化は国際規

格に対して行うことができれば も効果が高い．国際規格とは通常，ISO 規格と IEC 規格，

ITU 規格の 3つであると解釈されており，それぞれ国際標準化機構（ISO），国際電気標準会

議（IEC），国際電気通信連合（ITU）が策定団体である． 

 1995 年に WTO(世界貿易機関)の加盟国の間で WTO/TBT 協定（貿易の技術的障壁に関する

協定）が発効した．WTO/TBT 協定は「強制規格は，気候上の理由など正当な理由が無い限り，

国際規格を基礎として作成しなければならない」ことなどを定めている．WTO は貿易の自由

化を推進する国際機関であり，日本を含め 153 カ国が加盟している．この結果，国際規格

は非常に強い影響力を持つようになり，逆に国際規格に明らかに矛盾しているような各種

規格は存在意義がほとんどなくなった．これを受けて日本では同年に閣議決定された「規

制緩和推進計画」で JIS 規格の国際標準への整合化が盛り込まれた．例えばロボットの安

全規格を JIS 規格として整備したとしても，ISO 規格で同様の規格が制定された場合，速や

かに修正して整合させることが求められる．従って国家間の技術競争があり得る分野で安

全の認証規格を整備する場合は国際標準を目標とする事が有意義である． 

安全規格には安全要件と試験方法を一つの規格票にまとめる場合と，それぞれ別個の規格

にまとめる場合があるが，本プロジェクトでは ISO 13482 を安全要件の規格と位置づけ，

試験方法はここに提案せずに別規格「NEDO 試験方法 TS」として ISO に国際標準化提案をし

た． 

 

5.2 ISO 13482 

 ISO13482:2014 "Robots and robotic devices － Safety requirements for personal care 

robots は生活支援ロボットの安全性に関する ISO 規格であり，NEDO 生活支援ロボット実用

化プロジェクトの研究開発成果を反映したものである． 終原案の段階で本文 8章と 5つ

の付属書からなり，英語版は全 82 ページからなる． 

 同規格でスコープに入っているものは以下の 3タイプのロボットである． 
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・モバイルサーバントロボット 

・搭乗型ロボット 

・身体アシストロボット 

 

 この規格は機械安全の ISO 規格体系の中でタイプ C規格に分類されるものである．タイ

プ C規格は原則として上位のタイプ A規格, B 規格に整合する形で，ある特定の種類の機械

に関する全ての危険源について必要な保護方策を記述することを目的とする規格である．

ただし生活支援ロボットの危険源は不確定要素が多く他の機械類と同じように全てを列挙

する事はできないため，本規格の構成はまず 4章でリスクアセスメントに基づくスリース

テップメソッドを要求して，続く 5章で典型的な危険源に対する適切な保護方策の要件を

提示している．6章では安全関連の制御系の安全要件を独立して記述している． 

本規格案は 2006 年 6 月の SC2 総会でアドバイザリーグループの推奨に基づき規格策定作業

開始が決議された．翌 2007 年 6 月に日本は目次案を提出し，これを基礎として英国を議長

とするプロジェクトチーム ISO/TC184/SC2/PT2 にて検討が行われた．2009 年 2 月 19 日に新

規作業項目提案（NP）が承認され， ISO/TC184/SC2/WG7 での扱いとなった．2010 年 2 月 4

日に委員会原案（CD）が承認され，2012 年 9 月 26 日に 2度目の規格原案（DIS）が承認さ

れた．2013/12/03 に 終原案（FDIS）が承認され，2014 年に国際規格となる．同委員会に

対応する国内の審議団体としては（社）日本ロボット工業会が指定されている． 

 

5.3 NEDO 試験方法 TS 原案 

 現在は ISO/TC 184/SC 2/WG 7 で NP 提案準備中のためまだ正式な規格番号が発行されて

おらず，便宜的に「NEDO 試験方法 TS 原案」または単に"test methods"と呼ばれている．本

プロジェクトで開発された安全性試験方法のうち新しい試験規格が必要だと判断された 18

の試験について，原案を本プロジェクトで開発し 2013/06/25 の ISO/TC184/SC2/WG7 ブリス

トル会議において，同 WG の次期作業項目として承認された．今後 ISO/TC 184/SC 2 から新

規作業項目提案承認を受けて技術仕様書，規格の順に発行される見込みである． 

NEDO 試験方法 TS 原案は 2012/10/01 に第 1版が完成し，2012/12/17 に本プロジェクトの全

体連絡会で提案が承認された．翌年 2013/01/08 に WG7 国内対策委員会で日本提案として提

出する事が承認され，2013/01/31 に WG7 サンフランシスコ会議にて WG7 に提出された．提

出時の原案は全14章34ページ，タイトルは”Robots and robotic devices -- Safety-related 

test methods for personal care robots”である． 

 

5.4 国際標準化の活動 

 本プロジェクトの国際標準化活動では安全性検証手法の開発について，内容を安全性基

準と安全性試験方法とに区別し，前者を ISO13482 として，後者を新規の安全性試験規格と

して標準化をしている．ISO13482 の審議はプロジェクト開始当時に進行中であったので，

進行中の議論の中で提案活動を行った．安全性試験規格は国内で合意形成をした上で

2013/01/31 の WG7 サンフランシスコ会議で日本提案として原案を提出した．いずれも今後

国際標準として発行されて日本と世界のロボット技術の発展に貢献する見込である． 

 本プロジェクトの主な国際標準化活動を表 5.4-1 に示す． 

 

 
表 5.4-1 本プロジェクトの主な国際標準化活動 

日時 活動 内容 

2010/02/15-17 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#11

（オーランド） 

NEDO プロ全コンソよりコメントをとりまとめて

提出 

2010/02/24 NEDO プロ 国際標準化検討 WG NEDO プロジェクトで機能安全技術への対応強化
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（機械振興会館） することを検討 

2010/06/01 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2010/06/21-23 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#12

（パリ） 

研究開発中の安全性検証手法との整合性を確認

してコンソ 1 より修正コメントを提出 

2010/08/30-31 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#13

（名古屋） 

研究開発中の安全性検証手法との整合性を確認

してコンソ 1 より修正コメントを提出 

2010/09/13 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2010/10/25-26 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#14

（ブダペスト） 

研究開発中の安全性検証手法との整合性を確認

してコンソ 1 より修正コメントを提出 

2010/12/21 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2011/01/24-26 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#15

（ウェリントン） 

研究開発中の安全性検証手法との整合性を確認

してコンソ 1 より修正コメントを提出 

2011/02/25 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2011/06/02 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2011/06/20-21 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#16

（ロサンゼルス） 

研究開発中の安全性検証手法との整合性を確認

してコンソ 1 より修正コメントを提出 

2011/08/03 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2011/09/26-28 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#17

（ベルリン） 

研究開発中の安全性検証手法との整合性を確認

してコンソ 1 より修正コメントを提出 

2011/12/16 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2012/02/6-10 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#18

（オーランド） 

研究開発中の安全性検証手法との整合性を確認

してコンソ 1 より修正コメントを提出 

各国の ISO 委員に日本での NEDO プロ活動を紹介

2012/02/10 ISO/TC184/SC2/WG8 MEETING#17

（オーランド） 

安全性試験方法を提案するために調査 

2012/02/21 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2012/04/23-27 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#19

（東京） 

各国の ISO 委員の安全検証センター見学会を実

施 

見学会で WG7（安全性）, WG8（試験方法）の両

議長に規格提案を打診 

2012/6/7 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2012/07/09-13 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#20

（ミラノ） 

WG7 で日本と独がそれぞれ安全性試験方法の提

案をすることを宣言 

2012/07/11-12 ISO/TC184/SC2/WG8 MEETING#18

（ミラノ） 

WG8 では安全関連の議題を扱わないことを確認 

2012/08/30 試験方法検討 WG（つくば） 試験方法の規格化作業開始に関する内部向け説

明会を開催 

2012/09/05 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2012/10/15-19 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#21

（ソウル） 

FDIS 審議 

研究開発中の安全性検証手法との整合性を確認

してコンソ 1 より修正コメントを提出 

ISO13482 以降の新規作業項目提案（NP)が募集さ

れる 

日本は試験方法を独と共同提案することを確認 

2012/10/22-23 ISO/TC184/SC2/WG8 MEETING#19 提案する安全性試験方法と WG8 で策定する性能
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（ソウル） 試験方法規格との整合性を調査 

2012/10/31 （国際標準化検討 WG 活動） 試験方法 TS 草案第 1版（NEDO コンソ１草案）完

成 

2012/11/20 国際標準化検討 WG ISO 国際標

準化セミナー 

試験方法研究開発担当者を対象とした規格執筆

要領の勉強会 

2012/11/22 （国際標準化検討 WG 活動） 試験方法 TS 草案第 2版完成 

WG7 独委員に共同提案原案として送付 

2012/11/28 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

試験方法TSと傷害耐性基準TRの日独共同提案準

備作業を動議して承認 

2012/12/10 （国際標準化検討 WG 活動） 試験方法 TS 草案第 3版完成 

試験方法TS草案をNEDOプロ全体連絡会メンバー

に回付 

独委員に共同提案原案の更新版として送付 

2012/12/18 NEDO プロ 全体連絡会 試験方法 TS 草案について全コンソから提出され

たコメント 250 を処理 

試験方法 TS 草案を NEDO プロ試験方法 TS 原案と

して国内対策委員会に提出する事を承認 

2012/12/26  NEDOプロ試験方法TS原案の250コメントを解決

NEDOプロ試験方法TS原案を国内対策委員会に提

出 

2013/01/08 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

NEDO プロ試験方法 TS 原案のコメントを処理 

試験方法 TS 日本原案として ISO 国際会議に提出

する事を承認 

2013/01/24 （国際標準化検討 WG 活動） 日本草案として WG7 事務局へ送付 

独委員に共同提案原案の更新版として送付 

2013/01/29-30 ISO/TC184/SC2/WG8 MEETING#20

（サンフランシスコ） 

提案する安全性試験方法と WG8 で策定する性能

試験方法規格との整合性を調査 

2013/01/31-02/01 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#22

（サンフランシスコ） 

試験方法 TS 日本原案プレゼン 

5 つの新規作業項目提案（NP)の提案が行われる

2013/06/25-26 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#23

（ブリストル） 

試験方法 TS 日本原案プレゼン 

5 つの新規作業項目提案のうち日本提案と英国

提案の選択となり両者並行作業が議決される 

2013/06/27 ISO/TC184/SC2/WG8 MEETING#21

（ブリストル） 

提案する安全性試験方法と WG8 で策定する性能

試験方法規格との整合性を調査 

2013/10/08 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2013/10/18-19 ISO/TC184/SC2/WG8 MEETING#22

（北京） 

提案する安全性試験方法と WG8 で策定する性能

試験方法規格との整合性を調査 

2013/10/21-23 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#24

（北京） 

日本提案と英国提案の今後の進め方について協

議 

試験方法 TS 原案のコメント処理 

2014/02/03 サービスロボット安全性検討

WG（機械振興会館） 

WG7 国内対策委員会 

2014/02/17-19 ISO/TC184/SC2/WG7 MEETING#25

（サンセバスチャン） 

（予定） 
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６．生活支援ロボットの安全に関する法律と制度の調査 ［MSTC］ 

6.1 調査研究の背景と目的 

 生活支援ロボットを実用化するために考慮すべき法律と社会制度を，欧州と日本を中心

に国内外の公開情報を基に調査し，この調査の結果に基づいて法制度の検討を行った．本

調査研究の詳細を付属書に整理した．付属書は下記の 4分冊から構成される． 

付属書 F.1 生活支援ロボットのための法律制度に関する需用調査 

付属書 F.2 生活支援ロボットのための日本の法律制度の調査 

付属書 F.3 生活支援ロボットのための海外の法律制度の調査 

付属書 F.4 生活支援ロボットのための安全認証に要求される要件の調査 

前期（H21～H23）は，生活支援ロボットの安全性検証手法をグローバル展開する上で考慮

しなければならない法律や社会制度の課題について，欧州と日本を中心に国内外の情報を

基に調査した．欧米の安全の考え方と，そこから作り出された法制度を整理して，生活支

援ロボットの安全認証制度が欧米やアジア諸国に与える意義を探った．その結果，世界

は，”Tested Once Accepted Everywhere”に向けて動いており，日本のロボット技術に対

する期待も大きいことから，当該分野においても相互認証協定に基づく認証手続きの合理

化が望まれている事が分かって来た． 

後期（H24～H25）は，日本発で日本が先導していくべき生活支援ロボットの安全認証機関

の運営に資すると共に，安全認証事業のグローバル展開を可能とする為には，果たして何

が求められるかについて調査研究した．具体的には，生活支援ロボットの適用が期待され

るサービス分野を対象として，我が国の安全認証制度が真に国際的にも認知され，デファ

クトスタンダードとなるための戦略を示した．その為に何が必要で，どのように実現して

いくかを示した． 

 

6.2 各年度の成果 

6.2.1 H21 年度 

 H21 年度は，調査研究委員会を設置すると共に，シンクタンクを活用して法制度に関する

需用調査を行った． 

(1) 調査研究委員会の設置と運営 

 当該分野の有識者で構成される調査研究委員会を設置して年 6回の定例会議を開催し，

調査研究に関する審議を行った．プロジェクト・コンソーシアムのメンバをオブザーバに

加えて，コンソーシアムと一体化した運営を行った．また，ロボットビジネス推進協議会

とも協力関係を持ちながら調査研究を実施した． 

(2) 調査研究活動 

 調査研究委員会では，図 6．2．1-1 に示す調査研究の方法と，その成果を公開データベ

ースで情報発信することを決定した．また，図 6．2．1-2 に示す調査研究の範囲を決めた．

本調査研究の範囲は，図 6．2．1-2 に示す様に，保険制度，民事法，安全技術，安全規格，機能

と安全性のトレードオフ，行政法，公的給付制度，社会的責任にまで及ぶ．そこで，本調査研究で

は，技術と社会制度の両面から，社会，官，メーカ，ユーザ各々の立場を配慮した多角的

な検討を行うことが要求される．そこで，生活支援ロボットのメーカとユーザを対象とし

て，実用化に向けた法律，制度，安全規格に対する需用を調査した．本調査の結果を付属

書 F.1 に整理した．また，国内法制度の調査も開始した． 
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図 6.2.1-1 調査研究の方法と発信 

 

 
図 6.2.1-2 調査研究の範囲 

6.2.2 H22 年度 

 H21 年度に実施した，生活支援ロボットの法律，制度，安全規格に対する需用調査を参考

情報として，生活支援ロボットと関係が深い日本の法律，制度（保険制度，導入助成制度

等），安全規格を調査して，生活支援ロボット関係法令集をまとめた．表 6.2.2-1 に法令集

が取り上げた法律と制度を示す．これを，ロボットビジネス推進協議会のホームページに

も掲載した．生活支援ロボット関連法の条文の選択と解釈にあたっては，誤りや誤解の無

い様，ロボット関連法に詳しい弁護士を委員に迎えて監修を受けた． 

法律や制度には，生活支援ロボットの安全性を確保するための規制や基準の他，医療機器

の承認審査制度，福祉機器を公的給付制度の対象種目にするための申請制度などがある．

日本では，自動車や車いす等の機械の安全を確保する為に，JIS 規格を法律から引用したり，

法施行規則や告示等で数値条件を示して安全に関する法的拘束力を高めたり，福祉機器が
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障害者や高齢者向け福祉制度の貸与種目に認定される条件を設定するなど，様々な方法で

安全を確保することが行われている．しかしながら，将来実用化される生活支援ロボット

は，自動車の様に道路交通法施行規則で仕様や基準等を具体的な数値で示されたり，車い

すのように告示により福祉用具貸与種目としての仕様を定めたりされていない．そこで，

現行の法施行規則や告示等が，将来実用化される生活支援ロボットに与える影響を想定し

た前述の法令集を作成することにより，現行の法律や制度を活用し易くした．生活支援ロ

ボットに関する国内の法律と制度を，付属書 F.2 に整理した． 

 

表 6.2.2-1 付属書 F.2 に収録した生活支援ロボット関連法と制度 

所轄省庁 種類 法律や制度の名称 

経済産業省 
民法 製造物責任法 

行政法 電気用品安全法と消費生活用製品安全法 

厚生労働省 

制度 玩具の安全基準と ST マーク 

行政法 

労働安全衛生法 

薬事法 

介護保険法 

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為

の法律 

国土交通省 行政法 
道路運送車両法 

高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

警察庁 行政法 
道路交通法 

不正アクセス行為の禁止等に関する法律 

消費者庁 行政法 個人情報保護法 

総務省 
行政法 電波法 

制度 電波法が定める無線局開局の免許制度 

 

6.2.3 H23 年度 

 H23 年度は，日本と米国や欧州の法制度の比較調査を行った．現行の法律や制度の多くは，

生活支援ロボットを想定されていない．想定されていなくても，一番近い現行法で規制さ

れた場合に，規制の対象となる生活支援ロボットが出てくる．このような法制度との関係

が深いロボット分野について海外（EU 諸国，米国，アジア諸国）の状況を調査した． 

EU 諸国の調査は，国策として生活支援ロボットの実用化に取り組んでいるデンマーク王国，

生活支援ロボットの法制度を研究しているドイツの法科大学，UL DEMKO，ドイツ Oldenburg

リハビリセンタなどの訪問調査を行った．米国の調査は，日本に先行して生活支援ロボッ

トを事業化している Segway Inc．，Gecko Systems Inc．，UL（認証機関），RIA（ロボット業

界団体），2013 年から生活支援ロボットの展示を企画していたシカゴ科学博物館などの訪問

調査を行った．さらに，欧米アジア諸国における安全の考え方を明らかにするために，調

査機関を利用して，ドイツ，フランス，アメリカ，カナダ，韓国，中国，台湾，インドの

ヒアリング調査を行った．これらの海外調査の詳細を付属書 F.3 に整理した． 

 

6．2．4 H24 年度 

 H24 年度は，アジア新興国における生活支援ロボットの潜在市場を分析した上で，世界各

国の安全認証制度のポテンシャルを総合的に比較検討することを目的として，EU が実施し

た安全認証制度に関する調査レポート，企業の開発現場における安全設計事例，米国と EU

の安全に関する法制度の比較論文などに基づく欧米と日本の比較調査を行った．調査結果

から，日本と欧米の考え方の違いがある程度明確化できた．我が国の安全認証制度は，欧
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米社会と比べると普及が遅れている．この遅れを如何にして取り戻すか，その対策を考え

ることが本調査の目的である．そこで，今，仮に，日本人，もしくは日本社会の安全認証

制度への受容性を考えるとき，不確定因子となる文化的な違いの影響度が小さく，時間的

な遅れの影響度が大きいと仮定できるならば，欧米の現状を見極めた後は，それを日本と

比較して，良い点，悪い点を明確化した上で，良い点を伸ばし，悪い点を無くす施策を考

えれば良い．それで，日本社会の安全認証制度への受容性を高めて，普及を加速できるは

ずである．そこで，付属書 F.4 の第 1部をこの方針で整理した． 

 

6.2.5 H25 年度 

 欧米人と比べて日本人は，PL に縛られずに果敢にチャレンジするメンタリティが不足し

ていると指摘される．これは，生活支援ロボットの産業振興を阻害する要因の一つだと考

えられる．法制度の観点から，この問題を解決する方策は二つある． 

 一つ目の方策（以下では「方策 A」と記載）は，H24 年度に提案した方策であり，日本人

を啓発して欧米的な考え方を身につけた上で，欧米の法体系に倣うことである．二つ目の

方策「方策 B」は，現在の日本人向けに現行の法体系を変えることである． 

もしも，日本人の安全の考え方が，欧米人と比べて遅れていることが，メンタリティの違

いを生み出す主原因であり，欧米人のメンタリティに向かっているなら，方策 Aを選択す

ることができる． 

 一方，欧米人と日本人のメンタリティに，越え難い隔たりがあるとすれば，啓発は困難

なので方策 Bでなければならない． 

 欧米人のメンタリティには，安全に関する事前責任が果たされていれば，例え事故が発

生したとしても，免責されるべきであるという「State of the art の信念」がある．すな

わち欧米人は，その時代において十分に責任を果たしたと見なされるレベルの技術的配慮

が行われていても，リスクが残留することを認めている．リスクが残留していれば，一定

の確率で事前には想定不可能な事故が発生することになるが，その責任を問う事はできな

いという考え方が一般的通念となっている．これは法律専門用語で公正な手続きを取るこ

とを優先し，その結果に問題があっても，それを認めて受け入れるという意味で，「手続き

的正義」と呼ばれる． 

前述の欧米人の通念は，日本人にも良く理解できる．日本の PL 法第四条の免責事由にも「当

該製造物をその製造者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては，

当該製造物にその欠陥があることを認識できなかったこと．」と記載されている．世界的に

も，日本製品の品質と安全性は，安全認証を受けた欧米製品よりも信頼されている．それ

でも，日本人は，とにかく事故を防止しなければならないと考える．これは「結果的正義」

と呼ばれる．「手続き的正義」を行動規範とするか，「結果的正義」を行動規範とするかに

より，リスクがある製品との向き合い方が違ってくる．付属書 F.4 の第 2部では，方策 B

について詳細に述べ，第 3部では，方策 Bを実践する際に，承認審査に対する社会的因子

の影響を数理統計的に評価する方法論について述べた． 

 

6.3 今後の課題と発展 

 我が国において，安全認証を取り巻く環境が整備され，適切な教育が行われ，欧米型の

State of the art の信念が育まれるまでは，方策 Aで指摘した問題が発生することもやむ

をえないと考える．粘り強く安全認証の意義を伝え続けなければならない．欧米人と日本

人の考え方の違いを説明し，世界は，簡潔で低コストな認証制度の構築に向けて一歩ずつ

前進し，認証スキームが目標とする“Tested Once, Accepted Everywhere”に向けて動い

ているという現実を伝え続けなければならない． 
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7. 生活支援ロボットの安全に関する情報データベースの開発 [JARA] 

7.1 目的と目標 

7.1.1 実施計画 

 実施計画書（平成 25 年度版）では，本項目は「生活支援ロボットの安全認証，評価基準

策定につながる安全関連データの収集・蓄積ならびに再利用手法に関する研究開発を行う」

ことをミッションとし，「４タイプの生活支援ロボットについて５つの試験項目の基礎試験

データの収集を行い，再利用性の観点から分析しデータベースを構築して，ロボット研究

開発実施者に提供する．」ことを目標としている． 

 

7.1.2 背景 

 課題設定の背景として，ロボット研究者間での以下のような要請ないし問題意識の存在

が考えられる． 

・ ロボットの使用による傷害発生状況を分析しロボットの安全設計に利用するために，

ロボットが係る事故やインシデント（ヒヤリハット事例）の収集とデータベース化が

必要である． 

・ 過去の反省から，プロジェクト中に産出される安全に関する事項も含む種々の知見の

散逸を防ぎ，その再利用を可能にするため，データベース化が必要である． 

 

7.1.3 目標設定 

7.1.3.1 開始時の問題点 

 プロジェクト開始時は，以下の問題があった． 

・ 試験データのような開発されるロボットに直接かかわるデータは企業機密に属し，共

有データベースへの蓄積に適さない． 

・ 開発段階のロボットの事故・インシデント情報も，機密漏洩や風評被害への懸念から

企業から提供を受けることが難しい． 

・ 生活支援ロボットは新しい分野なので利用可能な既存データが少なく，データ蓄積は

プロジェクトの他の研究開発活動の結果を待たざるを得ない． 

 

7.1.3.2 現状に対応した目標設定 

 前節で示した問題点をふまえ，当初の計画設定を広く捉え，支援の重点をプロジェクト

期間中の研究開発支援から今後生活支援ロボットの安全に関する情報を必要とする人々

（特に，新規参入する中小企業の技術者等）の支援へと移し，安全な生活支援ロボットの

普及に繋がるような安全関連情報提供サイトを開発することを 終的な目標とした． 

 

 

 

7.2 開発コンセプトと利用法 

 システムの開発にあたっては，単にプロジェクトの成果物を掲載するだけでなく，多様

な利用のされ方を想定して複数の機能を取り込むこととし，表 7.2-1 に示すような「知る，

探す，繋がる」の 3つのキーワードで提供する機能とコンテンツを整理した．  

・ 「知る」としてまとめた部分は，情報の提供を行うもので，特に入門者，初級技術者

を対象として生活支援ロボットの安全設計から製品認証にいたる事項について基本的

知識を提供する．プロジェクトの成果発信もここで行う． 

・ 「探す」の中核機能は，事故事例等の検索機能であり，事故シナリオの分析やリスク

アセスメントの参考にするために中，上級技術者が使用することを想定している．た

だし，現状では生活支援ロボットに特化した事故事例収集が困難なことから，生活支

援ロボットの安全問題を考える上で参考となり得る既存関連機器，機械の安全関連の

公開データベースを検索出来るようにした． 
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・ 「繋がる」の部分では，このサイトを介して生活支援ロボットの安全問題に関心のあ

る人々（上級技術者や研究者など）の間の意見交換やネットワーク形成を支援するこ

とを意図している． 

 

表 7.2-1 データ提供システムの基本構成 

 知る 探す 繋がる 

狙い 
ロボットの安全を学ぶ ロボットの危険を 

類推する 

ロボットの安全を語る 

用途 

・基礎的知識を学ぶ 

・情報を手に入れる 

・検索する 

・詳しく調べる 

・事故の因果を類推する

・SNS 機能 

・エキスパートが語る 

・エキスパートに尋ねる

コンテン

ツ 

・プロジェクト成果 

・生活支援ロボット及び

 その安全に関する情

報 

・総合検索機能 

・事故事例集 

・リンク 

・掲示板 

・利用分析 

・ブログ（登録者） 

対象者 入門者 中級，上級者 全員（上級者がけん引）

全体比重 大 中 小 

 

7.3 システムの実装 

 システムの構築にあたっては，以下の理由から市販の ECM (エンタープライズ・コンテン

ツ・マネジメント) ソフト（注１）を基盤として利用し，不足する機能についてのみ付加的な

開発を行った．  

・ 市販ソフトの機能を利用することで，迅速なシステム立ち上げが可能となる． 

・ 信頼性，保守性の点で個別開発ソフトよりも優れ，全体コストでも有利である． 

（注 1）機能面とサポート体制を考慮してマイクロソフト社の SharePoint システムを採用

した． 

 

7.4 成果  

7.4.1 全体的な目標達成状況 

 7.2 で述べたコンセプトに基づくシステムを開発し，生活支援ロボットの安全に関する情

報提供サイト「生活支援ロボット安全情報センター」（略称 RT-SIC [Rotobt Technology 

Safety Information Center]）と命名して平成 26 年 2 月末までにインターネット上での公

開を実現し（注２）目標を達成した． 

（注 2）サイトの URL：https://www.rtsic.jp/jpn/pcr 

 

7.4.2 プロジェクト成果の掲載 

 コンソーシアム１で行われた「生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発」の成果

物の提供を受け，解説記事とともにそれらをサイトで閲覧できるようにした．また，資料

をダウンロードできるようにした．表 7.4.2-1 に研究開発項目「生活支援ロボットの安全

性検証手法の研究開発」関係の成果物の概要を示す．なお，サイトではプロジェクトの成

果物以外にも，独自に収集した生活支援ロボット関連の情報を掲載している． 
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表 7.4.2-1 掲載成果物（「生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発」関係） 

研究開発／活動内容 掲載主要成果物 

認証スキーム 概説，認証パイロットスタディ概要 

安全設計支援ツール 設計コンセプト自己チェックシート，ロボットタイプ別リスク

アセスメントひな形，機能安全対応ソフト事例(PROH-SIL)， 

および関連解説書類 

安全検証試験方法 生活支援ロボット安全検証センターで実施する試験の概要 

国際標準化活動 国際標準化動向の概説 

関連法規制等の調査 (一財)製造科学技術センターが実施した調査研究報告書 

 

7.4.3 その他の開発事項 

 検索機能に関して，予め登録した外部データベースと本サイトの内の情報を同時一斉検

索する機能を付加し（総合検索と命名），作業効率の向上を図るとともに，検索対象を限定

することにより規格や法規の検索も可能とした．  

 データマイニング手法の検討については，現時点ではデータマイニングを必要とする固

有データの蓄積が十分でないことを勘案し，固有手法の開発あるいは既存手法を用いた分

析は行わず，文の形態素解析ツール（注３）を用いて総合検索（Ｓ-Search）の検索キーワード

文字列を解析し，同義語，類義語を自動蓄積する機能を開発した．十分なデータが蓄積さ

れればユーザの関心の分析を行うことが可能になり，将来データマイニング応用に繋がる

ことが期待される． 

（注 3）オープンソース形態素解析エンジン MeCab を使用． 

 

7.5 今後の課題 

 当初目標は達成されたが，このようなシステムの開発と維持に関して重要と考える点を

以下に示す． 

7.5.1 システム構築の方法 

 近年，クラウド技術にも見られるように，データ蓄積あるいは各種データ処理に関して

ネットワークを経由してサービスを提供する技術が発展し，自前のシステムを保持するこ

となく必要な機能を必要な分だけ比較的安価に利用できる環境が出現している．また，CMS

（コンテンツ・マネジメント・システム）構築用のオープンソフトも充実し，それらを使

用した実績も増え，有力な情報サイト構築手段となっている．今後同様のシステムを開発

する場合には，経済性，開発効率の観点からこれらの利用も検討する必要がある． 

 

7.5.2 データ収集体制 

 本システムのコンテンツで「生活ロボットの安全性検証手法の研究開発」テーマに関わ

るものは，コンソーシアム１参加メンバーより成果物の提供を受けることができた．しか

し，プロジェクトの研究開発項目を超えたより広範なデータの収集は，その労力に見合う

インセンティブが働かないので，自発的協力にたよるだけでは限界がある．インシデント

情報の収集に関しては，ロボット特区等における実証実験との連携も検討したが，制度が

異なることもあり具体的実施までには至らなかった．継続的にコンテンツを充実させ，ま

たデータ更新を行って行くためには，異なるプロジェクト間での横断的協力や，業界団体，

関連学会との連携も可能にする，体制構築が必要と考えられる． 

7.5.3 システムの管理と維持 

 セキュリティ対策を含め質の高いデータサイトを維持するには，種々のランニングコス

トが発生する．また，データシステムが存在価値を保持するには，データの強化・更新が

不可欠であり，データを収集し，収集したデータを分析・整理できる専門的知識を持つ要

員の確保が必要となる．プロジェクト期間中は，要員を含めプロジェクトリソースの利用
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が可能であったが，本データベースのように分野・業界を超える内容を扱うシステムの管

理運営は，国等の公的機関あるいは業界横断的機関が行うことが期待される．あるいは，

生活支援ロボットの市場が拡大し業界独自での対応が可能になるまでは，各種プロジェク

ト等を利用した国の支援が必要であろう． 

 

7.5.4 活用のための検証 

 本システムの開発は，今後生活支援ロボットが普及・発展して行く流の中で，このよう

な安全情報提供サイトが必ず必要とされるという，安全思想，安全技術を先導する側の理

念に発している．日本ロボット工業会では，ロボットビジネス推進協議会の協力を得て，

このようなサイトの必要性についてアンケート調査を行った．その結果によれば，安全情

報提供サイトへの一般的な期待は示されたが，具体的あるいは逼迫した要求は十分には読

み取れなかった．その理由としては，生活支援ロボットの市場がまだ広がっておらず，参

入企業も少ないことが考えられる．我々は，想定されるニーズに幅広く対応できるような

システムを構築したが，その有効性を判断するには十分な時間が必要である．そのために

も，先に述べたような支援体制の存在が不可欠であると考える． 
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８．第三者認証および第三者試験体制の構築 ［JQA・JARI］ 

 プロジェクト後の事業化に向けた認証機関と試験機関のあり方について検討した． 

8.1 認証機関 

8.1.1 役割を果たすための開発と成果 

 製品の適合性評価を行う認証機関に求められる国際規格である ISO/IEC 17065 に準拠し

たマニュアルと運用体制を構築し，ISO 13482 の第三者認証機関として運用を開始している．

また，ISO 13482 発行の約 1年前の 2013 年 2 月 27 日に，同規格のドラフト版である ISO/DIS 

13482 に基づいて CYBERDYNE 株式会社の装着型ロボットである「ロボットスーツ HAL®福祉

用」を認証した．更に，2014 年 2 月 17 日にパナソニック株式会社の移動作業型ロボットで

ある「リショーネ®」及び株式会社ダイフクの「エリア管理システム」については，生活支

援ロボットに応用でき得る技術であることから，ロボティックデバイスとして，それぞれ

ISO 13482 に基づいて認証した. 

 

8.1.2 プロジェクト後の運用体制 

 2014 年 2 月 1 日付けで ISO 13482 が発行し，認証機関としてのマニュアル整備及び体制

構築はでき，ISO 13482 に基づいた認証体制の構築はできたが，まだ緒に就いたばかりであ

る.パーソナルケアロボットについては，今後も様々なタイプのロボットが出てくると考え

られ，それらに応じた妥当性試験の開発や基準作り等も不可欠になってくる.このため，今

後も，研究機関等の関係機関との相互協力による運営体制を維持していく必要がある. 

  

 
図 8.1.2-1 プロジェクト成果の運用体制 

8.2 試験機関 

8.2.1 役割 

 第三者認証における試験機関の役割は，以下の２点である． 

・ 国際的に通用する試験結果取得を可能にする． 

・ 複数のロボットを共通に試験できる設備を保有することで，メーカが個別に設備投資

するより，コストを削減する． 

 これらの役割を果たすための準備を，以下の様に実施した． 
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8.2.2 役割を果たすための開発と成果 

(1) 国際的に通用する試験結果取得を可能にするための開発 

 生活支援ロボット安全検証センターでの試験結果によって第三者認証を得るには，試験

結果が国際的に通用することが必要がある．そこで，試験所および校正機関の能力に関す

る規格である ISO17025 に同センターを適合させるための体制案を策定して構築を開始した

（図 8.2.2-1）． 

 
図 8.2.2-1 ISO17025 適合を目指した体制案 

 

 また，上記体制を維持するためおよび ISO17025 に適合したトレーダビリティーを確保す

るために必要文書を表 8.2.2-1 の様に抽出し，作成を開始した．図 8.2.2-2 に，作成した

文書の例を示す． 

 

表 8.2.2-1 必要文書一覧 

 

代表理事 所長 

（トップマネジメント） 

試験所管理責任者 

技術管理者 

（技術管理者代理） 

試験成績書署名者 

プロジェクト 

マネージャ 

プロジェクト 

チーフ 

試験 

担当者 

品質管理者 

（品質管理者代理） 

管理要員 
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図 8.2.2-2 作成した文書の例（試験手順書の抜粋） 

 

 

 

 

 

 

(2) メーカが個別に設備投資するより，コストを削減するための開発 

a) ロボットメーカとの協力による設備の選定 

 ロボットビジネス協議会会員のロボットメーカに対して，自社のロボットに必要と考え

られる試験装置を調査した．結果を表 8.2.2-2 に示す．また，プロジェクト期間中に，メ

ーカの試作ロボットの試験実施し，各々のロボットに必要な試験項目を検討した．これら

の結果を参考に，複数のロボットを共通に試験できる設備を選定した．さらに，本プロジ

ェクトに参加するロボット開発者のロボットの試験を試行することにより，試験に必要な

ジグなどの開発を行った． 
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表 8.2.2-2 ロボットメーカが必要と考える試験装置の調査結果 

 
 

 

 

b) ISO13482 への対応 

 生活支援ロボットの第三者認証では，パーソナルケアロボットの安全規格 ISO13482 への

適合を確認するための試験が結果必要となる．このため本研究では，ISO/TC184/SC2/WG7 に

おける ISO13482 の策定作業に参画することで，同規格の要求事項の決定と試験方法開発，

試験装置の整備を同期させて遂行した．これにより，国際的に通用する試験データを得る

ために共通して必要な試験装置について検討した． 

 以上の検討から，事業化に必要な試験装置の候補を以下のように選定した． 

 

・ 感電試験のためのプローブ 

・ 騒音試験のための騒音測定系および測定ジグ 

・ 表面温度測定のための表面温度測定器 

・ 衝突安全性試験のための牽引装置，衝突用バリア，人体ダミー 

・ 接触安全性試験のための接触力測定系 

・ 温湿度および振動環境耐久性試験のための複合環境試験装置 

移動作業型

（操縦）

移動作業型

（自律）
搭乗型 装着型

その他（マニ

ピュレータ）

回答3件 回答4件 回答1件 回答1件 回答1件

感電試験

騒音試験

表面温度試験

衝突安全性試験 3 4 1 1

接触安全性試験 2 2 1 1 1

温湿度および振動環境耐久性試験 3 4 1 1

耐久性試験 3 3 1 1

耐荷重試験 1 4 1 1

耐衝撃試験 1 4 1 1

走行安定性試験
（静的安定性・動的安定性試験）

2 4 1

安全関連光学センサの機能試験
（環境認識性能試験）

2 4 1 1

障害物検知対応性能試験 2 4

軌道追従性試験 1 3

操作・情報提示機能試験 3 3 1 1 1

EMC試験 3 4 1

故障注入試験
（機能安全確認試験）

2 4 1 1 1

緊急停止試験 2 4 1 1 1

挟圧試験

必要と考える試験項目（対象ロボットの型別・項目別件数）

調査対象外

調査対象外
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・ 走行耐久性試験装置およびロボット固定用ジグ 

・ 耐荷重試験装置 

・ 耐衝撃試験装置 

・ 静的安定性試験装置 

・ 動的安定性試験設備（平坦路走行試験設備，傾斜路走行試験設備）および走行速度等

の測定系 

・ 安全関連光学センサの機能試験のための人工太陽および測定ジグ 

・ 障害物検知対応性能試験と装置および障害物 

・ EMC 試験のための電波暗室，測定装置および試験ジグ 
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９． ディペンダブルロボティックカートを使った ISO 13482 評価の実例 

 

 本事業で開発した認証スキーム（本報告書の第２章）にそって，安全検証と認証手順を

実施することで，今後のロボット開発者が ISO13482 適合認証を取得する場合に参考となる

事例を提供する．対象として，産業技術総合研究所が開発した搭乗型生活支援ロボットで

あるディペンダブルロボティックカートを選定した． 

 

9.1 ディペンダブルロボティックカートの概要 

 ディペンダブルロボティックカート（図 9.1-1）は,研究所建屋内において歩行が不自由

な外来者に対して本館内の移動を助けるための電動車いすとして貸し出されることを想定

している． 

 以下の３つの走行モードを有する． 

a) 通常操縦モード：搭乗者が操縦し電動で駆動する，障害物の接近を検知した場合 高速

が限定される．障害物に接触したことを検知すると自動で停車しブレーキを作動する 

b) 低速移動モード：障害物に接触しているときに低速で離脱できる． 

c) 手押しモード：動力を切断してブレーキのみ解除し，後ろから手で押して動かす． 

 

 
図 9.1-1 ディペンダブルロボティックカート 

 

9.2 ISO13482 認証に必要な文書の（リスト付属書 B.1） 

 安全ライフサイクルごとに，分析や確認などの作業を実施して，それを文書化する必要

がある．付属書 B.1 に，作成すべき文書のリストを示す．以下では，ディペンダブルロボ

ティックカートについて作業を実施して，代表的な文書を付属書に例示する． 

 

9.3 安全ライフサイクル「コンセプト」「全体の範囲決定」- 製品企画書の例（付属書 B.2） 

 始めに，開発する製品のコンセプトを明確にして，製品がカバーする範囲を規定する．

ディペンダブルロボティックカートについて，これを実施し，製品企画書の例（付属書 B.2）

を作成した．なお，この段階では，事業で開発した設計コンセプト自己チェックシート（本

報告書の 3.1 節）による確認が有効である．  
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9.4. 安全ライフサイクル「危害と危険の分析」- リスクアセスメントレポートの例 

 製品のコンセプトにしたがって，リスクアセスメントを実施して，その結果をリスクア

セスメントレポートとして文書化する必要がある． 

(1) 危険源分析書の例（付属書 B.3.1） 

 製品の危険源を抜け漏れなく同定するために，危険源分析を行った．製品企画書と機械

安全規格 JIS B 9700 の「危険状態になり得るタスクのリスト」を付き合わせてディペンダ

ブルロボティックカートのライフサイクルの各フェーズにおける人のタスクのリストを分

析した．次に JIS B 9700 と生活支援ロボット安全規格 ISO13482 それぞれの危険源チェッ

クリストを利用して DRC の原始的な危険源を網羅的に同定し，タスクと危険源を付き合わ

せてライフサイクルフェーズごとの危険源リスト（付属書 B.3.1）を作成した． 

 

(2) リスクアセスメント書（付属書 B.3.2） 

 ディペンダブルロボットカート製品企画書およびディペンダブルロボティックカート危

険源分析書をインプットとして，リスクアセスメントを行ない，その結果を記録した．具

体的には危険源全てについてリスクを見積り，必要なリスク低減方策を決定し，リスクが

許容水準以下にあるかどうかの評価をした記録である．例として，ライフサイクルフェー

ズのうち「使用」フェーズを抜粋して分析した結果を，付属書 B.3.2 にとしてまとめた．

なお，この段階では，本事業で開発したリスクアセスメントシートの雛形（本報告書の 3.2

節）が活用可能である． 

 

9.5 安全ライフサイクル「全体の安全配置」「E/E/PE 系安全要求仕様」 

 ディペンダブルロボットカートについて，安全要求の配置を，例えば，「どの入力部分に

どんな機能を割り当てるか」について決定した．また，コントローラ，センサやソフトウ

ェアなど E/E/PE 安全関連系についても，システムの安全機能や安全要求を規定した．付属

書には，文書例は掲載しないが，本事業で開発した機能安全設計支援ツール（本報告書の

3.3 節）および機能安全文書テンプレート（本報告書の 4.5.5 節および付属書 D）が活用可

能である． 

 

9.6 安全ライフサイクル「全体の安全妥当性確認計画」-妥当性確認計画書の例（付属書 B.4

～B.9） 

 安全要求仕様書への適合を確認するための妥当性確認では，その実施に先立って，いつ

どのような試験や評価を行うかなどを具体的に記載した妥当性確認計画を策定する必要が

ある．ISO13482 では，文書による確認など複数の確認手段を示しているが，その中から，

試験を実施する項目について，本事業で開発した安全検証試験方法（本報告書の第４章）

を参考に，以下の文書の例を作成した． 

a) 妥当性確認計画書の例 推進力の低減（付属書 B.4） 

b) 妥当性確認計画書の例 障害物接触センサ（付属書 B.5） 

c) 妥当性確認計画書の例 光学センサ（付属書 B.6） 

d) 妥当性確認計画書の例 障害物回避（付属書 B.7） 

e) 妥当性確認計画書の例 安全機能の電磁妨害耐性（付属書 B.8） 

 

9.8 安全ライフサイクル「全体の安全妥当性確認」-安全妥当性確認報告書の例（付属書 B.9） 

 前節で作成した計画書にしたがって実際にディペンダブルロボティックカートの試験を

実施して，その結果を，安全妥当性確認報告書の例として文書化した（付属書 B.9）． 
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１０． 研究開発成果の発信実績 

 

研究発表，講演（2010 年度） 

発表年月日 発表先 発表タイトル 発表者 

2010.9.22 日本ロボット学会学術

講演会 

NEDO 生活支援ロボッ

ト実用化プロジェクト

比留川博久(産業技術総合研究

所)，宮川豊美(NEDO) 

2010.9.22 日本ロボット学会学術

講演会 

生活支援ロボットの安

全性に関する国際標準

化活動 

尾暮拓也 (産業技術総合研究

所)，山田陽滋(名古屋大学) 

2010.9.22 日本ロボット学会学術

講演会 

生活支援ロボットの安

全設計コンセプト検証

の試み 

池田博康(労働安全衛生総合研

究所)，丹羽邦幸(日本認証)，清

水雄一郎(日本品質保証機構) 

2010.9.22 日本ロボット学会学術

講演会 

生活支援ロボットの機

能安全対応について 

水口大知(産業技術総合研究所) 

2010.9.22 日本ロボット学会学術

講演会 

生活支援ロボットの安

全性検証試験方法の開

発 

藤川達夫(日本自動車研究所)，
松本治(産業技術総合研究所)，
山田陽滋(名古屋大学)，池田博

康(労働安全衛生総合研究所) 

2010.9.22 日本ロボット学会学術

講演会 

製品の適合性評価の概

要 

清水雄一郎，浅田純男，櫛山哲

郎，神賀誠(日本品質保証機構) 

2010.9.22 日本ロボット学会学術

講演会 

生活支援ロボット関連

の法律と制度の調査 

加藤雅弘，間野隆久，宮下朋子

(製造科学技術センター)，松下

俊夫(日本ロボット工業会) 

2010.11.26 計測自動制御学会シス

テム・情報部門学術講

演会 

人間共存型ロボットに

おける安全設計課題の

論理解析 

岡部康平，池田博康(労働安全衛

生総合研究所) 

 

研究発表，講演（2011 年度） 

発表年月日 発表先 発表タイトル 発表者 

2011.5.28 日本機械学会ロボティ

クス・メカトロニクス

講演会 2011 

下肢用人間装着型ロボ

ットの安全性評価試験

方法に関する研究 第

1 報：膝ジョイント連

動並進機構を有するダ

ミーの提案 

伊藤浩治，山田陽滋，大西惟史，

小田士朗，原 進，岡本正吾(名

古屋大学) 

2011.7.7 日本機械学会安全工学

シンポジウム 2011 
FMEDA によるハード

ウェア機能安全の SIL
評価支援ソフトウェア

の研究開発 

丹羽邦幸(日本認証)，山田陽滋

(名古屋大学) 
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2011.7.7 日本機械学会安全工学

シンポジウム 2011 
生活支援ロボットの開

発におけるマネジメン

トシステムの構築と第

三者評価の意義と有効

性 

清水雄一郎，浅田純男，櫛山哲

郎，神賀誠(日本品質保証機構) 

2011.7.7 日本機械学会安全工学

シンポジウム 2011 
リスクアセスメントに

基づく生活支援ロボッ

トの安全設計に関する

考察 

岡部康平，池田博康，齋藤剛，

村上真之（労働安全衛生総合研

究所） 

2011.7.15 標 準 化 と 品 質 管 理

2011 年 8 月号 

サービスロボットの安

全設計の基本的考え方

と手順 

池田博康(労働安全衛生総合研

究所) 

2011.7.15 標 準 化 と 品 質 管 理

2011 年 8 月号 

サービスロボットの国

際 安 全 規 格  ISO 
13482「パーソナルケア

ロボット」概要紹介 

山田陽滋(名古屋大学) 

2011.9.8 第 29 回 日本ロボット

学会学術講演会 

生活支援ロボットのリ

スクアセスメント雛形

シートの作成 

池田博康，岡部康平，齋藤剛，

村上真之，芳司俊郎(労働安全衛

生総合研究所) 

2011.9.8 第 29 回 日本ロボット

学会学術講演会 

安全機能ハードウェア

の SIL 評価支援ソフト

ウェア 

丹羽邦幸(日本認証)，山田陽滋

(名古屋大学) 

2011.9.8 第 29 回 日本ロボット

学会学術講演会 

生活支援ロボットの安

全性試験方法の開発 

藤川達夫，小口誠(日本自動車研

究所)，大場光太郎，松本治，加

藤晋(産業技術総合研究所)，池

田博康，村上真之(労働安全衛生

総合研究所) 

2011.9.8 第 29 回 日本ロボット

学会学術講演会 

装着型ロボットの安全

性評価試験方法の開発

山田陽滋(名古屋大学)，本間敬

子(産業技術総合研究所)，秋山

靖博，岡本正吾，原進(名古屋大

学) 

2011.9.8 第 29 回 日本ロボット

学会学術講演会 

生活支援ロボット関連

の法律と制度の調査 

加藤雅弘，間野隆久，宮下朋子

(製造科学技術センター)，濱田

彰一，松下俊夫，三浦敏道(日本

ロボット工業会) 

2011.9.12 電子情報通信学会 環
境電磁工学研究会 

移動ロボットのイミュ

ニティ評価用試験治具

の作製 

村上真之，池田博康(労働安全衛

生総合研究所) 

2011.9.16 SICE Annual 
Conference 2011 

A basis of safety design 
for cooperative 
human-machine system 

岡部康平，池田博康(労働安全衛

生総合研究所) 

2011.11.10 2011 国際ロボット展

「生活支援ロボット実

用化プロジェクト～プ

ロジェクト活動説明会

～」 

ロボットの安全とリス

クアセスメント 

池田博康(労働安全衛生総合研

究所) 
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2011.11.10 2011 国際ロボット展

「生活支援ロボット実

用化プロジェクト～プ

ロジェクト活動説明会

～」 

ロボットの安全に関す

る海外と日本の視点 

加藤雅弘(製造科学技術センタ

ー) 

2011.11.10 2011 国際ロボット展

「生活支援ロボット実

用化プロジェクト～プ

ロジェクト活動説明会

～」 

安全検証試験の紹介 藤川達夫(日本自動車研究所) 

2011.11.15 日本ロボット学会誌，

Vol.29 No.09，pp.12-13
ロボットの障害物検知

技術と安全コンポーネ

ント 

加藤晋（産業技術総合研究所） 

2012.3.15 自動計測制御学会 第

39 回知能システムシ

ンポジウム「コミュニ

ケーション場のメカニ

ズムデザイン」 

サービスロボットの安

全設計を支援するデー

タベースのシステム開

発 

岡部康平(労働安全衛生総合研

究所)，松下 俊夫 ，濱田 彰

一(日本ロボット工業会) 

2012.3.15 第 17 回ロボティクス

シンポジア 

装着型ロボットの接触

安全性評価試験方法の

研究－膝関節部の不整

合についての下肢ダミ

ーによる検討－ 

秋山靖博(名古屋大学)，山田陽

滋(名古屋大学)，伊藤浩治（豊

田自動織機），小田志朗（トヨ

タ自動車），岡本正吾(名古屋大

学)，原 進(名古屋大学) 

 

研究発表，講演（2012 年度） 

発表年月日 発表先 発表タイトル 発表者 

2012.5.27 ロボティクス・メカト

ロニクス講演会 2012 
下肢用人間装着型ロボ

ットの安全性評価試験

方法に関する研究”-
第 2 報：人体形状の再

現を目的としたダミー

皮膚の提案- 

石黒健次(名古屋大学)，秋山靖

博(名古屋大学)，山田陽滋(名古

屋大学)，原進(名古屋大学)，岡

本正吾(名古屋大学)，大西惟史

(名古屋大学)，伊藤浩治(名古屋

大学) 

2012.7.6 安全工学シンポジウム
2012 

サービスロボットのた

めの機能安全規格に基

づく安全コンセプト検

証用ツールの作成 

池田博康(労働安全衛生総合研

究所)，丹羽邦幸(日本認証)，清

水雄一郎(日本品質保証機構) 

2012.9.9 21st IEEE International 
Symposium on Robot 
and Human Interactive 
Communication 
(RO-MAN) 

A Test Method for 
Contact Safety 
Assessment of the 
Wearable Robot -An 
Analysis of Load 
Caused by the 
Misalignment of the 
Knee Joint- 

Yasuhiro Akiyama, Yoji 
Yamada(Nagoya Univ.), Koji 
Ito(Toyota Industries), Shiro 
Oda(Toyota Motor), Shogo 
Okamoto, Susumu Hara(Nagoya 
Univ.) 

2012.9.19 日本ロボット学会第

30 回学術講演会 

生活支援ロボット関連

の法律と制度の調査 

加藤雅弘(製造科学技術センタ

ー) 

2012.9.19 日本ロボット学会第

30 回学術講演会 

生活支援ロボットのリ

スクアセスメントにお

ける保護方策実施後の

リスク再見積に関する

考察 

齋藤剛，池田博康，岡部康平(労

働安全衛生総合研究所) 
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2012.9.19 日本ロボット学会第

30 回学術講演会 

SIL2,3 の要求事項に対

応した PROH-SIL ソフ

トウェアの事例 

丹羽邦幸(日本認証)，山田陽滋

(名古屋大学)，橋本慎也(エスク

リエイト) 

2012.9.19 日本ロボット学会第

30 回学術講演会 

生活支援ロボット安全

情報センター（RTSIC）
の開発 

松下俊夫(日本ロボット工業

会)，岡部康平(労働安全衛生総

合研究所)，濱田彰一(日本ロボ

ット工業会) 

2012.9.19 日本ロボット学会第

30 回学術講演会 

移動ロボットの障害物

検知・対応能力試験の

ための接近再現装置と

走行状態模擬装置の開

発 

加藤晋，竹内厚司，児玉将人，

橋本尚久(産業技術総合研究所) 

2012.9.19 日本ロボット学会第

30 回学術講演会 

生活支援ロボットのセ

ンサのための人工太陽

灯による光干渉試験 

角保志，堀内英一，松本治，大

場光太郎(産業技術総合研究所) 

2012.9.19 日本ロボット学会第

30 回学術講演会 

生活支援ロボットの走

行安定性試験方法 

小口誠，神保浩之，小林隆，藤

川達夫(日本自動車研究所) 

2012.9.20 日本ロボット学会第

30 回学術講演会 

搭乗型ロボット走行安

定性基準策定のための

重心移動制御装置の開

発 

松本治(産業技術総合研究所) 

2012.9.20 日本ロボット学会第

30 回学術講演会 

生活支援ロボットの温

湿度・振動複合試験方

法の提案 

池田博康，芳司俊郎(労働安全衛

生総合研究所) 

2012.9.20 日本ロボット学会第

30 回学術講演会 

走行耐久性試験装置に

おけるロボットの位置

および速度制御 

岩田拡也，松本治(産業技術総合

研究所) 

2012.10.11 The 7th International 
Conference on the 
Safety of Industrial 
Automated Systems 
(SIAS 2012) 

Development of a 
Self-Check Sheet for 
Safety Design of 
Human-Collaborative 
Robots 

Hiroyasu Ikeda (JNIOSH), 
Kuniyuki Niwa (JC), Yuichiro 
Shimizu (JQA) 

2012.10.11 The 7th International 
Conference on the 
Safety of Industrial 
Automated Systems 
(SIAS 2012) 

Study on Law and 
Social Systems for the 
Safety of Social-care 
Robots 

Masahiro Kato (MSTC) 

2012.10.11 The 7th International 
Conference on the 
Safety of Industrial 
Automated Systems 
(SIAS 2012) 

Empirical Approach to 
Assessing Foot Injury 
Level Resulting from 
being Run Over by a 
Mobile Robot 

Masami Kubota, Tatsuo Fujikawa 
(JARI) 

2012.10.12 The 7th International 
Conference on the 
Safety of Industrial 
Automated Systems 
(SIAS 2012) 

Evaluation of Injury 
Level and Probability 
for Risk Assessment of 
Mobile Robots 

Tatsuo Fujikawa, Masami Kubota 
(JARI), Yoji Yamada (Nagoya 
Univ.), Hiroyasu Ikeda (JNIOSH) 

2012.10.19 Japan Robot Week 2012
つくば国際戦略総合特

区フォーラム 

生活支援ロボット安全

検証センターの紹介 

小口誠(日本自動車研究所) 

2012.11.2 生活生命支援医療福祉

工学系学会連合大会
(LIFE2012) 

装着型ロボットの接触

安全性評価試験にむけ

た下肢ダミーの開発 

秋山靖博，伊藤安海，山田陽滋

(名古屋大学)，伊藤浩冶(豊田自

動織機)，小田史朗(トヨタ自動

車)，岡本正吾，原進(名古屋大

学) 
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2012.11.4 生活生命支援医療福祉

工学系学会連合大会
(LIFE2012) 

生活支援モビリティの

衝突時安全性の評価例

藤川達夫，久保田正美(日本自動

車研究所)，山田陽滋(名古屋大

学)，池田博康(労働安全衛生総

合研究所) 

2012.11.4 生活生命支援医療福祉

工学系学会連合大会
(LIFE2012) 

生活支援モビリティロ

ボットの走行安定性試

験方法 

小口誠，神保浩之，小林隆，藤

川達夫(日本自動車研究所) 

2012.11.4 生活生命支援医療福祉

工学系学会連合大会
(LIFE2012) 

生活支援モビリティの

走行耐久性試験装置の

開発 

岩田拡也，松本治(産業技術総合

研究所) 

2012.11.4 生活生命支援医療福祉

工学系学会連合大会
(LIFE2012) 

生活支援ロボットの複

合環境振動試験による

安全性評価方法 

池田博康，芳司俊郎(労働安全衛

生総合研究所) 

2012.11.12 日本ロボット学会第

74 回ロボット工学セ

ミナー 安全規格と開

発プロセス 

パーソナルケアロボッ

トのための安全規格

ISO 13482 の動向 

藤川達夫(日本自動車研究所) 

2012.12.14 電子情報通信学会 環

境 電 磁 工 学 研 究 会
(EMCJ) 

生活支援ロボットにお

ける帯電フレームモデ

ルの ESD イミュニテ

ィ試験法の検討 ～電

動車いすの製品規格で

規定された試験法に関

する考察～ 

村上真之(東京都立産業技術研

究センター)，池田博康(労働安

全衛生総合研究所) 

2013.1.11 電子情報通信学会 環

境 電 磁 工 学 研 究 会
(EMCJ) 

生活支援ロボットにお

ける帯電フレームモデ

ルの ESD イミュニテ

ィ試験法の検討 ～ロ

ボット支持台に関する

要件～ 

村上真之(東京都立産業技術研

究センター)，池田博康(労働安

全衛生総合研究所 

2013.1.11 電子情報通信学会 環

境 電 磁 工 学 研 究 会
(EMCJ) 

機能安全を導入した生

活支援ロボットのため

の放射 RF 電磁界イミ

ュニティ試験システム

の開発 

村上真之(東京都立産業技術研

究センター)，池田博康(労働安

全衛生総合研究所 

2013.1.22 第 44 回応力・ひずみ測

定と強度評価シンポジ

ウム 

モーションキャプチャ

を用 いた人体部位の

3 次元動作解析のため

の皮膚揺動誤差評価 

石黒健次，山田陽滋，秋山靖博，

原進，岡本正吾(名古屋大学) 

2013.3 ロボット工業会誌, 

No.211 

サービスロボットの国

際安全規格（ISO13482 

パーソナルケアロボッ

ト）紹介 

山田陽滋(名古屋大) 

2013.3 ロボット工業会誌, 

No.211 

リスクアセスメントに

基づくロボットの安全

設計手順 

池田博康(労働安全衛生総合研

究所) 

2013.3 ロボット工業会誌, 

No.211 

生活支援ロボットの安

全性検証 

藤川達夫(日本自動車研究所) 

2013.3.8 電子情報通信学会 環

境 電 磁 工 学 研 究 会
(EMCJ) 

生活支援ロボットにお

ける帯電フレームモデ

ルの ESD イミュニテ

ィ試験法の検討 ～ロ

ボット使用者からの放

電の模擬～ 

村上真之(東京都立産業技術研

究センター)，池田博康(労働安

全衛生総合研究所 
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2013.3.12 日本機械学会生産シス

テム部門研究発表講演

会 2013 

無線式近接警報装置の

性能評価 

風間智，岡部康平，池田博康(労

働安全衛生総合研究所) 

2013.3.14 第 18 回ロボティクス

シンポジア 

装着型ロボットの接触

安全性評価試験方法の

研究 － 下肢ダミーを

用いたロボット装着者

への負担の再現方法に

関する検討 － 

秋山 靖博，山田 陽滋(名古屋大

学)，伊藤 浩治(豊田自動織機)，

小田 志朗(トヨタ自動車)，岡本

正吾(名古屋大学) 

 

研究発表，講演（2013 年度） 

発表年月日 発表先 発表タイトル 発表者 

2013.5.23 
ロボティクス・メカト

ロニクス講演会 2013 

生活支援ロボット関連

の法律と制度の調査 

加藤雅弘（製造科学技術センタ

ー） 

2013.5.23 
ロボティクス・メカト

ロニクス講演会 2013 

生活支援ロボットに関

する安全情報データベ

ース 

岡部康平(労働安全衛生総合研

究所)， 松下俊夫(日本ロボット

工業会)，濱田彰一日本(ロボッ

ト工業会) 

2013.5.23 
ロボティクス・メカト

ロニクス講演会 2013 

ロボットの車輪の轢過

による中足骨損傷に関

する検討 

久保田正美，藤川達夫(日本自動

車研究所)，西本哲也（日本大学）

2013.5.23 
ロボティクス・メカト

ロニクス講演会 2013 

マニピュレータの挟圧

安全性とその試験方法

について 

齋藤剛，池田博康(労働安全衛生

総合研究所) 

2013.5.23 ロボティクス・メカト

ロニクス講演会 2013 
装着型ロボットの接触

安全性試験方法  

秋山靖博(名古屋大)，山田陽滋

(名古屋大)，伊藤浩治(豊田自動

織機)，小田志朗(トヨタ自動

車)，岡本 正吾(名古屋大)  

2013.5.24 ロボティクス・メカト

ロニクス講演会 2013 
装着型ロボットが装着

者の転倒現象に与える

影響に関する検討  

秋山靖博(名古屋大)，山田陽滋

(名古屋大) 

2013.7.3 
平成 25 年度国際標準

推進戦略シンポジウム
安全認証のプロセス 浅田純男（日本品質保証機構） 

2013.8.22 
生活支援ロボット安全

技術研究会（第 3回）

生活支援ロボット関連

の法律と制度 

加藤雅弘（製造科学技術センタ

ー） 

2013.9.4 
日本ロボット学会第

31 回学術講演会 

生活支援ロボット関連

の法律と制度の調査 

加藤雅弘（製造科学技術センタ

ー） 

2013.9.4 第 31 回 日本ロボット

学会学術講演会 

装着型ロボットのため

の創傷リスクに対する

安全性評価試験方法の

開発 

山田 陽滋(名古屋大)，吉田 剣

吾(名古屋大)，石黒 健次(名古

屋大)，秋山 靖博(名古屋大)，

原 進(名古屋大)，岡本 正吾(名

古屋大学) 

2013.9.4 第 31 回 日本ロボット

学会学術講演会 

生活支援ロボットの騒

音試験方法の提案 

池田博康(労働安全衛生総合研

究所) 

2013.9.4 第 31 回 日本ロボット

学会学術講演会 

屋外環境シミュレータ

による ビジョン安全

センサの性能評価 

角保志，金奉根，松本吉央(産業

技術総合研究所) 

2013.7.30 
生活支援ロボット実用

化促進セミナー 

生活支援ロボットの安

全規格と試験方法につ

いて 

藤川達夫(日本自動車研究所) 

2013.9 
電磁環境工学情報,  

Vol.26,No.5 

生活支援ロボットの安

全とイミュミティ評価

村上真之，池田博康(労働安全衛

生総合研究所) 
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2013.9.13 
電子情報通信学会技術

研究報告,  

Vol.113,No.218 

コヒーレンスを用いた

無線通信に影響を与え

る雑音源の特定 

風間 智，池田博康(労働安全衛

生総合研究所) 

3013.11.3 

IEEE/RSJ 

International 

Conference on 

Intelligent Robots 

and 

Systems(IROS2013) 

RAS-IARP Joint 

Workshop 

Outdoor Environment 
Simulators for 
Evaluating Safety 
Sensors of Personal 
Care Robots ― 
Artificial Sunlight 
Lampheads and 
Simulated-Snow 
Chamber ― 

Yasushi Sumi, Bong Keun Kim, 
Yoshio Matsumoto, Eiichi 
Horiuchi, Osamu Matsumoto, 
Kohtaro Ohba (AIST) 

3013.11.3 

IEEE/RSJ 

International 

Conference on 

Intelligent Robots 

and 

Systems(IROS2013) 

RAS-IARP Joint 

Workshop 

Outdoor Environment 
Simulators for 
Evaluating Safety 
Sensors of Personal 
Care Robots ― 
Artificial Sunlight 
Lampheads and 
Simulated-Snow 
Chamber ― 

Yasushi Sumi, Bong Keun Kim, 
Yoshio Matsumoto, Eiichi 
Horiuchi, Osamu Matsumoto, 
Kohtaro Ohba (AIST) 

3013.11.3 

IEEE/RSJ 

International 

Conference on 

Intelligent Robots 

and 

Systems(IROS2013) 

RAS-IARP Joint 

Workshopp 

Study on Laws and 

Systems for 

Life-supporting 

Robots 

Masahiro Kato (MSTC) 

3013.11.5 

IEEE/RSJ 

International 

Conference on 

Intelligent Robots 

and 

Systems(IROS2013) 

Estimating Child 

Collision Injury 

Based on Automotive 

Accident Data for 

Risk Assessment of 

Mobile Robots 

Tatsuo Fujikawa, Masami 

Kubota(JARI), Yoji 

Yamada(Nagoya Univ.), 

Hiroyasu Ikeda(JNIOSH) 

2013.11.7 
国際ロボット展 NEDO

フォーラム 

日本から始まるサービ

スロボットの普及と安

全認証ビジネス 

菅原淳（NEDO）藤川達夫(日本自

動車研究所)，浅田純男，清水雄

一郎（日本品質保証機構） 

2013.11.7 2013 IEEE Workshop 
on Advanced Robotics 
and its Social Impacts 
(IRSO2013)  

Outdoor Environment 
Simulators for 
Vision-Based Safety 
Sensors - Artificial 
Sunlight Lampheads and 
Simulated-Snow 
Chamber   

Yasushi Sumi, Bong Keun Kim, 
Yoshio Matsumoto, Eiichi 
Horiuchi, Osamu Matsumoto, 
Kohtaro Ohba (AIST) 

2013.12. 日本赤外線学会誌, 第

23 巻第 2号 

生活支援ロボットのた

めの赤外線ビジョン安

全センサの性能評価に

ついて  

角保志，金奉根，松本吉央(産業

技術総合研究所) 

2014.2.19 

ロボットと法－ロボッ

トと共生する社会に向

けて－中央大学イタリ

ア大使館共催シンポジ

ウム 

生活支援ロボット関連

の法律と制度の調査 

加藤雅弘（製造科学技術センタ

ー） 
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展示会等 

出展年月日 出展先 内容 

2011.11.9～12 2011 国際ロボット展 NEDO 展示ブースにて生活支援ロボット安全検証

センターを紹介 

2012.10.17～19 Japan Robot Week 2012 つくば国際戦略総合特区展示ブースにて，生活支援

ロボット安全検証センターを紹介 

2013.11.6～9 2013 国際ロボット展 NEDO 展示ブースにて生活支援ロボット安全検証

センターを紹介 

2013.11.8 IEEE/RSJ International 
Conference on Intelligent Robots 
and Systems(IROS2013) 

IROS2013 のテクニカルツアーを生活支援ロボット安全

検証センターに招待 

 

報道 

年月日 媒体 内容 

2010.12.27 時事ドットコム 生活支援ロボの安全確保＝検証センターがオープン

2010.12.27 NHK ニュース 生活支援ロボットの実験施設 

2010.12.28 朝日新聞 介護・家事支援ロボの安全性試験 茨城に検証セン

ター 

2010.12.28 毎日新聞 家庭用ロボット：安全の「お墨付き」 検証センタ

ーが開所 

2010.12.28 東京新聞 生活支援ロボ 安全性を認証 

2011.1.4 ロボナブル（日刊工業新聞） 特集 生活支援ロボット安全検証センター始動！

設立の背景と課題を探る 

2011.2.11 ワールドビジネスサテライト

（テレビ東京） 

新ロボット大国へ 「サービスロボットが拓く」 

2011.4.21 日本経済新聞 夕刊 「介護ロボット，実用化へ動き出す」の中で生活支

援ロボット安全検証センターの一部が紹介された 

2011.4. 日本経済新聞 「ロボットが拓く～柵を超えて～」の中で生活支援

ロボット安全検証センターの一部が紹介された 

2012.1.30 NHK ワールド NEWSLINE 「HIGH-TECH HELPERS」にて生活支援ロボット安

全検証センターの一部が紹介された 

2013.2.27 NHK 首都圏ニュース，日本経

済新聞ほか 
日本品質保証機構が CYBERDYNE 株式会社の「ロボ

ットスーツ HAL 福祉用」に対して ISO/DIS 13482 に

基づく認証を発行したことを紹介 
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特許等 

出願年月日 出願番号 名称 出願者 

2011.7.1 特願 2011-147706 安全度水準評価支援装置 日本認証，山田陽滋 
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2.2 研究開発項目② 安全技術を導入した移乗・移動支援ロボットシステムの開発 

パナソニック（株）、国立障害者リハビリテーションセンター 
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1.  はじめに 

1.1.  研究開発の背景と目的 

少子高齢化の急速な進展に伴い、医療や介護を必要とする高齢者が増加する一方、これ

らを担う若年者の比率が年々低下しており、労働力不足が懸念されている。介護の分野に

おいては、こうした問題に加え、介護者自身の高齢化よる老老介護の問題など、在宅介護

／施設介護いずれにおいても、ますます介護の負担が増える傾向にあり、高齢者介護にお

ける大きな課題となっている。こうした背景のもと、弊社では、現在、高齢者や障害者の

自立をサポートする移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）（図 1（a））、介護者

が行う移乗介助をサポートする移乗・移動支援ロボットシステム（介助支援型）（図 1（b））

の開発を進めている。 

しかしながら一般家庭で使用される生活支援ロボットは、これまでの産業用ロボット、

メカトロニクス機器とは異なり、不特定多数の人がロボットと直接接するなど同じ空間で

活動を共に行なうことを前提としているため、これまでとは異なる次元の安全性が求めら

れ、より高いレベルの安全技術や新たな安全概念を必要とする。従って、これらの生活支

援ロボットをはじめとする次世代のロボット産業を創出するためには、新たな安全技術と

共に安全基準や安全関連の法律等の整備を進めることが急務となる。 

そこで、本事業において、開発中の移乗・移動支援ロボットシステムについて、安全性

検証手法研究開発実施者と一体となって安全技術開発および安全規格整備を推進すること

により、早期実用化を実現することを目指す。 

 

 

（a）自立支援型              （b）介助支援型 

図 1：移乗・移動支援ロボットシステム 
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1.2.  事業概要 

現在実用化を目指して開発している移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型、介

助支援型）を対象として、実用化に必要な安全技術開発および安全規格整備を推進する。

具体的には、総合的に安全な上記ロボットシステムを実現するために必要な次の項目を安

全技術開発課題として設定する。 

1) リスクアセスメントに関する研究開発 

2) 操縦ＩＦ／操縦支援技術、動的動作経路生成技術の研究開発 

3) 安全変形／動作技術の研究開発 

4) ロボットシステム自己診断技術の研究開発 

5) 機能／システムユーザビリティーの研究開発 

6) 安全環境センシング技術の研究開発 

 

各安全技術の位置づけ／役割を図 2 に示す。安全に関する要因を外部（環境）要因、搭

乗者（利用者）要因、内部（ロボット）要因に大別し、以下に説明する各安全技術の対応

領域を明確化するとともに、各安全技術により全領域を漏れなくカバーできる位置づけと

している。 

 

 

 

固定環境

変動環境

建物、障害物、通行者など 構造、動作、信頼性、劣化

内部（ロボット）要因搭乗者（利用者）要因外部（環境）要因

機能／システムユーザビリティー技術

安全変形／動作技術

自己診断技術

安全環境
センシング技術

搭乗者（要介護者）、介護者

段差、階段等

通行人、移動障害物など

操縦ＩＦ／操縦支援技術
動的動作経路生成技術

図 2：各安全技術の位置づけ／役割 
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1.3.  研究開発体制 

本事業は、図 3に示す研究開発体制にて実施する。 

 

 

委託

プロジェクトリーダー

指示・協議

連携

NEDO

安全性検証手法
研究開発実施者

【研究項目】
・安全性検証手法の研究開発
・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ手法の開発

国立障害者
リハビリテーションセンター
責任者 井上 剛伸

【研究項目】
・機能／システムユーザビリティー

委託

連携

パナソニック株式会社
責任者 小南 真也（◎）

【開発部署】
◎モノづくり本部 新規事業推進ＰＪ

【パナソニックグループ開発協力部門】
・パナソニックヘルスケア株式会社
・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社
・パナソニック介護サービス
・松下記念病院、
・老健施設「はーとぴあ」

【研究項目】
・操縦ＩＦ／操縦支援技術
・安全変形／動作技術
・ロボットシステム自己診断技術
・安全環境センシング技術
・動的動作経路生成技術

連携

国立大学法人
筑波大学付属病院

共同実施

委託

プロジェクトリーダー

指示・協議

連携

NEDO

安全性検証手法
研究開発実施者

【研究項目】
・安全性検証手法の研究開発
・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ手法の開発

国立障害者
リハビリテーションセンター
責任者 井上 剛伸

【研究項目】
・機能／システムユーザビリティー

委託

連携

パナソニック株式会社
責任者 小南 真也（◎）

【開発部署】
◎モノづくり本部 新規事業推進ＰＪ

【パナソニックグループ開発協力部門】
・パナソニックヘルスケア株式会社
・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社
・パナソニック介護サービス
・松下記念病院、
・老健施設「はーとぴあ」

【研究項目】
・操縦ＩＦ／操縦支援技術
・安全変形／動作技術
・ロボットシステム自己診断技術
・安全環境センシング技術
・動的動作経路生成技術

連携

国立大学法人
筑波大学付属病院

共同実施

図 3：研究開発体制 
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2.  研究開発の成果と達成状況 

2.1.  研究開発の成果（要約） 

2.1.1. 和文要約 
電動ケアベッドと電動車いすを融合した移乗・移動支援ロボットシステムを対象として、

実用化に必要な安全技術開発及び安全規格整備を推進した。安全技術開発に関しては、設

定した安全技術開発項目の当初予定をすべて達成し、その取組み成果をベースに、介助支

援型の移乗・移動支援ロボットシステムで、世界初の生活支援ロボット国際安全規格

ISO13482 の認証を取得した。安全規格整備に関しては、生活支援ロボット安全検証セン

ターへのロボットシステムの貸し出し、試験実施協力等により、「移動作業型（操縦が中

心）生活支援ロボット」類型の安全基準策定及び試験ノウハウ構築に貢献した。以下に､

安全技術開発に関する具体的な取組み成果を報告する。 

1) リスクアセスメントに関する研究開発： 

 電動ケアベッドと電動車いすのリスクアセスメントをベースにリスクアセスメン

ト（①機械類の制限の決定、②危険源の同定、③リスク見積り、④リスク評価）を行

った。リスク評価の結果、リスク低減が必要な危険源に対しては、３ステップメソッ

ドによるリスク低減方策（①本質的安全設計方策、②安全防護及び付加保護方策、③

使用上の情報）を実施し、許容可能なレベルまでリスク低減を行った。 

2) 操縦ＩＦ／操縦支援技術の研究開発： 

 誤操作を防止するわかりやすい操作インターフェースやユーザの操作を支援する

操縦支援技術を開発した。 

3) 安全変形／動作技術の研究開発： 

 柔軟導電体とメッシュ状の絶縁体からなる形状柔軟性を備えた挟み込みセンサを

開発した。性能評価を実施した結果、人体等の柔軟体に対して高感度の特性を有し、

指等の挟み込み検知や人体との接触検知に有効性が高いことが確認できた。 

4) ロボットシステム自己診断技術の研究開発： 

 機能安全規格に基づき、安全操作を実現するホールドツーラン機能（安全関連制御

システム）を開発した。Ｖ字モデル開発プロセスに基づくハードウェア及びソフトウ

ェアの設計・検証・妥当性確認、FMEDA に基づく安全性能レベル評価により、ホール

ドツーラン機能が安全要求仕様を満たしていることを確認した。 

5) 機能／システムユーザビリティーの研究開発： 

 ロボットシステムを用いて、想定ユーザに対する模擬環境実用性評価を行った。各

評価結果から抽出された要改良点をロボットシステム改良仕様に反映し、実用性向上

を図った。 

6) 安全環境センシング技術の研究開発： 

 ロボット移動時にロボットの死角等から現れる人や障害物を事前に検知すること

で、ロボット単体では困難な出会い頭衝突等の防止を支援するシステムを開発した。 
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2.1.2. 英文要約 

We have promoted the Research and development of safety technologies required for the 

practical use and the establishment of safety standards, targeting transfer/movement assist robotic 

systems integrating an electric care bed and an electric wheelchair. We have achieved all targets 

set for the safety technology development. Based on these achievements, our care support type 

robotic system became the world's first equipment certified according to ISO 13482, an 

international safety standard for personal care robots. As for the initiatives for establishing safety 

standards, we have contributed to the establishment of safety standards and test methods for 

manually operated mobile servant robots by cooperating with the Robot Safety Center, including 

lending of our robot system and providing assistance with test implementation. The following 

descriptions report on the specific achievements of our safety technology development.  

1) Risk assessment: 

 We conducted a risk assessment based on the risk assessment for electric care beds and 

electric wheelchairs. We followed the three-step method for the hazards to be reduced. 

2) Control IF, control assist technologies: 

 We developed an error-proofing user-friendly control interface and some control assist 

technologies.  

3) Safe transformation/motion technologies: 

 We developed a flexible anti-pinch sensor comprising a flexible conductor and a mesh 

insulator, and evaluated its performance. The evaluation results showed that the sensor has 

high sensitivity to flexible objects, such as the human body, and is highly effective in 

detecting the possible pinching of fingers and other body parts and contact with the human 

body.  

4) Robot system self-diagnosis technologies:  

 We developed a hold-to-run function (safety-related control system) that ensures the safe 

operation of the robotic systems based on the functional safety standards. We confirmed 

that the function meets all safety requirements by designing, verifying, and validating 

hardware and software based on the V-model development process, and evaluating the safety 

performance level based on FMEDA.  

5) Function/system usability: 

 We conducted simulated environmental practicality evaluations with target users using 

transfer/movement assist robotic systems. We identified the points to be improved from 

each evaluation result, and incorporated them into the robotic system improvement 

specifications to enhance the product’s practicality.  

6) Safety environment sensing technologies: 

 We have developed a system to detect people and obstacles in the blind spots of moving 

robots in advance in order to prevent collisions at intersections, which cannot be avoided by 

robots alone. 
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2.2.  本文 

以下、各安全技術開発に関する具体的な取組み成果を報告する。 

 

2.2.1. リスクアセスメントに関する研究開発（パナソニック株式会社） 

(1) リスクアセスメント及びリスク低減方策 

GAMAB 原則（既存の類似製品と比較して「全体として少なくとも同様（Globalement Au 

Moin Aussi Bon）」のレベルまでリスクを下げる）（木村哲也：“サービスロボットのリス

クアセスメントとその課題”，日本ロボット学会誌，vol.25, No.8, pp.1151-1154, 2007.）の

考え方を参考に、電動ケアベッドと電動車いすのリスクアセスメントをベースに、リスク

アセスメント（①機械類の制限の決定、②ハザードの同定、③リスク見積り、④リスク評

価）を行った。自立支援型のリスクアセスメントの一例を図 4に示す。 

本ロボットシステムは、電動ケアベッドと電動車いすを融合したロボットシステムであ

る。そこで、電動ケアベッド機能と電動車いす機能に関しては，既存商品のヒヤリハット

事例や事故事例を参考にして，ハザードの同定を行った．また、その他の本ロボットシス

テム特有機能（例：合体・分離機能）に関しては，参考にできる事例がないため，想定さ

れる使用シナリオとハザードチェックリスト（ISO12100 等）を用いて，ハザードの同定を

行った． 

リスク評価の結果、リスク低減が必要な危険源に対しては、３ステップメソッドによる

リスク低減方策（①本質的安全設計方策、②安全防護及び付加保護方策、③使用上の情報）

を実施し、許容可能なレベルまでリスク低減を行った。 

 

(2) 安全性評価 

生活支援ロボット安全検証センター及び社内外の安全試験施設にてロボットシステムの

安全性試験を実施し、それらの結果をリスクアセスメントにフィードバックすると共に、

 

 

図 4：移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）のリスクアセスメントの一例
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改良すべき項目に関しては、改良仕様に盛り込み、ロボットシステムの改良を行った。移

乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）の安全性試験の様子を図5に示す。 

 

 

2.2.2. 操作ＩＦ／操縦支援技術、動的動作経路生成技術の研究開発

（パナソニック株式会社） 

(1) 操作ＩＦの開発 

誤操作を防止する分かりやすいインターフェースを備え、ユーザの好みに応じて9 種類

のジョイスティックハンドルを自由に選択可能な操作ＩＦ（移乗・移動支援ロボットシス

テム（自立支援型）向け）を開発した。開発においては、試作機開発⇒模擬環境評価⇒課

題抽出⇒改良仕様策定⇒改良機開発を繰り返し、ターゲットユーザニーズに基づく改良を

実施した。開発した操作ＩＦの外観を図6に示す。 

 

(2) 操縦支援技術及び動的動作経路生成技術の開発 

以下に示す障害物回避支援技術・操縦支援技術を開発／評価し、有効性を確認した。 

① 操作した方向と実際に動作する方向の差異を小さくして、ユーザ操作の違和感や不安

感を軽減する障害物回避制御技術 

② 操作した方向に細長く伸び、操作力の大きさに比例した長さのサーチ領域を生成し、

この領域に存在する障害物だけを回避すべき障害物と判断して回避動作を行うこと

により、細い通路等も動作可能な障害物回避制御技術 

③ 旋回動作時に回転中心を移動方向にずらし、曲がり角での旋回動作をしやすくすると

共に、曲がり角と車いす内側との接触を回避する動作を行う旋回動作操縦支援技術 

 

（a）アームレスト荷重試験          （b）EMC 試験 

図 5：移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）の安全性試験の様子 
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 また、移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）のベッド－車いす間の合体・分

離動作時に発生する可能性のある衝突・挟まれ等の危害発生確率を低減させるために，ユ

ーザの操作意思（ホールドツーラン操作）に基づき合体・分離動作を安全に行うための合

体・分離動作誘導制御技術を開発した。 

 

 

2.2.3. 安全変形／動作技術の研究開発（パナソニック株式会社） 

(1) 接触検知センサの開発／評価 

柔軟導電体とメッシュ状の絶縁体からなる形状柔軟性を備えた接触検知センサを開発し

 

図 6：開発した操作 IF（移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）向け） 

 

（a）センサ構成             （b）センサ評価装置 

図 7：開発した接触検知センサ（移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）向け） 
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た。開発したセンサは、導電布（導電耐を持たせた布）と、ドット付導電布から構成され、

センサに対して外力が加わると、ドット付導電の導電部分と導電布とが接触し、導通する

ことにより、接触を検知するものである。開発した接触検知センサの構成図を図 7（a）に

示す。 

図 7（b）に示す性能評価装置を用いて、試作したセンサの性能評価を実施した結果、人

体等の柔軟体に対して高感度の特性を有し、指等の挟み込み検知や人体との接触検知に有

効性が高いことが確認できた。 

 

(2) 接触検知センサのロボットシステムへの搭載 

試作した接触検知センサを、移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）の電動車

いす部の車輪轢断防止用バンパーセンサとして搭載した。曲げ半径 40mm の車輪カバーに

市販テープスイッチを貼り付けた場合、曲げ半径が仕様範囲外になってしまうが、試作し

たセンサは柔軟性が高いため、取付けでき、正常に機能することが確認できた（図 8）。 

 

 

2.2.4. ロボットシステム自己診断技術の研究開発（パナソニック株式

会社） 

(1) 移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）の機能安全設計・評価 

機能安全規格 ISO13849-1:2006 に基づき、移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）

の安全操作を実現する合体・分離動作用ホールドツーラン機能（安全関連制御システム）

を開発した。基本機能として、操作入力があるときのみ、合体・分離動作を許可し、操作

入力がないときは、合体・分離動作を禁止する機能を実装した。また、診断機能として、

操作部・論理部・出力部における危険側故障を適切に自己診断する機能を実装した。 

図 9 に示すように開発したホールドツーラン機能は、移乗・移動支援ロボットシステム

     

Before(テープスイッチ) After(試作センサ)

 

図 8：接触検知センサのロボットシステムへの搭載 
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（自立支援型）の非安全関連制御システムとは、独立した構成となっている。ホールドツ

ーラン機能の制御システムブロックをエラー! 参照元が見つかりません。に示す。 

開発においては、安全要求仕様が抜け漏れなく実現できるように、図 10 に示すＶ字モデ

ル開発プロセスに基づくハードウェア及びソフトウェアの設計・検証・妥当性確認を行い、

安全要求仕様を実現した。 
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control system

Wheelchair
Controller
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図 9：移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型／車いす部）の制御システム構成 
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図 10：移乗・移動支援ロボットシステム（自立支援型）のホールドツーラン機能 

に適用したハードウェア／ソフトウェア開発のＶ字モデル 
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最後に、ハードウェアの全コンポーネントに対するFMEDA（Failure Modes, Effects and 

Diagnostic Analysis）を行い、開発したホールドツーラン機能の安全性能レベルを評価した。

その結果、ハードウェア及びソフトウェアとも、パフォーマンスレベルd（10-7≦PFHd<10-6、

PFHd：単位時間当たりの危険側故障発生の平均確率[1/h]）（IEC62061:2005のSIL2相当）の

要求事項を満足することを確認した。  

 

(2) 移乗・移動支援ロボットシステム（介助支援型）の機能安全設計・評価 

機能安全規格 ISO 13849-1:2006 に基づき、移乗・移動支援ロボットシステム（介助支援型）

の安全操作を実現する「ホールドツーラン機能（押しボタンスイッチを押している間だけ

動作を許可し，押しボタンスイッチを離すと確実に動作を停止させる安全機能）」と「減

速機能（挟み込みの可能性のある高さからベッド下降動作を減速させる安全機能）」の２

つの安全機能（安全関連制御システム）を開発した。 

開発した２つの安全機能は、移乗・移動支援ロボットシステム（介助支援型）の非安全

関連制御システムと一体の構成となっている。移乗・移動支援ロボットシステム（介助支

援型）の制御システムブロックを図 11 に示す。 

開発においては、安全要求仕様が抜け漏れなく実現できるように、図 12 に示すＶ字モデ

ル開発プロセスに基づくソフトウェアの設計・検証・妥当性確認を行い、安全要求仕様を

実現した。ハードウェアに関しては、医用電気規格 IEC60601-1:2005 に基づき開発されたも

のを使用し、検証・妥当性確認を行い、安全要求仕様の実現を確認した。 

最後に、ハードウェアの全コンポーネントに対するFMEDAを行い、開発した２つの安全

機能の安全性能レベルを評価した。その結果、ハードウェア及びソフトウェアとも、パフ

ォーマンスレベルd（10-7≦PFHd<10-6、PFHd：単位時間当たりの危険側故障発生の平均確

率[1/h]）（IEC62061:2005のSIL2相当）の要求事項を満足することを確認した。  

 

 

図 11：移乗・移動支援ロボットシステム（介助支援型）の制御システム構成 
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2.2.5.  機能／システムユーザビリティーの研究開発（国立障害者リ

ハビリテーションセンター／パナソニック株式会社） 

(1) 障害当事者を対象としたシステム評価 （国立障害者リハビリテーションセンター） 

① 専門職と障害当事者への質的調査 

ターゲットユーザを確定するために、医療／リハ専門職を対象として、ロボティ

ックベッド（プロト機）を用いた試用評価実験及びインタビューを行った。エスノ

グラフィを基にした質的分析を行い、ターゲットユーザ像と機能要件を抽出し、安

全評価機の仕様に反映した。試用評価実験の様子を図（a）に示す。さらに、抽出さ

れたユーザ像に基づいてロボティックベッドのターゲットとなりうる障害当事者を

選定し、試用とインタビューから成る評価実験を実施した。試用時の行動解析とイ

ンタビュー分析から、利用者の身体状況や実生活場面での利用に関する問題点を抽

出し、追加／改善すべき機能要件として整理した。試用評価実験の様子を図（b）に

示す。 

② 模擬環境評価 

障害当事者の質的調査結果から抽出された使用場面を基に模擬環境を構築し、そ
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図 12：移乗・移動支援ロボットシステム（介助支援型）の安全機能に適用した 

ソフトウェア開発のＶ字モデル 
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の環境内でロボティックベッド®プロト機（6 名），安全評価機（10 名），安全実

証機（11 名）を用いた模擬環境評価を行った。その結果、生活自立度や姿勢修正回

数が向上し、自立生活に向けた改良効果が示された。 

③ リスクアセスメントの実施 

模擬環境評価時の安全評価機と安全実証機の課題遂行結果から想定される危険源

を抽出し、リスクアセスメントを行った。その結果、31 項目の想定危険源を抽出し、

身体のはみ出し・衝突・姿勢のずれ・操作不可・その他の 5 項目に整理した。安全

評価機と安全実証機の想定危険源を比較すると、危険源項目数は変化しなかったが、

発生件数が減少しており、試用改善の効果が確認された。 

④ 居宅環境評価 

1 名の障害当事者（神経性ミオパチー、男性、64 歳）を対象に安全実証機の実環

境評価（日中 6 時間，モデルハウス）を実施した。その結果、6 時間通して身体の

挟み込みや臀部の発赤等はみられずに機器を使用することができ、日常生活動作は

問題なく遂行可能であった（図 14（a））。リフトとロボティックベッド®の移乗動

作を比較したところ、リフトに比べ移乗にかかる時間と介助数が減少した（図 14

（b））。障害当事者の質的調査結果から抽出された使用場面を基に模擬環境を構築

し、その環境内でロボティックベッド®プロト機（6 名），安全評価機（10 名），

安全実証機（11 名）を用いた模擬環境評価を行った。その結果、生活自立度や姿勢

修正回数が向上し、自立生活に向けた改良効果が示された。 

 

 

（a）専門職評価実験              （b）ターゲットユーザ評価実験 

図 13：試用評価実験の様子 
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(2) ユーザビリティ向上のための要素技術開発 （国立障害者リハビリテーションセン

ター） 

① ベッド上での姿勢安定性に関する研究 

低摩擦シーツにより姿勢変換時の身体再配置を促進することで、接触圧の上昇や

姿勢ずれを防止する手法を開発し、その有用性を検証した。 健常成人 9 名を被験者

とした仰臥位－ファーラー位への姿勢変換実験では、接触圧の上昇が低摩擦シーツ

によって有意に抑制されていることが示された。 また、同様の手法が、車いす上で

の姿勢変換時にも有用であることを確認した。 

② 車いす上での体温調節のための冷却システムの開発 

ペルチェ素子を車いすバックレストに搭載することで、接触面からの体温調節を

実現する体温調節システムを開発した。特に、バッテリ・制御回路を実装したスタ

ンドアロン駆動可能なシステムを試作し、一般的な試験走行路面の安定走行が可能

であることを確認した。また、冷却効率を向上させるために、接触圧分布の測定結

果から身体形状に沿った接触面を造形する手法を提案した。接触圧分布を接触面の

形状に数値変換することで、圧分散性の高い接触面を製作できる。同手法で作成し

た形状データから、三次元積層造形機及び切削加工機を用いて背面サポートを試作

した結果、体圧分散に有効であり、身体と冷却システムとの真実接触面積を増加さ

せることで、高い熱伝達効率を実現し得ることを確認できた。 

 

(3) 病院内安全性／実用性評価 （パナソニック株式会社） 

筑波大学附属病院と連携して、病院内における介助支援型ロボットシステムの安全性／

実用性評価を実施した。安全性に関しては、マットレスの体圧分布試験を行い、褥瘡リス

（a）机上作業                           （b）移乗動作 

図 14：実環境評価の様子 
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クへの評価を行うと共に、危険源の抽出（分離時のベッド柵への身体の挟み込み、車いす

リクライニング時の滑り落ち、車いす時の前方足元の視界不良など）を行った。実用性に

関しては、車椅子移乗時の脳血流変化を計測し、ロボティックベッド使用時は病棟ベッド・

車椅子使用時に比べて、脳血流の低下、副交感神経活動の変化が軽減されることを確認し

た。また、これらの得られた結果をロボットシステムの改良にフィードバックした。 
 

 

2.2.6.  安全環境センシング技術の研究開発（パナソニック株式会社） 

(1) 基本実験システムによる評価実験 

システム構築に向け、基本実験システムを病院内に設置し、現場でのセンサ性能評価と

通行人の行動特性調査を行なった。この結果、センサは環境変化等に影響されず確実に人

体を検出できることが確認できた。また、人の行動特性については、約 25％が出会い頭事

故のリスクがある可能性が知見として得られた。 

 

(2) 安全環境センサシステムの開発 

ロボット移動時にロボットの死角等から現れる人や障害物を事前に検知することで、ロ

ボット単体では困難な出会い頭衝突等の防止を支援するシステムを開発した。開発した環
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図 15：環境センサシステムの全体構成 
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境センサシステムの全体構成図を図 15 に示す。また、試作した安全環境センサシステム（出

合い頭衝突等の防止支援システム）を用いて、ロボットシステム（プロト機）による模擬

環境動作評価を実施した。交差点を模擬した環境において、ユーザと第三者が出会い頭で

衝突しそうな状況になると、信号機による警告（青色から赤色に変化）及び移動速度制限

が行われ、衝突回避支援が可能であることを確認した。 
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2.3.  目的に照らした達成状況 

 本事業の目標・成果・達成度を表 1に示す（◎：大幅達成、○：達成、△：未達、×：大

幅未達）。 

 

表 1：本事業に関する目標・成果・達成度 

研究課題 研究開発の目標 成果 達成度

ロボット

システム

開発 

■ 移乗／移動支援ロボットシステムの実用開発 

 安全技術を導入した移乗／

移動支援ロボットシステムの

実証試験を実施し、安全性お

よび実用性評価を行い、この

試験結果に基づき抽出され

た課題について、安全技術の

改善／改良を図り、各技術お

よび、ロボットシステムの実

用化に目処をつける。 

・移乗・移動支援ロボットシステ

ムのプロトタイプを開発し、実証

性評価及び安全性評価を実施 

・試験結果から抽出した課題に基

づき、安全技術及びロボットシス

テムの改良仕様に反映 

・移乗・移動支援ロボットシステ

ム（自立支援型）に関しては、

ISO13482 適合設計完了、移乗・移

動支援ロボットシステム（介助支

援型）に関しては、ISO13482 認証

取得 

 

◎ 

安全技術

開発 

■ リスクアセスメントに関する研究開発（パナソニック株式会社） 

 安全性検証手法研究開発

実施者と連携して、ロボット

システムの安全性試験／評

価を実施すると共に、リスク

アセスメント及び３ステッ

プメソッドに基づくリスク

低減方策を実施し、安全性の

実現に目途をつける。 

・安全性検証手法研究開発実施者

と連携し、ロボットシステムの安

全性試験を実施（「移動作業型（操

縦が中心）生活支援ロボット」類

型の安全基準策定及び試験ノウ

ハウ構築に貢献） 

・リスクアセスメント（①機械類

の制限の決定、②危険源の同定、

③リスク見積、④リスク評価）を

実施すると共に、リスク低減が必

要な危険源に対しては、３ステッ

プメソッド（①本質的安全設計方

◎ 
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策、②安全防護及び付加保護方

策、③使用上の情報）に基づくリ

スク低減方策を実施し、許容可能

なレベルまでリスク低減を実施 

 

■ 操縦ＩＦ／操縦支援技術、動的動作経路生成技術の研究開発（パナソニッ

ク株式会社） 

 不特定多数の利用者を対

象として殆ど訓練や管理す

ることを前提とすることな

く、直感的に操作方法や機能

を理解でき、安全にロボット

を操縦することができる操

縦ＩＦ／操作支援技術を開

発する。また、その中で必要

となる動的動作経路生成技

術を開発する。 

・誤操作を防止する分かりやすい

インターフェースを備え、ユーザ

の好みに応じて9種類のジョイス

ティックハンドルを自由に選択

可能な操作 IF を開発 

・ユーザ操作を支援する操縦支援

技術及びユーザの操作意思に基

づき合体／分離動作を安全に行

うための合体／分離動作誘導制

御技術を開発 

 

○ 

■ 安全変形／動作技術の研究開発（パナソニック株式会社） 

 利用者の身体に直接作用

し、変形・移動等を行なうロ

ボットの動作における、人体

の挟み込み等による被害を

低減させる技術を開発する。

・柔軟導電体とメッシュ状の絶縁

体からなる形状柔軟性を備えた

挟み込みセンサを開発 

・性能評価実験により、人体等の

柔軟体に対して高感度の特性を

有し、指等の挟み込み検知や人体

との接触検知に有効性が高いこ

とを確認 

 

○ 

■ ロボットシステム自己診断技術の研究開発（パナソニック株式会社） 

 ロボットのハード／ソフ

トの機能安全性を高めると

共に、各機能が正常に動作し

ていることを、ハード、ソフ

トの各階層を含めて複数の

チェック機構で相互／多重

に常時確認し、故障や異常を

早期かつ自動的に検知して、

・機能安全規格に基づき、ロボテ

ィックベッドの安全操作を実現

するホールドツーラン機能（安全

関連制御システム）を開発 

・機能安全規格 ISO 13849-1 に基

づく安全性能評価の結果、PLd

（IEC62061：SIL2 相当）となり、

高い安全性でホールドツーラン

◎ 
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安全に修復／停止する安全

ロボットコントローラシス

テム技術を開発する。 

機能が実現できていることを確

認 

 

 

■ 機能／システムユーザビリティーの研究開発（国立障害者リハビリテーシ

ョンセンター／パナソニック株式会社） 

 移乗・移動支援ロボットシ

ステムの実用上の課題を、臨

床評価を通じて調査／研究

し、各安全技術、ロボットシ

ステム設計にフィードバッ

クすることで、想定される利

用者の特性に適合した、実用

的な安全技術を導く。 

・移乗・移動支援ロボットシステ

ムのプロトタイプを用いた模擬

環境評価を行い、各安全技術やロ

ボットシステムの改良仕様への

フォードバックを実施 

・接触圧の上昇／姿勢ずれを防止

する手法や接触面からの体温調

整を実現する冷却システムの開

発を行い、その有効性を確認 

 

◎ 

■ 安全環境センシング技術の研究開発（パナソニック株式会社） 

 移乗・移動支援ロボットの

周囲の環境（人や物、構造物

など）の状態を動的に認識／

推定し、ロボットの安全な動

作を環境側から支援する安

全環境センシングシステム

技術の開発を行なう。 

・ロボット移動時にロボットの死

角等から現れる人や障害物を事

前に検知することで、ロボット単

体では困難な出会い頭衝突等の

防止を支援するシステムを開発 

・模擬環境動作評価を実施し、信

号機による警告及び移動速度制

限により、衝突回避支援が可能で

あることを確認 

 

○ 
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表 2：特許・論文・外部発表等の件数 

 区分 

 

 

年度 

特許出願（意匠含む） 論文 その他外部発表 

国内 外国 PCT 

出願 

査 読 付

き 

その他 学 会 発

表・講演 

新聞・雑

誌 等 へ

の掲載 

その他 

H21FY 0 0 0 0 0 6 10 1 

H22FY 7 0 0 0 2 6 7 2 

H23FY 4 2 0 0 0 4 3 3 

H24FY 4 0 0 1 0 5 0 2 

H25FY 0 0 0 3 0 6 7 3 
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2.3 研究開発項目③ 安全技術を導入した配送センター内高速ビークルシス

テムの開発（株）ダイフク 

 

本報告書は、経済産業省および独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以

下、NEDO）が実施する「生活支援ロボット実用化プロジェクト」の一環として、株式会社

ダイフクが実施した、「安全技術を導入した配送センター内高速ビークルシステムの開発(平

成 23 年度–平成 25 年度)」の 終報告書である。 

 本件の始まりは、24 時間稼動の配送センターでフォーク運転手が集まらないといった状

況や、海外でビークル(AGV : Automated Guided Vehicle)の案件の際、欧州勢が走行速度を日

本メーカーの 2 倍程度（120ｍ/min）で走らせるといった日本メーカーに非常に不利な状況

が多々発生してきたことに起因する。しかも、欧州勢のビークルの安全を確保しているの

は、走行方向を見ているレーザセンサのみで、横からの人、フォークリフト等の飛び出し

に対する配慮があまりなされていない状態である。 

そこで本プロジェクトはこの状況を打開すべく、従来の AGV に比べ約 3 倍の 高速度

200m/min にて走行する高速 AGV を開発し、その安全防護システム・デバイスの開発を行

った。さらに、開発品に対して安全テストを実行することで問題がないことを実証した。

その結果、搬送処理能力が高く、作業者の安全を確保できる AGV システムの開発に成功し

た。 

安全の中核技術である「エリア管理システム」の開発を行い、一般財団法人日本品質保

証機構より ISO13482:2014 認証を取得し、その安全性能を示した。 

本プロジェクトにより得られた知見から、JIS D 6802:1997 「無人搬送システム－安全通

則」の追加防護策を一般社団法人日本産業車両協会に提言した。結果として、AGV を高速

化した際の、日本国内における安全への考え方の確立に貢献し、今後の JIS、ISO に関する

提言も、この知見を基に行われることになる。 

本プロジェクトの成果が、日本国内における AGV システムの搬送高効率化、それに携わ

る作業者の安全性の向上、そして様々な産業・分野の物流効率化に貢献できれば幸いであ

る。 

後に 味の素株式会社様、味の素物流株式会社様はじめ多くの企業、団体のご協力の

もと今回のプロジェクトが完成いたしました。皆様の多大なるご協力、ご援助に対してプ

ロジェクト一同、心より感謝申し上げます。 

 

 

 

平成 26 年 4 月 

株式会社 ダイフク 
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和文要旨 
配送センター内で人・フォークリフトと共存できる高速ビークル（AGV）システムの安

全技術を開発した。この高速 AGV システムは、従来の 高速度 60m/min の約 3 倍にあたる

高速度 200m/min で走行可能である。これにより、配送センターにおいて高速 AGV の安

全運行が可能になるとともに、生産性の向上が期待できる。 

プロジェクトの初年度にあたる平成 23 年度は、コンベヤタイプの高速 AGV の開発、リ

スクアセスメントの実施、安全に関するデバイスおよびシステムの開発を行った。具体的

にはリスクアセスメントの結果から、以下の 3 つの安全に関するデバイスおよびシステム

を開発した。1 つ目は 3D 障害物センサ（安全デバイス）の開発。このセンサは、AGV の進

行方向前方にある障害物を 3 次元的に検知し、走行経路上に障害物がある場合は AGV を安

全に停止させる。2 つ目は、エリア管理システム（安全サポートシステム）の開発。このシ

ステムは、人・フォークリフト・AGV の位置をリアルタイムに計測することで、ラックな

どの物陰から AGV 進行方向前方への人・フォークリフトの飛び出しを検知し、AGV を減

速・停止させる。 後に、エリア管理システムでは検知しにくいブラインドコーナー・交

差点で人・フォークリフトを検知し、AGV を減速させるローカルエリアシステム（安全サ

ポートシステム）を開発した。 

プロジェクトの中年度にあたる平成 24 年度は、リアフォークタイプの高速 AGV（ 高走

行速度 200m/min）の開発、前年度開発システムのブラッシュアップ、非接触充電システム

（安全サポートシステム）の開発、安全検証試験を行った。初年度に開発した AGV と合わ

せて 2 台の AGV での走行試験が可能になり、2 台同時走行時の安全性評価を実施した。ま

た、安全検証試験として、一般財団法人 日本自動車研究所（JARI）の全面協力のもと AGV

の衝突試験を実施した。AGV とダミー人形を衝突させ、衝突時の衝撃値を計測する試験で

ある。その結果、AGV が 60m/min で走行している際の人との衝突は、軽傷程度で済むと考

えられる結論が得られた。2 つ目は生活支援ロボット安全検証センターの電波暗室にて実施

した UWB 性能評価試験である。結果として、UWB タグから発信される電波の距離ごとの

電界強度を推定できるようになったことで、UWBセンサ受入電界強度やノイズによるUWB

センサ受信限界距離について推定を行うことができるようになった。 

プロジェクトの 終年度にあたる平成 25 年度は、実際の配送センターでの運用テスト、

エリア管理システムの安全認証取得、JIS D 6802 の追加防護策の提言を行った。実際の配送

センターでの運用テストとして、味の素株式会社・味の素物流株式会社・関東エース物流

株式会社・株式会社オールユニールの協力のもと、高速AGVシステムの安全性を検証した。

結果として、AGV に人・フォークリフトが近づいた際、AGV が安全速度 60m/min まで速度

を十分に落としきれることがわかり、提案システムにより高速 AGV の安全性が確保できる

ことを確認した。また、一般財団法人 日本品質保証機構（JQA）の協力のもとドキュメン

ト作成を進め、エリア管理システムに対して ISO13482:2014 の認証を取得した。そして 後
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に、この 3 年間のプロジェクトにて得た知見を基に、JIS D 6802:1997「無人搬送システム－

安全規則」の追加防護策を一般社団法人 日本産業車両協会に提言し、AGV を高速化した際

の、日本国内における安全への考え方の確立に貢献した。同協会では、当社の提案に基づ

き、業界内の意見をまとめた上で、JIS の改定に向けて動く見込みである。 
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Abstract 
This project developed safety technologies regarding High Speed AGV system which 

enable co-existance with AGVs, workers and forklifts at distribution centers (DCs). The 

maximum speed of developed AGVs is 200m/min which is about 3 times as much as the 

one of conventional AGVs. High productitity at DCs is expected by introducing these 

technologies. 

In FY 2011, the initial year, risk assessments, development of a conveyor type AGV 

(Max speed = 200m/min), and development of safety related devices/systems were 

conducted. The risk assessments show that the following three safe related devices and 

system can realize the AGV safety. The first device is 3D obstacle sensor as a safety 

device. This sensor detects three-dimensionally obstacles which is located in the 

direction of forward AGV movement and stops AGVs when obstacles are detected. The 

second development item is Area Management System as a safety support system.This 

system locates workers, forklifts and AGVs on real time, so can detect workers and/or 

forklifts rapidly moving in front of AGV from the shadow and stops AGVs or controls the 

speed of AGVs to prevent such crash. The third development item is Local Area Sensor 

as a safety suppor device which detects workers and forklifts on cross points where Area 

Management System may have difficulties to detect them. These devices were 

developed and safety confirmation tests were conducted. The test results imply that our 

considering method can realize the safety. 

In FY2012, development of a rear-forklift type AGV (Max speed = 200m/min), the 

modification of devices/system which were developed in the previous year, development 

of wireless power supply system and safety evaluation tests were conducted. A risk 

assessment was reviewed in the initial of this year and electrification in power supply 

was found as a new risk. A wireless power supply style was developed as a counterplan 

against this new risk. AGV crash tests and UWB performance tests were also done in 

this year. The crash tests measure the impact value of dummy dolls by working with 

JARI. The results imply that crash at 60m/min causes just mild injuly and the 

justification that 60m/min is a safe speed. The radio strength of each distance between a 

sensor and a UWB tag could be estimated by UWB performance tests. The results 

estimated the limit of length from each noise level of sensor and made a construction 

rule of Area Management System. 

In FY 2013, AGV performance tests in an operating DC, safety certicication of Area 

Management System and proposals of JIS D 6802:1997 additional protection method 

were done. Tests at an operating DC (Tatebayashi distribution center of Ajinomoto 
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Logistics Corporation) show that the developed system decreases an AGV speed to 

60m/min when workers or forklifts are near AGV, and our system can ensure the safety. 

Area Management System was modified to meet safety standard and ISO13482 was 

certified to this system by JQA. Finally, we proposed JIS 6802:1997 additional safety 

method to Japan Industrial Veicles Association based on our knowledge by this project. 

We are considering that this proposal contributes to establish Japanese safety starategy 

against high speed AGV. This association will surmarize the industry’s opinion based on 

our proposal and amend the standard. 
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1. はじめに 

1.1. 事業の背景 

現状の配送センターの多くは、平置，パレットラック，フォークリフトの組み合わせに

より運用されている（図 1-1 参照）。配送センターの中でも、倉庫業あるいは 3PL と言われ

ている業界では、ごく一部が自動化設備を導入して対応している。しかしながら、それ以

外の多くの配送センターでは図 1-1のようにまだまだ人手により作業を行っている。また、

一部自動化（自動倉庫，ソーターなど：図 1-2 参照）ができている配送センター（図 1-3

参照）でも荷揃え場あるいは荷捌き場では多くの人が働き、フォークリフトが走り回って

いる（図 1-4 参照）。 

 

 

 
図 1-1 平置，パレットラック，フォークリフトの例 

 

 

 

図 1-2 自動倉庫（左）とソーター（右） 
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図 1-3 現状の自動化の例（自動倉庫，ソーター以外は人が作業） 
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図 1-4 フォークリフトによる作業の様子 

 

配送センターの作業の大半はフォークリフトを利用した人手により行っているため、生

産性があがらない。配送センターの生産性が低いと製造の生産性をあげても日本全体の生

産性はあがらず、国際競争力が劣ることになる。これらを解決する有力な方法として、既

存の AGV（Automated Guided Vehicle：レールガイド無しビークル）を大きく進化させ、新

しい荷揃え場あるいは荷捌き場に対応することが挙げられる。ここで、なぜ AGV で対応す

るかというと、RGV（レール付ビークル），コンベアでシステムを構築すると固定設備がス

ペースを占拠し、変化に対して自由度が効かなくなるからである。処理能力は低いが、自

由度の高い AGV は、荷揃え場あるいは荷捌き場に対して非常に有効である。以前荷捌き場

に納入した AGV は流量の変化（平均流量とピーク流量が 2 倍）に対応できず現存していな

い。そのため、流量の変化にも耐えうる能力を有し、安全を確保しつつ、自由度の高い新

しい高速 AGV が必要である。参考に自動化搬送機器の速度と走行場所の比較を表 1-1 にま

とめる。 

 

 

c)トラックからの荷下ろし d)一時仮置き e)自動倉庫に入庫 

b)人手作業（平置き） a)人手作業（トラックからの荷下ろし）
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表 1-1 自動化搬送機器の速度と走行場所の比較 

 

項目 高速ＡＧＶ RGV コンベア 現状AGV

イメージ図

（将来）

速度（m/分） 最高速２００ 空荷２００、実荷１６０ ２０～３０ 最高速６０

走行場所 フロアーを移動：
荷揃え場、荷捌き場
を安全を守り自由に
移動可能。将来は
ラック内に入り入出
庫可能

レール上を移動：
荷揃場、荷捌き場へ
はフォークリフトが必
要

コンベア上面を移動
荷揃場、荷捌き場へ
はフォークリフトが必
要

フロアーを移動
荷揃場、荷捌き場を
安全を守り自由に移
動可能。ただし能力
が不足する時がある

項目 高速ＡＧＶ RGV コンベア 現状AGV

イメージ図

（将来）

速度（m/分） 最高速２００ 空荷２００、実荷１６０ ２０～３０ 最高速６０

走行場所 フロアーを移動：
荷揃え場、荷捌き場
を安全を守り自由に
移動可能。将来は
ラック内に入り入出
庫可能

レール上を移動：
荷揃場、荷捌き場へ
はフォークリフトが必
要

コンベア上面を移動
荷揃場、荷捌き場へ
はフォークリフトが必
要

フロアーを移動
荷揃場、荷捌き場を
安全を守り自由に移
動可能。ただし能力
が不足する時がある

 
 

 

配送センターの荷揃え場あるいは荷捌き場は、AGV，人，フォークリフトが混在してい

るため、現存の AGV の 高走行速度を 60m/min に制限することで安全を守っている。現状

の配送センターで AGV が利用されている例を図 1-5 に、AGV と同じフロア上を人が横断

している様子もあわせて示す。 

近年の動向として、全体の在庫を圧縮する目的で配送センターを集約し、配送センター

は大型化に向かっている。図 1-5 は多数のセンターを集約したことにより、建物の規模が

幅 350m×奥行 200m にもなった例である。そこでは現状の 高走行速度 60m/min の AGV

では能力的に不足し、リードタイムが長くなり、手待ちが発生している。この解決方法と

して、 高走行速度を 200m/min とする対応方法があるが、AGV の総重量は約 2t（本体約

1t，荷約 1t）であり、これに対する安全の確立が急務となる。AGV の移載装置は運ぶ対象

物により異なり、移載形態によらない高速走行時の安全のためのシステムが特に必要とな

る。 

リスク低減の現状の対策として、一般社団法人日本産業車両協会で作成した JIS の追加防

護策を基準とするが、これらはテストをもとに確立されたものではない。実機を用いたテ

ストにより高速 AGV 本体とシステムの両方で安全方法の確立が必要となる。JIS，ISO の現

状については別紙に記載するが、平成 26 年度より JIS の審議が開始される見込みである。

そのため、平成 26 年度までに、審議団体 日本産業車両協会を通じて反映する必要性があ

る。また、リスクアセスメントについても一般社団法人産業機械工業連合会（ロボット工

業会も参加）にて本システムのリスクアセスメントシートを既に作成してあり、そこから

出された安全技術課題をこのプロジェクトで解決する。そして AGV を高速化した際の安全
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指針に関して検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 現状の配送センターの例（写真：人が AGV 前面を横断する様子） 

 

 

 

 

 

・AGV 15台
・フォークリフト 30～40台
・人 80名～100名

約350m
約200m

・AGV 15台
・フォークリフト 30～40台
・人 80名～100名

約350m
約200m
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1.2. 事業目的 

上述の背景に基づき、本プロジェクトでは以下の 2 つを目的とする。 

 高速度 200m/min の高速 AGV の開発と、そのリスク低減技術と安全要素技術の

開発 

 AGV を高速化した際の安全について、JIS D6802:1997（無人搬送台車－安全通則）

の追加防護策の提言 

 

1.2.1. 本プロジェクトが取り組む技術的課題 

 配送センター内で高速 AGV を活用するにあたっての技術的問題点として次の 5 つが挙げ

られる。 

 作業者、フォークリフトが働いているエリア（特定の場所）で AGV を 200m/min

で走行させる安全方策が確立されていない。 

 総重量約 2t の AGV を 200m/min の走行状態から常に安全に停止状態に持っていく

には AGV 本体の障害物検出だけでは限界がある。 

 現状の安全センサは単体では障害物を面で検出せず、線（2 次元的）でしか検出で

きない。 

 ブラインドコーナーまたは物陰からの飛び出しに対して、安全方策が確立されて

いない。（システムによる安全確保ができない） 

 現状の JIS などには、安全規格に対して定量的な数字がない。 

開発を通してこれらの問題点を解決していくことで、日本全体の生産性を上げるととも

に新しい市場を想像していく。 

 

1.3. 事業概要 

平成 23 年度において、高速 AGV システムのリスクアセスメントを実施し、危険事象と

その対策を明確化した。その上で、高速 AGV（コンベヤタイプ： 高速度 200m/min）を

1 台開発し、安全に関する 3 つのデバイス・システム：3D 障害物センサ（安全防護）・エリ

ア管理システム（安全サポート）・ローカルエリアセンサ（安全サポート）の開発を実施し

た。 

平成 24 年度では、2 台目の AGV（リアフォークタイプ： 高速度 200m/min）を開発し、

AGV が 2 台走行した際の安全性を検証した。さらに、平成 23 年度開発した技術を検証・改

造し、性能強化を行った。また、新たな技術として、AGV への給電を非接触化し、接触式

充電によって起こりうる火災等の危険事象に対応した。 

平成 25 年度は、実際に稼働中の配送センターにおいて、高速 AGV を走行させ、高速 AGV

システムの安全性を検証した。また、開発技術のうち、エリア管理システムを安全化し、

ISO13482:2014 を取得した。また、プロジェクトにおいて得られた AGV を高速化した際の

安全の考え方を基に作成した JIS D 6802:1997 の追加防護策を、一般社団法人日本産業車両



 

 
Ⅲ-3-1-20 

協会に提出した。同協会では、この提言を基に同 JIS の改定に向けて進む予定である。 

1.4. 本報告書の構成 

本報告書では、第 1 章にプロジェクトの背景と目的をまとめた。第 2 章では、AGV シス

テムを高速化した際のリスクアセスメントの手法とその結果の主要な危険事象をまとめた。

第 3 章に開発した AGV、安全防護技術（3D 障害物センサ・エリア管理システム）、安全サ

ポートシステム（ローカルエリアセンサ、非接触給電システム）の概要と試験結果をまと

めた。第 4 章では、稼働中の物流センターでの検証試験、AGV 衝突時の衝撃値計測試験、

UWB 電波強度計測試験の結果をまとめ、開発システムの妥当性を検証した。第五章では、

本プロジェクトの成果として、エリア管理システムの ISO13482:2014 の認証、JIS 追加防護

策の骨子、電波法 無線設備規則の改正について述べた。 



 

 
Ⅲ-3-1-21 

 

2. AGV 高速化による主要なリスク 

別紙 添付 3 に高速 AGV システムのリスクアセスメントを示す。リスクアセスメントは、

プロジェクト開始時の 2011 年度から始まり、プロジェクト終了時までの間に 7 回の見直し

を行った。このリスクアセスメントシートは、一般社団法人日本機械工業連合会が作成し

たガイドライン「メーカーのための 機械工業界リスクアセスメントガイドライン」にも

とづいている（平成 22 年 3 月 31 日発行）。このシートの表の見方を以下に示す。 

 

 ライフサイクル：搬入、据付、調整、運転、トラブル処理・修理、保守、処分に分

類する。 

 タスク／人：タスク名とリスクに関係する人物 

 危険区域：危険源の位置 

 危険源：危険を発生させる事象・原因・症状 

 危険状態：危険が発生する状態 

 危険事象：具体的な危険な状況 

 リスク評価について：2.1 節にて説明 

 方策：リスク低減のための保護方策 

 保護方策の分類：方策を、本質的安全設計による対策、安全防護及び付加保護によ

る対策、使用上の情報による対策に分類した。 

 低減後リスク評価：保護方策にてリスクの低減を行った後のリスクの評価結果 

 さらなる低減の要・不要：追加の低減策が必要か不要かの判断 

 

2.1. リスク評価について 

各危険事象のリスクの大きさは、表（「メーカーのための 機械工業界リスクアセスメン

トガイドライン」より抜粋）の 4 つのパラメータ（表 2-1 参照）から、表 2-2 の RI（リス

クインデックス）によって定義される。このリスクアセスメントでは、RI が 2 以下を許容

範囲内のリスクと考える。また、各リスクに対する、安全制御機構への要求 PL（パフォー

マンスレベル）も表 2-2 によって決定される。なお、PLr（要求パフォーマンスレベル）に

関しては、対象の RI が 3 以上であり、方策が制御的な手法を用いた時のみ記載した。 

リスクアセスメントシートでは、まず、危険事象に対して、何も追加防護策を持たない

状況からリスクの見積を開始する。防護策を用いた後の状態に対して、再度リスクの評価

を行い、その結果、RI 値が 3 以上であれば、更なる追加防護策を実施する。 
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表 2-1 リスクの大きさを決める 4 つのパラメータ 

 

 

 

表 2-2 RI の定義 

 

 

 



 

 
Ⅲ-3-1-23 

2.2. 高速 AGV システムでの主要な危険事象に対して 

リスクアセスメントから、60m/min から 200m/min へ高速化することによって発生する危

険源が特定された。それぞれを以下にまとめる。 

2.2.1. AGV との衝突 

AGV 進行方向正面に作業者やフォークリフトが存在し、AGV が高速で衝突する場合が挙

げられる。高速化に伴い、衝突時の衝撃値も上がるため、作業者との衝突を避けるための

手法を考える必要がある。今回の開発において、次のようにリスクを低減する。まず、AGV

に搭載する走行メロディ、ウィンカー、通路の区分け等を用いて、作業者に気づかれやす

く、また通路上で作業する頻度などを落とし RI を 5 から 3 まで低減させる。ただし、この

状況でも RI は 3 以上であるため、更なる追加防護策が必要となる。次に、AGV 正面につけ

る障害物センサを用いて、進行方向に存在する作業者を検出し、停止させる安全センサを

取り付ける。これにより、RI は 1 まで低下する。この時、PLr=d である。なお要求 SIL は、

ISO13849-1:2006 に基づき、IEC61508-1:2010 や、IEC62061-1:2005 における SIL2 と考える。 

 

2.2.2. AGV との側面からの衝突 

高速化に伴い、 高速から停止するまでの制動距離が大幅に増加する。そのため、物陰

から急にAGVの正面に飛出すような危険事象（例：十字交差点に横から作業者が出てくる。）

に対して何らかの防護策を考える必要がある。今までの 60m/min では受け入れ可能な危険

事象であったが、高速化により、リスクが増大し、受入れることが出来ない危険事象とな

った。見積の結果、イニシャルの RI は 5 と評価される。正面からの衝突と同様に、走行メ

ロディ、ウィンカー、通行区分や退避可能なスペースの確保によって、RI を 3 まで下げる。

その上で、作業者やフォークリフトと AGV の位置をリアルタイムに検出し、AGV 付近に

作業者・フォークリフトが近づいた場合には AGV の速度を減速させ、側面からの衝突を防

護するシステム（エリア管理システム）を開発する。この結果、RI は 1 まで減少し、許容

可能なリスクまで低減させることが出来た。エリア管理システムに求められる要求 PL は、

d である。なお要求 SIL は、IEC61508-1:2010 や、IEC62061-1:2005 での評価を検討し、SIL2

とした（5.1 章を参照）。 

 

2.2.3. バッテリー充電時の漏電・火災 

AGV はバッテリーによる電力供給が行われる。高速化に伴い、走行モータの消費電力ア

ップなどによりバッテリーは容量が大きくなる。それにともない、充電頻度も多くなる。

充電はソケットによる接触型の充電になるため、年に数軒程度、火災の原因になる場合や

火傷の事例も報告されている。そこで、充電部を非接触化し、火災や火傷を本質的に起こ

さないようにする。 
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2.3. 安全への考え方 

リスクアセスメントの結果、以下の安全に関わる技術開発を実施した。AGV の高速化自

体に対してのリスクの増大については、2.3.1，2.3.2，2.3.3 に記載する 3 つの安全技術を用

いる。これら 3 つの防護技術が全て安全であると判定した時のみ、AGV は高速運行が可能

とする。 

 

2.3.1. 3D 障害物センサ（安全防護技術） 

AGV の正面に付け、進行方向の障害物を発見するセンサを開発する。制動距離の増加に

伴い、従来のセンサよりも障害物検出距離を伸ばし 20m とした。防護距離は 8m とする。

要求安全性能は、リスクアセスメントの結果から、IEC61508-1:2010 の SIL2 とする。 

 

2.3.2. エリア管理システム（安全防護技術） 

作業者やフォークリフトの横からの飛出しに対応するためのシステムを作成する。UWB 

(Ultra Wide Band)の発信タグを作業者・フォークリフト・AGV に取り付け、リアルタイムに

それぞれの位置を計測する。位置情報を用いて、許容可能な AGV の 高速度を算出し、AGV

制御系に対してその 高速度を指示する。このシステムは、従来にはないシステムである

ため、開発当初は安全サポート技術として開発を行った。 終年度には安全技術として確

立させ、リスクアセスメントの結果から、要求安全性能は SIL2 とした。 

 

2.3.3. ローカルエリアセンサ（安全サポート技術） 

ブラインドコーナー部の横からの作業者・フォークリフトの飛出しに対応するため、ブ

ラインドコーナー部天井に反射板を検知できるレーザーセンサを設置する。前提条件とし

て、フォークリフト天井と作業者のヘルメットには反射板がついている。センサが反射板

を検知し、かつ、AGV がコーナー部に侵入する際には、AGV に減速指示を出すようにする。

このセンサに関しては、安全系をサポートする技術と考え、開発を実施する。 

 

2.3.4. AGV 給電の非接触化（安全サポート技術） 

AGV への充電部を、通常のソケットによる接触方式から、電磁誘導を利用した非接触方

式に変更する。 
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3. 開発概要 

3.1. 高速 AGV システムの概要 

高速度 200m/min のコンベヤタイプ・フォークタイプの 2 種類の AGV を製作した。AGV

への速度指示は VSM と呼ばれる地上制御コントローラから 2.4GHz の無線を介して送信さ

れる。VSM はプライマリーPC・セカンダリーPC の二台から構成されており、通常はプラ

イマリーPC が動作している。プライマリーPC 側に異常が生じた時には、自動的にセカンダ

リーPC が動作し AGV の制御を行う。VSM は後述するエリア管理サーバーから定期的に速

度指示信号を受信している。この信号が一定時間以上受信できない場合には、VSM は AGV

に対して 60m/min にて運行するよう制御する。また、この速度指示信号以下の速度にて VSM

は AGV が走行するよう制御している。また、作業エリアには安全柵が設置されており、こ

のエリアに入場するためには、専用のゲートを通る必要がある。 

AGV前面には AGV前方方向の障害物を検知するための 3D障害物センサがつけられてい

る。進行方向に障害物を検知した場合には、この 3D 障害物センサが AGV を停止（停止カ

テゴリー：0）させる。この 3D 障害物センサに対しても 5GHz の無線を介して停止指示が

送信できるようにしてある。そのため、エリア管理サーバーからも非常停止指示が送れる

ようになっている。 

エリアに入る作業者・フォークリフト・AGV は UWB タグを 2 個ずつ所有しており、こ

の UWB タグの位置を UWB センサにより計測することで作業者・フォークリフト・AGV

の位置をリアルタイムに把握することができる。エリア管理サーバーではそれらの位置情

報をもとに、AGV と作業者・フォークリフトの位置関係から VSM に対して減速指示を送

信する。また、エリアに入場する際には、BCR に読み込ませたバーコード ID と入場者の

UWB タグ ID とが一致する必要がある（事前に登録済み）。これにより、許可のない作業者・

フォークリフトはエリアの中に入ることができない。なお、バーコード ID とタグ ID とが

一致しないなどの入退場時のエラーが発生した場合は電光掲示板にエラー内容が表示され

る。エリア管理システムには各種の故障診断モジュールがあり、故障が検知された場合に

は、VSM に対して 60m/min の速度指示をあたえる。 

ローカルエリアセンサは UWB では計測しにくいブラインドコーナーの天井部に設置さ

れている。作業者のヘルメット・フォークリフトの天井部には反射板が取り付けてあり、

これらの位置を計測することができる。この位置データはエリア管理サーバーに送られ、

AGV と作業者・フォークリフトの位置関係に応じて AGV の速度をエリア管理サーバーが

VSM に指示する。 

コンベヤタイプには非接触充電用のパッドが側面に取り付けられており、ステーション

に停まることで自動的に充電が可能となる。 
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(a)テストエリア風景 
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(b)機器レイアウト 
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(c)機器構成 

図 3-1 高速 AGV システム概要 

 

表 3-1 高速 AGV システムの各機器の説明 

機器名 説明

コンベヤタイプAGV
コンベヤタイプの高速AGV
最高速度200m/minで走行する。

フォークタイプAGV
フォークタイプの高速AGV
最高速度200m/minで走行する。

VSM
AGVの地上制御コントローラ
AGVに対して速度を指示する。

3D障害物センサ
AGV前面に取り付けられたAGV進行方向前方の障害物を3
次元的に検知するセンサ
障害物を検知するとAGVを停止させる。

AP
2.4GHzあるいは5GHzの無線アクセスポイント
VSMからの速度指示をAGV本体に送信する。

非接触充電パッド
AGV側面に取り付けられた非接触充電用のパッド
非接触充電ステーションにAGVが止まることで、パッドを通し
てAGV本体に充電が行われる。

非接触充電ステーション非接触充電用のステーション

エリア管理サーバー
UWBセンサからの位置情報を用いて、作業者・フォークリフト
とAGVとの位置関係からVSMに速度指示を送信する。

UWBセンサ
UWBタグからでた電波を受信するセンサ
作業者・フォークリフト・AGVの位置を計測する。

UWBタグ
UWB電波を発信するタグ
作業者・フォークリフト・AGVに対してそれぞれ2個ずつ取り付
けられる。

ローカルエリアセンサ
レーザー式のセンサで、作業者・フォークリフト・AGVに反射
板をつけることで、それらの位置を計測する。

安全柵
許可のない作業者・フォークリフトとAGVとを物理的に分離
し、安全を確保するための柵

遮断機
許可のある作業者・フォークリフト以外を入れないための遮
断機

BCR
作業者が持つバーコードを読み込ませることで、バーコードID
を認識するバーコードリーダー

電光掲示板 入退場時のエラー内容を表示する電光掲示板

AGV本体関係

入退場ゲート関係

エリア管理関係
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3.2. 高速 AGV 

本プロジェクトでは、高速 AGV としてコンベヤタイプのものとフォークタイプのものを

開発した。以下に各タイプの仕様および安全回路の説明を行い、基本性能評価試験の結果

についてもあわせて説明を行う。 

 

3.2.1. コンベヤタイプ 

3.2.1.1. 仕様 

表 3-2 にコンベヤタイプ AGV の仕様を、図 3-2 にその外観を示す。 

 

 

表 3-2 コンベヤタイプ AGV の仕様 
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図 3-2 コンベヤタイプ AGV 

 

3.2.1.2. 安全回路 

AGV はセーフティコントローラを搭載しており、AGV 本体に搭載している 2 個の CPU

を持ったコントローラの生存確認を含め、下記 5 つのデバイスがシリーズに接続された回

路を 2 重で構成している。 

 

＜デバイス＞ 

 3D 障害物センサ 

 全周ソフトバンパ 

 非常停止ボタン（4 箇所） 

 AGV コントローラ（CPU） 

 AGV ナビゲーションコントローラ（CPU） 

 

上記のデバイスのどれか 1 つでもダウンした場合、動力切断リレーを動作させる事で

AGV に搭載している全てのモータ動力ライン（走行モータ・ステアリングモータ・移載機

コンベヤモータ）である DC48V を切断する。 
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3.2.2. リアフォークタイプ 

3.2.2.1. 仕様 

表 3-3 にリアフォークタイプ AGV の仕様を、図 3-3 にその外観を示す。 

 

 

表 3-3 リアフォークタイプ AGV の仕様 

 

 

 

図 3-3 リアフォークタイプ AGV 
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3.2.2.2. 安全回路 

AGV はセーフティコントローラを搭載しており、AGV 本体に搭載している 2 個の CPU

を持ったコントローラの生存確認を含め、下記 6 つのデバイスがシリーズに接続された回

路を 2 重で構成している。 

 

＜デバイス＞ 

 3D 障害物センサ 

 2D 障害物センサ 3PC 

 全周ソフトバンパ 

 非常停止ボタン（4 箇所） 

 AGV コントローラ（CPU） 

 AGV ナビゲーションコントローラ（CPU） 

 

上記のデバイスのどれか 1 つでもダウンした場合、動力切断リレーを動作させる事で

AGV に搭載している全てのモータ動力ライン（走行モータ・ステアリングモータ・移載機

モータ）である DC48V を切断する。 

リアフォークタイプ AGV は、前方向（200m/min）に加え、後方（60m/min）への走行、

及び旋回（60m/min）も出来るため、安全障害物センサ配置を追加している。また、フォー

ク昇降部分での動作も新たに加わり昇降中に於ける障害物センサでの監視も安全対策とし

て行っている。 

リアフォークタイプに設置した 3D 障害物センサ及び 2D 障害物センサの配置及び目的を

図 3-4 に示す。 

 

 

 

図 3-4 障害物センサの配置及び目的 



 

 
Ⅲ-3-1-32 

 

3.2.3. 高速 AGV の基本性能評価試験 

高速 AGV の安全技術を検証する上で、AGV 本体の基本評価及び寿命・耐久評価を実施

した。表 3-4 に示す各評価項目を実施し設計基準値内にある事を確認した。 

 

表 3-4 AGV の評価内容 

 

 

3.2.3.1. 強度の測定 

3.2.3.1.1. 測定方法 

応力が集中しそうな部分 24 か所に歪ゲージを貼付け（図 3-6 参照）、停止状態（静的応

力）及び走行時（動的応力）での応力を測定した（図 3-5 参照）。  

 

 
図 3-5 測定機器設置時の全体風景 
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a)測定箇所 1,2                b)測定箇所 3,4 

    
c)測定箇所 5,6                d)測定箇所 7,8 

    
e)測定箇所 9,10               f)測定箇所 11,12 

    
g)測定箇所 13,14              h)測定箇所 15,16 

    
i)測定箇所 17                 j)測定箇所 18 
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k)測定箇所 19                l)測定箇所 20 

    
m)測定箇所 21               n)測定箇所 22 

    
o)測定箇所 23                p)測定箇所 24 

図 3-6 各測定箇所 

 

3.2.3.1.2. 測定結果 

表 3-5 (a)に停止状態（静的応力）に於ける 24 か所の応力測定値を、表 3-5(b)に走行時（動

的応力）に於ける 24 か所の応力測定値を示す。 

測定結果より図 3-7～図 3-8 に示すように、鉄（SS400）の引張圧縮及び曲げの許容限界

値内である事を確認した。 
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表 3-5 応力測定値 

(a)静的                                 (b)動的 

   
 

 

 

   
a)静的                        b)動的 

図 3-7 引張圧縮 
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a)静的                      b)動的 

図 3-8 曲げ 

 

3.2.3.2. 非常停止時における停止距離 

AGV が 高速度 200m/min にて走行中に非常停止を動作させた時の AGV の走行位置（距

離）と速度の関係を図 3-9 に示す。 

AGV が 200m/min から非常停止するまでに必要な距離は 2323mm 必要である事が分かった。

（減速 G：0.244G・減速時間：1.385 秒） 

上記の結果から、200m/min で走行中は、障害物センサの防護エリアは、2500mm 以上に設

定する必要がある。 

 

 

 

図 3-9 非常停止時の AGV 走行位置と速度 
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3.2.3.3. 停止精度 

図 3-10 に AGV が自動で目標位置に停止した時の測定位置を示す。 

表 3-6 に AGV が無負荷状態時の測定値を表 3-7 に負荷（1000Kg）状態時の測定値を記

す。結果目標値である±10mm の停止精度は大きくクリアいる事が分かった。 

 

 

   
図 3-10 測定ポイント 

 

 

 

表 3-6 無負荷時の停止精度 

 
 

 

 

表 3-7 負荷時の停止精度 
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3.3. 3D 障害物センサ 

3.3.1. 仕様 

3.3.1.1. 概要 

 高速 AGV が自律走行する時の障害物センサである。距離 20m 先で上下方向 2m の検出エ

リアがあり、床に倒れている人の検出や、フォークリフトのフォークに積まれた障害物を、

3 次元的に検出し、AGV の走行の安全性を確保する。図 3-11 に 3D 障害物センサの概略図

を示す。 

 安全性性能は IEC61496-1-3（レーザセンサの安全基準）の Type3、機能安全は IEC61508

の SIL2 に準拠された設計を行う。 

 

図 3-11 3D 障害物センサの概略図 

 

3D 障害物センサは、水平検出角度 190 度・検出分解能 0.125 度の 2 次元のレーザレンジ

ファインダと、垂直検出角度 7 度検出分解能 0.9 度のジンバル構造を持ったパルスモータに

より、3 次元空間の距離画像を所得するセンサである。 

パルスモータは フォトインタラプタで検出した原点板の位置を角度 0 として、1.8 度ピ

ッチで送られてきたパルスに同期して回転する。各ポイントの垂直走査角ξは、パルスの

数より演算して求める。パルスモータの軸に直結されたジンバル構造の垂直走査機構によ

りレーザセンサ全体を垂直走査する。 

 距離演算コントローラは、レーザセンサから USB で送られてきた水平走査角度（θ）と

距離データ(R)とパルスモータコントローラから USB 送られてきたパルス信号（ξ）から、

3 次元演算を行なう。 
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 電源立ち上げ時、コントローラは CF のプログラムデータを内部 RAM に展開し、RAM に

書かれたプログラムデータにより動作する。 

 CF に書かれたエリアデータも上記と同様に RAM に展開される。外部エリア信号により

検出エリアの設定されたデータと、演算された 3 次元空間の検出ポイントを比較し、エリ

ア内に上記検出ポイントがある場合障害物有信号を出力する。エリアは防護エリア（安全）

と警報エリア 1 及び 2 がある。 

レーザセンサは、半導体レーザの飛行時間から距離を計測するセンサである。半導体レ

ーザから出射した 5ns のパルス幅のレーザ光は、DC モータに取り付けられたミラーにより

水平方向に折り曲げられ、検出物に照射される。物体に当たって反射されたレーザ光は上

記ミラーにより垂直方向に曲げられ、APD（アバランシェ・フォトダイオード）に導かれ

る。フォトダイオードで電気信号に変換された信号（アナログ信号）を AD コンバータでデ

ジタル信号に変換し、距離演算回路(ASIC)に送られる。ASIC は信号の立ち上がり部をデジ

タル演算で求め、レーザ発光信号と検出信号の立ち上がり部の遅延時間をもとめ、遅延時

間と光の速度から距離を演算する。DC モータに取り付けられたミラーは 360 度回転し、光

を円周状に走査する。ミラノ走査角度はモータの回転軸に取り付けられたエンコード板か

ら角度を求め、角度（θ）と検出下距離（R）から 2 次元平面の距離画像テーを所得する。

この距離画像データはリアルタイムに USB 通信で外部に送られる。 

 

3.3.1.2. 仕様値 

 表 3-8 に 3D 障害物センサの仕様値をまとめる。 

 

3.3.1.3. 機器の構成 

図 3-12 に 3D 障害物センサの機器の構成を示す。 

図 3-12 の中で青線は制御回路の信号の流れを表し、橙線はモニタ回路の信号の流れを表

している。電源回路は 3 個持っており、1 つは ASIC1，CPU1，出力回路 1 の電源供給を行

い、1 つは ASIC2，CPU2，出力回路 2 の電源供給を行い、1 つはその他の回路に電源供給を

行う構成である。 
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表 3-8 3D 障害物センサの仕様値 
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図 3-12 機器の構成 

 

3.3.1.4. 各モジュールの機能及び安全設計 

3.3.1.4.1. システム 

複雑な構成の部品、及び安全に も重要な出力回路は 2 重化する。 

また、2 重化された部品に供給する電源も 2 重化する。 

単純な部品で構成されたモジュールは 1 重化であるが、監視モニタは 2 重化する。 

エリアを切りかえる入力回路は回路的に 2 重化し、モニタは CPU 間のクロスチェックで行

う。 

 

3.3.1.4.2. レーザ駆動回路 

レーザ発光のドライブ回路に於いて、レーザ異常は 2 重化されたレーザモニタ回路

（ASIC+CPU）で監視する。異常時は各 CPU がレーザ発光を停止する（レーザ制御信号、

レーザ電源回路を遮断）。また、異常時は出力回路を OFF する。 

 

3.3.1.4.3. 受光回路 

レーザの受光信号の増幅回路に於いて、受光回路異常は 2 重化されたレーザモニタ回路

（ASIC+CPU）で監視する。 

異常時は出力回路を OFF する。 
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3.3.1.4.4. 水平モータ回路 

1200rpm で回転する DC モータを使用し、モータの制御は水平角度検出のゼロ信号の間隔

（50ms）になるように行う。また、モータの監視は CPU1 及び 2 両方で監視する。異常時

は出力回路を OFF する。 

 

3.3.1.4.5. 垂直モータ 

150rpm で回転するパルスモータを使用し、モータ制御は CPU1 のパルス発振回路で制御す

る。また、脱調等のモータ異常は CPU1 及び 2 両方で監視する。異常時は出力回路を OFF

する。 

 

3.3.1.4.6. 水平角度検出 

0.25 度ピッチで出力するエンコーダとゼロ信号（原点位置）を出力する回路で構成し、エ

ンコーダ信号と同期してレーザを発光する。 

従ってモータ回転停止の場合レーザ発光はしない（フェイルセーフ設計）。また、エンコ

ーダ異常は 2 重化されたレーザモニタ回路（ASIC+CPU）で監視する。異常時は出力回路を

OFF する。 

 

3.3.1.4.7. 垂直角度検出 

モータのゼロ信号（基準位置）を出力する事により垂直角を検出し、信号異常は CPU1 及

び 2 両方で監視する。異常時は出力回路を OFF する。 

 

3.3.1.4.8. ASIC1 及び 2 

距離を演算する回路であり、回路の異常は内部のテストパターンで行う。（テストパター

ンは CPU にて書き込みチェックで行う）。また、監視は CPU1 及び 2 両方で行う。 

異常時は出力回路を OFF する。 

 

3.3.1.4.9. CPU1 及び 2 

センサの距離演算回路であり、回路異常は SIL の定められた自己診断を行なう。 

 

3.3.1.4.10. CPU3 及び 4 

センサの垂直走査回路であり、回路異常は SIL の定められた自己診断を行なう。 

 

3.3.1.4.11. CPU5 及び 6 

3D の演算回路であり、回路異常は SIL の定められた自己診断を行なう。 
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3.3.1.4.12. 出力回路 1 及び 2 

モニタは出力 ON 時に CPU5 及び 6 で出力 OFF チェックを行なう。 

 

3.3.1.4.13. 入力回路 

エリア切り替え入力は CPU5 には ActivH、CPU6 には ActivL 信号を入力する。 

 

3.3.1.4.14. 電源回路１，２、４，５，６，及び７ 

2重化されたそれぞれの回路に電源を供給し、電源異常はそれぞれのCPU間で監視する。 

 

3.3.1.4.15. 電源回路 3 

2 重化されていないモータやレーザ回路などに電源を供給する回路であり、入力電圧及び

出力電圧監視は CPU1 及び 2 両方で行う。 

異常時は出力回路を OFF する。 

 

3.3.2. 性能評価試験結果 

3.3.2.1. ISO3691-4.2(DIS)を参考にテストピースを検出できる事の確認 

3.3.2.1.1. Φ70mmx400mm（足を想定）のテストピース 

足を想定した大きさΦ70mmx400mm で反射率の違う白色・黒色のテストピースを図 3-13

に示す 3 か所の位置に設置して、コンベヤタイプ AGV とフォークタイプ AGV の両方で安

全距離内の停止ができるか検証を行った。 

200m/min の走行速度から、テストピースを検出して停止した時の距離を表 3-9 に示す。

センサの応答速度は、450msec である事から 200m/min で走行している状態での検出精度は、

約 1500mm の誤差が発生する事になる。今回の検証結果では 短距離でも 850mm という結

果になり、安全性は十分確保できていると考えられる。 
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図 3-13 AGV とテストピースの位置関係 

 

 
図 3-14 白黒各テストピースのテスト風景 

 

表 3-9 各 AGV でのテストピース検出停止距離 
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3.3.2.1.2. Φ200mmx600mm（胴体を想定）のテストピース 

人が倒れている状態を想定した大きさΦ200mmx600mm で反射率の違う白色・黒色のテス

トピースを図 3-15 に示す 2 か所の位置に設置して、コンベヤタイプ AGV とフォークタイ

プ AGV の両方で安全距離内の停止ができるか検証を行った。 

200m/min の走行速度から、テストピースを検出して停止した時の距離を表 3-10 に示す。 

センサの応答速度は、450msec である事から 200m/min で走行している状態での検出精度

は、約 1500mm の誤差が発生する事になる。今回の検証結果では 短距離でも 2200mm と

いう結果になり、安全性は十分確保できていると考えられる。 

 

 

図 3-15 AGV とテストピースの位置関係 

 

 

図 3-16 テスト風景 
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表 3-10 各 AGV でのテストピース検出停止距離 

 

 

 

3.3.2.2. 高さ方向における障害物の検知・AGV の停止を確認 

大きさΦ200mmx300mm で反射率の違う白色・黒色のテストピースを図 3-17 に示す 2 か

所の位置に設置して、コンベヤタイプ AGV で安全距離内の停止ができるか検証を行った。 

200m/min の走行速度から、テストピースを検出し AGV と衝突する前に減速停止し、且

つ、検出の安定性評価として 5 分間以上連続継続検出する事を判定基準とした。 

全ての場合に於いてテストピースを検出して停止出来る事確認した。評価結果を表 3-11

に示す。 

 

 

図 3-17 AGV とテストピースの位置関係 
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表 3-11 高さ方向の検出可否 

 

 

3.3.2.3. まとめ 

AGV の走行速度 200m/min に於いて、テストピースを検出し安全に停止出来る事が確認

出来た。 

評価に於いては、3D 障害物センサは、水平に取り付ける事が必要である事が分かり、セ

ンサの取り付け位置を 230mm から 130mm に変更した（図 3-18、図 3-19 参照）。 

この設置位置で物流センターにおける安全性検証テストを実施し、問題が発生しない事

を確認しました。 

 

 
(a)変更後                     (b)変更前  

図 3-18 3D 障害物センサの取付位置の変更 
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(a)変更後                     (b)変更前  

図 3-19 3D 障害物センサ取付位置変更後の AGV 外観 
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3.4. エリア管理システム 

 本節ではエリア管理システムの開発概要について述べる。なお、エリア管理システムの

認証については本節では述べずに、後の 5.1 節で述べることとする。本節の構成としては、

3.4.1 項でエリア管理システムの仕様、3.4.2 項でエリア管理システムに用いられている UWB

測位システムの基本性能評価試験、3.4.3 項でエリア管理システムと他のシステムとの連動

試験について述べる。 

 

3.4.1. 仕様 

3.4.1.1. 概要 

 エリア管理システムの主な役割は、作業者やフォークリフトが横から飛び出し AGV と衝

突する状況を回避することである。特に、AGV に搭載されている障害物センサなどでは検

知することが大変むずかしい、ブラインドコーナーなど、物陰からの飛出し対策である。 

そのため、作業者・フォークリフト・AGV をリアルタイムに位置計測し、それらの位置

関係から AGV の速度コントロールを行えるようにした。位置を計測する手法として、UWB 

（Ultra Wide Band）を使用した。位置を計測する手法には、その他にも WiFi・超音波など

を利用する方法も存在するが、測位精度や環境変化への頑健性などから UWB が今回 も適

切であると判断したためである。ちなみに、一般的に UWB による測位システムの測位精度

は平均 30cm 程度とされており WiFi に比べて測位精度が高く、超音波のように布程度の遮

蔽物で波形が届かなくなるようなことがないと言われている。 

エリア管理システムの主な機能は、前述のとおり、それぞれの位置関係に応じて AGV の

速度制御を行うことであるが、もう 1 つの大きな特徴は、各システムにて正常に動作して

いることが確認できない場合には、AGV の 高速度を 60m/min にまで落とすことにある。

また、AGV 側も、エリア管理システムからの信号が一定時間以上こない場合には、60m/min

以上の速度が出ないようにしている。つまり、エリア管理システムがシステムが正常に動

作することを確認し、その信号が AGV にまで届いた時のみ AGV は 200m/min で走行するこ

とが可能となる。 

そのため、エリア管理システムを構成する各デバイスの故障診断の手法が豊富であれば、

信頼性の高い安全なシステムとなる。それを実現するため、以下に述べる機能を実装した。 

なお、プロジェクトでは、平成 24 年度まではエリア管理システムを安全サポート系（制御

系）と位置づけ基本的な機能を開発し、平成 25 年度では安全システムに適合させた（安全

化については、5.1 を参照のこと）。この章では、主に安全サポートシステムとして位置づ

けた機能の開発について紹介する。 

 

3.4.1.2. 機能説明 

 表 3-12 にエリア管理システムの機能の一覧とその説明をまとめる。また、さらに詳しい
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説明が必要なものについては説明を行う。 

 

表 3-12 エリア管理システムの機能とその説明 

センサの配置を自動で表示

タグのバッテリー情報やセンサ情報などを管理端末に表示

定期的に各デバイスの接続状態を表示

定期的にエージェントの位置を取得し画面に表示画面表示

定期的にメモリ上の情報をチェックし、全ての情報が適正に取得できているのかをチェックデータ監視

メモリ内の情報を定期的に外部ファイルへ移動ログ管理

退場する作業者が入場していたかを確認し、退場処理を実施

電光掲示板に入退場エラーの原因を表示

カメラによる画像認識を用いて許可のないエージェントの侵入を検知

エージェントが適切なタグを保持しているのかを判定し、入退場の許可・拒否を決定

ゲートを通過するエージェントを記録し、エリア内に存在するタグ・エージェントを管理入退場管理

各タグの測位間隔をチェック

同一エージェントのタグ間距離を監視

実際のエージェント数と登録されたエージェント数を比較

ＵＷＢとVSMによるAGVの位置情報を比較

セル定員のチェック

リファレンスタグを用いてセンサの状態を監視

各デバイスから定期的に信号を受信し、デバイスの接続を診断ウォッチドックタイマー

安全信号を二重化

危険判定エリア内のエージェントに対して音声警告

安全判定を二重化

ローカルエリアとの安全判定を実施

ＡＧＶの適正速度を算出・送信AGV速度指示／警告

ローカルエリアの情報を取得

VSMから定期的にAGVの情報（位置、進行方向、速度）を取得

作業者によるフォークリフトの乗り降りを判定

測位情報から各エージェントの位置および進行方向を特定位置計測

機能説明機能

センサの配置を自動で表示

タグのバッテリー情報やセンサ情報などを管理端末に表示

定期的に各デバイスの接続状態を表示

定期的にエージェントの位置を取得し画面に表示画面表示

定期的にメモリ上の情報をチェックし、全ての情報が適正に取得できているのかをチェックデータ監視

メモリ内の情報を定期的に外部ファイルへ移動ログ管理

退場する作業者が入場していたかを確認し、退場処理を実施

電光掲示板に入退場エラーの原因を表示

カメラによる画像認識を用いて許可のないエージェントの侵入を検知

エージェントが適切なタグを保持しているのかを判定し、入退場の許可・拒否を決定

ゲートを通過するエージェントを記録し、エリア内に存在するタグ・エージェントを管理入退場管理

各タグの測位間隔をチェック

同一エージェントのタグ間距離を監視

実際のエージェント数と登録されたエージェント数を比較

ＵＷＢとVSMによるAGVの位置情報を比較

セル定員のチェック

リファレンスタグを用いてセンサの状態を監視

各デバイスから定期的に信号を受信し、デバイスの接続を診断ウォッチドックタイマー

安全信号を二重化

危険判定エリア内のエージェントに対して音声警告

安全判定を二重化

ローカルエリアとの安全判定を実施

ＡＧＶの適正速度を算出・送信AGV速度指示／警告

ローカルエリアの情報を取得

VSMから定期的にAGVの情報（位置、進行方向、速度）を取得

作業者によるフォークリフトの乗り降りを判定

測位情報から各エージェントの位置および進行方向を特定位置計測

機能説明機能
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3.4.1.2.1. エージェントの位置および進行方向の特定 

 各エージェントにタグを 2 個ずつ取り付け、それらの測位情報をもとにエージェントの

位置と進行方向を特定する（図 3-20 参照）。 

 

AGV フォークリフト 作業者AGV フォークリフト 作業者  
図 3-20 エージェントの位置と進行方向 

 

 

3.4.1.2.2. フォークリフトの乗り降り判定 

 作業者によるフォークリフトの乗り降りを判定する。具体的には、作業者とフォークリ

フトの位置関係から乗っている状態か降りている状態かを判定する（図 3-21 参照）。 

 

乗り状態 降り状態乗り状態 降り状態
 

図 3-21 乗り状態と降り状態 

 

 

3.4.1.2.3. AGV の適正速度を算出・送信 

AGV の適正速度を算出する際のアルゴリズムについて説明する。まずは、楕円状の判定

エリアをいくつか作成する。例えば図 3-22 を見ると、130m/min への減速指示を出す判定エ

リアが 1 個、60m/min への減速指示を出す判定エリアが 2 個となっている。なお、この判定

エリアの大きさはパラメータ a，b，α，βで決まる。作業者あるいはフォークリフトが判

定エリア内に入ったかどうかをそれぞれのエリアにて図中の式を用いて判定する。判定エ

リアに作業者あるいはフォークリフトが入ったと判定されると、その判定エリアに紐付け

された速度が指示速度として VSM に送信される。 
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図 3-22 安全判定 

 

 

3.4.1.2.4. 安全判定の二重化 

 2 種類の安全判定を行い、それぞれの判定結果をクロスチェックし、安全な方の判定結果

を出力する（図 3-23 参照）。 

 

[安全判定１]
①VSMとUWB（AGV）との判定

②VSMと作業者、FLとの安全判定

③一番遅い速度を判定結果とする。

[安全判定２]
①UWB（AGV）とUWB（作業者）、UWB（FL）との安全判定

②一番遅い速度を判定結果とする。

安全判定１と安全判定２の結果で速度が遅い方を指示速度とする。
 

図 3-23 安全判定の二重化 
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3.4.1.2.5. 危険判定エリア内のエージェントに対して音声警告 

 危険判定エリア内にいるエージェントに対して携帯端末などを用いて音声警告を出す

（図 3-24 参照）。 

危険判定エリア

音声警告

危険判定エリア

音声警告  

図 3-24 危険判定エリア内にいるエージェントに対する音声警告 

 

3.4.1.2.6. 安全信号の二重化 

 VSM 経由と 3D 障害物センサ経由の 2 種類の方法で AGV に対して安全信号を送る（図 

3-25 参照）。 

 

AGV地上制御
VSM-Primary

高速AGV
コンベヤタイプ

AP

無線LAN

3D障害物
ｾﾝｻ

LAN

AGV地上制御
VSM-Secondarily

AP 2.4GHz
5GHz

安全信号

エ リア管理
システム

高速AGV
フォーク タイプ

3D障害物
ｾﾝｻ

安全信号

AGV地上制御
VSM-Primary

高速AGV
コンベヤタイプ

AP

無線LAN

3D障害物
ｾﾝｻ

LAN

AGV地上制御
VSM-Secondarily

AP 2.4GHz
5GHz

安全信号

エ リア管理
システム

高速AGV
フォーク タイプ

3D障害物
ｾﾝｻ

安全信号

 

図 3-25 安全信号の二重化 



 

 
Ⅲ-3-1-54 

3.4.1.2.7. リファレンスタグを用いて UWB センサの状態を監視 

 ある決められた座標に置かれたタグ（リファレンスタグ）の測位情報を監視することで、

UWB センサが正常に動作しているかどうかを確認することができる（図 3-26 参照）。 

 

リファレンスタグ

正常なUWBセンサ 異常なUWBセンサ

実際の位置

測位される位置
ズレ

リファレンスタグ

正常なUWBセンサ 異常なUWBセンサ

実際の位置

測位される位置
ズレ

 

図 3-26 リファレンスタグによる UWB センサ状態の監視 

 

 

3.4.1.2.8. セル定員のチェック 

 セルの定員をあらかじめ決めておいて、定周期でその定員を超えていないかチェックす

る（図 3-27 参照）。定員を超えていた場合は、VSM に低速走行指示が送信される。 

 

セルの定員：2人

1人増加

定員オーバー定員以下

セルの定員：2人

1人増加

定員オーバー定員以下

 

図 3-27 セル定員のチェック 
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3.4.1.2.9. UWB と VSM による AGV の位置情報を比較 

 UWB 測位システムから得られる AGV の位置情報と VSM から得られる AGV の位置情報

を比較し、2 つの位置情報にズレが発生している場合は VSM に低速走行指示が送信される

（図 3-28 参照）。 

 

UWB

VSM

位置情報A

位置情報B

比較

低速走行指示

ズレ大 VSM

UWB

VSM

位置情報A

位置情報B

比較

低速走行指示

ズレ大 VSM

 

図 3-28 AGV の位置情報の比較 

 

 

3.4.1.2.10. 実際のエージェント数と登録されているエージェント数を比較 

 実際にエリアにいるエージェントの数と登録されているエージェントの数を比較し、そ

の数が一致しない場合は VSM に低速走行指示が送信される（図 3-29 参照）。 

 

登録されているエージェント数：2人

1人ロスト

実際のエージェント数が不一致実際のエージェント数が一致

×

登録されているエージェント数：2人

1人ロスト

実際のエージェント数が不一致実際のエージェント数が一致

×

 

図 3-29 エージェント数の比較 
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3.4.1.2.11. 同一エージェントのタグ間距離を比較 

 同 1 エージェントのタグ間の距離を定期的に監視し、その距離が大きくなった場合は

VSM に低速走行指示が送信される（図 3-30 参照）。 

 

 

距離差小 距離差大距離差小 距離差大

 

図 3-30 タグ間距離を監視 

 

 

 

 

3.4.1.2.12. ゲートによる入退場者の管理 

 ゲートを通過するエージェントを記録し、エリア内に存在するタグ・エージェントを管

理するとともに、エージェントが適切なタグを保持しているのかを判定し、入退場の許可・

拒否を決定する（図 3-31 参照）。 

バーコード

タグ

照合

エージェントＩＤ

タグＩＤ

一致

不一致

バーコード

タグ

照合

エージェントＩＤ

タグＩＤ

一致

不一致

 

図 3-31 ゲートによる入退場者の管理 
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3.4.1.2.13. カメラによる画像認識を用いて許可のないエージェントの侵入を検知 

 カメラによる画像認識を用いて、タグ未所持者などの許可のないエージェントの侵入を

検知し、VSM に低速走行指示を送信する。検知方法としては、入場処理が正常に終わった

エージェントの数と画像認識により得られるエージェントの数を比較し、両者が一致して

いるかどうか確認する（図 3-32 参照）。 

入場処理

一致

不一致

エリア内のエージェント数の比較
（UWB情報とカメラ情報）

OK

NG

低速走行指示
を送信

VSM

入場処理

一致

不一致

エリア内のエージェント数の比較
（UWB情報とカメラ情報）

OK

NG

低速走行指示
を送信

VSM

 

図 3-32 カメラによる画像認識を用いて許可のないエージェントの侵入を検知 

 

3.4.1.2.14. 電光掲示板に入退場エラーの原因を表示 

 入退場時に何かしらのエラーがでてゲートがあがらない時、何もない状態ではなぜゲー

トがあがらないのか分からない。そこで、電光掲示板を用いてエラーの原因を表示するこ

とで、ゲートがあがらない理由を分かるようにする（図 3-33 参照）。 

 

入退場管理ゲート

電光掲示板

UWBセンサー

UWBタグ

コンベヤタイプAGV

フォークタイプAGV フォークリフト

パレット

作業者
エラーを表示

入退場管理ゲート

電光掲示板

UWBセンサー

UWBタグ

コンベヤタイプAGV

フォークタイプAGV フォークリフト

パレット

作業者
エラーを表示

 

図 3-33 電光掲示板に入退場時のエラーの原因を表示 
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3.4.1.2.15. タグの非接触充電 

 UWB タグを非接触で充電するユニットを開発した。これにより、タグの電池交換の煩わ

しさを解消するとともに、タグの電池切れによる測位失敗の可能性を少なくすることがで

きる。図 3-34 に実際にタグを充電している様子を示す。 

 

 

図 3-34 タグを充電している様子 

 

 

3.4.2. UWB 測位システム基本性能評価試験 

以下に、UWB 測位システム（STD モード）の基本性能試験結果を述べる。 

 

3.4.2.1. 測位精度の測定 

3.4.2.1.1. 測定方法 

 図 3-35 の斜線で示されたエリアの 1m 格子ごとに測位精度を測定した。なお、各格子点

の測位精度は、その格子点上で 250 回測位を行い、その格子点と測位点との平均誤差，X 方

向の 大誤差，Y 方向の 大誤差，X 方向の標準偏差，Y 方向の標準偏差を求めた。 

また、移動する人にタグをつけた時にどれくらい測位が乱れるかを見るために、タグを

人の頭上にのせて Y=3，10m のラインを 15 往復し、各歩行ラインからの平均誤差， 大誤

差，誤差の標準偏差を求めた。また、移動する AGV にタグをつけた時にどれくらい測位が

乱れるかを見るために、AGV の前後 2 箇所にタグをつけて AGV を周回させた。AGV の周

回ルートの直線部分（X=10～30m の区間）のデータを用いて、走行ラインからの誤差の平

均， 大，標準偏差を求めた。 
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セル2セル1

20m

20m

：格子

20m

測定したエリア

格子点

0.7m

タグ

実験室

実験場

NEDO
PCスペース

セル2セル1

20m

20m

：格子

20m

測定したエリア

格子点

0.7m

タグ

0.7m

タグ

実験室

実験場

NEDO
PCスペース

 

図 3-35 測定エリア 

 

 

 

3.4.2.1.2. 測定結果 

 まず、図 3-36 に各格子点での測位の平均誤差を示す。平均誤差が 0.2m 以上 0.3m 未満の

ものをピンク色、0.3m 以上のものを赤色で示す。全格子点の平均誤差を平均したものは

0.11m となった。 

次に、図 3-37に移動する人にタグをつけた時の各歩行ラインからの平均誤差， 大誤差，

誤差の標準偏差を示す。Y=3m のラインで平均誤差が 200mm， 大誤差が 1000mm，誤差の

標準偏差が 160mm、Y=10m のラインで平均誤差が 180mm， 大誤差が 710mm，誤差の標

準偏差が 160mm、Y=15m のラインで平均誤差が 230mm， 大誤差が 840mm，誤差の標準

偏差が 190mm となった。 

次に、図 3-38 に移動する AGV にタグをつけた時の走行ラインからの誤差の平均， 大，

標準偏差を示す。水色のラインが AGV の左方に取り付けたタグの軌跡で、紫色のラインが

AGV の右方に取り付けたタグの軌跡となる。上の走行ラインにて AGV の左方に取り付け

たタグの走行ラインからの誤差の平均が 133mm， 大が 572mm，標準偏差が 86mm、AGV

の右方に取り付けたタグの走行ラインからの誤差の平均が 115mm， 大が 680mm，標準偏

差が 70mm となった。下の走行ラインにて AGV の左方に取り付けたタグの走行ラインから

の誤差の平均が 128mm， 大が 858mm，標準偏差が 75mm、AGV の右方に取り付けたタグ

の走行ラインからの誤差の平均が 156mm， 大が 1000mm，標準偏差が 111mm となった。 
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図 3-36 各格子点での測位の平均誤差 

 

Y=3mライン誤差

平均：200mm
最大：1000mm
標準偏差：160mm

Y=10mライン誤差

平均：180mm
最大：710mm
標準偏差：160mm

Y=15mライン誤差

平均：230mm
最大：840mm
標準偏差：190mm

(0,0) (40,0)

(0,20)

Y=3mライン誤差

平均：200mm
最大：1000mm
標準偏差：160mm

Y=10mライン誤差

平均：180mm
最大：710mm
標準偏差：160mm

Y=15mライン誤差

平均：230mm
最大：840mm
標準偏差：190mm

(0,0) (40,0)

(0,20)

 
図 3-37 各歩行ラインからの平均誤差， 大誤差，誤差の標準偏差 
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標準偏差：75mm
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誤差
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誤差
平均：115mm
最大：680mm
標準偏差：70mm

誤差
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最大：1000mm
標準偏差：111mm

誤差
平均：128mm
最大：858mm
標準偏差：75mm

X=10m X=30m

 

図 3-38 走行ラインからの誤差の平均， 大，標準偏差 
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3.4.2.2. 測位成功率の測定 

3.4.2.2.1. 測定方法 

 図 3-35 の斜線で示されたエリアの 1m 格子ごとに測位成功率を測定した。なお、各格子

点の測位成功率は、その格子点上で 250 回測位を行い、どれだけ測位が成功したかを求め

た。 

 人の左肩右肩にタグを 1 個ずつ付け、図 3-39 のようにセル 1 の格子上を歩いて、それぞ

れのタグにおける測位の失敗確率と 2 つのタグを併せて考えた時の測位の失敗確率を求め

た。 

 

 

3.4.2.2.2. 測定結果 

 まずは、図 3-40 に各格子点における測位の成功率を示す。測位成功率が 99%以下 95%以

上のものをピンク色、95%未満のものを赤色で示す。全格子点の測位成功率を平均したもの

は 99.7%となった。 

 次に、セル 1 の格子上を歩いた際の個々のタグにおける測位の失敗確率と 2 つのタグを

併せて考えた時の測位の失敗確率を示す。個々のタグにおける測位の失敗確率について、

左肩のタグにおける測位の失敗確率が 4.9%（494 回測定）、右肩のタグにおける測位の失敗

確率が 3.2%（504 回測定）となった。そして、2 つのタグを併せて考えた時の測位の失敗確

率は 0%となった。 
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図 3-39 歩いた軌跡 

 

 
16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88%

15 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 96% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 97% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99%

11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100%

10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 99% 100%

8 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

7 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100%

6 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

5 99% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100%

4 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%

2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88%

15 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 96% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 97% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99%

11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100%

10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 99% 100%

8 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

7 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100%

6 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

5 99% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100%

4 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%

2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
図 3-40 各格子点での測位成功率 

左肩のタグの軌跡：橙色 

右肩のタグの軌跡：桃色 
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3.4.2.3. 測位間隔の測定 

3.4.2.3.1. 測定方法 

 8，16，32 の各タイムスロット間隔における測位間隔を計測し、測位間隔の平均， 大，

標準偏差を求めた。 

 

3.4.2.3.2. 測定結果 

表 3-13 に各タイムスロット間隔における測位間隔の平均， 大，標準偏差を示す。仕様

で決まっている標準測位間隔と実際に計測した測位間隔の平均値を比較するとほぼ一致す

る結果となり、仕様通りの性能がでていることを確認できた。 

 

表 3-13 各タイムスロット間隔における測位間隔 

タイムスロット
間隔

標準測位間隔[ms] 実測測位間隔平均[ms] 最大[ms] 標準偏差[ms]

4 108 108 125 10

8 216 216 219 5 

16 432 432 499 9 

32 864 865 874 8 

タイムスロット
間隔

標準測位間隔[ms] 実測測位間隔平均[ms] 最大[ms] 標準偏差[ms]

4 108 108 125 10

8 216 216 219 5 

16 432 432 499 9 

32 864 865 874 8 
 

 

3.4.2.4. 測位遅れの測定 

3.4.2.4.1. 測定方法 

 8，16，32 の各タイムスロット間隔における測位遅れを計測し、測位遅れの平均， 大，

標準偏差を求めた。なお、測位遅れとして、センサによる位置取得時刻とサーバーでの位

置取得時間との差を計測した。 

 

3.4.2.4.2. 測定結果 

表 3-14 に各タイムスロット間隔における測位遅れの平均， 大，標準偏差を示す。 

 

表 3-14 各タイムスロット間隔における測位遅れ 

タイムスロット
間隔

測位間隔[ms] 平均[ms] 最大[ms] 標準偏差[ms]

4 108 272 285 8 

8 216 272 300 5 

16 432 272 336 7 

32 864 273 301 7 

タイムスロット
間隔

測位間隔[ms] 平均[ms] 最大[ms] 標準偏差[ms]

4 108 272 285 8 

8 216 272 300 5 

16 432 272 336 7 

32 864 273 301 7 
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3.4.2.5. センサ数の影響 

3.4.2.5.1. 測定方法 

 測位に用いるセンサの数を変えて、センサの数が測位精度に与える影響を求める。 

 

 

 

3.4.2.5.2. 測定結果 

 図 3-41 に測位に用いるセンサの数を 2 個～4 個にした場合の 5 つの地点における測位の

結果を示す。測位結果を見ると、センサ数が少なくとも 2 個あればある程度の測位精度で

測位ができることがわかる。従って、この測位システムは 2oo4 を満たす。 

 

 

4センサ時 3センサ時

2センサ時  

図 3-41 センサ数が測位精度に与える影響 
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3.4.2.6. 試験結果まとめ 

 上述した試験の結果を表 3-15 にまとめる。 

 

 

表 3-15 試験結果のまとめ 

測位精度

静止時 平均 110mm

移動体取り付け時 平均200mm、最大1000mm

測位取得率（同一セル内）

静止時 平均 99.7%

移動体取り付け時*（2タグ） 平均 100%

測位間隔 ：平均(最大) AGV：216ms (219ms)
フォークリフト：216ms (219ms) 

作業者：432ms (499ms)

測位遅れ：平均(最大) 272ms (336ms)

測位精度

静止時 平均 110mm

移動体取り付け時 平均200mm、最大1000mm

測位取得率（同一セル内）

静止時 平均 99.7%

移動体取り付け時*（2タグ） 平均 100%

測位間隔 ：平均(最大) AGV：216ms (219ms)
フォークリフト：216ms (219ms) 

作業者：432ms (499ms)

測位遅れ：平均(最大) 272ms (336ms)
 

 

 

3.4.3. システム連動試験 

 システム連動試験として、AGV への指示遅れ時間を出すための停止テスト、安全距離

の計算とそれに基づきAGVが減速しているのを確認するためのすれちがいテストを行った。 

 

3.4.3.1. 停止テスト 

 AGV への指示遅れ時間を出すために停止テストを行った。まず、タグを 2 個 AGV の走

行経路に対して対称に並べて、擬似的にエージェントが AGV の走行経路上にいるようにし

た（図 3-42 参照）。次に AGV の前後にタグを 1 個ずつつけた。AGV と擬似エージェント

との判定距離を 12mに設定し、AGVと擬似エージェントの距離が 12m付近になった時点で、

エリア管理システムから AGV へ停止指示を出すようにした。なお、停止開始時の AGV の

速度として 200m/min と 130m/min の 2 種類を用いた。 

 表 3-16 にテスト結果として、停止開始速度ごとの停止距離を示す。なお、停止距離とは

距離判定してから AGV が実際に停止するまでに進む距離のことである。また、その停止距

離を用いて求めた停止指示遅れ時間も示す。なお、停止指示遅れ時間は距離判定してから

AGV が停止を開始し始めるまでの時間のことである。 
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停止開始停止位置

12m

タグ

AGV AGV

× ××

擬似エージェントの位置
200m/min  or  130m/min

停止開始停止位置

12m

タグ

AGV AGV

× ××

擬似エージェントの位置
200m/min  or  130m/min  

図 3-42 テスト環境 

 

 

表 3-16 テスト結果 

停止開始速度 停止距離※

平均(最大)
停止指示遅れ時間※※

平均±標準偏差
（最大）

200m/min 10.57m
（11.6m)

843±138ms
(1139ms)

130m/min 4.96m
(5.24m)

775±82ms
(906ms)

停止開始速度 停止距離※

平均(最大)
停止指示遅れ時間※※

平均±標準偏差
（最大）

200m/min 10.57m
（11.6m)

843±138ms
(1139ms)

130m/min 4.96m
(5.24m)

775±82ms
(906ms)

※：AGVが停止開始してから停止するまでに進む距離
※※：12mの距離判定してからAGVへ速度指示を出すまでの時間  

3.4.3.2. 安全距離の計算 

 表 3-17 に安全距離の計算条件を示し、図 3-43 に安全距離の計算結果を示す。 

 

 

表 3-17 安全距離の計算条件 

最高速度 200m/min

中速度 130m/min

低速度 60m/min

300m/min

96m/min

1.14s

0.83s

0.56s

15度

1m

人・フォークリフト侵入角度

UWB測位誤差

応答遅れ

AGV

UWB（人）

UWB（フォーク）

AGV

フォークリフト最高速度

人最高速度

速度
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人：15.0m
フォーク：24.9m

人：31.6m
フォーク：51.2m

130m/min 指示距離

60m/min 指示距離

AGV

 

 

図 3-43 安全距離の計算結果 

 

 

3.4.3.3. すれちがいテスト 

 3.4.3.2 の安全距離の計算に基づき、AGV が想定どおり減速しているかを確認するために

すれちがいテストを行った。以下にテスト条件を示す。また、図 3-45 にテスト結果を示す。

テスト結果によれば、安全判定が行われ、AGV が適切に速度制御されていることがわかる。 

 

 中速（130m/min）の判定距離を 25m とし、タグをつけた人と AGV の距離が 25m

付近になると、中速の指示を開始した。 

 低速（60m/min）の判定距離を 15m とし、タグをつけた人と AGV の距離が 15m 付

近になると、低速の指示を開始した。 

 図 3-44のようにAGVが 200m/minまで加速しきれるように人は十分に離れたとこ

ろから歩行を始めた。 
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40m5m

人
AGV

AGVが15m近
辺に来たら、歩
行を開始

40m5m

人
AGV

AGVが15m近
辺に来たら、歩
行を開始

 

図 3-44 すれ違いテストの環境 

 

0
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0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

X座標（mm）

AGV速度(m/min)

人の検知により減速開始

人の検知により低速へ減速

低速
（人は35m付近）

すれ違い後加速

40m付近から人が歩行開始

中速

カーブ前
で減速

 

図 3-45 すれ違いテストの結果 

 

3.4.3.4. 試験結果まとめ 

 まず、停止テストを行い、距離判定してから AGV が実際に停止するまでの時間を計測し

た。次に、その計測した時間を用いて安全距離の計算を行った。 後に、その計算した安

全距離を用いてすれ違いテストを行ったところ、AGV の速度が適切に減速され、AGV と作

業者がすれ違う際には AGV の速度が低速度 60m/min になっていることがわかった。このよ

うに理論的な計算により安全距離を求めることで、AGV と作業者・フォークリフトが接近

する際に AGV の速度を低速度に落とした状態を作り出すことがある程度可能になる。ただ

し、ここで注意しないといけないのは、安全距離の計算をミスすると AGV と作業者・フォ

ークリフトが接近する際にAGVの速度を低速に落としきれないといった状況が考えられる。

従って、計算した値が有効かどうか安全距離の設定後必ず検証する必要がある。 
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3.5. ローカルエリアシステム 

3.5.1. 仕様 

3.5.1.1. 概要 

 高速 AGV が稼働するエリア内で、人やフォークリフト等の共存しなければならない例え

ば交差点などのローカルエリアの安全を確認するための環境設置型の安全サポートセンサ

である。交差点の天井に取り付け、障害物が AGV の走行エリア内を移動している場合、接

近する AGV に危険を知らせ、安全に停止する指示を与える。1 個のセンサがカバーするエ

リアは max10m 走行角 90 度×90 度である。 

検出するフォークリフトの天井及び作業者のヘルメットに反射テープを貼り、センサは

反射テープを検出して人かフォークリフトかを判断する。検出エリアは人用とフォークリ

フト用個別に設定可能である。図 3-46 にローカルエリアセンサの概略図を示す。 

  

 
図 3-46 ローカルエリアセンサの概略図 
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3.5.1.2. 仕様値 

 表 3-18 にローカルエリアセンサの仕様値をまとめる。 

表 3-18 ローカルエリアセンサの仕様値 

 

 

3.5.1.3. 機器の構成 

図 3-47 にローカルエリアセンサの機器の構成を示す。 

図 3-47 の中で青線は制御回路の信号の流れを表している。また、入出力信号はイーサネ

ットで行い、出力回路は故障出力のみである。 

 

 

図 3-47 機器の構成 
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3.5.1.4. 各モジュールの機能 

3.5.1.4.1. システム 

全ての入出力、エリア設定などはイーサネットで行う。 

検出物はヘルメットに貼られた再帰反射板、フォークリフト等に貼られた再帰反射板と

し、再帰反射板が汚れる、はがれる等の事故があれば、人やフォークリフトを検出できな

い。故障出力は以下のエラーを検出した時に発生する。 

 レーザレベルダウンエラー 

 水平モータ回転異常 

 垂直モータ回転異常 

 

3.5.1.4.2. レーザ駆動回路 

レーザ発光のドライブ回路を構成し、レーザ異常はレーザモニタ回路（ASIC+CPU）で監

視する。また、異常時は故障出力をする。 

 

3.5.1.4.3. 受光回路 

レーザの受光信号の増幅回路を有する。 

 

3.5.1.4.4. 水平モータ回路 

5555rpm で回転する DC モータを使用し、モータの制御は水平角度検出のゼロ信号の間隔

（10.8ms）になるように行う。 

 

3.5.1.4.5. 垂直モータ 

360ms で 158 度を往復回転するパルスモータを使用し、モータ制御は CPU のパルス発振

回路で制御する。 

 

3.5.1.4.6. 水平角度検出 

0.25 度ピッチで出力するエンコーダとゼロ信号（原点位置）を出力する回路で構成し、

エンコーダ信号と同期してレーザは発光する。 

従ってモータ回転停止の場合レーザ発光はしない（フェイルセーフ設計） 

ゼロ信号の間隔が 10.8ms 内に無い場合、異常と判断し故障出力する。 

 

3.5.1.4.7. 垂直角度検出 

モータのゼロ信号（基準位置）を出力する回路で構成し、ゼロ信号の間隔が 360ms 内に

無い場合、異常と判断し故障出力する。 
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3.5.1.4.8. ASIC 

距離を演算する回路である。 

 

3.5.1.4.9. CPU 

センサの制御回路である。 

 

3.5.1.4.10. 出力回路 

故障時に出力する。出力は PNP である。 

 

3.5.1.4.11. 入力回路 

イーサネットで出力し、エリア内の全ての検出物のアドレス｢位置｣と高さをデータで出

力する。 

また、パソコンに接続し生データのモニタ及び異常時のログ機能としても使用する。 

 

3.5.1.4.12. 電源回路 

24V 入力で回路に電源を供給する。 

 

3.5.1.5. システム構成 

3.5.1.5.1. ローカルエリアセンサ単体の構成 

ローカルエリアセンサは、図 3-48 に示すように、90 度の 3 面ポリゴンセンサをパルスモ

ータにより 158 度走査させ、3 次元空間の距離画像信号を入手する。 

床から 2m（Z 軸）までにある検出物を人と判断し、2m 以上 3.5m 以下（Z 軸）にある検

出物はフォークリフトと判断して出力する。 

人とフォークリフトを、個々に検出位置（XY 軸平面アドレス）をつけて、イーサネット

で出力する。 

 

 

図 3-48 センサの構成 
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3.5.1.5.2. システムとしての構成 

ローカルエリアセンサを天井高さ 6.5m に設置した場合、検出できるエリアは 30m×8m

のエリアとなる。このセンサを 1 台で使用する場合は、通路幅が 8m 以下の細長いエリアを

想定できる。また、交差点など広いエリアが必要な場合は、図 3-49 に示すようにセンサ複

数台を 8m 以下の間隔で設置する事が必要である。 

 
図 3-49 システムの構成 

 

3.5.2. 性能評価試験結果 

3.5.2.1. 位置認識性能評価 

ローカルエリアセンサの検出位置精度を評価する為、図 3-50 に示す 8m×19m のエリア

内 21 か所に於いて測定を実施した。 

図中に於いて○印が測定位置であり、□又は△印がローカルエリアセンサの出力結果の

位置を示している。 

測定結果の詳細を表 3-19 に示す。評価結果よりセンサ中心部の精度は高く、エリアの端

では精度が落ちることが分かる。 

評価結果としては 大値±350mm の精度があり、この寸法は人の肩幅よりも小さい事か

ら十分な精度で検出できている。 



 

 
Ⅲ-3-1-74 

 
図 3-50 ローカルエリアセンサの測定位置 
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表 3-19 ローカルエリアセンサの検出精度評価 

 

 

 

3.5.2.2. 人検知性能評価 

図 3-51 で示す反射テープ付きヘルメットを被った歩行者が、天井高さ 6.5m に設置され

た 2 個のローカルエリアセンサの検出エリアを、5 分間歩行した時の検知状態を評価した。 

図 3-52 は、ローカルエリアセンサ 1 の検出結果を示したグラフである。 

グラフの横軸は、5 分間歩行した時の時間を示し、その時にローカルエリアセンサが歩行

者を検出した X 座標を左のグラフに Y 座標を右のグラフにプロットしたものである。 

ローカルエリアセンサ 1 では歩行開始後、2490 秒と 2510 秒の 2 度未検出な状態が発生し

た。 

また、図 3-53 は、図 3-52 と同様に設置場所が違うローカルエリアセンサ 2 の検出結果

を示したグラフである。 

ローカルエリアセンサ 2 では歩行開始後、20 秒・34 秒・124 秒・1700 秒・2080 秒・2090

秒と 2950 秒の 7 度未検出な状態が発生した。 

ローカルエリアセンサ 1 及び 2 ともに、2 スキャン（1 スキャン：700msec）以上連続し

ての未検出状態は発生しなかった。 

また、未検出の発生位置はエリア端に集中している事も分かった。 
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図 3-51 人体検出評価風景 
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図 3-52 ローカルエリアセンサ 1 の検出結果 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2201 2401 2601 2801 3001

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2201 2401 2601 2801 3001  

図 3-53 ローカルエリアセンサ 2 の検出結果 
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3.5.2.3. まとめ 

ローカルエリアセンサは、エリア端に行くほど検知しにくくなる特性が見られた。 

しかし、図 3-54 に示すように、1m 内側に入れば 100%検出することも分かった。 

99%以上検出可能な検知可能領域でも機能としては満足するが、100%検知を保証できる

検知保証領域のエリアも考慮に入れたシステム構築が理想である。 

 

 

 

図 3-54 ローカルエリアセンサの検出範囲 
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3.6. 非接触充電システム 

3.6.1. 概要 

AGV のバッテリー充電の方式として、従来、人手によるコネクタ接続もしくは、コンタ

クタ（接触子）を用いた自動充電が主に採用されている。現行の充電システムでは、充電

部に接続端子が露出されている為、感電の危険が存在する。また、充電電流が大きい急速

充電の場合、接続端子部の接触不良等により、スパークが発生し火災が発生する危険も存

在する。 

今回、図 3-55 に示すように、無接触給電技術を用いた自動充電を開発することにより、

以下の効果が見込まれる。 

 感電防止（充電部の露出がない。） 

 火災防止（機械的接触のないためスパークの発生がない。） 

 メンテナンスフリー（非接点のため、接点部の磨耗や部品交換がない。） 

 

 

 
図 3-55 無接触充電の概略図 
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3.6.2. 仕様 

3.6.2.1. 安全仕様 

無接触給電技術を用いた充電システムをかいはつするにあたり、感電防止対策・電波防

護指針・人体防護指針・バッテリー保護及び発熱対策を行わなければならない。 

 

3.6.2.1.1. 感電防止対策 

現状の接触式と比べ端子むき出しが存在しない為、本質的に感電の要因がなくなる。 

また、AGV とインターロック信号を有する為、AGV が在席している時のみ充電を行う。 

 

3.6.2.1.2. 電波防護指針・人体防護指針 

ICNIRP(国際非電離放射線防護委員会)が発行しているガイドラインを遵守する。 

 

3.6.2.1.3. バッテリー保護 

充電電圧を監視する事による過充電防止回路を内蔵する。 

3.6.2.1.4. 発熱対策 

感熱線及びサーモスタットにより異常発熱を検知する停止機能を内蔵する。 

 

3.6.2.2. 充電システム仕様 

充電システムは、図 3-56 に示すようにインバータ・送電パッド・受電パッド・充電コン

トローラの 4 種類の製品で構成される。以下の表 3-20～表 3-22 にそれぞれの仕様を記す。 

 

 

 
図 3-56 充電システムの基本構成 
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表 3-20 インバータ仕様 

 

 

 

表 3-21 送電・受電パッド仕様 
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表 3-22 充電コントローラ仕様 

 

 

 

3.6.3. 基本性能評価試験 

3.6.3.1. 機器構成 

図 3-57 で示すように、コンベヤタイプの高速 AGV に受電パッドと充電コントローラを

取り付け、地上側に送電パッドとインバータを設置し、AGV が電力供給可能範囲に停止し

た時、自動的にバッテリーに充電を開始し、AGV が走行を開始し離れると自動的に充電を

停止する。 
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図 3-57 機器構成 

 

3.6.3.2. 鉛バッテリへの充電 

AGV に搭載している鉛バッテリーへの充電は、充電開始時は CC（定電流）充電を行い、

バッテリーの電圧が 60V に達した時点で CV（定電圧）充電に切り替わる事を確認した。ま

た、総充電量（230Ah）が総放電量（206Ah）を上回る事を確認出来たので今回の充電シー

ケンスを行う事でバッテリーが満了状態になる事も確認出来た。 

 

 

図 3-58 充電時の電圧と電流 
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3.6.3.3. 温度測定 

AGV に搭載したバッテリー充電中に於ける送信・受信パッド内の温度上昇を測定した結

果、温度上昇は 大で 30deg 以下である事が分かった。この結果より周囲温度 40℃まで使

用可能である事が分かった。 

 

図 3-59 充電時の温度 

 

3.6.3.4. 磁界測定 

AGV のバッテリーを自動充電するに於いて、今回開発した送信・受信パッドの各軸のず

れ量の許容範囲が AGV の停止精度より大きくなくてはならない。 

受信パッドの位置を固定し、送信パッドを各軸 10mm ピッチで移動させ磁束密度を測定

する事により、暴露基準（職業）を計算し ICNRP 磁界許容範囲であるずれ量を測定した。 

図 3-60 では受信パッドに対して Y 方向±50mm 以内，Z 方向＋26mm 以内が許容範囲で

ある事が分かった。 

図 3-61 では受信パッドに対して Z 方向＋26mm 以内，X 方向＋126mm 以内が許容範囲で

ある事が分かった。 

図 3-62 では受信パッドに対して Y 方向±60mm 以内，X 方向＋126mm 以内が許容範囲で

ある事が分かった。 

以上の事から、AGV の停止許容範囲は進行方向（Y）に±60mm 以内・AGV 幅方向に（Z）

に＋26mm 以内である事が分かる。 

よって、今回開発した高速 AGV は±10mm の停止精度があるので問題ない事が分かった。 
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図 3-60 Ｙ・Ｚ軸に対する距離と磁束密度の関係 

 

 
図 3-61 Ｚ・Ｘ軸に対する距離と磁束密度の関係 
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図 3-62 Ｙ・Ｘ軸に対する距離と磁束密度の関係 
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4. 検証試験 

4.1. 物流センターにおける安全性検証テスト（協力：味の素株式会社、味の素

物流株式会社、関東エース物流株式会社、株式会社オールユニール） 

4.1.1. まえがき 

本プロジェクトの 終年度にあたる平成 25 年度は、味の素株式会社の協力のもと実際の

配送センターにて 10 月 21 日～25 日の 5 日間実運用テストを実施し、本システムの安全性

の検証などをした。まず、4.1.2 でテスト内容について説明し、次に 4.1.3 でテスト結果を示

す。そして 後に 4.1.4 で本テストのまとめを行う。 

 

4.1.2. テスト内容 

テスト中、AGV は図 4-1 の走行路上を 高速度 130m/min で一定方向に常に自動巡回し

た。巡回ルートにはショートのものとロングのものがあり、センターの負荷状況にあわせ

て 2 つのルートを切り替えた。ここで AGV の 高速度を 130m/min にしたのは、センター

で定められているフォークリフトの制限速度の規則に準拠したためである。なお、走行路

上に作業者・フォークリフト・パレットなどの障害物がある場合は、3D 障害物センサ（3.2

節参照）などの安全装置にて AGV を停止させた。そして、危険源がなくなったことを確認

した後、AGV が自動走行を開始するようにした。 

本テストでは主に以下の 3 つの評価を行った。 

 UWB センサ（配置は図 4-1 参照）・タグを用いて、作業者（UWB タグのついたジ

ャケットを着用：図 4-2 参照），フォークリフト，AGV の位置をリアルタイムに

計測した。その位置計測情報をもとに AGV と作業者・フォークリフトとが接触の

恐れがある場合は、AGV を減速・停止させ、安全を確保した。エリア管理システ

ムのログを解析することで、その安全確保技術の性能を評価した。また、AGV の

高速度を 60m/min から 130m/min にあげた効果もあわせて評価した。 

 エリア管理システムのログとカメラ（配置は図 4-1 参照）での撮影画像から、作

業中の危険な状況の有無を評価した。 

 作業後、本テストエリアで実際に作業した作業者に本安全システムが有効に機能

していたかどうかをアンケート調査にて評価した。 
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図 4-1  テストエリア 
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図 4-2 作業者への UWB タグの取り付け 

4.1.3. テスト結果 

以下に、4.1.2 の a)に関係する集計結果、b)に関係する解析結果、c)に関係するアンケート

結果を示す。 

4.1.3.1. 集計結果 

4.1.3.1.1. 安全速度への減速成功確率 

AGV 進行方向前方の半径 a の半円状エリアに人・フォークリフトがいる時（図 4-3 参照）

に、AGV の速度が安全速度 60m/min になっている確率を求めた。その結果、半径が 3m 以

内になった時、AGV の速度が 100%安全速度になっていることがわかった。 

4.1.3.1.2. 走行時間の割合 

AGV の各走行速度（0m/min，0～60m/min，60m/min，60m/min～130m/min，130m/min）

において、全体に占める走行時間の割合を求めた。走行経路（ショート）または走行経路

（ロング）を理想的な条件で走った際のデータと 5 日間のデータとを比較すると、5 日間の

データの方が 60m/min と 0m/min の割合が増えて、130m/min の割合が減っていることがわ

かった。これはエリア管理システムによる減速・停止と 3D 障害物センサによる停止とが起

こった結果であると推測される。また、0～60m/min で時間が多くかかっていることがわか

ったが、これは AGV の旋回時に時間がかかっているためである。従って、旋回速度をあげ

ればもっと効率をあげることができると考えられる。 

4.1.3.1.3. 走行距離の割合 

AGV の各走行速度（130m/min，130～60m/min，60m/min，60m/min～0m/min，0m/min）

において、全体に占める走行距離の割合を求めた。その結果、130m/min での走行距離の割

合が 55～60%にものぼっていることがわかり、130m/min で走行距離を多く稼いでいること

が分かった。また、AGV の 高速度が 130m/min の時と 60m/min の時の効率を比較すると、

AGV の 高速度が 130m/min の時の走行距離は 60m/min の時の走行距離の約 2 倍になって

おり、効率が約 2 倍にあがったことがわかった。なお、効率は AGV が 60m/min より速い速

度で走行した際の走行距離の総和をAGVが 60m/minで走行した際の走行距離の総和で割る

ことで求めた。 

UWB タグ 
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図 4-3 判定領域 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2. 解析結果 

エリア管理システムのログおよびカメラによる撮影画像を解析した結果、以下の 7 つの

代表的なシーンが導出された。それぞれのシーンについてカメラ画像を示し、どういった

シーンか説明を行う。 

 

 

 

a 

AGV 

作業者

フォークリフト 
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a) フォークリフトと AGV のすれ違い 

フォークリフトがエリア管理システムの安全判定領域に入ると、AGV は減速を始め、

60m/min まで速度を落とす。そして、すれ違いが終わると、AGV は 60m/min から加速を始

める。 

 

     減速             60m/min              加速 

 

 

b) AGV の横からフォークリフトが進入 

フォークリフトが AGV に対して横から近づく場合も、a)の時と同様の速度制御を行う。 

 

       減速             60m/min              加速 

 

 

c) フォークリフトあるいは作業者が作業中に AGV がその横を通過 

フォークリフトあるいは作業者が作業している横を AGV が通過する場合も、a)の時と同

様の速度制御を行う。 

 

減速                        60m/min                          加速 
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d) AGV 前方をフォークリフトが通過 

フォークリフトが AGV に対して横から近づいて AGV の前に飛び出す場合、飛び出す直

前までにエリア管理システムにより AGV は 60m/min まで速度が落ちた状態になり、飛び出

した瞬間 3D 障害物センサが検知して AGV を停止させる。停止後、フォークリフトが AGV

の前方にいないことを確認した後、AGV は加速を始める。 

 

      60m/min                  3D 障害物センサ検知                   停止 

 

 

e) フォークリフトによる AGV の追い越し 

フォークリフトが AGV の後方から追い越しをかける場合、フォークリフトが AGV の前

方にでた段階で、AGV は減速を開始し、その速度を 60m/min まで落とす。 

 

      130m/min                      追い越し                       60m/min 

 

 

f) AGV 後方をフォークリフトが走行 

AGV 後方をフォークリフトが走行する場合、エリア管理システムの安全判定が行われな

いため、AGV に対してエリア管理システムによる速度制御は行われない。 

速度制御なし          速度制御なし         速度制御なし 
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g) フォークリフトあるいは作業者が AGV の走行路上で作業していて減速・停止 

フォークリフトあるいは作業者が AGV の走行路上で作業している場合、エリア管理シス

テムによりまず AGV の速度を 60m/min まで落とす。次に、3D 障害物センサの検知エリア

にフォークリフトあるいは作業者が入ると、AGV はさらに減速を開始し、 終的にはフォ

ークリフトあるいは作業者に AGV がぶつかる前に AGV を停止させる。フォークリフトあ

るいは作業者が走行路上にいなくなるまで AGV は停止を続け、いなくなったことを確認し

た後、加速を始める。 

 

     減速             停止               停止 

 

 

 

4.1.3.3. アンケート結果 

以下にアンケートの内容とその集計結果を示す。アンケート結果を見るとわかるように

概ね良い結果が得られた。ただし、AGV とフォークリフトが接触するような場面が 1 回あ

った。これは AGV 旋回時の 3D 障害物センサのエリア設定があまくて AGV を止めること

ができなかったためである。今一度 3D 障害物センサのエリア設定を見直す必要がある。ま

た、ジャケットが作業の邪魔になったという意見やタグの音が気になったという意見もあ

り、タグの作業者への取り付けも見直す必要がある。 
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設問1（複数回答）
作業内容について 計 33回答

入庫作業 出庫作業 ピッキング 無回答
行った作業内容について教
えてください。 12 14 13 4

設問2
AGVについて

速い 適当 遅い 無回答

AGVとすれ違う時の印象を
教えてください。 0 25 4 4

AGVと並走する時の印象を
教えてください。 0 26 2 5

AGVの後ろからついていく
時の印象を教えてください。 0 25 4 4

フォークリフトから降りて作
業している時の印象を教え
てください。 4 21 2 6

よくあった あった なかった 無回答

AGVに恐怖感はありました
か？ 0 5 26 2

その時の状況
（あると答えた方）

よくあった あった なかった 無回答
AGVと接触しましたか？ 0 1 30 2

その時の状況
（あると答えた方）

よくあった あった なかった 無回答

AGVが邪魔だと感じました
か？ 5 3 23 2

その時の状況
（あると答えた方）

すぐ気付くたまに気付く気付かない 無回答
AGVを遠くから見て気づき
ましたか？ 24 4 2 3

うるさい 適切 小さい 無回答

AGVの走行メロディはどうで
したか？ 3 25 0 5

良好 分からない 無回答
AGVの表示灯はどうでした
か？ 13 16 4

・必ず止まるのか疑問。
・止まるか進むか分からない。
・AGVが大きいため少し威圧感を感じた。
・AGVが旋回中センサーの反応が悪いのか基
本止まってくれず、恐怖感があった。
・ぎりぎりの幅ですれ違う状況があった。

・AGVが旋回する所でピッキング中、AGVが旋
回してきて、死角があるのか、停止している
リーチフォークリフトにぶつかった。

・ピッキング作業中、通路をひたすら走ってるの
で邪魔だと感じた。
・作業に時間がかかる。
・荷揃えする所にAGVが通るため。
・午後の時間帯でどうしても商品仮置の場面で
感じた。
・スピードが落ちてから立ち上がるまでが遅
かったため。
・通路が狭かったからだが、ピッキング中、停止
しているリーチに反応して、真横で止まってしま
い、リーチを旋回して避けなければいけないこ
とがよくあった。
・ピッキングの際、進行方向に停止している。
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4.1.3.4. AGV とフォークリフトの接触 

4.1.3.4.1. 経緯 

 テスト中に AGV とフォークリフトの接触が起こった。以下にその時の経緯を説明する。 

AGV が旋回しようとしていた際に、フォークリフトが旋回経路の終端付近に停車していた。

AGV は旋回を開始し、図 4-4 のように旋回の終端付近に停車していたフォークリフトに巻

き込みのような形で接触した。図 4-5 は接触後 AGV 前方方向から撮ったものである。図 4-5

を見てもらうとわかるが、3D 障害物センサの検知範囲が車体幅のみであったため、フォー

クリフトを検出せず、ソフトバンパにて停止したことがわかる。また、図 4-5 ではわかり

にくいが、接触の際、フォークリフト下部のカバー下にバンパーが潜り込み、引っかくよ

うにしてソフトバンパのカバーが破れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問3
ジャケットについて

よくなった なった なかった 無回答
ジャケットが作業の邪魔に
なりましたか？ 4 14 13 2

大きい 許容範囲 小さい 無回答

ジャケットに取り付けたタグ
の大きさはどうでしたか？ 1 28 1 3

設問4（自由記述）
意見・感想

・AGVの稼動エリアでの作業が無かったので速度等については、よく分から
ない。
・近くで作業してないので分からない。
・X・Zエリアに作業を行っていないため特に無い。
・当センターの業務内容では、AGVを使用出来ないと感じた。生産工場等の
保管型倉庫では、大変便利な搬送車ではないかと感じた。
・ジャケットのセンサで服がすれた。
・AGVの走行進路上に障害物（パレット）等がある時、AGV自体は避けて通
過できるのか？
・センサーがシャカシャカ音がなって気持ち悪くなった。
・ジャケットがフォークのノブに少し、ひっかかる時があった。
・荷物を乗せてのスタート、ストップ搬送などテストしてもよかったのではない
か？
・実用的に見えなかったのでなるべく近づかないようにした。
・場所によっては作業効率が悪くなると思った。
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図 4-4 AGV とフォークリフトとの接触 

 

 

 

図 4-5 AGV とフォークリフトとの接触（AGV 前方方向） 
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4.1.3.4.2. 考察 

 今回接触が起こった原因として、AGV 旋回時の巻き込みを考慮した 3D 障害物センサの

検知エリアの設定になっていなかったことが考えられる。また、AGV のバンパーが低い位

置にあったためにフォークリフト下部にもぐりこんでしまった。 

 対策としては、AGV 旋回時の巻き込みを考慮した 3D 障害物センサの検知エリアを適切

に設定するとともに、AGV のバンパーの高さを上げる必要がある。 

 

4.1.4. まとめ 

本プロジェクトの 終年度にあたる平成 25 年度は、味の素株式会社の協力のもと実際の

配送センターにて実運用テストを実施し、本システムの安全性の検証などをした。検証結

果から、AGV に人・フォークリフトが近づいた際、AGV が安全速度 60m/min まで速度を十

分に落としきれることがわかり、高速 AGV の安全性を確認できた。ただ、テストエリアの

出入り口から人・フォークリフトが入った際に測位遅れが 1%未満の確率で発生し、安全速

度に落ちるまで時間がかかる場面があった。この対策としては、ゲートを出入り口に設け

ることによって、測位がきちんとできたものしかテストエリアに入れないといった方法が

考えられる。また、 高速度 60m/min で走行した時と 高速度 130m/min で走行した時では

効率が 2 倍近く違うことがわかり、高速 AGV の有効性を確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ⅲ-3-1-97 

 

4.2. AGV 衝突時の衝撃値（協力・執筆：JARI） 

人が AGV に衝突したときに人が受ける危害の大きさを測定することを目的に、JARI の

協力のもと、JARI の衝突実験場にて AGV と人（試験用ダミー）との衝突実験を行った。

本項は、衝突実験についての JARI の報告書「フォークリフト型ロボットの対人安全性能評

価試験 －試験結果の報告－」（添付資料）を元に作成している。 

 

4.2.1. 試験概要 

4.2.1.1. 試験目的 

今回開発したコンベヤタイプの AGV を模擬した台車（以下、台車）が、高速走行した状

態で人と衝突した場合の人に与える影響を調査する。また、衝突される人の衝突方向の違

いにおける頭部が受ける衝撃量についても比較する。 

 

4.2.1.2. 試験条件 

図 4-6 で示すように台車を 60、130、200 m/min の速度で、ダミーへ衝突させた。ダミー

は、衝突直前にサポートワイヤを切り離し自立状態で衝突させた。 

また、図 4-7 で示すようにダミーは、正面、後面、側面、頭部、尻部からの衝突試験を

行った。頭部のみを衝突させる場合は、台座を用いて姿勢を保持させた。 

また、路面へ転倒した際のダミーの損傷を考慮して、ダミーの転倒地点にウレタン製の

マットを敷いて行った。 

 

 

図 4-6 台車とダミーの衝突 
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図 4-7 衝突方向（正面、後面、頭部、尻部） 

 

4.2.1.3. 試験台車の外観 

台車の正面は、コンベヤタイプの AGV と同じ大きさ・同じ材質のものを設置し、ダミー

と衝突する部分は同等になるよう配慮した。 

また、台車下部のバンパー部にテープスイッチを設置しダミーの脚部が接触後、0.5 ～ 1

秒後にブレーキが作動するようにした。 

 

 

図 4-8 AGV を模擬した台車の外観 
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4.2.1.4. 試験に用いたダミー（人体模型）とその仕様 

実験に使用するダミーは、図 4-9 に示す男性を対象にしたものと図 4-10 に示す女性を対

象にした 2 種類で行った。 

 

 

図 4-9 人体模型（男性）とその仕様 

 

 
図 4-10 人体模型（女性）とその仕様 
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4.2.1.5. ダミーの頭部傷害基準値（HIC）と頚部の感度方向 

HIC (Head Injury Criteria)とは頭部の傷害値基準であり、次式より算出する。 

 
ここで a は、頭部重心位置の合成加速度（m/s2）であり、次式より算出する。 

なお、aｘは、頭部前後方向加速度、aｙは左右方向加速度、aｚは上下方向加速度である。 

 

また、頚部の荷重及びトルクの感度方向を図 4-11 に示す。 

 

 
図 4-11 頚部の荷重及びトルクの感度方向 

 

4.2.2. 試験結果 

4.2.2.1. 試験結果の一覧 

表 4-1 にテスト結果一覧を示す。 

テスト 1～5 は 60m/min で男性型ダミーに色々な角度から衝突したデータである。 

テスト 6～11 は 200m/min で男性型ダミーに色々な角度から衝突したデータである。 

テスト 12～16 は 130m/min で男性型ダミーに色々な角度から衝突したデータである。 

テスト 17 はテスト 2 との比較データで、ダミー損傷回避用のマットが無い状態で挙動が

同じである事を確かめる為のデータである。 

テスト 18・19 は、AGV 衝突後、路面等で発生する 2 次衝突時のデータを取る為にヘルメ

ットが有る状態と無い状態での違いを見る為のデータである。 

テスト 20～22 は、頭のみが衝突した場合の衝撃を 60・130・200m/min の各速度で行った

データである。 

テスト 23～25 は、尻のみが衝突した場合の衝撃を 60・130・200m/min の各速度で行った

データである。 

テスト 26～31 は男性型ダミーと女性型ダミーの違いを見る為に行ったデータである。 



 

 
Ⅲ-3-1-101 

表 4-1 テスト結果一覧 

 

 

4.2.2.2. 速度による衝撃値の比較 

図 4-12～図 4-15 に各速度における HIC 値又は、加速度値の結果を示す。 

何れも 高速度時に於いても、衝突安全基準（欧州規格男性）である HIC 値 1000 以下を

示した。 

  

図 4-12 男性型ダミーを使用した速度別・衝突方向別の HIC 値 

目標 実測

Test 1 58.3 正面 12 マット有 有 マットから外れて路面へ転倒

Test 2 53.3 後 1 マット有 無 フォークにもたれかかる

Test 3 55.0 横 1 マット有 無 マット上へ転倒

Test 4 55.0 後 1 マット有 無 フォークにもたれかかる

Test 5 58.3 横 1 マット有 無 マット上へ転倒

Test 6 201.7 正面 455 マット有 無 マット上へ転倒

Test 7 200.0 後 260 マット有 無 マット上へ転倒

Test 8 195.0 横 5 マット有 無 マット上へ転倒

Test 9 195.0 後 157 マット有 無 マット上へ転倒

Test 10 196.7 横 7 マット有 無 マット上へ転倒

Test 11 195.0 後 251
路

無 有

Test 12 131.7 後 313 マット有 無 マット上へ転倒

Test 13 130.0 横 2 マット有 無 マット上へ転倒

Test 14 128.3 正面 156 マット有 無 マット上へ転倒

Test 15 128.3 後 397 マット有 有 マットから外れて路面へ転倒

Test 16 130.0 横 3 マット有 無 マット上へ転倒

Test 17 60 51.7 AM50 後 54 無 無 フォークにもたれかかる

Test 18 自然転倒 ― 後 313 無 有 ヘルメット着帽

Test 19 自然転倒 ― 後 5075 無 有 ヘルメット無し

Test 20 60 58.3 2

Test 21 130 133.3 13

Test 22 200 201.7 110

Test 23 60 56.7 腰部加速度： 52m/s2

Test 24 130 130.0 腰部加速度：124m/s2

Test 25 200 196.7 腰部加速度：209m/s2

Test 26 73.3 後 1 マット有 無 フォークにもたれかかる

Test 27 70.0 横 1 マット有 無 マット上へ転倒

Test 28 131.7 後 14 マット有 無 マット上へ転倒

Test 29 133.3 横 3 マット有 無 マット上へ転倒

Test 30 191.7 後 59 マット有 無 マット上へ転倒

Test 31 193.3 横 8 マット有 無 マット上へ転倒

衝突速度　[m/min] ダミーの
種類

ダミー
向き

HIC
（頭部傷害値）

ダミー保護用
マットの有無

二次衝突の
有無（対路面）

備考

尻

頭

AF05

60

200

130

60

130

200

AM50

AM50

AM50

AM50

AM50

AM50
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図 4-13 女性型ダミーを使用した速度別・衝突方向別の HIC 値 

 

 

 

図 4-14 男性型ダミーを使用した速度別の頭部打撃時の HIC 値 

 

 

  
図 4-15 男性型ダミーを使用した速度別の腰部打撃時の加速度 
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4.2.2.3. 速度 200m/min での衝撃値 

表 4-2 に速度 200m/min で衝突した時の各衝撃値と衝突安全基準値の比較表を示す。 

テスト結果より、自動車の衝突時の乗員保護で定義されている傷害基準で比較すると、

台車外板との衝突ではすべての項目で基準値よりも低い値となった。 

台車がダミーに衝突した段階を一次衝突、ダミーが台車から飛ばされて路面へ転倒する

段階を二次衝突と定義すると、自然転倒の結果よりヘルメットを着帽することで、路面へ

の二次衝突時の HIC 値を低減できる事が分かった。 

 

 

表 4-2 速度 200m/min で衝突した時の各衝撃値と衝突安全基準値 

 
 

 

4.2.2.4. 試験結果のまとめ 

衝突中の挙動は、台車のバンパー部がダミーの足部に衝突、次いで胸部（肩）、頭部が外

板に衝突する。また、ダミーの足首は、バンパー下部に巻き込まれる状態が見られた。 

衝突速度は速いほど、ダミーの飛ばされる距離は増加する。 

ダミーの実測値は、衝突速度が速いほど頭部傷害値（HIC）も高くなるが、衝突時の姿勢

によっても頭部と台車外板の衝突状況が異なり、正面と後面は外板との衝突が発生し易い

が、側面衝突は、頭部と外板の距離が長い（肩幅）ため、衝突しないケースがあった。こ

れにより HIC は他の衝突方向に比べ、低い値を示していた。 

台車がダミーに衝突した段階を一次衝突、ダミーが台車から飛ばされて路面へ転倒する

段階を二次衝突と定義すると、頭部、頚部、胸部のいずれも、二次衝突での衝撃が大きい。 

試験
番号

試験条件
（ダミー、衝突方向）

HIC
頚部せん断

荷重（N）
頚部軸

荷重（N）
頚部トルク

（Nm）
胸部加速度

（m/s^2）
胸部変位

（mm）

Test 6 AM50、正面衝突 455 ‐1722 ‐2022 ‐8 103 13

Test 7 AM50、後面衝突 260 381 1788 ‐26 93 2

Test 8 AM50、側面衝突 5 127 ‐395 ‐6 88 6

Test 9 AM50、後面衝突 157 410 1634 ‐34 142 3

Test 10 AM50、側面衝突 7 ‐77 321 ‐6 101 5

Test 11 AM50、後面衝突 251 517 1760 ‐40 118 3

(18636) (‐7510) (‐4305) (‐40) (225) (26)

Test 18 自然転倒、ヘルメット有 313 ‐240 649 ‐16 111 1

Test 19 自然転倒、ヘルメット無 5075 5887 ‐1885 ‐11 634 1

Test 30 AF05、後面衝突 59 ‐220 ‐1923 ‐18 570 5

Test 31 AF05、側面衝突 8 125 433 ‐7 294 9

（路面への二次衝突時点）

衝突安全基準

米国法規（女性）
700 2520 588 52

衝突安全基準

欧州法規（男性）
1000 3100 3300 ‐57
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一次衝突では、自動車の衝突時の乗員保護で定義されている傷害基準で比較すると、すべ

ての項目で基準値よりも低い値となる。 

また、二次衝突は、自然転倒の結果から、ヘルメットを着帽することで、路面への二次

衝突時の HIC 値を低減できる事が分かった。 
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4.3. UWB 性能評価試験（協力：生活支援ロボット安全検証センター） 

4.3.1. 概要 

エリア管理システムにて使用している UWB 測位システム（周波数帯：7.25～10.25GHz）

の基礎性能評価試験を生活支援ロボット安全検証センターにて実施した。また、国内では

使用できない UWB 測位システム（周波数帯：6～8GHz）の基礎性能評価試験もあわせて行

った。 

 

4.3.2. 試験内容および試験方法 

上述した UWB 測位システム（周波数帯：7.25～10.25GHz）基礎性能評価試験と UWB 測

位システム（周波数帯：6～8GHz）基礎性能評価試験の試験内容および試験方法を以下に示

す。なお、この 2 つのシステムには標準測位モード（STD）と高頻度測位モード（HUR）

があり、両方のモードで試験を行った。 

4.3.2.1. UWB 測位システム（周波数帯：7.25～10.25GHz） 

この試験の前段階で行った弊社テストエリアでの試験により、定性的には電波の空中減

衰率や発信機（タグ）の角度による電波特性はわかっていたが、定量的にはわかっていな

かった。そこでスペクトラムアナライザー（略称：スペアナ）を用いて定量的な試験を実

施した。具体的な試験方法としては、受信機（スペアナ付属アンテナ）から直近，5m，10m，

15m の 4 つの地点（図 4-16 参照）のいずれかに、発信機（タグ）を床に対して 0 度，45 度，

90 度と傾けた 3 種類の状況（図 4-17 参照）のいずれかを作って周波数特性を調べた（表 4-3

参照）。 

4.3.2.2. UWB 測位システム（周波数帯：6～8GHz） 

この周波数帯は、国内では電波暗室以外で使うことを禁止されているため、今回が初め

ての計測試験となる。3.3.1.4.1 と同様に電波の空中減衰率を調べた。具体的な試験方法とし

ては、受信機（スペアナ付属アンテナ）から直近，5m，10m の 3 つの地点のいずれかに、

発信機（タグ）を床に対して 0 度，90 度と傾けた 2 種類の状況のいずれかを作って周波数

特性を調べた（表 4-3 参照）。 
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図 4-16 試験風景 

 

 

 

 

 

 

0 度                             45 度                           90 度 

図 4-17 発信機（タグ）の設置角度 

 

 

 

 

 

 

 

 

受信機（スペアナ
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送信機（タグ） 

直近，5m，10m，15m
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表 4-3 試験条件 

周波数帯 モード 地点（m） タグの傾き（度）
0

45
90
0

45
90
0

45
90
0

45
90

0
10
0
5

10
0 0

0
90
0

90

6～8GHz

STD 0

HUR
5

10

STD

HUR

0

5

10

15

90

7.25～10.25GHz

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. 性能評価試験結果 

表 4-4 に UWB 測位システム（周波数帯：7.25～10.25GHz）でのスペアナによる測定結果

を、表 4-5 に UWB 測位システム（周波数帯：6～8GHz）でのスペアナによる測定結果を示

す。また、表 4-6 にそれぞれの場合の計測範囲内の電界強度の 大値 Ip と総計 It をまとめ

る。図 4-18 に各角度の距離による電界強度の総計の推移を示す。このグラフを見ると角度

による減少傾向には大きな差がないことがわかる。また、図 4-19 に STD と HUR の距離に

よる電界強度の総計の推移を示す。このグラフを見ると STD と HUR の減少傾向には大き

な差がないことがわかる。 
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表 4-4 UWB 測位システム（周波数帯：7.25～10.25GHz）のスペアナ測定結果 

90度

（STD）

90度

（HUR）

45度

（STD）

0度

（STD）

15m10m5m直近

90度

（STD）

90度

（HUR）

45度

（STD）

0度

（STD）

15m10m5m直近

 

 

 

 

表 4-5 UWB 測位システム（周波数帯：6～8GHz）のスペアナ測定結果 

90度

（HUR）

0度

（HUR）

0度

（STD）

10m5m直近

90度

（HUR）

0度

（HUR）

0度

（STD）

10m5m直近
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表 4-6 電界強度の 大値 Ipと総計 It 

周波数帯 モード 地点（m） タグの傾き（度） I ｐ （dBm） I ｔ （dBm）

0 -81.4 -14.3
45 -80.7 -14.1
90 -83.8 -20.9
0 -102.6 -37.9

45 -107.1 -41.1
90 -110.7 -44.2
0 -113.6 -45

45 -110.2 -44.3
90 -111.1 -46.9
0 -111 -44.9

45 -116.7 -51
90 -121.2 -55

0 -86.6 -22.4
10 -114.4 -50.6
0 -85.7 ―
5 -100.7 ―

10 -111.7 ―
0 0 -83.8 ―

0 -108.7 ―
90 -108.1 ―
0 -115.9 ―

90 -115.9 ―

90

7.25～10.25GHz
STD

HUR

0

5

10

15

6～8GHz

STD 0

HUR
5

10
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図 4-18 各角度の距離による電界強度の総計の推移 
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図 4-19 STD と HUR の距離による電界強度の総計の推移 

 

4.3.4. 考察 

4.3.4.1. センサの受入電界強度について 

図 4-20 のように 20m×20m と 30m×30m のエリアでは、センサまでの 大距離はそれぞ

れ約 29m と 43m になる。今回の試験により得られた表 4-7 の電界強度の推定値を参照する

と、センサの受入電界強度はアライアンスを含めると 20m×20m で-55dBm～-59dBm，30m

×30m で-60dBm～-65dBm 程度必要になると考えられる。 

4.3.4.2. ノイズによるセンサ受信限界距離について 

タグが発信した電波をセンサがきちんと受け取るためには、タグが発信した電波の電界

強度がノイズ以上となる必要がある。例えば表 4-7 を使って考えると、計測する周波数帯

と同じ周波数帯のノイズが-50dBm であった場合、センサがタグからの電波を受信できる距

離は 20m 未満になると推測できる。 

4.3.4.3. STD と HUR の差について 

本試験では、STD と HUR に明確な差は見受けられなかったが、これはスペアナの特性上

各周波数のピーク値を測定するため、差がでなかったと考えられる。 

4.3.4.4. まとめ 

今回の試験により、タグから発信される電波の距離ごとの電界強度を推定することがで

きるようになった。これにより、センサの受入電界強度やノイズによるセンサ受信限界距

離について推定を行うことができる。 



 

 
Ⅲ-3-1-111 

 

 

 

 

20m

30m

20m

30m

6m
29m

43m

20m

30m

20m

30m

6m
29m

43m

 

 

図 4-20 センサまでの 大距離 

 

 

 

 

 

表 4-7 タグからの距離による電界強度（推定値含む） 

-59.058150

-58.202845

-57.246740

-54.911430

-51.619920

-45.99310

-27.3011

-14.23590.2

電界強度[dBm]距離[m]

-59.058150

-58.202845

-57.246740

-54.911430

-51.619920

-45.99310

-27.3011

-14.23590.2

電界強度[dBm]距離[m]
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5. 成果 

5.1. エリア管理システムの安全認証取得 

5.1.1. 目標とする安全要求性能 

エリア管理システムに求められる機能要求性能は、リスクアセスメントにより定義され

る。安全性能が も要求される危険事象から、ISO 13849 -1:2006  PLr = D の安全性能が要

求されることが導き出される。 

また、IEC61508-5:2010 に基づき、同危険事象に対して SIL に基づいた安全性の評価を行

った場合、C = C2, F = F2, P = P2, W =W2と評価され、結果 SIL2 が必要となる（図 5-1 参照）。 

 

図 5-1 IEC61508-5 に基づく要求 SIL 

 

また、IEC62061:2005 に基づき、同危険事象の要求 SIL を計算すると、過酷度（Se）は 4、

暴露レベル（Fr）は 5、発生確率（Pr）は 2、危険を回避できる可能性(Av)を 3 と評価する。

クラスは 10 となり、SIL2 となる。 
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苛酷度
クラス

３－４ ５－７ ８－１０ １１－１３ １４－１５

4 SIL2 SIL2 SIL2 SIL3 SIL3

3 B(OM) SIL1 SIL2 SIL3

2 B(OM) SIL2 SIL2

1 B(OM) SIL1
 

図 5-2  IEC62061 に基づく要求 SIL 

 

よって、エリア管理システムに求められる安全性能は、SIL2 または、PL=D となる。 

 

5.1.2. 評価規格（JQA より抜粋） 

エリア管理システムの評価規格として、生活支援ロボットの安全に関する国際規格の ISO 

13482-6:2014 がある。また、機械産業系の機能安全に関する規格として IEC62021 がある。 

ISO 13482-6:2014 は、ISO の認証スキーム（図 5-3 参照）を元に日本品質保証機構により製

品が評価され、認証を受けることができる。認証を受けることにより、製品の安全性・信

頼性が保証されることになる。 
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図 5-3 ISO 13482-6:2014 認証スキーム 

 

5.1.3. 文章一覧 

ISO 13482-6:2014 により評価を受けるために、設計管理体制、リスクアセスメント、製品

の安全性評価が記載されている文書を用意した。表 5-1 は用意した文章の一覧である。 
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表 5-1 文章一覧 

No. 文書名 文書番号 日付版 

1 エリア管理システムの安全システム化開

発企画書 

DS-HE-AAMS-001 2013/08/01

2 エリア管理システム安全要求仕様書・安全

要求配置仕様書 

DS-HE-AAMS-002 2014/02/03

3 設計 FMEA DS-HE-AAMS-003 2014/02/03

4 2013 年度版エリア管理システム安全性能

計算書 

DS-HE-AAMS-004 2014/02/04

5 エリア管理システム妥当性確認計画書 DS-HE-AAMS-005 2014/02/05

6 エリア管理システムシステム設計書 DS-HE-AAMS-006 2014/02/03

7 エリア管理システムの安全システム化外

注発注依頼書 

DS-HE-AAMS-007 2013/09/13

8 エリア管理システムソフトウェアモジュ

ール設計書 

DS-HE-AAMS-008 V 1.0 

9 2013 年度版エリア管理システム妥当性確

認報告書 

DS-HE-AAMS-009 2014/02/04

10 エリア管理システムクラス図 DS-HE-AAMS-010 2013/01/01

11 安全 PLC モジュール設計図 DS-HE-AAMS-011 2013/12/01

12 高速ビークルシステムリスクアセスメン

ト V.7 

-- 2013/03/25

13 2013 年度版エリア管理システムテスト要

領書 

--- 2014/01/09
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5.1.4. 評価対象 

エリア管理システムの安全認証の範囲は図 5-4 のようになる。エージェントに取り付け

られ位置を計測する UWB タグ、UWB センサ、UWB センサへの電力供給とエリア管理サ

ーバとの通信に使用される POE ハブ、AGV システムに速度指示を行うエリア管理サーバー

が今回の認証の範囲となる。 

 
図 5-4 エリア管理システムブロック図 

 

5.1.5. 周辺機器に対する要求事項 

エリア管理システムには、周辺機器として AGV 制御機器と 3D 障害物センサがある。 

エリア管理システムは、PC 部イーサネットカードから、AGV 制御機器・3D 障害物センサ

へ指示速度を出力する。それぞれの要求性能は以下のとおりである。 

A) AGV 制御機器  

 エリア管理システムからの指示速度を、その時点の 高速度とする。  

 エリア管理システムから通信が一定時間間隔以上ない場合は、60m/min 以下にて走

行させる。  

 エリア管理システムからの通信フォーマットに誤りがないか確認する。  

B) 3D 障害物センサ  

 3D 障害物センサ自体は PL=d、または SIL2 以上の安全機能を持つ。 

 3D 障害物センサがエリア管理システムと通信が行えるようにする。  

 エリア管理システムからの指示に基づき、本来の減速・停止信号を AGV へ働きか

ける。  



 

 
Ⅲ-3-1-117 

 エリア管理システムから通信が一定時間間隔以上ない場合は、60m/min 以下にて走

行させる。  

 エリア管理システムからの通信フォーマットに誤りがないか確認する。  

 エリア管理システムへの送信は、詳細仕様書のとおり行う。  

 TCP/IP 以外のプロトロルを使用する場合には、必要に応じて CRC コードを追記す

る。  

5.1.6. 安全性能 

入力部・ロジック部の SFF を求め、各 SIL を求める。SFF は、検出不可能な危険側故障

確率が占めない割合として求める。結果として、入力部・ロジック部・出力部共に SFF は

99%ととなり、SIL2 となる。なお、ソフトウェア安全 PLC（WinAC-RTX-F）は第三者認証

により SIL3 と認められている。上記より、構成は SIl2 を満たすことが示された。 

続いて、危険側ランダムハードウェア故障確率の観点から評価する。高頻度作動要求モ

ード・プルーフ試験間隔 1 年・MTTR8 時間と仮定し PFHd の値を求めた。この結果、シス

テム全体（入力部・ロジック部・出力部の合計）の PFHdが 5.72E-07 となり、エリア管理シ

ステムが SIL2 であることが示された。なお、PFHdの計算方法は IEC61508-5:2010 に基づく。

これらのことから、システムの構成・ランダムハードウェア故障確率の双方の観点から、

エリア管理システムが SIL2 を満たすことが示した。 

以上の論拠を示した上で、エリア管理システムの安全性能や開発プロセスが ISO 

13482:2014 の認証スキームを元に日本品質保証機構により評価が行われ、安全認証を取得

するに至った。図 5-5 は、エリア管理システムの認証書である。 

   

図 5-5 認証書 
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5.2. JIS D 6802 : 1997 追加防護策の改定案 

JIS D 6802:1997「無人搬送車システム－安全通則」が現在国内にて用いられている AGV

の安全に関する JIS 規格である。同規格では AGV を高速化した際の安全に関しては特に記

載しておらず、各社が独自にリスクアセスメントを実施し、メーカー各社の責任において

安全対策を実施しているのが現状である。 

そこで、本プロジェクトにて得られた知見を元に、AGV を高速化した際の危険事象と、

安全に関する考え方をまとめ、同規格の改定に関して以下の改定骨子案を一般社団法人 

日本産業車両協会に提言した。本提言をもとに同協会にて JIS の改定を検討する。 

 

5.2.1. 方針 

 改定の方針は以下のとおりである。 

 当社追加防護策案を日本産業車両協会委員会で検討し、同協会の業界基準とする。 

 来期から現状 JIS に追加し、当社追加防護策案とリスクアセスメントを行うことで

AGV 速度は各社が決定し責任を持つ方式とする。 

 この基準は、次の JIS のベースとする。これを基本に、新しい ISO を提言する。 

 高速度 60m/min 以下の簡易 AGV は、現在の JIS に基づき安全を守る。 

 上記は、運用しながら半年に 1 回見直しする。  

 

 

5.2.2. 改定骨子案 

 改定の骨子案は以下のとおりである。 

1. AGV 走行エリアには、制限事項として教育を受けた人の侵入のみを可能とする。一般

の人や教育を受けていない人は侵入してはいけない。また、エリアの安全管理者を置

くことが望ましい。 

2. 走行エリアに侵入する際には、ヘルメットを着用すること。さらに、安全靴を着用す

ることが望ましい。 

3. AGV と人が衝突した際に、危険の大きさが軽症以下にてすむ AGV の速度を「安全速

度」と考える。 

4. 現 JIS の知見に基づき、「安全速度」は 60m/min 以下（仮）とする。 

5. AGV が安全速度以下にて走行する場合には、現 JIS で考える制御的・機械的な手法を

用いて安全性を確保してもかまわない。 

6. AGV が安全速度より速く走行し、その安全を確保する場合には、非接触障害物検知セ

ンサを使用すること。 

7. 「6」非接触障害物検知センサーのの安全要求レベルは、SIL （Safety Integrity Level）

は SIL2，CAT （Category）は CAT.3 および PL （Performance Level）は PL d のい
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ずれかとする。 

8. 「6」の非接触障害物検知センサは、車体の幅と高さ方向の障害物も検知できることが

望ましい。また、カーブを含む走行軌道上の障害物を検知することが望ましい。  

9. 「6」の非接触障害物検知センサは、システムとして構成しても構わない。 

10. 非接触障害物検知センサの試験方法は、検出体の寸法、位置などをＩＳＯ要求事項（案）

と整合させ、本規格にて別途規定する。システムとして構成した時は、別途試験方法

を定める。 

11. AGV が安全速度より速く走行し、人と AGV が交差するような場所については、なん

らかの安全防護策を実施すること。 

12. 「8」の実施例として、「エリア管理システム：人と AGV の位置を計測し、衝突する前

に AGV を減速させるシステムの導入」、「ローカルエリアセンサ」による AGV 制御」、

「遮断機」などを紹介する。 

 

本案は、ダイフクが案を作成し、ニチユ三菱フォークリフト株式会社（一般社団法人 日

本産業車両協会 会員）殿にご意見修正を頂き作成しました。  
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5.3. 電波法 無線設備規則第 49 条の 27 の改正 

今回の開発のポイントの 1つであるUWB無線システム（エリア管理システムに利用）は、

使用に制限があり、これを取り除くべく近畿総合通信局から総務省に働きかけて委員会の

再開をお願いし、室内での利用が緩和された。その経緯は下記である。NEDO での事例も

報告の中に入れた。 

ダイフクは、委員会に参加し対応してきた。（出席：松村克彦 (株)ダイフク研究・研修セ

ンター 常務取締役：当時） 

 

5.3.1. UWB 無線システム作業班の概要 

以前（数年前）あった UWB 無線システム作業班の再開であり、今回の作業班の作業内容

は以下のとおりである。 

 従来の「通信用途 UWB 無線システム」に加え、測位を中心とする「センサ用途

UWB 無線システム」カテゴリーの新規設置 

 センサ用途 UWB 無線システムに対する干渉検討（共用条件）および、通信用途

UWB 無線システムの共用条件の見直し 

 センサ用途 UWB 無線システム利用に適した技術的条件（法令）の検討 

 第 4 世代携帯電話との干渉検討と干渉軽減機能の創案（Low Band） 

 

以上、1 年半程度の作業班審議をへて、陸上無線通信委員会、電波監理審議会に上程、 

平成 26 年 1 月より以下のとおり技術的条件が変更された。 （屋内 RTLS の解禁） 

 

 通信速度制限撤廃 

 交流電源接続規定撤廃 

 

現在は、干渉軽減機能、実機測定、準天頂衛星など積残し分の検討が日立への委託の形

で進行中である。 屋外利用の審議は来期以降行う。 

5.3.2. 作業班でのダイフクの活動 

 作業班でのダイフクの活動内容は以下のとおりである。 

5.3.2.1. 審議導入 

ユーザーの立場で、センサ UWB 無線システムの紹介、概要説明、技術的条件変更の 

提案を行った。 

5.3.2.2. 利用シーンのとりまとめ・提示 

工場・物流倉庫での RTLS 利用シーンの提示および説明を行った。 
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5.3.2.3. 普及予測 

センサ UWB 無線システムの需要予測、普及密度の試算 （総務省協力）を行った。 

5.3.2.4. 干渉検討 

利用シーンごとのタグの利用形態、構内での分布、システムを利用する業界による特性 

などの情報を提示した。RF の物理条件の検討、シミュレーションはベンダー（日立，ユビ

センス，GIT）、被干渉側団体が担当した。なお、干渉検討資料は公開不可とする。 

5.3.2.5. 交流電源接続規定撤廃 

撤廃後の利用シーンを例示した。 
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6. まとめ 

 本事業では、配送センター内で作業者・フォークリフトと共存できる安全な高速 AGV シ

ステム（従来 AGV の 高速度の約 3 倍）を開発した。高速 AGV システムの安全防護策と

して、主に 3 つの技術；3D 障害物センサ（安全技術），エリア管理システム（安全技術），

ローカルエリアシステム（安全サポート技術）を開発した。これら 3 つの安全技術の性能

を評価するとともに、実運用テストを含めた安全検証試験を行うことで、本システムの安

全性を確認することができた。また、3 つの技術の 1 つであるエリア管理システムについて

は、世界初となる ISO13482:2014 の JQA による認証を取得した。 

本事業により得られた知見から、JIS D 6802:1997 「無人搬送システム－安全通則」の追

加防護策を一般社団法人 日本産業車両協会に提言し、AGV を高速化した際の、日本国内

における安全への考え方の確立に貢献した。 
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7. 開発体制 

7.1. プロジェクトメンバー 

本プロジェクトのメンバーを下記表に示す。 

プロジェクトメンバー 

辻本 方則 

原 義正 

高川 夏生 

毬山 利貞 

窪田 耕児 

渡邊 義孝 

辻本 和史 

田中 宏明 

吉永 和治 

小出 浩之 

尾上 慶太 

水野 芳樹 

加門 和司 

森川 雅司 

甲斐 信行 

坪田 朋也 

正田 和哉 

 

7.2. ご協力頂いた方々 

 本プロジェクトを進めるにあたり、ご協力頂いた方々を以下に示す。この場をお借りし

て御礼申し上げます。 

 

 味の素株式会社様、味の素物流株式会社様、関東エース物流株式会社様、株式会社オ

ールユニール様 

・・・実運用テストを行う場所の提供およびテストへの協力をして頂いた。 

 

 一般財団法人 日本自動車研究所（JARI）様 

・・・AGV 衝突試験の場所の提供、試験の実施および試験結果の解析をして頂いた。 
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 一般財団法人 日本品質保証機構（JQA）様 

・・・エリア管理システムの ISO13482 認証取得にあたり、ドキュメント作成の指導をして

頂いた。 

 

 生活支援ロボット安全検証センター様 

・・・UWB 性能評価試験の際にセンター内の電波暗室をお貸し頂いた。 

 

 一般社団法人 日本産業車両協会様 

・・・JIS D6802 の改定案を提出について協力をして頂いた。 

 

 北陽電機株式会社 

・・・3D 障害物センサ、ローカルエリアセンサの開発について協力して頂いた。 

 

 日立マクセル株式会社 

・・・UWB タグの非接触システムの開発について協力して頂いた。 

 

 Daifuku Webb Holding Company 

・・・高速 AGV の開発について協力して頂いた。 

 

 株式会社 コンテック 

・・・AGV 非接触給電システムの開発について協力して頂いた。 

 

 株式会社 日に新た館 

・・・2013 国際ロボット展でのデモンストレーションに協力して頂いた。 
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8. その他 

8.1. 発表・講演・展示会 

8.1.1. 発表 

発表年月日 発表媒体 発表タイトル 発表者

2011年9月8日 第29回日本ロボット学会学術講演会
配送センター内高速ビークルシス
テムの安全技術開発

辻本方則、原義正、辻本和史、
高川夏生、渡邊義孝、○毬山利
貞、窪田耕児

2012年9月20日 第30回日本ロボット学会学術講演会
配送センター内高速ビークルシス
テムの安全技術開発（第二報）

辻本方則、原義正、高川夏生、
渡邊義孝、○毬山利貞、窪田耕
児

2013年3月12日 生産システム部門研究発表講演会2013
NEDO：生活支援ロボット実用化プ
ロジェクト配送センター内高速ビー
クルの安全技術開発のご紹介

○毬山利貞、辻本方則、原義
正、高川夏生、渡邊義孝、窪田
耕児

2013年5月23日 ロボティクス・メカトロニクス講演会2013
配送センター内高速ビークルの安
全技術開発のご紹介

○毬山利貞、辻本方則、原義
正、高川夏生、渡邊義孝、窪田
耕児

2013年9月4日 第31回日本ロボット学会学術講演会
配送センターにおける高速ＡＧＶの
安全技術開発

○窪田耕児、辻本方則、原義
正、高川夏生、渡邊義孝、毬山
利貞

 

 

 

8.1.2. 講演 

講演年月日 講演媒体 講演タイトル 講演者

2012年9月11日
国際物流総合展2012プレゼンテーショ
ンセミナー

無人搬送車システムの新たな可能
性

辻本方則

2013年12月12日
第22回交通・物流部門大会
（TRANSLOG2013）

特別企画③：物流を勉強するシン
ポジウム

辻本方則
 

 

 

8.1.3. 展示会 

展示会名 場所 出展期間
2011国際ロボット展 東京ビックサイト 2011年11月9日～12日
2013国際ロボット展 東京ビックサイト 2013年11月6日～9日  
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8.2. 特許 
Ｎｏ． 発明の名称 出願番号 出願日 発明者 外国出願

1
物品搬送設備におけ
る位置計測システム

2012-090592 2012/4/11

2
位置計測システム及
びそれを備えた物品
保管設備

2012-211551 2012/9/25

3
位置計測システム及
びそれを備えた物品
保管設備

2012-211552 2012/9/25

4
移動体の姿勢判別シ
ステム

2012-211553 2012/9/25

5
移動体の姿勢判別シ
ステム

2012-211554 2012/9/25

6 物品搬送設備 2013-047060 2013/3/8

米国（特願
13/859233号）および
中国（特願
201310122369.5号）

7 搬送台車制御システ 2013-079873 2013/4/5

8 走行車制御システム 2013-088631 2013/4/19
米国および中国に出
願書類作成中。

9 移動体管理システム 2013-088632 2013/4/19

辻本　方則
原　義正
高川　夏生
毬山　利貞
窪田　耕児

 
 

 

8.3. メディアへの掲載 

メディア名 掲載および放送日 見出し

日刊工業新聞社robonable 2011年9月12日掲載
ダイフク、無人搬送車の高速運行に
向け安全技術を開発、13年に現地試
験

日刊工業新聞朝刊 2012年9月12日付
無人搬送車システム、毎分200m走行
を管理、産業車両協会、来年度めど
実証実験

DAIFUKUNEWS203 2013年1月発行
安全技術を導入した配送センター内
高速ビークルシステムの開発

日本経済新聞朝刊 2014年2月18日付
パナソニックとダイフク、生活支援ロボ
で国際安全規格

日経産業新聞朝刊 2014年2月18日付
パナソニックとダイフク、生活支援ロ
ボ、国際認証、介護や物流拠点向け

日刊工業新聞朝刊 2014年2月18日付
パナソニック・ダイフクのロボ、国際安
全認証を取得、ＪＱＡ

日経産業新聞朝刊 2014年3月13日付 日本発　国際規格の重い責任
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事業全体の成果 

 

 
特許、論文、外部発表等の件数（内訳） 

  区分 

 

年度 

特許出願 論文 その他外部発表 

 

国内 外国 PCT※

出願

査読

付き

その

他 

学 会 発

表・講演 

新聞・雑誌等

への掲載 

その他 

H23FY 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 2 件 1 件 0 件 

H24FY 6 件 1 件 0 件 0 件 0 件 3 件 2 件 1 件 

H25FY 3 件 1 件 0 件 0 件 0 件 ４件 4 件 2 件 

（※Patent Cooperation Treaty :特許協力条約） 

 
 

 

目  標 研究開発成果 達成度 

プロジェクト全体の目標：下記の３項目に

分類される。 

（委託業務実施計画書 別表から抜粋） 

 

（１） 高速ビークルのリスク提言技術と安

全要素技術の開発 

A) リスクアセスメントの実施 

B) 高速ビークルの開発（コンベヤ

タイプ・リアフォークタイプ） 

C) 安全に関するデバイス・システ

ムの開発 

① ３D 障害物センサー 

② エリア管理システム 

③ ローカルエリアシステム 

④ AGV 非接触充電技術 

D) 安全検証試験 

① AGV 衝突時のエネルギ

ー計測 

② UWB 性能評価試験 

 

（２） AGV 安全規格への提言 

 

 

（３） 想定ユーザーによる実現場実証試験

 

（記載例） 

目標に対する成果 

（出典：最終成果報告書） 

 

（１）全項目達成。 

A)各年度の期初と期末に実施 

B)平成２３年度にコンベヤタイ

プ、平成２４年度にリアフォークタ

イプを製作・運行試験の実施。い

づれの最高速度も 200m/min 

C)全項目開発し検証試験を実

施。特に②エリア管理システムは

ISO13482 を取得 

D)平成 24 年度に 60m/min～

200m/min における衝突時のエネ

ルギーを計測。また、同年度に

UWB の基本特性の試験も実施。

 

 

 

（２）JIS6802 追加防護策の提案

を産業車両協会に提出。 

 

(3)平成 25 年度に、味の素物流

株式会社にて実施 

 

 

 

 

（１） 

全項目達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

達成 

 

（３） 

達成 
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 要 約 

 独立行政法人新エネルギー・産業総合開発機構では、生活支援ロボットとして産業化が期待

されるロボットを対象に関係者が密接に連携しながら本質安全・機能安全に係る試験を行い、

安全性等のデータを取得・蓄積・分析し、安全性検証手法の研究開発を平成 21 年度～平成 25

年度に生活支援ロボット実用化プロジェクトを実施した。  

 (株 )日立産機システムと (株 )日立製作所は平成 23 年度より自律運転を行う移動作業型ロ

ボットの分野で、配送センターで使用するフォークリフト型物流支援ロボットの開発で参

画した。(株 )日立産機システムは３次元位置認識装置による安全サポート系を開発し、(株 )

日立製作所はフォークリフト型ロボットの設計製作、安全系の開発を担当した。  

 ３次元位置認識装置は２次元レーザー距離計をジンバル構造で支持し、縦方向走査を追

加することで３次元にデータを拡張し、走査したデータから床と天井部分に相当する部分

を排除したデータをリアルタイムに出力する。３次元で障害物を検出することで遠方から

近方までシームレスな障害物の検出ができ、自己位置推定による誘導制御の電子地図との

照合を併用することで、狭小場所での高速搬送を行うことができる。安全系は３次元位置

認識装置の死角を含む車体の周囲 360 度の対人接触を防護し、フォークリフトの走行中だ

けでなく、パレットの積み下ろしを含む荷扱い作業中の対人接触を防護する。安全サポー

ト系と安全系を併用することで、通常制御の異常時にも動作する機能安全を実現すること

ができ、その効果を検証することができた。  

 また安全機能を停止した条件下で衝突試験を実施し、対人接触におけるダメージを定量

化した。車体とダミーとの一次衝突では従来から安全とされてきた 60m/分を高速化した

180m/分の速度での衝突でも直ちに重篤な結果には至らないことが確認された。一方、一

次衝突の約１秒後に発生するダミーと床面との二次衝突はその衝撃が大きく、高速化は車

体の設計だけでなく、運用面でのヘルメット着用、衝突後の人の挙動でダメージを受ける

リスクを低減する車体形状などの対策が必要なことが判明した。  

 本プロジェクトの成果は (株 )日立産機システムと (株 )日立製作所でそれぞれ製品化する

と共に、プロジェクトで得られた知見は無人搬送車の JIS 規格改定に反映する。  
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Abstract 

  In NEDO, industry of Personal care robot carried out personal care robot practical use 

project for the fields where it was expected becoming it for from 2009 to 2013. 

Perform validation affecting functional safety and inherent safety, and the acquisition, 

storage analyzes safety data; of the safety verified methodology carried it out 

  Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd. and Hitachi, Ltd. participated in it by 

development of the fork-lift typed AGV to use in a delivery center in autonomic mobile 

servant robots from 2011. Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd. developed safe 

support system by 3D obstacle sensor, and Hitachi, Ltd. was in charge of development 

pro-design and manufacture, security of the fork lift type anthropomorphic dummy. 

  3D obstacle sensor supported 2D laser range finder by gimbal construction and expanded 

the data in the three dimensions by adding longitudinal scanning. It output the data that 

removed a part equivalent to a floor and a ceiling part from the data that scanned in real 

time. It can detect the seamless obstacle from a long distance to the short distance by 

detecting an obstacle in three dimensions and can convey the high speed at the narrowness 

place by using the check with the electron map of the guidance and control by the 

self-position estimate together.  The safety system protects the interpersonal contact of 

all people of the car body including the blind spot of 3D obstacle sensor and, among the 

travel of the fork lift, protects handling freight work interpersonal contact including the 

loading and unloading of the pallet. We could realize functional safety to usually work at 

the time of abnormality of the control by using safety support system and a safety system 

together and was able to inspect the effect. 

  In addition, we performed the impact-test and quantified damage at the time of the 

impact with the human body. The primary impact with AGV and the dummy, it was 

confirmed conventionally that even the impact that speeded up 60m/min said to be safety 

in a rate of 180mm/min did not reach the effect serious promptly. On the other hand, as for 

the secondary impact with the dummy and the floor occurring approximately one second 

after primary impact, the bombardment is big. Speedup was not only a design of the AGV, 

and it became clear that measures such as the AGV body shape which reduced a risk to 

receive helmet wearing, damage at the time of the use were necessary. 

  The result of this project manufactures it in Hitachi Industrial Equipment Systems 

Co.,Ltd. and Hitachi, Ltd. In addition, the knowledge provided by a project reflects it for a 

JIS standards revision of the AGV. 
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１．緒言 

 日本では急速に少子高齢化が進行し、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人

口によると、総人口は、2030 年の 1 億 1,662 万人を経て、2048 年には 1 億人を割って 9,913

万人となり、2060 年には 8,674 万人になるものと見込まれている。生産年齢人口（15～64 歳

の人口）は 2010 年の 63.8％から減少を続け、2017 年には 60％台を割った後、2060 年年には

50.9％になるとなるのに対し、高齢人口（65 歳以上の人口）は、2010 年の 2,948 万人から、

2042 年に 3,878 万人とピークを迎え、その後は一貫して減少に転じ、2060 年には 3,464 万人

に減少し労働力の不足が懸念されている。このような社会情勢の下に、産業分野だけではなく

、介護・福祉、家事、安全・安心等の生活分野へのロボット適用が期待されている。しかしな

がら背イカル支援ロボットの安全技術に関しては国内外の規格が未整備で、民間企業の独自の

取組では技術開発も産業化も加速されないことから、国が一定の関与を行い、安全性基準に関

する国際標準等の整備が求められている。  

 独立行政法人新エネルギー・産業総合開発機構（以下 NEDO と略す）では、生活支援ロボッ

トとして産業化が期待されるロボットを対象に関係者が密接に連携しながら本質安全・機能安

全に係る試験を行い、安全性等のデータを取得・蓄積・分析し、安全性検証手法の研究開発を

平成 2009 年度～平成 2013 年度に生活支援ロボット実用化プロジェクトを実施した。研究開発

内容は以下の研究開発より構成される。  

（1）生活支援ロボットの安全性検証手法の研究開発  

 生活支援ロボットに対するリスクアセスメントについて、特に機能安全に関して方法論を

確立するために、リスクアセスメント手法の具体的計画を定める。また、生活支援ロボット

における安全性検証方法や判断基準の定量化について検討する。また安全技術を導入して開

発された生活支援ロボットにおけるコンセプト段階から製品段階までの安全性基準に関す

る適合性評価手法に係る研究開発計画を検討する。併行して、ロボット開発実施者が開発す

る安全管理技術と適合性評価結果を踏まえた生活支援ロボットの実証試験計画について検

討する。  

（2）安全技術導入ロボットの開発  

  1.安全技術を導入した移動作業型（操縦が中心）生活支援ロボットの開発  

  2.安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボットの開発  

  3.安全技術を導入した人間装着（密着）型生活支援ロボットの開発  

  4.安全技術を導入した搭乗型生活支援ロボットの開発  

 

 (株)日立産機システムと(株)日立プラントテクノロジー（現：(株)日立製作所インフラシステ

ム社）は日立産機グループコンソとして 2011 年度から 3 年間、「安全技術を導入した移動作

業型（自律が中心）生活支援ロボットの開発」において、安全技術を導入した配送センター内
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のフォーク型物流支援ロボットの開発に係るロボットの安全技術開発でプロジェクトに参画し

た。  

      

         図 1-1 生活支援ロボット実用化の概要     （出典：NEDO 資料）  

 

 日立産機システムは高速で走行するフォークリフト型ロボットの周囲を走査する 3 次元位置

認識装置の開発を担当し、 (株 )日立プラントテクノロジー（現：日立製作所インフラシステム

社）はフォークリフト型ロボットの開発を担当する、２社の協力体制でプロジェクトを推進し

た。図 1-2 にプロジェクト全体の推進体制（平成 23 年度時点）を示す。  

 

  

       図 1-2 プロジェクト全体の実施体制  （出典：NEDO 資料）  
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２．目的 

2.1 事業目的 
 近年、製造業における国内空洞化や、今後の少子高齢化に伴う単純労働力の低下への懸念が

高まってきている。その解決策の一つとして、労働者の 適配置を目指した物流センターや生

産工場の物流の自動化が注目を浴びている。物流センターや生産工場には、製品を保管する倉

庫や部品組立てを行う製造現場、また、生産に必要な素材や部品の入荷、製品出荷を行うため

の物流・配送センターが存在する。  

 図 2.1-1 に、倉庫・製造現場と物流・配送センターにおける自動搬送手段の現状と導入課題

を示す。一般産業の倉庫や製造現場には、安全教育を受講した特定作業者しか存在しないため

、AGV（Automatic Guided Vehicles）や物流支援ロボットの導入による物流の自動化が進ん

でいる。一方、物流・配送センターは、倉庫や製造現場に比べて、外部に開かれた環境がある

ため、特定作業者の他に安全教育を受けていない搬送業者や部外関係者が立ち入る可能性が高

い。従って、対人安全の確保が難しいため自動化が遅れている。一部には自動フォークリフト

が導入されているが、特定作業者しかいない環境や、完全に人と分離した環境にしか導入され

ていない。また、制御の信頼性不足と安全確保のために低速で運用されている事例が多い。物

流・配送センターは、倉庫や製造現場に比べて搬送物が多く、要求される搬送速度や頻度が高

いため、搬送作業の自動化が強く望まれている。  

 

    

図 2.1-1 物流・配送センターの自動搬送手段の現状と導入課題  

 

物流・配送センタ倉庫や製造現場場所

特定環境にのみ自動フォークの導入ＡＧＶや物流支援ロボットの導入搬送

手段

・搬送速度の向上

・対人安全性能の向上

・低コスト化

・使い勝手向上

導入

課題

特定作業者（安全教育受講者）

搬送業者や部外関係者（安全教育未受講者）

特定作業者（安全教育受講者）人

イメージ

物流・配送センタ倉庫や製造現場場所

特定環境にのみ自動フォークの導入ＡＧＶや物流支援ロボットの導入搬送

手段

・搬送速度の向上

・対人安全性能の向上

・低コスト化

・使い勝手向上

導入

課題

特定作業者（安全教育受講者）

搬送業者や部外関係者（安全教育未受講者）

特定作業者（安全教育受講者）人

イメージ
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以上より、物流分野の自動化の進展を図るためには、物流・配送センターで作業する、搬

送能力と対人安全性の高いフォーク型物流支援ロボットの実用化が重要であり、このための

技術開発を本プロジェクト事業にて実施する。  

 

 

2.2 事業概要 
本事業にて開発する技術の概要を説明する。図 2.2-1 は、フォーク型物流支援ロボット（

以下フォーク型ロボットと略す）の走行時と荷扱い時の対人安全の課題と対策（開発すべき

技術）と、それらの開発分担を表している。  

 走行時の対人安全に対する課題は、走行時の人との接触である。安全対策としては、「３次

元障害物検出」と「対人安全制御」との２つがある。  

 「３次元障害物検出」では、フォーク型ロボットの車体上部に設けた３次元障害物検出セ

ンサーで、フォーク型ロボット近傍の障害物を検出する。  

 「対人安全制御」では、３次元障害物検出によって検出された障害物の位置情報に基づき

、ロボットと障害物との相対位置関係や車体速度とに応じて減速及び停止制御を行う。  

荷扱い時の対人安全に対する課題は、フォークリフト作動時の人との接触である。「３次元

障害物検出」では、３次元障害物検出センサーで荷物とロボットのフォーク部付近の障害物

を検出する。「対人安全制御」では、検出された障害物の位置情報等に応じてフォークリフト

部の停止制御を行う。  

「３次元障害物検出」の開発は、日立産機システムが担当し、「対人安全制御」の開発は、

日立製作所が担当する。  

 

    

図 2.2-1 フォーク型物流支援ロボットの対人安全への課題と対策  

 

対人
安全
制御

３次元
障害物
検出

株式会社
日立プラント
テクノロジー

障害物候補からの制御対象の切り
出と、相対位置に応じてフォークリ
フト部の停止を行う

障害物候補からの制御対象の切り出しと、相
対位置/車体速度とに応じて減速及び停止を
行う

株式会社
日立産機
システム

３次元障害物検出センサで荷扱い
エリアの障害物を検出する

３次元障害物検出センサで進行方向の障害物
を検出する

対
策

ーフォークリフト作動時の人との接触走行時の人の接触課題

開発分担荷扱い時走行時項目

対人
安全
制御

３次元
障害物
検出

株式会社
日立プラント
テクノロジー

障害物候補からの制御対象の切り
出と、相対位置に応じてフォークリ
フト部の停止を行う

障害物候補からの制御対象の切り出しと、相
対位置/車体速度とに応じて減速及び停止を
行う

株式会社
日立産機
システム

３次元障害物検出センサで荷扱い
エリアの障害物を検出する

３次元障害物検出センサで進行方向の障害物
を検出する

対
策

ーフォークリフト作動時の人との接触走行時の人の接触課題

開発分担荷扱い時走行時項目

３次元障害物
検出センサ

車両と障害物との
相対位置を検出

フォークリフト部

進行方向
３次元障害物

検出センサ
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３．研究体制 

3.1 研究体制 
 研究体制は、 (株 )日立産機システムと (株 )日立製作所で、それぞれ以下の体制で実施し

た。プロジェクト参画時点では (株 )日立産機システムと (株 )日立プラントテクノロジーで

あったが、(株 )日立プラントテクノロジーは 2013 年 4 月 1 日に (株 )日立製作所と経営統合

し、実施場所も千葉県松戸市から茨城県土浦市に移転した。図 3.1-1 に日立産機システム

・グループ・コンソシアムの研究体制を示す。  

 

 

図 3.1-1 研究体制  

 

 

3.2 研究の推進方法 

3.2.1 推進方法  

 研究の推進方法は、リスクアセスメント等の両者が合同で実施する事項については合同で検

討する。 (株 )日立産機システムは高速で走行するフォークリフトの周囲の障害物を検出する３

次元位置認識技術を主として担当し、この設計と製作を行った。 (株 )日立製作所はフォークリ

フト型物流ロボットの設計、製作、安全系の設計製作と、評価試験を担当する。フォークリフ

ト型ロボットは、既に実用化しているレーザー距離計により位置認識を行い電子地図に基づい

た誘導制御を行う無人搬送車（製品名：インテリジェントキャリー）をベースモデルとし、走

行速度 180m/分の高速化と、３次元位置認識装置の実装、安全系の追加を実装する方法をとっ

た。  

2011年度 2012年度 2013年度 2011年度 2012年度 2013年度

正木良三 ○ 正木良三 ○ 正木良三 冨岡芳治 ○ 冨岡芳治 冨岡芳治

中　拓久哉 中　拓久哉 中　拓久哉 永岡淳 永岡淳 永岡淳

松本高斉 松本高斉 松本高斉 古野英昭 古野英昭 古野英昭

白根一登 白根一登 白根一登 寺内聡 山本治正 ○ 山本治正

槙　修一 槙　修一 槙　修一 山本治正 古川光治 古川光治

安藤　武 安藤　武 安藤　武 古川光治 青木邦彦 青木邦彦 ○

柳原徳久 柳原徳久 青木邦彦 宮本昌一 宮本昌一

高橋一郎 高橋一郎 ○ 宮本昌一 中野浩一

谷口素也 谷口素也
藤井健二郎

土浦事業所
（茨城県土浦市）

研究実施
場所

研究者

ＮＥＤＯ技術開発機構 プロジェクトリーダ

株式会社日立プラントテクノロジー株式会社日立産機システム
株式会社日立製作所

（組織変更による）

松戸事業所
（千葉県松戸市）

習志野事業所 研究開発センタ
（千葉県習志野市）

本社
（東京都千代田区）

習志野事業所
研究開発センタ

（千葉県習志野市）

指示・協議

委託

委託
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3.2.2 工程  

 本プロジェクトは平成 22 年度の補正予算による一部期間と平成 23 年度、24 年度、25 年度

の実質３年間で実施した。  

H23 年度はリスクアセスメント、3 次元位置認識装置、安全系の開発を主として行い、H24 年

度は開発した装置の動作確認、単体での評価を実施。H25 年度は実使用環境での総合的な評価

を行う計画とした。その概略工程を表 3.2.2-1、表 3.2.2-2 に示す。  

 

         表 3.2.2-1 H22 年度、H23 年度概略工程  

 

 

        表 3.2.2-2 H24 年度、H25 年度概略工程  
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４．開発対象 

4.1 開発対象 
 開発対象のフォーク型ロボットは、配送センターでの使用を前提に、リーチ式電動フォーク

リフトを使用し、小物搬送で使用頻度の多い一貫輸送用平パレットとして JIS 規格化されてい

る T11 型(1,100×1,100×144mm)パレットを運搬し、高速搬送のため 大 180m/分の走行速度

をもつ可搬質量 1,000kg の機種をベースモデルとして安全系を開発する。  

 フォーク型物流支援ロボットのフォークリフトの形状と主要寸法を図 4.1-1 に、仕様を表

4.1-1 に示す。  

 

 

 

図 4.1-1 車体の主要寸法  
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      表 4.1-1 フォーク型物流支援ロボットのフォークリフト仕様  

 

 

 基本仕様として重要部品であるブレーキ性能を図 4.1-3 に示す。ブレーキはモーター軸に

直結し、制動トルク 80N・m 以上のトルクを持つ電磁ブレーキを使用している。モーターの回

生制動、モーター動力を遮断し、無負荷状態でブレーキ停止した場合、定格負荷状態でブレー

キ停止した場合を示す。モーターでの減速では 10.6m の減速距離を要し、障害物の認識はこの

距離に検出処理と制御系の遅延時間に走行する空走距離、停止したときに障害物との距離余裕

を加算した点から減速開始する必要がある。非常停止は無負荷運転において 3.3m、定格負荷

運転において 4.0m で停止するため、安全系の検出点はこの値に空走距離、距離余裕を加算し

た位置で検出を行う。  

 

 

機械の制限仕様等
安全技術を導入した移動作業型（自律が中心）生活支援ロボット

バッテリ 2～3年、油圧ホース1～2年、リフトテェーン2～4年

無人運転(自動走行，自動移載，レーザセンサによる位置検出)，有人運転，保守運転
---
最高走行速度 11km/h (180m/min）
W1130×L2920×H2735(mm)
車体重量 約2600kg，積載荷重 最大1000kg

過去の災害事例、リスクアセスメントにより抽出する

リフト上限は仕様用途の範囲から逸脱する1m以上の動作範囲を制限する

屋内，走行路面は平坦なコンクリートとする。
温度 0～40℃，湿度 45～85%

通常の製品と同一

オペレータ
資格の要否

要
有人運転時は運転特別教育または技能講習の運転資格が必要

周囲の作業員 床上に人通路とロボット通路を表示し，通路を分離する。

サービスマン(補給，保全)
資格の要否

要
有人運転時は運転特別教育または技能講習の運転資格が必要

第三者 床上に人通路とロボット通路を表示し，通路を分離する。

通信機能 地上の搬送コントローラとの通信は無線LAN（802.11b）通信
安全機能 バンパスイッチ，サイドバンパ、非常停止スイッチ、アウトリガ下センサ、３D位置認識
表示器等 警報音、パトライト

機械のライフサイクル

その他

・意図する使用，予見可能な誤使用
・予期しない起動
機械の可動範囲等(空間上の制限)

・インターフェース

機械の設置条件
・屋内／外

項目
機械の名称

危
害
の
対
象
者

製品型式
設計寿命
構成部品の交換間隔
原動機出力(kW)
運転方式(モード)
加工能力
送りスピードまたは回転数

・温度，湿度
・保安管理物件

・動作範囲

・作業環境

製品寸法
製品重量

機械の使用する目的と用途(使用上の制限)

機
械
の
主
な
仕
様
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                図 4.1-2 減速特性  

 

 搬送物は T11 と呼ばれる１辺が 1,100mm の正方形、厚みが 114mm、2 ヵ所のフォーク挿入

口をもつパレットを想定する。パレットおよび搬送物の主要寸法を図 4.1-3 に示す。搬送物質

量は 大 1,000kg とする。  

 

         

             図 4.1-3 搬送物の主要寸法  

 

 

4.2 適用規格 
 フォーク型ロボットは産業車両の扱いで、これをベースとして機能安全を組み込む。その適

用規格を示す。一般的な無人搬送車の規格は JIS D6802：1997 無人搬送車システム-安全通則

で規定される。日本産業車両協会では、中央労働災害防止協会のガイドライン 3) で示された

大速度 60m/min では市場の拡大が見込めないことから、JIS D6802 の追加防護策を策定した

。追加防護策の実施、リスクアセスメントの実施と残留リスクの開示等により、必要能力を出
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し、より安全に運用できる信頼性の高い無人搬送車を目指し活動している。本プロジェクトで

はベースとなるフォークリフト型無人搬送車はこれらの規格、ガイドラインに従う。安全系の

部分に関しては本プロジェクトの要求事項である ISO13482 を部分適用する。  

 

       表 4.2-1 フォークリフト型無人搬送車の適用規格  

 

 

表 4.2-2 その他のガイドライン  

 

No. 項　目 タイトル ISO/IEC規格 対応するJIS規格 備　考

1 機械類の安全性-基本概念, 一般設計原則規格)
ISO12100
Ed1:2010

JIS B 9700：2013
ISO12100-1,-2とISO14121-1
を2010年に統合。

2 リスクアセスメント規格 ISO14121 JIS B 9702 廃止

3 インタロック規格
ISO 14119
Amd1:2007

JIS B 9710：2006

4 ガードシステム規格
ISO 14120
Ed1:2002

JIS B 9716：2006

5 制御システム安全/設計
ISO13849-1
Ed2:2006

JIS B 9705-1：2011

6 機械類の安全性/設計のための一般原則
ISO 13849-1
Ed2:2006

JIS B 9705-1：2011

7 制御システム安全/妥当性
ISO13849-2
Ed1:2003

JIS原案作成予定

8 安全距離規格
ISO 13857
Ed1:2008

JIS B 9718：2013
IS B 9707とJIS B 9708を統合
しJIS B 9718

9 予期しない起動防止規格
ISO 14118
Ed1:2000

JIS B 9714：2006

10 非常停止規格
ISO13850
Ed2:2006

JIS B 9703：2011

11 両手操作制御装置規格
ISO13851
Ed1:1996

JIS B 9712：2006

12 圧力検知保護装置規格
ISO 13856-2
Ed2:2013

未発行

13 常設接近手段の規格
ISO14122
Amd1:2010

JIS B 9713-1,2,3,4
：2004

14 電気設備安全規格
IEC60204
Ed5.1:2009

JIS B 9960：2008

15 電気的検知保護設備（センサ）
IEC 61496-1
Ed3:2012-04

JIS B 9704：2006 JIS原案作成中

16 人検知用保護設備（センサ応用）
IEC/TS 62046
Ed2:2008-02

未発行 2013-05廃止

17 電気的機能安全規格 IEC61508 JIS C 0508
18 スイッチ類規格 IEC60947 JIS C 8201
19 ＥＭＣ規格 IEC61000-4 JIS C 61000-4
20 トランス規格 IEC60076 未発行
21 防爆安全規格 IEC60079 JIS C 60079

22 無人搬送車システム-用語 JIS D 6801：1994
23 無人搬送車システム-安全通則 JIS D 6802：1997
24 無人搬送車-設計通則 JIS D 6803：1994
25 無人搬送車システム-設計通則 JIS D 6804：1994
26 無人搬送車システム-特性・機能試験方法 JIS D 6805：1994

27 動力付産業車両に関する安全規格 ISO3691-4
2013年2月25日 ISO TC110
SC2によるISO 3691-4改訂作
業はキャンセルされた

28
SAFETY STANDARD FOR DRIVERLESS, AUTOMATIC
GUIDED INDUSTRIAL VEHICLES AND AUTOMATED
FUNCTIONS OF MANNED INDUSTRIAL VEHICLES

ANSI/ITSDF
B56.5-2012

基本安全規格
(A規格)

グループ安全規格
(B規格)

個別機械安全規格
(C規格)

No. 項　目 タイトル 備　考

1 日本産業車両協会規格 無人搬送車の安全確保のための表示に関するガイドライン JIVAS A05, H9年5月制定

2
日本産業車両協会
無人搬送車システム委員会

ＪＩＳ Ｄ６８０２（無人搬送車システム－安全通則）
  解説補足（無人フォークリフト安全対策実施例）

2002年12月18日

3
日本産業車両協会
無人搬送車システム委員会

速度制限の変更に対しての変更案
（JIS D6802に追加防護方策）

2008年以降AGV 大速度の制限
を変更するためのガイドライン

5 中央労働災害防止協会
無人搬送車の安全 － 安全対策ガイドラインと解説 -
(ISBN4-8059-0351-1 C3060 P1300E 1990年4月25日 発行）

2007年以前のAGV 大速度
60m/minを規定したガイドライン
で、現在は適用外
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５．研究方法 

5.1 リスクアセスメント  

5.1.1 フォークリフト型無人搬送車について  

 フォークリフト型無人搬送車は年間約 1,300 台強の無人搬送車の業界において、一般的

な AGV である搬送台車、けん引車タイプと比較し台数が少なく 100 台強の生産台数で、近年

、その台数は増加傾向にある。これは、従来は手動運転でしか扱えなかったフォークリフト搬

送の分野で制御技術の向上により自動化が進んでいることを示している。無人フォークリフト

は主として製造業での材料・原料搬送の重量物の分野で使用されている。図 5.1.1-1 に無人搬

送車の車両タイプ別出荷数の推移を示す。  

 

   

                        出典：日本産業車協会統計資料  

            図 5.1.1-1 無人フォークリフト出荷統計  

 

(1) リスクの事前調査  

 リスクアセスメントを実施する上で、想定される事象以外に過去の事例を参考にすること

は重要である。スクアセスメントの実施に先立ち、過去のフォークリフト事故、ヒヤリ

ハットの事例を収集した。当社社内、当社納入先でのフォークリフト型無人搬送車での

事故が無事故で、有効な事例はなかった。無人搬送車自体が事故率の低い設備で、無人

搬送車の業界団体である一般社団法人日本産業車両協会での事例もない。このため有人

運転のフォークリフトの事例を参考にした。調査した主な団体を表 5.1.1-1 に示す。表

車両の項目別年次推移（車両タイプ）

75.2 80.4 84.9
78.1

41.2
48.4 49.1 51.5

44.5 41.6

21 15 10.8 18.4

57.4
50.2 48.2 47

50.1 50.9

3.7 4.6 4.4 3.5 1.4 1.4 2.6 1.5 5.4 7.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

搬送台車 けん引車 無人フォークリフト
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中の団体以外にフォークリフトのレンタル事業者等も調査した。しかしながら結果は事

例が少なく、他の団体の事例と重複していたため省略する。  

 

表 5.1.1-1 事例を参考した事故・ヒヤリハットの公開団体  

 

 これらは有人運転と無人運転で異なる安全上の要求事項、運転状況、制約事項もあるが、

人と共存する場合に、十分な訓練・教育を受けていない人が自動運転する設備との共存を考

える上での予見可能な災害ポテンシャルとみなせる。  

 中央労働災害防止協会が運営する厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」はヒヤリハッ

ト事例 (事故に至る前段階の危険事象の事例 )だけでなく、多数の労働災害の死亡事例を

公開しておりデータが充実している。フォークリフトの関係した事例だけを選択すると

、死亡災害は平成 17～20 年の調査期間で 5,612 件の事例に対し 2.7%の 154 件にフォ

ークリフトが関係している。死傷災害では調査期間平成 19～20 年の事例数 37,432 件

に対しフォークリフトは 1.8％の 673 件が報告されている。尚、産業車両としての一般

の無人搬送車、フォークリフト型無人搬送車の事故事例は報告されておらず、フォーク

リフト型ロボットのリスクの抽出に際しては、有人運転の固有の問題点、周囲の人が巻

き込まれる災害の相違点を考慮の上リスク抽出を行った。  

 ヒヤリハット事例は事故に至る前段階の潜在的な事故要因であり、死亡事例・障害事

例は実際に発生した事例である。ヒヤリハット事例が死亡事例・障害事例に含まれてい

る例もあったが、その両方の事例を参考にした。事例は運転者の運転に起因する事象、

フォークリフト自体に起因する事象、歩行者や他の作業者との関係に起因するものの他

に、フォークリフト固有の運動特性に起因するもの、荷を乗せるパレットに起因するも

の等多岐に渡る事例が公開されている。  

 

  

No. 団体 URL 代表的な事例

1
一般財団法人
東京都産業廃棄物協会

http://tosankyo.or.jp/hiyari/hiyari_index
.htm

・パレット上の荷物の荷崩れ
・死角のある場所での人（自転車）との接触
・リフトアップ時の転倒
・歩行者の車両直近での横断
・バック、方向転換時の周囲の歩行者との接触
・他の設備（建屋）との接触

2
社団法人
建設荷役車両安全協会

http://www.sacl.or.jp/ ・車両転倒

3
厚生労働省
職場のあんぜんサイト

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/anrd
h00.htm

ヒヤリハットの事例と多数の死亡災害DBが公開されている

4
中央労働災害防止協会
安全衛生情報センター

https://www.jaish.gr.jp/

・旋回状態での歩行者との接触
・点検整備不備車両による走行中の転倒
・荷と一緒にパレットに乗った作業者の事故（禁止行為）
・無資格者の運転による事故

5 日本財団 図書館 http://nippon.zaidan.info/index.html
・荷崩れ
・不正な運転操作による制動不足
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       図 5.1.1-2 有人フォークリフトの業種別死傷件数の割合  

 

 発生件数として も多いのが製造業で、運輸交通業、商業、貨物取扱い業がこれに続

く。製造業では資材の荷受業務から製造現場での材料、部品、半製品の重量物運搬から

製品の発送までの様々な職場で使用されており、事故も多く発生している。  

 一方、事故の型に着目すると、業種に関係なく事故の型として「はさまれ・巻き込ま

れ」が圧倒的に多く、次いで「激突され」が多く、この２つの要因で全体の発生件数の
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70％を占める。さらに「飛来・落下」「激突」を含めると 86％となり主要な事故の要

因を網羅している。図 5.1.1-2、図 5.1.1-3 に事故の要因別集計を示す。  

          

          図 5.1.1-3 有人フォークリフトの事故の型  

 

 リスクアセスメントの事前調査として、H17 年から H20 年の有人フォークリフト災

害事例を参考に、自動運転を行うフォークリフト型ロボットと人との関係を精査した。 

 表 5.1.1-2 に死傷データベースの中から起因物（小分類）をフォークリフトに限定し

た一部抜粋を示す。また巻末の付表 -2 にフォークリフトのみを抽出した事故事例集を示

す。  

 

表 5.1.1-2 死傷事故データベース（H19 年 12 月、フォークリフト関連）の一部抜粋  

 
         出典：中央労働災害防止協会安全衛生情報センター・死傷事故 DB 

コ

ー

ド
分類名 コード 分類名 コード 分類名

コー

ド
分類名

コー

ド
起因物中 コード 分類名

コー

ド
分類名

71
平

成 20 12 13～14
鋼鉄製長尺物をフォークリフトの爪に載せて荷降ろし作業中、鋼材が
ずれた為、もとに戻そうとリフトから降り鋼材を動かした時、爪及び鋼
材が雨で濡れていた為、鋼材が滑り腹部に落ち、下敷きになった。

4 運輸交通業 403
道路貨物運送
業

40301
一般貨物自動
車運送業

100～299 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 4 飛来・落下 32

175
平

成 20 12 9～10

フォークリフトでトラックに荷物を積込み中、フォークリフト運転手の携
帯電話が鳴った。電話に出るためフォークリフトを止めたが、電話を取
り出そうとした時に、誤って足が動き、クラッチが入って前進してしまっ
た為、トラックの前で作業していた被災者の右足首が、トラックとパ
レットの間に挟まれた。

8 商業 801 卸売業 80109
その他の卸売
業

1～9 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 7
はさまれ・巻き
込まれ

36

430
平

成 20 12 11～12
倉庫内でフォークリフト作業中、リフトが転倒しそうになった為飛び降
りたところ、乗っていたリフトに右足を轢かれた。

5 貨物取扱業 501
陸上貨物取扱
業

50101
陸上貨物取扱
業

10～29 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 7
はさまれ・巻き
込まれ

34

461
平

成 20 12 15～16
工場内で、材料を抱えリフト通路を横断中、リフトが荷物運搬の為前
進し、接触して転倒し、リフト後輪に両足を轢かれた。

1 製造業 108 化学工業 10805
プラスチック製
品製造業

300～499 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 7
はさまれ・巻き
込まれ

61

656
平

成 20 12 16～17
フォークリフトの点検作業中、右後ろ足回りのグリスアップをする為、
しゃがんで作業をしていた。その際、フォークリフトが後方にいる被災
者に気付かず後進し、後輪に右足を轢かれ、右足首を骨折した。

8 商業 804 その他の商業 80409
その他の商業
－その他

10～29 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 7
はさまれ・巻き
込まれ

56

779
平

成 20 12 13～14
フォークリフトを使用し、ダンボールを手積み作業中、下に降りる際に
誤って足を滑らせ、右脚をフォークリフトと屋根部に強くぶつけてしまっ
た。

1 製造業 101 食料品製造業 10102
水産食料品製
造業

10～29 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 1 墜落・転落 28

790
平

成 20 12 14～15
リフト運転手に作業指示を出すのに夢中で周囲の安全確認をせずに
動いていた為、後方で作業していたフォークリフトの後輪に左足を轢
かれた。

8 商業 804 その他の商業 80401 倉庫業 50～99 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 6 激突され 43

800
平

成 20 12 11～12
選別機へ原料を投入していたところ、後ろでフォークリフトにより運搬
中のパレットに積まれた魚缶が滑り落ち、右足首に当った。

1 製造業 101 食料品製造業 10102
水産食料品製
造業

300～499 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 4 飛来・落下 43

814
平

成 20 12 18～19
商品にシートを掛けようと、商品とフォークリフトパレットに足を掛けて
いた際、リフトが動き出した為バランスを崩し、フォークリフトパレットに
しがみ付いたが手が外れ、フロアに落下し後頭部を強打した。

5 貨物取扱業 501
陸上貨物取扱
業

50101
陸上貨物取扱
業

100～299 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 1 墜落・転落 58

833
平

成 20 12 13～14
フォークリフトで荷物の取り降ろし作業中、BOX内の荷物が落ちてき
た為、マストの間から手を入れ荷物を直そうとした際、上着がレバー
に引っ掛かり、レバーが持ち上がった為、マストに右腕を挟まれた。

4 運輸交通業 403
道路貨物運送
業

40301
一般貨物自動
車運送業

30～49 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 7
はさまれ・巻き
込まれ

37

956
平

成 20 12 13～14

倉庫内にてフォークリフトで荷物の箱出し中、荷物に掛けた埃避けの
ビニールシートを、リフトの上に上り、マストに足を掛けて持ち上げた。
荷物を出した後、リフト運転手がリフトを下降させた為、マストに足を
挟まれた。

17 その他の事業 1702 その他の事業 170209
その他の事業
－その他

1000～
9999

2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 7
はさまれ・巻き
込まれ

74

958
平

成 20 12 15～16
集塵機の清掃のため蓋をリフトの爪で上げようとした際、蓋が爪に上
手く掛らないまま持ち上げた為、蓋が滑り落ち、蓋と集塵機の間に清
掃員（被災者）の指が挟まれた。

1 製造業 117
その他の製造
業

11709
その他の製造
業－その他

30～49 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 4 飛来・落下 67

979
平

成 20 12 11～12

倉庫にて、リフトを使用し、コンテナから荷物を降ろしている際、リフト
のホーク部に積載されていた荷物が不安定な状態だった為、手で押
えリフトを後退させたところ、荷崩れをおこし、落下した荷物と地面に
足を挟まれ、負傷した。

1 製造業 113
機械器具製造
業

11301
機械（精密機
械を除く）器具
製造業

10～29 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 4 飛来・落下 45

1039
平

成 20 12 13～14
フォークリフトでトラックにパイプを積込み中、載せたパイプのバランス
が悪く、転がってフォークリフトに当った。危険を感じてトラックの荷台
から飛び降りようとしたところ、足が引っ掛かり、転落して負傷した。

8 商業 801 卸売業 80109
その他の卸売
業

10～29 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 2 転倒 34

1190
平

成 20 12 1～2
ドライバーがパレットへ荷降しした商品をハンドリフトで移動したが、段
組が違っていた為やり直そうと押し戻したところ、入荷検品作業中の
被災者の右腰部にパレットが接触した。

4 運輸交通業 403
道路貨物運送
業

40301
一般貨物自動
車運送業

50～99 2
物上げ装置、
運搬機械

22 動力運搬機 222 フォークリフト 6 激突され 35

ID
年
号

年 月
発生
時間

災害状況
起因物（小分類） 事故の型

年
齢

業種（大分類） 業種（中分類） 業種（小分類）
事業場
規模

起因物（大分類） 起因物（中分類）
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(2) リスクアセスメントの実施  

 本プロジェクトは生活支援ロボットを対象としており、対象者は成人男性に限定され

ることはなく、その中には高齢者や子供、女性といった体格、運動能力のことなる対象

者が含まれている。リスクアセスメントの実施にあたっては全てを対象とすることは現

実的でなく、フォークリフト型ロボットの使用環境に即したものとした。当初は本プロ

ジェクトの基準で実施したが、自重 2,600kg の産業車両であり運動特性にも限界があり

有効なリスク低減ができない状況となった。図 5.1.1-4 に示すように障害の酷さ S は、本

プロジェクトでは軽症領域をフォーカスした内容になっているが、稼動する空間も教育

を受けた作業者であることから機会工業会のガイドライン 1) に準拠し、回復可能な障

害を細分化することで機能安全を実現する方法を得た。  

 

 

 

図 5.1.1-4 障害の酷さ S の見直し  

 

 フォーク型ロボットのベースモデルとなる無人搬送車の規格は国内では JIS D6802 があ

るが制定されてから相当期間が経過しており業界団体である一般社団法人日本産業車両協

会では当該 JIS に対する追加防護策を策定している。リスクアセスメントとの関連を図

5.1.1-5 に示す。基本的な考え方は AGV と人が同一の通路を共有するか、あるいは分離して

いるが交差する場合を想定し、リスクアセスメントを実施する。完全に通路が分離されてい

る環境、あるいは柵で囲われている環境は本質安全措置がとられている運用空間で、対人接

触のリスクは少なく、人と混在する環境に包含されるためリスクアセスメント対象から除外

する。また想定する環境は安全教育を受けた特定作業者の作業する場所で、不特定多数の一

般来場者は想定しない。  

 

S S 危害の酷さ 該当例

S2 過酷

通常は回復不可能。致命傷を含む。
肢の粉砕または引き裂かれる，もしくは押しつぶさ
れる，骨折，縫合を必要とする深刻な障害，筋骨格
系障害（MSD)，致命傷

4 回復不可能
死亡
手足の切断等で後遺症を残すもの
（後遺障害等級12級相当）

S1 軽微
通常は回復可能
こすり傷，裂傷，挫傷，応急処置を要する軽い傷

3 長期治療を要する回復可能な重大障害 骨折等で後遺症が残らないもの

2 短期の治療を要する回復可能な障害
要診察，縫合を行う切傷，全治治療が可
能，全治１週間未満

1
入院を伴わない回復可能な障害
応急処置が必要

入院不要，赤チン災害（切傷，打撲）
痣の残らない圧迫・打撲

S 危害の酷さ 該当例
4 重大障害（長期間治療） 死亡，手足の切断，骨折，永久障害が残

る，入院が必要，全治１週間以上

3 医療措置（短期回復） 要診察，縫合を行う切傷，全治治療が可
能，全治１週間未満

2 応急手当で回復 入院不要，赤チン災害（切傷，打撲）

1 無傷／一時的な痛み 痣の残らない圧迫・打撲（部位により150N
が目安となる）

危害の酷さ S ／ NEDOプロでの初期アセスメント

意味
危害の酷さ S ／ ISO14121-2,A.19危害の酷さ S ／ ISO13849-1
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            図 5.1.1-5 JIS 追加防護策との関連  

 

 使用上の制約事項として表 5.1.1-3 に示す条件を設定した。一般的な無人搬送車では上

位 CPU からのオンラインの自動運転であるが、起動処理は人が操作する。またバッテリー

は１日の作業終了後に有人操作で充電を行う。使用環境では物流センターのプラットフォー

ムでの運用も考慮し屋内であるが路面の汚損と悪化は範囲に含める。また本来なら禁止され

ている運用上の誤使用も想定する。  

 

表 5.1.1-3 使用上の制限  

   

意

図

し

た

使

用

(1) フォークリフト型ロボットは初期設定された走行路に従って走行する。

(2) 人の通行するエリアとフォークリフト型ロボットの通行するエリアは分離されている。

(3) フォークリフト型ロボットは自律的に走行し，運転中に人と接近することはない。

(4) 運転時間は1日8時間とし，運転終了後は電源を自動で切って停止する。

(5) 充電は人がプラグを接続して行う。

(6) 充電中はPC，PLCなどの電源はOFFする。

(7) 起動は人がスイッチを入れ，操作パネルを操作する。

合

理

的

に

予

見

で

き

る

誤

使

用

(1) フォークリフト型ロボットの走行路に人が侵入する。

(2) 移載場所に人が侵入する。

(3) 充電のし忘れによる走行中のバッテリー切れ。

(4) 立ち上げ時の経路設定ミスによる意図しない動作。

(5) 立ち上げ，保守中の操作ミスによる衝突。

(6) ロボットに人が載った状態で操作，起動する。

(7) ゴミ，雨水の浸入などによる路面状態の悪化。

(8) パレット上に不安定な荷の置き方をする。
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 リスクパラメータの危険源に晒される頻度、危害の発生確率、障害の酷さについては表

5.1.1-4～表 5.1.1-6 に従う。  

 

            表 5.1.1-4 危険源に晒される頻度  

    

 

 

           表 5.1.1-5 危険事象の発生確率  

    

 

  

F
危険源に晒される頻度／継
続時間

基準例

4 連続的／常時 動作中ほとんど晒される叉は１の晒される時間が５分以上継続

3 動作中頻繁／長時間 １動作中に５回以上晒される叉は１回の晒される時間が５分未満継続

2 動作中数回／短時間 １動作中に１回以上晒される叉は１回の晒される時間が１分未満継続

1 まれ／瞬間的 晒される頻度が５回動作で１回以内叉は１回の晒される時間が３秒未満

危険源に晒される頻度 F

Ps 危険事象の発生確率 技術的要因の基準例 人的要因の基準例
4 高い（起こりやすい） 危険側故障率 10-4 以上

類似ロボットや類似機械で事故があった
叉はヒヤリハットが度々あった
安全関連部が非安全関連部から明確に
分離していない

類似ロボットや類似機械でヒヤリハットが
度々あった

3 あり得る 危険側故障 10
-4

 未満
類似ロボットや類似機械でヒヤリハットの
報告がある
安全関連部に非安全関連部要素が混じっ
ている

類似ロボットや類似機械でヒヤリハットが
ある
連続運転時間が長い叉は身体的・心理的
ストレスを受けやすい作業である

2 可能性あり 危険側故障 10-5 未満
安全関連部は非安全関連部から分離し
て，多くは関連安全規格に準拠している

非定常な作業や複雑な作業において，注
意が行き渡らない叉は散漫になりやすい

1 低い（まれ） 危険側故障 10
-6

 未満
安全関連部は全て関連安全規格に準拠し
て構成している

日常ではミスはほとんど起こりにくい

危険事象の発生確率 Ps
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              表 5.1.1-6 障害の酷さ  

     
 

 リスクの算出は積算法（一部加算法を適用）を適用し、次式により算出する。  

算出式：リスク点数（R)＝危害の酷さ（S)×危害の発生確率(Ph) 

算定したリスクに対する対策は下記の判定により、リスクの大きいものに対して対策を実施

する。  

 

 判定基準：3≦R≦6  十分低い /無視できる（リスク低減は不要）  

      7≦R≦14  低い〜中程度 /条件付き受容 /検討を要する（リスク低減を推奨）  

      15≦R≦44 高い /受容できない（リスク低減が必要）  

 

               表 5.1.1-7 判定マトリックス  

        

 

 危険源の同定は立ち上げ中、自動運転中、チョコ停復旧中、メンテ中の４つのフェーズで

機械的危険源、電気的危険源、ソフトウエアエラー、材質から起こる危険源を中心に初期分

析段階で 126 ケースを想定した。しかしながら、今回のフォーク型ロボットでは安全サポー

ト系として後述する３次元位置認識装置を搭載することで、初期リスクの範囲が大幅に減少

する。見直しの結果は 53 ケースが残り、その内 50 ケース（94％）が機械的危険源の作業

者が「作業者がはねられる」に、１ケースが「作業者が押しつぶされる」として残った。こ

S 危害の酷さ 該当例

4 回復不可能
死亡
手足の切断等で後遺症を残すもの
（後遺障害等級12級相当）

3 長期治療を要する回復可能な重大障害 骨折等で後遺症が残らないもの

2 短期の治療を要する回復可能な障害
要診察，縫合を行う切傷，全治治療が可
能，全治１週間未満

1
入院を伴わない回復可能な障害
応急処置が必要

入院不要，赤チン災害（切傷，打撲）
痣の残らない圧迫・打撲

危害の酷さ S ／ 見直し
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の中には通常の QA 活動、製品の保全活動で低減可能なリスクを含んでいる。表 5.1.1-8 に

主として作業者に起因するリスクアセスメントの結果のうち、リスクの大きいものを示す。

この中には作業者が原因になっていない製品の故障で重篤な結果を及ぼす項目も一部含ま

れる。本ロボットの誘導制御は２次元レーザー距離計を使用した電子地図とリアルタイムに

計測した位置情報の照合により自己位置推定を行う誘導制御を採用しており、位置推定系の

故障も重大な結果を招く。今回、開発する技術は、安全サポート系の３次元位置推定では床

面よりも 200mm 以上の障害物を対象物が静止状態、移動状態に関わりなく検出する。また

制御装置間の相互監視、自己監視も行う。安全系では通常の無人搬送車の安全対策の他に、

胸部位置のバンパー、サイドバンパー、アウトリガー下への足の侵入検知に加え、非接触の

安全センサーにより車体の全周囲を監視することでリスクを低減する。  
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            表 5.1.1-8 リスクアセスメント（1/2）  

 
 

危害の発生確率 Ph
頻度

F

確率

Ps

回避

A

1 カーブでは速度を20m/minまで下げる。 1 6 2 1 3 6

2
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを
つける。

1 7 2 2 3 7

1
定格速度を出すのは確実に人と分離できるエリアのみとする。人が接近する
場合には速度を下げる。

1 6 2 1 3 6

2
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを
つける。

1 7 2 2 3 7

3
3D距離検出センサ 3個と障害物センサ 3個とし，十分な検出範囲が得られる

ようにした。
3 6 2 1 3 18

1 人に接近する場所では速度を落とす。 2 7 2 2 3 14

2
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを
つける。

2 7 2 2 3 14

1 人に接近する場所では速度を落とす。 2 7 2 2 3 14

2
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを

つける。
2 7 2 2 3 14

1 人に接近する場所では速度を落とす。 2 7 2 2 3 14
2 自己位置推定が出来ない場合はその場で停止する。 1 7 2 2 3 7

3 3D距離検出センサにより障害物を検出して停止する。 1 6 1 2 3 6
1 日光の入射しそうな窓はあらかじめ遮光フィルム等の対策を施す。 3 6 2 1 3 18

2
センサのエラーを検出して停止するか，自己位置推定の失敗により停止す
る。

1 7 2 2 3 7

3 3D距離検出センサにより障害物を検出して停止する。 1 6 1 2 3 6
1 研磨された板にはあらかじめ遮光フィルム等の対策を施す。 3 6 2 1 3 18

2 自己位置推定の失敗により停止する。 1 7 2 2 3 7

1 日光の入射しそうな窓はあらかじめ遮光フィルム等の対策を施す。 3 6 2 1 3 18
2 障害物センサを3度下に傾けて取り付け，外乱光の影響を減らす。 3 6 2 1 3 18

3 センサのエラーを検出して停止する。 1 7 2 2 3 7
1 カーブでは速度を20m/minまで下げる。 1 6 2 1 3 6

3
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを
つける。

1 7 2 2 3 7

1 1日1回，電源のON/OFFを行う。 3 6 2 1 3 18

2
車体制御系でプロセスが動いていることを監視し，プロセスが停止したら非常
停止する。

1 7 2 2 3 7

3 3D距離検出センサにより検出して停止する。 1 7 2 2 3 7
1 3D距離検出センサにより地表から200mmのものを検出できるようにする。 1 7 2 2 3 7

2 前方には接触スイッチ，後方にはバンパスイッチを取り付ける。 2 7 2 2 3 14
3 人が通路に倒ていることはめったにないので頻度Fは1とする。 4 6 1 2 3 24

1 後面上部にバンパスイッチを追加する。 2 6 2 1 3 12

2 側面にテープスイッチを追加する。 3 6 2 1 3 18

3
3D距離検出センサおよび障害物センサで監視しており，衝突前に大幅に減

速できる。
1 7 2 2 3 7

1 センサを無効化する際は速度を下げる。 2 7 2 2 3 14

2 床に危険エリアであることを表示する。 3 6 1 2 3 18

3
走行中は音，光で作業員に報知を行う。(意図的に危険エリアに侵入する作

業員は気づくと考える)
3 5 2 2 1 15

1 見通しの悪い場所，カーブなどでは低速で走行する。 1 6 2 1 3 6

2 前方にも障害物センサをつけ，車体側面の障害物を検出する。 2 6 2 1 3 12

1
3D距離検出センサで検出し，移動の有無の判定を行わず，所定サイズ以上
の障害物を検出すれば停止対象と判定する処理とする。

2 6 2 1 3 12

2 人が横断する場所では速度を下げる。 1 7 2 2 3 7
1 前方にも障害物センサをつけ，車体側面の障害物を検出する。 3 6 2 1 3 18

2 3D距離検出センサとの組み合わせで死角を減らす。 3 6 2 1 3 18
3 見通しの悪い場所，カーブなどでは低速で走行する。 1 7 2 2 3 7

1 移載エリアでは速度を下げる。 2 7 2 2 3 14

2 床に危険エリアであることを表示する。 3 6 1 2 3 18

3
走行中は音，光で作業員に報知を行う。(意図的に危険エリアに侵入する作

業員は気づくと考える)
3 5 2 2 1 15

1 移載エリアでは速度を下げる。 2 7 2 2 3 14

2 床に危険エリアであることを表示する。 3 6 1 2 3 18

3
走行中は音，光で作業員に報知を行う。(意図的に危険エリアに侵入する作

業員は気づくと考える)
3 5 2 2 1 15

1 見通しの悪いエリアでは速度を下げる。 2 7 2 2 3 14

2
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを

つける。
2 7 2 2 3 14

3
3D距離検出センサで正面だけでなく横方向の障害物も検出し，横方向に検

出したら減速する。
3 6 2 1 3 18

自動

運転中
20

作業者がはねられる。

/機械的危険源

腕，脚など体の一部だけが走行範囲内に入ってい

る。作業者の腕，脚などがロボットに巻き込まれる。
14 1

3D距離検出センサにより，腕，脚が検出可能なセンシングを行う。検出したら

減速する。
1 6 2 1 3 6 6

1
車体制御系，経路管理系(SLAM)，障害物検知系でそれぞれ相互監視してお

り，いずれかが停止したら非常停止する。
1 6 2 1 3 6

2 24Vまたは12VのDC-DCコンバータ故障時には非常停止がかかる。 1 7 2 2 3 7

3
15VのDC-DCコンバータの故障時には，ペンダントでの操舵が出来なくなる

が，オペレータが異常に気づく。
1 7 2 2 3 7

1 PCの温度監視プログラムで定期的に監視し，温度異常の際には停止する。 1 6 2 1 3 6

2
車体制御系でプロセスが動いていることを監視し，プロセスが停止したら非常
停止する。

1 6 2 1 3 6

1 PCの温度監視プログラムで定期的に監視し，温度異常の際には停止する。 1 6 2 1 3 6

2
車体制御系でプロセスが動いていることを監視し，プロセスが停止したら非常
停止する。

1 6 2 1 3 6

1 プログラム起動時にタスク，プロセスの状態確認を行う。 3 6 2 1 3 18

2
CFの異常による影響を受けるのは，起動時の読み込みの時だけなので頻度

は1日1回と考える。
3 6 1 2 3 18

3 起動直後は低速でしか動作せず，大事故には至らない。 1 7 2 2 3 7

異物を踏みつけた。操舵，ブレーキが効かず，コー
スから外れ，作業者に衝突する。

経路管理系(SLAM)のセンサが汚れた。自己位置が
検出できずコースから外れ，作業者に衝突する。

経路管理系(SLAM)のセンサに，日光，他の装置の

レーザなどの外乱光が入射した。自己位置が検出
できずコースから外れ，作業者に衝突する。

経路管理系(SLAM)のセンサにバフ研磨された板，

他の装置のミラーなどの反射光が入射した。自己位

障害物センサに，日光，他の装置のレーザなどの外
乱光が入射した。作業者を検出できず衝突する。

壁などがあり先が見えないカーブを曲がる。カーブ

の先にいる作業者に衝突する。

自動
運転中

25
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 5

自動

運転中
22

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 6

自動

運転中
23 6

PCが熱暴走した。作業者を検出できず衝突する。

PCが熱暴走した。行き先を指示することができず暴

走する。

自動

運転中
19

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 12

自動

運転中
21

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 6

自動

運転中
17 8

自動

運転中
18

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 8

積みに行く荷の近くに人がいた。移動先にいる作業

者に衝突する。

積んでいる荷による死角に人が入る。移動先にいる

作業者に衝突する。

自動
運転中

15
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 6

自動

運転中
16

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 6

自動

運転中
13 8

自動

運転中
14

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 6

運用上の都合で障害物センサを無効化しているエリ

アに人が入ってきた。作業者を検出できず衝突す
る。

検出困難だが巻き込む位置に人がいる。カーブ近傍

にいる作業者を巻き込む。

自動

運転中
11 6

自動

運転中
12 6

ロボット通路に人が倒れている。ロボット通路内に人

が倒れこんで近くにいたロボットに轢かれる。

バンパスイッチの配置されていない場所が人に当

たった。作業者を検出できず衝突する。

自動

運転中
9 6

自動

運転中
10 6

経路管理系(SLAM)のソフトにメモリリークのバグが

あった。自己位置が検出できずコースから外れ，作
業者に衝突する。

自動

運転中
7

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 6

自動
運転中

8
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 6

自動
運転中

5
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 6

自動

運転中
6

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 5

自動

運転中
3

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 14

自動
運転中

4
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 14

1
作業者がはねられる。

/機械的危険源
14 6

自動

運転中
2

作業者がはねられる。

/機械的危険源
14 6

カーブ中に非常停止がかかった。急ブレーキがかか

り，コースから外れ，作業者に衝突する。

初期リスク分析結果 リスク低減 再リスク見積

段階 No.
リスク

点数 R

保護方策
組み合わ

せ時のR

自動

運転中

コンパクトフラッシュが故障した。ロボットが起動時に
暴走する。

DC-DCコンバータが故障した。(一部の機器は停
電，一部の機器は正常)自己位置が検出できずコー

スから外れ，作業者に衝突する。

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21

物陰から人が飛び出してきた。ロボットと人が衝突す

る。

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21

障害物センサの死角に人が入った。作業者を検出で

きず衝突する。

検出対象が動いている。作業者の位置を正しく検出
できず衝突する。

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21

作業者がはねられる。

/機械的危険源
28

作業者がはねられる。

/機械的危険源
28

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21

路面の状況(油，水溜り)により操舵制御の追従性が

悪くなった。操舵が効かず，コースから外れ，作業者
に衝突する。

定格速度・最大荷重での直進中に非常停止がか

かった。ブレーキで止まりきれずに人と衝突する。

危険源
リスク

点数 R

優先

順位
保護方策（メーカによる工学的手段）

危害の
酷さ

 S
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           表 5.1.1-8 リスクアセスメント（2/2）  

 
 

 

 ブレーキに関しては、操舵を兼用した動輪の１輪だけで制動するため、ブレーキは重要な

部品であり、この部分だけに焦点をあてたリスクアセスメントを実施した。結果は も大き

いリスクがバネの折損であった。しかしながらブレーキディスクを加圧するバネは複数存在

し、毎日の始業点検、定期点検の間隔の中で発生する一本のバネの折損は致命的な結果には

至らないため、対策は不要である。  

  

危害の発生確率 Ph
頻度

F

確率

Ps

回避

A

1 プログラム起動時にタスク，プロセスの状態確認を行う。 3 6 2 1 3 18

2
CFの異常による影響を受けるのは，起動時の読み込みの時だけなので頻度
は1日1回と考える。

3 6 1 2 3 18

3 起動直後は低速でしか動作せず，大事故には至らない。 1 7 2 2 3 7
自動

運転中
27

発火する。

/材質から起こる危険源

電池周辺の端子のネジが緩んだ。火災が発生す

る。
21 1

図面および実機から，ネジが緩みそうな箇所がないか確認する。

車体組立後に最終検証する。

1
車体制御系でプロセスが動いていることを監視しているので，通信が出来な

ければ非常停止する。
1 7 2 2 3 7

2 障害物検知系で障害物を検出して停止する。 1 6 2 1 3 6

1
障害物検知系でプロセスが動いていることを監視しているので，通信が出来
なければ非常停止する。

1 7 2 2 3 7

2 障害物センサで障害物を検出して停止する。 1 6 2 1 3 6

1 センサとの通信異常で停止する。 1 7 2 2 3 7
2 障害物検知系で障害物を検出して停止する。 1 6 2 1 3 6

1 障害物センサによる減速，停止が可能である。 1 7 2 2 3 7

2
上と下の2箇所にバンパスイッチを配置し，1方が接触不良でももう1方は動作

する。
3 6 2 1 3 18

1
動力線と信号線を分離した配線経路をとる，配線の余長を取らないなどノイ

ズの乗りにくい配線を行う。
3 6 2 1 3 18

2
エンコーダの断線検知機能，指令値に対する偏差拡大時の停止機能などの
有無を確認する。

3
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを
つける。

2 7 2 2 3 14

4 障害物センサおよび障害物検知系で障害物を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6
5 経路管理系(SLAM)で脱線を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6

1
動力線と信号線を分離した配線経路をとる，配線の余長を取らないなどノイ
ズの乗りにくい配線を行う。

3 6 2 1 3 18

2
エンコーダの断線検知機能，指令値に対する偏差拡大時の停止機能などの
有無を確認する。

3
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを

つける。
2 7 2 2 3 14

4 障害物センサおよび障害物検知系で障害物を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6

5 経路管理系(SLAM)で脱線を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6
1 障害物センサおよび障害物検知系で障害物を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6

2 経路管理系(SLAM)で脱線を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6
1 障害物センサおよび障害物検知系で障害物を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6

2 経路管理系(SLAM)で脱線を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6

1
動力線と信号線を分離した配線経路をとる，配線の余長を取らないなどノイ
ズの乗りにくい配線を行う。

3 6 2 1 3 18

2
エンコーダの断線検知機能，指令値に対する偏差拡大時の停止機能などの
有無を確認する。

3
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを
つける。

2 7 2 2 3 14

4 障害物センサおよび障害物検知系で障害物を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6
5 経路管理系(SLAM)で脱線を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6

1
動力線と信号線を分離した配線経路をとる，配線の余長を取らないなどノイ
ズの乗りにくい配線を行う。

3 6 2 1 3 18

2
エンコーダの断線検知機能，指令値に対する偏差拡大時の停止機能などの

有無を確認する。

3
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを

つける。
2 7 2 2 3 14

4 障害物センサおよび障害物検知系で障害物を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6

5 経路管理系(SLAM)で脱線を検出して非常停止する。 1 6 2 1 3 6
1 電圧監視を行う機能があり，バッテリー電圧低下時には停止する。 1 7 2 2 3 7

2
車体制御系，経路管理系(SLAM)，障害物検知系でそれぞれ相互監視してお
り，いずれかが停止したら非常停止する。

1 6 2 1 3 6

1 立ち上げ中は立上げ員以外の走行エリア内への立ち入りは禁止する。 3 6 1 2 3 18

2 初期設定を間違うと暴走することを考慮し，安全な位置から動作を監視する。 3 4 1 2 1 12
3 障害物センサを完全に無効化する設定は出来ないようにする。 3 5 1 1 3 15

4
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを
つける。

2 6 1 2 3 12

1 障害物センサを完全に無効化する設定は出来ないようにする。 3 5 1 1 3 15
2 立ち上げ中は立上げ員以外の走行エリア内への立ち入りは禁止する。 3 6 1 2 3 18

3 初期設定を間違うと暴走することを考慮し，安全な位置から動作を監視する。 3 4 1 2 1 12

4
後方のバンパのストロークを長くし，足元だけでなく胸部の高さにもバンパを
つける。

2 6 1 2 3 12

1
自動運転に移る際は，ボタン押し後，作業者が離れられるだけの停止時間を
設ける。

3 4 1 2 1 12

2 3D距離検出センサで検知して停止する。 1 5 1 1 3 5
1 手動操作の際にも車体近傍を障害物センサで監視する。 3 5 1 1 3 15

2 接触スイッチ，障害物検出レバーが足を検出できる高さになっている。 3 5 1 1 3 15
3 手動操作の際には低速で動作するので回避できる可能性がある。 3 4 1 2 1 12

1 手動操作の際にも車体近傍を障害物センサで監視する。 3 5 1 1 3 15
2 接触スイッチ，障害物検出レバーが足を検出できる高さになっている。 3 5 1 1 3 15
3 手動操作の際には低速で動作するので回避できる可能性がある。 3 4 1 2 1 12

1 手動操作の際にも車体近傍を障害物センサで監視する。 3 5 1 1 3 15
2 接触スイッチ，障害物検出レバーが足を検出できる高さになっている。 3 5 1 1 3 15

3 手動操作の際には低速で動作するので回避できる可能性がある。 3 4 1 2 1 12
1 手動操作の際にも車体近傍を障害物センサで監視する。 3 5 1 1 3 15

2 接触スイッチ，障害物検出レバーが足を検出できる高さになっている。 3 5 1 1 3 15
3 手動操作の際には低速で動作するので回避できる可能性がある。 3 4 1 2 1 12

1 手動操作の際にも車体近傍を障害物センサで監視する。 3 5 1 1 3 15
2 前方には接触スイッチ，後方にはバンパスイッチを取り付ける。 1 5 1 1 3 5

1
フォークはタッチパネルから操作する。タッチパネルはフォークと逆側にある

ため，覗き込む事はできない。
0

2 手動操作の際にも車体近傍を障害物センサで監視する。 3 5 1 1 3 15

危害の
酷さ

 S

リスク
点数 R

保護方策
組み合わ

せ時のR

段階 No. 危険源
リスク
点数 R

優先
順位

保護方策（メーカによる工学的手段）

パレットの置き方ずれており，フォークが挿入できず

に停止した。手動操作でフォーク挿入を試みた際に
足を踏まれる。

パレットの置き方ずれており，フォークを挿入したが
在荷検知が働かなかった。手動操作で荷の位置を
直そうとした際に足を踏まれる。

荷卸をしたが，在荷検知がOFFせず，フォークを引き
抜けなかった。手動操作で荷の位置を直そうとした

際に足を踏まれる。
路面の状況による振動で走行中に在荷検知がOFF

になった。手動操作で荷の位置を直そうとした際に
足を踏まれる。

パレットの置き方ずれており，フォークが挿入できず
に停止した。手動操作でフォーク挿入を試みた際に
パレットの置き方ずれており，フォークが挿入できず

に停止した。手動操作でフォーク挿入を試みた際
に，荷を覗き込んだらフォークと荷の間に挟まれる。

走行ドライバのアナログ指令値にノイズが乗った。定
格以上の速度で走行し，カーブを曲がりきれずコー

スから外れ，作業者に衝突する。

走行ドライバのエンコーダ信号にノイズが乗った。定

格以上の速度で走行し，カーブを曲がりきれずコー
スから外れ，作業者に衝突する。

電池切れにより停止した。急ブレーキがかかり，コー

スから外れ，作業者に衝突する。

経路設定の際に走行速度を誤って設定した。カーブ

を曲がりきれずコースから外れ，作業者に衝突す
る。

障害物センサが誤って無効化された。作業者を検出

できず衝突する。

人が通路内に侵入し，3D距離検出センサが反応し
て非常停止した。メンテ員が復旧作業を行ったが，

自動運転再開後に作業者に向かって動き出し，衝突

経路管理系(SLAM)のセンサが断線した。自己位置
が検出できずコースから外れ，作業者に衝突する。

バンパスイッチが接触不良になった。作業者を検出
できず衝突する。

操舵ドライバのアナログ指令値にノイズが乗った。
誤った操舵角でカーブを曲がってコースから外れ，

作業者に衝突する。

操舵ドライバのエンコーダ信号にノイズが乗った。
誤った操舵角でカーブを曲がってコースから外れ，
作業者に衝突する。

操舵時に走行のエンコーダケーブルが断線した。定

格以上の速度で走行し，カーブを曲がりきれずコー
操舵時に走行の動力線が地絡した。定格以上の速

度で走行し，カーブを曲がりきれずコースから外れ，

チョコ
停復旧

52
作業者がはねられる。
/機械的危険源

18 5

チョコ

停復旧
中

53
作業者が押しつぶされる。

/機械的危険源
18 ---

チョコ
停復旧

中

50
作業者がはねられる。
/機械的危険源

18 9

チョコ

停復旧
中

51
作業者がはねられる。

/機械的危険源
18 9

チョコ

停復旧
中

48
作業者がはねられる。

/機械的危険源
18 9

チョコ
停復旧
中

49
作業者がはねられる。
/機械的危険源

18 9

チョコ
停復旧

中

47
作業者がはねられる。
/機械的危険源

18 3

立上げ

中
41

作業者がはねられる。

/機械的危険源
18 6

自動

運転中
38

作業者がはねられる。

/機械的危険源
14 6

立上げ
中

40
作業者がはねられる。
/機械的危険源

18 6

自動
運転中

36
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 6

自動

運転中
37

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 6

自動

運転中
34

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 6

自動

運転中
35

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21 6

自動
運転中

32
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 6

自動
運転中

33
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 6

自動
運転中

30
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 6

自動
運転中

31
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 6

自動

運転中
28 6

自動
運転中

29 6

経路管理系(SLAM)と車体制御系の間でイーサネッ

トが断線した。行き先を指示することができず暴走す
る。

経路管理系(SLAM)と障害物検知系の間でイーサ
ネットが断線した。作業者を検出できず衝突する。

自動
運転中

26
作業者がはねられる。
/機械的危険源

21 5

作業者がはねられる。
/機械的危険源

21

作業者がはねられる。

/機械的危険源
21

コンパクトフラッシュが故障した。ロボットが起動時に
暴走する。

初期リスク分析結果 リスク低減 再リスク見積
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           表 5.1.1-9 ブレーキのリスクアセスメント  

 

 

 リスクアセスメントは第１コンソシアム／コンセプト検証 WG で審議いただいた。主な指

摘内容を表 5.1.1-10 に示す。  

 

       表 5.1.1-10 リスクアセスメントの主な指摘事項  

No. コメント  対応  

1 想定される利用条件が明確  

（どこで、どういう状況で使用されるのか（屋内とか）、作

業者は教育された人だけなのか等） 

安全仕様書に追記  

2 危険の程度が「軽度」と「重度」の 2 種類しかなく、そ

れぞれが具体的にどれくらいのレベルなのかが不明。

また許容できるリスクがどれくらいなのかが不明。 

当初、RA は機械工業会の指針で実施した。

NEDO プロのフォーマットで再実施。 

3 リスク評価のために使用しているリスクグラフと、制御に

よる要求 PL の算出のためのリスクグラフを混同。 

 

4 低速にすることで危険の程度が重度から軽度になって

いるが、押しつぶしによる危険の程度は変わらない。 

⇒変わるのは、回避の可能性と危険事象の発生確立  

速度を下げ運動エネルギーを下げ危険の程

度を下げる。 

ウレタンバンパのクッションで被害低減。 

5 危険状態・危険事象に対応する方策に矛盾。 設計段階で潰す問題や，検討したが実際に

はリスクではなかった事項も入っている 

6 高速で走行中に、機械ブレーキによる非常停止を

かけた場合、その制動距離 4m 未満で飛び出された

場合の安全性。 

高速度で走行するのは人と接触リスクの少

ない限定した領域。検出できない所は安全

柵や踏み切り等の地上設備で実施。（プロジ

ェクト範囲外） 

7 

 

 

ソフトウエアが安全関連系に含まれている。これらの方

策を実現するためには、”判断”を行っていると思われ

る PC の信頼性保証が必要。 

３Ｄ障害物検知は通常制御系とする。 

安全系の範囲，ソフトウエアの介在の有無を

明確する 

8 チョコ停の際の復旧が も人身事故につながりやすい

。チョコ停の要因を洗い出す必要がある。 

 

9 ブレーキが故障した場合をリスクアセスメントの項目に

含んでいない。ブレーキもバネやワイヤーの断裂などに

より故障する可能性がある。 

ブレーキだけに着目した RA を別途実施する

。 

 

危害の発生確率 Ph

頻度 F 確率 Ps 回避 A

自動

運転中
1

作業者がはねられる。

/機械的危険源

バネの一部が折損し，ブレーキトルクが低下する。非

常停止の際に制動距離が延び，作業者と衝突する。

走行路付近

走行中

周辺の作

業者
1 5 1 1 3 5

バネが複数存在するので，

ブレーキトルクは低下する

が衝突までに大幅に減速で

きる。

危害の

酷さ S
No. 備考段階 対象者危険区域危険状態/危険事象危険源

リスク

点数 R
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 後に図 5.1.1-6 にリスクアセスメントでフォーカスしている生活支援ロボットと機械工

業会のガイドラインの主要な相違点を示す。障害の酷さの細分化と危険に晒される頻度が

細分化され重症に至る前の軽症段階のリスクまでをフォーカスしていることが読み取れる。 

 

 

 

       図 5.1.1-6 リスクアセスメントガイドラインの相違点  
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5.2 本体設計 

5.2.1 設計コンセプト  

(1) コンセプト 

 フォーク型ロボットのベースモデルは T11 パレット搬送を行う有人運転リーチ形フォー

クリフトを自動化したもので、走行モーター、走行モーター駆動インバータ、フォークを駆

動する油圧ポンプ、バッテリーは有人運転のフォークリフトからの転用している。自動化す

る際に２次元レーザー距離計を使用した自己位置推定の制御装置、電動ブレーキ、その他の

安全装置を装備し自動化した無人搬送車である。  

 ベースとなった無人搬送車は２次元レーザー距離系で周囲の構造物との距離測定結果と

電子地図の照合により自己位置を推定する、いわゆる SLAM(Simultaneous Localization 

and Mapping)技術を使用している。SLAM 技術で障害物を認識することも一般的には行わ

れているが、フォークリフトで荷物の搬送を行った場合、搬送した荷物の移動により地図デ

ータが更新され、これが 20～30 台の多大数運用になった場合に、他の搬送車が搬送した結

果による周囲状況の変化が大きく地図照合の信頼性が低下するため、自己位置推定の２次元

距離計は歩行者と荷物よりも高い位置に設置する。このため自己位置推定の計測データを対

人の障害物回避には使えない。  

 リスクアセスメントの結果、本体に装備する安全装置を決定した。通常の後進走行動作に

対しては３次元位置認識による障害物の検知で対応する。無人搬送車の車体の上面に設置す

るため、同装置では図 5.2.1-1 に示すように車体の陰になる死角が存在する。また３次元位

置認識の制御系に工業用 PC コントローラを使用する関係で安全系よりも信頼度の低い安全

サポートとする。このため３次元位置認識の死角での安全の担保のため IEC61508 の安全規

格で規定した SIL(Safety Integrity Level) 認証を受けた障害物センサーと併用する。３次

元位置認識では空間を面として障害物を検知し、安全系の障害物センサーでは空間の特定高

さにおける障害物を線として検出する。  

 バンパーやサイドバンパーは通常でも装備する。これらの装備する安全装置を、装置の配

置や数量追加、形状変更で対応する。  
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表 5.2.1-1 実施マトリックス  

 

   

 

 また制御に複数の制御装置を使用するために、制御装置の自己診断と相互の生存確認も行

うことで通常制御系の制御装置は単体としては検知できない危険側故障を複数のいずれか

で検知し装置停止させる。  

 

 
図 5.2.1-1 ３次元位置認識装置の走査範囲  

 

1 2 3 4 5 6 7 8

区　分 実現手段
制御系の
区分

後面 △
側面 △
前面下部（アウトリガー先端） △ バンパースイッチ
前面下部（アウトリガー下部） ○ 排障機能＋接触検知スイッチ
後面上部 ○ △
後面下部 ○ △
側面上部 ○ △
側面下部 ○ △
前方 ○ ○ ○
後方 ○ ○ ○
側方 ○ ○ ○
前方 △
後方 ○ △
側方 △ △
前方 ○ ○
後方 ○ ○
側方 ○ ○

警告音 △ メロディー
動作の音声ガイダンス △ 音声合成
動作モードの表示 △ パトライト
動作方向の表示 △ ウインカ（表示灯）
安全策の開検知 歩行者横断部 △ 柵の開検知＋無線
安全策のロック 歩行者横断部 △ 柵区間の閉塞区間通過中の電磁ロック

SLAM 脱線検知 △
周期データ更新 △
リンケージ異常 △

ウオッチドックタイマ タイムアウト △

【凡例】
○ 本PJで実施する事項
△ 製品として機能は既に存在する。 本PJでの追加の安全策は実施しない事項

通常制御系

通常制御系

安全系

通常制御系

安全サポート系

通常制御系

安全サポート系

通常制御系

レーザ距離計 ＋ データ処理
走行路近傍の地図にない障害物検知

３D距離検出
レーザ距離計 北陽 UTM-30LX
 ＋ ３D揺動機構 ＋ データ処理

地上設備

通常制御
系の処理

CPU間通信

非常停止押しボタン
車体後面×２ヶ所、車体側面×２ヶ所

接触スイッチ ウレタンパンパ＋テープスイッチ

テープスイッチ

障害物センサ
セーフティレーザスキャナ
前方 ： SICK S300 mini Remote x2
後方 ： SICK S3000 x1

作
業
者
に
警
告
，
警
報
を
与
え
る

作
業
者
に
よ
る
停
止

制
御
の
破
綻
，
制
御
の
故
障
を
検
知

項　目

車体装備

非常停止ボタン

SLAM

車
体
に
接
触
し
た
こ
と
を
検
知

固
定
距
離
で
検
知

走
行
速
度
・
進
行
方
向
に
応
じ
た
検
知

特
定
方
向
で
の
死
角
を
減
ら
す

作
業
者
と
搬
送
車
の
分
離
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 床面に倒れている人の検出に関しては、4.2 節にも示した規格で求めている検出の床上高

は 200mm よりも上方にある障害物の検出が求められる。日本建築学会標準仕様書(JASS5)

によれば、コンクリートの精度は 3m につき 7mm 以下の凹凸とする。この凹凸とセンサー

の精度を考慮すると，20m 先では±57mm の高さの検出誤差が発生しうる。このため、固定

の角度範囲で閾値を設ける床レベルと障害物の判別では地面から 120mm 以下の高さにある

ものは床と区別できない。また無人搬送車はスロープになった床面での運用も想定される。

一方、人間の頭幅は 160mm 程度であるので，20m 先の倒れている人を検出するためには、

３次元位置認識の床面認識は距離データの連続性に着目し、水平の床だけでなく、傾斜のつ

いたスロープでも判別するアルゴリズムで床レベルを同定し、床レベルからの偏差で障害物

を判別する。天井に関しても同様に車体よりも上側は天井として排除する。  

 

             図 5.2.1-2 床上物体の認識  

 

        

       図 5.2.1-3 3D 位置検出センサーが１個の場合の検知範囲  

 

 図 5.2.1-1 は３D 位置検出センサーを３個使用した場合の検出範囲を示している。中央に

１つだけ配置した場合には図 5.2.1-3 に示すように車体側面の不感領域は大きくなり、取り

付け高さに不感領域の大きさが依存する。この場合は側面検出よりも車体後方の進行方向の

検出を専ら行うことになる。  
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 ３次元位置認識装置のデータの扱いは、３次元位置認識装置では静止物体、移動物体に関

係なく、距離データの集合体として検出し、それが人であるか、物であるかは区別がつかな

い。一方、自己位置推定の誘導制御では地図情報を持っており、誘導制御側では地図上に登

録された物体かどうかは、３次元位置認識のデータと、誘導制御の車体の方向を考慮した地

図データの矩形領域を選択し、選択された領域と３次元位置認識データを２次元に高さ方向

で圧縮したデータとを照合することで、地図上に登録されたものかを判別することができる

。地図に登録されたものと見なされれば障害物として扱わない。地図に無いものであれば障

害物と見なし減速なり停止の処理を行う。この照合の処理は３次元位置認識装置ではなく、

車体の誘導制御の側で行う。３次元位置認識装置が完全な独立装置として対人安全の処理を

行うのではなく、通常の制御系とのソフトウエア上の制御連携が必要なことも、これが安全

サポート系となる一因である。３次元位置認識のデータの関連性を図 5.2.1-4 に示す。  

 

 

 

            図 5.2.1-4 ３次元位置認識装置のデータ  
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(2) 安全設計の原則  

 走行中、移載中の安全設計についての原則を表 5.2.1-2、表 5.2.1-3 に示す。この設計原則

に従い開発を行った。  

 

表 5.2.1-2 走行中の対人安全  

状況  状況に対する安全策  

(1) 後 進 走 行 中 の 後 方

に対 する障 害 物 検 知

と減速・停止  

後進走行中は車体の後面の車体投影面積内に障害物を検出した場合、障

害物を回避できる距離で減速し、障害物と衝突することが予想される場合は

、その手前で停止する。減速を始める障害物との距離は走行モーターで減

速する減速度と走行速度に依存する。 

(2) 後 進 走 行 中 の 後 方

に 対 す る 障 害 検 知 と

非常停止  

後進走行中は，車体の後面の車体投影面積内に障害検知した場合は、障

害を回避できる距離で減速する。既に衝突回避のための減速を開始する距

離の余裕がない距離で障害物を検出した場合には、障害物を検出した時点

で機械ブレーキにより非常停止をする。 

(3) 後 進 走 行 中 の 車 体

側 面 に対 する障 害 検

知と減速・停止  

(a) 車体の後方での軌道側面  

後方走行中の車体投影面積よりも広い範囲で障害物の検知を行い、自己

位置推定の地図に登録されていない物体が走行軌道の近傍に検出した場

合は車体後面の障害物検知と同様に、衝突を回避できる距離で減速し、

その手前で停止する。 

(b) 旋回中の車体側面  

小旋回半径、あるいは 小旋回半径の近傍で低速で旋回中に車体側

面近傍で障害を検出した場合は減速停止する。 車体近傍の走行軌道近

辺で、旋回中に軌道に立ち入っている人を巻き込むことを想定し、減速停

止する。 

(4) 前 進 走 行 中 の 前 方

に 対 す る 障 害 検 知 と

減速・停止  

前進走行中は車体前面の車体投影面積内に障害物を検出した場合、障害

物を回避できる距離で減速し、障害物と衝突することが予想される場合は、

その手前で停止する。 減速を始める障害物との距離は走行モーターで減

速する減速度と走行速度に依存する。 

前進は車体姿勢の制御安定性が後進方向よりも劣り，３D 位置認識による

障害検知の範囲も限定されるため、減速度による減速距離以外に、センサ

ー類の検出できる範囲で減速距離が決ることがある 

(5) 前 進 走 行 中 の 車 体

側 面 で の 障 害 検 知 と

減速・停止  

小旋回半径，あるいは 小旋回半径の近傍で低速で旋回中に車体側面

近傍で障害を検出した場合は減速停止する。 車体近傍の走行軌道近辺

で、旋回中に軌道に立ち入っている人を巻き込むことを想定し、減速停止す

る。 
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表 5.2.1-3 移載中の対人安全  

状況  状況に対する安全策  

(1)車体前面  移載中は車体の車体前部で障害物を検出した場合，移載シーケンスを中断

し、障害要因が排除された前に移載シーケンスを再開する。  

車体前面は移載シーケンスの途中でフォークや積載物の陰になるシーケンス

が存在する。センサーの視界が陰らないシーケンスだけセンサーによる監視

を有効にする。 

(2)車体側面  移載中は車体側面で障害物を検出した場合、移載シーケンスを中断し、障

害要因が排除された後に移載シーケンスを再開する。 

車体側面は車体側面に設けた距離センサーと３D 位置認識センサーを併用

しても死角をなくすることに限界がある。検出可能な範囲で行う。 

 

 走行中、移載中の両方で３D 位置認識センサーを使用するためには複数個の設置が必須

となり、安全系と安全サポート系の分担範囲を見直し、安全系で行う範囲を拡大し、安全

サポート系は専ら進行方向での監視を行うこととした。  
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5.2.2 機構シミュレーション  

 本プロジェクトのフォーク型ロボットは運搬能力の向上策として、従来の製品で実用化して

いる走行速度 80m/分を 180m/分まで従来比 2.3 倍と大幅に速度を上げている。フォーク型ロボ

ットの設計検討として誘導制御の位置制御系が安定動作するかの事前評価を実施した。シミュ

レーションは MATLAB で行う。  

 AGV モデルは重心周りの遠心力と舵の操舵による操舵輪と従動輪の操舵角に対する滑り角

で発生するコーナリングフォースの釣合い、走行の慣性力、モーメントバランスの運動方程式

でモデリングする 2) 。自己位置推定の自車の位置と誘導の仮想目標点を設定し、応答を評価す

る。  

 

             

 

             図 5.2.2-1 制御モデル  

 

図 5.2.2-2 にシミュレーションモデルのモデルを示す。このモデルは本プロジェクトのフォ

ーク型ロボットに限定せず、他の無人搬送車製品でも使用しているモデルを流用し、自己位

置推定による操舵評価を追加している。  
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             図 5.2.2-2 シミュレーションモデル  

 

 図 5.2.2-3 に評価項目を示す。評価としては操舵の指令が変化したときの収束時間と位置

のオーバーシュートで評価する。  

 

  
              図 5.2.2-3 評価項目  

 



Ⅲ-3-2-37

    

           図 5.2.2-4 制御の収束  

 

   

            図 5.2.2-5 オーバーシュート  

 

 走行の軌道の指令値に外乱となるステップ状の指令変化を与えたときの位置制御系の応答

は、車体の進行方向と直交する方向の位置の収束で評価する。結果は図 5.2.2-4、5.2.2-5 に

示す。従来製品化している機種に比較し、後進では約１m 目標点を車体よりも遠方に移動し
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、制御ゲインを調整することで高速走行でも制御が安定する。前進方向では反進行方向の操

舵のため制御は非対称となり、同一速度に対し安定性が大幅に低下する。制御の安定する条

件は従来よりも範囲が狭くなり、調整時に適切な制御パラメータを設定していない、制御が

発散し事故を起こすリスクが高くなる。前進方向（移載するときの方向）では低速走行しか

行わないため問題にはならない。収束時間は目標位置を遠方にずらすことで収束時間がなが

くなるが、これは目標点までの移動時間を含むため、移動時間を相殺した収束時間はほぼ一

定になり運用上の問題は生じない。  

 非量産の産業機器の生産では、調整ミスによる事故リスクを低減するために、低速運転で

調整し、不安定な現象が発生した場合、早期にそれを見つけ出し対策することが調整段階で

重要になる。またこれらのシミュレーションによる特性推定と試作評価での試験データは試

験調整員に対する教育データとして整備することが高速化には必須となる。  

 この結果は従来から知られていた経験則とも一致しする。またこのシミュレーションは前

進と後進の制御特性の差を示しているが、本来、高速搬送を行うためには高速走行は欠かせ

ない要素であるが、制御が安定している後進方向で目的位置まで走行し、切返しの方向転換

を行った後に前進方向で積み下ろし作業を行うのは、搬送能力としては非常に無駄が多い。

目指すべき姿としては、荷を持ったフォークのある前進方向で高速にかつ安全に走行できる

のが目指すべきフォークリフトの姿となる。  

 本シミュレーションは走行制御の安定性についてであるが、実際の運用においては車体や

荷の振動も重要な要素で、これは床面の平坦度や状態に大きく依存する。これについてはシ

ミュレーションではなく実機で確認し、シミュレーションは行わない。  

 

 

5.2.3 運用シミュレーション  

 運用シミュレーションはフォーク型ロボットを安全性向上のため，AGV と歩行者がすれ違

うときに歩行者が危険を感じない程度の速度まで減速することで，搬送能力にどの程度影響

するかをシミュレーションで検証する。無人搬送車の走行速度を大幅に速度アップしても衝

突回避のために 高速度で走ることができず、 高速度と平均速度の乖離が大きくなったシ

ステムでは 高速度を上げるメリットが活かせないために事前検証を行う。シミュレーショ

ンソフトは AutoMod（Applied Materials 社）を使用した。AutoMod は工場の搬送システム

や配送センターなどの物流システムをモデリングし、動作状況などの定量評価を行う 3D 物

流シミュレーションソフトウエアで、物流機器メーカーで広く使われている。  

 軌道を走行する AGV と AGV の軌道と並行する通路を歩行、あるいは AGV 通路を横断す

る箇所を複数個所設け、歩行者の有無での搬送能力を比較する。搬送能力シミュレーション

はレイアウトとジョブの発生頻度に依存する案件対応のシミュレーションで一般化は困難で

あるが、傾向を把握する一助になる。AGV の走行経路 136m に対し、歩行者の通行する経路

を 36m（AGV 走行路の 22％）、横断箇所を５箇所として計算した。減速は、従来より安全
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といわれている歩行者と同程度の 60m/分まで減速する。交差点では人がいる場合には停止

し、歩行者の横断後に AGV は走行を再開する。歩行者と AGV の優先順位は対等とし、先に

交差点に進入した方が優先する。  

 

 
図 5.2.3-1 運用シミュレーションに使用した物流センターモデル  

 

 8 台の AGV 運行では各 AGV の特性値の平均値で比較すると、歩行者接近時の減速制御を

することで迎車時間，搬送時間が若干増加する。AGV の平均速度は 1.1％低下する。マクロ

的な搬送能力は AGV の速度にほぼ比例するので，速度から類推すると能力の低下は１％程

度で大勢には影響ない。元々，5 分に１回しか歩行者との接近が発生しないシステムでは，

安全のために歩行者の横を通過するときに走行速度を一時的に下げる処理をいれても，能力

の低下は僅かである。本モデルでの安定時間は１時間程度である。表 5.2.3-1 に 5 時間運転

の運用シミュレーションの結果のサマリーを示す。  
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表 5.2.3-1 運用シミュレーション結果  

 

 

 評価指標として、荷を搬送している Delivering、荷を積むために荷のあるステーションに

走行する Retrieve、ジョブの割り当てがなく停車している Parking の時間比率、回数、平均

の移動時間を示し、歩行者近傍での減速の有無を比較した。  
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5.3 安全サポート系の設計  

5.3.1 安全サポート系の機能の概要  

(1) 安全サポート系と安全系のセンサー 

 フォーク型物流支援ロボットが自動で走行するために、安全に関するセンサーとして安全

サポート系センサーと安全系のセンサーを利用した。安全サポート系のセンサーは、フォー

ク型物流支援ロボットが効率良く走行するように、通路上の遠くにある障害物を発見して、

経路を変更、あるいは速度を減速されるように利用する。これに対して、安全系のセンサー

は、フォーク型物流支援ロボットが障害物に接触する前に非常停止させる非接触の検出デバ

イスとして使用する。  

 安全サポート系センサーと安全系のセンサーは両方の機能を合わせて、自動走行する物流

支援ロボットの効率を向上させる走行を実現するようにするものである。この章では、その

うちの安全サポート系センサーの設計について述べる。  

 安全サポート系センサーと安全系センサーの両方の機能により自動走行は効率化される

が、センサーのコスト低減のため、また、走行の効率を向上するため、センサー単体のコス

トの低減とセンサーの応答の高速化が求められる。本開発においてもセンサー単体のコスト

低減と応答の高速化を課題として開発を進めた。  

 

(2) 安全サポート系センサーの機能  

 フォーク型物流支援ロボットに使用する安全サポート系のセンサーとして、３次元障害物

検出装置を開発した。３次元障害物検出装置はフォーク型ロボットに取り付け、走行通路上

およびその近傍に３次元的に障害物を検出し、フォーク型ロボットの走行をサポートする。

従来より市販されているレーザースキャナは、レーザー光をスキャンするスキャン面（距離

を測定する測定面）が２次元の平面に限定されているため、レーザースキャナ単体をファー

ク型物流ロボットに取付けて使用する場合には、床面から一定の高さの平面内だけの障害物

検出装置として使用する。一方、本プロジェクトで開発した３次元障害物検出装置は、フォ

ーク型ロボットの通路を３次元的に測定し、その３次元内に存在する障害物を検出する。３

次元センサーを利用すると、通路内に手だけをだした場合のような２次元だけの障害物検出

では不十分な検出も可能になる。このため、人と自動走行装置が共存するような様々なパタ

ーンで障害物が置かれる、または、通路上に移動するような環境の生活支援を実践する場で

安全サポート系のセンサーとして、使用することが可能になる。  

 

 

5.3.2 自動走行に利用するセンサーの比較  

(1) レーザーセンサーと画像処理センサーの比較  

  レーザーセンサーと画像処理センサー、および他の方式のセンサーを比較し表 5-3-1 に

まとめた。自動走行システムでは、その性能とコストからレーザー距離センサーを使う方式
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とカメラを利用する画像センサーが主要な方式である。それ以外に、自動走行するルートを

判別する方式として、電波やロボット本体の動きを利用するものがある。しかしながら、電

波やロボット本体の動きを利用するものは、大学等の研究機関では研究が継続されているが

、生活の場や物流のような様々な動作が存在する中では、実用化には遠い。  

 表 5.3.2-1 ではレーザーセンサーとカメラを比較している。レーザーセンサーは、数 10ｍ

の距離測定のレンジを持ち、その距離の中で数ｃｍの位置精度を達成することが可能である

。カメラの場合は、位置精度は 10 数ｃｍ程度に限られ、また立体視する原理から、遠くに

あればあるほど、位置精度が劣化する。また、走行路上の照明が変化すると、位置の測定が

困難になる場合が多い。  

 一方、レーザーセンサーは、位置精度が高く、照明の変化に強いという利点がある。ただ

し、現状ではレーザーセンサーのコストが高いという課題がある。今後の技術改良や、レー

ザーセンサー単体のコストを低減するだけでなく、レーザーセンサーを利用したシステム全

体の運用コストを低減するなどして、レーザーセンサーを利用したシステムのコスト低減を

図ることが重要である。  

 

表 5.3.2-1 レーザーセンサーと各種センサーの比較  

 
 

(2) 自動走行用３次元センサー 

 これまで、大学などのアカデミックな分野や市場の製品において発表されているレーザー

スキャナ（レーザーセンサーのこと。この後は、本開発で使用するレーザーセンサーのスキ

ャンの方式から、レーザースキャナという言葉を用いる。）を使用した３次元センサーの

仕様を比較する。  

 表 5.3.2-2 に３種類の３次元センサーを比較した。自動走行用のロボットに使用するため

に、センサーに要求される仕様には、小型、軽量で、バッテリーで動作することにより、移



Ⅲ-3-2-43

動体で使用することが可能であること、また、高速で障害物を検出することにより、高速で

ロボットが走行可能とすること、さらに、３次元の計測の精度が高いことが挙げられる。  

 現状では、自動走行用のロボットに搭載して動作可能で、高速に３次元の計測が可能なタ

イプは２リンク搖動方式と１リンク搖動方式である。測量用に使用されている３次元のレー

ザーセンサーは、長距離の３次元測定が可能で精度も高い。しかし、表 5-3-2 に示す測量用

の３次元センサーは、１回の３次元スキャンを完了するのに 1,700 秒という長時間がかかる

とともに、移動体への取り付けする場合には、測定精度が保障されない。このため、本開発

では、２リンク搖動式、および１リンク搖動式のセンサーを開発して、フォーク型物流支援

ロボットに搭載することとした。  

 

表 5.3.2-2 ３次元センサーの仕様比較  

 

 

No. 項目

1 センサ方式 ２リンク揺動機構 １リンク揺動機構 測量用３次元センサ

2 外観

3 製作元・提供元 日立産機システム 日立産機システム リーグルジャパン

4 寸法
H363mm × W285mm
× D239mm

H263mm × W102mm
× D250mm

H308+アンテナ長mm
× W200mm × D200mm

5 用途  走行ロボット用３次元センサ  走行ロボット用３次元センサ 測量用３次元センサ

6 測定範囲
H2.0m × W1.2m
× D20m

H2.0m × W1.2m
× D20m

測定長：1200m
　　　　　（100kHz測定時）
水平レンジ：360°
垂直レンジ：100°

7 測定精度 100mm 100mm 8ｍｍ

8
測定周期
（水平スキャン）

14400°/sec 14400°/sec 最大60°/SEC

9
測定周期
（３次元）

500msec/測定 200msec/測定 1700秒/測定

10
移動体への
取り付け

精度：移動体で確保
電源：バッテリ

精度：移動体で確保
電源：バッテリ

精度：床面固定が必要
電源：バッテリ可能

方式
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5.3.3 安全サポート系センサーの開発目標仕様  

(1) 安全サポート系センサーの利用方法  

 安全サポート系センサーは、自動で走行するフォーク型物流支援ロボットに搭載され、走

行通路上の障害物を検出して、自動走行に必要なデータをロボットの制御装置に提供する。 

 この利用方法を満足させるために、以下に示すような開発の目標仕様を定めた。  

 

(2) 安全サポート系センサーの開発目標仕様  

 フォーク型物流支援ロボットの安全サポート系センサーとして利用するために、障害物の

検出範囲、測定精度、フォーク型ロボットの 大走行速度に適用するための障害物検出性能

を目的として開発目標機能を設定した。表 5-3-3 にその仕様を示す。  

 ２リンク搖動機構では、X 軸周りにレーザースキャナを搖動させる機構となる（図 5-3-2

参照）。この方式では、レーザースキャナの搖動の中央点付近でレーザースキャナが床面に

水平になる位置がある。このレーザースキャナが水平になる位置では、レーザースキャナが

計測するデータを２次元の平面内で２次元の地図とマッチングさせられるため、フォーク型

ロボットが２次元内（たとえば、部屋の平面図の中）で現在どの位置にいるかを推定するこ

とが可能となる。このような特長を利用するため、表 5.3.3-1 に示す２リンク搖動機構を持

つ３次元センサーの開発を実施した。  

 ここで、寸法は走行するロボットにとって小型であることが有利なため、なるべく小さい

ほうが良い。また寸法を小さくすることにより重量を低減することができる。  

 測定範囲は、フォーク型物流支援ロボットが高速で走行する場合は、遠くにある障害物を

検出して速度を低下させ、低速で走行する場合には、近くの障害物に反応するようにする。

ロボットの応答性と速度を考慮し、測定長を 大で 20ｍとした、  

 障害物検出の条件によっては、 大の測定長 20ｍで障害物を検知できるか、性能を確認

することとする。測定精度は、走行の精度と人や物流の現場にある物品を検出できる 100ｍ

ｍの精度を目標とした。  

 測定時間は、１秒間にロボット周辺全体の認識を更新する仕様とした。移動式でロボット

に搭載され走行する条件で３次元の計測ができるものとした。  
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表 5.3.3-1 ３次元センサーの開発目標仕様  

 

 

(3) ２次元の平面を計測するレーザースキャナの揺動について 

 今回の開発では、２次元の平面をレーザー光でスキャンするレーザースキャナを揺動させ

、３次元的に測長することによって、３次元の障害物検知センサーとする。レーザースキャ

ナをどのように揺動させるかを図 5.3.3-1 に図示した。ロボットが走行する平面をｘ－ｙ平

面、高さ方向を Z 軸とするとき、図 5.3.3-1 のようにレーザースキャナの方向を合わせると

ｘ軸まわりにレーザーセンサーを揺動させる方式とした。これは、モーターの回転でなくべ

く広い範囲の立体の測定をしようとした場合に、このような構成となった。  

 サーボモーターを利用して、レーザースキャナの位置をリアルタイムで検出しつつ、リ

アルタイムで３次元測定をする。  

No. 項目 方式

1 センサ方式 ２リンク揺動機構

2 外観

4 寸法 H363mm × W285mm × D239mm

5 用途 フォーク型物流ロボット用３次元センサ

6 測定範囲 H2.0m × W1.2m × D20m

7 測定精度 100mm

8
測定周期
（水平スキャン）

14400°/sec　（25msec/スキャン）

9
測定周期
（３次元）

500msec/測定（１秒間に２回測定）

10
フォーク型
ロボット走行速度

最大　175m/分

11 停止指令出力位置 フォーク型ロボットより指定可能とする

12
移動体への
取り付け

精度：移動体で確保
電源：バッテリ
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図 5.3.3-1 ２リンク搖動機構の回転軸  

 

 

5.3.4 安全サポート系の構成  

 図 5.3.4-1 に開発した安全サポート系の構成図を示す。この図には、どのような部品をどの

ように組み合わせて３次元測定器としたかを示している。  

 安全サポート系はフォーク型物流支援ロボットの制御装置とイーサネット、入出力信号線

（I/O ケーブル）により接続される。安全サポート系を提供するメーカーとフォーク型ロボッ

トを製造するメーカーが異なる場合は、安全サポート系を製造するメーカーから、ここに示す

接続方式を提示して、フォーク型物流支援ロボットを製造するメーカーとインターフェースを

調整する必要がある。今回は、日立産機システムが製作する３次元センサーと日立製作所が製

作するフォーク型物流支援ロボットを両メーカーの製作する装置の仕様に合わせて両者が対応

するインターフェースを決めた。このインターフェースの基本は、他社のメーカーと接続する

場合でもその原理は共通で利用できる方式である。  

 安全サポート系は、図 5-3-2 の右側に点線で示される範囲の部品から構成される。２次元の

レーザースキャナを使用し、これを X 軸周りに揺動させて、レーザー光を３次元的にスキャン

し、３次元の距離測定を行う。フォーク型物流支援ロボットが走行する通路上に障害物があれ

ばそれを検出する。  
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    フォーク型ロボット          安全サポート系  

 

図 5.3.4-1 安全サポート系の構成  

 

 図で示すように、ｘ軸周りにモーターでレーザースキャナを回転させる、ピッチ回転動作を

する。この動作により、３次元的に周囲の環境への距離を測定し、その距離データを元にして

、ソフトウエアによって、３次元の空間内に障害物が存在すること、および、３次元空間のマ

ップを作成することが可能となる。そのソフトウエアを今回開発し、図の Box PC 内で動作さ

せる。  

 図 5.3.4-2 に完成した安全サポート系センサーの外観を示す。また、図 5.3.4-3 に安全サポー

ト系センサーをフォーク型物流支援ロボットに取り付けた状態を示す。安全サポート系センサ

ーは、フォーク型物流支援ロボットが走行中に走行路上の障害物をリアルタイムで検出して、

フォーク型物流支援ロボットの走行制御装置にリアルタイムで情報を提供する。このため、３

次元の座標変換の計算の高速化が必要となる。  
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図 5.3.4-2 安全サポート系の外観     図 5.3.4-3 安全サポート系の取り付け  

 

 

図 5.3.4-4 にフォーク型物流支援ロボットのシステム全体の要素をまとめる。  

フォーク型物流支援ロボットは、その前方にあらかじめ計画されて走行する通路を持つ。遠

方では、通路上に人などの障害物を検出した場合は、安全サポート系センサーから徐行の指令

をロボット用の制御装置に送信する。障害物がさらに遠方にある場合は、徐行信号を出さない

。  

ロボットの近傍では、障害物の検出範囲を通路に対して広げ、通路上ではなく通路の近くに

障害物があればこの場合も徐行信号を送信する。ロボットの近傍でかつ、走行路上に障害物が

あれば、安全サポート系センサーからロボットのコントローラに停止信号を送信する。  

 一方、安全系センサーは、より接近した障害物を検出して車体を非常停止する機能を構成

するために利用する。  
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図 5.3.4-4 安全サポート系を使用するフォーク型物流支援ロボット  

 

 

 

 

表 5.3.4-1 安全サポート系センサーと安全系センサーの役割分担  

 

 

 表 5.3.4-1 には、安全サポート系センサーと安全系センサーの利用目的、提供するデータ

の種類、出力信号の種類でその役割文体を整理した。安全サポート系センサーは、走行経路生

成、減速停止のデータ生成に用いるが非常停止のためんは安全系センサーを使用する。  

分類 内容 安全サポート系センサ 安全系センサ

走行経路生成 ○ -

減速・停止データ生成 ○ -

非常停止 － ○

障害物の有無 ○ ○

３次元空間内の位置 ○ -

３次元空間内の地図 ○ -

位置データ ○ -

減速信号（高速走行時） ○ -

減速信号（低速走行時） ○ -

停止信号 ○ -

非常停止信号 － ○

センサの利用目的

提供するデータ

出力信号
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安全サポート系センサーの提供するデータは、障害物の有無を伝えることが主目的であるが

、その構成上、３次元空間内のどこにセンサーが位置するか、また３次元空間の地図データを

提供することが可能である。  

出力する信号には、位置データ、高速走行時の減速信号、低速走行時の減速信号、停止信号

がある。  

 

 

5.3.5 安全サポート系のハードウエア  

 この節では、安全サポート系センサーで利用しているハードウエアの仕様について述べる。  

 

 

 

 

          図 5.3.5-1 レーザースキャナの外観、寸法  

 

 

  

レーザースキャナ外観  
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表 5.3.5-1 レーザースキャナの仕様  

      

 

(1) レーザースキャナ 

①  レーザースキャナの原理  

 レーザースキャナの外観を図 5.3.5-1 に示す。また、レーザースキャナの仕様を表 5-3-5

に示す。安全サポート系は、レーザースキャナが重要な構成要素であり、安全サポート

系センサーの主要な仕様は、レーザースキャナの仕様が根底にあって決まっている。  
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           図 5.3.5-1 レーザースキャナの測定点  

 

  以下にレーザースキャナの原理と３次元の測長方法について示す。  

 図 5-3-7 にレーザースキャナの測定点と測定する面の原理図を示す。ここで使用した

レーザースキャナは、スキャン面に 1,024 個の測定点があり、測定点は 270°の範囲に

なり、後方方向の 90°は測定しない範囲になっている。これらの測定点を１回スキャ

ンするのに 25ms の時間を要する。  

 このレーザースキャナを３次元の測定に用いる原理を図 5.3.5-2 に示す。  

 この図は、３次元センサーが廊下状の通路を走行している様子を示す。レーザースキ

ャナを揺動させることにより、この図のスキャナ面がピッチ回転して上下動する。この

際に、３次元センサーは、廊下とレーザー光が交わる３次元位置測定点までの距離デー

タを測定する。この距離データとレーザースキャナの姿勢データから、座標計算を行い

、廊下の３次元形状を計測する。計測されたデータは、廊下の壁と床面状にある測定点

のポイントデータの集合体となる。すなわち、廊下の形状は、３次元的に測定された細

かいピッチのポイントのデータからなる。  

 廊下に円柱状の障害物があれば、円柱の表面がスキャナ面と交差した点の測長データ

が取得され、廊下の空間内に、円柱状の障害物があることがわかる。  



Ⅲ-3-2-53

 
図 5.3.5-2 レーザースキャナを回転させて３次元計測  

 

②  ３次元センシングの回転速度と距離測定の分解能について  

 レーザースキャナのピッチ方向の回転速度を上げると、３次元の測定の１回の周期を

速めることができ、高速に空間のデータを測定することが可能となる。ただし、１秒間

に測定するポイント数が決まっているため、高速でピッチ回転させると、測定面と測定

面の角度の間隔が広がって、上下方向の測定の分解能が低下する。  

 フォーク型物流支援ロボットが移動している場合、レーザースキャナも移動して行く

が、走行方向には 25ms 後に、同一方向の水平面の測定が実施される。すなわち、25ms の

間にロボットが移動するため、走行方向の測定の分解能もロボットの走行速度に影響さ

れる。  

 レーザースキャナと安全サポート系のコントローラの通信と３次元の計測、計算の処

理時間を考慮すると、25ms の時間内にレーザースキャナの 1024 ポイントの測定点の

計算処理を完了する必要があり、高速で座標変換するソフトウエアを開発した。  

 

③  レーザースキャナの比較  

 レーザースキャナには、ドイツの Sick が製造するセンサーと国産の北陽電機が製造す

るセンサーとがある。今回の開発では、当初 Sick 製のレーザースキャナを採用する設

計を進めていたが、安全サポート系全体を小型化するために、北陽電機製の UTM-30LX

を採用した。これにより、レーザースキャナが体積比で 4 分の 1 になり、安全サポート

系センサー全体の小型化に寄与した。  

 後の章で安全サポート系センサーの評価試験の結果を報告するが、レーザースキャナ

の単体の仕様としては、Sick、北陽電機ともセンサーの基本性能は同等で、開発当初の
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期待に十分に答えたと考える。  

 

④  ３次元センシングの方式  

 今回の開発では、フォーク型物流支援ロボットの 大の走行速度を 175m/分と設定し

て開発した。将来これ以上の走行速度に対して満足する安全サポート系センサーを構築

する場合、レーザースキャナの１スキャンの測定ポイント数（現状では 1024 点）とス

キャン時間（現状では 25ms）をセンサーの性能向上のために高速化して行く必要があ

る。  

 ただし、25ms は短時間であるため、その間にレーザースキャナとコントローラが通

信を完了させ、３次元の演算を完了させるためには、コントローラの通信速度の向上と

計算速度の向上とが必要になるため、安全サポート系のハードウエアの根本的な性能向

上が必要となる。現時点では、レーザースキャナと安全サポート系のコントローラの性

能のバランスが良く取れていると考える。すなわち現在利用している標準的な FA コン

トローラで、25ms 周期で座標変換を完了することができた。  

 

⑤  レーザースキャナの振動試験について  

 自動走行するフォーク型物流支援ロボットに３次元センサーを搭載するために、耐振

動の性能が必要になる。今回採用したコントローラは車載用の製作された、耐振動性能

のあるコントローラとした。中心の部品となるレーザースキャナについては、単体での

評価のため、振動試験を実施した。  

 

 ここに振動試験の内容について、記載する。振動試験は次のような仕様で実施した。 

(i) 振動試験機に位置同定コンポーネント一式を接続状態で設置する。  

(ii) 通電状態とする。（+12V 給電）  

(iii) 振動条件  JIS D1601 １種  B 種  準拠  

  振幅幅：0.5mm(全振幅)、  加速度：45m/s2 、  周波数：67Hz 

  （共振点がある場合はその共振周波数を用いる。）  

     試験時間：上下 4h、左右 2h、前後 2h 

(iv) 試験中、正常に動作することを確認する。  

(v)  試験終了後に外観検査を行う。  

図 5-3-9 に振動試験の状況を示す。振動試験の結果、「異常なし」と判定した。  
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図 5.3.5-3 レーザースキャナの振動試験  

 

(2) Box PC の仕様  

 Box PC は、３次元障害物センサーのデータを収集して３次元の座標計算をし、障害物を

検知したら、フォーク型物流支援ロボットの走行スピード、検知エリアと照らし合わせて、

減速指令や停止指令を出力する。すなわち３次元障害物センサーのソフト処理をする中心の

装置である。  

 OS には、組み込み装置に使用される Windows Embedded を使用し、Box PC のハードウ

エアは、振動や温度に対して耐環境性のある車載用の Box PC を採用している。  

 図 5.3.5-4 にその外観を示す。この装置は、内部のボードから国産で製作しており、汎用

の PC に比較してハードウエアの信頼性が高い点を考慮して選定した。また、車載用として

移動体に搭載して使用することを前提としており、電源も DC 電源を使用している、このた

めに 24V バッテリー搭載の AGV と組み合わせて使用しやすい。  

 

 

図 5.3.5-4 Box PC の外観  
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 表 5.3.5-1 に は 、そ の 仕 様を 示 す 。車 載 用 のた め 、 ハー ド デ ィス ク は 内蔵 せ ず

、CF(Compact Flash)カードを使い、システム用の CF とアプリケーション用の CF を別に

設定することができる。また、Windows 動作中に突然電源を遮断してもシステムにダメー

ジを受けない構成になっている。電源 ON によりプログラムが自動で始動し、電源断により

システムを終了することができ、PC 用画面がなくとも使いやすい仕様となっている。  
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表 5.3.5-1 Box PC の仕様  

 

InterFace

車載Ⅱモデル ETC-A913
http://www.interface.co.jp/sfc_etc/sfc_etc2.asp

Intel Atom Processor Z520PT (FSB533MHz)

無し

Intel US15WPT

1GB

電池搭載 BR-1/2AA(パナソニック)
、(10年程度保持)
Windows Embedded Standard 2009
Interface Linux System
Android
MeeGo
INtime
RedHawk

起動デバイス SSD 4GB：※３

補助デバイス1 CFスロット

補助デバイス2 SDカードスロット×1

出力形式 アナログRGB

コントローラ チップセット内蔵

ディスプレイ 1ポート(15ピンD-subコネクタ), アナログRGB

PS/2
1ポート(6ピン丸形ミニDINコネクタ）
※別売スプリッタケーブルによりキーボードとマウス
が併用できます。

LAN
2ポート(RJ-45コネクタ),
Intel WG82574ITコントローラ
1000BASE-T, Wake On LAN対応

USB 3ポート(Series A) USB2.0準拠

RS-232C
2ポート(9ピンD-subコネクタ) 16550互換 通信速度:
～115.2kbps

RS-485
1ポート(15ピンD-subコネクタ), TIA/EIA-485, 通信
速度：8bps～2Mbps

CAN
1ポート(9ピンD-subコネクタ) 高速CAN 通信速度：
60kbps～1Mbps

HDLC カスタム対応

IEEE1394 無し

外部入出力
4ピンコネクタ(e-CON) 電源ON/OFF×1点 RAS出
力×1点

デジタル入出力
16ピンフラットケーブルコネクタ
絶縁型デジタル入力×4点(割り込み機能付き)・リ
レー接点(1a接点)出力×4点

Express Card/54 無し

光拡張コネクタ 無し

スイッチ 電源スイッチ

ウォッチドッグタイマ
ソフトウェアプログラマブル(1～255秒)  タイムアッ
プ時の通知方法はリセットまたは割り込みのどちら
かをソフトウェアにより選択

ハードウェアモニタ 基板温度 CPU温度 電源電圧

RAS出力
出力形式: リレー1a接点出力x 1 出力条件はソフト
ウェアで選択(ウォッチドッグタイマ 基板温度 CPU
温度 電源電圧)

無し

定格入力電圧 DC+7V～DC+27V

最大定格電圧 DC+6V～DC+36V

消費電力
DC+12V時：13.6W(TYP)
DC+24V時：15.2W(TYP)
※DC+27V時

外部機器
供給電源容量

CFカードスロット: 3.3V 500mA,
USB I/F: 5V 最大供給電流1A(1ポートあたり)

有り

211.2(W) × 151.6(D) × 48(H)

横置き・縦置き

1.5kg

温度：
-30℃～+80℃(始動時)
-30℃～+70℃(連続動作時)
湿度：
10%～90%(非結露)
温度：-40℃～+85℃
湿度：10%～90%(非結露)
静電気→接触：±6kV, 気中：±8kV,
放射電磁界 10V/m,
伝導→10V/m,
FTB→信号：1kV, 電源：2kV
耐振動性：～5.0G
振動周波数 10Hz～150Hz
変位振幅 0.35mm(片振幅)
加速度振幅 50m/s^2(5G)
時間 40min
耐衝撃性：～100G
作用時間6ms(非動作時)

重量

使用周囲
温度／湿度

保存周囲
温度／湿度

耐ノイズ性

耐振動性

耐衝撃性

OS 対応OS

動作確認OS

筐体FAN

セキュリティスロット

外形寸法[mm]
(突起部含まず)

設置方向

RAS

電源

型式

CPU

CPU FAN

メーカ

ストレージ

グラフィック

インタフェース

チップセット

メモリ

カレンダ時計
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(3) サーボモーター・アンプの仕様  

 サーボモーターは、軽量のレーザースキャナを揺動させるために使用する。そのために小

型で軽量なサーボモーターから選定した。小型であればあるほど、３次元障害物センサー全

体が小型軽量化されるためにメリットがある。  

 国産のモーターに 適なモーターが見つからなかったため、海外製の MAXON の 250W

と 150W のモーターを採用した。250W のモーターは、レーザースキャナを X 軸周りに揺動

させて、３次元の Z 軸（縦方向）の計測をするために使用する。150W モーターは試作の意

味で Z 軸周りの揺動をするように構成した。ただし、開発の段階で Z 軸周りの揺動はなくと

もレーザースキャナ自体のスキャン速度でフォーク型物流支援ロボットの走行速度に対応

できることがわかったため、 終段階では、Z 軸周りの回転は使用していない。  

 

 

             図 5.3.5-5 サーボモーターの外観  

 

 サーボアンプは、Box PC からの高速な制御やエンコーダの信号を Box PC に高速で送信で

きる性能が要求される。このため、サーボアンプ自体の通信性能が要求される。図 5.3.5-6 に

示すサーボアンプは MAXON のモーターとセットで使用するものであるが、そのような通信性

能の要求を満足するものである。  

 

 

             図 5.3.5-6 サーボアンプの外観  
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表 5.3.5-2 サーボモーターの仕様  

 

 

 表 5-3-7 と表 5-3-8 にサーボモーターとサーボアンプの仕様をまとめた。モーターは小型

で高速回転が可能なタイプである。サーボアンプは、USB 通信が高速タイプのバージョン

2.0 の 規 格 で 動 作 す る と と も に さ ら な る 同 期 制 御 用 の EtherCAT 

(Ethernet for Control Automation Technology)通信も可能である。今回は Box PC との通

信では、USB 通信を主に利用した。  

 

  

250Wモーター 150Wモーター
公称電圧 18 V 12 V
無負荷回転数 3420 rpm 7500 rpm
無負荷電流 721 mA 250 mA
最大連続トルク時の回転数 3150 rpm 6370 rpm
最大連続トルク 442 mNm 94.9 mNm
最大連続電流 10 A 6 A
停動トルク 14000 mNm 1680 mNm
起動電流 296 A 102 A
最大効率 80% 88%
端子間抵抗 0.0609 Ω 0.117 Ω
端子間インダクタンス 0.023 mH 0.025 mH
トルク定数 47.5 mNm/A 16.4 mNm/A
回転数定数 201 rpm/V 581 rpm/V
回転数/トルク勾配 0.258 rpm/mNm 4.15 rpm/mNm
機械的時定数 3.74 ms 6.03 ms
ロータ慣性モーメント 1380 gcm² 140 gcm²
熱抵抗（ハウジング/周囲間） 1.3 K/W 4.65 K/W
熱抵抗（巻線/ハウジング間） 1.85 K/W 1.93 K/W
巻線熱時定数 127 s 42.3 s
モータ熱時定数 960 s 736 s
使用温度範囲 -30...+100 °C -30...+100 °C
最高巻線許容温度 +125 °C +155 °C
ベアリング･タイプ ボールベアリング ボールベアリング
最大許容回転数 5500 rpm 12000 rpm
スラストがた 0 - 0.1 mm 0.05 - 0.15 mm
ラジアルがた 0.03 mm 0.025 mm
最大スラスト荷重（ダイナミック） 70 N 5.6 N
最大挿入力（スタティック） 420 N 110 N
（スタティック、シャフト支持） 12000 N 1200 N
最大ラジアル荷重 350 N、フランジから 15 mm 28 N、フランジから 5 mm
永久磁石磁極ペア数 2 1
コミュテータ･セグメント数 26 13
回転方向 時計回り（CW） 時計回り（CW）
オートクレーブ･サイクル数 0 0
質量 2100 g 480 g

仕様項目
モーター出力

データ
（公称電圧時）

モータ固有値

熱特性

機械的特性

その他の仕様
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表 5.3.5-3 サーボアンプの仕様  
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5.3.6 安全サポート系のソフトウエア  

(1) 安全サポート系ソフトウエアの概要  

図 5.3.6-1 に安全サポート系のソフトウエア構成について示す。  

 

図 5.3.6-1 安全サポート系のソフトウエア構成  

 

 安全サポート系のソフトウエアは、３D 障害物検出装置の中の Box PC（組み込み用のコ

ンピュータ）の中で動作する。また、安全サポート系全体の中での Box PC の位置付けは 5.3.4

節の図 5.3.6-1 の安全サポート系の構成図で示した。  

 

(2) 安全サポート系ソフトウエアの機能  

 3 次元障害物検出装置は、次の働きをする。  

①座標変換  

 レーザースキャナから取得する距離データを座標変換して、3D データとする。  

座標変換のソフトウエアは、レーザースキャナと通信して得られる、１スャンで 1,024

ポイントの距離の計測データをレーザースキャナの搖動によってなす角度を使用して、

座標変換する。この処理は、レーザースキャナの 25m のスキャンタイム以内に実施す

る必要がある。  

 このために、座標変換の高速化を考慮したソフトウエアとしている。座標変換を実施

するためには、レーザースキャナの水平面となす角度をリアルタイムで取得する必要が

ある。このために、搖動機構のコントローラと Box PC が通信し、搖動の角度を常に取

得する構成としている。本機構では、搖動機構コントローラにサーボモーター用のアン

プを使用し、サーボアンプから信号を取得できるようにしている。  

 

②フォーク型物流支援ロボットの走行状況取得  

Laser  Sensor 1

３D障害物検出処理（BoxPC)

座標変換処理

１センサーの1スキャン毎に
車両座標系への座標変換を行う。

障害物検出処理

障害物を検出
減速 or 停止
PLCへ

Laser  Sensor 1

重ね合わせてエリアデータに統合

データ統合処理

エリアデータ

車両状況
・速度

車両

３Ｄ障害物検出 エリア設定

速度からエリア範囲の設定

Laser  Sensor 1

３D障害物検出処理（BoxPC)

座標変換処理

１センサーの1スキャン毎に
車両座標系への座標変換を行う。

障害物検出処理

障害物を検出
減速 or 停止
PLCへ

Laser  Sensor 1

重ね合わせてエリアデータに統合

データ統合処理

エリアデータ

車両状況
・速度

車両

３Ｄ障害物検出 エリア設定

速度からエリア範囲の設定
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 走行状況をフォーク型物流支援ロボット走行制御装置から取得し、障害物を検出する

エリアを切り替える。  

フォーク型物流支援ロボットの走行状況（走行速度）はイーサネットを利用して、フォ

ーク型物流支援ロボットの走行制御装置から通信で得る。走行速度により、障害物を検

出する範囲をフォーク型物流支援ロボットの仕様に従って変化させ、そのエリアの長さ

を伸ばしたり、縮めたりしている。  

また、フォーク型物流支援ロボットの速度により、障害物の検出範囲の設定値は、フォ

ーク型ロボット走行制御装置からイーサネット経由で初期設定時に取得する。  

 

③障害物の検出  

 障害物を検出するために、Box PC は３次元の計測データから物体のデータを認識し、

走行経路上の立方体の中に物体が存在するかどうかを検出する。検出した結果、走行通

路上のフォーク型物流支援ロボットの近くに障害物がある場合、Box PC からフォーク

型物流支援ロボットの制御装置に信号を送信する。  

減速する範囲に障害物が存在する場合は、イーサネット通信で Box PC からフォーク型

物流支援ロボットの制御装置に減速指令データを送信する。  

停止が必要な範囲に障害物が存在する場合は、Box PC から I/O 信号（入出力信号）で

停止指令を出力する。  

 

④搖動機構を制御する。  

 搖動機構の動作開始と終了、および、搖動機構の搖動速度を Box PC から搖動機構コ

ントローラを経由してサーボアンプに送信して制御する。また、搖動の角度データをサ

ーボアンプから入手する。これらの制御は走行中常時行い、走行速度により揺動速度を

変化させることの可能である。すなわち、フォーク型物流支援ロボットが低速走行時に

は、揺動速度を低速にすると、周囲の３次元の形状データを細かい精度で収集するよう

なアプリケーションを作ることも可能である。  

 

 以上のような安全サポート系のソフトウエアにより、図 5-3-14 のようなフォーク型物

流支援ロボットのエリア設定に対して、減速の指令や停止の信号を出力することができ

る。  
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         図 5.3.6-2 安全サポート系のエリア設定  

 

 

5.3.7 安全サポート系のインターフェース  

(1) 通信の方式  

 5.3.4 節の図 5-3-2 に安全サポート系の構成について示した。安全サポート系の Box PC

は、フォーク型物流支援ロボット制御装置とイーサネットと I/O を利用して通信する。本節

ではその仕様について述べる。  

 安全サポート系とフォーク型物流支援ロボット間の通信時のコマンドの種類を表 5-3-9 に

示す。これらのコマンドでフォーク型物流支援ロボットのコントローラから３次元障害物セ

ンサーに対して、動作の指令を出すことができる。走行型物流支援ロボット全体の状態の把

握、起動、停止のタイミングの生成などフォーク型物流支援ロボットのシステム全体のモー

ドの設定は、フォーク型物流支援ロボットが実施し、３次元障害物センサーはその指令で動

作をするようにする。  

 初期化コマンドをフォーク型物流支援ロボットから３次元障害物センサーに送信すると

揺動装置の機構部の初期化、原点合わせを３次元障害物センサーの Box PC が実施する。  

 計測開始コマンドをフォーク型物流支援ロボットから３次元障害物センサーに送信する

と、３次元の計測を開始する。この動作によって、計測がロボットの制御の元で正常に実施

されているかどうか、コマンド、レスポンスの形で確認することが可能となる。  

 フォーク型物流支援ロボットが走行動作を終了する際に、３次元障害物センサーに計測終

了を指令することにより、システムを停止する。  

 シャットダウン指令は、PC や通信に何らかの異常が発生し、初期状態からリスタートし

たい場合に使用する。PC と制御装置が複数台で全体の制御システムを形成する時にはこの

ようなリカバリーの指令による動作が必要になる場合がある。  

 ３次元障害物センサーの動作パラメータをパラメータ設定コマンドでフォーク型物流支

援ロボットからも実施できる。３次元障害物センサー単体の機能によっても動作パラメータ

減速エリア

速度に応じて拡大縮小させる。

非常停止エリア

停止エリア  

ロボット制御装置に停止信号を  

送信する。  

走行方向  
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を設定することは可能であるが、システムの実運用段階になった時には、設定が常に一か所

からできることが望ましい。  

 

表 5.3.7-1 通信コマンド一覧   

 

 

 パラメータ読み出しコマンドは、パラメータ設定コマンドと対をなるものである。  

 位置推定データ通知用のコマンドは、３次元障害物センサーの初期の位置合わせや、特殊

な走行環境において、フォーク型物流支援ロボットが位置データをより詳しく認識している

場合が生じ、３次元障害物センサーにその情報がない場合に使用する。この位置推定データ

を受信後に、３次元障害物センサーは、そのデータを元にして内部の地図データと現在地を

マッチングさせる。マッチング後は、３次元障害物センサー側が位置を推定し、フォーク型

物流支援ロボットに位置情報を提供する側になる。  

 複数のコンピュータシステムで動作の同期を取るために、時刻データを合わせることが重

要である。このため、より人間に近い側で操作されるフォーク型物流支援ロボットから３次

元障害物センサー側へ時刻データを送信して、時刻合わせをする。コンピュータ間の時刻が

正確にあっていると、動作ログを解析する場合に、フォーク型物流支援ロボットがどのよう

な走行を行った時に、３次元障害物センサーの動作はどうだったのか、２つの CPU の関連

の動作を調べることが可能になる。  

 異常通知コマンドは、Box PC 側で異常があった場合にその状態を通知するものである。
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これにより、３次元障害物センサーに異常が発生した場合に、ロボットを操作するオペレー

タにその状態を表示することが可能となる。  

 

(2) 通信伝文の送受信  

 以上のようなコマンドを通信するためのデータ形式の構造を図 5.3.7-3 に示す。この形式

は、コンピュータ間のデータ通信などに良く使われる形式である。  

        

(1) データ構造  

                

 

(2) 時刻設定コマンド  

 

図 5.3.7-3 通信伝文の形式   

 

 
図 5.3.7-4 通信の手順  
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 フォーク型物流支援ロボットと３次元障害物センサー間での通信は、コマンド・レスポン

ス型の通信を行う。図 5-3-16 はその通信の動作を示す。フォーク型物流支援ロボットがコ

マンドを送信すると、その通信時間がかかり、通信時間Δt 後に、３次元障害物センサー

の Box PC にコマンドが届く。そのコマンドを受け取った後、t’0 - t0 時間後に Box PC が処

理を実行して、そのログをタイムスタンプ（いつどんな処理を実行したかを記録する時の時

刻）と共に記録する。  

 通信により、Box PC がどのように状態遷移するかを図 5.3.7-5 に示す。Box PC は起動し

た後に、フォーク型物流支援ロボットの初期化コマンドを受け取った後、初期化動作を実施

して搖動装置を原点の位置へ移動させる。初期化完了後に待機状態で停止し、フォーク型物

流支援ロボットの計測開始コマンドを受け取った後、計測を開始する。計測を開始すると搖

動装置が動作し、障害物の検出を実行し、３D 形状の距離データを連続して出力する。この

状態が動作中の状態になる。  

 安全サポート系に異常が発生した場合は、いずれの状態においても、異常の種類を特定し

てその原因をフォーク型物流支援ロボット側へ送信する。フォーク型物流支援ロボットは、

安全サポート系センサーが異常の場合は、動作停止状態（サーボがオフで走行するパワーが

出力されない状態ではあるが、知能部分である制御ソフトが動作している状態）になる。  
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図 5.3.7-5 安全サポート系とフォーク型ロボット間の通信の方式  

 

 

  

起動

初期化状態

・揺動装置原点調整

待機状態

・揺動装置停止

（初期位置）

初期化終了

測定状態

・揺動装置動作

・障害物検出実行

・距離データ出力

計測開始 計測終了

異常状態

・原点調整異常

・揺動装置動作異常

・センサ異常

・パラメータ設定異常

・etc…

異常

異常

異常

終了

動作状態

異常復帰

初期化

初期化

再起動

起動

初期化状態

・揺動装置原点調整

待機状態

・揺動装置停止

（初期位置）

初期化終了

測定状態

・揺動装置動作

・障害物検出実行

・距離データ出力

計測開始 計測終了

異常状態

・原点調整異常

・揺動装置動作異常

・センサ異常

・パラメータ設定異常

・etc…

異常

異常

異常

終了

動作状態

異常復帰

初期化

初期化

再起動
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5.3.8 安全サポート系センサーのハードウエアの改良  

 安全サポート系センサーのハードウエア改良について以下に説明する。  

(1) 安全サポート系センサーハードウエア改良の経緯  

 これまで述べたように、２リンク揺動機構を採用した３次元障害物センサーを開発するこ

とにより、安全サポート系センサーとしてフォーク型物流支援ロボットから要求される３次

元障害物センサーを提供した。安全サポート系センサーの開発は２リンク搖動機構により、

当初に目的とした性能を達成し、フォーク型物流支援ロボットの安全サポート系として動作

した。一方、３次元障害物センサーの実用化、事業化を進めるためにコストを低減するとと

もに、３次元計測の速度を向上させ、フォーク型物流支援ロボットが高速で走行中にも高精

度な障害物検出を提供する課題があった。このために、１個のモーターとリンク機構でレー

ザースキャナを揺動させて高速に３次元計測するセンサーを開発した。  

 ２リンク揺動機構の場合は、制御や座標計算がしやすいという特長があるが、揺動にスト

ロークエンドで動作を折り返す運動をするため、回転動作の高速化には制約がある、また、

その機構系の寸法もベアリング構造を両持ちにするため不利な面がある。  

 

(2) 安全サポート系センサーハードウエア改良の目的  

 安全サポート系センサーハードウエア改良の経緯で述べたように３次元障害物センサー

には次の課題があった。  

①小型の物流支援ロボットに採用できる小型の安全サポート系センサーを提供する。  

②３次元の計測の高速化を図るために、安全サポート系センサーの３次元の動作を連続

回転動作とするとともに、制御の動作時間を高速化する。  

 

 以上の課題に対応するために、１リンク搖動機構の構造をした３次元障害物センサーの開

発を行った。１リンク搖動機構はすでに他の研究機関の研究、開発においても採用されてい

る構造である。本開発では、１リンク搖動機構の構造を高速化する構造とするとともに、物

流の現場環境で長期間の使用に耐える耐久性を持つ構造を開発する。  

 

(3) 安全サポート系センサーハードウエア開発の仕様  

 表 5.3.8-1 に１リンク揺動機構を使った３次元センサーの開発仕様を示す。  

寸法は、２リンク揺動機構より、体積比で 3.5 分の１以下を目指し、測定周期は、200ms と

して、２リンク機構より、2.5 倍高速にする機構とする。また、リンクを支持するために使

用するベアリングを従来の１リンク機構で使用されていたすべり軸受けから、ボールベアリ

ングに変更して、物流の現場環境での長寿命化を図った。  

 さらに、２リンク機構と比べて駆動機構のモーターの数を１個に減らし、コストの低減を

図った。  

  



Ⅲ-3-2-69

 

表 5.3.8-1 1 リンク搖動機構 ３次元センサー開発仕様   

 

 

(4) 安全サポート系センサーハードウエアの構造  

 

図 5.3.8-1 １リンク搖動機構 ３次元センサーの構造  

 

 図 5.3.8-1 に１リンク揺動機構の構造を示す。１個のモーターでジンバル構造の揺動機構

を回転させることにより、レーザースキャナのスキャン面が上下に揺動する。これにより、

３次元のレーザー測長が可能になる。  

No. 項目 方式

1 センサ方式 １リンク揺動機構

2 外観

4 寸法
H263mm × W102mm × D250mm
従来比の体積：3.5分の１以下

5 用途 フォーク型物流ロボット用３次元センサ

6 測定範囲 H2.0m × W1.2m × D20m

7 測定精度 100mm

8
測定周期
（水平スキャン）

14400°/sec　（25msec/スキャン）

9
測定周期
（３次元）

200msec/測定（１秒間に５回測定）
従来比：2.5倍の速度

10
フォーク型
ロボット走行速度

最大　175m/分以上

11 停止指令出力位置 フォーク型ロボットより指定可能とする

12
移動体への
取り付け

精度：移動体で確保
電源：バッテリ



Ⅲ-3-2-70

 

 

 

図 5.3.8-2 １リンク搖動機構 ３次元センサーの座標  

 

(5) 安全サポート系センサー座標系  

 図 5.3.8-2 に１リンク揺動機構の回転と揺動角の説明を示す。モーターの回転により、ジ

ンバルの中心を回転の中心としてレーザースキャナを回転させる。図で回転部がθだけ回転

すると、φの角度だけ傾いたレーザースキャナの中心軸の回りにレーザースキャナが回転す

る。これにより、±φの角度だけ、レーザースキャナのスキャン面の角度が揺動することに

なる。この間、モーターの回転は一定速で折り返しの回転により停止時間がないため、レー

ザースキャナを高速で揺動させることが可能になる。本開発の１リンク揺動機構では、±φ

の角度を 60°とするように、機構部品を設計した。  

 

(6) 揺動機構とレーザースキャナの時刻同期  

 １リンク揺動機構では、時間とともに、回転角度θ（t）が変化する。これと同期して、

レーザースキャナによる測長が実施される。このため、時刻 t における回転角度θとレーザ

ースキャナのスキャンの周期の開始時刻を両方とも同時に検出することが必要になる。回転

角度θとレーザーの測定長のデータは、別々の測定ルートから３次元障害物センサーの Box 

PC に入力されて来る。これらのデータを時刻で同期データを使って同期する精度が３次元

の測定精度に非常に重要になる。  

 図 5.3.8-3 にこの時刻同期によるデータの取り扱いの方式を示す。レーザースキャナは

25mc 周期で１回転し、１回転のタイミングを示すために 1ms 幅の同期信号を出力する。こ

の同期信号により、レーザースキャナのスキャンの初期位置のタイミングが分かる。一方、

揺動機構では、揺動機構が１回転するごとに機構内に取り付けたフォトセンサーが信号を出

力して、揺動機構の初期位置を伝える。これらの２つの信号により、レーザースキャナと揺

動機構の３次元的な位置と姿勢が特定される。これによりレーザースキャナの測定長が３次
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元上のどの方向の距離であるかが判定される。この距離データを座標変換計算することによ

り、３次元の形状データを取得することが可能となる。  

 

 

 

          図 5.3.8-3 １リンク搖動機構 同期タイミング  

 

 

 図 5.3.8-4 は、レーザースキャナ単体の仕様書からの抜粋である。レーザースキャナは、

連続的に回転しながら、スキャン光の測長データを出力する。360°の１回転中、270°のエ

リア内で測長データを出力し、残りの 90°は測長しないエリアである。レーザースキャナ

が出力する同期信号により、レーザースキャナが初期位置にあることが分かる。同期信号は

25ms に１回出力される。また、25ms に 270°の計測を実施した結果、1,024 ポイントの測

長データを出力する。  
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図 5.3.8-4 レーザースキャナ同期出力の仕様  

 

 図 5.3.8-5 にこの２個の同期信号の時刻の測定が精度良く取れない場合の３次元スキャン

データのイメージ画を示す。２個の同期信号の時刻が正確に測定されると、３次元の計測精

度が向上し、３次元画像を取得すると、ピントが合って、クリアなデータになる。一方２個

の同期信号の時刻測定の精度が悪い場合は、ピントが合わない画像になる。図 5.3.8-5 は左

側にピントの合った画像、左側にピントの合わない画像のイメージ画を示した。  

 

 

同期タイミングずれがない場合   同期タイミングのずれがある場合  

図 5.3.8-5 同期タイミングによる３次元データのブレ  

 

(7) システム構成  

 図 5.3.8-6 に１リンク揺動機構の制御ユニットのシステム構成を示すブロック図を示す。

フォーク型物流支援ロボットの制御装置から安全サポート系の Box PC に動作指令を送信

するのは、２リンク揺動機構の場合と同じである。Box PC から制御基板に動作指令を送信

する。制御基板は、レーザースキャナの同期信号、レーザースキャナの測定データ、揺動機
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構のフォトセンサーの信号（揺動機構の同期信号）を取り込み、これらのデータの同期を取

る。制御基板から揺動機構のモーターを回転するサーボアンプに動作指令を送信する。サー

ボアンプからは、モーターの角度、状態データが戻り、そのデータを Box PC へと送信する

。Box PC は３次元の座標変換の計算を実施して、フォーク型物流支援ロボットに必要なデ

ータを送信する。  

 

 

図 5.3.8-6 レーザースキャナ同期出力の仕様  

 

 図 5.3.8-7 は、１リンク揺動機構に使用されるコンピュータの間のデータの流れを示す。

一番左側がフォーク型物流支援ロボットの制御コントローラ、次に、３次元障害物センサー

の Box PC、その次に、今回時刻同期を取るために利用した制御基板、 後にサーボアンプ

がある。  

 右から左へのデータの流れでは、サーボアンプの角度、状態データが制御基板により、角

度、状態通知のデータになり、３次元障害物センサーの Box PC がフォーク型物流支援ロボ

ットの制御コントローラへ 終のデータを送信する。  

 

 

図 5.3.8-7 １リンク搖動機構 制御信号の流れ  
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(8) レーザースキャナの仕様  

 レーザースキャナは、２リンク揺動機構と１リンク揺動機構で同じ型式のレーザースキャ

ナを使用した。そのため、ここではその仕様についての記載を省略する。  

 

(9) Box PC の仕様  

 Box PC は、２リンク揺動機構と１リンク揺動機構で同じ型式の Box PC を使用した。そ

のため、ここではその仕様についての記載を省略する。  

 

(10) サーボモーター・アンプの仕様  

 サーボモーターには、次の要求事項がある。これらの要求事項から、サーボモーターを選

定した。  

①小型軽量であること。レーザースキャナを揺動させるために必要で十分出力があれば

よい。  

②通信によりモーターのエンコーダのデータを Box PC で高速に取得できること。  

③DC 電源駆動できること。これにより自動走行に使用するバッテリーと整合する。  

 

 

 

 

             
 

   図 5.3.8-8 サーボモーターの外観  図 5.3.8-9 サーボアンプの外観  

 

 表 5.3.8-2 にサーボモーターの仕様を示す。DC24V で駆動でき、24V バッテリー使用

の AGV ではロボットのバッテリーで電源を供給できる。20W の小型モーターがシリーズ中

にあり、軽量のレーザースキャナを揺動させるのに十分な出力がある。このモーターは、

３次元レーザースキャナの上部に取り付けるため、このモーターがセンサー本体の外形寸法

に影響する。このため、揺動に余裕のあり過ぎるモーター出力とならず、 適な設計が可能

となった。  

 表 5.3.8-3 にサーボアンプの仕様を示す。13 ビットのインクリメンタルシリアルエンコー

ダの出力を通信で Box PC が取得でき、このデータを座標計算に使用する。このアンプは

大で 50W まで出力できるため、20W 出力のモーターの制御に使用する。  
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表 5.3.8-2 サーボモーターの仕様  

 

 

  

仕様

連続

V15

DC500 V、10 MΩ以上

0～40℃

永久磁石形

フランジ形

B

AC1000 V 1分間

全閉 · 自冷

20～80%(結露しないこと)

直結

DC 24 V

A2C

定格出力 W 20

定格トルク∗ N · m 0.0638

瞬時最大トルク N · m 0.191

定格電流 A(rms) 2

瞬時最大電流 A(rms) 5.7

定格回転速度 min-1 3000

最高回転速度 min-1 5000

トルク定数 N · m/A(rms) 0.0358

回転子慣性モーメント 0.00548

インクリメンタル(絶対値) -0.00466

定格パワーレート kW/s 7.41

定格角加速度 rad/s2 116000

周囲湿度

連結方式

項目

×10-4kg · m2

時間定格

振動階級

絶縁抵抗

周囲温度

励磁方式

取付け方式

耐熱クラス

絶縁耐圧

保護方式

電源電圧

サーボモータ形式　SGMMJ-



Ⅲ-3-2-76

 

表 5.3.8-3 サーボアンプの仕様  

 
 

 

  

項目 仕様

入力電源 DC24 V±15%

制御方式 MOSFET-PWM方式

フィードバック 13 ビット インクリメンタルシリアルエンコーダ

使用/周囲温度 0～40℃(盤内使用も含む)

保存温度 -20～+85 ℃

使用保存湿度 90%RH以下(結露なきこと)

耐振動/耐衝撃 周波数 : 10～55 Hz 振幅 : 0.075 mm

電源電圧 DC24 V

最大適用モータ容量　W 50

定格/最高回転速度 SGMMJ形3000/5000 min-1

適用エンコーダ インクリメンタルエンコーダ(13 ビット)

許容負荷慣性モーメント 各回転子慣性モーメントの30 倍以内∗3

負荷変動率 0～100% : 0.01%以下(定格回転速度で運転した場合)

電圧変動率 0%

温度変動率 25±25 ℃ : ±0.1%以下(定格回転速度で運転した場合)

周波数特性 400 Hz(JL=JMの場合)

トルク制御(再現性) ±2.0%

加減速時間設定 0～10 s

DC±6 V(プラス指令でモータ正転)

可変設定範囲 : DC±2～±10 V±12 Vmax

速度入力インピーダンス 約14 kΩ

DC±3 V(プラス指令でモータ正転)

可変設定範囲 : DC±1～±10 V±12 Vmax

トルク入力インピーダンス 約14 kΩ

トルク回路時定数 約47 μs

A相、B相、C相ラインドライバ出力

S相 : ラインドライバ出力(絶対値エンコーダ使用時のみ)

位置分周比 任意分周

位置出力形態

速度定格指令電圧

トルク定格指令電圧
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(11) 開発した１リンク揺動機構  

 

             

           図 5.3.8-10 １リンク搖動機構 機構部  

 

 図 5.3.8-9 は、開発した１リンク揺動機構の機構部である。１個のモーターの回転を使っ

て、レーザースキャナを 60°揺動させることが可能になった。  

 

 
図 5.3.8-11 １リンク搖動機構 機構部の動作  
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 図 5.3.8-11 に１リンク揺動機構の機構部の動作を動画で表示している画面である。揺動

機構のモーターは一定速度で一定方向に回転するため、２リンク揺動機構のように動作の

折り返しがなく、高速で回転することが可能になった。  

 

 
          図 5.3.8-12 １リンク搖動機構 機構部完成図  

 

 図 5.3.8-12 は１リンク揺動機構の完成組立図である。揺動機構のレーザースキャナの支

持とリンク機構の支持にボールベアリングを採用する寸法にして、物流の人と共存する環

境下での長寿命化を図っている。  

 

（12）開発結果  

 

     図 5-3-30 ２リンク搖動機構と１リンク搖動機構の比較  
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 図 5-3-30 に２リンク揺動機構と１リンク揺動機構の比較を示す。外形寸法が小型

し H363×W285×D239mm の機構を、H263×W102×D250mm と小型化することができ

た。  

 表 5.3.8-4 に２リンク揺動機構と１リンク揺動機構の開発品の比較を示す。４項に示す

ように体積比で 3.9 分の１に小型化することができた。測定範囲、測定精度の仕様は同等

としている。水平方向のスキャン速度は、レーザースキャナの仕様から決まるため、同等

である。揺動の結果、周囲の３次元データを１回測長するために要する時間は、500ms に

１回の速度だったのが 200ｍs に 1 回の測定となり、測定の高速化を図ることができた。  

 

表 5.3.8-4 ２リンク揺動機構と１リンク揺動機構の比較  

 

 

 

  

No. 項目

1 センサ方式 ２リンク揺動機構 １リンク揺動機構

2 製作元・提供元
日立産機システム

開発内容
日立産機システム
改良版の開発内容

4 寸法
H363mm × W285mm
× D239mm

H263mm × W102mm
× D250mm

4 体積比 3.9
1

【小型化】

6 測定範囲
断面積：H2.0m × W1.2m
 　　　　　の矩形
測定長：20m

断面積：H2.0m × W1.2m
 　　　　　の矩形
測定長：20m
　　　　　【測定範囲は同等】

7 測定精度 100mm以内 100mm以内

8
測定周期
（水平スキャン）

14400°/sec 14400°/sec

9
測定周期
（３次元）

500msecに１回、３次元データ測定
200msecに１回、３次元データ測定
　　　　　　　　【高速】

仕様
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5.3.9 安全サポート系の３D シミュレーションソフト（PC のソフト）  

(1) ３D シミュレーションソフト ソフトウエアの構成  

 

 

        図 5.3.9-1 安全サポート系 PC 側のソフトウエアの構成  

 

 安全サポート系を利用するためには、３次元障害物センサーのユーザーインタフェース

となる PC 側のソフトウエアが必要になる。図 5.3.9-1 に安全サポート系を利用するために

使用する PC 側（パソコン側）のソフトウエアの構成を示す。レーザースキャナデータを無

線 LAN または、イーサネットで取り込み、３次元障害物センサーに使用している Box PC

のデータを PC に無線 LAN またはイーサネットで取り込み、PC 内でログを解析、あるいは

事前のシミュレーションをしてモニター画面上の図形で表示するソフトウエアとなる。  

 図 5.3.9-1 の中央の大きな四角い枠で囲まれた部分が PC 内のソフトウエア部分を示す

。PC 内のソフトウエアには、３次元障害物センサーの Box PC 内で動作するソフトと同一

のソフトウエアを同じプログラムソースの形で取り込んでおり、これにより、PC の仮想空

間の中で３次元障害物センサーと同一の動きをすることができる。これにより３次元障害物

センサーのログの解析、あるいは事前に３次元障害物センサーの動作をシミュレーションを

することができる。  

 この開発では、２リンク揺動機構と１リンク揺動機構の２種類を開発したが、機構の違い

の部分だけを PC 内に記述することにより、両方の揺動機構ともこのソフトウエアで同等に

ログ解析とシミュレーションをすることが可能である。  
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(2) ３D シミュレーションソフトの目標とする最終形  

 図 5.3.9-2 には、本ソフトウエアのシミュレータの 終形のイメージ画を示す。３次元で

フォーク型物流支援ロボットの動作をシミュレーションし、作業者が危険エリアに入り込ん

だ場合に、どのような動作をするか、実際にロボット内で動作するソフトウエアをシミュレ

ーションし、その動作を作業者の位置、形状も含めて３次元表示することを目指している。

このためには、３D シミュレーションソフトの中に、ロボットの走行ソフトウエアの取り込

みが今後の課題となる。また、動作のログを本ソフトウエアで操作しログを使ったシミュレ

ーションすることにより、過去の動作の中から、作業者が障害物検出エリアに入った時の動

作を３次元画面で再現することができる。  

 

           

      図 5.3.9-2 安全サポート系 PC 側のソフトウエアの構想  

 

 表 5.3.9-1 には、３D シミュレーションソフトをどのような人がどのような段階で利用

するのかをまとめた。このシミュレーションソフトでは、計画段階でのシミュレーションか

ら、実際にフォーク型物流支援ロボットの走行用に地図を作成し、走行経路を設定し、走行

するプログラムを作成し、さらに走行ログを解析するまでの走行ロボットの各段階で共通に

使用することが可能となる。  

 その原理は、３D シミュレータ内に、３D 障害物センサーや走行ロボットのソフトそのも

のを取り込み、実物が動作するのと同一の入出力を与えることにある。このように利用する

ことで、計画段階で作成したデータがその後の運用、保守の段階でも共通に利用できるよう

になり物流システム全体の構築運用コストの低減を図ることを目標とする。  
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表 5.3.9-1 ３D 障害物センサ用 シミュレーションソフトの利用形態  

 

 

 図 5.3.9-3 で示す３D シミュレーションソフトウエアには大きく４つのブロックがある。  

①レーザースキャナのデータを取り込み、座標変換するブロック  

➁ロボットの動作をシミュレーションするブロック  

③シミュレーションした結果を３次元表示するブロック  

④これらのデータを保存、参照するブロック  

からなる。これらのブロックから本ソフトは構成される。  

 

(3) パソコンに必要とされる仕様  

 表 5.3.9-2 に本ソフトウエアを動作させるために必要なパソコンの仕様を示す。ハードウ

エアは一般的な仕様のパソコンを使用し、ソフトウエア上はオープンソースの OpenGL を

動作させ、開発環境は Microsoft 社の Visual Studio を使用する。  

 

表 5.3.9-2 PC 側ソフト動作のための PC ハードウエア要求仕様  

No. 項目  内容  

1 OS Windows XP SP3 以上  

2 種類  PC/AT 互換機  

3 メモリ  2GB 以上  

4 ビデオカード  OpenGL1.4 以上をサポートしていること  

5 開発環境  Visual Studio 2008 Professional 

 

 

No. 分類 ソフトウェア利用者 内容

1 計画段階
・（ユーザー）計画立案者
・（メーカー）ロボットの提案者

・通路の寸法確認（通行の可否）
・運用効率のシミュレーション
　（走行時間検討、待ち時間検討）

2 地図作成 ・走行経路の３次元地図を生成

4 走行経路設定 ・PC画面上で走行経路を指定

4 走行プログラム作成
・走行プログラムを作成
　（信号待ちの設定、データ入出力
　のプログラミング）

5 走行ログの解析 ・（ユーザー）管理運用担当者
・物流の効率を確認
　（無駄時間、停止時間の原因分析）

・（ユーザー）生産技術担当
・（メーカー）システム構築担当
　　　　　　　　技術者



Ⅲ-3-2-83

(4) 障害物検出のシミュレーション機能  

 図 5.3.9-3 に PC 側ソフトウエア内にフォーク型物流支援ロボットの周囲に持たせる防護

エリア、警告１エリア、警告２エリアを示す。フォーク型物流支援ロボットの動作をシミュ

レーションするために、本体と同じく、これらのエリアを PC 内に持たせてシミュレーショ

ンする。  

 

     図 5.3.9-3 安全サポート系 PC 側ソフトウエアの管理エリア  

 

 図 5.3.9-4 にこれらの管理エリアの構成を示す。これらのエリアを小さなエリアの合成か

ら構成して、ロボット本体と同じくなるように、柔軟にエリア設定ができるように複数のサ

ブエリアの組合せでエリアを表現する。  

   

   図 5.3.9-4 安全サポート系 PC 側ソフトウエアの管理エリアの構成  

防護エリア  

サ ブ エ リ

サ ブ エ リ

障害物検知エリア  

サ ブ エ リ ア

…

警告１エリア  

サブエリア

サ ブ エ リ ア

サ ブ エ リ ア

…

警告２エリア  

サブエリア

サブエリア

サ ブ エ リ ア

…

エリア適用条件  

防護エリア  警告１エリア 警告２エリア  

x 
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(5) 障害物のモデリング 

 図 5.3.9-5 には、本 PC ソフトウエア内で障害物をモデリングして、シミュレーションす

る３次元空間内に設置する方式を示す。障害物の形状を入力するために頂点の座標を入力し

、障害物の大きさ、位置を設定する。この障害物を本ソフトウエアの３D 空間内に設置する

と、シミュレーション内のレーザーセンサーがこの障害物を検出して、管理エリア内に入る

と、シミュレーション上の安全サポート系センサーが防護動作、警告１動作、警告２動作を

実施することが分かる。  

 安全サポート系センサーのソフトウエアは、実物と本ソフトで同一のソフトを利用してい

るため、障害物のモデリングが現物に忠実であれば、現物と同じシミュレーションを本ソフ

ト内で実施することが可能となる。  

   

   図 5.3.9-5 安全サポート系 PC 側ソフトウエア 物体のモデリング  

 

(6) シミュレーションの例  

 図 5.3.9-6～図 5.3.9-9 に完成した本ソフトのパソコン画面上での表示した例を示す。図

5.3.9-6 は、平面図でフォーク型物流支援ロボットとその周りの障害物検出のための管理エ

リアを描いた例である。実際のフォーク型物流支援ロボットで設定する管理エリアに合わせ

て、これらのエリアを設定する。  

 

  

頂点 0 頂点 1 

頂点 2 頂点 3 

2D（xy 平面）座標で形状を指定  
（頂点の並び順は、反時計回り）  

頂点 0 頂点 1 

頂点 2 頂点 3 

+Z 軸方向に引き伸ばして、3D 形状

とする。  

x 

y 

x 

z 
y 
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 図 5.3.9-6 安全サポート系 PC 側ソフトウエア シミュレーション画面１  

（管理エリア（減速エリア、停止エリア）の設定）  

 

 

 
  図 5.3.9-7 安全サポート系 PC 側ソフトウエア シミュレーション画面 2 

（フォーク型物流支援ロボットの位置の設定、障害物位置の設定）  

 

 図 5.3.9-7 はロボットと障害物を画面内に設定する作業の様子を示す。ロボットと障害

物の位置を縦の矢印状の直線で示す。この後、ロボットの形状、障害物の形状を入力する

と画面内にそれらが表示され、シミュレーションすることが可能となる。  
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  図 5.3.9-8 安全サポート系 PC 側ソフトウエア シミュレーション画面 3 

（走行中のロボットを４方向の視点からの表示）  

 

 図 5.3.9-8 はシミュレーションを実施してロボットを動作させる画面を示す。３次元モ

デリングした結果の画面であるため、同じ状態を表示する方向から４種類の画像としてい

る。これらの図は同じ状態を異なる視点から表示したもので、同じ内容の位置関係を示し

ている。  

 

  

  図 5.3.9-9 安全サポート系 PC 側ソフトウエア シミュレーション画面 4 

（総合のシミュレーション画面）  
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 図 5.3.9-9 は、ロボット動作のシミュレーションを実施中の画面を操作画面とともに表示

している。安全サポート系センサーのシミュレーション結果を図示している。すなわち、画

面内の障害物を検出してその障害物までの距離を認識している。  

 

(7) 走行ログの解析  

 

 

 

     図 5.3.9-10 安全サポート系 PC 側ソフトウエア 走行ログ解析  

 

 安全サポート系 PC 側のソフトウエアは、走行動作中に取った安全サポート系の動作ログ

を解析して、その結果を PC 画面に表示できる。図 5.3.9-11 はその表示内容を示す。  

 

          
   図 5.3.9-11 安全サポート系 PC 側ソフトウエア ３次元計測ログ解析結果 1 

（走行ルートの屋内形状の表示（実測データ））  

 

無線 LAN 通信  

安全サポート系センサー  
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 図 5.3.9-11 は安全サポート系センサーのログを解析して３次元表示した時の画面である。

フォーク型物流支援ロボットの周囲に存在した、壁は障害物の形状が３次元で表示されて

いる。  

          

  図 5.3.9-12 安全サポート系 PC 側ソフトウエア ３次元計測ログ解析結果 2 

（走行ルートの屋内形状の表示（平面図））  

 

 図 5.3.9-12 は３次元計測ログの解析結果を平面図で表示したものである。壁の形状が四角

の部屋を示している。障害物も検出されていることが分かる。また、フォーク型ロボットの

走行通路外の物体の形状も記録されていることが分かる。  

 

         

 図 5.3.9-13 安全サポート系 PC 側ソフトウエア ３次元計測ログ解析結果 3 

（走行ルートの屋内形状の表示（側面図、壁側））  



Ⅲ-3-2-89

        

 図 5.3.9-14 安全サポート系 PC 側ソフトウエア ３次元計測ログ解析結果 4 

（走行ルートの屋内形状の表示（側面図、部屋の中央））  

 

 図 5.3.9-15 は、３次元計測ログの解析結果である。作業者の形状がわかるように表示され

ているのが分かる。  

 

       

     図 5.3.9-15 安全サポート系 PC 側ソフトウエア パソコン表示  

 

 図 5.3.9-15 は安全サポート系の PC 側ソフトウエアをノートパソコンにインストールし、

走行中のフォーク型物流支援ロボット上に搭載されている安全サポート系のセンターとノ

ートパソコンを無線 LAN で接続して時の画面である。  

 ３次元の計測結果は、動作ログだけでなく、このようにリアルタイムで３次元表示するこ

とが可能である。  
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(8) シミュレーション 

 図 5.3.9-16 と図 5.3.9-17 は PC 画面上でロボット動作をシミュレーションしアニメーショ

ンで表示した画面の例である。シミュレーション画面内で、走行地図データを入力し、ロ

ボットの形状と通路を指定し、通路上に障害物を設置して走行させる。その結果、ロボット

の走行動作がシミュレーションされるとともに、障害物が安全サポート系センサーにどのよ

うに検出されるかをシミュレーションできる。  

 障害物は、PC 上でモデリングする。実測のログデータから障害物のモデルを抽出してシ

ミュレーション画面で使用することが今後の課題となる。  

 

     
   図 5.3.9-16 安全サポート系 PC 側ソフトウエア シミュレーション機能  

（走行開始地点（サークル）から走行開始動作）  
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  図 5.3.9-17 安全サポート系 PC 側ソフトウエア シミュレーション機能  

（コーナーを回った後の走行動作）  
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5.4 安全系の設計  

5.4.1 非常停止回路  

 非常停止回路は入力源として非常停止スイッチ、バンパー、サイドバンパー、安全 PLC か

らの出力回路、通常制御系の動作可否信号の直列回路で、非常停止信号で走行モーター、油圧

ポンプ駆動モーターの駆動インバータの電源供給を遮断するとともに、電磁ブレーキの励磁を

遮断し、走行の動力遮断をしたうえでブレーキ停止する。後面バンパーとサイドバンパーには

検出素子としてテープスイッチを使用している。テープスイッチは２端子接続ではノーマリー

オフ（A 接点）の感圧スイッチ素子であるが、４端子接続で使用し常時微弱な電流を流し、通

常状態の循環電流の減少でテープスイッチ内の断線を検知し、循環電流の増加で接触検知の両

方が行えるインターフェース回路でノーマリーオン化（B 接点化）して対人接触を検知する。  

 

    

          図 5.4.1-1 テープスイッチのオン時の挙動  

 

 テープスイッチのオン時の４端子接続回路の挙動は、閾値は 100Ω 強の点にあり、電源電圧

やインターフェース回路の回路常数を変動したパラメトリック解析でも 100Ω 以下の接触抵抗

でオンを認識し、安定に動作する。  
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         図 5.4.1-2 テープスイッチの断線時の挙動  

 

 一方、テープスイッチは実フィールドの運用では運転中あるいは停車中に様々な理由により

バンパーやテープスイッチが接触し、バンパーやテープスイッチの外装が破れ破損した状態を

ガムテープ等で応急補修しただけで運用することは往々にしてある。生産と止められない顧客

サイドの事情や修理部品が届くまでの応急処置などであろうが重要な安全の機器となるバンパ

ーやテープスイッチの危険側故障である断線は検出する必要がある。テープスイッチ断線やコ

ネクタの接触不良に対しては、検出の閾値は数 kΩ にあり、10kΩ 以上の抵抗で安定して断線

を検知する。この技術は、無人搬送車の分野では従来から使用されている４端子接続の技術で

あり、従来からの評価試験結果に加え、今回、改めて解析しなおすことでその有効性を再確認

した。  

 非常停止スイッチは車体の側面の左右、後面の左右、車体後面の操作コンソールに１ヶ所の

合計５ヶ所に設置する。バンパーは車体後面の車体下部と車体後面の成人男性の胸部位置の合

計２ヶ所に設置する。車体側面は、車体後面のバンパーのように厚みのあるものは車体幅を増

やしてしまうために、センサーの厚みが少ないテープスイッチにラバープロテクタを被せたサ

イドバンパーを、車体側面の左右の下部と胸部位置で合計４ヶ所に設置する。車体側面は車体

後面の走行速度と異なり、万一接触することがあってもその側面方向の速度は小さく、ストロ

ークの小さいセンサーでもストローク範囲内で車体を停止することができる。  

 

         表 5.4.1-1 テープスイッチの仕様  

接点寿命  300 万回  耐電圧  DC250V 1 分間  

定格電圧  5～24V 使用温度範囲  0 ～  50℃  

定格電流  10mA～300mA 保存温度湿度  0 ～  60℃  

90%RH 以下  絶縁抵抗  100MΩ 以上  
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 テープスイッチは無人搬送車では一般的に使用されているセンサーで、先に示した４端

子接続をすることで信頼性の高い接触検出を行えるデバイスである。(株)東京センサ製の

テープスイッチの仕様を表 5.4.1-1 に示す。表 5.4.1-2 に非常停止要因となる安全関係のセ

ンサーの一覧を示す。また図 5.4.1-1 に非常停止要因となるセンサー類、スイッチ類の設

置場所を示す。  

 

            表 5.4.1-2 非常停止要因  

No. 非常停止の要因  数量  

1 コンソール脇非常停止スイッチ  1 

2 車体後面非常停止スイッチ  2（左右各 1）  

3 車体側面非常停止スイッチ  2（左右各 1）  

4 車体後面下部バンパー  1 

5 車体後面上部バンパー  1 

6 アウトリガー先端バンパー  2（左右各 1）  

7 アウトリガー下足背検出  2（左右各 1）  

8 車体側面下部サイドバンパー  2（左右各 1）  

9 車体側面上部サイドバンパー  2（左右各 1）  

10 障害物検出  複数要因  

11 制御装置異常  1 

 

 

 
 

           図 5.4.1-1 非常停止要因  
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5.4.2 制御装置の相互監視  

 通常制御系の制御装置、３次元位置認識の制御装置が、特定の内部 I/O について周期的に

ON/OFF を繰り返し、この状態変化を制御装置間で相互監視する。更に通常制御系の信号を安

全系の安全 PLC に入力する。  

 

            

 

              図 5.4.2-1 制御の相互監視  

 

 

5.4.3 安全センサーによる停止  

(1) 動作シーケンスの分解  

 安全センサーによる防護の前提となるフォークリフト型ロボットの動作シーケンスは以

下のようになる。  

①荷降ろしを行う位置の手前まで走行し停止する。フォークリフトｈ後方走行が基本の

ため、この前段階で後方走行から一旦停止し、90 度の旋回あるいは据え切りに近い操

舵を行うスピンターンで前進に切り返しをこの直前に行い方向転換を行う。  

②荷降ろしを行う位置に物が置かれていないかあるいは障害物（人あるいは物）が無い

ことを確認の上、荷降ろしを行う位置まで前進する。  

実運用では①②は途切れなく行うこともある。  

③リーチ機構を前進し、荷をアウトリガーよりも外に出す。  

④チルト機構を操作し、荷（フォーク）を水平にする。  

⑤リフト機構を操作しフォークを下げ、パレットを着床する。  

⑥リーチ機構を操作し、フォークをリーチ後端まで戻しパレットから引き抜く。  

⑦後進する。  

⑧リフト機構を操作し、フォークを上げる。  
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一連のシーケンスを図 5.4.3-1 に示す。このシーケンスは降ろし作業のシーケンスであり、

積み作業は上記シーケンスを逆にしたものとなる。積み作業の場合、走行中のパレット上の

荷の移動を防止するため、チルト機構を操作し、フォーク先端を持ち上げる操作が 後に入

る。  

 

 
 

            図 5.4.3-1 動作シーケンスの分解  

  

(2) 基本シーケンス防護  

 非接触の安全センサーは SICK 社製の SIL2 認証を受けている S3000 型と S300mini 型の

２種類のセンサーを使用し、速度と運転モードにより検出する領域を切り替える。速度に対

応した設定距離範囲の例を図 5.4.3-1 に示す。  
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図 5.4.3-2 速度に対応した車体周囲の検出距離設定範囲  

 

 ノッチ速度に対応した停止領域はブレーキ性能と運用上の作業性、対人接触リスクから決

定した。後方の高速走行では広い範囲をカバーする。低速では車体幅と運搬物であるパレッ

トの幅に対して僅かな余裕のところに整列して荷の積み下ろしを行う空隙と、移載あるいは

移載動作に入る前の方向転換動作での人の巻き込みに対しても停止できる距離範囲を設計

値に対し、現場で試行錯誤的に調整し検出範囲を決定した。このようにして決定した物理寸

法に対応した検出範囲と検出範囲を代表する論理的な領域を運転状況のマトリックスから

センサーの使用可否、使用パターンを決定する。決定マトリックスを図 5.4.3-3 に示す。  

 安全系の判断の中に通常制御系からの運転状況を示す速度信号、操舵信号が入るが、機能

安全を実現する上で代替手段のない不可避な信号であり、安全系の入力信号として使用する

。この対策としていかなる条件でも防護範囲がゼロにならない組み合わせを条件設定に入れ

ている。  

 尚、ここで示す後進右折、後進左折とは当該の進行方向（この場合後進）に対する左右で

はなく、車体の前進方向に対する左右の方向を示す。産業機械では安全のため車体への表示

として前後方向、左右方向を車体に表示することがあり、この表示内容との整合性のため車

体の対する方向で説明する。  
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図 5.4.3-3 センサー使用決定マトリックス  

 

 

  

 

           図 5.4.3-4 防護エリアの一覧  

 

 図 5.4.3-4 に基本的な防護エリアの一覧を示す。これらの防護アリアの設定をセンサー使

用決定マトリックスに従い選択する。  
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             図 5.4.3-5 車体下部の安全センサー  

 

 S3000 型と S300mini 型の２種類のセンサーの取り付け状態を図 5.4.3-5 に示す。当初の

計画では３箇所とも S300mini 型であったが、評価段階で安全サポート系とのサポート範囲

の拡大から、後方側は S3000 型に変更した。  

 

(3) 防護シーケンスの拡張  

 今回の評価は荷の形状、運用は自動運転がしやすいパレット上の単一形状の荷で評価をし

た。しかし一般的には複数形状を扱い、また荷をパレット上に置いたとき、前方側のセンサ

ーに搬送するかしないか、運用する場所の制約、荷を並べて置くピッチが異なるため、防護

エリアは更に多くのバリエーションを持つ。図 5.4.3-6 にそのバリエーションを示す。  

  

            図 5.4.3-6 防護エリアのバリエーション  
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 運用としては走行から停止、切返しによる方向転換、移載動作を連続して行う。誘導制御を

行う地図上に無人搬送車が通過、速度変更、停止、移載を行う点を番地として登録し、その番

地か次の番地までの区間に対する修飾情報として設定する速度情報と、制御の結果として得ら

れる操舵角度のような情報が存在し、走行中の防護エリア決定は速度に関しては区間の修飾デ

ータとして設定されている設定値と実際の制御の結果として得られる制御データの両方を使用

する。移載に関しては区間データとして積みや降ろしの作業内容と防護エリアの選択を登録す

る。表 5.4.3-1 にセンサーの仕様を示す。  

 

          表 5.4.3-1  SICK 社製安全センサーS3000 の仕様  

項 目  仕 様  

スキャニング角度  190°（-5°～185°）  

フィールドセット数  1～8 

防護フィールド(半径） ミディアム/ロングレンジ 大 5.5m/7.0m 

警告フィールド(半径） 反射率 20%の検出物体  : 約 20ｍ 

供給電源  24V(16.8～28.8V) 

残留リップル  大：  ±5% 

安全カテゴリー 
IEC61496 ： Type3 

IEC61508 : SIL2 

使用周囲温度  -10 ℃～55℃   

保管周囲温度  -25℃～70℃  

周囲湿度  IEC61496-1:5.1.2 と 5.4.2 章、IEC61496-3, 5.4.2 章による 

保護構造  IEC60529  

保護クラス DIN VDE0106,DIN , EN 50178 II 

対衝撃  IEC60068-2-27 単一衝撃： 15g,11ms  

  
IEC61496-1:5.1.2 と 5.4.4.2 章 /IEC61496-3:5.4.4.2 章による連続衝撃：

10g,16ms  

重量  S3000：3.3ｋｇ 

投光  / 測定データ 

レーザー保護クラス 21 CFR 1040.10 と 1040.11,DIN EN 606825:2001(パルス,レーザー・ダイオード）

波長  905 nm 

光軸径   
フロントスクリーンから投光時 φ12mm  

検出距離 5.5m/7.0m φ27nm･φ32nm  

反射率  1.8%～数 1000% 

測定距離範囲   49ｍ 

 

  



Ⅲ-3-2-101

    表 5.4.3-2  SICK 社製安全センサーS300 Mini Remote の仕様  

項 目  仕 様  

スキャン角度  270°  

防護フィールドレンジ 半径  2m （ 大） 

フィールドセットの数  16 

フィールドの種類  3 フィールド（１防護フィールドと 2 警告フィールド） 

モニタリングケース数  32 

検出対象物反射率  1.8 % ... > 1.000 %, リフレクター 

レスポンスタイム 80 ms 

分解能  30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 設定可能  

角度分解能  0.5° 

防護フィールドの追加の距離  100mm 

警告フィールドレンジ 半径  8m （ 大） 

距離測定レンジ 30m 

マルチプルサンプルの数  2,,16 設定可能   

自動リセットのディレー 2 s,,60 秒   設定可能  

 

 図 5.4.3-7 は走行から停止し切返しを行った後に積み作業を行い、積み作業後に本線に入る

までの一連のシーケンスの模式を示す。この一連のシーケンスを基本シーケンスに分解し、シ

ーケンス毎に防護エリアを切り替える。  

 

 

 

           図 5.4.3-7 防護エリアの切替えイメージ   
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5.5 車両設計 

5.5.1 ハードウエア設計  

 車両本体は T11 パレットを搬送する運搬質量 1,000kg タイプの車体をベースに主として安全

系、安全サポート系を追加装備する設計とした。バッテリーは従来通り鉛バッテリーとした。

フォークリフトでは高性能なリチウムイオンやニッケル水素電池で急速充電も可能であるが、

鉛バッテリーはカウンタウエイトを兼用しており高性能バッテリー使用時にはカウンタウエイ

トが別途必要になり車体全体の軽量化には寄与しないため、8 時間運転可能な鉛バッテリーを

搭載し、コンベンショナルなオフライン充電の電源構成とした。この構成での車体重心位置は

、空車状態では水平位置は前輪から 1,016mm、垂直位置は FL から 568mm になる。1,000kg 積

載状態ではリーチ機構が前端で も条件の悪くなる状態で、水平位置は前輪から 764mm、垂

直位置は FL から 667mm になり、転倒に対しては問題ない。  

 また自動運転で段積みのない床面平置き用途に限定する。このため、フォーク昇降の揚程は

原設計機種では 3,000mm であるが、本プロジェクトでは 900mm に制限し、通常では人がフ

ォークの下（荷の下）に入れない高さに制限し、リスク要因を減らした。制御系の概略構成を

図 5.5.5-1、図 5.5.5-2 に示す。制御装置、制御機器は走行駆動のモーターやインバータ、昇降

の油圧ポンプなどフォークリフト固有の機能を有する特殊な電機品は専用品を使用している。

コントローラ関係については特殊仕様のものは使用せずに汎用品を使用して構成している。  

 

 

 

 

              図 5.5.1-1 制御系の概略構成  
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               図 5.5.1-2 制御系の構成  

 

      

 図 5.5.1-3 車体の前方（フォーク側）外観  図 5.5.1-4 車体の後方（走行方向）外観  
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 図 5.5.1-3、図 5.5.1-4 に完成したフォーク型ロボットの外観を示す。  

 安全にかかわる重要な寸法関係として、人が足先を車輪に巻き込まれるリスクがある。その

位置関係を図 5.5.1-5、図 5.5.1-6 に示す。後輪に関しては成人男性の体格であれば側面からは

足は後輪に届かない。後面からはバンパースイッチが先に動作する位置関係になる。前輪は前

バンパーとアウトリガー下のレバーで足を接触検知し非常停止する。  

 

 

    
       図 5.5.1-5 車輪と人が接近した場合の位置関係 1（側面視）  

 

 

   

       図 5.5.1-6 車輪と人が接近した場合の位置関係 2（後面視）  
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5.5.2 車体制御ソフトウエア設計  

 車体制御ソフトウエアは従来から運用している自己位置認識誘導制御を今回のプロジェクト

に使用する。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            図 5.5.2-1 目標位置に対する搬送車の操舵  

 

 ２次元レーザー距離計でスキャンした電子地図と、走行中の現在位置から周囲を走査した距

離データをパターンマッチング処理することで得られる現在位置の座標情報に対して、操舵は

目標座標に対するベクトルの内積と外積から操舵角度を決定する。図 5.5.2-1 に操舵決定の概

略を示す。  

 

操舵角度パラメータ  

・現在の前位置Ｘ座標（fx）  

・現在の前位置Ｙ座標（fy）  

・現在の中心位置Ｘ座標（cx）  

・現在の中心位置Ｙ座標（cy）  

・移動先の前位置Ｘ座標（tfx）  

・移動先の前位置Ｙ座標（tfy）  

・移動先の中心位置Ｘ座標（tcx）

・移動先の中心位置Ｙ座標（tcy）
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5.5.3 3D 位置認識装置との連携ソフトウエア設計  

 3 次元位置認識の測定データは車体の自己位置認識による SLAM 制御データの地図データと

互換性を持たせ、3 次元位置認識の障害物と地図データの比較を行う。3 次元位置認識の測定

データは、２値画像の左上から右下に向かって順にデータありの画素位置を並べたデータとす

る。測定データは、走行路面に平行の 2 次元平面をグリッドマップで分割し、グリッド内に測

定データが含まれる場合 1、含まれない場合 0 とする 2 値の画像データとして扱う。測定デー

タが存在する画素の座標値のみ送信することでデータ量を減らすことにする。SLAM のプロセ

スと障害物処理のプロセスは別プロセスで実行し、障害物処理では走行速度を考慮した 3 次元

位置認識の 1 スキャンデータの重ね合わせ合成処理を行い、1 スキャン毎に障害物座標と地図

座標の照合を行う。障害物が地図データの同じ座標に出現する場合には当該の障害物をマスク

して減速・停止の判定を行う。3 次元位置認識による減速処理は減速要因が排除されたあとは

元の速度に復帰する処理となっているため、突発的な障害物の場合、車体の加速・減速の時定

数が長いためこれがローパスフィルタとなり、制御ソフトでのフィルタリング処理は 低限の

移動平均だけに留める。フィルタ処理が極端に少ない場合には細かい加速・減速の繰り返しに

なり走行駆動のモーター電流が不安定になる。一方フィルタ時定数が長いと検出の定常的な遅

れを発生する。データの重ね合わせを行う前の距離データの段階でスキャンの仰角データとレ

ーザー距離計のデータの位相遅れを 小にし、同期の取れたデータで床面と天井面のデータの

リジェクトを行った後のデータを 3 次元位置認識装置からイーサネット経由で受信するソフト

ウエア構成を実装した。  

             

 

図 5.5.3-1 座標系  

 

 



Ⅲ-3-2-107

5.5.4 ドキュメンテーション  

 ドキュメンテーションについては、本プロジェクトでの特別な管理はせずに、通常の社内規

定に従った。表 5.4.1-1 にドキュメント体系の本プロジェクトに関連した部分の抜粋を示す。

尚、日立産機システムと日立製作所では業態が異なり、一部のドキュメント体系で異なってい

る部分がある。  

 

            表 5.4.1-1 ドキュメント体系  

 
  

区分 フェーズ ドキュメント 関連する社内基準等
文書の
レベル

1．目的と方針
1．1．　本書の目的と位置付け
1．2．　記述の方法
1．3．Ver1.1での変更点

5．作番の監視と制御 部規準
5．1．　概要 部規準
5．2．　工程管理 事業所規準
5．3．　視える化 事業所規準
5．4．　懸案管理
5．5．　リスク管理
5．6．　進捗管理
5．7．　機密情報管理
5．8．　作業成果物
5．9．　重要作番におけるプロセス検査の実施　

5．10.　作番完了
5．11.　改善情報の公開

6．構成管理と変更点管理
6．1．　概要
6．2．　構成管理と変更点管理の手順 B票、変更仕様書
6．3．　ドキュメント管理
6．4．　リリースしたプログラムの管理 開発実績書、メディア一覧表
6．5．　構成管理変更点管理の監視
6．6．　作業成果物

1．要求分析 事業部門
1．1．要求分析と定義 事業部門
1．2．作番計画策定
1．3．作番管理留意点
2．設計 事業所規準
2．1．システム設計 部規準
2．2．詳細設計 部規準
2．3．設計完結 部規準

部規準
3.検査 部規準
3．1．　製品検査 部規準
3．2．　プロセス検査　 部規準
3．3．　ＱＡによる作番監視 部規準

部規準

1．要求分析 事業所規準
1．1．　要求分析と定義 部規準
1．2．　作番計画策定 部規準
1．3．　作番管理留意点 部規準
2．システム設計　 部規準
2．1．　基本設計 部規準
2．2．　データ設計 部規準

部規準
3．ソフトウェア方式設計 部規準
3．1．　詳細方式設計 部規準
3．2．　機能設計 部規準

部規準

4．ソフトウェア詳細設計
4．1．開発環境構築
4．2．構造設計

5．プログラミング＆単体テスト

6．組合せテスト

7．システムテスト／運用テスト 部規準
部規準

8．検査　
8．1．　製品検査
8．2．　プロセス検査
8．3．　ＱＡによる作番監視

９．保守・運用

Ⅱ-Ⅰ．ハードウェア
　　　　制御

Ⅱ-Ⅱ．ソフトウェア
　　　　制御

Ⅰ．プロジェクト
　　管理

システム機能仕様書、ハード基本構成図、概略機器配置図、
ハードウエア仕様書、Ｉ／Ｏ割付表、各種インターフェース仕様
書、制御機器配置図、取り扱い説明書、変更仕様書
回路図（単線結線図、展開接続図、回路図、ネットリスト、部品
表）

システム機能仕様書、ソフト基本構成図、画面操作仕様書、操
作仕様書、帳票仕様書、テーブルフォーマット、タイマ一覧
表、アラーム一覧表

実機テスト仕様書・件報告書、現地テスト仕様書・兼報告書、B
票

組合テスト仕様書・兼報告書、B票

テスト計画書、B票

総合テスト仕様書・兼報告書、B票

製品安全規則
製品業務システム設計標準（ハード）

製品安全性評価実施基準
電気設計一般
リレー寿命基準
電気品選定基準
電子部品
コネクタ選定基準
インターロック運用基準
配線設計手順
遮断器の協調基準
電気品選定基準

現地DailyReport
現地改造要領

ドキュメント・ファイル管理要領
作番ファイル管理要領
DR実施規準
製品安全管理規程

サブシステム機能仕様書、モジュール構成図、モジュール仕
様書、各種インターフェース仕様書、インターロック仕様書、通
信仕様書、伝文フォーマット、異常処理仕様書、起動／停止
処理仕様書、処理仕様書（処理フロー）、取り扱い説明書、変
更仕様書
シミュレーション環境仕様書、インストール手順書、プログラム
（ソースコード、ロードモジュール、開発環境）、シミュレータ（シ
ミュレーション仕様書、シミュレーション環境）

機能仕様書

製品業務システム設計標準
ソフトウェア設計要領
ドキュメント作成要領
ソフト外注注文仕様書
メディア管理要領
元図管理要領
ドキュメント体系
ソフト作業分析
開発工数分析
ＦＡＳＴ連絡書
設計助成員の業務
制御ｼｽﾃﾑ構築
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(1) ハードウエア 

 ハードウエア関係の主なドキュメントには以下のものがある。  

システム機能仕様書、ハード基本構成図、概略機器配置図、ハードウエア仕様書、I/O 割付

表、各種インターフェース仕様書、制御機器配置図、取り扱い説明書、変更仕様書、回路図

（単線結線図、展開接続図、回路図、ネットリスト、部品表）などがある。  

ドキュメントの一例として I/O 割付表を図 5.5.4-1 に示す。  

 

             図 5.5.4-1 I/O 割付表  

 

(2) ソフトウエア 

ハードウエア関係の主なドキュメントには以下のものがある。  

システム機能仕様書、ソフト基本構成図、画面操作仕様書、操作仕様書、帳票仕様書、テー

ブルフォーマット、タイマ一覧表、アラーム一覧表、サブシステム機能仕様書、モジュール
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構成図、モジュール仕様書、各種インターフェース仕様書、インターロック仕様書、通信仕

様書、伝文フォーマット、異常処理仕様書、起動／停止処理仕様書、処理仕様書（処理フロ

ー）、取り扱い説明書、変更仕様書、シミュレーション環境仕様書、インストール手順書、

プログラム（ソースコード、ロードモジュール、開発環境）、シミュレータ（シミュレーシ

ョン仕様書、シミュレーション環境）、テスト計画書、B 票、組合テスト仕様書・兼報告書

、総合テスト仕様書・兼報告書、実機テスト仕様書・兼報告書などがある。  

ドキュメントの一例としてモジュール仕様書を図 5.5.4-2 に示す。  

 

 

         図 5.5.4-2 ドキュメント例（モジュール仕様書）  
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5.6 付帯設備の検討 
 ロボットを含む配送センターのシステム全体の安全性を高めるためにはロボット単体の安全

対策と、運用する環境側での安全対策の併用でシステムとしての安全設計が重要になる。プロ

ジェクト公募の時点ではフォーク型ロボットの単体での機能安全を検討していたが、プロジェ

クトを進めていく過程で、安全サポート系の一部として付帯設備での安全サポート系の実現の

可否についても検討した。検討の結果、IEC61508 の適用範囲とせず、一般の産業機器として

の扱いであれば、日立製作所あるいは日立グループ内で製品化されている技術の組み合わせで

実現できることから本プロジェクトでの要素開発は必要ないと判断し、試作と検証は実施しな

かった。検討した内容は作業者の位置の把握である。車体側からの歩行者・作業者の位置の同

定は物陰に隠れている人の把握には限界がある。この歩行者・作業者の位置を同定する技術を

して特定の RFID のようなタグを持たせ、タグ位置を同定する方法と、位置を同定しようとす

る範囲を走査しタグの有無に関わらずその位置に存在するものを検知する方法がある。図 5.6-1

にその特性要因図を示す。  

 

   

図 5.6-1 地上サポート系と安全系、安全サポート系の関連  

 

 表 5.6-1 に地上サポート系での適用範囲を示す。地上サポート系は近距離で建物や装置の影

に隠れている人との衝突回避、移載動作時に効果がある。  
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表 5.6-1 地上サポート系の適用範囲  

     

 これらの運用イメージを図 5.6-2 に示す。表 5.6-1 にも示すように も顕著に効果を発揮

するのは枠で囲った部分の建物の影からの出会い頭の接触、物陰からの歩行者飛び出しであ

る。  

 

 

 

図 5.6-2 地上サポート系の運用イメージ  



Ⅲ-3-2-112

 

 以下、検討内容について述べる。  

 

5.6.1 インドア GPS システム  

 屋内から屋外にシームレスに位置計測を行う方法として，独立行政法人宇宙航空研究開発機

構によって仕様提案されている屋内 GPS 測位（Indoor Messaging System 方式）である。屋

内 GPS 測位では，屋内  に設置する送信機に位置情報を登録し，GPS 互換信号に乗せて位置情

報を送信する。他の屋内測位方式では，専用の端末が必要であるのに対し，屋内 GPS 測位で

は，GPS 互換信号を使用しているため，GPS 受信機のソフトウエアの軽微な変更によって測

位が可能である。日立グループでは経済産業省「平成 21 年度 IT とサービスの融合による新市

場創出促進事業（異種測位技術間における共通処理基盤構築事業）」に参画し，屋内 GPS 測

位に対応した GPS 携帯電話（試作機）に歩行者ナビゲーションのアプリケーションをダウン

ロードすることで，屋外では GPS 測位，屋内では屋内 GPS 測位によるシームレスな測位の実

証実験を行った。インドア GPS システムは日立産機システムのより製品化し、数ｍ以下の誤

差で人の位置を測位することが可能な汎用技術である。港湾でのコンテナ位置の管理、や地下

街や大型商業施設での位置の案内などで使用されている。  

 

   
         図 5.6.1-1 日立産機システム製インドア GPS 

 

5.6.2 無線 LAN 

 IEEE 規格に準拠の無線 LAN（Local Area Network）を活用した位置検出技術。複数の基地

局により，対象者と紐（ひも）付けられた無線タグを検知することで，対象者の位置を検出す

る。建築構造や歩行者の動線を勘案し，検知エリアの特性に合わせて，（a）無線タグから発

信される電波を複数の基地局で受信して電波の到着時間の時間差に基づく三辺計測にて無線タ

グの位置を算出する「二次元測位方式」，（b）この原理を応用した一辺計測にて位置を算出

する「一次元測位方式」，（c）無線タグの接続情報や電界強度に基づき当該ゾーン内の所在検



Ⅲ-3-2-113

知を行う「信号強度測位方式」の 3 方式の使い分けが可能である。200 回 /秒の測位をおこなう

ため、フォークリフトのリアルタイムトラッキングも可能である。検出精度は屋内・屋外とも

に平均１～3m 程度である。日立製作所では Air Location-II の製品名で製品化している。本シ

ステムの一例としては 2007 年 4 月から美祢社会復帰促進センターで運用している。 近では

ショッピングセンターや大型商業施設内の案内や位置表示にも応用されている。この方式でも

無線タグのあることを検出することはできるが、あるべきところに無線タグがないことを検出

することはできない。  

 

     
           図 5.6.2-1 Air Location II 測位方式  

 

5.6.3 レーザーレーダビジョンシステム  

 Laser Radarvion II は日立情報通信エンジニアリング（株）により製品化した測位システム

で、床面近傍にセンサー（２次元レーザー距離計）を設置し、水平方向にスキャンする。主な

用途は、セキュリティー関係、歩行者の移動軌跡を検知し追跡することでの人の流れを動的に

調査するシステム、危険場所・進入禁止エリアへの人の進入検知システムである。  

 クラス１のレーザーを使用し誤差 30cm の高精度で検出する。屋内・屋外の両方で使用可能

。１つのセンサーの守備範囲は半径 30m の領域を 270 度の範囲でカバーする。歩行者の飛び

出しが想定される場所や接触のリスクの大きい領域に設置する。複数のセンサーで広範囲な領

域を検出する。間仕切りで区切られた空間や、設備の陰でセンサーの死角が発生する場合には

センサーの設置数が多くなりコストが増加する。検討した３つの方式の中では信頼性の高い検

出となっているが、対人安全のために開発された装置でないため SIL 認証には対応していない

。  
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図 5.6.3-1 レーザーレーダビジョンシステムによる歩行者検知  

 

 地上サポート系はこれらを適宜組み合わせて構成する。従来から行われている遮断器や信

号灯、入退場扉開閉によるインターロック、フラッパーゲートでの人の入退場の制限や管理

を行うこととの組み合わせも有効である。  

 

5.6.4 その他の方法  

 日立グループではないがユニキャリア（株）ではフォークリフトに接近する人を検出する

無線タグシステムを市販している。  

      

          図 5.6.4-1 ユニキャリア製接近警報装置  
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 トヨタ L&F では超音波を使用し、後方への指向性を持たせた後方作業者の検知装置を市

販している。他のフォークリフトメーカ、重機メーカーでも同様の装置を市販している。  

 これらの方法に共通するのはタグを持たない人を検出できないこと、動作範囲内に他のフ

ォークや重機が入った場合の干渉や検知もれなどの信頼性に関する検討を要する事項がある

。  

 

     
        図 5.6.4-2 トヨタ L&F 製後方作業者検知装置  
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６．評価試験 

6.1 機能試験 
 機能試験は一般的な性能試験の他に安全系、安全サポート系について実施した。試験項目の

概要を表 6.1-1 に示す。  

 

             表 6.1-1 試験項目の概要  

 

分類 試験項目 概略内容 回数，時間 etc. 所要時間
(1) 電源ONからの起動時間 数回 2 時間
(2) 電源電圧が変動時の挙動 １回 4 時間
(3) 車体振動の揺動への影響

・車体振動で揺動機構のぶれ，共振
・性能，精度への影響

これは単独では実施しない

(4) 経時変化
・基準方向の安定性
・メカ的な消耗，寿命

これは単独では実施しない

(5) 認識精度
・対象物までの距離依存
・対象物までの速度依存
・移動方向（縦移動，横移動，斜め移動）
・形状依存（平面，柱状，分解能近傍の物体）
・表面の性状（反射率，色etc）

距離，速度の組合せ，
各組合せでN=5以上

24 時間

(6) 床面認識
・床の認識
・床でない異物の認識
・床と壁の境界

N=5以上 24 時間

(7) 応答時間
・応答時間の距離依存性
・応答時間の速度依存性
・応答時間のその他の要因の依存性

N=5以上 24 時間

(8) シチュエーションに対する挙動の妥当性（移載シーケンスを含む）
・走行-->減速
・走行-->停止
・走行-->非常停止
・減速-->再加速
・停止中の要因発生
・要因の解除

各状況に対して
N=10以上

40 時間

(9) SLAM地図とのマッチング
・SLAMで認識している位置と３Dでの位置認識の形状の相違
・マッチングができるか
・精度

指定コース３周以上 8 時間

(10) 対象物までの距離と認識精度 N=5以上 8 時間
(11) 応答時間

・応答時間の距離依存性
N=5以上 8 時間

(12) 状況に対する挙動の妥当性（移載シーケンスを含む）
・走行-->非常停止
・停止中の要因発生
・要因の解除

各状況に対して
N=10以上

24 時間

(13) 外乱
・変調のかからない光（太陽光）
・低周波の輝度変調のかかった光
　（高圧水銀灯，ナトリュムランプ，蛍光灯，HF蛍光灯）
・高周波の変調のかかった光（LED,レーザ光，光電スイッチ）

各要因に対して
N=1以上

8 時間

(14) 応答する変形圧力，ストローク N=1以上 4 時間
(15) 非感知部分の存在の有無 N=1以上 4 時間
(16) 挙動 N=1以上 4 時間
(17) 非常停止SW 挙動 N=1以上 4 時間
(18) ３D距離認識からSLAM側の制御状態変化までの応答時間 N=1以上 4 時間
(19) SLAM側の状態変化から車両制御までの応答

（PLC系の応答時間）
N=1以上 4 時間

(20) 作為的に発生させた通信エラーに対する挙動 N=1以上 8 時間
(1) 走行速度 N=1以上 4 時間
(2) 走行加速度 N=1以上 4 時間
(3) 走行停止精度 N=1以上 4 時間
(4) 非常停止距離 N=5以上 4 時間
(5) 非常停止をかけた後の挙動，姿勢変化

・直線
・カーブ
・前進／後進

N=5以上 8 時間

(6) 昇降速度 N=1以上 4 時間
(7) 昇降停止精度 ・精度

・バラツキ
・床面との関連

N=5以上 16 時間

(1) 走行中 走行中のランダムな障害発生による3D位置認識による減速、停止で
危険な状態にならないこと

(2) 移載中 移載中のランダムな障害発生による安全計での非常停止で危険な状
態にならないこと

4hr×14day

B 一般性能

ブレーキ性能

C 実環境試験

A 検出と挙動 揺動機構

３D位置認識

安全系

バンパ、
テープSW

装置間I/F
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 動作中の挙動を確認するものは、挙動を目視で確認する項目、内部ログで動作を確認する方

法、外部から速度や位置を計測する方法を適宜組み合わせて実施する。外部から挙動を観測す

るのは図 6.1.1 の方法で行う。個々の機能確認が取れた後の総合的な組合せ試験段階ではもっ

ぱら目視で危険状態の確認を行い、問題となる事象が発生したあとで、ログなどによって詳細

の解析を行い、その対応を検討する。また図 6.1-2 のように車体に３軸の加速度センサーを設

置し、車体振動等の走行時の挙動も観測する。これは従来よりも 大速度 180m/分と大幅に速

度を増速しているが、動力性能は高速化を達成しても車体振動が許容できるレベルを超え、実

用に適するかを判断する基礎データとする。  

 

 

図 6.1-1 挙動の観測  

 

          
           図 6.1-2 加速度センサーによる挙動の確認  

 

6.1.1 動力性能  

 フォーク型ロボットの静的な動力性能特性を示す。  

(1) 加速特性  

 代表的な設定速度 60m/分（秒速 1.0m/s）、117m/分（秒速 1.94m/s）、150m/分(秒速

2.5m/s)、180m/分(秒速 3.0m/s)における加速特性を示す。速度が秒速 2.5m/s までは設定



Ⅲ-3-2-118

した一定加速度 0.3m/s2 で直線的に加速することができる。それ以上の速度領域では徐々

に加速度が下がり 2.8m/s 以上の速度では 0.05m/s2 まで低下する。設定速度 180m/分につ

いては評価試験場所の関係で、狭小場所で加速距離を短縮するため、加速度を通常の使用

条件よりも大きくして計測している。  

 減速についても同様に、設定速度 180m/分については減速距離を短縮するために

-1.4m/s2 で減速している。他の速度については加速と同じ一定加速度-0.3m/s2 で直線的に

減速する。減速はインバータの回生制動で行い、回生電力はバッテリーに戻している。  

 

     

               図 6.1.1-1 加速特性  

 

(2) 減速特性  

 非常停止でモーターの動力を遮断しブレーキで停止した場合の減速特性を示す。ブレー

キの減速は車輪と床面との摩擦に依存する部分が大きく、摩擦係数の安定した状態で定格

速度（180m／分）から停止した場合は約 1.4m で停止するが、何回かの繰り返しではその

値がばらつく。  

 

 プロジェクトの初期段階では走行速度 190m/分で計画したが、動力性能の評価と振動試験の

結果、190m/分の運用は安定したデータが得られず、実用上好ましくないと判断し、 高速度

は 180m/分とした。  
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            図 6.1.1-2 非常停止距離  

 

 

6.1.2 ３次元位置認識の評価  

(1) 安全サポート系の評価基準  

 安全サポート系の評価は、障害物検出の評価については複数の規格が存在するが、現在

の JIS 規格である JIS D6802：1997 は非接触の障害物センサーが実用化される以前に制定

された規格であり、これらの事項が規定されていないこともあり、次期 JIS 改定のベース

規格案となる ISO3691-4 のテストピースで試験を行っている。尚、非接触障害物検出のテ

ストピースの B 規格としては JIS B9704-3:2011（IEC61496-3:2008）があるが、これを反

映した C 規格が個別製品の規格となっている。  

 

            表 6.1.2-1 各種規格のテストピース  

ISO/FDIS 3691-4（2011）  
(1)縦置き円柱ピース 直径 70mm、高さ 400mm 

(2)横置き円柱ピース 直径 200mm、長さ 600mm 

ANSI B56.5-2012 

(2012) 

(1)縦置き円柱ピース 直径 70mm、高さ 400mm 

(2)横置き円柱ピース 直径 200mm、長さ 600mm 

(3)平板ピース     500mm×500mm 

JIS D6802：1997 規定なし 

JIS D6802 改定（案） 

（2014/産業車両協会） 

(1)縦置き円柱ピース 直径 70mm、高さ 400mm 

(2)横置き円柱ピース 直径 200mm、長さ 600mm 
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(2) 認識精度  

 安全サポート系の評価はフォーク型ロボットに搭載しての機能確認と並行して３次元位

置認識装置の性能評価を行った。代表的な結果を示す。位置認識装置は２次元の２次元レー

ザー距離計を揺動するその揺動速度で対象物の位置認識精度が変化する。ｘ方向（車体の進

行方向）とｙ方向（車体の横方向）ではオフセット値が異なるが 大でも 0.15m の範囲に

入り、認識性能は満足した。  

 

 

 
    図 6.1.2-1 ｘ方向認識精度        図 6.1.2-2 ｙ軸方向認識精度  

 

(3) 検出距離  

 認識距離については物体の反射率で大きく異なる。概略反射率は白ケント紙 70～80％、

ケント紙 5～10％（いずれも参考値）では、黒ケント紙では直径 50mm、直径 100mm の

円柱物体は 10m の距離までが検出距離となった。これは概ね成人の腕１本に相当する。各

規格では衝突する前に停止することを求めており、フォーク型ロボットではインバータで

減速停止する停止距離 10.6m に余裕を持たせた値として 16m とする。結果 20ｍ以上まで

検出可能で、フォーク型の減速距離を十分に満足する。規格参考にダミー人形（表面は肌

色の布地）では 20m 以下で検出可能である。規格の中では ANSI B56.5-2012 では 6%以下

の反射率での試験を規定しているため白と黒の検出体を使用している。 
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図 6.1.2-3 検出限界距離  

 

 

6.1.3 安全系・安全サポート系の評価  

 試験場所は当初は図 6.1.3-1 に示すように、一般工場レベルの環境で実施した。評価試験の

過程で安全センサーの動作上の問題が発生し、試験場所を変更した。試験項目を表 6-1-2 に示

す。  

 

              表 6.1.3-1 試験場所  

実施期間  実施場所  実施内容  備考  

2012 年 1 月  

～2013 年 6 月  

15m×28m エリア  

床面他に砂塵の多い一般工

場レベルの環境  

各種機能の検証  安全センサーが空気

中の塵や浮遊粒子を

誤検知  

2013 年 7 月  

～2014 年 1 月  

15m×15m エリア  

屋内のクリーンな工場環境

実環境を想定した動

作検証  

空気中の塵や浮遊粒

子を誤検知するため

場所を変更  
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           (1)外観              (2)床面の状態  

 

               図 6.1.3-1 試験場所  

 

 機能試験は安全系、安全サポート系は各種の想定したシナリオ通りに動作するかを中心に試

験を行った。従来から使用している車体のため、個々のパーツや機能を網羅的に評価するので

はなく、本プロジェクトで新規に開発した機能を評価した。シナリオ自体の妥当性については

実稼動を想定した試験の中で修正を行った。  

 

表 6.1.3-2 機能試験  

     

試験項目 概略内容

認識精度
・対象物までの距離依存
・対象物までの速度依存
・移動方向（縦移動，横移動，斜め移動）
・形状依存（平面，柱状，分解能近傍の物体）
・表面の性状（反射率，色etc）
床面認識
・床の認識
・床でない異物の認識
・床と壁の境界
応答時間
・応答時間の距離依存性
・応答時間の速度依存性
・応答時間のその他の要因の依存性
各種シナリオに対する挙動の妥当性
・走行-->減速
・走行-->停止
・走行-->非常停止
・減速-->再加速
・停止中の要因発生
・要因の解除

安全系 安全センサ

状況に対する挙動の妥当性（移載シーケンスを含む）
・走行-->非常停止
・停止中の要因発生
・要因の解除

ブレーキ 非常停止
・非常停止をかけた後の挙動，姿勢変化
・停止距離

安全サポート系 ３D位置認識
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6.1.4 安全サポート系センサーの単体試験  

(1) 安全サポート系センサー（３次元障害物センサー）の単体試験の項目  

 表 6.1.4-1 に３次元障害物センサーを単体で試験する上で実施する試験項目を挙げる。本

稿では、この表の項目中、今回の開発の課題に関連する No.6 の 小検出サイズ検査と No.7

の障害物検出エリア検査について報告する。  

 小検出サイズ検査では、直径 50mm から 200mm の試験片を３次元障害物センサーから

何段階かの距離に置き、直径何 mm まで検出できるかを確認する。障害物検出エリア検査で

は、障害物検出エリアの境界で障害物を検出するかを確認する。  

 

表 6.1.4-1 ３次元障害物センサー 単体試験項目 

 

 

  

No 分類 評価項目 内容

1 外観検査 設計図面通りに組立てられているか確認する

2 重量測定 各装置の重量を測定する。

3 基本動作確認 揺動装置、制御装置、電源装置の全ての装置が正常動作することを確認。

4 揺動速度測定 指定揺動速度への到達時間を測定する。

5 同調制御動作確認 揺動角度原点にてスキャンが正常に開始されているか確認する。

6 最小検出サイズ検査 障害物の最小検出サイズと距離との確認

7 障害物検出エリア検査
・揺動装置が停止した状態での評価。
・高さ1.5m程度の人サイズの障害物の検出。
・防護エリア、警告エリア１、警告エリア２の各検出エリアでの検出機能動作を確認する。

8 異常処理機能確認
・通信遮断、レーザ距離センサ異常、モータドライバ異常、etcなどの異常発生時に
　揺動装置が正常に停止することを確認する。

9 連続動作試験
・5日24時間連続での稼動試験。
・揺動装置の動作部に不具合が生じないか確認。

10 突入電流測定 揺動装置、制御装置の突入電流を測定する。

11 消費電流測定 揺動装置、制御装置の各動作での消費電流を測定する。

12 振動試験 揺動装置、制御装置の振動耐久試験

精度試験

一般試験

信頼性試験
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(2) ３次元障害物センサー単体 精度試験（最小検出サイズ、障害物検出エリアの試験） 

①  ３次元障害物センサー単体の試験時の座標系  

 小検出サイズと障害物検出エリアを試験するための試験仕様について以下に記載す

る。図 6.1.4-1 は安全サポート系センサー単体の座標系である。  

 

           

図 6.1.4-1 ３次元障害物センサー 単体試験時の座標系 

 

 

    図 6.1.4-2 ３次元障害物センサー 試験時の座標系 

 

 図 6.1.4-2 には、試験環境の座標系を示す。この試験場での安全サポート系センサーの

小検出サイズの評価試験、障害物検出エリア検査の試験を実施する。３次元障害物セ

ZTOD軸

XTOD軸

ZTOD軸

XTOD軸

ZTOD, Zw

TOD設置面

３D Disto

地面に設置する

地面

Xw

XTOD

YTOD

Yw

Ow

OTOD

ターゲット

3DDisto

座標系
グローバル座標系

TOD設置座標系

評価位置

ZTOD, Zw

TOD設置面

３D Disto

地面に設置する

地面

Xw

XTOD

YTOD

Yw

Ow

OTOD

ターゲット

3DDisto

座標系
グローバル座標系

TOD設置座標系

評価位置
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ンサーの障害物検出の長手方向（フォーク型物流支援ロボットの走行方向）を X 軸に

とる。X 軸に直行する平面のもう１軸を Y 軸、高さ方向を Z 軸とする。  

 

 

図 6.1.4-3 ３次元障害物センサー 試験片上のレーザーセンサー測定点  

 

 

 図 6.1.4-3 に、試験片にレーザースキャン光がどのように当たるかを示した。３次元障

害物センサーは、レーザースキャナをこの座標系では、Y 軸周りに揺動しているため、

この図のようにスキャン面は上下に揺動し、レーザースキャン光は床面に対して斜めに

交差する。また、試験片に当たるレーザー光は、試験片上で斜めにあたるスキャンポイ

ントとなる。試験片に当たらなかったレーザー光は、床面に当たる。床面は障害物とし

て検出せず、試験片だけを障害物とする。  

 図に示すように、スキャン面が揺動すると試験片に対して、何回か距離を測定するこ

とになる。本試験の測定では、30 秒間に試験片までの距離を複数回測定し、その距離

の値と、その距離測定値の変動を見るために、測定値の標準偏差を求める。  

 

②  試験片の仕様  

 図 6.1.4-4 には 3 次元障害物センサーの単体試験に使用する試験片の仕様についてまと

めた。試験片は、直径 50mm～200mm で、長さを 2ｍとし、表面に白色のケント紙、

または、黒色紙を貼りつけ、異なる反射率の物体の検出性能を確認する。  

 表 6.1.4-2 に本試験で使用した試験片の形状仕様をまとめた。   

Zs, Zw

地面

Xw

Xs
Ys

Yw

Ow

Os

グローバル座標系

試験片

上下に揺動 スキャン面

測定点

30[s]間の試験片

の測定データを抽出

(Xw, Yw)の平均値と

標準偏差を求める。

Zs, Zw

地面

Xw

Xs
Ys

Yw

Ow

Os

グローバル座標系

試験片

上下に揺動 スキャン面

測定点

30[s]間の試験片

の測定データを抽出

(Xw, Yw)の平均値と

標準偏差を求める。
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図 6.1.4-4 安全サポート系センサー 単体試験片の仕様  

 

 

表 6.1.4-2 安全サポート系センサー 単体試験片の仕様 

品番 品   名 仕様 

1 
発泡スチロール  

試験片 

(1)直径 50 mm 長さ 2m （１ｍ＋１ｍで OK） × ４個 

(2)直径 100mm 長さ 2m （同上） × ４個 

(3)直径 150mm 長さ 2m （同上） × ４個 

(4)直径 200mm 長さ 2m （同上） × ４個 

(注 1)加工時にできる溝などの傷があっても良い 

  （1mm 程度まで）。 

(注 2)材質は、標準的な発泡スチロール。 

 

 図 6.1.4-6 に安全サポート系センサーの単体試験時の試験片の状態を写真で撮影した

結果を示す。発泡スチロール製の試験片を試験場に設置して、検出精度や 小検出サイ

ズを試験した。  

           

図 6.1.4-5 ３次元障害物センサー単体試験（位置精度試験）  

 

試験片
φ50、100、200
長さ：2000mm
白ケント紙
黒紙

試験片
φ50、100、200
長さ：2000mm
白ケント紙
黒紙

Φd[mm]

H[mm]

図3.1.1 試験片

表面に白色ケント紙、黒色紙、再帰性反射シートを適宜貼りつける。

Φd[mm]

H[mm]

図3.1.1 試験片

表面に白色ケント紙、黒色紙、再帰性反射シートを適宜貼りつける。

反射率（参考値）  

白ケント紙：70～80％  

黒ケント紙：  5～10％  
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 図 6.1.4-6 に試験中の３次元シミュレータの PC の画面を示す。３次元シミュレータに

は、３次元障害物センサーの動作状況をリアルタイムで表示するために、試験中に３次

元障害物センサーを操作するために使用する。画面中の赤色の直方体が障害物検知エリ

アである。この直方体の内部に障害物が入ると、障害物を検出するとともにその位置を

検出する。  

 

      
図 6.1.4-6 ３次元障害物センサー 試験中のシミュレータ画面  
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③  位置検出精度の試験  

 図 6.1.4-7 に試験片を置く位置を示す。３次元障害物センサーの 大の検出距離は

20m、検知エリア幅の標準は±1.2m であるのに対して、検知エリア内の精度を評価す

るのに必要な図 6.1.4-7 で示す試験位置とした。試験位置に直径の異なる試験片を置き

、障害物として検出するかどうかを確認した。  

 

 

 

図 6.1.4-7 ３次元障害物センサー 試験片の設置位置  

 

 表 6.1.4-3 に位置精度試験の結果を示す。揺動速度は低速の 10°/s、中速の 60°/ｓ、

高速の 120°/ｓの３種類の速度で測定している。測定精度の誤差は、10°/ｓの時で、X

軸方向の誤差が 0.05m~0.085m、Y 軸方向の誤差が 0.00m~0.27m だった。高速で測定

して場合でも精度は悪化せず、120°/ｓで X 軸方向の誤差が 0.04m~0.06m、Y 軸方向

の誤差が 0.002m~0.27 m だった。揺動速度にかかわらず、X 軸方向の距離精度は、目

標の 100mm を達成した。Y 軸方向では誤差が大きい場合があるが、これは、レーザー

スキャナのスキャン方向に対する誤差になっている。  

 試験前には、揺動速度によって測定誤差が悪化すると想定していたが、揺動速度に関

わらず、ほぼ一定の位置精度が出ることがわかった。また X 座標の値が大きい時に、Y

軸方向に誤差が大きくなる傾向がある。これはレーザースキャナの水平スキャン方向の

角度測定誤差が X 軸に長くなることにより、図形的に拡大されているためと考える。

一方、X 軸の距離が短い、フォーク型物流支援ロボットと障害物の距離が短い場合は、

100mm 以内の誤差という目標をクリアしている。 
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表 6.1.4-3 ３次元障害物センサー 位置精度試験の結果 

 

 

 床面の測定精度を表 6.1.4-4 に示す。揺動速度が小さい場合には、目標の測定精度

100mm を達成している。揺動速度が大きい場合に、X 軸の距離が 10m 以上になった場

合は、Z 軸の誤差が 100mm を超える場合がある。この条件は、揺動が高速で下端に近

づいた位置で Z 軸方向の測定データを出力した場合に相当する。揺動が上から下に切り

替わる位置での測定データであり揺動軸の速度やタイミングを取りにくい条件である

と考える。  

 

表 6.1.4-4 安全サポート系センサー 位置精度試験（Z 方向精度）の結果 

 

 

  

X Y X Y X Y X Y X Y X Y

1 3 0 2.956 0 0.03 0.042 2.954 0.001 0.026 0.043 2.957 0.002 0.027 0.043

2 3 -2.5 2.991 -2.464 0.038 0.026 2.992 -2.464 0.037 0.028 2.99 -2.464 0.042 0.025

3 5 0 4.936 0.023 0.021 0.047 4.938 0.029 0.022 0.049 4.941 0.031 0.024 0.05

4 5 -2.5 5.008 -2.457 0.036 0.046 5.008 -2.455 0.038 0.051 5.013 -2.455 0.034 0.05

5 10 0 9,889 0.119 0.013 0.063 9.893 0.102 0.013 0.069 9.887 0.112 0.022 0.052

6 10 -2.5 9.988 -2.365 0.021 0.061 9.988 -2.364 0.018 0.065 9.983 -2.359 0.031 0.06

7 15 0 14.911 0.222 0.012 0.078 14.914 0.225 0.013 0.08 14.905 0.219 0.017 0.076

8 15 -2.5 14.966 -2.271 0.009 0.033 14.98 -2.274 0.017 0.033 14.963 -2.271 0.024 0.033

9 20 0 19,922 0.225 0.049 0.075 19.941 0.206 0.017 0.056 19.936 0.217 0.007 0.043

10 20 -2.5 19.915 -2.226 0.079 0.044 19.944 -2.229 0.019 0.044 19.943 -2.228 0.007 0.044

- - 0.0308 0.0515 - - 0.022 0.0518 - - 0.0235 0.0476　平均値

標準偏差 平均値 標準偏差
No.

X Y
平均値 標準偏差 平均値

測定位置
（m）

位置測定値（ｍ）

揺動速度　10°/ｓ　（低速） 揺動速度　60°/ｓ　（中速） 揺動速度　120°/ｓ　（高速）

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

Z（m） Z（m） Z（m） Z（m） Z（m） Z（m）

1 5 0.053 0.017 0.066 0.026 0.085 0.038

2 10 -0.034 0.022 0.077 0.159 0.113 0.014

3 15 -0.084 0 0 0 0 0

4 20 0.083 0.222 0.33 0.155 0.98 0.082

0.0045 0.06525 0.11825 0.085 0.2945 0.0335平均

揺動速度（°/ｓ）

10°/S 60°/ｓ 120°/ｓ
No.

距離

測定位置
（ｍ）
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④  少検出サイズの試験  

 図 6.1.4-8 に 小検出サイズの試験の状態を撮影した写真を示す。３次元障害物センサ

ーの X 軸上に直径が異なり、白と黒のケント紙を貼った試験片移動させて設置し、検

出する距離を測定する。図 6.1.4-9 に試験片を設置する方式を示す。  

 

         

 

図 6.1.4-8 ３次元障害物センサー単体試験の方式（ 少検出サイズ試験） 

 

 

図 6.1.4-9 ３次元障害物センサー単体試験の方式（ 少検出サイズ試験） 

 

 表 6.1.4-5 に白ケント紙を使用した時の 少検出サイズの結果を示す。揺動速度が低速

の場合も、高速の場合も試験片の直径φ50mm～φ200mm において、3ｍ～15ｍで 100

％障害物の検出が可能だった。距離が 20ｍの場合、試験片φ50ｍｍでは障害物を検出

できなかったが、試験片φ100ｍｍとφ200ｍｍでは 100％障害物を検出することがで

きた。  

 

  

安全サポート系３Dセンサ安全サポート系３Dセンサ
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表 6.1.4-5 ３次元障害物センサー 少検出サイズ試験（白ケント紙）の結果 

 

 

 表 6.1.4-6 には黒ケント紙を使用した時の 少検出サイズの結果を示す。3ｍ～10ｍの

距離では、揺動速度が低速の場合も高速の場合も試験片 φ50mｍ～φ200mm で障害物を

検出できた。距離が 15ｍ以上では、試験片の直径が φ50mm～φ200mm の範囲で障害

物を検出しなかった。  

 

表 6.1.4-6 安全サポート系センサー 少検出サイズ試験（黒ケント紙）の結果

 

 

 

⑤ 障害物検知エリアの試験 

 図 6-1-4‐10 に障害物検知エリアの試験方法を示す。３次元障害物センサーの位置を

基準として、X 軸方向に走行方向の長さを設定し、Y 軸方向に検知エリアの幅方向を設

定する。試験片を検知エリアの境界に設置して障害物を検知するかどうかを試験する。 

 

  

距離（ｍ）
試験片
φ50mm

試験片
φ100mm

試験片
φ200mm

試験片
φ50mm

試験片
φ100mm

試験片
φ200mm

3 100 100 100 100 100 100

5 100 100 100 100 100 100

10 100 100 100 100 100 100

15 100 100 100 100 100 100

20 0 100 100 0 100 100

揺動速度　10°/ｓ 揺動速度　　120°/ｓ

検出割合（％）　（白ケント紙）

距離（ｍ）
試験片
φ50mm

試験片
φ100mm

試験片
φ200mm

試験片
φ50mm

試験片
φ100mm

試験片
φ200mm

3 100 100 100 100 100 100

5 100 100 100 100 100 100

10 100 100 100 100 100 100

15 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

検出割合（％）　（黒ケント紙）

揺動速度　10°/ｓ 揺動速度　　120°/ｓ
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図 6.1.4-10 ３次元障害物センサー 障害物検知エリアの試験 

 

 図 6.1.4‐11 にフォーク型物流支援ロボットの障害物検知エリアの設定を示す。本試

験は、フォーク型物流支援ロボットの障害物検知エリアと同等に範囲を設定して、３次

元障害物センサー単体でどのような性能があるかを確認するものである。  

 

 

 

 

図 6.1.4-11 ３次元障害物センサー 障害物検知エリア 

 

 図 6.1.4-12 には、障害物検知エリアに人間が近づいてくる場合の状態を示す。障害物

検知エリアに人間の移動速度ｖ（m/min）で近づくとする。このような場合に障害物検

知エリアはどうなるかを試験する。  

図 6.1.4-13 には障害物検知エリアの試験の様子を撮影した写真を示す。ダミー人形を

台車に載せて、台車をロープでけん引することにより、人の移動に対応する動きとした

。 

 

 

0m

Xw

Yw

Zw

試験片

20m15m10m5m

検知エリア

0m

Xw

Yw

Zw

試験片

20m15m10m5m

検知エリア

前方検知距離

6
0
0

(
m

m
)

車両中心線

図3.3.3 検知エリアの定義

前方検知距離

6
0
0

(
m

m
)

車両中心線

図3.3.3 検知エリアの定義
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図 6.1.4-12 ３次元障害物センサー 障害物検知エリアへのダミー人形の接近 

 

 

 

図 6.1.4-13 ３次元障害物センサー単体試験（障害物検出エリア検査） 

 

 表 6.1.4-7 に障害物検知エリア試験の結果（静止時）を示す。検出距離 10ｍまでは安

定して障害物を検出した。検出距離 15ｍ以上では、障害物を検出はするが、検出まで

にかかる時間が不安定になる場合があった。  

 表 6.1.4-8 に障害物検知エリア試験（障害物が移動する場合）の結果を示す。検出距

離 5ｍまでは安定しているが、10ｍ以上の距離の場合、左右の境界での障害物検出が不

安定になる場合があった。  

 

  

0m

Xw

Yw

図3.4.2 評価位置

Zw

20m10m5m

検知エリア

試験体

v[m/min]

0m

Xw

Yw

図3.4.2 評価位置

Zw

20m10m5m

検知エリア

試験体

v[m/min]

ダミー人形設置
身長1800mm＋台車高100mm

安全サポート系３Dセンサ
ダミー人形設置
身長1800mm＋台車高100mm

安全サポート系３Dセンサ
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表 6.1.4-7 ３次元障害物センサー 障害物検知エリア試験（静止時）の結果 

 

 

 

   表 6.1.4-8 ３次元障害物センサー 障害物検知エリア試験（移動時）の結果 

 

 

 

6.1.5 ３次元障害物センサー  単体試験の評価  

 ３次元障害物センサーの単体試験の結果を表 6.1.5-1 にまとめる。  

測定範囲内で障害物の検出は、試験片の直径がφ100ｍの試験片では、長さ 20ｍまでの距離で

試験片を検出した。試験片の直径がφ50mm の場合は、長さ 15ｍまでの距離で試験片を検出し

た。  

 水平のスキャン周期は、14400°/sec、測定周期は 500ms に１回と設計値通りだった。  

 測定精度は長さ方向（X 軸方向）の測定精度は目標の 100mm の精度を達成することができ

た。幅方向（Y 軸方向）と高さ方向（Z 軸方向）では、長さが５ｍまでは測定精度は 100mm だ

った。長さが 20ｍでは、測定精度が 100ｍｍに達しない場合があった。  

 少検出サイズは、白ケント紙で 15ｍの距離までφ50ｍｍ、黒ケント紙では距離 10ｍまで

φ50ｍｍを検出した。  

 障害物検知エリアは、静止している障害物では、10ｍまでの距離で障害物を検出し、移動す

る物体では、10ｍまでの距離で障害物を検出し、左右方向で 10ｍで場合により検出が不安定な

ばあいがあった。  

 測定誤差の原因としてレーザースキャナの揺動タイミングとレーザースキャナのスキャンタ

検出
距離
（m）

前方 右側 左側

3 OK OK OK

5 OK OK OK

10 OK OK OK

15 検出不安定 OK 検出不安定

20 検出不安定 検出不安定 検出不安定

障害物検知エリア境界での検出
（障害物、静止時）

検出
距離
（m）

前方 右側 左側

3 OK OK OK

5 OK OK OK

10 OK 検出不安定 検出不安定

15 OK 検出不安定 検出不安定

20 OK 検出不安定 検出不安定

障害物検知エリア境界での検出
（障害物、移動時）
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イミングの同期精度の問題が原因と考えられる。画像がぶれるように精度が出ないため、３次

元画像の精度に制約が出ていると考える。今後のタイミングの同期回路の精度向上によりこれ

らの精度は改善ができると考えている。  

 

表 6.1.5-1 ３次元障害物センサー単体試験 単体試験の結果 

 

 

  

No. 項目 目標性能 測定結果

1 測定範囲 H 2.0m × W 1.2m X D 20m

・試験片φ100ｍｍ：
　長さ20ｍまで障害物検出
・試験片φ50ｍｍ：
　長さ15ｍまで障害物検出

2
測定周期

（水平スキャン）
14400°/sec

(25msec/スキャン）
14400°/sec

(25msec/スキャン）

3
測定周期
（３次元）

500ｍsec/測定
（１秒間に２回測定）

500ｍsec/測定
（１秒間に２回測定）

4 測定精度 100mm

・X軸方向
　100ｍｍ
・Y軸方向
　長さ5ｍの位置で、100ｍｍ
　長さ20ｍの位置で、目標範囲外
・Z軸方向
　長さ5ｍの位置で、100ｍｍ
　長さ20ｍで、目標範囲外

5 最少検出サイズ φ50ｍｍ

・白ケント紙
　15mまでφ50ｍｍ
・黒ケント紙
　10ｍまでφ50ｍｍ

6 障害物検知エリア 1.2m　×　10m

・静止時
　10ｍまで障害物検出
・移動時
　10ｍ前方方向で障害物検出
　10ｍ左右で障害物検出で
　場合により不安定な場合あり。
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6.2 模擬環境での試験 
 実環境を想定した使用環境での稼動試験を社内で実施した。実施場所は 15m×28m エリア、

床面はコンパネ貼り（コンクリート床の凹凸対応）で一般的なの機械加工工場の一画で実施し

た。実施内容は、安全サポート系（３次元位置センサー）との連携による衝突回避の挙動、安

全系の挙動を確認した。試験の過程で安全センサーの誤検知が見つかり、その後、図 6.2-1 に

示す屋内の清浄な環境で試験を実施した。結果は走行中、荷扱い中のその他の動作に関して、

当初の計画通りに安全系、安全サポート系が機能し、動作を停止することを確認した。一部の

見直し事項、不具合事項が発生した。  

 

      

      

              図 6.2-1 試験の実施状況  

 

また社内行事の際にデモ運転を行い一般の方の意見も聴取した。約 200 名が参加した社内行

事でデモ運転を行い、普段、このような機器に接していない方の意見から問題点の抽出を行

った。  
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            図 6.2-2 社内でのデモ運転  

 

6.2.1 見直し事項  

 評価試験の結果、設計見直しを行った事項について説明する。  

 障害物の近傍を高速で通過する際に、地図上に設定された構造物を障害物と誤認識すること

が発生した。実際の運用ではフォーク型ロボットの走行路を設定したあとで、一時的に物を置

いた場合などは減速すべきであるが、設備や構造物で永続的かつ局所的に障害物との間隔が狭

くなる場合、この部分は地図として認識できるのであればそのまま通過する。搬送能力対策と

して人を含む一時的な障害物でない場合に対人安全機能が本来機能を阻害することがないよう

に、安全サイドで減速する方向に誤動作する事例であるが、仕様と異なる挙動であり、搬送能

力は低下するため修正をした。  

 

              

図 6.2.1-1 地図情報と３次元位置認識の認識不一致   
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6.2.2 不具合事項  

 障害物の車体下部に取り付けた安全センサー（SICK 社製）が空気中に舞う埃（微粒子）で

誤動作し、予期しない非常停止をすることがある。試験環境が埃の多い場所であったために見

つかった事象である。原因は走行で生じる乱流による埃の舞い上がりと、床に敷いたコンパネ

（合板）の上を車体が通過する際に、車体重量によりコンパネが変形し、コンパネ（合板）と

床面の間に堆積した微粒子が隙間から噴出し、その微粒子を安全センサーが誤認識したことで

あった。原因の確定に時間を要した。  

 

 

   図 6.2.2-1 安全センサーの誤認識        図 6.2.2-2 床面の状態  

 

 この事象については取り付け位置を走行による乱流の影響の少ない 800mm 以上に移動すれ

ば発生頻度は大幅に減少する。それでは当初の安全仕様を満たさなくなり、試験場所の清掃等

の対応だけでは解決できず、試験環境を埃の少ない場所に変更し評価を継続した。  

 

 

6.3 安全検証センターでの評価 
 フォーク型物流支援ロボットの車体が大きく安全検証センターの設備能力を逸脱し、安全検

証センターで行えないため(一財)日本自動車研究所（JARI）で衝突安全の衝突試験を実施した

。フォーク型物流支援ロボットを走行させ、ロボットとの衝突（一次衝突）と衝突後の床面と

の衝突（二次衝突）において走行速度、ヘルメットの有無によって衝突時の衝撃を評価した。

評 価 は 自 動 車 分 野 で 使 用 さ れ て い る 指 標 で あ る ダ ミ ー の 頭 部 傷 害 基 準 値 (HIC

：Head Injury Criteria)で行った。また衝突時の挙動を高速度ビデオ撮影し、その挙動、衝突

後のダミーの状態から車体形状等の課題を検討した。尚、試験は安全バンパー、非常停止スイ

ッチ以外の安全系、安全サポート系による衝突回避機能は停止し、衝突した後の挙動を評価し

た。試験の方法としては図 6.3-1 に示すように直立状態のロボットをダミーに衝突させ、その

ときの挙動を観測する。  
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図 6.3-1 衝突試験要領  

 

 試験場所は図 6.3-2 に示す（一財）日本自動車研究所の自動車用の衝突試験場所（屋内）

の一部をお借りして約 40m の走行距離で実施した。  

 

 

 

図 6.3-2 衝突試験要領  

 

 試験としては表 6.3-1 に示す条件で行った。試験は衝突したダミーの応力を開放する休止時

間が必要で、１日の作業では当初計画していた側面衝突は行うことができなかった。  
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表 6.3-1 衝突試験  

試験番号  試験条件  （衝突速度、ヘルメット有無） 

Test 1 180m/min、 ヘルメット有  

Test 2 180m/min、 ヘルメット無  

Test 3 180m/min、 ヘルメット無  

Test 4 60m/min、  ヘルメット有  

Test 5 120m/min、 ヘルメット有  

Test 6 60m/min、  ヘルメット無  

 

 

6.3.1 衝突時の挙動  

 衝突試験でダミーと車体を衝突させた結果、以下のような挙動となった。衝突時の挙動は、

合計６回の衝突において一定の傾向が見られた。  

①  ロボットは車体下部に設置したバンパースイッチでダミーとの衝突を検知し、走行モ

ーターの電力を遮断し、電磁ブレーキにより停止する。  

 

②  ダミーは車体上部のバンパーで後ろに押され、転倒する。このとき頭部はロボットの

車体に額部分が衝突する。  

 

③  足は床面との摩擦が大きく、車体下部バンパーで押されながら減速し、頭部は一次衝

突時の速度で車体から離れ、後頭部から床面に衝突する。後頭部の床面衝突に遅れて背

中、臀部が床に衝突する。  

 

④  一次衝突から約１秒で２次衝突に至る。  

 

⑤  走行速度が 120m/分、180m/分と高速で衝突したとき、足首に近い下腿部分でダミー

を押し、停止に足首から下腿の一部が車体の下に挟まれることがある。ダミーが車体に

押されて移動する距離は、移動速度 180m／分時に 大 1.86m 引きずられ、0.29m が車

体の下に巻き込まれた。  

 

⑥  低速でのダミーの移動は、移動速度 60m／分時は 0.11m 引きずられ、180m／分の高

速走行よりも短距離である。  
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図 6.3.1-1 衝突時の挙動 1（条件：衝突速度：60 m/min、ヘルメット着用）  

 

 

 

図 6.3.1-2 衝突時の挙動 2（条件：衝突速度：120 m/min、ヘルメット着用）  

 

0.0 sec 0.1msec 0.2 sec 0.3 sec

0.4 sec 0.5 sec 0.6 sec 0.7 sec

0.8 sec 0.9 sec 1.0 sec
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図 6.3.1-3 衝突時の挙動 3（条件：衝突速度：180 m/min、ヘルメット着用）  

 

 

  

           図 6.3.1-4 180m/分での衝突時の挙動  

 

 

0.0 sec 0.1msec 0.2 sec 0.3 sec

0.4 sec 0.5 sec 0.6 sec 0.7 sec

0.8 sec 0.9 sec 1.0 sec

【衝突前】 【衝突後】 【転倒中】 

【衝突後】 
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図 6.3.1-5  衝突後のヘルメットの変形  

 

 試験に使用したヘルメットは、内部に発泡スチロールの衝撃吸収ライナーを装着した汎用作

業用ヘルメット（バイザー型ヘルメット、型式 SC-11B RA、衝撃吸収ライナー付、メーカー：

ミドリ安全）を使用した。衝突試験時の１回の二次衝突衝撃で後頭部が変形し、内部の衝撃吸

収ライナーまで変形した。ヘルメットは試験ごとに新品を使用した。ヘルメットが車体に接触

した箇所に塗装表面に傷は発生したが、車体のへこみや変形は見られなかった。また試験中に

ダミーが非常停止スイッチに衝突したことがあったこのときはスイッチのプラスチックの押し

ボタンが破損した。車体には図 6.3.1-6 に示すように金属製の取っ手もあり、この構造に関し

ては見直しが必要である。  

 

 

         
図 6.3.1-6 衝突後のヘルメットによる車体の塗装傷  
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図 6.3.1-7 一次衝突時の加速度  

 

 車体とダミーの衝突した一次衝突は速度 180m/分（赤線）において 362m/s2 、180m/分（茶

色線）で 962m/s2 とヘルメットを着用していない場合が も高い加速度を示している。ヘルメ

ットを着用した場合は、速度 180m/分（青線）の場合に 155m/s2 と非着用と比較して 1/2～1/5

に低減されている。  

 

 

図 6.3.1-8 二次衝突時の加速度  

 

 一方、ダミーが床面と衝突する二次衝突では、ヘルメット着用では衝突速度に関わらず加速

度が 4,200～4,600m/s2 であるのに対し、ヘルメット非着用では 6,800～9,800m/s2 と大きな値
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を示し、短時間で大きな衝撃が発生する。２次衝突部分の拡大チャートを図 6.3.1-9 に示す。  

 

       
        図 6.3.1-9 二次衝突部分の拡大  

 

 

6.3.2 頭部傷害基準値（HIC）での評価  

 車体とダミーが衝突した一次衝突のときの衝撃は走行速度が 180m/分でヘルメットを着用し

ない場合が も高い値を示す。米国法規（自動車衝突時の乗員保護）における小柄な女性ダミ

ーの傷害基準値である HIC=700、体格が異なるが参考として、欧州における成人男性ダミーの

傷害基準値である HIC=1,000 と比較しても十分に低い値であり、一次衝突は重篤な結果を生

じるものではない。 も HIC の大きいケースはヘルメット非着用での高速走行 180m/分での衝

突で約 40％の確率で AIS1（軽症）の負傷を発生する。ヘルメット着用はこれをさらに低減す

るのに有効で安全に寄与する。  
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図 6.3.1-10 HIC に比較  

 

 

          表 6.3.2-1 車体衝突時（一次衝突）の衝撃度  

 
 

 一方、床面に衝突する二次衝突のときの衝撃はヘルメット装着状態で HIC=3,000 前後、ヘ

ルメット装着なしで HIC=6,600～12,000 と非常に大きな値を示す。走行速度が 60m／分でも

大きい値を示す。  

 

          表 6.3.2-2 対床面衝突時（二次衝突）の衝撃度  
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6.3.3 衝突試験に対する考察  

 衝突試験では、ヘルメットの選定は運用する対象が配送センターでの運用であることを考慮

し、一般に入手可能な墜落時保護用／飛来・落下物用の作業用ヘルメット SC-11B RA 衝撃吸

収ライナー付（ミドリ安全製）を使用した。これらを整理すると下記となる。  

 

①  一次衝突は重篤な結果をもたらす衝撃のレベルではない。  

②  頭部、頚部、胸部のいずれも、二次衝突での衝撃が大きい。  

③  ヘルメット着用は衝撃緩和に効果はある。  

④  二次衝突ではヘルメット着用は HIC＝1000 を下回るまでの衝撃緩和には不十分であ

る。  

 

 産業用ヘルメットでは飛来や落下物からの防護を目的としているため、自転車やバイク用の

転倒保護用ヘルメットに比較し、衝撃吸収性能は低い。構造、クッション部分の厚み、衝撃力

の分散性能が大きくことなる。  

 尚、二次衝突はフォーク型ロボット以外でも大きな値になり、今後、これをどのように評価

するか、あるいは評価の有無を含めて試験コンソシアムで検討中である。  

 車体形状に関しては、今回はダミーと車体が正対する正面からの衝突試験を行った。その結

果バンパーで足背（つま先）を押さえるとダメージが大きくなる。足背を拘束して状態を押す

ことで、足の接地面（足の裏）を中心とした回転運動で後頭部から床面に衝突する。従来は安

全とされていたガイドライン 3) で示された走行速度 60m/分においてもこの状況は発生する。  

 速度 180m/分で衝突した場合、車体の停止までの移動距離が 1.38m あり、ダミーは車体に押

されて踵をコンクリート床に擦り擦過痕を残しながら 1.2m 移動し、靴の踵は擦過により破損

していた。これは踵、足首にも大きな力がかかることを示している。ダミーは AF05 を使用し

膝や足首にはセンサーが無いため下肢の衝撃の定量評価はできていない。  

 この結果から分かる望ましい車体形状は、足背を車体下に巻き込まないようにするためには

、バンパー位置を床面ギリギリまで下げることが求められる。また従来はスポンジや発泡ウレ

タンのような柔らかい素材のバンパーが使用されてきたが、バンパーで足を押せる硬い材質の

使用の検討も今後の検討課題となる。バンパーの直下の空間を塞ぐための、排障器の使用も有

効である。更にパンパーの接触と上体（胸部）接触のタイムラグがあれば低速での押し倒しは

回避可能であり、これらは今後の車体形状設計に反映する。現状のバンパーと床面との間隔を

図 6.3.1-12 に示す。  
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図 6.3.1-11 ダミー移動時の踵の擦過痕と破損した靴の踵  

 

 

 

       

            図 6.3.1-12 車体と床面との間隔  
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７． 結果 

7.1 安全サポート系 
(1) 対人衝突回避  

 フォーク型ロボットで行う、３次元位置認識装置と通常制御系を組み合わせた安全サポ

ートは、不安全な事象に至る前にフォーク型ロボットを減速あるいは停止し、対人接触あ

るいは対人衝突事故リスクを減らすことに有効である。  

３次元で位置認識をする範囲は車体後方（走行方向）の床上 200mm から 1,200mm の正面

から側面を含む 270 度の空間での障害物を認識する。  

 

(2) 安全サポート系としての地上システム 

 地上システムで行う歩行者検知等の方法は有効性が期待される。検出に使用するセンサ

ー類は日立グループ内で製品化されたものも多く、技術開発要素が少なく、本プロジェク

トの委託事業範囲内から外れるため、検討だけに留めたが、有効性は期待できる。  

 

7.2 安全系 
 非接触の安全センサーを使用した安全系は機能安全として有効である。  

市販の安全センサーは使用環境により安定して動作しないこともあり、取り付け方法、運用す

る環境により設置方法を適切に選択する必要がある。  

 

7.3 コスト 
 安全系、安全サポート系の両方について、機能安全の実現には大きなコストが発生する。状

態のセンシングに使用する２次元レーザー距離計や走査機構、データ処理の制御装置を信頼性

確保のため２重化を行うためのコストを製品コストに転嫁することは、価格競争の激しい産業

車両のカテゴリーでは、全車装備には無理がある。JIS 規格他の安全に対する取り組みに対し

て、使用環境の拡大や顧客要求で更に追加の安全対策を行う場合には、有償オプション扱いと

して製品適用する。  
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８．総括 

8.1 成果の達成状況 
 本プロジェクトのおける成果の達成状況を表 8.1-1 に示す。  

 

            表 8.1-1 成果の達成状況  

No. 目  標  成  果  達成度

1. 安全性検証手法に基づいたリスクアセスメントと具体的検証方法の策定  

(1) 安全性検証手法に基づき、リスクアセスメ

ントを実施する 

過 去 の手 動フォークリフトの事故 事例 を

調 査 の上、リスク抽 出しアセスメントを実

施。 

◎  

2. 自律走行時の３次元障害物検出技術の開発  

(1) 走行時と荷扱い時におけるロボット周辺の

障害物を検出する技術仕様を策定する 

(i)３次元位置認識装置の設計において

、 複 数 の デ バ イ ス 、 コ ン ト ロ ー ラ

が IEC61508 に適合できず、安全サポ

ート系として仕様を策定した。 

(ii)荷扱い時の障害物検出は装置コスト

が大 幅 に増 加 するため対 象 から外 し、

安全系で処理する仕様に変更した。 

○ 

(2) 仕様に基づいた開発を行う 

(a) 距離データをロボット座標へ変換す

る処理を行う 

ロボットの持つ地図の座標系に座標変換

したデータを受け渡した。 

○ 

(b) ３次元データクラウドを生成する 3 次元データから車体の誘導制御系で処

理可能な 2 次元データの圧縮を行った。 

○ 

(c) 車 両 制 御 処 理 装 置 に障 害 物 の位

置を出力する 

周期的にデータ転送し、データ欠落につ

いても処理を追加した。 

○ 

(d) 揺動モーターの制御状態を変更す

るための制御指令値を生成する 

揺動制御を行った。 ○ 

(e) ３次元障害物検出処理装置の動作

状況を診断する処理を行う 

動作開始時の自己診断を行った。 ○ 

3. 走行・荷扱い時の対人安全制御技術の開発  

(1) 

 

 

ロボット走行時の対人安全技術  

(a) 制動距離に適合した走行路上の障

害物（人または人の手など）を検出し

て停止する 

(i)安全サポート系と安全系の２つの系で

停止する制御系とした 

(ii)直線だけでなくフォークリフト固有のカ

ーブ運転、切替し運転にも防護範囲を

拡大した。 

○ 
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(b) 走行路近傍に人がいる場合は徐行

運転もしくは停止する 

安全サポート系で減速・停止処理を行っ

た。 

○ 

(c) 対人安全と作業効率を低下させな

い運用の両立  

障 害 物 検 出 データと電 子 地 図 を照 合 し

地図登録されている障害物は除外した。 

○ 

(2) 

 

 

 

 

 

 

荷扱い時の対人安全技術  

(a) 

 

 

荷扱い時は荷扱い領域に障害物（

人、または人の手など）がないことを

検出する 

車体周囲 360 度を移載シーケンスに応じ

て監視し接触前に停止する。 

○ 

(b) 荷扱い作業で占有される空間を認

識して障害物検出を適正に行う 

荷の占有空間の認識を３次元位置認識

装置から外し、安全系の防護範囲を移載

シーケンス応じて監視した。 

○ 

4. 安全評価  

(1) 安全検証センターおよび自社模擬現場で

の安全評価  

(i)安全検証センターでは車体重量、サイ

ズの制約から、衝突試験のみを日本自

動車研究所(JARI)で実施した。 

(ii)その他の試験については社内環境で

行える試験を実施した。 

○ 

 

(2) 流通サービス業の現場での実証試験  物流センターの了解が得られず、社内模

擬環境での検証を実施した。 

△ 

               ◎：大幅達成 ○：達成 △：概ね達成 ×：未達成  

 

(1) 安全設計について 

 対人安全についてのリスクの抽出、リスクアセスメントに基づいた評価とリスクの低減を

実施し、リスクを許容できる範囲まで低減し、当初の目標を達成した。  

 安全サポート系は３次元位置認識装置が既に製品に使用している制御装置の転用か

ら ICE61508 に適合することができず、安全系から外し、安全サポート系とした。安全系を

既に SIL2 認証を受けたセンサーで構成したことで、安全性については要求を満たすがコス

ト的には高い構成となった。AGV は顧客毎の個別仕様対応の製品が量産には向かない製品

であるが、今後、機種間の標準化を進めた上でコスト低減が必要である。  

 

(2) 製品化・製品適用  

①  フォーク型ロボットの安全システム  

 日立製作所ではフォーク型ロボットのベースモデルとなったリーチ型フォークリフ

トの AGV を製品化している。今回のプロジェクトで開発した安全システムは、従来モ

デルに対し、高速化と安全強化対応機種のオプション扱いとし、2014 年度から受注拡

販を行う。  
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②  ３次元位置認識装置  

 日立産機システムの３次元位置認識装置は、小型化、外観デザイン、他社メーカーの

制御装置とのインターフェースを見直した上で製品化し、AGV メーカー向けに供給す

る。また日立産機システムで製品化している電子地図マッチング方式の誘導制御装

置 Ichdas との連携機能も装備した上で 2015 年度に製品化する。  

 

(3) 成果の普及  

①  プロジェクトで得られた知見の活用  

 本プロジェクトで得られた知見、特に衝突試験の結果は、無人搬送車の業界内でも前

例がなく非常に貴重な資料である。本結果は日本産業車両協会内で共有する。また、JIS

規格（JIS D6802）改定にも反映する。高速走行時の衝突時の挙動、ヘルメットの効果

、衝撃の定量評価の知見を活かし、JIS 規格改定案では人の転倒を誘発しにくい車体下

部の形状の提案、作業者のヘルメットの着用義務、安全速度の規定などに反映し、日本

産業車両協会内で予備審議中である。表 8.1-2 にその案の骨子の一部抜粋を示す。  

 

            表 8.1-2 JIS 改定案の骨子（一部抜粋）  

１．AGV 走行エリアには、制限事項として教育を受けた人の侵入のみを可能とする。 

一般の人や教育を受けていない人は侵入してはいけない。また、エリアの安全管理者を置く

ことが望ましい。 

２．走行エリアに侵入する際には、ヘルメットを着用すること。さらに、安全靴を着用することが

望ましい。 

（中略） 

６．AGV が安全速度より速く走行し、その安全を確保する場合には、非接触障害物検知セン

サーを使用すること。 

７．「６」非接触障害物検知センサーの安全要求レベルは、SIL は SIL2，CAT は CAT.3 およ

び PLPL-d のいずれかとする。 

（以下、省略） 

 

②  ３次元位置認識技術の誘導制御への展開  

 日立グループ内での無人搬送車等のレーザー誘導制御は既に日立製作所インフラシ

ステム社のインテリジェントキャリー、日立産機システムの Lapi に搭載している。こ

れらの製品は２次元の距離データで周囲環境の位置認識を行っている。3 次元位置認識

による誘導に関しては、つくばチャレンジ（主催：つくばチャレンジ実行委員会、つく

ば市）に日立製作所機械研究所から Sofara-T でエントリーし、その後、日立搭乗型移

動支援ロボットを開発し、つくばモビリティロボット実験特区 (搭乗型移動支援ロボッ

ト公道実証実験)で走行実験を行っている。  
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 今回開発した 3 次元位置認識は産業車両の誘導にも応用可能であり、低コストで 3

次元位置認識することにより一般産業用の無人搬送車を含む自律移動作業を行うロボ

ットの利用シーンの拡大に繋がる。これは安全面だけでなく、二次元データでは地図と

リアルタイムで計測した距離データの相関が低い凹凸の多い壁面や装置が存在する工

場環境や配送センターで、安定した誘導を行うことに寄与する。日本産業車両協会が無

人搬送車のユーザに実施したアンケートで、無人搬送車の改善を要する事項の上位にあ

る信頼性向上のためにも有効な手段となる。  

 

 

       図 8.1-1 2 次元位置認識マップと 3 次元位置認識マップの相違  

 

(4) その他  

 コンセプト認証のためリスクアセスメントの結果を第１コンソシアムに提出し、その内容

についてレビューしていただいた。  

 

        

          図 8.1-2 品質評価レポート（Draft）  
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 日立産機システム G コンソシアムとしては設計コンセプト認証を取得した。Phase1／

Phase2 を含めた本認証は、今後必要に応じて取得を検討する。  

 

 

 

９．特許、論文、外部発表等の件数  

 

特許、論文、外部発表等の件数（内訳） 

  区

分 

 

年度 

特許出願 論文・記事 その他外部発表 

 

国内 外国 PCT

※ 出

願 

査読

付き

その

他 

学 会 発 表

・講演 

報道（新聞

・雑誌等へ

の掲載） 

その他展

示会等 

H23FY 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

H24FY 1 件 0 件 0 件 0 件 3 件 3 件 2 件 1 件 

H25FY 1 件 0 件 0 件 1 件 0 件 0 件 1 件 0 件 
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